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　呈

　の

　辞

一

献
　
呈
　
の
　
辞

中
村
進
先
生
は
、
令
和
四
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
ご
退
職
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
し
、
本
号
を
退
職
記
念
論
文
集

と
し
て
献
呈
い
た
し
ま
す
。
大
学
院
以
来
、
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
た
先
輩
で
あ
る
先
生
が
、
ご
退
職
さ
れ
ま
す
こ
と
を
と
て
も
寂
し
く

感
じ
て
お
り
ま
す
。

中
村
先
生
は
、
昭
和
五
六
年
三
月
に
日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
ご
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期

課
程
、
昭
和
五
九
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
に
ご
進
学
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
元
年
七
月
に
日
本
大
学
法
学
部
助

手
と
し
て
本
学
部
に
勤
務
さ
れ
て
以
来
、
専
任
講
師
、
助
教
授
を
経
て
、
平
成
一
八
年
四
月
に
教
授
に
ご
就
任
さ
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
、
三
二
年
も
の
長
き
に
わ
た
り
日
本
大
学
法
学
部
の
教
育
・
研
究
、
そ
し
て
大
学
行
政
に
お
い
て
数
多
く
の
功
績
を
残
し
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。

中
村
先
生
は
、
杉
林
信
義
先
生
の
も
と
で
研
究
者
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
国
際
私
法
を
ご
専
門
と
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
国
際
私
法
の
諸
問
題
に
つ
い
て
ご
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
に
お
け
る
国
際
的
な
法
律
問
題
に

い
ち
早
く
ご
着
目
さ
れ
、「
電
子
商
取
引
と
裁
判
管
轄
・
準
拠
法
の
問
題
」
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
平
成

一
五
年
七
月
か
ら
平
成
一
七
年
三
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
に
お
い
て
、
そ
し
て
平
成
二
九
年
四
月
か
ら
同
年

九
月
ま
で
ド
イ
ツ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
に
お
い
て
、
客
員
研
究
員
と
し
て
電
子
商
取
引
の
諸
問
題
に
つ
い
て
比
較
法
的



献
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七
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（
二
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二
二
年
二
月
）

二

観
点
か
ら
ご
研
究
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
本
学
部
の
機
関
誌
に
複
数
の
ご
論
文
を
ご
執
筆
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、『
日
本
法
学
』
に
は
、

「
分
裂
ド
イ
ツ
の
本
国
法
の
決
定
（
一
）（
二
）」、「
国
際
私
法
と
両
性
平
等
」
等
の
ご
論
稿
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
欧
州
連
合

や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
国
際
私
法
及
び
国
際
裁
判
管
轄
権
に
伴
う
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
に
関
す
る
法
律
問
題
を
取

り
上
げ
ら
れ
、
わ
が
国
の
電
子
商
取
引
の
分
野
に
お
け
る
法
の
発
展
に
つ
な
が
る
多
数
の
ご
論
文
を
ご
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
が
令
和

元
年
に
『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
に
ご
執
筆
さ
れ
た
ご
論
文
「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法
に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保

護
規
定
の
展
開
」
で
は
、
電
子
商
取
引
の
出
現
に
よ
り
消
費
者
が
国
際
取
引
の
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

欧
州
連
合
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
や
国
際
私
法
規
則
に
基
づ
く
新
た
な
視
点
か
ら
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
議
論
の
展
開
を
わ
が
国
に
ご
紹

介
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
考
に
わ
が
国
の
現
状
と
合
致
し
た
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

中
村
先
生
は
、
大
学
行
政
に
お
い
て
も
多
大
な
る
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
平
成
二
一
年
七
月
か
ら
平
成
二
三
年
三
月
ま
で

学
生
生
活
委
員
会
委
員
長
を
務
め
ら
れ
、
学
生
が
安
全
に
心
地
よ
く
大
学
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
日
々
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
先

生
は
平
成
三
一
年
四
月
か
ら
令
和
三
年
六
月
ま
で
比
較
法
研
究
所
長
を
務
め
ら
れ
、
本
学
部
の
比
較
法
学
の
研
究
促
進
の
た
め
に
海
外
の

研
究
者
と
本
学
部
の
研
究
者
と
の
橋
渡
し
役
を
担
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
先
生
は
令
和
三
年
七
月
か
ら
日
本
大
学
図
書
館
分
館
長
と
し

て
ご
活
躍
さ
れ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
中
で
学
生
や
教
員
が
安
全
に
学
修
と
研
究
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
学
修
・
研
究
環

境
の
整
備
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
り
、
先
生
は
経
営
法
学
科
の
主
任
も
務
め
ら
れ
、
経
営
法
学
科
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と

し
て
学
科
の
運
営
を
支
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
村
先
生
は
、
大
変
優
れ
た
教
育
者
で
も
あ
り
、
学
生
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
し
、
い
つ
で
も
学
生
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
、

時
間
を
惜
し
む
こ
と
な
く
多
く
の
学
生
に
対
し
て
熱
心
に
教
育
指
導
を
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
先
生
の
お
人
柄
を
慕
う

献

　呈

　の

　辞

三

学
生
や
卒
業
生
た
ち
で
先
生
の
研
究
室
は
い
つ
も
賑
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
大
学
生
活
に
お
い
て
学
生
た
ち
の
良
い
思
い
出
と

な
る
よ
う
な
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・
実
施
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
先
生
の
ゼ
ミ
生
た
ち
が
夏
の
花
火
大
会
の
時
期
に
な

る
と
浴
衣
姿
で
大
学
へ
来
て
講
義
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
た
い
へ
ん
印
象
的
で
し
た
。
先
生
の
温
和
な
お
人
柄
ゆ
え
に
先
生
の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
は
、
大
変
人
気
が
あ
り
、
ゼ
ミ
の
卒
業
生
の
多
く
が
社
会
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

私
事
に
わ
た
り
ま
す
が
、
中
村
先
生
に
は
大
学
院
以
来
、
い
つ
も
ご
支
援
・
ご
指
導
い
た
だ
き
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
私
が

大
学
院
博
士
前
期
課
程
に
在
学
し
て
い
た
時
、
当
時
助
手
を
さ
れ
て
い
た
先
生
と
法
学
部
旧
二
号
館
で
一
緒
に
ド
イ
ツ
語
の
文
献
を
読
み
、

先
生
か
ら
ド
イ
ツ
語
を
教
わ
っ
た
こ
と
を
今
で
も
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。
ま
た
、
私
が
ド
イ
ツ
で
学
位
論
文
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
き

も
、
絶
え
ず
ご
支
援
・
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
が
ド
イ
ツ
へ
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
、
今
こ
う
し
て
教
職
に
就
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た

の
は
、
い
つ
も
親
し
く
ご
支
援
・
ご
指
導
い
た
だ
い
た
中
村
先
生
の
お
か
げ
で
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
中
村
先
生
に
は
、
今
後
と
も
一
層
の
ご
指
導
を
賜
り
、
我
々
を
暖
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
先
生
の
ご
健
康
と
さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
吉
日

�

法
学
部
長
　
小
　
田
　
司
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（
二
〇
二
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月
）

八

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義

─
党
政
策
文
書
『
今
後
の
展
望
』
を
中
心
に

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

��
�
�
�
�
�
�
渡
　
邉
　
容
一
郎
�
�
二
四
七

議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政
党
の
二
面
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
浅
　
井
　
直
　
哉
�
�
二
九
〇

政
策
評
価
に
お
け
る
統
計
の
通
貨
単
位
問
題
に
関
す
る
一
考
察
：
貿
易
統
計
の
事
例
�
�
�
�
�
�
�
羽
　
田
　
　
　
翔
�
�
三
一
六

入
会
林
野
と
社
会
変
容

─
長
野
県
木
曽
町
の
事
例
研
究
か
ら
問
う
こ
と
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
佐
　
幸
　
信
　
介
�
�
三
四
〇

中
国
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
「
合
法
的
な
出
所
」
抗
弁
の
適
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
劉
　
　
　
斌
　
斌
�
�
三
七
〇

日
米
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
算
出
手
法
に
関
す
る
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三
　
村
　
淳
　
一
�
�
四
一
〇

C
O
V
ID
-19

の
感
染
拡
大
に
よ
る
電
子
商
取
引
の
進
展
と
海
上
運
送
へ
の
影
響
に
つ
い
て

���
�
�
�
長
　
沼
　
　
　
健
�
�
四
三
〇

中
村
進
教
授
　
略
歴
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
四
三
一

中
村
進
教
授
　
主
要
業
績
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
四
三
七

索
　
　
引中

村
進
教
授
退
職
記
念
号
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ラ
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際
私
法
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化
と
現
代
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（
笠
原
）

三

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化

笠

　
　原

　
　俊

　
　宏

一
　
前
書
き

近
代
国
際
私
法
の
法
源
と
し
て
、
最
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
呼
ば
れ
る
一
八
〇
四
年
三
月
二
一

日
施
行
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
中
の
三
箇
条
の
国
際
私
法
規
定
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
、
そ
の
序
章
第
三
条
に
お
い
て
、

第
一
項
が
、「
警
察
及
び
安
寧
に
関
す
る
法
律
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
域
内
に
居
住
す
る
全
て
の
者
を
拘
束
す
る
。」
と
規
定
し
、
第
二
項
が
、

「
不
動
産
は
、
外
国
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
、
そ
し
て
、
第
三

項
が
、「
人
の
身
分
及
び
能
力
に
関
す
る
法
律
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
に
在
っ
て
も
、
そ
の
者
を
規
律
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま

た
、
裁
判
管
轄
規
定
と
し
て
、
そ
の
第
一
編
第
一
章
第
一
四
条
が
、「
外
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
者
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
と
締
結
さ
れ
た
債
務
の
履
行
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
で

論

　説

）
五
五
五
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四

き
る
。
そ
の
者
は
、
そ
の
者
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
締
結
さ
れ
た
債
務
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
（
一
八
〇
三
年
三
月
一
五
日
公
布
）、
第
一
五
条
が
、「
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
そ
の
者
に
よ
り
外
国
に
お
い
て

締
結
さ
れ
た
債
務
に
つ
き
、
外
国
人
と
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
へ
召
喚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規

定
し
て
い
る
（
一
八
〇
三
年
三
月
一
八
日
公
布
）。
こ
れ
ら
の
化
石
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
諸
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
般
原
則

と
な
っ
て
い
る
に
止
ま
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
等
の
近
隣
諸
国
の
国
際
私
法
に
影
響
を
与
え
て
い
た
ば
か
り

か
、
フ
ラ
ン
ス
の
旧
植
民
地
で
あ
っ
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
独
立
後
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
源
と
し
て
も
、
不
可
侵
の
存
在
の
ご
と
く
、

広
範
な
領
域
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。
大
陸
法
系
圏
を
見
る
限
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、
更
に
は
、
イ
タ
リ
ア
等
の

比
較
的
近
時
の
国
際
私
法
立
法
は
、
欧
州
を
含
め
、
世
界
の
国
々
の
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
改
正
に
お
い
て
、
影
響
を
与
え
る
存
在

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
（
２
）

、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
中
の
前
記
諸
規
定
も
、
今
で
は
、
古
典
的
と
も
形
容
さ
れ
う
る
存
在
と
な
り
な
が

ら
、
な
お
、
破
棄
院
判
決
に
支
え
ら
れ
て
、
現
役
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
続
け
て
い
る
（
３
）

。

そ
の
一
方
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
諸
国
国
際
私
法
が
、
早
く
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
に
向
け
て
改
正

さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
現
代
化
さ
れ
た
法
典
の
制
定
が
顕
著
な
動
向
と
な
っ
て
い
た
が
（
４
）

、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
精
緻
化
は
、
成
文
法
を
見
る
限
り
、
他
の
西
欧
諸
国
の
そ
れ
に
比
し
て
、
さ
し
て
顕
著
に
進
捗
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
わ
が
国
際
私
法
の
改
革
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
高
度
な
学
問
的
水
準
及
び
実
務

の
動
向
を
伝
え
て
い
る
ラ
ー
ベ
ル
外
国
私
法
・
国
際
私
法
雑
誌
（R

abelsZ
）
や
国
際
私
法
実
務
雑
誌
（IP

R
ax

）
等
に
見
ら
れ
る
緻
密
な

論
攷
か
ら
多
く
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
と
は
異
な
る
学
風
を
醸
し
て
い
る
西
欧
法
文
化
と

の
知
的
な
遭
遇
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
雑
誌
（R

evu
e critiqu

e d
e d

roit in
tern

ation
al priv é （５

））、
ク
リ
ュ
ー
ネ

）
五
五
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

五

（C
lu

n
et

）、
国
際
比
較
法
雑
誌
（R

evu
e in

tern
ation

al d
e d

roit com
paré

）
等
を
通
じ
て
、
や
は
り
、
長
年
に
亘
り
、
学
問
的
啓
発
と
い

う
点
に
お
い
て
大
役
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
裁
判
官
、
研
究
者
、
実
務
法
曹
の
三
者
が
一
堂
に
会
す

る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
（le C

om
ité français de droit international privé

）
の
大
会
に
お
け
る
毎
年
四
回
の
闊
達
な
報
告
と
質
疑

応
答
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
に
対
す
る
熱
気
を
そ
の
ま
ま
極
東
の
国
へ
も
伝
え
て
き
た
。

小
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
に
関
連
す
る
幾
つ
か
の
文
献
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
や
情
報
を
拠
り
所
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
国
際
私
法
が
そ
の
法
典
化
の
た
め
に
歩
ん
で
き
た
道
を
辿
り
、
ま
た
、
時
々
に
お
け
る
そ
の
作
業
の
成
果
に
つ
い
て
、
拙
稿
を
も

交
え
な
が
ら
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
目
指
し
て
い
る
将
来
の
方
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
今

日
的
意
義
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
特
質
な
い
し
国
際
私
法
学
に
お
け
る
位
置
付
け
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
の
小
さ
な
機
会
と

も
し
た
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
拙
い
な
が
ら
、
中
村
進
教
授
退
職
記
念
号
に
寄
せ
る
論
攷
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
　
法
典
化
の
前
駆
的
過
程

⑴

　総
説

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
た
め
の
作
業
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
た
期
間
は
、
概
ね
、
次
に
述
べ

る
よ
う
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
、
目
標
と
さ
れ
た
国
際
私
法
典
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
早
期
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
と
同
様
に
、
国
内
法
と
し
て
の
包
括
的
で
現
代
化
さ

れ
た
内
容
を
有
す
る
国
際
私
法
典
の
完
成
で
あ
る
が
、
そ
の
努
力
は
挫
折
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
よ
る
産
物
と
し
て
、
僅
か
に
、
時
機

）
五
五
二
（
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的
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と
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て
大
役
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果
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こ
と
に
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で
あ
ろ
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、
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om
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に
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す
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気
を
そ
の
ま
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極
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の
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も
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え
て
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に
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は
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フ
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ス
国
際
私
法
の
法
典
化
に
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連
す
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幾
つ
か
の
文
献
か
ら
得
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れ
る
知
識
や
情
報
を
拠
り
所
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
国
際
私
法
が
そ
の
法
典
化
の
た
め
に
歩
ん
で
き
た
道
を
辿
り
、
ま
た
、
時
々
に
お
け
る
そ
の
作
業
の
成
果
に
つ
い
て
、
拙
稿
を
も

交
え
な
が
ら
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
目
指
し
て
い
る
将
来
の
方
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
今

日
的
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義
に
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る
フ
ラ
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ス
国
際
私
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の
特
質
な
い
し
国
際
私
法
学
に
お
け
る
位
置
付
け
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
の
小
さ
な
機
会
と

も
し
た
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
拙
い
な
が
ら
、
中
村
進
教
授
退
職
記
念
号
に
寄
せ
る
論
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と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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典
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の
前
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的
過
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⑴
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フ
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の
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典
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の
た
め
の
作
業
を
振
り
返
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て
み
る
と
、
そ
の
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
た
期
間
は
、
概
ね
、
次
に
述
べ

る
よ
う
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
、
目
標
と
さ
れ
た
国
際
私
法
典
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
早
期
に
お
い
て
目
指
さ
れ
た
の
は
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
と
同
様
に
、
国
内
法
と
し
て
の
包
括
的
で
現
代
化
さ

れ
た
内
容
を
有
す
る
国
際
私
法
典
の
完
成
で
あ
る
が
、
そ
の
努
力
は
挫
折
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
よ
る
産
物
と
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て
、
僅
か
に
、
時
機
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五
五
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

六

を
得
な
い
幾
つ
か
の
立
法
が
実
現
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
お
け
る
動
向
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、
国
際
的
な
国
際
私
法

へ
の
傾
倒
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
変
容
の
素
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
、
国
際
私
法
の
統
一
を
掲
げ
て
勢
力
を
拡
大
し
た
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
の
台
頭
で
あ
り
、
そ
し
て
、
よ
り
近
時
に
お
い
て
は
、
と

く
に
、
局
地
的
な
が
ら
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
圏
の
結
束
と
拡
大
を
背
景
と
し
た
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
を
信
頼
し
、
そ
れ
に
依
存

し
よ
う
と
す
る
形
勢
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
６
）

。

し
か
し
、
元
来
、
諸
国
に
お
け
る
国
内
法
と
し
て
の
国
際
私
法
が
、
広
く
、
諸
外
国
や
領
域
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
渉
外
私
法
関
係
の

規
律
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
欧
州
連
合
条
約
は
、
相
当
な
影
響
力
や
拘
束
力
を
有
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の

欧
州
圏
内
に
関
わ
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
規
律
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
欧
州
連
合
条
約
の
内
容
が
如
何
に
充
実

さ
れ
よ
う
と
も
、
欧
州
連
合
圏
外
の
国
々
と
の
当
該
圏
外
に
お
け
る
渉
外
私
法
関
係
の
規
律
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
別
途
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
国
際
私
法
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
二
元
的
な
認
識
は
、
フ
ラ

ン
ス
以
外
の
欧
州
連
合
加
盟
国
に
お
い
て
も
、
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
近
時
に
至
っ
て
も
、
欧
州
連
合
加
盟
諸
国
が
そ

れ
ら
に
独
自
の
国
際
私
法
の
法
典
化
に
勤
し
ん
で
い
る
の
は
、
正
に
そ
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
７
）

。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

法
典
化
作
業
の
当
初
、
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
統
一
さ
れ
た
国
内
立
法
と
し
て
の
国
際
私
法
典
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
作
業
の

成
果
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
以
下
に
言
及
す
る
ニ
ボ
ワ
イ
エ
（Jean P

aulin N
iboyet

）、
バ
チ
フ
ォ
ル
（H

enri B
atiffol

）、
フ
ォ

ワ
イ
エ
（Jean F

oyer

）
が
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
っ
て
起
草
さ
れ
た
三
つ
の
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
草
案
で
あ
る
。

⑵

　ニ
ボ
ワ
イ
エ
予
備
草
案
（
一
九
五
三
年
）

ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
の
主
導
の
も
と
、
民
法
典
改
正
委
員
会
（la C

om
m

ission de réform
e du code civil

）
に
よ
り
一
九
四
八
年
か
ら

）
五
五
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

七

一
九
五
〇
年
ま
で
の
間
に
練
ら
れ
た
草
案
が
、
一
九
五
三
年
、
時
の
法
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
同
草
案
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定

は
、
民
法
典
の
改
正
の
一
端
と
し
て
、
個
人
及
び
家
族
の
権
利
に
関
わ
る
広
範
な
渉
外
問
題
の
規
律
を
目
し
て
お
り
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス

国
際
私
法
の
範
疇
の
事
項
と
し
て
定
着
し
て
い
る
国
籍
を
除
き
、
外
国
人
の
地
位
、
法
人
の
地
位
、
法
律
の
抵
触
、
裁
判
管
轄
の
抵
触
に

関
す
る
事
項
を
包
括
し
、
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
婚
姻
関
係
、
親
子
関
係
、
契
約
等
、
個
々
の
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定

の
ほ
か
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
反
致
、
外
国
法
の
条
件
、
既
得
権
等
に
関
す
る
総
則
規
定
の
一
一
三
箇
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
（
８
）

。
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
は
、
こ
の
草
案
に
お
い
て
、
属
人
法
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
拡
大
へ
導
く
こ
と
に
な
る
立
場
を
導
入
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
を
基
準
と
す
る
属
人
法
の
適
用
が
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
五
年
以
上
住

所
を
有
す
る
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
（
同
草
案
第
五
九
条
）、
ま
た
、
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
等
の
家
族
関
係

に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
当
事
者
で
あ
る
限
り
、
利
害
関
係
者
の
住
所
や
相
手
方
当
事
者
の
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
適

用
さ
れ
る
と
し
た
（
同
草
案
第
六
四
条
及
び
第
六
五
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
法
の
抵
触
と
国
家
主
権
の
抵
触
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
フ

ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
み
を
顧
慮
し
た
一
方
主
義
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
抵
触
法
上
の
一
方
主
義
の
特
徴
と

し
て
、
自
ら
の
立
法
管
轄
を
肯
定
す
る
外
国
法
の
も
と
に
、
外
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
権
利
（
既
得
権
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
広
く
承

認
す
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
（
同
草
案
第
五
三
条
）。
当
該
草
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
（le C

om
ité francais de 

droit international privé

）
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
主
義
及
び
過
度
な
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
依
拠
が
批
判
さ
れ
た
が
、
民
法
典
改
正
委
員
会

は
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
が
提
唱
し
た
立
場
を
支
持
し
な
が
ら
、
新
た
な
草
案
を
用
意
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ

草
案
の
挫
折
は
、
そ
の
内
容
に
起
因
し
て
い
た
（
９
）

。

）
五
五
二
（
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五
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年
ま
で
の
間
に
練
ら
れ
た
草
案
が
、
一
九
五
三
年
、
時
の
法
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
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る
。
同
草
案
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定

は
、
民
法
典
の
改
正
の
一
端
と
し
て
、
個
人
及
び
家
族
の
権
利
に
関
わ
る
広
範
な
渉
外
問
題
の
規
律
を
目
し
て
お
り
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス

国
際
私
法
の
範
疇
の
事
項
と
し
て
定
着
し
て
い
る
国
籍
を
除
き
、
外
国
人
の
地
位
、
法
人
の
地
位
、
法
律
の
抵
触
、
裁
判
管
轄
の
抵
触
に

関
す
る
事
項
を
包
括
し
、
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
婚
姻
関
係
、
親
子
関
係
、
契
約
等
、
個
々
の
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
規
定

の
ほ
か
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
反
致
、
外
国
法
の
条
件
、
既
得
権
等
に
関
す
る
総
則
規
定
の
一
一
三
箇
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

た
（
８
）

。
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
は
、
こ
の
草
案
に
お
い
て
、
属
人
法
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
拡
大
へ
導
く
こ
と
に
な
る
立
場
を
導
入
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
を
基
準
と
す
る
属
人
法
の
適
用
が
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
五
年
以
上
住

所
を
有
す
る
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
し
（
同
草
案
第
五
九
条
）、
ま
た
、
夫
婦
関
係
や
親
子
関
係
等
の
家
族
関
係

に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
当
事
者
で
あ
る
限
り
、
利
害
関
係
者
の
住
所
や
相
手
方
当
事
者
の
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
適

用
さ
れ
る
と
し
た
（
同
草
案
第
六
四
条
及
び
第
六
五
条
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
法
の
抵
触
と
国
家
主
権
の
抵
触
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
フ

ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
み
を
顧
慮
し
た
一
方
主
義
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
抵
触
法
上
の
一
方
主
義
の
特
徴
と

し
て
、
自
ら
の
立
法
管
轄
を
肯
定
す
る
外
国
法
の
も
と
に
、
外
国
に
お
い
て
得
ら
れ
た
権
利
（
既
得
権
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
広
く
承

認
す
る
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
て
い
た
（
同
草
案
第
五
三
条
）。
当
該
草
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
（le C

om
ité francais de 

droit international privé

）
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
主
義
及
び
過
度
な
フ
ラ
ン
ス
法
へ
の
依
拠
が
批
判
さ
れ
た
が
、
民
法
典
改
正
委
員
会

は
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
が
提
唱
し
た
立
場
を
支
持
し
な
が
ら
、
新
た
な
草
案
を
用
意
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ

草
案
の
挫
折
は
、
そ
の
内
容
に
起
因
し
て
い
た
（
９
）

。

）
五
五
二
（
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七
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二
〇
二
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二
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八

⑶

　バ
チ
フ
ォ
ル
予
備
草
案
（
一
九
五
九
年
）

次
の
国
際
私
法
草
案
と
な
る
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
は
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
草
案
と
の
比
較
に
お
い
て
、
二
つ
の
点
に
関
し
て
異
な
っ
て
い
た
。

そ
の
一
つ
は
、
詳
細
な
各
個
規
定
よ
り
も
、
一
般
原
則
規
定
に
力
が
注
が
れ
、
極
め
て
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
に

は
、
明
文
規
定
に
よ
る
予
測
可
能
性
に
対
し
て
懐
疑
的
な
バ
チ
フ
ォ
ル
教
授
の
信
念
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
外
国
人
の

地
位
に
関
す
る
一
箇
条
、
法
律
抵
触
規
則
に
関
す
る
一
〇
箇
条
、
管
轄
抵
触
規
則
に
関
す
る
一
〇
箇
条
を
内
容
と
す
る
僅
か
二
一
箇
条
の

み
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
（
10
）

。
い
ま
一
つ
の
特
徴
は
、
一
方
主
義
及
び
国
家
主
義
に
則
っ
た
規
定
が
完
全
に
排
除
さ
れ
、
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
破
棄
院
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
抵
触
規
則
が
成
文
化
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
著
名
な
一
九
五
三
年
四
月

一
七
日
の
破
棄
院
第
一
民
事
部
判
決
、
す
な
わ
ち
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
（l ’arrêt R

ivière （
11
））

に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
共
通
本
国
法
、
共

通
住
所
地
法
、
法
廷
地
法
の
段
階
的
適
用
と
い
う
共
通
属
人
法
を
軸
と
す
る
革
新
的
な
規
則
は
、
夫
婦
の
身
分
関
係
及
び
離
婚
に
つ
い
て

の
み
な
ら
ず
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
選
定
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
規
則
を
一
変
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
は
、
嫡
出
親
子
関

係
及
び
養
子
縁
組
に
ま
で
及
ん
で
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
の
革
新
的
な
規
則
は
、
相
続
に
関
し
、
統
一
主
義

の
立
場
か
ら
、
不
動
産
、
動
産
を
区
分
す
る
こ
と
な
く
、
被
相
続
人
の
最
後
の
住
所
地
法
に
依
ら
し
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
分
割
主
義
な
い
し
二
元
主
義
に
反
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
に
お
け
る
革

新
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
と
も
相
俟
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
局
、
同
草
案
も
ま
た
、
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
し
て
の
成
功
を
収
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
挫
折
の
理
由
に
つ
い
て
、
ラ
ガ
ル
ド
教
授
は
、
民
法
典
の

改
正
草
案
と
は
別
個
に
論
じ
ら
れ
た
た
め
に
、
法
典
化
の
波
に
乗
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
一
九
七
〇
年
に
至
る
ま
で
公
表
さ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
広
く
論
議
の
対
象
と
さ
れ
る
機
会
を
逸
し
た
こ
と
に
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
（
12
）

。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

九

⑷

　フ
ォ
ワ
イ
エ
予
備
草
案
（
一
九
六
七
年
）

そ
し
て
、
三
番
目
と
な
る
草
案
は
、
一
九
六
七
年
に
、
当
時
の
法
務
大
臣
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
主
導
の
も
と
、
前
出
民
法

典
改
正
委
員
会
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ワ
イ
エ
は
、
精
力
的
に
民
法
典
の
改
正
に
取
り
組
み
、
夫
婦
財
産
制
、
離
婚
、

親
子
関
係
、
親
権
、
成
年
、
後
見
等
の
改
革
を
実
行
し
て
お
り
、
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
改
正
草
案
の
起
草
の
た
め
に
、
国
際
主
義

を
掲
げ
る
論
者
を
集
め
た
委
員
会
な
ど
も
立
ち
上
げ
て
い
る
（
13
）

。
改
正
草
案
は
、
第
四
部
「
国
際
私
法
に
お
け
る
準
拠
法
」
と
し
て
、
三
七

箇
条
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
一
箇
条
の
他
は
、
全
て
、
法
律
抵
触
規
定
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
が
、
民
事
手
続
法
に
関
し
、
そ
れ
を
規
則
と
し
て
厳
格
に
法
律

と
区
別
し
た
た
め
、
管
轄
抵
触
規
定
が
国
際
私
法
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
14
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
は
、
管
轄
抵
触
規

定
を
除
き
、
基
本
的
に
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
を
踏
襲
し
た
が
、
公
序
、
反
致
、
外
国
法
の
適
用
に
関
す
る
総
則
規
定
を
置
い
て
お
り
、
ま
た
、

各
個
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
破
棄
院
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
双
方
主
義
に
基
づ
く
抵
触
規
則
を
規
定
し
、

相
続
に
関
し
て
も
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
の
被
相
続
人
の
住
所
地
法
と
い
う
分
割
主
義
に

復
帰
し
て
い
た
が
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
夫
婦
の
共
通
本
国
法
主
義
が
踏
襲
さ
れ
て
い

た
（
15
）

。
し
か
し
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
も
ま
た
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
存
在
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
漸
く
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ン
・
メ
ー
レ
ン
（V

on M
ehren

）
と
ナ
ー
デ
ル
マ
ン
（N

adelm
ann

）
が
、
同
国
に
お
け
る
そ
の

論
考
に
お
い
て
論
及
す
る
に
至
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
16
）

。
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
成
功
を
収
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て

は
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
り
、
連
結
規
則
の
法
典
化
が
、
法
務
省
の
後
継
者
に
お
い
て
、
自
分
が
抱
い
た
と
同
様
の
関
心
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
政
治
家
で
あ
っ
た
フ
ォ
ワ
イ
エ
が
国
民
議
会
法
務
委
員
会
議
長
と
し
て
影
響

）
五
二
二
（
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、
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こ
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は
な
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そ
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存
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に
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。
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が
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に
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は
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エ
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身
に
よ
り
、
連
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の
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が
、
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後
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に
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自
分
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と
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の
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さ
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ま
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そ
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治
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で
あ
っ
た
フ
ォ
ワ
イ
エ
が
国
民
議
会
法
務
委
員
会
議
長
と
し
て
影
響

）
五
二
二
（
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〇
二
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）

一
〇

を
与
え
続
け
、
そ
の
個
人
的
な
考
え
方
が
、
ニ
ボ
ワ
イ
エ
教
授
流
の
熱
心
な
一
方
主
義
の
原
理
へ
と
変
化
し
て
行
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
17
）

。

⑸

　法
典
化
作
業
の
総
括

前
記
国
際
私
法
草
案
が
繰
り
返
し
て
挫
折
し
た
こ
と
、
及
び
、
そ
れ
ら
の
起
草
が
完
成
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ら
の
草
案
に
関
す
る
情
報
が

フ
ラ
ン
ス
国
外
か
ら
国
内
へ
伝
播
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
不
自
然
さ
は
、
い
か
に
し
て
も
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い

て
率
直
に
言
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
の
法
典
化
が
、
そ
の
専
門
家
に
よ
っ
て
必
要
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
破
棄
院
判
決
に
お
け
る
判
断
に
よ
り
、
一
切
の
渉
外

私
法
問
題
の
解
決
に
お
い
て
、
不
便
が
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
18
）

。
い
み
じ
く
も
、
一
方
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
セ

ス
カ
キ
ス
（P

. F
rancescakis

）
は
、「
明
ら
か
に
進
展
す
る
事
項
に
お
い
て
も
、
判
例
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
感
情
が
、
法
典
化

の
支
持
者
に
お
い
て
さ
え
、
未
練
と
し
て
残
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
て
、
法
典
化
が
成
功
へ
到
達
で
き
る
の
は
、
過
去
と
断
絶
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
（
19
）

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
バ
チ
フ
ォ
ル
草
案
及
び
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
は
、
破
棄
院
判
決
の
敷
衍
に
過
ぎ
ず
、

端
か
ら
、
そ
れ
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
改
正
に
向
け
た
熱
狂
を
掻
き
立
て
る
は
ず
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
の

事
情
は
、
改
正
を
達
成
し
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
そ
れ
と
全
く
異
な
っ
て
い
た
（
20
）

。
ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
全

面
的
な
改
正
な
い
し
法
典
化
が
実
現
し
な
い
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
と
っ
て
の
進
む
べ
き
道
は
、
部
分
的
な
改
正
に
甘
ん
じ
る
か
、
ま
た

は
、
国
際
的
な
法
典
化
に
寄
り
添
っ
て
歩
み
を
進
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
（
21
）

。
確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
繰

り
返
さ
れ
た
断
片
的
な
国
際
私
法
の
改
正
、
及
び
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
や
欧
州
連
合
条
約
へ
の
傾
倒
は
、
教
授
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ

と
符
号
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

）
五
二
五
（
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三
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⑴

　総
説

双
方
主
義
に
則
っ
た
包
括
的
な
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
国
際
私
法
の
改
革
に
立
ち
遅
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が

次
に
着
手
し
た
の
は
、
個
別
の
法
律
関
係
に
関
し
、
断
片
的
な
抵
触
規
定
を
も
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日

の
海
上
傭
船
契
約
に
関
す
る
法
律
を
皮
切
り
に
、
一
九
六
七
年
一
月
三
日
の
船
舶
抵
当
に
関
す
る
法
律
、
同
年
七
月
七
日
の
海
難
及
び
救

助
に
関
す
る
法
律
、
一
九
六
九
年
一
月
三
日
の
海
上
運
送
商
品
の
委
託
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る

一
方
的
抵
触
規
定
が
補
充
さ
れ
た
。
折
し
も
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
「
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
」（
ロ
ー
マ
条
約
）

の
発
効
の
時
期
と
も
前
後
し
て
、
場
当
た
り
的
な
立
法
も
そ
れ
に
助
け
ら
れ
、
偶
々
、
立
法
化
の
時
機
を
得
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
断
続
的
な
立
法
化
の
傾
向
は
維
持
さ
れ
、
実
質
法
規
定
の
改
正
の
機
会
に
、
そ
れ
に
対

応
す
る
範
囲
に
お
い
て
抵
触
規
定
も
制
定
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
下
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
な
民
法
典
中
の
親

子
関
係
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
婚
姻
等
、
人
の
身
分
に
関
す
る
重
要
な
法
律
関
係
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
の
う
ち
、
特
に
前

二
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
不
発
に
終
わ
っ
た
一
九
六
七
年
の
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
に

わ
か
に
捲
き
起
こ
っ
た
激
し
い
論
争
の
矛
先
は
、
そ
れ
ら
の
新
法
が
、
法
務
大
臣
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
単
独
起
草
で
あ
り
、
そ
し
て
、

議
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
成
立
に
過
程
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
討
議
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
成
立
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（
22
）

。
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　総
説

双
方
主
義
に
則
っ
た
包
括
的
な
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
な
い
ま
ま
、
国
際
私
法
の
改
革
に
立
ち
遅
れ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が

次
に
着
手
し
た
の
は
、
個
別
の
法
律
関
係
に
関
し
、
断
片
的
な
抵
触
規
定
を
も
っ
て
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日

の
海
上
傭
船
契
約
に
関
す
る
法
律
を
皮
切
り
に
、
一
九
六
七
年
一
月
三
日
の
船
舶
抵
当
に
関
す
る
法
律
、
同
年
七
月
七
日
の
海
難
及
び
救

助
に
関
す
る
法
律
、
一
九
六
九
年
一
月
三
日
の
海
上
運
送
商
品
の
委
託
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
範
囲
を
画
す
る

一
方
的
抵
触
規
定
が
補
充
さ
れ
た
。
折
し
も
、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
「
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
」（
ロ
ー
マ
条
約
）

の
発
効
の
時
期
と
も
前
後
し
て
、
場
当
た
り
的
な
立
法
も
そ
れ
に
助
け
ら
れ
、
偶
々
、
立
法
化
の
時
機
を
得
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
後
も
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
断
続
的
な
立
法
化
の
傾
向
は
維
持
さ
れ
、
実
質
法
規
定
の
改
正
の
機
会
に
、
そ
れ
に
対

応
す
る
範
囲
に
お
い
て
抵
触
規
定
も
制
定
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
下
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
な
民
法
典
中
の
親

子
関
係
、
離
婚
、
養
子
縁
組
、
婚
姻
等
、
人
の
身
分
に
関
す
る
重
要
な
法
律
関
係
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
改
正
の
う
ち
、
特
に
前

二
者
に
つ
い
て
は
、
先
に
不
発
に
終
わ
っ
た
一
九
六
七
年
の
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
に

わ
か
に
捲
き
起
こ
っ
た
激
し
い
論
争
の
矛
先
は
、
そ
れ
ら
の
新
法
が
、
法
務
大
臣
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
の
単
独
起
草
で
あ
り
、
そ
し
て
、

議
会
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
成
立
に
過
程
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
専
門
家
に
よ
る
十
分
な
討
議
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
成
立
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（
22
）

。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二

⑵

　親
子
関
係

一
九
七
二
年
一
月
三
日
の
法
律
第
七
二
─
三
号
に
よ
り
、
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
が
民
法
典
に
追
加
さ
れ
た
。
親
子
関
係
は
、
原

則
と
し
て
、
子
の
出
生
当
時
の
母
の
本
国
法
に
依
る
か
、
ま
た
は
、
母
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
子
の
本
国
法
に
依
る
（
第
三
一
一
条
の

一
四
）。
但
し
、
子
と
父
母
の
一
方
又
は
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
に
共
通
常
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
り
、
一
切
の
身
分
占

有
の
効
力
を
生
じ
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。
こ
の
規
定
も
一
方
的
抵
触
規
定
で
あ
る
が
、
民
法
典
第
三
条
第
一
項
や
前
出
リ
ヴ
ィ
エ
ー

ル
判
決
の
規
則
と
同
様
、
双
方
化
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
申
立
人
又
は
子
の
本
国
法
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
父

子
関
係
又
は
母
子
関
係
の
任
意
認
知
の
申
立
て
は
有
効
と
さ
れ
る
（
第
三
一
一
条
の
一
七
（
23
））。

⑶

　離
婚

一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
法
律
第
七
五
─
六
一
七
号
に
は
、
離
婚
に
関
す
る
一
方
的
抵
触
規
定
が
民
法
典
に
加
え
ら
れ
（
当
時
第

三
一
〇
条
、
現
行
第
三
〇
九
条
）、
一
九
七
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
当
該
規
定
は
、
ⅰ
夫
婦
の
双
方
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
と

き
、
又
は
、
ⅱ
夫
婦
が
フ
ラ
ン
ス
に
共
通
住
所
を
有
す
る
と
き
、
又
は
、
ⅲ
他
の
法
が
そ
の
管
轄
（
立
法
管
轄
）
を
主
張
し
な
い
と
き
に

は
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
最
後
の
規
定
に
依
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
が
外
国
抵
触
規
則
に
従
属
し

て
い
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
前
二
者
の
場
合
に
は
、
当
然
に
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の

フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
の
優
先
は
損
な
わ
れ
て
い
な
い
（
24
）

。
因
み
に
、
離
婚
に
関
す
る
第
三
〇
九
条
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
一
日
か
ら
、

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
離
婚
及
び
別
居
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
（N

o 1259/2010

）
第
五
条
（
25
）

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
相

当
に
広
範
な
法
か
ら
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
26
）

。
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一
三

⑷

　夫
婦
財
産

夫
婦
財
産
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
と
も
に
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
夫
婦
財
産
制
の

準
拠
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
加
盟
国
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
八
日
の
法
律
第
九
七
─
九
八
七
号
に
依
り
、
民
法
典
第

一
三
九
七
条
の
一
な
い
し
第
一
三
九
七
条
の
六
の
諸
規
定
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
ハ
ー
グ
条
約
と
の
適
用
関
係
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
解

釈
問
題
を
惹
起
す
る
結
果
と
な
っ
た
（
27
）

。
な
お
、
二
〇
一
九
年
に
、
同
ハ
ー
グ
条
約
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1103

）
に
よ
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
（
28
）

。

⑸

　養
子
縁
組

養
子
縁
組
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
六
日
の
法
律
第
二
〇
〇
一
─
一
一
一
号
に
依
り
、
民
法
典
中
に
抵
触
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

親
子
関
係
に
関
す
る
一
九
七
二
年
の
法
律
に
よ
り
民
法
典
に
新
設
さ
れ
た
諸
規
定
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
八
）

に
は
、
養
親
子
関
係
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
養
親
の
本
国
法
に
依
っ

て
規
律
さ
れ
、
ま
た
、
養
親
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
に
依
る
（
第
三
七
〇
条
の
三
）。
但
し
、
同
条
に
お

い
て
は
、
ⅰ
養
子
縁
組
が
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
は
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
ⅱ
未
成
年
の
外
国
人
は
、
そ
の
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
出
生
し
、
か
つ
、
常
居
所
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、
養
子
縁
組
が
そ

の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
養
子
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
、
ⅲ
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
子
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
保
護
条
項
（
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
条
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
の
効
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る

（
第
三
七
〇
条
の
四
）。
外
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
に
完
全
な
効
力
を
有
す
る
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一
三

⑷

　夫
婦
財
産

夫
婦
財
産
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
と
と
も
に
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
夫
婦
財
産
制
の

準
拠
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
の
加
盟
国
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
八
日
の
法
律
第
九
七
─
九
八
七
号
に
依
り
、
民
法
典
第

一
三
九
七
条
の
一
な
い
し
第
一
三
九
七
条
の
六
の
諸
規
定
が
追
加
さ
れ
た
た
め
、
ハ
ー
グ
条
約
と
の
適
用
関
係
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
解

釈
問
題
を
惹
起
す
る
結
果
と
な
っ
た
（
27
）

。
な
お
、
二
〇
一
九
年
に
、
同
ハ
ー
グ
条
約
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1103

）
に
よ
り
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
（
28
）

。

⑸

　養
子
縁
組

養
子
縁
組
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
六
日
の
法
律
第
二
〇
〇
一
─
一
一
一
号
に
依
り
、
民
法
典
中
に
抵
触
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

親
子
関
係
に
関
す
る
一
九
七
二
年
の
法
律
に
よ
り
民
法
典
に
新
設
さ
れ
た
諸
規
定
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
八
）

に
は
、
養
親
子
関
係
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
養
子
縁
組
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
養
親
の
本
国
法
に
依
っ

て
規
律
さ
れ
、
ま
た
、
養
親
が
夫
婦
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
に
依
る
（
第
三
七
〇
条
の
三
）。
但
し
、
同
条
に
お

い
て
は
、
ⅰ
養
子
縁
組
が
そ
れ
ぞ
れ
の
配
偶
者
の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
は
養
子
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
、
ⅱ
未
成
年
の
外
国
人
は
、
そ
の
者
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
出
生
し
、
か
つ
、
常
居
所
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、
養
子
縁
組
が
そ

の
本
国
法
の
下
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
養
子
と
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
、
ⅲ
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
れ

の
場
合
に
お
い
て
も
、
養
子
縁
組
に
対
す
る
子
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
保
護
条
項
（
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
条
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
の
効
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
る

（
第
三
七
〇
条
の
四
）。
外
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
下
に
完
全
な
効
力
を
有
す
る

）
五
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四

（
第
三
七
〇
条
の
五
）。

⑹

　登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
立
法
と
し
て
は
、
パ
ク
ス
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
Ｓ
）、
す
な
わ
ち
、
民
事
連
帯
契
約

（pacte civil de solidarité

）
と
呼
ば
れ
る
生
活
共
同
体
の
制
度
が
、
一
九
九
九
年
一
一
月
五
日
の
法
律
第
九
九
─
九
四
四
号
に
依
り
民
法

典
に
導
入
さ
れ
て
い
た
が
（
29
）

、
そ
の
後
、
渉
外
的
な
場
合
の
た
め
の
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
抵
触
規
定
が
二
〇
〇
九
年
五
月

一
二
日
の
法
律
第
九
九
─
九
四
四
号
に
依
り
、
民
法
典
第
五
一
五
条
の
七
の
一
に
追
加
さ
れ
た
。
同
条
は
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

成
立
条
件
及
び
効
力
、
並
び
に
、
そ
の
解
消
の
原
因
及
び
効
力
に
つ
い
て
、
そ
の
手
続
き
を
行
う
官
庁
が
所
属
す
る
国
家
の
実
質
法
規
定

に
従
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
依
れ
ば
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
の
属
人
法
が
そ
の
よ
う
な
制
度
を
知
ら
な
く
と
も
、
当
事
者

の
合
意
は
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
同
条
は
非
常
に
自
由
主
義
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
（
30
）

。
な
お
、
登
録

パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
一
月
二
九
日
以
後
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日
の
欧
州
連
合
規
則
（N

o 

2016/1104

）
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
（
31
）

。

⑺

　婚
姻

二
〇
一
三
年
五
月
一
七
日
の
法
律
第
二
〇
一
三
─
四
〇
四
号
に
依
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

ま
た
、
同
法
律
は
、
民
法
典
中
に
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
及
び
方
式
に
関
す
る
法
律
抵
触
規
則
を
明
文
化
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、

破
棄
院
判
決
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
規
則
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
質
的
要
件
は
、
婚
姻
当
事
者
の
本
国
法
に
依
り

（
民
法
典
第
二
〇
二
条
の
一
第
一
項
）、
同
性
婚
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
一
方
の
属
人
法
か
、
ま
た
は
、
住
所
地
法
若
し
く
は
居
所
地
法
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
成
立
す
る
と
す
る
選
択
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
ま
た
、
方
式
は
、
婚
姻
挙

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
五

行
地
法
に
依
る
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
）。
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
明
文
に
よ
る
抵
触
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
出
リ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
判
決
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
に
従
い
、
夫
婦
の
共
通
本
国
法
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
共

通
住
所
地
法
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、
法
廷
地
法
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
32
）

。

⑻

　協
議
離
婚

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
八
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
─
一
五
四
七
号
に
依
り
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
裁
判
外
に
お
け
る
合
意
に

よ
る
離
婚
（
協
議
離
婚
）
の
制
度
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
民
法
典
二
二
九
条
の
一
な
い
し
第
二
二
九
条
の
四
の
規
定
が
置
か

れ
た
。
裁
判
離
婚
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
合
意
も
離
婚
原
因
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ

り
離
婚
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
新
法
は
、
弁
護
士
や
公
証
人
の
関
与
の
下
で
あ
る
が
、
裁

判
外
に
お
け
る
離
婚
、
す
な
わ
ち
、
私
的
離
婚
の
成
立
を
可
能
と
し
て
い
る
。
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
規
則
に
従
え
ば
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
範
囲
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
、
明
ら
か
に
、
離
婚
を
望

む
夫
婦
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
離
婚
に
対
し
て
敵
対
的
な
外
国
法
か
ら
の
避
難
場
所
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
33
）

。

⑼

　混
乱
の
総
括

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
な
法
典
化
よ
り
も
、
時
々
の
実
質
法
規
定
の
改
正
に
対
応
す
る
個
別
的
な
抵

触
規
定
の
部
分
的
な
制
定
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
が
、
一
貫
性
の
欠
如
や
矛
盾
す
る
解
決
の
危
険
を
伴
う
こ
と
は
、
立
法
化
に
直
接
的

な
影
響
力
を
与
え
得
る
地
位
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
っ
て
も
吐
露
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
懸
念
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
（
34
）

。
実
際
に
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
の
抵
触
規
定
と
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
人
の
身
分
関
係

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
五

行
地
法
に
依
る
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
）。
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
明
文
に
よ
る
抵
触
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
前
出
リ
ヴ
ィ

エ
ー
ル
判
決
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
に
従
い
、
夫
婦
の
共
通
本
国
法
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
共

通
住
所
地
法
、
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、
法
廷
地
法
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
32
）

。

⑻

　協
議
離
婚

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
八
日
の
法
律
第
二
〇
一
六
─
一
五
四
七
号
に
依
り
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
裁
判
外
に
お
け
る
合
意
に

よ
る
離
婚
（
協
議
離
婚
）
の
制
度
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
民
法
典
二
二
九
条
の
一
な
い
し
第
二
二
九
条
の
四
の
規
定
が
置
か

れ
た
。
裁
判
離
婚
主
義
の
下
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
合
意
も
離
婚
原
因
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ

り
離
婚
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
に
従
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
新
法
は
、
弁
護
士
や
公
証
人
の
関
与
の
下
で
あ
る
が
、
裁

判
外
に
お
け
る
離
婚
、
す
な
わ
ち
、
私
的
離
婚
の
成
立
を
可
能
と
し
て
い
る
。
法
律
抵
触
規
定
と
し
て
は
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
同
規
則
に
従
え
ば
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
範
囲
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
、
明
ら
か
に
、
離
婚
を
望

む
夫
婦
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
的
離
婚
に
対
し
て
敵
対
的
な
外
国
法
か
ら
の
避
難
場
所
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
33
）

。

⑼

　混
乱
の
総
括

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
お
い
て
、
そ
の
体
系
的
な
法
典
化
よ
り
も
、
時
々
の
実
質
法
規
定
の
改
正
に
対
応
す
る
個
別
的
な
抵

触
規
定
の
部
分
的
な
制
定
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
が
、
一
貫
性
の
欠
如
や
矛
盾
す
る
解
決
の
危
険
を
伴
う
こ
と
は
、
立
法
化
に
直
接
的

な
影
響
力
を
与
え
得
る
地
位
に
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ワ
イ
エ
自
身
に
よ
っ
て
も
吐
露
さ
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
懸
念
さ
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
（
34
）

。
実
際
に
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
の
抵
触
規
定
と
一
九
七
五
年
の
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
同
じ
く
人
の
身
分
関
係

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六

に
関
す
る
事
項
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
規
則
が
立
脚
す
る
基
本
的
姿
勢
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
（
35
）

。
そ
の
よ
う
な
方
法
論
に
お
け
る

問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
更
に
深
刻
な
点
は
、
部
分
的
な
立
法
化
に
お
け
る
一
方
的
抵
触
規
定
の
採
用
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
体
系

の
一
貫
性
の
破
綻
を
増
幅
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
破
棄
院
判
決
が
主
体
と
な
り
、
民
法
典
第
三
条
を
基
本
規
定
と
し
て
、
巧

み
に
同
条
を
双
方
主
義
に
基
づ
く
法
律
抵
触
規
則
と
し
て
構
成
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
へ
一
方
主
義
に
基
づ
く

立
法
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
抵
触
法
体
系
の
均
衡
が
損
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
批
判
的
な
見
解
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な

い
（
36
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
単
一
の
包
括
的
な
国
際
私
法
典
の
制
定
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
契
約
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
六

月
一
七
日
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
に
依
り
（
37
）

、
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 

864/2007

）
に
依
り
（
38
）

、
相
続
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
に
依
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
（
39
）

、
物
権

に
つ
い
て
も
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
を
基
礎
と
し
て
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
、
抵
触
規
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
（
40
）

。
会
社
に
つ
い
て
は
民

法
典
第
一
八
三
七
条
（
41
）

、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
同
第
二
二
二
一
条
（
42
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
手
続
規
定
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法

典
第
四
二
条
な
い
し
第
四
八
条
及
び
第
一
〇
七
〇
条
が
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
43
）

。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の

法
源
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
断
片
的
な
国
内
立
法
の
整
備
に
注
力
し
て
い
る
間
に
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
や
欧
州
連
合
等
の
国
際
機
関
に
よ

る
国
際
条
約
の
締
結
が
加
速
し
た
結
果
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
充
足
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
今
後
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
課
題
と

し
て
は
、
新
た
な
国
際
的
法
源
と
従
来
か
ら
の
国
内
実
定
法
と
の
適
用
関
係
を
い
か
に
調
整
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

過
去
の
経
験
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
や
は
り
、
破
棄
院
判
決
が
従
来
通
り
そ
の
重
要
な
役
目
を
担
い
、
解
決
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は

推
察
す
る
に
難
く
な
い
。

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
七

四
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
典
化

⑴

　総
説

近
時
、
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例
、
特
に
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の
そ
れ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
抵
触
規
定
の
精
緻

化
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
反
し
て
、
そ
の
規
律
事
項
の
減
少
な
い
し
規
律
範
囲
の
縮
減
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
内
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
欧
州
連
合
条
約
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

国
内
立
法
に
お
い
て
重
ね
て
規
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
規
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
国
際
条
約
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
限
定
す
る

と
か
、
或
い
は
、
具
体
的
に
、
何
れ
か
の
特
定
の
条
約
に
従
う
こ
と
を
端
的
に
明
記
し
た
立
法
例
が
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
益
々
、
増

加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
44
）

。
そ
の
よ
う
な
立
法
は
、
一
見
す
る
限
り
、
広
範
な
渉
外
私
法
関
係
を
規
律
の
対
象
と
し
た
包
括
的
で
均
衡
の

取
れ
た
立
法
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
欧
州
連
合
諸
国
に
見
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
連
合
圏
内
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規

律
と
そ
の
圏
外
と
の
関
連
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規
律
の
た
め
の
二
つ
の
国
際
私
法
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
国
際
私
法

の
二
元
性
は
崩
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
場
合
に
は
、
長
き
に
亘
り
判
例
や
学
説
に
支
え
ら
れ
て
、
統
合
さ
れ

た
包
括
的
な
国
際
私
法
典
が
存
在
し
な
い
た
め
、
個
別
の
事
項
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
条
約
の
優
先
的
適
用

を
明
ら
か
に
す
る
特
別
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
第
五
五
条
に
よ
り
、
一
旦
、
批
准
さ
れ
た
国

際
条
約
は
、
国
内
法
に
優
位
し
、
し
か
も
、
内
国
法
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
（
45
）

。
以
下
に
お
い
て
は
、
現

在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
主
要
な
国
際
条
約
を
掲
げ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
源
の
概
観
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

）
五
二
二
（
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　総
説

近
時
、
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例
、
特
に
、
欧
州
連
合
加
盟
国
の
そ
れ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
抵
触
規
定
の
精
緻

化
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
反
し
て
、
そ
の
規
律
事
項
の
減
少
な
い
し
規
律
範
囲
の
縮
減
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
国
内
的
に
拘
束
力
を
有
す
る
欧
州
連
合
条
約
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

国
内
立
法
に
お
い
て
重
ね
て
規
定
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
規
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
国
際
条
約
が
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
限
定
す
る

と
か
、
或
い
は
、
具
体
的
に
、
何
れ
か
の
特
定
の
条
約
に
従
う
こ
と
を
端
的
に
明
記
し
た
立
法
例
が
、
欧
州
を
中
心
と
し
て
、
益
々
、
増

加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
44
）

。
そ
の
よ
う
な
立
法
は
、
一
見
す
る
限
り
、
広
範
な
渉
外
私
法
関
係
を
規
律
の
対
象
と
し
た
包
括
的
で
均
衡
の

取
れ
た
立
法
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
欧
州
連
合
諸
国
に
見
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
連
合
圏
内
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規

律
と
そ
の
圏
外
と
の
関
連
に
お
け
る
法
律
関
係
の
規
律
の
た
め
の
二
つ
の
国
際
私
法
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
国
際
私
法

の
二
元
性
は
崩
れ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
場
合
に
は
、
長
き
に
亘
り
判
例
や
学
説
に
支
え
ら
れ
て
、
統
合
さ
れ

た
包
括
的
な
国
際
私
法
典
が
存
在
し
な
い
た
め
、
個
別
の
事
項
な
い
し
法
律
関
係
に
つ
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
条
約
の
優
先
的
適
用

を
明
ら
か
に
す
る
特
別
な
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
一
九
五
八
年
一
〇
月
四
日
の
憲
法
第
五
五
条
に
よ
り
、
一
旦
、
批
准
さ
れ
た
国

際
条
約
は
、
国
内
法
に
優
位
し
、
し
か
も
、
内
国
法
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
（
45
）

。
以
下
に
お
い
て
は
、
現

在
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
拘
束
力
を
有
す
る
主
要
な
国
際
条
約
を
掲
げ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
国
際
的
法
源
の
概
観
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

）
五
二
二
（
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⑵

　ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約

フ
ラ
ン
ス
が
現
在
に
至
る
ま
で
批
准
な
い
し
署
名
し
て
い
る
国
際
条
約
と
し
て
最
も
多
い
も
の
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
が
母
体
と

な
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
四
年
三
月
一
日
の
「
民
事
訴

訟
手
続
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
五
年
六
月
一
五
日
の
「
物
品
の
国
際
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
六
年
六
月
一
日
の

「
外
国
会
社
、
社
団
及
び
財
団
の
法
人
格
の
承
認
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
四
日
の
「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
準
拠
法

に
関
す
る
条
約
」、
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
の
「
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」、

一
九
六
一
年
一
〇
月
五
日
の
「
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
官
庁
の
権
限
及
び
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
遺
言
の
方
式
に
関

す
る
法
律
の
抵
触
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
外
国
公
文
書
の
認
証
を
不
要
と
す
る
条
約
」、
一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
の
「
民
事
又

は
商
事
に
関
す
る
裁
判
上
及
び
裁
判
外
の
文
書
の
外
国
に
お
け
る
送
達
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
〇
年
三
月
一
八
日
の
「
民
事
及
び
商

事
に
関
す
る
外
国
に
お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
一
年
五
月
四
日
の
「
交
通
事
故
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、

一
九
七
三
年
一
〇
月
二
日
の
「
扶
養
義
務
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」、
同
日
の
「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す

る
条
約
」、
同
日
の
「
製
造
物
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
「
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
条

約
」、
同
日
の
「
代
理
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
二
五
日
の
「
裁
判
へ
の
国
際
的
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
条
約
」、

同
日
の
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
九
三
年
五
月
二
九
日
の
「
国
際
養
子
縁
組
に
関
す
る
子
の
保

護
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
」、
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
九
日
の
「
親
責
任
及
び
子
の
保
護
措
置
に
つ
い
て
の
管
轄
権
、
準
拠
法
、
承
認
、

執
行
及
び
協
力
に
関
す
る
条
約
」、
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
三
日
の
「
成
年
者
の
国
際
的
保
護
に
関
す
る
条
約
」、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
三

日
の
「
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
定
書
」
等
が
あ
る
。
近
時
、
英
国
が
欧
州
連
合
を
脱
退
し
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

一
九

て
も
、
一
九
九
六
年
の
子
の
保
護
条
約
を
始
め
、
特
に
家
族
関
係
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
46
）

。

⑶

　国
際
連
合
条
約

国
際
連
合
が
主
体
と
な
る
条
約
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
締
結
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六

年
六
月
二
〇
日
の
「
扶
養
料
の
外
国
に
お
け
る
取
立
て
に
関
す
る
条
約
」、
及
び
。
一
九
六
二
年
一
二
月
一
〇
日
の
「
婚
姻
の
同
意
、
最

低
年
齢
及
び
登
録
に
関
す
る
条
約
」
が
あ
る
。
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
条
約
と
し
て
、
一
九
五
八
年
六

月
一
〇
日
の
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
」、
及
び
、
一
九
八
〇
年
四
月
一
一
日
の
「
国
際
物
品

売
買
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
」（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
が
あ
る
（
47
）

。

⑷

　私
法
統
一
国
際
協
会
条
約

フ
ラ
ン
ス
は
、
国
際
商
事
契
約
原
則
（P

rinciples of International C
om

m
ercial C

ontracts

）
の
作
成
主
体
と
し
て
知
ら
れ
る
ユ
ニ
ド

ロ
ワ
、
す
な
わ
ち
、
私
法
統
一
国
際
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
）
に
加
盟
し
て
お
り
、
そ
れ
が
起
草
し
た
条
約
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法

の
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
し
て
、
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
五
月
二
八
日
の
「
国
際
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
条
約
」、
及
び
、
同

日
の
「
国
際
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
・
オ
タ
ワ
条
約
」
等
が
あ
る
（
48
）

。

⑸

　局
地
的
条
約

局
地
的
な
規
模
の
国
際
条
約
と
し
て
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
、
欧
州
評
議
会
（C

onseil de l ’E
urope

）、
国
際
戸
籍
委
員
会

（C
om

m
ission internationale de l ’état civil

）
を
主
体
と
す
る
条
約
が
あ
る
。
ま
ず
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
と
の
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、

前
出
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
、
夫
婦
財
産
制
規
則
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
則
、
相
続
規
則
の
ほ
か

）
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一
九

て
も
、
一
九
九
六
年
の
子
の
保
護
条
約
を
始
め
、
特
に
家
族
関
係
を
規
律
す
る
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
が
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
46
）

。

⑶

　国
際
連
合
条
約

国
際
連
合
が
主
体
と
な
る
条
約
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
締
結
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
家
族
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
六

年
六
月
二
〇
日
の
「
扶
養
料
の
外
国
に
お
け
る
取
立
て
に
関
す
る
条
約
」、
及
び
。
一
九
六
二
年
一
二
月
一
〇
日
の
「
婚
姻
の
同
意
、
最

低
年
齢
及
び
登
録
に
関
す
る
条
約
」
が
あ
る
。
国
際
連
合
国
際
商
取
引
法
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
）
条
約
と
し
て
、
一
九
五
八
年
六

月
一
〇
日
の
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
」、
及
び
、
一
九
八
〇
年
四
月
一
一
日
の
「
国
際
物
品

売
買
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
」（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
）
が
あ
る
（
47
）

。

⑷

　私
法
統
一
国
際
協
会
条
約

フ
ラ
ン
ス
は
、
国
際
商
事
契
約
原
則
（P

rinciples of International C
om

m
ercial C

ontracts

）
の
作
成
主
体
と
し
て
知
ら
れ
る
ユ
ニ
ド

ロ
ワ
、
す
な
わ
ち
、
私
法
統
一
国
際
協
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
Ｔ
）
に
加
盟
し
て
お
り
、
そ
れ
が
起
草
し
た
条
約
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法

の
法
源
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
し
て
、
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
五
月
二
八
日
の
「
国
際
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
条
約
」、
及
び
、
同

日
の
「
国
際
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
・
オ
タ
ワ
条
約
」
等
が
あ
る
（
48
）

。

⑸

　局
地
的
条
約

局
地
的
な
規
模
の
国
際
条
約
と
し
て
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
、
欧
州
評
議
会
（C

onseil de l ’E
urope

）、
国
際
戸
籍
委
員
会

（C
om

m
ission internationale de l ’état civil

）
を
主
体
と
す
る
条
約
が
あ
る
。
ま
ず
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
と
の
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、

前
出
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
、
夫
婦
財
産
制
規
則
、
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
則
、
相
続
規
則
の
ほ
か

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇

に
も
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
八
日
の
扶
養
義
務
規
則
（N

o 4/2009

）、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
二
日
の
弁
済
不
能
規
則
（N

o 

1896/2006

）、
民
事
及
び
商
事
の
裁
判
管
轄
権
及
び
判
決
の
承
認
に
関
す
る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
を
基
礎
と

す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
（N

o 44/2001

）、
そ
れ
が
改
正
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
〇
に
発
効
し
た

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰbis

規
則
（N

o 1215/2012

）、
ま
た
、
一
九
九
八
年
五
月
二
八
に
採
択
さ
れ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱ
条
約
が
、
二
〇
〇
〇

年
五
月
二
九
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱ
規
則
（N

o 1347/2000

）
に
転
換
さ
れ
て
婚
姻
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
律
し
、
二
〇
〇
五

年
三
月
一
日
か
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱbis

規
則
（N

o 2201/2003

）
が
そ
れ
に
代
わ
り
、
さ
ら
に
、

二
〇
一
九
年
六
月
二
五
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱter

規
則
（N

o 2019/1111

）
に
依
っ
て
改
正
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
49
）

。

次
に
、
欧
州
評
議
会
条
約
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
作
成
し
た
一
九
五
〇
年
一
一
月
四
日
の
い
わ
ゆ
る
欧
州
人
権
条
約
（「
人
権
及

び
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
欧
州
条
約
」）
の
発
効
は
、
人
権
に
関
す
る
欧
州
公
序
の
確
定
に
お
い
て
国
際
私
法
と
間
接
的
に
関
連
し
て

お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
公
序
に
つ
い
て
も
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
し
ば
し
ば
定
義
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。
ま
た
、
国
際
戸
籍
委
員
会
は
、

二
〇
〇
余
り
の
条
約
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
条
約
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
六
八
年
六
月
七
日
の
「
外
国
法
の
照
会
に
関

す
る
条
約
」
及
び
一
九
八
〇
年
五
月
二
〇
日
の
「
子
の
監
護
に
関
す
る
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
」
を
批
准
し
て
い
る
ほ
か
、

署
名
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
日
に
発
効
し
た
「
国
籍
に
関
す
る
条
約
」
等
、
国
際
私
法
と
も
直
接
的
に
関
連
す
る

条
約
が
あ
る
（
51
）

。

⑹

　二
国
間
条
約

判
決
の
承
認
及
び
執
行
、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
場
合
に
お
け
る
司
法
共
助
等
、
規
律
事
項
の
範
囲
は
多
様
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
と

数
多
く
の
国
々
と
の
間
に
は
二
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。
但
し
、
現
在
、
欧
州
連
合
加
盟
諸
国
と
の
間
に
お
け
る
民
事
及
び
商
事

）
五
二
五
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
一

に
関
す
る
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
国
間
条
約
は
、
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
二
国
間
条
約
が
有
効
に
存

続
し
て
い
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
方
、
法
律
抵
触
の
分
野
の
二
国
間
条
約
は
、

極
め
て
少
数
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
そ
の
属
人
法
の
適
用
を
認
め
て
い
た
旧
植
民
地
と
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
け
ば
、
僅
か
に
、

一
九
六
七
年
四
月
五
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
条
約
、
現
在
で
は
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
セ
ル
ビ
ア
、

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
の
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
間
条
約
、
そ
し
て
、

一
九
八
一
年
八
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
が
あ
る
（
53
）

。

五
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化

⑴

　総
説

形
式
に
お
い
て
、
独
立
し
た
国
際
私
法
典
で
あ
る
に
せ
よ
、
民
法
典
中
に
置
か
れ
た
国
際
私
法
規
定
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
、
内
容
に

お
い
て
、
包
括
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
断
片
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
私
法
の
現
代
化
は
、
そ
の
法
典
化
も
し
く
は
改

正
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
私
法
の
法
典
化
は
そ
の
現
代
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
国
際
私
法
の
現
代
化
が
意
味
す
る
の
が
、
そ
の
規
則
の
よ
り
一
層
の
精
緻
化
な
い
し
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
の

た
め
の
柔
軟
化
で
あ
る
こ
と
も
、
近
時
の
数
多
く
の
立
法
例
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
近
隣
諸
国
を

始
め
、
か
つ
て
の
植
民
地
で
あ
っ
た
国
々
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
現
代
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、
取
り
残
さ
れ

た
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る
（
54
）

。
そ
し
て
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
革
に
接
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
早
急
な
法
典
化
が
必
要

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
一

に
関
す
る
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
国
間
条
約
は
、
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
お
り
、
二
国
間
条
約
が
有
効
に
存

続
し
て
い
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
方
、
法
律
抵
触
の
分
野
の
二
国
間
条
約
は
、

極
め
て
少
数
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
に
そ
の
属
人
法
の
適
用
を
認
め
て
い
た
旧
植
民
地
と
の
間
に
お
け
る
も
の
を
除
け
ば
、
僅
か
に
、

一
九
六
七
年
四
月
五
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
間
条
約
、
現
在
で
は
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
セ
ル
ビ
ア
、

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
と
の
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
間
条
約
、
そ
し
て
、

一
九
八
一
年
八
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
が
あ
る
（
53
）

。

五
　
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化

⑴

　総
説

形
式
に
お
い
て
、
独
立
し
た
国
際
私
法
典
で
あ
る
に
せ
よ
、
民
法
典
中
に
置
か
れ
た
国
際
私
法
規
定
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
、
内
容
に

お
い
て
、
包
括
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
断
片
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
私
法
の
現
代
化
は
、
そ
の
法
典
化
も
し
く
は
改

正
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
国
際
私
法
の
法
典
化
は
そ
の
現
代
化
を
実
現
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
国
際
私
法
の
現
代
化
が
意
味
す
る
の
が
、
そ
の
規
則
の
よ
り
一
層
の
精
緻
化
な
い
し
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
の

た
め
の
柔
軟
化
で
あ
る
こ
と
も
、
近
時
の
数
多
く
の
立
法
例
が
証
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
そ
の
近
隣
諸
国
を

始
め
、
か
つ
て
の
植
民
地
で
あ
っ
た
国
々
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法
の
法
典
化
な
い
し
現
代
化
が
進
展
す
る
中
に
あ
っ
て
、
取
り
残
さ
れ

た
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る
（
54
）

。
そ
し
て
、
諸
国
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
革
に
接
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
も
早
急
な
法
典
化
が
必
要

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
関
す
る
知
識
と
関
心
を
有
す
る
者
の
間
に
お
け
る
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
（
55
）

。

そ
れ
で
は
、
近
時
の
諸
国
立
法
例
に
お
け
る
改
革
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
。
卑
見
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ら
を
整
理
す

れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
点
を
そ
れ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
外
観
か
ら
言
え
ば
、
ⅰ
広
範

な
事
項
を
規
律
す
る
た
め
の
数
々
の
抵
触
規
定
が
網
羅
的
に
単
一
の
法
典
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
民
法
典
や
家
族
法
典
中
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
ⅱ
そ
れ
に
含
ま
れ
る
抵
触
規
定
の
多
く
が
、
国
際
私
法
に
お
け
る
国
際
主
義
も
し
く
は
国
際
化
の
時

代
を
反
映
し
て
、
双
方
的
抵
触
規
定
の
形
式
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅲ
単
一
的
連
結
の
規
則
よ
り
も
、
複
数
の
連
結
点
を
組

み
合
わ
せ
た
多
元
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
内
容
的
に
は
、
ⅳ
国
際
私
法
上
の
利
益
を
考
慮
し
て
、

当
事
者
や
両
性
の
平
等
を
反
映
し
た
共
通
法
を
優
先
す
る
規
則
を
も
っ
て
整
序
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅴ
当
事
者
意
思
の
尊
重
を
理
念
と
し

て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
（
当
事
者
自
治
）
を
定
め
る
規
定
が
多
く
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅵ
特
定
の
法
律
関
係
の
成
立
や
当
事
者

利
益
の
保
護
等
、
実
質
法
上
の
利
益
を
考
慮
し
た
抵
触
規
定
の
採
用
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ⅶ
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
支

配
の
も
と
に
、
当
事
者
や
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
（
地
の
）
法
に
優
位
が
与
え
ら
れ
、
時
に
は
、
端
的
に
、
最
密
接
関

係
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
、
現
代
国
際
私
法
の
概
括
的
な
到
達
点
で
あ
る
（
56
）

。
果
た
し
て
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
よ
う
な
国

際
私
法
の
現
代
化
の
尺
度
を
も
っ
て
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
を
眺
め
て
み
た
場
合
、
そ
れ
に
お
け
る
現
代
化
を
ど
の
よ
う
に
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

⑵

　フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
現
代
化
に
関
す
る
評
価

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
大
き
な
ま
と
ま
っ
た
改
革
は
断
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
統
合
さ
れ
た
国
際
私
法
典
は
存
在
し
な
い
が
、
部

分
的
に
は
、
幾
つ
か
の
法
律
関
係
に
関
し
て
改
正
の
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
数
多
く
の
条
約
が
締
結
さ
れ
て
国
内
的
効
力
を
有

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
三

し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
現
代
化
の
現
状
が
そ
の
国
際

私
法
の
法
典
化
と
の
関
連
に
お
い
て
有
す
る
意
義
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
現
在
も
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
第
三
条
が
重
要
な
国
際
私
法
規
定
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同

条
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
が
、
双
方
化
さ
れ
て
、
人
の
身
分
及
び
能
力
は
そ
の
者
の
本

国
法
に
依
り
（
第
三
項
）、
ま
た
、
不
動
産
は
そ
の
所
在
地
法
に
依
る
（
第
二
項
）
と
の
解
釈
が
確
立
し
て
い
る
。
破
棄
院
は
、
前
出
リ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
、
本
国
法
主
義
が
支
配
し
て
い
た
時
代
を
背
景
に
し
て
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
、
共
通
住
所
地
法
、
法
廷

地
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
の
適
用
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ゲ
ル
（G

erhard K
egel

）
の
連
結
階
梯
（
は
し
ご
（
57
））

と
し
て
現
代
国
際
私

法
に
普
及
し
て
い
る
共
通
属
人
法
を
軸
と
し
た
段
階
的
連
結
の
規
則
の
基
礎
と
な
っ
て
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

個
別
の
立
法
に
目
を
移
せ
ば
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
、
子
の
本
国
法
を
補
充
法
と
し
（
第
三
一
一
条

の
一
四
）、
ま
た
、
双
方
化
で
き
る
子
と
父
母
と
の
共
通
常
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。

一
九
七
五
年
の
離
婚
に
関
す
る
第
三
一
〇
条
（
現
行
第
三
〇
九
条
）
は
、
上
記
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
規
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
内
国
法
の

適
用
の
優
先
を
導
く
こ
と
と
な
る
法
廷
地
法
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
。
同
条
は
、
そ
の
後
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
て
、
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
欧
州
連
合
圏
外
に
お
い
て
は
、
今
も
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
に
関

し
て
は
、
ハ
ー
グ
条
約
が
前
出
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
欧
州
諸
国
に
お
け
る
規
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
に
関
し

て
は
、
養
親
の
本
国
法
主
義
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
夫
婦
共
同
縁
組
に
お
け
る
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
を
援
用
し
、
保
護
条
項
（
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
条
項
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
七
）。
外
国
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
完

全
な
効
力
を
有
す
る
（
第
三
七
〇
条
の
五
）。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
前
出
二
〇
〇
九
年
の
法
律
（
民
法
典
第
五
一
五
条
の

）
五
二
五
（
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ラ
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二
三

し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
現
代
化
の
現
状
が
そ
の
国
際

私
法
の
法
典
化
と
の
関
連
に
お
い
て
有
す
る
意
義
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
現
在
も
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
第
三
条
が
重
要
な
国
際
私
法
規
定
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
同

条
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
が
、
双
方
化
さ
れ
て
、
人
の
身
分
及
び
能
力
は
そ
の
者
の
本

国
法
に
依
り
（
第
三
項
）、
ま
た
、
不
動
産
は
そ
の
所
在
地
法
に
依
る
（
第
二
項
）
と
の
解
釈
が
確
立
し
て
い
る
。
破
棄
院
は
、
前
出
リ

ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
、
本
国
法
主
義
が
支
配
し
て
い
た
時
代
を
背
景
に
し
て
、
当
事
者
の
共
通
本
国
法
、
共
通
住
所
地
法
、
法
廷

地
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
の
適
用
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ゲ
ル
（G

erhard K
egel

）
の
連
結
階
梯
（
は
し
ご
（
57
））

と
し
て
現
代
国
際
私

法
に
普
及
し
て
い
る
共
通
属
人
法
を
軸
と
し
た
段
階
的
連
結
の
規
則
の
基
礎
と
な
っ
て
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

個
別
の
立
法
に
目
を
移
せ
ば
、
一
九
七
二
年
の
親
子
関
係
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
、
子
の
本
国
法
を
補
充
法
と
し
（
第
三
一
一
条

の
一
四
）、
ま
た
、
双
方
化
で
き
る
子
と
父
母
と
の
共
通
常
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
一
一
条
の
一
五
）。

一
九
七
五
年
の
離
婚
に
関
す
る
第
三
一
〇
条
（
現
行
第
三
〇
九
条
）
は
、
上
記
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
規
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
内
国
法
の

適
用
の
優
先
を
導
く
こ
と
と
な
る
法
廷
地
法
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
。
同
条
は
、
そ
の
後
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
五
条
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
て
、
制
限
的
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
欧
州
連
合
圏
外
に
お
い
て
は
、
今
も
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
に
関

し
て
は
、
ハ
ー
グ
条
約
が
前
出
欧
州
連
合
規
則
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
欧
州
諸
国
に
お
け
る
規
則
に
依
拠
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
に
関
し

て
は
、
養
親
の
本
国
法
主
義
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
夫
婦
共
同
縁
組
に
お
け
る
婚
姻
の
効
力
の
準
拠
法
を
援
用
し
、
保
護
条
項
（
セ
ー
フ

ガ
ー
ド
条
項
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
民
法
典
第
三
一
一
の
一
四
な
い
し
第
三
一
一
条
の
一
七
）。
外
国
養
子
縁
組
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
完

全
な
効
力
を
有
す
る
（
第
三
七
〇
条
の
五
）。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
は
、
前
出
二
〇
〇
九
年
の
法
律
（
民
法
典
第
五
一
五
条
の

）
五
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四

七
の
一
）
に
よ
り
、
手
続
官
庁
が
所
属
す
る
国
家
の
実
質
法
規
定
に
従
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
当
事
者
の
属
人
法
の
制
約
か
ら
当
事
者
を

解
放
し
て
い
る
。
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
出
二
〇
一
六
年
の
欧
州
連
合
規
則
に
依
っ
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
一
三
年
の
法
律
に
依
り
、
同
性
婚
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
民
法
典
中
に
明
文
化
さ
れ
た
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
及
び
方
式
に

関
す
る
抵
触
規
則
は
、
破
棄
院
判
決
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
規
則
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
婚
姻
当
事
者
の
本
国
法

（
民
法
典
第
二
〇
二
条
の
一
）、
婚
姻
挙
行
地
法
（
同
第
二
〇
二
条
の
二
第
一
項
）
の
適
用
を
規
定
し
て
お
り
、
特
に
、
同
性
婚
に
つ
い
て
は
、

当
事
者
の
一
方
の
属
人
法
又
は
住
所
地
法
若
し
く
は
居
所
地
法
へ
の
多
元
的
連
結
に
よ
っ
て
保
護
し
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
さ
ら
に
、

婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
共
通
属
人
法
の
段
階
的
連
結
の
規
則
が
確
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
意
に
よ
る
離
婚
に
つ
い
て
は
、
前
出

二
〇
一
六
年
の
法
律
に
依
り
厳
格
な
裁
判
離
婚
主
義
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
を
定
め
る
前
出
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
に

従
い
、
私
的
離
婚
の
保
護
の
た
め
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。

財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
契
約
に
つ
き
、
欧
州
連
合
圏
内
に
限
ら
ず
、
世
界
的
な
規
模
で
影
響
力
を
有
す
る
一
九
八
〇
年
の
ロ
ー
マ
条

約
の
規
則
を
受
け
継
い
だ
前
出
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
従
い
、
ま
た
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
、
前
出
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
い
、
さ
ら
に
、
相

続
に
つ
い
て
も
、
前
出
欧
州
連
合
相
続
規
則
に
従
っ
て
い
る
。
物
権
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
を
め
ぐ
る
破
棄
院
の
立
場
に

従
い
、
目
的
物
所
在
地
法
の
同
則
主
義
に
拠
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
一
三
条
と
も
同
一
の
立

場
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
実
定
抵
触
規
則
を
通
覧
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
ⅰ
形
式
上
、
統
合
さ
れ
た
国
際
私
法
典
は
編
纂
さ
れ
て
い
な
い
が
、
す

で
に
概
観
し
た
限
り
に
お
い
て
も
、
破
棄
院
判
決
に
よ
り
法
の
欠
缺
が
補
充
さ
れ
、
広
範
な
法
律
関
係
の
た
め
の
実
定
法
が
整
備
さ
れ
て

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
五

お
り
、
実
質
的
に
、
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
た
場
合
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
状
況
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅱ
当
事
者
や
両
性
の
平

等
を
顧
慮
し
、
ま
た
、
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
成
立
の
保
護
に
配
慮
し
た
段
階
的
連
結
及
び
選
択
的
連
結
の
規
則
が
汎
く
採
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ⅲ
諸
国
の
近
時
の
立
法
例
等
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
よ
る
支
配
が
徹
底

さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
条
約
や
欧
州
連
合
規
則
の
支
配
を
受
け
る
部
分
を
除
い
て
、
国
内
立
法
に
は
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
が
規
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
58
）

。

⑶

　最
密
接
関
係
法
の
功
罪

一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
は
、
前
出
ケ
ー
ゲ
ル
教
授
に
よ
っ
て
叫
ば
れ
た
「
国
際
私
法
の
危
機
（
59
）

」
の
克
服
の
た
め
、
大
陸
型
国

際
私
法
を
有
す
る
諸
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
の
確
保
を
優
先
さ
せ
た
伝
統
的
な
抵
触
規
則
、
す

な
わ
ち
、
明
確
で
硬
直
な
抵
触
規
則
に
代
え
て
、
柔
軟
な
抵
触
規
則
に
依
り
、
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
に
向
け
た
立
法
改
革
に
取
り
組
み

始
め
た
時
期
で
あ
る
。
国
際
私
法
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
立
法
改
革
は
、
端
的
に
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
な
い
し
親
近
の
原
則

（principe de proxim
ité

）
に
よ
る
支
配
の
下
に
、
諸
国
の
立
法
例
に
お
い
て
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
か
、「
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
の
適
用
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
が
随
所
に
汎
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
密
接
関
連
性
の
判
断
に

お
い
て
、
何
れ
の
地
の
法
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
異
な
り
、
そ
れ
を
特
定
で
き
な
い
限
り
、
絵
に
描
い
た
餅
の

よ
う
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
観
念
的
に
は
、
極
め
て
合
理
的
で
理
想
的
な
好
ま
し
い
基
準
で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に

は
、
法
の
適
用
に
携
わ
る
者
を
煩
わ
せ
、
ま
た
、
当
事
者
に
お
け
る
解
決
の
予
測
性
を
も
阻
害
す
る
厄
介
な
連
結
素
で
あ
る
。
最
密
接
関

連
性
の
判
断
基
準
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
理
念
と
し
て
輝
か
し
い
最
密
接
関
係
地
法
が
単
に
立
法
化
に
お
け
る
指
針
と
し
て
の
範
疇

に
止
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
全
く
悲
観
的
で
根
拠
が
な
い
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
60
）

。

）
五
二
二
（
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お
り
、
実
質
的
に
、
国
際
私
法
の
法
典
化
が
実
現
し
た
場
合
と
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
状
況
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ⅱ
当
事
者
や
両
性
の
平

等
を
顧
慮
し
、
ま
た
、
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
成
立
の
保
護
に
配
慮
し
た
段
階
的
連
結
及
び
選
択
的
連
結
の
規
則
が
汎
く
採
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ⅲ
諸
国
の
近
時
の
立
法
例
等
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
よ
る
支
配
が
徹
底

さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
条
約
や
欧
州
連
合
規
則
の
支
配
を
受
け
る
部
分
を
除
い
て
、
国
内
立
法
に
は
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
が
規
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
（
58
）

。

⑶

　最
密
接
関
係
法
の
功
罪

一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
は
、
前
出
ケ
ー
ゲ
ル
教
授
に
よ
っ
て
叫
ば
れ
た
「
国
際
私
法
の
危
機
（
59
）

」
の
克
服
の
た
め
、
大
陸
型
国

際
私
法
を
有
す
る
諸
国
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
の
確
保
を
優
先
さ
せ
た
伝
統
的
な
抵
触
規
則
、
す

な
わ
ち
、
明
確
で
硬
直
な
抵
触
規
則
に
代
え
て
、
柔
軟
な
抵
触
規
則
に
依
り
、
具
体
的
妥
当
性
の
確
保
に
向
け
た
立
法
改
革
に
取
り
組
み

始
め
た
時
期
で
あ
る
。
国
際
私
法
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
立
法
改
革
は
、
端
的
に
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
な
い
し
親
近
の
原
則

（principe de proxim
ité

）
に
よ
る
支
配
の
下
に
、
諸
国
の
立
法
例
に
お
い
て
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
か
、「
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
の
適
用
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
ら
が
随
所
に
汎
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
密
接
関
連
性
の
判
断
に

お
い
て
、
何
れ
の
地
の
法
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
ご
と
に
異
な
り
、
そ
れ
を
特
定
で
き
な
い
限
り
、
絵
に
描
い
た
餅
の

よ
う
な
存
在
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
観
念
的
に
は
、
極
め
て
合
理
的
で
理
想
的
な
好
ま
し
い
基
準
で
あ
り
な
が
ら
も
、
実
際
に

は
、
法
の
適
用
に
携
わ
る
者
を
煩
わ
せ
、
ま
た
、
当
事
者
に
お
け
る
解
決
の
予
測
性
を
も
阻
害
す
る
厄
介
な
連
結
素
で
あ
る
。
最
密
接
関

連
性
の
判
断
基
準
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
理
念
と
し
て
輝
か
し
い
最
密
接
関
係
地
法
が
単
に
立
法
化
に
お
け
る
指
針
と
し
て
の
範
疇

に
止
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
、
全
く
悲
観
的
で
根
拠
が
な
い
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
60
）

。

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六

も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
支
配
に
従
う
こ
と
を
厭
わ
な
い
気
運
が
醸
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
前

出
ラ
ガ
ル
ド
教
授
に
よ
る
欧
州
国
際
私
法
の
起
草
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
次
々
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
際

私
法
を
出
し
抜
い
て
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
柱
と
し
て
新
し
い
国
際
私
法
典
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
諸
国
に
お
い
て
、
火
中
の
栗
を

拾
う
よ
う
な
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
想
到
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
国
内
立
法
を
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の

諸
国
と
同
様
の
苦
労
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
完
結
し
た
精
緻
な
現
代
的
国
際
私
法
典
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
に
と
っ
て
、
皮
肉
に
も
、
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
増
し
に
、
欧
州
連

合
規
則
へ
の
傾
倒
を
深
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
が
、
い
つ
ま
で
も
、
対
岸
の
火
事
を
ひ
と
り
傍
観
し
続
け
る
と
い
う
わ
け
に
も
い

か
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
密
接
関
係
法
の
決
定
と
そ
の
適
用
に
振
り
回
さ
れ
て
疲
弊
す
る
日
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
も
す
で
に

始
ま
っ
て
い
る
。

六
　
後
書
き

欧
州
国
際
私
法
の
策
定
が
現
実
味
を
も
っ
て
視
野
に
入
っ
て
き
て
、
国
内
国
際
私
法
が
そ
れ
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
規
則
を
盛
り
込
む
に
過
ぎ
ず
、
今
更
（d ’ores 

et déjà

）、
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
モ
ネ
ジ
ェ
（F

rançoise M
onéger

）
教
授
に
よ
っ
て
喝
破
さ
れ
て
い
る
（
61
）

。
二
〇
〇
年
も
維
持
さ

れ
て
き
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
民
法
典
第
三
条
を
継
受
し
て
、
そ
れ
を
頑
な
に
守
り
続
け
て
き
た
近
隣
諸
国
や
多
く
の
旧
植
民
地
の
国
々
を
差
し

置
い
て
、
御
本
家
が
軽
々
し
く
態
度
を
豹
変
さ
せ
る
こ
と
も
容
易
く
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
七

れ
だ
け
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
存
在
は
、
今
も
な
お
、
偉
大
で
あ
る
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
統
合

さ
れ
た
法
典
化
の
必
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
痛
感
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
機
会
を
逸
し
た
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法

の
法
典
化
が
挫
折
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
真
相
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
国
際
私
法
理
論
に
精
通
し
た
裁
判
官
を

擁
す
る
破
棄
院
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
た
め
に
、
前
記
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
一
個
の
法
典

に
ま
と
め
る
と
か
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
起
案
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
に
国
際
私
法
規
定
の
た
め
の
第
四
部
を
追
加
す
る
こ
と
は
、
取
っ

て
付
け
た
よ
う
に
な
っ
て
、
民
法
典
全
体
の
風
味
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
中
に
散
在
す
る
国
際
私
法
規
定
を

拾
い
読
み
す
る
こ
と
が
、
最
密
接
関
係
法
の
羅
列
に
慣
れ
た
眼
に
は
、
極
め
て
心
地
良
く
、
ま
た
、
新
鮮
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
挫
折
は
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
近
時
の
諸
国
国
際
私
法
に
お
け
る
主
要
な
抵
触
規
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
最
密
接
関
係
法
に
過
度
に
依
拠
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
立
法
の
た
め
の
総
則
に
関
す
る
法
律
（
一
八
二
九
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
）、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
民
法
典

（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
拙
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
八
頁
、
三
五
三
頁
、
四
〇
九
頁
参
照
。

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
民
法
典
（
一
九
八
八
年
）、
マ
リ
家
族
法
典
（
二
〇
一
一
年
）、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
民
法
典

（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
コ
モ
ロ
民
法
典
（
一
九
七
五
年
、
一
九
八
七
年
改
正
）、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
三
年
、
二
〇
〇
七

年
改
正
）、
カ
メ
ル
ー
ン
民
法
典
（
一
九
六
〇
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
ギ
ニ
ア
民
法
典
（
一
九
八
三
年
、
二
〇
一
九
年
改
正
）、　
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
、
一
九
六
四
年
改
正
）、
チ
ャ
ド
民
法
典
（
一
九
五
八
年
）
等
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際

私
法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
七
九
七
号
八
頁
、
七
九
八
号
二
八
頁
、
七
九
九
号
一
七
頁
、
八
〇
〇
号
一
七
頁
、
八
〇
二
号
八
頁
、
八
〇
四
号
三
一
頁

）
五
二
二
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

二
七

れ
だ
け
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
存
在
は
、
今
も
な
お
、
偉
大
で
あ
る
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
統
合

さ
れ
た
法
典
化
の
必
要
性
が
そ
れ
ほ
ど
痛
感
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
機
会
を
逸
し
た
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
私
法

の
法
典
化
が
挫
折
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
真
相
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
は
、
国
際
私
法
理
論
に
精
通
し
た
裁
判
官
を

擁
す
る
破
棄
院
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
存
在
の
た
め
に
、
前
記
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
委
員
会
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
一
個
の
法
典

に
ま
と
め
る
と
か
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
が
起
案
し
た
よ
う
に
、
民
法
典
に
国
際
私
法
規
定
の
た
め
の
第
四
部
を
追
加
す
る
こ
と
は
、
取
っ

て
付
け
た
よ
う
に
な
っ
て
、
民
法
典
全
体
の
風
味
を
損
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
民
法
典
中
に
散
在
す
る
国
際
私
法
規
定
を

拾
い
読
み
す
る
こ
と
が
、
最
密
接
関
係
法
の
羅
列
に
慣
れ
た
眼
に
は
、
極
め
て
心
地
良
く
、
ま
た
、
新
鮮
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
フ
ラ

ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
の
挫
折
は
、
そ
の
副
産
物
と
し
て
、
近
時
の
諸
国
国
際
私
法
に
お
け
る
主
要
な
抵
触
規
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
最
密
接
関
係
法
に
過
度
に
依
拠
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
再
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

オ
ラ
ン
ダ
王
国
の
立
法
の
た
め
の
総
則
に
関
す
る
法
律
（
一
八
二
九
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
）、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
民
法
典

（
一
八
〇
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
拙
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
八
頁
、
三
五
三
頁
、
四
〇
九
頁
参
照
。

ま
た
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
民
法
典
（
一
九
八
八
年
）、
マ
リ
家
族
法
典
（
二
〇
一
一
年
）、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
民
法
典

（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
コ
モ
ロ
民
法
典
（
一
九
七
五
年
、
一
九
八
七
年
改
正
）、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
三
年
、
二
〇
〇
七

年
改
正
）、
カ
メ
ル
ー
ン
民
法
典
（
一
九
六
〇
年
、
一
九
八
一
年
改
正
）、
ギ
ニ
ア
民
法
典
（
一
九
八
三
年
、
二
〇
一
九
年
改
正
）、　
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
民
法
典
（
一
八
〇
四
年
、
一
九
六
四
年
改
正
）、
チ
ャ
ド
民
法
典
（
一
九
五
八
年
）
等
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際

私
法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
七
九
七
号
八
頁
、
七
九
八
号
二
八
頁
、
七
九
九
号
一
七
頁
、
八
〇
〇
号
一
七
頁
、
八
〇
二
号
八
頁
、
八
〇
四
号
三
一
頁

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
八

（
以
上
、
二
〇
二
〇
年
）、
八
〇
六
号
二
四
頁
、
八
〇
七
号
二
四
頁
（
以
上
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
2
） 

例
え
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
は
、
カ
ー
ボ
・
ベ
ル
デ
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
サ
ン
ト
メ
プ

リ
ン
シ
ペ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
マ
カ
オ
等
の
国
際
私
法
に
お
い
て
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
・
前
掲
「
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
国
際
私

法
の
法
典
化
」
戸
籍
時
報
八
〇
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
頁
以
下
、
八
〇
八
号
三
〇
頁
以
下
、
八
〇
九
号
一
三
頁
以
下
、
八
一
一
号
二
一
頁
以
下

（
以
上
、
二
〇
二
一
年
）、
拙
稿
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
中
の
国
際
私
法
規
定
」
戸
籍
時
報
七
九
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
〇
頁

以
下
、
拙
稿
「
マ
カ
オ
の
新
国
際
私
法
（
上
）」
戸
籍
時
報
五
三
八
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
頁
以
下
。

（
3
） 

ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
三
条
の
規
定
は
、
す
で
に
骸
骨
化
し
た
存
在
と
な
り
な
が
ら
も
、
破
棄
院
判
決
や
大

学
者
の
支
え
に
よ
り
、
更
に
延
命
し
続
け
て
い
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国
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〇
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e D
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du droit international privé, R
evu

e in
tern

ation
ale d

e d
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（
14
） L

agarde, op. cit., p.6.

（
15
） 

フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、R

evu
e critiqu

e D
IP

 1970, p.835 et suiv.; R
em

y, op. cit., p.293.

参
照
。

（
16
） L

agarde, op. cit., p.6. 

因
み
に
、
フ
ォ
ワ
イ
エ
草
案
に
論
及
し
て
、
論
議
の
発
端
と
な
っ
た
の
が
、V

on M
ehren &

 N
adelm

ann, A
 

F
rench draft of a law

 on private international law
, A

m
erican

 jou
rn

al of com
parative law

 1970, p.614 et seq. and p.886. 

で
あ
る
。

（
17
） L

agarde, op. cit., p.6 et suiv.

（
18
） L

agarde, op. cit., p.7.

（
19
） P

hocion F
rancescakis, L

e surprenant article 310 nouveau du code civil sur le divorce international, R
evu

e critiqu
e D

IP
 

1975, p.556.

（
20
） 

尚
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
国
際
私
法
の
改
正
の
背
景
に
は
、
そ
れ
が
憲
法
に
違
反
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す
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掲
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〇
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年
二
月
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有
す
る
国
の
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⒝
夫
婦
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最
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に
と
も
に
常
居
所
を
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し
て
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た
国
の
法
で
あ
っ
て
、
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の
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が
合
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の
締
結
時
に
お
い
て
、
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お
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す
る
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の
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⒞
夫
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の
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方
が
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の
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結
時
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て
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籍
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る
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の
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⒟
法
廷
地
法
」
と
規
定
し
て
い
る
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邦
訳
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小
池
未
来
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訳
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離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
の
領
域
に
お
け
る
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行
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合
の
実
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に
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す
る
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〇
一
〇
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一
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〇
日
の
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事
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規
則
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五
九
／
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〇
一
〇
』
試
訳
」
同
志
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法
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六
巻
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号(
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〇
一
四
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五
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ま
た
、
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の
解
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則
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照
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あ
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Ｃ
Ｓ
に
固
有
の
規
定
が
少
な
く
な
い
。G

eorges K
hairallah, L

es ≪
partenariats 

organisés≫
 en droit international privé (P
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契
約
債
務
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す
る
規
則
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伝
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的
に
当
事
者
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が
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し
て
い
た
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、
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
ロ
ー
マ
条
約
に
依
っ
て
も
、
ま
た
、

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
に
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っ
て
も
、
同
様
の
原
則
の
適
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。Jean-P

ierre L
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andrine S
ana-C

haillé de N
éré

、D
roit 

international privé, 19e éd., 2017, p.193 et suiv.
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契
約
外
債
務
に
関
す
る
従
来
の
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則
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事
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則
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し
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い
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さ
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。
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れ
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す
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す
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。
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international privé, 19e éd., 2017, p.193 et suiv.

（
38
） 

契
約
外
債
務
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
（
不
法
行
為
地
法
）
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
い
、
損
害
発
生
地
法

が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p.189 et suiv.

（
39
） 

相
続
に
関
す
る
従
来
の
規
則
は
、
属
地
主
義
の
伝
統
に
従
い
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
不
動
産
所
在
地
法
、
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
被
相
続

人
の
住
所
地
法
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
七
日
以
後
、
欧
州
連
合
相
続
規
則
に
従
い
、
相
続
分
割
主
義
は
放
棄
さ
れ
、
相
続
統
一
主
義
の

も
と
に
被
相
続
人
の
常
居
所
地
法
に
立
法
管
轄
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
そ
の
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

L
aborde/S

ana-C
haillé de N

éré, op. cit., p113.

（
40
） 

物
権
に
関
し
て
は
、
民
法
典
第
三
条
第
二
項
が
、
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
、
所
在
地
法
主
義
を
規
定
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お

い
て
は
、
伝
統
的
に
同
則
主
義
の
下
に
、
動
産
物
権
に
つ
い
て
も
目
的
物
の
所
在
地
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
無
体
財
産
に
つ
い
て

は
、
有
体
財
産
と
異
な
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé de N
éré, op. cit., p185 et suiv.

（
41
） 

民
法
典
第
一
八
三
七
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
領
域
に
本
拠
を
有
す
る
会
社
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
一
方
的
規
定
で
あ
る
（
第

一
項
）。
し
か
し
、
現
実
の
本
拠
が
定
款
上
の
本
拠
と
異
な
る
場
所
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
第
二
項
）。

（
42
） 

民
法
典
第
二
二
二
一
条
は
、
消
滅
時
効
に
つ
き
、
そ
れ
が
影
響
を
与
え
る
権
利
を
規
律
す
る
法
律
に
従
う
べ
き
と
し
て
、
時
効
制
度
を
実
体
法

上
の
法
制
度
と
し
て
性
質
決
定
し
て
い
る
。

（
43
） 

民
事
訴
訟
法
典
第
四
二
条
な
い
し
第
四
八
条
は
、
家
族
事
件
の
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
財
産
事
件
に
つ
い
て
は
、
第

一
〇
七
〇
条
が
規
定
し
て
い
る
。

）
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
二

（
44
） 

改
正
を
重
ね
て
き
た
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
法
が
そ
の
代
表
的
な
立
法
例
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
他
に
も
、
例
え
ば
、
早
く
は
、
二
〇
〇
五
年
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
か
ら
、
二
〇
一
四
年
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私
法
、
二
〇
一
七
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
際
私
法
、
二
〇
一
九
年
施
行
の
ク
ロ
ア

チ
ア
国
際
私
法
ま
で
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
や
ハ
ー
グ
国
際
私
法
条
約
等
の
条
約
を
立
法
中
に
援
用
す
る
立
法
例
が
、
と
く
に
東
欧
諸
国
を

中
心
と
し
て
顕
著
で
あ
る
。

（
45
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
46
） M

onéger, op. cit., p.14 et suiv.

（
47
） Jürgen B

asedow
/G

iesela R
ühl/F

ranco F
errari/P

edro de M
iguel A

sensio (ed.), E
ncyclopedia of private international law

, 

2017, vol.3, p.2081(G
illes C

uniberti).

（
48
） B

asedow
/R

ühl/F
errari/A

sensio (ed.), op. cit., p.2081(C
uniberti).

（
49
） M

onéger, op. cit., p.15 et suiv.

（
50
） M

onéger, op. cit., p.16 et p.55.

（
51
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
52
） M

onéger, op. cit., p.16.

（
53
） M

onéger, op. cit., p.16. 

最
後
の
フ
ラ
ン
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
間
条
約
に
つ
い
て
言
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
い
わ
ゆ
る
専
制
離
婚
の
効
力
に
関

す
る
問
題
等
を
中
心
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
上
の
原
則
と
フ
ラ
ン
ス
の
公
序
が
相
容
れ
な
い
こ
と
が
こ
の
条
約
の
締
結
の
背
景
に
存
在
し
て
い
る
。

と
く
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
人
及
び
家
族
の
権
利
に
関
す
る
二
国
間
の
法
律
関
係
で
あ
り
、
こ
の
条
約
の
目
的
も
そ
れ
を
調
整
す
る
こ

と
に
あ
る
。S

i M
oham

ed A
khdi, L

e divorce en droit international privé français et m
arocain, 2015, p.23. 

因
み
に
、
イ
ス
ラ
ム
専
制

離
婚
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
容
易
に
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
気
配
は
見
ら
れ
ず
、
人
道
主
義
思
想
の
高
揚
を
追
い
風
に
し
て
、
承
認
の
門
を
閉
ざ

し
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
拙
稿
「
国
際
私
法
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
専
制
離
婚
─
フ
ラ
ン
ス
破
棄
院
判
決
を
中
心
と
し
て
─
」
法
学
新
報
一
一
三

巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
七
頁
以
下
。

（
54
） 

フ
ラ
ン
ス
と
国
境
を
接
す
る
国
々
に
限
っ
て
見
て
も
、
ス
イ
ス
（
一
九
八
七
年
）、
ド
イ
ツ
（
一
九
八
六
年
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
九
九
五
年
）、

）
五
二
二
（

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三
三

ス
ペ
イ
ン
（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
法
典
化
な
い
し
改
正
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
近
時
、
モ
ナ
コ

（
二
〇
一
七
年
）
も
そ
れ
ら
に
続
い
て
い
る
。
残
る
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
55
） S

ylvette G
uillem

ard/A
lain P

rujiner, L
a codification internationale du droit international privé: un échec?, L

es C
ah

iers d
e 

d
roit, vol.46, no 1-2, 2005, p.175 et suiv. 

に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
典
を
構
成
す
る
個
々
の
法
律
関
係
に
関
す
る
標
準
的
な
規
則
が
明
確
と

な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
法
典
化
の
推
進
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

（
56
） 

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
柔
軟
な
抵
触
規
則
の
緻
密
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則

構
造
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
57
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
五
九
頁
参
照
。

（
58
） 

離
婚
や
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
さ
れ
る
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
最
後
の
補
充
的
連
結
は
法
廷
地
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
、

わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
五
条
、
第
二
六
条
第
一
項
、
第
二
七
条
本
文
を
も
含
め
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
、
夫
婦
の
最
密
接

関
係
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
後
も
、
一
貫
し
て
法
廷
地
法
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
六
一
年
五
月
一
五
日
の
タ
ル
ヴ
ィ
ド
判
決
（l ’arrêt T

arw
id

）
は
、
英
国
に
居
住
す
る
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
夫
と
フ
ラ
ン
ス
に
居

住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
妻
と
の
離
婚
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
た
が
、
そ
の
立
場
は
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé 

de N
éré, op. cit., p.172.

参
照
。

（
59
） 

櫻
田
・
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。

（
60
） 

拙
著
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
頁
等
参
照
。

（
61
） M

onéger, op. cit., p.12.

参
照
。

）
五
二
五
（



フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
（
笠
原
）

三
三

ス
ペ
イ
ン
（
一
九
七
四
年
、
一
九
八
一
年
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
二
〇
〇
四
年
）
に
お
い
て
法
典
化
な
い
し
改
正
が
ほ
ぼ
完
了
し
、
近
時
、
モ
ナ
コ

（
二
〇
一
七
年
）
も
そ
れ
ら
に
続
い
て
い
る
。
残
る
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
55
） S

ylvette G
uillem

ard/A
lain P

rujiner, L
a codification internationale du droit international privé: un échec?, L

es C
ah

iers d
e 

d
roit, vol.46, no 1-2, 2005, p.175 et suiv. 

に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
典
を
構
成
す
る
個
々
の
法
律
関
係
に
関
す
る
標
準
的
な
規
則
が
明
確
と

な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
た
法
典
化
の
推
進
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

（
56
） 

ア
メ
リ
カ
抵
触
法
革
命
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
柔
軟
な
抵
触
規
則
の
緻
密
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
松
岡
博
『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則

構
造
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
二
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
57
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
五
九
頁
参
照
。

（
58
） 

離
婚
や
婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
さ
れ
る
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
の
最
後
の
補
充
的
連
結
は
法
廷
地
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
、

わ
が
国
の
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
第
二
五
条
、
第
二
六
条
第
一
項
、
第
二
七
条
本
文
を
も
含
め
、
多
く
の
立
法
例
に
お
い
て
、
夫
婦
の
最
密
接

関
係
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
判
決
後
も
、
一
貫
し
て
法
廷
地
法
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
九
六
一
年
五
月
一
五
日
の
タ
ル
ヴ
ィ
ド
判
決
（l ’arrêt T

arw
id

）
は
、
英
国
に
居
住
す
る
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
夫
と
フ
ラ
ン
ス
に
居

住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
妻
と
の
離
婚
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
適
用
し
た
が
、
そ
の
立
場
は
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。L

aborde/S
ana-C

haillé 

de N
éré, op. cit., p.172.

参
照
。

（
59
） 

櫻
田
・
前
掲
書
五
九
頁
参
照
。

（
60
） 

拙
著
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
頁
等
参
照
。

（
61
） M

onéger, op. cit., p.12.

参
照
。

）
五
二
五
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

三
五

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に

導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

長
谷
川
　
　
貞
　
　
之

一
　
は
じ
め
に

二
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
規
制
の
背
景
・
経
緯

三
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念
と
特
徴

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
特
徴

四
　
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法

１
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
指
定

２
　
共
同
規
制
の
意
義

論
　
説

）
七
八
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

三
五

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に

導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

長
谷
川
　
　
貞
　
　
之

一
　
は
じ
め
に

二
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
規
制
の
背
景
・
経
緯

三
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念
と
特
徴

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
特
徴

四
　
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法

１
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
指
定

２
　
共
同
規
制
の
意
義

論
　
説

）
七
八
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
六

⑴
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場

⑵
　
共
同
規
制
の
意
義
と
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

３
　
共
同
規
制
の
三
つ
の
柱

⑴
　
取
引
条
件
な
ど
の
開
示

⑵
　
自
主
的
で
合
理
的
な
手
段
・
体
制
の
整
備
─
指
針
の
示
す
標
準
モ
デ
ル

⑶
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー

五
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
的
規
制
の
施
策
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
規
制
に
期
待
さ
れ
る
取
組
み

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

３
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
責
任

⑴
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
共
通
す
る
法
的
規
制

⑵
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
の
責
任

４
　
利
用
規
約
に
よ
る
規
律

⑴
　
利
用
規
約
と
消
費
者
契
約
法

⑵
　
利
用
規
約
と
定
型
約
款

５
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
利
用
規
約
と
共
同
規
制
の
策
定

⑴
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
意
義
と
利
用
規
約

⑵
　
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制

六
　
今
後
の
課
題
と
展
望
─
結
び
に
代
え
て

）
七
八
八
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

三
七

一
　
は
じ
め
に

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
市
場
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
重
要
性
が
著
し
い

高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（D

igital P
latform

: D
P

F

）
は
、
今
日
、
様
々
な
商
品
や
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
、

情
報
な
ど
を
集
約
し
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
最
適
化
し
て
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
な
ど
、
消
費
生
活
や
経
済
活
動
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
支
え
ら
れ
た
新
し
い
ビ
シ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
経
済
社
会
に
浸
透
し
た
こ
と
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
国
民
全
体
に
広
く
便
益

を
も
た
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
利
用
事
業
者
に
対
す
る
取
引
条
件
の
変
更
や
取
引
停
止
が
行
わ
れ
る
際
に
、
そ
の
理
由

が
示
さ
れ
な
い
た
め
取
引
の
透
明
性
が
低
い
と
い
っ
た
指
摘
や
利
用
事
業
者
や
消
費
者
か
ら
の
要
請
へ
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
っ

た
苦
情
な
ど
、
弊
害
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
（
１
）

。
具
体
的
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
通
販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
運
営
を
め
ぐ
り
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示
の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済
シ
ス
テ
ム

導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
制
限
、
顧
客
情
報
・
デ
ー
タ
の

Ｄ
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
や
課
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
一
部
の
市
場
で
は
、
利
用
規
約
の
変
更
や
取
引
拒
絶

の
理
由
が
示
さ
れ
な
い
な
ど
、
取
引
の
透
明
性
や
公
正
性
が
低
い
こ
と
、
取
引
先
事
業
者
の
合
理
的
な
要
請
に
対
応
す
る
手
続
や
体
制
が

不
十
分
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
呼
ば
れ
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
よ
る
寡
占
へ
の
懸
念
が
社
会
的
関
心
を
集
め
始
め
た
の
は
、
二
〇
一
七
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
市
場
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
や
規
模
の
経
済
性
な
ど
を
通
じ
て
独
占
化
や
寡
占
化
が
進
み
や
す
い
と
さ
れ
、
一

部
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
業
者
か
ら
様
々
な
取
引
上
の
課
題
に
対
す
る
懸
念
の
声
も
上
が
っ
て
い
た
（
２
）

。

）
七
八
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

三
七

一
　
は
じ
め
に

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
市
場
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｐ
Ｆ
）
の
重
要
性
が
著
し
い

高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（D

igital P
latform

: D
P

F

）
は
、
今
日
、
様
々
な
商
品
や
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
、

情
報
な
ど
を
集
約
し
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
最
適
化
し
て
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
な
ど
、
消
費
生
活
や
経
済
活
動
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
支
え
ら
れ
た
新
し
い
ビ
シ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
経
済
社
会
に
浸
透
し
た
こ
と
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
国
民
全
体
に
広
く
便
益

を
も
た
ら
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
利
用
事
業
者
に
対
す
る
取
引
条
件
の
変
更
や
取
引
停
止
が
行
わ
れ
る
際
に
、
そ
の
理
由

が
示
さ
れ
な
い
た
め
取
引
の
透
明
性
が
低
い
と
い
っ
た
指
摘
や
利
用
事
業
者
や
消
費
者
か
ら
の
要
請
へ
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
っ

た
苦
情
な
ど
、
弊
害
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
（
１
）

。
具
体
的
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
通
販
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
運
営
を
め
ぐ
り
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
出
店
企
業
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
一
方
的
な
引
き
上
げ
、
商
品
表
示
の
順
位
の
基
準
不
開
示
、
特
定
決
済
シ
ス
テ
ム

導
入
の
強
制
、
最
安
値
で
の
販
売
強
制
、
消
費
者
か
ら
の
返
品
対
応
へ
の
強
制
、
他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
制
限
、
顧
客
情
報
・
デ
ー
タ
の

Ｄ
Ｐ
Ｆ
事
業
者
に
よ
る
自
社
利
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
や
課
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
一
部
の
市
場
で
は
、
利
用
規
約
の
変
更
や
取
引
拒
絶

の
理
由
が
示
さ
れ
な
い
な
ど
、
取
引
の
透
明
性
や
公
正
性
が
低
い
こ
と
、
取
引
先
事
業
者
の
合
理
的
な
要
請
に
対
応
す
る
手
続
や
体
制
が

不
十
分
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
呼
ば
れ
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
よ
る
寡
占
へ
の
懸
念
が
社
会
的
関
心
を
集
め
始
め
た
の
は
、
二
〇
一
七
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
市
場
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
や
規
模
の
経
済
性
な
ど
を
通
じ
て
独
占
化
や
寡
占
化
が
進
み
や
す
い
と
さ
れ
、
一

部
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
業
者
か
ら
様
々
な
取
引
上
の
課
題
に
対
す
る
懸
念
の
声
も
上
が
っ
て
い
た
（
２
）

。

）
七
八
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
八

こ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
一
八
日
、
公
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
よ
う
な

事
態
の
未
然
防
止
と
健
全
な
取
引
環
境
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上

に
関
す
る
法
律
」（
案
）
を
取
り
ま
と
め
、
閣
議
決
定
を
経
て
、
国
会
に
提
出
し
た
。
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院

で
の
審
議
の
結
果
、
同
年
五
月
二
七
日
可
決
成
立
し
、
六
月
三
日
公
布
さ
れ
た
（
平
成
二
年
法
律
第
三
八
号
）。
こ
れ
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透

明
化
法
で
あ
る
。
同
法
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
一
日
の
施
行
、
お
よ
び
同
年
四
月
一
日
の
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
指
定
を
経
て
、
本
格
的
な
運
用

に
入
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
下
位
の
法
令
に
あ
た
る
政
令
・
省
令
お
よ
び
指
令
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
の
も
と

に
設
置
さ
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
論
議
を
受
け
て
制
定
が
進
め
ら
れ
、
い
ず
れ
も
同
法
の
施
行
と
同
日
と
な
る
二
〇
二
一

年
二
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
（
３
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
い
て
一
定
上
の
規
模
を
も
つ
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
対
象
に
、
透
明
で
公
正
な
競
争
環
境
の
整

備
・
推
進
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
法
規
制
と
は
異
な
り
、
い
さ
さ
か
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
（
４
）

。
そ
れ
は
、
同
法

の
基
本
理
念
（
同
法
三
条
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
変
化
の
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
未
知
の
技
術
革
新
を
阻
害
し
な

い
よ
う
に
す
る
と
の
見
地
か
ら
、
一
方
で
、
規
律
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の
多
面
性
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す

る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

高
度
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
基
盤
と
す
る
社
会
は
、
技
術
革
新
に
伴
う
社
会
環
境
の
変
化
も
急
速
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
従

来
の
よ
う
な
厳
格
な
ル
ー
ル
中
心
の
規
制
で
は
な
く
、
政
府
が
一
定
の
目
的
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
目
的
の
達
成
は
各
企
業
の
自
主
的
な
運

）
七
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

三
九

用
、
創
意
と
工
夫
に
委
ね
る
と
い
う
共
同
規
制
の
規
制
手
法
は
、
極
め
て
有
用
な
法
的
手
段
と
い
え
る
。
し
か
し
、
具
体
的
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ

提
供
者
が
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
共
同
規
制
の
標
準
モ
デ
ル
（
政
府
の
指
針
に
よ
る
望
ま
し

い
取
組
み
の
方
向
性
と
取
組
例
）
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
を
分
析
し
、
そ
の
う
え
で
こ
の
問

題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
と
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
一
方
で
、
規
律
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の

多
面
性
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
共
同

規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す
る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
て
い
る
。
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
技
術

革
新
を
推
進
す
る
企
業
の
事
業
活
動
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
が
示
す
目
的
達
成
に
官
民
共
同
し
て
取
り
組
む
新
た
な
規
制
手
法
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
と
い
う
規
制
手
法
が
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
運
用
に
か
か
っ
て
い
る

と
い
え
る
が
、
そ
の
期
待
に
適
う
だ
け
の
法
的
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に
期
待
が
も
て
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
を
中
心
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
お
よ
び
政
省
令
が
導
入
す
る
共
同
規
制
の
仕
組
み
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
意
義
や
実
務
上
の
留
意
点
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
５
）

。

ま
ず
、
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
時
系
列
的
に
整
理
し
、
そ
の
背
後
に
あ

る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
）。
そ
の
う
え
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
導
入
す
る
共
同
規
制
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
お
よ
び
法
的

枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
（
三
）。
共
同
規
制
と
い
う
手
法
は
、
政
府
が
示
す
指
針
を

参
考
に
し
な
が
ら
、
特
定
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
自
ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性

の
向
上
に
向
け
た
体
制
や
手
続
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
こ
れ
を
通
じ
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
や
消
費
者
の
利
益
を
図
る
も
の
で
あ

）
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二
二
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う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
共
同
規
制
の
標
準
モ
デ
ル
（
政
府
の
指
針
に
よ
る
望
ま
し

い
取
組
み
の
方
向
性
と
取
組
例
）
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
を
分
析
し
、
そ
の
う
え
で
こ
の
問

題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
と
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
一
方
で
、
規
律
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の

多
面
性
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
共
同

規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す
る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
て
い
る
。
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
技
術

革
新
を
推
進
す
る
企
業
の
事
業
活
動
を
阻
害
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
が
示
す
目
的
達
成
に
官
民
共
同
し
て
取
り
組
む
新
た
な
規
制
手
法
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
と
い
う
規
制
手
法
が
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
運
用
に
か
か
っ
て
い
る

と
い
え
る
が
、
そ
の
期
待
に
適
う
だ
け
の
法
的
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に
期
待
が
も
て
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
を
中
心
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
お
よ
び
政
省
令
が
導
入
す
る
共
同
規
制
の
仕
組
み
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
意
義
や
実
務
上
の
留
意
点
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
５
）

。

ま
ず
、
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
時
系
列
的
に
整
理
し
、
そ
の
背
後
に
あ

る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
）。
そ
の
う
え
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
導
入
す
る
共
同
規
制
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
お
よ
び
法
的

枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
（
三
）。
共
同
規
制
と
い
う
手
法
は
、
政
府
が
示
す
指
針
を

参
考
に
し
な
が
ら
、
特
定
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
自
ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性

の
向
上
に
向
け
た
体
制
や
手
続
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
こ
れ
を
通
じ
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
や
消
費
者
の
利
益
を
図
る
も
の
で
あ

）
七
二
二
（
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四
〇

る
。
ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
の
規
律
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
運

営
状
況
に
関
す
る
年
次
報
告
書
の
提
出
を
求
め
、
そ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
が
評
価
す
る
と
い
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
仕
組
み
を

導
入
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
共
同
規
制
と
い
う
規
制
手
法
の
有
用
性
を
検
討
す
る
（
四
）。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
、
利
用
規
約
お
よ
び
定
型
約
款
と
の
関
係
を
通
し
て
、
ソ
フ
ト

ロ
ー
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
（
五
）。

ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
深
く
立
ち
入
っ
た
検
討
な
い
し
分
析
は
少
な
く
（
６
）

、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
概
説
的
な
紹
介
の
中
で
説
明
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
が
共
同
規
制
を
取
り
上
げ
、
そ
の

制
度
的
な
意
義
や
実
務
上
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
別
途
、「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費

者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
と
い
う
）
が
国
会
の
審
議
を
経
て
二
〇
二
一
年
四
月
二
八
日
に
成

立
し
（
令
和
三
年
法
律
第
三
二
号
）、
公
布
日
の
同
年
五
月
一
〇
日
か
ら
一
年
以
内
に
施
行
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
消

費
者
利
益
保
護
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
で
も
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
７
）

、
別
途
、
論
ず
る
こ
と
に
し
、
本
稿
で
は
必

要
な
範
囲
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
規
制
の
背
景
・
経
緯

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
内
閣
に
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
未
来
投
資
戦
略
二
〇
一
八
」

（
二
〇
一
八
年
六
月
閣
議
決
定
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
以
降
、
経
済
産
業
省
、
総
務
省
、
公
正
取
引
委
員
会
な
ど
が
デ
ジ
タ
ル
市
場
の

）
七
二
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
一

取
引
環
境
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
（
８
）

。

二
〇
一
八
年
、
経
済
産
業
省
、
総
務
省
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
を
巡
る
取
引
環
境
整
備
に
関
す

る
検
討
会
」
を
共
同
で
立
ち
上
げ
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
取
引
環
境
整
備
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
有
識
者
を
交
え
た
調
査
・
検
討
を
進
め
て

い
る
。
同
年
一
二
月
に
は
、
こ
の
有
識
者
検
討
会
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
上
記
三
者
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
巡
る
取
引
環
境
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
と
進
め
る
べ
き
取
組
み
を
整
理
し
た
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
の
基
本

原
則
」
を
策
定
し
た
（
９
）

。

一
方
、
二
〇
一
九
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た
日
本
経
済
再
生
本
部
の
「
未
来
投
資
会
議
」（
議
長
：
内
閣
総
理
大
臣
）
に
お
い
て
、
取
引
慣

行
の
透
明
性
や
公
正
性
の
確
保
に
向
け
た
法
制
ま
た
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
整
備
を
図
る
こ
と
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
競
争
政
策
な
ど
に
つ
い

て
高
い
専
門
的
知
見
を
も
ち
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
対
応
可
能
な
新
し
い
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
（
10
）

。
そ
し
て
、
同
年
九

月
、
政
府
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
変
化
が
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
競
争
や
技
術
革
新
を
促
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
「
デ
ジ
タ
ル
市

場
競
争
本
部
」
を
設
置
し
た
。
同
競
争
本
部
は
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
な
ど
の
た
め
の
会
議
体
と
し
て
「
デ

ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
」
を
設
置
し
、
実
務
的
な
検
討
を
同
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
行
う
こ
と
と
し
た
（
11
）

。

こ
う
し
た
中
で
、
二
〇
一
九
年
一
〇
月
、
公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
、
と
く
に
問
題
点
の
指
摘
が
多
い
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
お
よ
び

ア
プ
リ
ス
ト
ア
に
お
け
る
取
引
に
係
る
独
占
禁
止
法
上
・
競
争
政
策
上
問
題
の
恐
れ
の
あ
る
取
引
慣
行
な
ど
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
と
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
対
象
に
、
利
用
事
業
者
お
よ
び
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
双
方
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
実
態
調
査

が
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
規
約
を
一
方
的
に
変
更
さ
れ
た
う
え
で
、
手
数
料
を
引
き
上
げ
ら
れ
た
り
、
新
し
い
決
済
シ
ス
テ
ム

に
移
行
さ
せ
ら
れ
た
事
例
、
検
索
結
果
や
手
数
料
な
ど
に
つ
い
て
自
社
や
関
連
会
社
が
優
遇
さ
れ
た
事
例
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や

）
七
二
二
（
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研
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し
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検
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は
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の
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９
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方
、
二
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一
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年
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月
に
開
催
さ
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た
日
本
経
済
再
生
本
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の
「
未
来
投
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会
議
」（
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内
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正
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を
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こ
と
、
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に
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て
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専
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的
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を
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対
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新
し
い
体
制
の
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備
を
進
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こ
と
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（
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そ
し
て
、
同
年
九

月
、
政
府
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で
変
化
が
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
競
争
や
技
術
革
新
を
促
進
す
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た
め
、
内
閣
に
「
デ
ジ
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ル
市
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争
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」
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争
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。
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の
双
方
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
実
態
調
査

が
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に
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き
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四
二

ア
プ
リ
ス
ト
ア
に
関
し
て
様
々
な
競
争
上
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。
こ
の
報
告
書
の
中
で
、
公
正
取
引
委
員
会

は
、
問
題
と
な
る
行
為
を
類
型
化
し
た
う
え
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
取
引
先
に
不
利
益
を
与
え
る
行
為
、
競
合
事
業
者
を
排
除
し
得
る
行

為
、
取
引
先
の
事
業
活
動
を
制
限
し
う
る
行
為
、
公
正
性
・
透
明
性
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
分
け
て
分
析
し
、
調
査
結
果
を
公

表
し
て
い
る
。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
は
新
規
顧
客
の
開
拓
機
械
の
獲
得
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
の
販

売
チ
ャ
ネ
ル
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
「
非
常
に
困
難
」「
困
難
」
と
す
る
回
答
が
合
わ
せ
て
六
五
％
を
超
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
回
答
の

中
で
、「
規
約
の
一
方
的
変
更
に
よ
り
不
利
益
を
被
っ
た
」「
利
用
料
・
手
数
料
が
高
い
」「
解
約
・
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
条
件
が
不
合
理
・
不

公
正
で
あ
る
」「
検
索
結
果
が
恣
意
的
又
は
不
透
明
で
あ
る
」
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
回
答
は
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
％
を
超
え
る

も
の
で
あ
っ
た
（
13
）

。

公
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
よ
う
な
不
公
正
な
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
や
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
な

ど
を
理
由
に
、
独
占
禁
止
法
を
適
積
極
的
に
適
用
し
て
適
切
な
是
正
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
顕
在
化
し
た

弊
害
の
中
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
設
計
・
運
用
の
不
透
明
さ
が
利
用
者
の
不
振
や
不
満
を
招
き
、
そ
れ
が
不
公
正
な
取
引
を
生
じ
さ
せ
て
い
る

も
の
も
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
の
透
明
性
を
高
め
、
相

互
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。

前
記
公
取
委
の
実
態
調
査
な
ど
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
め
ぐ
る
弊
害
の
要
因
や
実
態
を
分
析
・
検
討
し
た
結
果
、
二
〇
二
〇

年
一
月
の
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
に
お
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
性
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要
を
ま
と
め
、
こ
れ
を
決
議
し
た
。
そ
し
て
、

二
〇
二
〇
年
二
月
一
八
日
、
公
正
な
競
争
が
阻
害
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
の
未
然
防
止
と
健
全
な
取
引
環
境
の
整
備
と
い
う
観
点
か
ら
「
特

定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」（
案
）
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
閣
議
決
定
を
経
て
、

）
七
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
三

国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
で
の
審
議
の
結
果
、
同
年
五
月
二
七
日
可
決
成
立
し
、
六
月
三

日
公
布
さ
れ
た
（
平
成
二
年
法
律
第
三
八
号
）。
こ
れ
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
あ
る
。
同
法
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
一
日
の
施
行
、

お
よ
び
同
年
四
月
一
日
の
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
指
定
を
経
て
、
本
格
的
な
運
用
に
入
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
い
て
一
定
上
の
規
模
を
も
つ
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
対
象
に
、
透
明
で
公
正
な
競
争
環
境
の
整

備
・
推
進
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
法
規
制
と
は
異
な
り
、
い
さ
さ
か
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
（
14
）

。
そ
れ
は
、
同
法

の
基
本
理
念
（
同
法
三
条
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
変
化
の
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
未
知
の
技
術
革
新
を
阻
害
し
な

い
よ
う
に
す
る
と
の
見
地
か
ら
、
一
方
で
、
規
律
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の
多
面
性
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す

る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

共
同
規
制
と
い
う
手
法
は
、
政
府
が
示
す
指
針
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
指
定
さ
れ
た
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で

は
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
い
う
）
が
自
ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
に
向

け
た
手
続
や
体
制
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
こ
れ
を
通
じ
て
利
用
事
業
者
や
消
費
者
の
利
益
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

法
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
の
規
律
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
に
運
営
状
況
の
レ
ポ
ー
ト
を
求
め
、

そ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
が
評
価
す
る
と
い
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
仕
組
を
導
入
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
用
者
が
取
引
を
行
う
た
め
の
場
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
が
消
費
者
な
ど
の
購

入
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
中
に
は
、
単
な
る
場
を

提
供
す
る
以
上
に
、
利
用
者
間
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
深
く
関
与
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
を
構
築
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

）
七
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
三

国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
提
出
さ
れ
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
で
の
審
議
の
結
果
、
同
年
五
月
二
七
日
可
決
成
立
し
、
六
月
三

日
公
布
さ
れ
た
（
平
成
二
年
法
律
第
三
八
号
）。
こ
れ
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
あ
る
。
同
法
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
一
日
の
施
行
、

お
よ
び
同
年
四
月
一
日
の
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
指
定
を
経
て
、
本
格
的
な
運
用
に
入
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
い
て
一
定
上
の
規
模
を
も
つ
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
対
象
に
、
透
明
で
公
正
な
競
争
環
境
の
整

備
・
推
進
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
法
規
制
と
は
異
な
り
、
い
さ
さ
か
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
（
14
）

。
そ
れ
は
、
同
法

の
基
本
理
念
（
同
法
三
条
）
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
変
化
の
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
未
知
の
技
術
革
新
を
阻
害
し
な

い
よ
う
に
す
る
と
の
見
地
か
ら
、
一
方
で
、
規
律
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の
多
面
性
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果

と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
、
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
導
入
す

る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

共
同
規
制
と
い
う
手
法
は
、
政
府
が
示
す
指
針
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
指
定
さ
れ
た
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で

は
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
い
う
）
が
自
ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
に
向

け
た
手
続
や
体
制
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
こ
れ
を
通
じ
て
利
用
事
業
者
や
消
費
者
の
利
益
を
図
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

法
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
の
規
律
を
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
に
運
営
状
況
の
レ
ポ
ー
ト
を
求
め
、

そ
れ
を
経
済
産
業
大
臣
が
評
価
す
る
と
い
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
仕
組
を
導
入
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
用
者
が
取
引
を
行
う
た
め
の
場
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
出
品
者
な
ど
の
提
供
者
が
消
費
者
な
ど
の
購

入
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
中
に
は
、
単
な
る
場
を

提
供
す
る
以
上
に
、
利
用
者
間
の
Ｐ
Ｆ
取
引
に
深
く
関
与
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
を
構
築
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

）
七
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
四

は
、
利
用
者
に
対
し
て
一
定
の
注
意
義
務
が
生
じ
、
民
事
上
の
責
任
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
（
15
）

。

デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
透
明
性
と
公
正
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
社
会
の
信
頼
を
高
め
、
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
者
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
者
す
る
事
業
者
に
と
っ
て
も
、
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
的
発
展
の
た

め
に
重
要
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
新
た
に
導
入
す
る
共
同
規
制
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
は
、
政
府
の
提
示
す

る
目
的
の
達
成
に
向
け
た
い
わ
ば
車
の
両
輪
で
あ
っ
て
、
共
同
規
制
の
実
効
性
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
と
相
ま
っ
て
効
果
的
な
機

能
を
発
揮
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

三
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念
と
特
徴

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
基
本
理
念

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
主
に
利
用
事
業
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
が
示
す
指
針
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
自

ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
に
向
け
た
手
続
や
組
織
体
制
の
整
備
な
ど

に
取
り
組
み
、
こ
れ
を
通
じ
て
利
用
事
業
者
の
利
益
を
図
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
変
化
の
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市
場
に

お
け
る
未
知
の
技
術
革
新
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
包
括
的
で
介
入
的
な
規
制
で
は
な
く
、
指
定
さ
れ
た
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。
同
法
の
第
三
条
に
は
基
本
理
念
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
の
考
え
方
を
明
ら

か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
三
条
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
み
を
尊
重
す
る
こ
と
、
国
の
関
与
そ
の
他
の

規
制
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
創
意
と
工
夫
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提

）
七
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
五

供
者
と
利
用
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
、
基
本
理
念
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
基
本
理
念
の
も
と
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
①
提
供
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
（
五
条
）、
②
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
（
七
条
）、
お
よ
び
、
③
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
（
九
条
）
を
定
め
て
い
る
。
①
の
開
示
義
務
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
際
の
重
要
な
取
引
条
件
、
出
品
拒
絶
・
解
約
や
規
約
変
更
な
ど
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
取
引
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
②
の
相
互
理
解
の
促
進
の
た
め
の
必
要
な
措
置
、
お
よ
び
③
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
「
共
同
規
制
」
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
特
徴

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
そ
の
規
定
内
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
規
制
の
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ

を
一
定
の
業
種
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
の
多
面
性
と
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
い
う
機
能
の
観
点
か
ら
定
義
し
て
い
る

こ
と
（
同
法
二
条
一
項
。
そ
の
う
ち
、
政
令
で
オ
ン
ラ
イ
ン
・
モ
ー
ル
と
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
運
営
者
が
規
制
の
対
象
と
な
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
指
定

さ
れ
て
い
る
）、
従
来
の
伝
統
的
な
介
入
的
規
制
と
は
異
な
り
、
政
府
が
指
針
を
通
じ
て
柔
軟
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
つ
つ
、
各
々
の
特

定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
こ
れ
を
参
考
と
し
な
が
ら
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制
）
が
採
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
（
同
法
五
条
～
八
条
）、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
毎
年
運
営
状
況
の
報
告
を
求
め
、
そ
れ
を
産
業
経
済
大
臣
が
評
価
す
る
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
仕
組
み
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
（
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
九
条
）
に
特
徴
が
あ
る
。

特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
講
ず
べ
き
必
要
な
措
置
の
具
体
的
内
容
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
多
様
性
に
鑑
み
、
一
義
的

）
七
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
五

供
者
と
利
用
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
、
基
本
理
念
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
基
本
理
念
の
も
と
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
①
提
供
条
件
な
ど
の
開
示
義
務
（
五
条
）、
②
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
実
施
（
七
条
）、
お
よ
び
、
③
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
（
九
条
）
を
定
め
て
い
る
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①
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開
示
義
務
は
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Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
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す
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際
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取
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件
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絶
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規
約
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更
な
ど
の
理
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を
明
ら
か
に
す
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こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
取
引
の
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
②
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相
互
理
解
の
促
進
の
た
め
の
必
要
な
措
置
、
お
よ
び
③
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
「
共
同
規
制
」
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
特
徴

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
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そ
の
規
定
内
を
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る
と
、
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よ
う
な
特
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を
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て
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る
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ち
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規
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Ｐ
Ｆ
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Ｐ
Ｆ
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
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と
い
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か
ら
定
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し
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条
一
項
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、
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で
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の
運
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が
規
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の
対
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と
な
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
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と
指
定
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て
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従
来
の
伝
統
的
な
介
入
的
規
制
と
は
異
な
り
、
政
府
が
指
針
を
通
じ
て
柔
軟
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
つ
つ
、
各
々
の
特

定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
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が
こ
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を
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考
と
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な
が
ら
取
引
の
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正
性
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上
の
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の
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組
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を
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的
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積
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的
に
行
う

こ
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Ｆ
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に
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が
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る
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・
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を
導
入
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こ
と
（
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定
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Ｐ
Ｆ
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に
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が
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る
。
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Ｐ
Ｆ
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が
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ず
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の
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的
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は
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Ｐ
Ｆ
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七
二
二
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七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
六

に
は
指
定
さ
れ
た
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
自
身
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
取
引
の
公
正
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
の
適
切
な
保
護
を
図
り
た
い
政
府
は
、
政
府
と
し
て
望
ま
し
い
と
考
え
る
措
置
の
あ
り
方
を
指
針
と
し
て
示
す
こ
と
で
、
特
定

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
を
適
切
に
導
い
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
制
手
法
は
「
共
同
規
制
」（C

o-regulation

）
と
呼
ば

れ
て
お
り
（
16
）

、
変
化
の
激
し
い
分
野
で
そ
の
時
々
に
適
切
な
規
則
を
実
効
性
を
も
っ
て
執
行
し
て
行
く
た
め
に
は
有
用
な
規
制
手
法
と
考
え

ら
れ
る
。

四
　
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法

１
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
指
定

Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
統
一
的
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
に
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
な
ど

の
提
供
者
と
購
入
者
の
間
に
介
在
し
て
両
者
を
仲
介
ま
た
は
媒
介
す
る
「
場
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
17
）

。
端
的
に
い
え
ば
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
情
報
通
信
技
術
や
デ
ー
タ
を
活
用
し
、
利
用
者
を
結
び
つ
け
る
「
場
」
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
称
で
あ
る
と
か
（
18
）

、
異
な
る

二
者
以
上
の
属
性
を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
「
場
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
19
）

。
ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
デ

ジ
タ
ル
性
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
性
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
（
20
）

。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
事
業
者
な
ど
の
情
報
の
発

信
者
に
と
っ
て
、
そ
の
規
模
の
大
小
を
問
わ
ず
、
地
域
や
国
境
を
超
え
て
他
者
に
接
せ
る
可
能
性
を
高
め
、
収
益
向
上
の
機
会
を
創
出
す

る
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
二
者
以
上
の
参
加
者
グ
ル
ー
プ
か
ら
な
る
場
は
「
多
面
市
場
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
直

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
お
よ
び
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
生
じ
る
点
に
あ
る
（
21
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
特
徴
を
挙
げ

）
七
二
八
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
七

て
、
①
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぐ
「
場
」
で
あ
る
こ
と
（
多
面
市
場
）、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

用
い
た
情
報
処
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
（
オ
ン
ラ
イ
ン
性
）、
③
利
用
者
の
増
加
に

伴
い
他
の
利
用
者
に
と
っ
て
の
効
用
が
高
ま
る
こ
と
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
）
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
（
同
法
二
条
一
項
）。

こ
の
う
ち
、
③
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
、
す
な
わ
ち
、
利
用
者
の
増
加
が
他
の
利
用
者
の
増
加
を
招
き
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
全
体
の
規
模
が
連

鎖
的
に
拡
大
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
こ
れ
を
二
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
に
区
分
し
な
が

ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
よ
う
に
出
品
者
と
購
入
者
な
ど
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
間
で
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
効
果
が
働
く
場
合
と
、
デ
ジ
タ
ル
広
告
の
配
信
を
伴
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
よ
う
に
一
方
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が

働
く
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
方
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
効
用
も
高
ま
る
場
合
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
い
る
（
同
法
二
条
一
項
）。

こ
の
よ
う
な
定
義
に
該
当
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
う
ち
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
は
、
と
く
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
高
め
る
必

要
性
の
高
い
も
の
を
政
令
で
当
該
事
業
の
「
区
分
」
と
「
規
模
」
の
両
面
か
ら
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
を
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同
法
四
条
一
項
）。
同
法
で
は
、
指
定
さ
れ
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
を

「
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
」
と
い
い
、
か
か
る
指
定
の
原
因
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
「
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
具
体
的
な
事
業
区
分
お

よ
び
規
模
は
政
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
の
で
、
政
令
の
内
容
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
特
定
に
関
す
る
政
令
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
理
念
に
則
り
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者

の
指
定
が
必
要
な
最
小
限
度
の
範
囲
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
四
条
三
項
）。
当
面
の
対
象
と
し

て
は
、
前
記
公
取
委
の
実
態
調
査
の
結
果
や
市
場
構
造
な
ど
を
踏
ま
え
、
大
規
模
な
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
と
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
政
令
で
定

め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
二
〇
二
一
年
二
月
一
日
に
、「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す

）
七
二
二
（



デ
ジ
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ル
プ
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ッ
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フ
ォ
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ム
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Ｐ
Ｆ
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取
引
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に
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た
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共
同
規
制
」
の
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義
と
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Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
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長
谷
川
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四
七

て
、
①
情
報
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぐ
「
場
」
で
あ
る
こ
と
（
多
面
市
場
）、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

用
い
た
情
報
処
理
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
（
オ
ン
ラ
イ
ン
性
）、
③
利
用
者
の
増
加
に

伴
い
他
の
利
用
者
に
と
っ
て
の
効
用
が
高
ま
る
こ
と
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
）
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
（
同
法
二
条
一
項
）。

こ
の
う
ち
、
③
は
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
、
す
な
わ
ち
、
利
用
者
の
増
加
が
他
の
利
用
者
の
増
加
を
招
き
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
全
体
の
規
模
が
連

鎖
的
に
拡
大
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ｄ
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Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
こ
れ
を
二
種
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
に
区
分
し
な
が

ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
よ
う
に
出
品
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と
購
入
者
な
ど
の
異
な
る
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
間
で
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
効
果
が
働
く
場
合
と
、
デ
ジ
タ
ル
広
告
の
配
信
を
伴
う
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Ｎ
Ｓ
の
よ
う
に
一
方
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
内
部
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が

働
く
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
方
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
効
用
も
高
ま
る
場
合
の
両
者
を
含
む
も
の
と
し
て
い
る
（
同
法
二
条
一
項
）。

こ
の
よ
う
な
定
義
に
該
当
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
う
ち
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
は
、
と
く
に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
高
め
る
必

要
性
の
高
い
も
の
を
政
令
で
当
該
事
業
の
「
区
分
」
と
「
規
模
」
の
両
面
か
ら
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
し
、
こ
れ
に
該
当
す
る

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
を
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
同
法
四
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一
項
）。
同
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で
は
、
指
定
さ
れ
た
Ｄ
Ｐ
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提
供
者
を

「
特
定
Ｄ
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提
供
者
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と
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い
、
か
か
る
指
定
の
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と
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る
Ｄ
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Ｆ
を
「
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定
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Ｆ
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と
呼
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で
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。
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体
的
な
事
業
区
分
お

よ
び
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模
は
政
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
の
で
、
政
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の
内
容
を
注
視
す
る
必
要
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。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
特
定
に
関
す
る
政
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を
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に
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て
は
、
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Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
理
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に
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り
、
特
定
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Ｐ
Ｆ
の
提
供
者

の
指
定
が
必
要
な
最
小
限
度
の
範
囲
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
定
め
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
四
条
三
項
）。
当
面
の
対
象
と
し

て
は
、
前
記
公
取
委
の
実
態
調
査
の
結
果
や
市
場
構
造
な
ど
を
踏
ま
え
、
大
規
模
な
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
と
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
政
令
で
定

め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
二
〇
二
一
年
二
月
一
日
に
、「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す

）
七
二
二
（
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学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
八

る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
事
業
の
区
分
及
び
規
模
を
定
め
る
政
令
」（
令
和
三
年
政
令
第
一
七
号
）
が
施
行
さ
れ
（
23
）

、

現
在
の
と
こ
ろ
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
下
記
の
表
に
記
載
の
五
社
が
指
定
さ
れ
て
い
る
（
24
）

。

な
お
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
と
し
て
指
定
を
受
け
て
も
、
規
制
の
対
象
と
な
る
の
は

当
該
指
定
に
係
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
で
あ
り
、
異
な
る
事
業
区
分
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
ま
で
規
制
対
象
と
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
従
っ
て
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
以
外
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
、
潜
在
的
な
規
制
対
象
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
規
制

対
象
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提

供
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
提
供
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
該
当
す
る
と
き
は
、

省
令
で
定
め
る
事
項
を
産
業
経
済
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
統
透
明
化
法
四
条
二
項
）。

届
出
懈
怠
や
虚
偽
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
同
法
二
四
条
）。

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
多
様
で
あ
り
、
か
つ
、
変
化
が
激
し
い
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取

引
透
明
化
法
が
施
行
さ
れ
た
後
も
、
対
象
分
野
の
追
加
や
施
策
の
見
直
し
な
ど
を
行
う
た
め
、
主
務
官
庁
が

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
経
済
産
業
大
臣
は
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
指
定
を
行
う
た

め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
立
入
検
査
な
ど
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
二
条

一
項
）。
こ
の
点
、
違
法
行
為
の
疑
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
立
入
検
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
独
禁
法
違

反
被
疑
事
件
に
お
け
る
立
入
検
査
（
独
禁
法
四
七
条
。
な
お
、
同
法
四
七
条
参
照
）
と
比
較
す
る
と
違
和
感
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
事
柄
の
性
質
上
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
指
定
に
抵
抗
し
て
調
査
報
告
を
拒
絶
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
は
、
立
入
検
査
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

〈表 １〉　指定された特定DPF提供者と特定DPF
事業の区分 事業の制限 指定を受けた特定 DPF 提供者 特定 DPF

BtoC の物販総合の

オンラインモール

国内流通総額が年間

3,000億円以上

アマゾンジャパン合同会社 Amazon.co.jp
楽天グループ株式会社 楽天市場
ヤフー株式会社 Yahoo ショッピング

アプリストア 国内流通総額が年間

2,000億円以上

Apple Inc. および iTunes 株式会社 App Store
Google LLC. Google Play ストア

（出所）筆者作成

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

四
九

２
　
共
同
規
制
の
意
義

⑴
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
異
な
っ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
二
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
異
な
っ
た
利
用
者
グ
ル
ー

プ
に
供
給
し
て
お
り
、
一
方
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
の
需
要
が
他
の
利
用
者
グ
ル
ー
ブ
の
需
要
に
依
存
す
る
関
係
に
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供

し
運
用
す
る
事
業
者
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
外
部
性
を
内
部
化
す
る
よ
う
に
行
動
し
て
お
り
、
そ
の
手
段
と
な
り
う
る
の
が

Ｄ
Ｐ
Ｆ
で
あ
る
。
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
働
く
と
、
事
業
規
模
が
連
鎖
的
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
例
と
し
て
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
（
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ホ
テ
ル
、
美
容
院
な
ど
）
の
予

約
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
（
映
像
、
音
楽
、
電
子
書
籍
な
ど
）
の
配
信
ス
ト
ア
、
検
索
サ
ー
ビ
ス
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
は
、
モ
ー
ル
運
営
者
が
構
築
・
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
、
日
用
品
や
食
料
品
な
ど
の
出
品
者

（
主
に
事
業
者
）
と
そ
の
購
入
者
（
主
に
消
費
者
）
と
を
結
び
つ
け
、
販
売
や
購
入
を
可
能
と
す
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
の
よ
う
な
取
引
媒

介
型
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
商
品
の
売
買
契
約
は
出
品
者
と
購
入
者
と
の
間
で
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の

配
信
ス
ト
ア
な
ど
で
は
、
配
信
に
係
る
契
約
は
運
営
事
業
者
と
視
聴
者
と
の
間
で
成
立
す
る
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
わ
れ
る
（
25
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
種
類
に
応
じ
て
、
利
用
者
間
の
結
び
つ
き
も
様
々
で
あ
る
。
一
口
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
は
一

様
で
は
な
い
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
働
き
方
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
よ
っ
て
異
な
る
（
26
）

。
従
っ
て
、
規
制
の
議
論
に
お
い
て
も
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ

ご
と
に
規
制
の
内
容
が
異
な
り
う
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
27
）

。

前
述
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
の
よ
う
な
取
引
媒
介
型
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
出
品
者
グ
ル
ー
プ
と

）
二
二
二
（
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は
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を
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、
外
部
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化
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よ
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、
そ
の
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。
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ネ
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ク
効
果
が
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く
と
、
事
業
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模
が
連
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に
拡
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す
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に
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。
Ｄ
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Ｆ
の
例
と
し
て
は
、
オ
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ラ
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ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
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の
ほ
か
、
シ
ェ
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グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
サ
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ビ
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レ
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ト
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ン
、
ホ
テ
ル
、
美
容
院
な
ど
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の
予
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サ
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デ
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テ
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書
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配
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サ
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ビ
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、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
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例
え
ば
、
オ
ン
ラ
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ン
モ
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ル
は
、
モ
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ル
運
営
者
が
構
築
・
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
、
日
用
品
や
食
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品
な
ど
の
出
品
者

（
主
に
事
業
者
）
と
そ
の
購
入
者
（
主
に
消
費
者
）
と
を
結
び
つ
け
、
販
売
や
購
入
を
可
能
と
す
る
。
オ
ン
ラ
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ン
モ
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ル
の
よ
う
な
取
引
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型
の
Ｄ
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に
お
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て
は
、
商
品
の
売
買
契
約
は
出
品
者
と
購
入
者
と
の
間
で
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン
ツ
の

配
信
ス
ト
ア
な
ど
で
は
、
配
信
に
係
る
契
約
は
運
営
事
業
者
と
視
聴
者
と
の
間
で
成
立
す
る
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
い
わ
れ
る
（
25
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
種
類
に
応
じ
て
、
利
用
者
間
の
結
び
つ
き
も
様
々
で
あ
る
。
一
口
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
い
っ
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
は
一

様
で
は
な
い
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
働
き
方
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
よ
っ
て
異
な
る
（
26
）

。
従
っ
て
、
規
制
の
議
論
に
お
い
て
も
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ

ご
と
に
規
制
の
内
容
が
異
な
り
う
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
27
）

。

前
述
の
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Ｐ
Ｆ
の
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
の
よ
う
な
取
引
媒
介
型
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
出
品
者
グ
ル
ー
プ
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二
二
二
（
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四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

五
〇

購
入
者
グ
ル
ー
プ
と
の
間
で
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
双
方
向
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
出
品
者
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
様
々
な
商
品
が

手
に
入
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
購
入
者
も
そ
れ
だ
け
増
加
し
、
そ
れ
を
目
当
て
に
購
入
者
が
さ
ら
に
増
加
す
る
と
い
っ
た
連
鎖
が
生
じ
や

す
い
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
お
い
て
は
、
参
加
者
が
増
加
す
る
ほ
ど
、
交
渉
で
き
る
範
囲
が
広
が
り
、
そ
れ
を
目
当
て
に
さ
ら
に
参
加
者

が
増
加
す
る
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
参
加
者
に
対
し
て
デ
ジ
タ
ル
広
告
を
配
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
の
増
加
の
連
鎖
が

広
告
主
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
エ
コ
シ
ス
テ
ム
全
体
が
連
鎖
的
に
拡
大
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
参
加
者
グ
ル
ー
プ
内
で
直

接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
生
じ
る
と
と
と
も
に
、
参
加
者
グ
ル
ー
プ
か
ら
広
告
主
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
が
一
方

的
に
生
じ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｄ
Ｆ
Ｐ
に
お
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
働
か
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
起
点
と
な
る
利
用
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
重
要
と
な
る
。
市
場
支
配
力
を
も
つ
事
業
者
は
、
取
引
相
手
が
他
の
統
合
サ
ー
ビ
ス
へ
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
利
用
し
て
、
公
正
か
つ

自
由
な
競
争
を
制
限
す
る
よ
う
な
不
公
正
な
取
引
行
為
を
相
手
方
に
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
お
い

て
も
、
市
場
支
配
力
を
も
つ
事
業
者
に
よ
る
看
過
で
き
な
い
不
公
正
な
取
引
慣
行
が
観
察
さ
れ
る
取
引
分
野
が
生
じ
始
め
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
現
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
す
る
事
業
者
に
対
し
て

一
定
の
規
制
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
伝
統
席
な
規
制
方
法
と
は
異
な
る
規
制
手
法
を
導
入
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。

⑵
　
共
同
規
制
の
意
義
と
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

共
同
規
制
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
政
府
が
示
す
指
針
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
自
ら
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
で
、
自
主
的
か
つ
積
極
的

）
二
二
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
一

に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
に
向
け
た
手
続
や
体
制
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
そ
の
取
組
状
況
を
毎
年
、
経
済
産
業
大
臣

に
報
告
す
る
。
経
済
産
業
大
臣
は
、
専
門
家
を
含
め
た
利
害
関
係
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
取
組
状
況
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
公
表

す
る
。
そ
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
透
明
性
お
よ
び
向
上
性
に
努
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
政
府
と
利
用
事
業
者
の
両
者
が
共
同
し
て
透
明
性
と
公
正
性
の
向
上
に
努
め
る
た
め
の
サ
イ
ク
ル
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
り

公
正
な
競
争
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
共
同
規
制
の
考
え
方
は
意
図
し
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
事
前
規
制
と
し
て
競
争
政
策
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
事
後
規
制
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
と
車
の
両

輪
と
な
っ
て
公
正
な
競
争
環
境
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
独
占
禁
止
法
と
は
異
な
り
、
一
定
の
弊
害
発
生
を
規
制
の
発
動
要

件
と
し
た
規
制
で
は
な
い
。
独
占
禁
止
法
は
、
厳
格
な
司
法
審
査
を
前
提
と
し
た
詳
細
な
事
実
認
定
と
そ
の
証
拠
の
収
集
を
必
要
不
可
欠

と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
発
動
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
独
占
禁
止
法
の
積
極
的
な
適
用
は
簡
単
で
は

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
政
府
が
指
針
を
示
し
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
柔
軟
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
い
わ
ゆ

る
標
準
ガ
イ
ド
）
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
企
業
が
こ
れ
を
参
考
と
し
な
が
ら
情
報
開
示
な
ど
の
自
主
的
な
取
組
み
と
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
を
促
す
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
の
中
核
部
分
は
、
共
同
規
制
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
に
あ
る
。
同
法
は
、
技
術
革
新

の
変
化
が
早
く
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
環
境
の
改
善
を
加
速
さ
せ
る
た
め
の
法

的
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
共
同
規
制
は
デ
ジ
タ
ル
化
社
会
に
お
け
る
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う
る
も
の
と

評
価
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
同
法
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
し
運
営
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
対
し
て
一
方
的
に
規
制
を
加
え
る
だ
け
の

法
規
性
を
定
め
た
法
律
と
い
う
程
度
の
理
解
で
は
、
こ
の
共
同
規
制
と
い
う
仕
組
み
の
真
の
価
値
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
え
よ
う
（
29
）

。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
一

に
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
に
向
け
た
手
続
や
体
制
の
整
備
な
ど
に
取
り
組
み
、
そ
の
取
組
状
況
を
毎
年
、
経
済
産
業
大
臣

に
報
告
す
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。
経
済
産
業
大
臣
は
、
専
門
家
を
含
め
た
利
害
関
係
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
取
組
状
況
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
公
表

す
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。
そ
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
評
価
の
結
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を
踏
ま
え
、
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明
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お
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上
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め
る
と
い
う
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あ
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れ

に
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、
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府
と
利
用
事
業
者
の
両
者
が
共
同
し
て
透
明
性
と
公
正
性
の
向
上
に
努
め
る
た
め
の
サ
イ
ク
ル
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
り

公
正
な
競
争
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
共
同
規
制
の
考
え
方
は
意
図
し
て
い
る
。

Ｄ
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Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
事
前
規
制
と
し
て
競
争
政
策
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
事
後
規
制
と
し
て
の
独
占
禁
止
法
と
車
の
両

輪
と
な
っ
て
公
正
な
競
争
環
境
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
独
占
禁
止
法
と
は
異
な
り
、
一
定
の
弊
害
発
生
を
規
制
の
発
動
要

件
と
し
た
規
制
で
は
な
い
。
独
占
禁
止
法
は
、
厳
格
な
司
法
審
査
を
前
提
と
し
た
詳
細
な
事
実
認
定
と
そ
の
証
拠
の
収
集
を
必
要
不
可
欠

と
し
て
お
り
、
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
発
動
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
デ
ジ
タ
ル
分
野
で
の
独
占
禁
止
法
の
積
極
的
な
適
用
は
簡
単
で
は

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
政
府
が
指
針
を
示
し
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
の
柔
軟
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
い
わ
ゆ

る
標
準
ガ
イ
ド
）
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
企
業
が
こ
れ
を
参
考
と
し
な
が
ら
情
報
開
示
な
ど
の
自
主
的
な
取
組
み
と
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
を
促
す
仕
組
み
で
あ
る
。
そ
の
中
核
部
分
は
、
共
同
規
制
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
に
あ
る
。
同
法
は
、
技
術
革
新

の
変
化
が
早
く
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
環
境
の
改
善
を
加
速
さ
せ
る
た
め
の
法

的
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
共
同
規
制
は
デ
ジ
タ
ル
化
社
会
に
お
け
る
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う
る
も
の
と

評
価
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
同
法
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
し
運
営
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
対
し
て
一
方
的
に
規
制
を
加
え
る
だ
け
の

法
規
性
を
定
め
た
法
律
と
い
う
程
度
の
理
解
で
は
、
こ
の
共
同
規
制
と
い
う
仕
組
み
の
真
の
価
値
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
え
よ
う
（
29
）
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二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

五
二

３
　
共
同
規
制
の
三
つ
の
柱

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
共
同
規
制
の
標
準
モ
デ
ル
と
し
て
、
①
取
引
条
件
な
ど
の
情
報

の
開
示
、
②
自
主
的
な
手
続
・
体
制
の
整
備
、
③
運
営
状
況
の
レ
ポ
ー
ト
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・

レ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

⑴
　
取
引
条
件
な
ど
の
開
示

①
の
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
が
自
主
的
・
合
理
的
な
選
択
を
行
う

た
め
に
、
重
要
な
取
引
条
件
な
ど
を
明
確
化
し
、
十
分
な
開
示
を
図
る
こ
と
で
、
取
引
の
透
明

性
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
方
法
を
省
令
に
委
任
す
る

と
と
も
に
（
同
法
五
条
一
項
）、
取
引
条
件
と
し
て
開
示
す
べ
き
事
項
（
同
法
五
条
二
項
）、
利
用

者
の
利
益
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
行
為
の
際
に
開
示
す
べ
き
事
項
（
同
法
五
条
三
項
・
四
項
）
を

定
め
て
い
る
（
30
）

。

取
引
条
件
な
ど
の
開
示
方
法
は
、
省
令
が
共
通
事
項
と
し
て
、
以
下
の
と
お
り
定
め
て
い
る

（
省
令
五
条
、
七
条
）。

①
　
利
用
者
に
と
っ
て
明
確
か
つ
平
易
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
（
省
令
五
条
一
項
一
号
）

②
　
利
用
開
始
前
お
よ
び
利
用
中
に
い
つ
で
も
容
易
に
参
照
可
能
で
あ
る
こ
と
（
省
令
五
条

一
項
二
号
）

〈表 ２〉　取引条件などの開示（概要）
取引条件などの二般的開示事項

開示の方法
（省令 5条）

利用事業者に対する開示事項（法 5条 2項 1号イ～ト）（省令 6条）
消費者に対する開示事項（法 5条 2項 2号イ～ハ）
出品者らの利益を損なう恐れがある行為を行う際の開示すべき事項

開示の方法
（省令 7条）

開示すべき事項（法 5条 3項）（省令 9条） 開示義務の例外（省令 8条）
事前開示が必要な場合の
開示事項
（法 5条 4項 1号・ 2号）

開示期限（省令10条） 事前開示義務の例外
（省令11条）

（注）DPF 取引透明化法では、利用事業者を「商品等提供利用者」、消費者を「二般利用者」
と呼んでいる。
（出所）筆者作成

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
三

③
　
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
日
本
語
の
翻
訳
文
を

付
す
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
え
ず
開
示
の
時
点
で
開
示
の

時
点
で
翻
訳
文
を
付
せ
な
い
場
合
に
は
、
期
限
を
明
示
し
た

う
え
で
、
当
該
期
限
ま
で
に
翻
訳
文
を
付
す
こ
と
（
省
令
五

条
柱
書
、
二
条
）

④
　
相
手
方
に
と
っ
て
明
確
か
つ
平
易
な
表
現
を
用
い
る
こ
と

（
省
令
七
条
一
項
）

⑤
　
相
手
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、
日
本
語
で
翻
訳
し
た
内

容
を
遅
滞
な
く
開
示
す
る
こ
と
（
省
令
七
条
二
項
）

開
示
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
利
用
事
業
者
と
消
費
者
に
分
け
な
が
ら
、

取
引
の
全
部
拒
絶
を
行
う
場
合
の
判
断
基
準
や
検
索
順
位
の
決
定

に
用
い
ら
れ
る
主
要
な
事
項
（
金
銭
の
支
払
が
順
位
に
影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
含
む
）、
売
上
額
の
推
移
な
ど
の

デ
ー
タ
の
取
得
・
使
用
と
そ
の
内
容
お
よ
び
条
件
な
ど
を
開
示
事

項
と
し
、
そ
の
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
同
法
五
条
二
項
）。
省

〈表 ３〉一般的な開示事項
対象者 二般的な開示事項（法 5条 2項）

利用事業者（商
品等提供利用者）

法

律

イ．DPFの提供を拒絶する場合の判断基準
ロ．指定商品・権利・役務の購入、有償での提供が要請される場合の内容
と理由
ハ．掲載順位を表示する場合の順位決定のために用いられる主要な事項
ニ．特定 DPF 提供者が商品等のデータを取得・使用する場合の内容と取
得・使用の条件
ホ．利用事業者が商品等提供データを取得しまたは特定 DPF 提供者をし
て第二者に提供させることの可否、その内容、および取得・提供の方法と
条件
ヘ．利用事業者が苦情申出・協議申入れをするための方法
ト．その他経済産業省令で定める事項
（省令 6条 1号～ 5号）
①最恵国待遇を求める場合の内容と理由（省令 6条 1号）
②自己または関連会社と出店者らで異なる取扱いを行う場合の内容と理由
（省令 6条 2号・ 3号）
③消費者からの返品などについて、出店者らの負担で受け入れを求める場
合の内容と条件（省令 6条 4号）
④利用事業者に対して売上金の支払を保留する場合の内容と条件（省令 6
条 5号）

省

令

消費者（二般利
用者）

イ．掲載順位を決定するために用いられる主要な事項
ロ．特定 DPF 提供者が商品等購入データを取得・使用する場合の内容と
取得・使用条件
ハ．その他経済産業省令で定める事項

（出所）筆者作成

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
三

③
　
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
日
本
語
の
翻
訳
文
を

付
す
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
え
ず
開
示
の
時
点
で
開
示
の

時
点
で
翻
訳
文
を
付
せ
な
い
場
合
に
は
、
期
限
を
明
示
し
た

う
え
で
、
当
該
期
限
ま
で
に
翻
訳
文
を
付
す
こ
と
（
省
令
五

条
柱
書
、
二
条
）

④
　
相
手
方
に
と
っ
て
明
確
か
つ
平
易
な
表
現
を
用
い
る
こ
と

（
省
令
七
条
一
項
）

⑤
　
相
手
方
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、
日
本
語
で
翻
訳
し
た
内

容
を
遅
滞
な
く
開
示
す
る
こ
と
（
省
令
七
条
二
項
）

開
示
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
利
用
事
業
者
と
消
費
者
に
分
け
な
が
ら
、

取
引
の
全
部
拒
絶
を
行
う
場
合
の
判
断
基
準
や
検
索
順
位
の
決
定

に
用
い
ら
れ
る
主
要
な
事
項
（
金
銭
の
支
払
が
順
位
に
影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
含
む
）、
売
上
額
の
推
移
な
ど
の

デ
ー
タ
の
取
得
・
使
用
と
そ
の
内
容
お
よ
び
条
件
な
ど
を
開
示
事

項
と
し
、
そ
の
開
示
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
同
法
五
条
二
項
）。
省

〈表 ３〉一般的な開示事項
対象者 二般的な開示事項（法 5条 2項）

利用事業者（商
品等提供利用者）

法

律

イ．DPFの提供を拒絶する場合の判断基準
ロ．指定商品・権利・役務の購入、有償での提供が要請される場合の内容
と理由
ハ．掲載順位を表示する場合の順位決定のために用いられる主要な事項
ニ．特定 DPF 提供者が商品等のデータを取得・使用する場合の内容と取
得・使用の条件
ホ．利用事業者が商品等提供データを取得しまたは特定 DPF 提供者をし
て第二者に提供させることの可否、その内容、および取得・提供の方法と
条件
ヘ．利用事業者が苦情申出・協議申入れをするための方法
ト．その他経済産業省令で定める事項
（省令 6条 1号～ 5号）
①最恵国待遇を求める場合の内容と理由（省令 6条 1号）
②自己または関連会社と出店者らで異なる取扱いを行う場合の内容と理由
（省令 6条 2号・ 3号）
③消費者からの返品などについて、出店者らの負担で受け入れを求める場
合の内容と条件（省令 6条 4号）
④利用事業者に対して売上金の支払を保留する場合の内容と条件（省令 6
条 5号）

省

令

消費者（二般利
用者）

イ．掲載順位を決定するために用いられる主要な事項
ロ．特定 DPF 提供者が商品等購入データを取得・使用する場合の内容と
取得・使用条件
ハ．その他経済産業省令で定める事項

（出所）筆者作成
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四
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二
〇
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二
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五
四

令
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
利
用
事
業
者
を
対
象
に
追
加
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
開
示
す
べ
き
義
務
と
し
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
課
し
て
い
る

（
省
令
六
条
）。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
取
引
条
件
に
よ
ら
な
い
取
引
の
実
施
を
要
請
す
る
な
ど
し
て
、
出
店
者
ら
利
用
事
業
者
の
利
益
を
損
な
う
恐
れ
が
あ

る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
お
よ
び
理
由
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
五
条
三
項
、
省
令
九
条
）。
た

だ
し
、
こ
れ
に
は
開
示
を
不
要
と
す
る
場
合
の
例
外
が
省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
（
省
令
八
条
）。

ま
た
、
取
引
条
件
の
変
更
や
取
引
の
全
部
拒
絶
（
出
店
停
止
、
ア
カ
ウ
ン
ト
削
除
な
ど
）
を
行
う
場
合
に
は
、
事
前
に
開
示
す
べ
き
事
項

と
通
知
期
間
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
お
よ
び
省
令
で
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
五
条
四
項
、
省
令
一
〇
条
）。
こ
の
場
合
に
も
例
外

と
し
て
、
事
前
開
示
お
よ
び
／
ま
た
は
理
由
の
開
示
が
不
要
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
省
令
一
一
条
）、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

取
引
条
件
な
ど
の
開
示
に
関
す
る
規
制
の
う
ち
、
と
く
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
利
用
事
業
者
お
よ
び
消
費
者
の
双
方
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
「
商
品
等
掲
載
順
位
決
定
の
主
要
な
基
準
」
で
あ
る
。
こ
の
主
要
な
基
準
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

商
品
掲
載
の
順
位
は
、
評
価
の
高
い
商
品
を
短
時
間
で
効
率
的
に
検
索
し
て
発
見
し
た
い
と
考
え
る
消
費
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
商
品
が
上
位
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
消
費
者
か
ら
選
択
さ
れ
な
い
か
ら
、
商
品
掲
載
の
順
位
は
利
用
事
業
者
に
と
っ
て
も
重

要
で
あ
る
。
今
日
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
一
般
的
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
売
上
情
報
そ
の
他
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
そ
れ
を
活

用
す
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者
の
獲
得
や
利
益
の
増
大
に
つ
な
げ
て
い
る
（
31
）

。
し
か
し
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
の
全
面
的
な
開
示
を
要
求

す
る
と
な
れ
ば
、
競
争
力
の
源
泉
を
奪
わ
れ
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
自
由
な
競
争
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
掲
げ

る
基
本
理
念
（
同
法
三
条
）
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
た
規
制
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
立
法
に
至
る
資
料
の
中
で
は
、
特
定

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
開
示
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
お
り
（
32
）

、
商
品
掲
載
順
位
決
定
の
主
要
な
決
定
基
準
に
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二
二
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〈表 ４〉特定の行為を行う場合の開示事項と事前開の・開示期限・例外
開示事項 開示義務の例外

法
律

①利用事業者に対して当該特定 DPF の提供条件によ
らない取引の実施を要請する場合の内容および理由

（法 5 条 3 項 1 号）
②継続して当該特定 DPF を利用する利用事業者に対
して当該特定 DPF の提供の二部を拒絶する場合の内
容および理由（法 5 条 3 項 2 号）
③その他経済省令で定める行為を行う場合

①反復して取引条件の違反を行い
DPF 事業の運営に支障を生ずる恐
れがある場合（省令 8 条 1 号）
②暴力団員などである恐れがある
場合（省令 8 条 2 号）
③法令などにより取引の二部拒絶
などを行う場合であって、理由の
開示により消費者などの正当な利
益を害する恐れがある場合（省令
8 条 3 号）

省
令

（省令 9 条）
特定 DPF 提供者が売上金の支払を留保する場合の内
容（金額・期間を含む）および理由
事前の開示が必要な場合の開示事項と期間 開示義務の例外

法
律

省
令

ア．取引条件の変更を行う場合（法 5 条 4 項 1 号）：
利用事業者に対する当該特定 DPF の提供条件を変更
する場合の内容および理由

（上記の事前開示に必要な期間）
①取引条件の変更に伴い利用事業者に作業や調整が生
じる場合には、それに必要な合理的期間（省令10条 1
項 1 号）

以下の場合は、例外的に事前開示
は不要である。
①変更内容が極めて軽微な場合

（省令11条 1 項 1 号）
②法令等により速やかに取引条件
の変更を行う必要があると認めら
れる場合（省令11条 1 項 2 号）

法
律

省
令

②上記①以外の場合は15日間（省令10条 1 項 2 号）
③上記②の場合であって利用事業者が変更内容に合意
した場合には15日間経過したものとみなす（省令10条
2 項）。

③サイバーセキュリティの確保、
詐欺その他侵害行為、公序良俗に
明らかに反する行為などへの対応
のため、速やかに取引条件の変更
を行う必要があると認められる場
合（省令11条 1 項 3 号）

イ．取引の全部拒絶を行う場合（法 5 条 4 項 2 号）：
継続して当該特定 DPF を利用する利用事業者に対し
て当該特定 DPF の提供の全部を拒絶する場合（出店
停止、アカウント削除など）の内容および理由

（上記の事前開示に必要な期間）
取引の全部拒絶に関する事前開示に必要な期間は、こ
れを30日とする（省令10条 3 項）。

以下の場合は、例外的に事前開示
および／または理由の開示は不要
である。

〈事前開示および理由の開示の例
外〉
①反復して取引条件の違反を行 
い、DPF の事業の運営に支障を生
ずる恐れがある場合（省令11条 2
項 1 号）
②暴力団員などである恐れがある
場合（省令11条 2 項 2 号）

〈理由の開示の例外〉
③法令等により取引の全部拒絶を
行う場合であって、理由の開示に
より消費者などの正当な利益を害
する恐れがある場合（省令11条 2
項 3 号）

〈事前開示の例外〉
④法令等により取引の全部拒絶を
行う場合であって、速やかに行う
必要がある場合（省令11条 2 項 4
号）
⑤サイバーセキュリティの確保、
詐欺その他侵害行為、公序良俗に
明らかに反する行為などへの対応
のため、速やかに取引の全部拒絶
を行う必要がある場合（省令11条
2 項 5 号）

（出所）筆者作成
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〈表 ４〉特定の行為を行う場合の開示事項と事前開の・開示期限・例外
開示事項 開示義務の例外

法
律

①利用事業者に対して当該特定 DPF の提供条件によ
らない取引の実施を要請する場合の内容および理由

（法 5 条 3 項 1 号）
②継続して当該特定 DPF を利用する利用事業者に対
して当該特定 DPF の提供の二部を拒絶する場合の内
容および理由（法 5 条 3 項 2 号）
③その他経済省令で定める行為を行う場合

①反復して取引条件の違反を行い
DPF 事業の運営に支障を生ずる恐
れがある場合（省令 8 条 1 号）
②暴力団員などである恐れがある
場合（省令 8 条 2 号）
③法令などにより取引の二部拒絶
などを行う場合であって、理由の
開示により消費者などの正当な利
益を害する恐れがある場合（省令
8 条 3 号）

省
令

（省令 9 条）
特定 DPF 提供者が売上金の支払を留保する場合の内
容（金額・期間を含む）および理由
事前の開示が必要な場合の開示事項と期間 開示義務の例外

法
律

省
令

ア．取引条件の変更を行う場合（法 5 条 4 項 1 号）：
利用事業者に対する当該特定 DPF の提供条件を変更
する場合の内容および理由

（上記の事前開示に必要な期間）
①取引条件の変更に伴い利用事業者に作業や調整が生
じる場合には、それに必要な合理的期間（省令10条 1
項 1 号）

以下の場合は、例外的に事前開示
は不要である。
①変更内容が極めて軽微な場合

（省令11条 1 項 1 号）
②法令等により速やかに取引条件
の変更を行う必要があると認めら
れる場合（省令11条 1 項 2 号）

法
律

省
令

②上記①以外の場合は15日間（省令10条 1 項 2 号）
③上記②の場合であって利用事業者が変更内容に合意
した場合には15日間経過したものとみなす（省令10条
2 項）。

③サイバーセキュリティの確保、
詐欺その他侵害行為、公序良俗に
明らかに反する行為などへの対応
のため、速やかに取引条件の変更
を行う必要があると認められる場
合（省令11条 1 項 3 号）

イ．取引の全部拒絶を行う場合（法 5 条 4 項 2 号）：
継続して当該特定 DPF を利用する利用事業者に対し
て当該特定 DPF の提供の全部を拒絶する場合（出店
停止、アカウント削除など）の内容および理由

（上記の事前開示に必要な期間）
取引の全部拒絶に関する事前開示に必要な期間は、こ
れを30日とする（省令10条 3 項）。

以下の場合は、例外的に事前開示
および／または理由の開示は不要
である。

〈事前開示および理由の開示の例
外〉
①反復して取引条件の違反を行 
い、DPF の事業の運営に支障を生
ずる恐れがある場合（省令11条 2
項 1 号）
②暴力団員などである恐れがある
場合（省令11条 2 項 2 号）

〈理由の開示の例外〉
③法令等により取引の全部拒絶を
行う場合であって、理由の開示に
より消費者などの正当な利益を害
する恐れがある場合（省令11条 2
項 3 号）

〈事前開示の例外〉
④法令等により取引の全部拒絶を
行う場合であって、速やかに行う
必要がある場合（省令11条 2 項 4
号）
⑤サイバーセキュリティの確保、
詐欺その他侵害行為、公序良俗に
明らかに反する行為などへの対応
のため、速やかに取引の全部拒絶
を行う必要がある場合（省令11条
2 項 5 号）

（出所）筆者作成
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五
六

は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
規
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
違
反
し
ま
た
は
遵
守
し
な
い
場
合
の
措
置
が

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
上
記
の
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ

提
供
者
に
対
し
、
速
や
か
に
開
示
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
六
条
）。

こ
れ
は
、
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
同
法
八
条
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
職
員
に
立
入
検
査
な
ど
の
調
査

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
一
二
条
二
項
）。

次
に
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
に
関
す
る
勧
告
を
受
け
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
然
る
べ
き
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
場

合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
当
該
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
て
当
該
措
置
を
取
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化

法
六
条
四
項
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
上
記
の
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
や
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
を
講
じ
て
い
な
い

と
認
め
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
適
当
な
措
置
を
取
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
〇
条
一
項
）。

な
お
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
阻
害
す
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
が
独
禁
法
一
九
条
の
定
め
る
不
公
正
な

取
引
方
法
の
禁
止
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、
独
禁
法
に
基
づ
い
て
適
当
な
措
置
を
取
る
よ
う
に
公
正
取
引
員
会
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
一
三
条
）。

）
二
二
八
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
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（
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Ｆ
）
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引
透
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化
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に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
七

⑵
　
自
主
的
で
合
理
的
な
手
続
・
体
制
の
整
備
─
指
針
の
示
す
標
準
モ
デ
ル

②
の
自
主
的
で
合
理
的
な
手
続
・
体
制
の
整
備
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
踏
ま
え
て
、
利
用

事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）。
指
針
に
盛
り
込
ま
れ
る
項
目
は
、
利
用
事
業
者
に
適
切
な
対
応
を
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
、
利
用

事
業
者
と
の
間
の
取
引
の
公
正
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
や
手
続
の
整
備
、
お
よ
び
紛
争
に
関
す
る
処
理
体
制
な
ど
で
あ
る
（
同
法
七

条
二
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
な
ど
に
関
す
る
指
針
を
制
定
す
る
際
、
公
正
取
引
委
員
会
と
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
七
条
四
項
）。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
の

必
要
な
措
置
の
実
施
と
い
う
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
実
施
す
る
か
は
、
各

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
。
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
「
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
」
な
ど
を
示
し
た
も

の
が
、
指
針
で
あ
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
同
法
は
、
指
針
で
次
に
述
べ
る
五
つ
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
法
七
条
三
項
）。

ま
ず
、
指
針
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
三
項
に
基
づ
き
、
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
し
、「
基
本
的
事
項
」（
法
七
条
三
項
一
号
）
を
挙
げ
て
、
指
針
の
位
置
づ
け
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ

ビ
ュ
ー
と
の
関
係
を
示
す
（
指
針
一
）。
こ
れ
に
続
い
て
、
指
針
は
、
望
ま
し
い
取
組
み
の
方
向
性
を
、「
基
本
的
な
考
え
方
」（
指
針
二
）

と
し
て
示
し
て
い
る
。「
基
本
的
は
考
え
方
」
は
、
公
正
性
確
保
の
た
め
の
体
制
・
手
続
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
景
や
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
指
針
は
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
適
切
か
つ
有
効
な
取
組
み
を
「
具
体
的
な
取
組
例
」（
指
針
三
）
に
お
い
て
例
示
し
て
い
る
（
33
）

。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
七

⑵
　
自
主
的
で
合
理
的
な
手
続
・
体
制
の
整
備
─
指
針
の
示
す
標
準
モ
デ
ル

②
の
自
主
的
で
合
理
的
な
手
続
・
体
制
の
整
備
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
指
針
を
踏
ま
え
て
、
利
用

事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
一
項
）。
指
針
に
盛
り
込
ま
れ
る
項
目
は
、
利
用
事
業
者
に
適
切
な
対
応
を
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
、
利
用

事
業
者
と
の
間
の
取
引
の
公
正
さ
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
や
手
続
の
整
備
、
お
よ
び
紛
争
に
関
す
る
処
理
体
制
な
ど
で
あ
る
（
同
法
七

条
二
項
）。
経
済
産
業
大
臣
は
、
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
な
ど
に
関
す
る
指
針
を
制
定
す
る
際
、
公
正
取
引
委
員
会
と
協
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
七
条
四
項
）。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
、
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
の

必
要
な
措
置
の
実
施
と
い
う
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
実
施
す
る
か
は
、
各

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
。
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
「
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
」
な
ど
を
示
し
た
も

の
が
、
指
針
で
あ
る
（
同
法
七
条
二
項
）。
同
法
は
、
指
針
で
次
に
述
べ
る
五
つ
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
し
て
い
る
（
同
法
七
条
三
項
）。

ま
ず
、
指
針
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
七
条
三
項
に
基
づ
き
、
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
し
、「
基
本
的
事
項
」（
法
七
条
三
項
一
号
）
を
挙
げ
て
、
指
針
の
位
置
づ
け
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ

ビ
ュ
ー
と
の
関
係
を
示
す
（
指
針
一
）。
こ
れ
に
続
い
て
、
指
針
は
、
望
ま
し
い
取
組
み
の
方
向
性
を
、「
基
本
的
な
考
え
方
」（
指
針
二
）

と
し
て
示
し
て
い
る
。「
基
本
的
は
考
え
方
」
は
、
公
正
性
確
保
の
た
め
の
体
制
・
手
続
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
背
景
や
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
指
針
は
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
適
切
か
つ
有
効
な
取
組
み
を
「
具
体
的
な
取
組
例
」（
指
針
三
）
に
お
い
て
例
示
し
て
い
る
（
33
）

。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

五
八

〈
指
針
二
〉
基
本
的
な
考
え
方
に
示
さ
れ
た
望
ま
し
い
取
組
の
方
向
性
と
具
体
的
な
取
組
例
（
概
要
）

〈
一
〉 　
利
用
事
業
者
に
対
す
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
が
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
・
手
続
の
整
備
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七

条
三
項
二
号
）

①
提
供
条
件
の
変
更
な
ど
を
行
う
際
の
利
用
事
業
者
に
配
慮
し
た
対
応

②
一
貫
性
・
公
平
性
の
あ
る
判
断
が
な
さ
れ
る
適
切
な
仕
組
み
の
構
築

③
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
公
正
性
の
自
主
的
な
向
上
に
つ
な
が
る
適
切
な
仕
組
み
の
構
築

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
行
動
指
針
の
策
定
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
整
備

・
規
約
変
更
な
ど
の
行
為
の
実
施
前
の
影
響
評
価
、
当
該
評
価
を
踏
ま
え
た
対
応

・
審
査
の
判
断
基
準
の
整
備

・
異
議
申
立
て
の
仕
組
み
の
整
備

・
意
見
・
苦
情
な
ど
の
記
録
の
保
管

・
事
後
検
証
を
踏
ま
え
た
運
営
改
善

・
外
部
評
価
・
監
査
の
利
用

〈
二
〉　
利
用
事
業
者
か
ら
の
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
た
め
に
必
要
な
体
制
・
手
続
の
整
備
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七
条
三
項
三
号
）

①
苦
情
・
紛
争
の
原
因
と
な
っ
た
事
象
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
・
解
決
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
構
築

②
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
に
関
す
る
運
営
の
改
善

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
九

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
利
用
事
業
者
が
直
接
・
容
易
に
無
償
で
苦
情
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
・
手
続
の
整
備

・
苦
情
対
応
者
へ
の
情
報
共
有

・
基
本
方
針
や
目
安
と
な
る
所
用
期
間
、
処
理
プ
ロ
セ
ス
の
設
定
・
開
示
、
誠
実
な
説
明

・
苦
情
処
理
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

・
外
部
の
苦
情
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用

・
事
業
利
用
者
団
体
と
の
協
力

〈
三
〉　
関
係
者
と
緊
密
に
連
絡
を
行
う
た
め
に
国
内
で
必
要
な
業
務
の
管
理
を
行
う
者
の
選
任
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七
条
三
項
四
号
）

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
国
内
管
理
人
の
選
任

・
国
内
管
理
人
を
補
助
す
る
部
署
の
担
当
者
の
選
任

・
国
内
管
理
人
・
補
助
者
に
係
る
情
報
の
関
係
者
へ
の
開
示

〈
四
〉　
利
用
事
業
者
の
意
見
な
ど
そ
の
他
の
事
情
を
十
分
考
慮
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七
条
三
項
五
号
）

①
利
用
事
業
者
の
意
見
・
事
情
を
理
解
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
構
築

②
利
用
事
業
者
の
意
見
・
事
情
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
と
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
に
関
す
る
運
営
改
善
の
た
め
の
有
効
か
つ
適
切
な
仕
組
み
の
構
築

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
利
用
事
業
者
と
の
意
見
交
換
の
機
会
の
設
置

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

五
九

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
利
用
事
業
者
が
直
接
・
容
易
に
無
償
で
苦
情
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
・
手
続
の
整
備

・
苦
情
対
応
者
へ
の
情
報
共
有

・
基
本
方
針
や
目
安
と
な
る
所
用
期
間
、
処
理
プ
ロ
セ
ス
の
設
定
・
開
示
、
誠
実
な
説
明

・
苦
情
処
理
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

・
外
部
の
苦
情
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用

・
事
業
利
用
者
団
体
と
の
協
力

〈
三
〉　
関
係
者
と
緊
密
に
連
絡
を
行
う
た
め
に
国
内
で
必
要
な
業
務
の
管
理
を
行
う
者
の
選
任
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七
条
三
項
四
号
）

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
国
内
管
理
人
の
選
任

・
国
内
管
理
人
を
補
助
す
る
部
署
の
担
当
者
の
選
任

・
国
内
管
理
人
・
補
助
者
に
係
る
情
報
の
関
係
者
へ
の
開
示

〈
四
〉　
利
用
事
業
者
の
意
見
な
ど
そ
の
他
の
事
情
を
十
分
考
慮
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
（
同
法
七
条
三
項
五
号
）

①
利
用
事
業
者
の
意
見
・
事
情
を
理
解
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
構
築

②
利
用
事
業
者
の
意
見
・
事
情
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
応
と
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
に
関
す
る
運
営
改
善
の
た
め
の
有
効
か
つ
適
切
な
仕
組
み
の
構
築

［
具
体
的
な
取
組
例
］

・
利
用
事
業
者
と
の
意
見
交
換
の
機
会
の
設
置

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

六
〇

・
事
業
利
用
者
の
合
理
的
意
見
に
基
づ
く
運
営
改
善

・
第
三
者
の
意
見
聴
取
に
よ
る
運
営
改
善

・
自
社
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
必
要
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
の
実
施

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
利
用
事
業
者
と
の
間
の
取
引
関
係
に
お
け
る
相
互
理
解
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
何
を

も
っ
て
望
ま
し
い
取
組
み
と
す
る
か
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
い
れ
ば
適
切
か
つ
有
効
に
取
組
み
を
実
施
し
て
い
る
と
い
え
る
か
な
ど
、
裁
量

の
余
地
が
大
き
い
枠
組
み
で
あ
る
。
行
政
に
よ
る
踏
み
込
み
が
足
り
な
け
れ
ば
、
表
面
的
な
規
制
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
一
方
、

過
度
に
介
入
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
と
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
過
度
の
制
約
を
受
け
る
恐
れ
も
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法

の
理
念
や
趣
旨
（
同
法
三
条
）
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
情
報
や
意
見
な
ど
を
よ
く
聞
い
て
適
切
か

つ
有
効
な
取
組
み
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
利
用
事
業
者
と
し
て
も
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
そ
れ
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
、
経
済
産
業
省
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
提
供
を
し
て
行
く

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑶
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー

③
の
レ
ポ
ー
ト
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
、
前
記
①
②
の
状
況
に
つ
い
て
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
自
己
評
価
を
付
し
た
報
告
書

を
経
済
産
業
大
臣
に
毎
年
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
九
条
一
項
）。
年
次
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
事
項
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
必
要
的
記
載
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
省
令
一
三
条
）。

）
二
二
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
一

〈
記
載
事
項
〉

①
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
事
業
概
要
（
同
法
九
条
一
項
）：

事
業
概
要
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
流
通
総
額
・
利
用
者
数

②
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
の
苦
情
処
理
（
同
法
九
条
二
項
）：

利
用
事
業
者
か
ら
の
騎
乗
・
紛
争
の
件
数
、
当
該
苦
情
・
紛
争
の
主
な
類
型
・
処
理
機
関
の
平
均
機
関
・
結
果
の
概
要

③
　
法
五
条
の
情
報
開
示
の
状
況
（
同
法
九
条
三
項
）：

開
示
し
た
取
引
条
件
の
内
容
、
省
令
に
定
め
る
方
法
に
沿
っ
て
開
示
さ
れ
た
こ
と

④
　
法
七
条
の
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
に
関
す
る
措
置
の
状
況
（
同
法
九
条
四
項
）：

指
針
に
定
め
る
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
講
じ
た
措
置
の
具
体
的
な
内
容
、
講
じ

た
措
置
が
指
針
に
定
め
る
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
う
え
で
適
切
か
つ
有
効
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
理
由

⑤
　
上
記
②
か
ら
④
の
自
己
評
価
（
同
法
九
条
五
項
）：

指
針
を
踏
ま
え
た
自
己
評
価
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
事
業
の
運
営
実
態
を
踏
ま
え
、
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
観
点
か
ら
と
く
に
留
意
し
て
講

じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
お
よ
び
そ
の
評
価

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
提
出
す
る
年
次
報
告
書
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
指
針
の
「
基
本
的
な
考
え
方
」（
指
針
1.2
）
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を

実
現
す
る
た
め
に
実
際
に
講
じ
た
具
体
的
な
措
置
と
当
該
措
置
が
有
効
と
考
え
る
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
省
令
一
三
条
四

項
）。
自
己
評
価
に
は
、
指
針
を
踏
ま
え
た
評
価
を
記
載
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
り
行
動
指
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
一

〈
記
載
事
項
〉

①
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
事
業
概
要
（
同
法
九
条
一
項
）：

事
業
概
要
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
け
る
流
通
総
額
・
利
用
者
数

②
　
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
つ
い
て
の
苦
情
処
理
（
同
法
九
条
二
項
）：

利
用
事
業
者
か
ら
の
騎
乗
・
紛
争
の
件
数
、
当
該
苦
情
・
紛
争
の
主
な
類
型
・
処
理
機
関
の
平
均
機
関
・
結
果
の
概
要

③
　
法
五
条
の
情
報
開
示
の
状
況
（
同
法
九
条
三
項
）：

開
示
し
た
取
引
条
件
の
内
容
、
省
令
に
定
め
る
方
法
に
沿
っ
て
開
示
さ
れ
た
こ
と

④
　
法
七
条
の
自
主
的
な
体
制
・
手
続
の
整
備
に
関
す
る
措
置
の
状
況
（
同
法
九
条
四
項
）：

指
針
に
定
め
る
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
講
じ
た
措
置
の
具
体
的
な
内
容
、
講
じ

た
措
置
が
指
針
に
定
め
る
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
う
え
で
適
切
か
つ
有
効
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
理
由

⑤
　
上
記
②
か
ら
④
の
自
己
評
価
（
同
法
九
条
五
項
）：

指
針
を
踏
ま
え
た
自
己
評
価
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
事
業
の
運
営
実
態
を
踏
ま
え
、
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
観
点
か
ら
と
く
に
留
意
し
て
講

じ
た
措
置
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
お
よ
び
そ
の
評
価

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
提
出
す
る
年
次
報
告
書
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
指
針
の
「
基
本
的
な
考
え
方
」（
指
針
1.2
）
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を

実
現
す
る
た
め
に
実
際
に
講
じ
た
具
体
的
な
措
置
と
当
該
措
置
が
有
効
と
考
え
る
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
省
令
一
三
条
四

項
）。
自
己
評
価
に
は
、
指
針
を
踏
ま
え
た
評
価
を
記
載
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
り
行
動
指
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
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十
七
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第
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（
二
〇
二
二
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二
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六
二

【図解】共同規制の概要─基本コンセプトと ３つの柱

目　　的

政　　府

共同規制

評　　価

運　　用

DPF提供者 指針
取引環境・

リスクの分析

システムデザイン

デジタルプラットフォーム

（DPF）

（目標設定）

（意見聴取）

利用事業者・消費者・

事業者団体・有識者

など

報告書の提出

取引の「場」の提供

取引条件の開示

取引の「場」の提供

取引条件の開示

創意工夫による

具体的なルールの整備

評価結果の公表

（体制・手続）

モニタリング・レビュー

公正性を確保する体制・手続

（エスクロー業者／第三者決済サービス）

利用事業者 消費者
（契　約）

利用規約利用規約

決済システム

商品・サービスの提供

（出所）筆者作成 ）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
三

行
動
指
針
も
踏
ま
え
て
評
価
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
省
令
一
二
条
一
項
）。

経
済
産
業
大
臣
は
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
規
制
対
象
と
な
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
を
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
観

点
か
ら
評
価
す
る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
九
条
二
項
）。
そ
の
際
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
利
用
事
業
者
や
消
費
者
、
そ
の
組
織
す
る
団
体
、

学
識
経
験
者
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
九
条
三
項
）。

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
適
切
か
つ
有
効
に
実
施
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
評
価
の
対
象
と

な
る
。
指
針
に
記
載
さ
れ
た
「
具
体
的
な
取
組
例
」
は
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
で
示
さ
れ
た
方
向
性
を
達
成
す
る
手
段
の
あ
く
ま
で
一

例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
具
体
的
な
取
組
例
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
が
自
ら
主
体
的
か
つ
継
続
的
に
創
意
と
工
夫
を
凝
ら

し
て
、
そ
の
事
業
運
営
の
実
態
に
応
じ
て
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
で
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
の
適
切
か
つ
有
効
な
取
組
み

を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
実
施
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
評
価
要
素
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
34
）

。

五
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
的
規
制
の
施
策
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
規
制
に
期
待
さ
れ
る
取
組
み

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
を
め
ぐ
り
こ
れ
ま
で
活
発
に
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
の
は
、
競
争
法
の
分
野
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
市
場
の

独
占
化
な
い
し
寡
占
状
態
の
出
現
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
利
用
事
業
者
に
対
す
る
優
越
的
地
位
や
そ
の
地
位
の
濫
用
、
間
接
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
効
果
の
伴
う
多
面
市
場
に
お
け
る
競
争
の
あ
り
方
、
デ
ー
タ
集
積
・
利
用
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
議
論

さ
れ
て
き
た
（
35
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
国
民
生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ

に
つ
き
、
一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
対
象
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
利
用
事
業
者
お
よ
び
消
費
者
と
の
間
の
取
引
環

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
三

行
動
指
針
も
踏
ま
え
て
評
価
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
省
令
一
二
条
一
項
）。

経
済
産
業
大
臣
は
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
規
制
対
象
と
な
る
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
運
営
状
況
を
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
観

点
か
ら
評
価
す
る
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
九
条
二
項
）。
そ
の
際
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
利
用
事
業
者
や
消
費
者
、
そ
の
組
織
す
る
団
体
、

学
識
経
験
者
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
九
条
三
項
）。

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
示
さ
れ
た
方
向
性
を
適
切
か
つ
有
効
に
実
施
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
評
価
の
対
象
と

な
る
。
指
針
に
記
載
さ
れ
た
「
具
体
的
な
取
組
例
」
は
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
で
示
さ
れ
た
方
向
性
を
達
成
す
る
手
段
の
あ
く
ま
で
一

例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
具
体
的
な
取
組
例
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
者
が
自
ら
主
体
的
か
つ
継
続
的
に
創
意
と
工
夫
を
凝
ら

し
て
、
そ
の
事
業
運
営
の
実
態
に
応
じ
て
、「
基
本
的
な
考
え
方
」
で
示
さ
れ
た
方
向
性
を
実
現
す
る
た
め
の
適
切
か
つ
有
効
な
取
組
み

を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
実
施
し
て
い
た
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
評
価
要
素
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
34
）

。

五
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
的
規
制
の
施
策
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

１
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
規
制
に
期
待
さ
れ
る
取
組
み

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
を
め
ぐ
り
こ
れ
ま
で
活
発
に
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
の
は
、
競
争
法
の
分
野
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
市
場
の

独
占
化
な
い
し
寡
占
状
態
の
出
現
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
利
用
事
業
者
に
対
す
る
優
越
的
地
位
や
そ
の
地
位
の
濫
用
、
間
接
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
効
果
の
伴
う
多
面
市
場
に
お
け
る
競
争
の
あ
り
方
、
デ
ー
タ
集
積
・
利
用
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
議
論

さ
れ
て
き
た
（
35
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
国
民
生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ

に
つ
き
、
一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
を
対
象
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
利
用
事
業
者
お
よ
び
消
費
者
と
の
間
の
取
引
環

）
二
二
二
（
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六
四

境
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
制
の
基
本
的
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
関
係
す
る
市
場
が
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
っ
た
多
面
市
場
で
あ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
多
面
市
場
で
は
、
一
方
の
取
引
相
手
に
と
っ
て
の
Ｐ
Ｆ
の
価
値
が
も
う
一
方
の
取
引
相
手
の
規
模
に
依
存
す
る
と

い
う
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
考
慮
に
入
れ
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
多
く
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
生
じ
さ
せ
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
と
そ
れ
よ
る
市
場
の
寡
占
化
、
お
よ
び
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
通
じ
て
取
得
す
る
膨
大
な
個
人
情

報
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
独
占
的
利
用
の
問
題
に
偏
っ
て
お
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
市
場
の
契
約
関
係
の
分
析

を
踏
ま
え
た
議
論
と
は
な
っ
て
い
な
い
（
36
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
検
討
過
程
で
は
、
一
定
の
取
引
上
の
不
当
行
為
を
禁
止
す
る
規
定
の
導
入
も
検
討
さ
れ
た
が
、
法
律
で
詳
細

な
禁
止
行
為
を
定
め
る
こ
と
は
デ
ジ
タ
ル
市
場
に
お
け
る
事
業
者
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
阻
害
に
つ
な
が
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
送

ら
れ
た
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
不
公
正
な
競
争
行
為
を
規
制
す
る
方
法
と
し
て
は
独
占
禁
止
法
の
適
用
に
よ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
独

占
禁
止
法
に
よ
る
取
引
の
適
正
化
は
、
通
常
、
不
公
正
な
行
為
が
行
わ
れ
た
後
の
事
後
規
制
と
な
る
こ
と
、
適
用
要
件
で
あ
る
公
正
競
争

阻
害
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
不
公
正
な
取
引
方
法
と
し
て
認
定
す
る
た
め
の
壁
が
あ
る
。
こ
れ
に
代
わ
り
、
共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規

制
手
法
に
よ
っ
て
取
引
の
透
明
性
・
公
正
性
の
向
上
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
模
索
さ
れ
、
そ
れ
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
と

と
も
に
立
法
化
さ
れ
た
（
37
）

。
そ
れ
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
で
あ
る
。

規
制
対
象
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
、
従
来
の
縦
割
り
的
な
業
法
が
想
定
し
て
い
た
「
業
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
形
、
例
え
ば
、
ラ
イ
ド

シ
ェ
ア
や
民
泊
な
ど
で
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
（
38
）

。
既
存
の
業
法
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
規
律
に
関
し
て
不
合
理
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

既
存
の
業
法
に
つ
い
て
も
そ
の
内
容
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
39
）

。
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デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
五

ま
た
、
取
引
の
場
面
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
起
点
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
出
店
者
や
出

品
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
違
法
な
商
品
や
危
険
な
製
品
の
排
除
、
購
入
ト
ラ
ブ
ル
に
対

す
る
適
切
な
対
応
や
補
償
、
収
集
し
た
個
人
情
報
（
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
・
デ
ー
タ
）
の
取
扱
い
な
ど
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
措
置
も
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
消
費
者
に
対
し
て
も
取
引
情
報
の
開
示
な
ど
を
定
め
て
お
り
、
無
関
係
で
は
な
い

が
、
そ
の
中
心
は
一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
出
店
者
や
出
品
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と

消
費
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
時
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
40
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
中
核
を
な
す
の
は
、
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
規
制
手
法
に
よ
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

か
ら
の
年
次
報
告
書
の
提
出
と
、
こ
れ
に
対
す
る
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
評
価
・
公
表
と
い
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
た
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
み
の
推
進
が
図
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
と
政
省
令
に
基
づ
い
て

定
め
ら
れ
る
指
針
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
を
示
し
た
「
基
本
的
な
考
え
方
」
と
該
当
事

例
を
示
し
た
「
具
体
的
な
取
組
例
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
に
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
の
体
制
や
手
続
の
整
備
な
ど
を
行
え
ば
よ
く
、
指
針
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
取
組
例
を
一
律
に
実
施
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
各
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
目
標
を
設
定
し
、
い
か
な
る
方
法
で
こ
れ
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
官
民
共
同
の
ル
ー
ル
の
形
成
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

高
度
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
基
盤
と
す
る
社
会
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
そ
の
規
律
の
遵
守
を
求
め
る
と
い
っ
た
伝

統
的
な
法
規
制
の
手
法
で
は
な
く
、
一
定
の
目
的
を
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
共
有
し
、
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
柔
軟
か
つ
臨
機
応
変
に

行
動
す
る
よ
う
な
規
制
手
法
が
求
め
ら
れ
る
。
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
に
適
し
た
相
応
の
規
制
手
法
と
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、
消
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の
関
係
に
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も
、
違
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な
商
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や
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製
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の
排
除
、
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ト
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ル
に
対

す
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適
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な
対
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や
補
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、
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集
し
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個
人
情
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（
い
わ
ゆ
る
ビ
ッ
グ
・
デ
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タ
）
の
取
扱
い
な
ど
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
措
置
も
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
消
費
者
に
対
し
て
も
取
引
情
報
の
開
示
な
ど
を
定
め
て
お
り
、
無
関
係
で
は
な
い

が
、
そ
の
中
心
は
一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
や
ア
プ
リ
ス
ト
ア
の
出
店
者
や
出
品
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と

消
費
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
時
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
が
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
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取
引
透
明
化
法
の
中
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を
な
す
の
は
、
共
同
規
制
の
ア
プ
ロ
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チ
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
規
制
手
法
に
よ
り
、
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提
供
者

か
ら
の
年
次
報
告
書
の
提
出
と
、
こ
れ
に
対
す
る
経
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産
業
大
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に
よ
る
評
価
・
公
表
と
い
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
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の
プ
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ス

を
通
じ
た
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
み
の
推
進
が
図
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
と
政
省
令
に
基
づ
い
て

定
め
ら
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る
指
針
は
、
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提
供
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が
実
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す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
を
示
し
た
「
基
本
的
な
考
え
方
」
と
該
当
事

例
を
示
し
た
「
具
体
的
な
取
組
例
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
創
意
と
工
夫
の
も
と
に
相
互
理
解
の
促
進
を
図

る
た
め
の
体
制
や
手
続
の
整
備
な
ど
を
行
え
ば
よ
く
、
指
針
に
記
載
さ
れ
た
具
体
的
な
取
組
例
を
一
律
に
実
施
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
各
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
目
標
を
設
定
し
、
い
か
な
る
方
法
で
こ
れ
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
官
民
共
同
の
ル
ー
ル
の
形
成
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

高
度
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
基
盤
と
す
る
社
会
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め
、
そ
の
規
律
の
遵
守
を
求
め
る
と
い
っ
た
伝

統
的
な
法
規
制
の
手
法
で
は
な
く
、
一
定
の
目
的
を
利
害
関
係
を
有
す
る
者
で
共
有
し
、
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
柔
軟
か
つ
臨
機
応
変
に

行
動
す
る
よ
う
な
規
制
手
法
が
求
め
ら
れ
る
。
共
同
規
制
の
考
え
方
な
い
し
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
に
適
し
た
相
応
の
規
制
手
法
と
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六

い
え
る
。
社
会
の
基
盤
と
な
る
高
度
な
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
設
計
し
実
装
し
て
い
る
の
は
、
主
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
す
る
事
業
者
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
こ
れ
を
管
理
運
営
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
規
律
に

つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
積
極
的
な
参
加
を
促
し
、
情
報
の
開
示
や
説
明
責
任
を
課
す
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

法
が
追
及
す
る
目
的
自
体
も
人
々
の
価
値
観
の
変
化
や
社
会
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し
て
行
く
こ
と
か
ら
、
共
同
規
制
の
運
用
に
あ
た
っ

て
は
、
目
的
達
成
に
向
け
て
最
適
な
解
決
策
を
見
直
し
続
け
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
共
同
規
制
と
と
も
に
導

入
さ
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
と
い
え
る
。
共
同
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
ま
ず
、
政
府
や
規
制
当
局
が
社
会
の
リ
ス

ク
を
分
析
し
、
法
が
達
成
す
べ
き
目
的
を
設
定
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
法
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
運
用
し

て
行
く
中
で
、
政
府
や
規
制
当
局
は
規
制
の
有
効
性
を
監
視
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
役
割
を
担
う
の
が
、
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
で
あ
る
。
報
告
書
に
基
づ
く
評
価
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
状
況
に
対
す
る
評
価
の
ほ

か
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
行
為
が
利
用
事
業
者
に
与
え
る
影
響
、
利
用
事
業
者
を
取
り
巻
く
課
題
や
当
該
課
題
の
解
決
に
向
け
た
取
組

み
状
況
な
ど
が
対
象
で
あ
る
。
適
切
な
分
析
・
評
価
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
利
用
事
業
者
や
消
費
者
か
ら
の
声
を
拾
い

上
げ
、
こ
れ
に
対
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
透
明
性
の
あ
る
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。

２
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
こ
れ
を
達
成
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
が
、
政
府
や
規
制
当
局
が
設
定
す

る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
法
シ
ス
テ
ム
を
ハ
ー
ド
お
よ
び
ソ
フ
ト
の
両
面
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
で
あ
る
。
法
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二
二
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デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
七

で
は
、
指
針
に
よ
り
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
と
取
組
み
例
を
示
し
た
。
こ
れ
は
標
準
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
官
民
共
同
で
の
ル
ー
ル
作
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
や
契
約
条
項
の
遵
守
な
ど
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
の
透
明
化
・
公
正
性
の
向
上

を
図
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
、
利
用
規
約
な
ど
を
見
直
し
、
自
ら
の
組
織
強
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
、
そ
の
利
便
性
や
複
数
の
事
業
や
市
場
を
連
携
さ
せ
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
な
ど
を
有
し
、
こ
れ

を
人
々
に
広
く
利
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
商
取
引
や
情
報
の
流
通
な
ど
の
基
盤
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法

が
定
め
る
よ
う
な
定
期
的
な
報
告
と
そ
の
評
価
に
よ
っ
て
は
、
所
轄
行
政
庁
と
の
協
議
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
に
対
し
て
創
意
工
夫
を
行
い
、
透
明
性
の
あ
る
公
正
な
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
運
用
が
求
め
ら
れ
る
（
41
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
特
質
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
、
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う

な
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
が
あ
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
こ
れ
を

排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ

せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
る
。
重

要
な
こ
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
な
進
歩
の
果
実
を
利
用
者
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
私
法
上

の
規
律
の
方
法
や
内
容
を
、
契
約
類
型
ご
と
に
、
か
つ
、
対
象
と
な
る
目
的
物
に
即
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
必
要
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
取
引
環
境
や
リ
ス
ク
の
分
析
に
基
づ
き
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
関
与
す
る
様
々
な
利
害
関

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
七

で
は
、
指
針
に
よ
り
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
実
施
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
取
組
み
の
方
向
性
と
取
組
み
例
を
示
し
た
。
こ
れ
は
標
準
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
官
民
共
同
で
の
ル
ー
ル
作
り
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
取
引
条
件
な
ど
の
開
示
や
契
約
条
項
の
遵
守
な
ど
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
の
透
明
化
・
公
正
性
の
向
上

を
図
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
、
利
用
規
約
な
ど
を
見
直
し
、
自
ら
の
組
織
強
化
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
、
そ
の
利
便
性
や
複
数
の
事
業
や
市
場
を
連
携
さ
せ
る
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
な
ど
を
有
し
、
こ
れ

を
人
々
に
広
く
利
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
商
取
引
や
情
報
の
流
通
な
ど
の
基
盤
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
特
定
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法

が
定
め
る
よ
う
な
定
期
的
な
報
告
と
そ
の
評
価
に
よ
っ
て
は
、
所
轄
行
政
庁
と
の
協
議
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
利
便
性
に
対
し
て
創
意
工
夫
を
行
い
、
透
明
性
の
あ
る
公
正
な
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
運
用
が
求
め
ら
れ
る
（
41
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
特
質
に
鑑
み
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
、
利
用
者
間
お
よ
び
異
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
相
互
間
の
公
平
な
競
争
関
係
を
も
た
ら
す
よ
う

な
環
境
基
盤
を
整
備
し
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
が
あ
れ
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
こ
れ
を

排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ

せ
る
こ
と
は
、
利
用
者
の
保
護
や
消
費
者
の
安
全
確
保
な
ど
を
図
る
う
え
で
効
果
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
取
引
の
安
全
や
公
正
性
を
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
取
引
相
手
や
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
集
め
、
引
い
て
は
自
ら
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
健
全
な
発
展
を
促
す
こ
と
に
も
繋
が
る
。
重

要
な
こ
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
生
み
出
し
て
い
る
社
会
的
・
経
済
的
な
進
歩
の
果
実
を
利
用
者
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
私
法
上

の
規
律
の
方
法
や
内
容
を
、
契
約
類
型
ご
と
に
、
か
つ
、
対
象
と
な
る
目
的
物
に
即
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
必
要
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、
取
引
環
境
や
リ
ス
ク
の
分
析
に
基
づ
き
、
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
関
与
す
る
様
々
な
利
害
関

）
二
二
二
（
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六
八

係
者
の
立
場
を
考
慮
し
な
が
ら
、
専
門
家
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
果
た
す
価
値
や
役
割
を
十
分
に
認
識
し
、
達

成
す
べ
き
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
利
用
者
に
関
す
る
情
報
を
適
切
か
つ
安
全
に
管
理
す
る
仕
組
み
を
構

築
す
る
こ
と
、
出
品
者
の
提
供
す
る
商
品
を
表
示
す
る
際
の
順
位
を
決
定
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
公
正
に
設
計
す
る
こ
と
、
利
用
者
と
の

間
で
締
結
さ
れ
る
利
用
約
款
や
出
店
審
査
基
準
を
一
方
的
で
な
い
公
正
な
内
容
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
提
供
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
政
令
で
定
め

る
規
模
以
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
省
令
で
定
め
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら

（
法
四
条
二
項
）、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
の
指
導
理
念
（
同
法
三
条
）
に
鑑
み
る
と
、
指
定
さ
れ
た
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
以
外
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提

供
者
に
も
同
様
の
体
制
や
手
続
の
整
備
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
責
任

⑴
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
共
通
す
る
法
的
規
制

①
表
示
・
広
告
に
関
す
る
規
制

Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
市
場
を
形
成
す
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
市
場
で
は
、
利
用
者

が
増
加
す
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
に
よ
り
他
の
利
用
者
グ
ル
ー
プ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
利
用
者
は
爆
発
的
に
拡
大
す
る
傾
向
に
あ

る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
広
告
作
成
者
が
仲
介
業
者
を
通
じ
て
広
告
主
と
提

携
し
、
自
ら
の
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
商
品
の
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
で
は
、
広
告
を
通
じ
て

商
品
が
購
入
さ
れ
る
と
、
販
売
件
数
や
販
売
額
に
応
じ
て
広
告
主
か
ら
報
酬
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
報
酬
目
的
に
虚
偽
内
容
の
掲
載

）
二
七
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
九

や
誇
大
な
宣
伝
が
行
わ
れ
や
す
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
景
品
表
示
法
は
、
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

実
際
の
も
の
よ
り
ま
た
は
事
実
に
相
違
し
て
競
合
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
よ
り
著
し
く
優
良
・
有
利
で
あ
る
旨
の
表
示
（
優
良
誤
認
表

示
・
有
利
誤
認
表
示
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
、
一
定
の
表
示
を
禁
止
し
て
い
る
（
同
法
五
条
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
あ
く
ま
で
「
場
」

の
提
供
者
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
機
能
や
利
用
料
な
ど
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
表
示
に
つ
い
て
は
同
条
の
適
用
を
受
け
る
が
、

事
業
利
用
者
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
上
で
提
供
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
同
条
の
適
用
を
受
け
な
い
。
た
だ
、

自
己
が
提
供
し
て
い
な
い
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
つ
い
て
は
、
消
費
者
の

利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
誤
認
排
除
や
再
発
防
止
の
措
置
を
命
ず
る
同
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
同
法
の
規
制
対
象
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
（
42
）

。
一
方
、
消
費
者
に
対
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
は
、
そ
れ
が
有
償
で
あ
れ
ば
、
特
定
商
取
引
法
が
規
制
の
対
象
と
す
る
「
通
信
販
売
」
に
該

当
す
る
（
同
法
二
条
二
項
）。
従
っ
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
し
管
理
運
営
す
る
事
業
者
は
、
利
用
料
、
支
払
方
法
、
解
除
に
関
す
る
事
項
、
動

作
環
境
な
ど
の
事
項
に
つ
い
て
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
一
条
）。
ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
自
体
も
「
通
信
販
売
」
に
該
当
す
る
た
め
、
利
用
事
業
者
に
お
い
て
も
一
定
の
表
示
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。

②
通
信
に
関
す
る
規
制

プ
リ
マ
ア
プ
リ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
、
利
用
者
間
の
連
絡
や
交
流
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
内
に
特
定
の
利
用
者
間
で
の
ク

ロ
ー
ズ
ド
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
機
能
を
搭
載
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
電
気
通
信
事
業
の
届
出
ま
た
は
登
録
が

必
要
と
な
る
（
電
気
通
信
事
業
法
九
条
、
一
六
条
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
利
用
者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
や
解
決
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
間
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
交
信
の
や
り

）
二
七
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
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ト
フ
ォ
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ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
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さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

六
九

や
誇
大
な
宣
伝
が
行
わ
れ
や
す
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
景
品
表
示
法
は
、
事
業
者
が
自
己
の
供
給
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

実
際
の
も
の
よ
り
ま
た
は
事
実
に
相
違
し
て
競
合
す
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
よ
り
著
し
く
優
良
・
有
利
で
あ
る
旨
の
表
示
（
優
良
誤
認
表

示
・
有
利
誤
認
表
示
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
、
一
定
の
表
示
を
禁
止
し
て
い
る
（
同
法
五
条
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
あ
く
ま
で
「
場
」

の
提
供
者
で
あ
る
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
の
機
能
や
利
用
料
な
ど
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
に
関
す
る
事
項
の
表
示
に
つ
い
て
は
同
条
の
適
用
を
受
け
る
が
、

事
業
利
用
者
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
上
で
提
供
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
同
条
の
適
用
を
受
け
な
い
。
た
だ
、

自
己
が
提
供
し
て
い
な
い
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
つ
い
て
は
、
消
費
者
の

利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
誤
認
排
除
や
再
発
防
止
の
措
置
を
命
ず
る
同
法
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
同
法
の
規
制
対
象
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
（
42
）

。
一
方
、
消
費
者
に
対
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
提
供
は
、
そ
れ
が
有
償
で
あ
れ
ば
、
特
定
商
取
引
法
が
規
制
の
対
象
と
す
る
「
通
信
販
売
」
に
該

当
す
る
（
同
法
二
条
二
項
）。
従
っ
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
提
供
し
管
理
運
営
す
る
事
業
者
は
、
利
用
料
、
支
払
方
法
、
解
除
に
関
す
る
事
項
、
動

作
環
境
な
ど
の
事
項
に
つ
い
て
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
一
一
条
）。
ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
こ
と
自
体
も
「
通
信
販
売
」
に
該
当
す
る
た
め
、
利
用
事
業
者
に
お
い
て
も
一
定
の
表
示
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
。

②
通
信
に
関
す
る
規
制

プ
リ
マ
ア
プ
リ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
、
利
用
者
間
の
連
絡
や
交
流
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
内
に
特
定
の
利
用
者
間
で
の
ク

ロ
ー
ズ
ド
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
機
能
を
搭
載
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
電
気
通
信
事
業
の
届
出
ま
た
は
登
録
が

必
要
と
な
る
（
電
気
通
信
事
業
法
九
条
、
一
六
条
）。

ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
利
用
者
間
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
や
解
決
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
間
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
交
信
の
や
り

）
二
七
二
（
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七
〇

取
り
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
利
用
者
の
通
信
の
秘
密
の
侵
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
利
用
規
則
で
利
用
者
か

ら
同
意
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
（
憲
法
二
一
条
二
項
、
電
気
通
信
事
業
法
四
条
一
項
参
照
）。

③
個
人
デ
ー
タ
の
利
活
用
に
関
す
る
規
制

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
に
あ
た
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
も
と
に
は
利
用
者
の
ア
カ
ウ
ン
ト
情
報
や
取
引
履
歴
な
ど
の
情
報
が
収
集
さ
れ
る
。

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ア
プ
リ
の
閲
覧
履
歴
や
購
買
履
歴
、
位
置
情
報
な
ど
は
、
ク
ッ
キ
ー
や
広
告
Ｉ
Ｄ
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
識
別
子
に
紐
づ

け
ら
れ
て
大
量
に
蓄
積
さ
れ
、
広
告
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、
氏
名
な
ど
の
個
人
を
特
定
す
る
情
報
は

含
ま
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
利
用
者
情
報
は
利
用
者
の
同
意
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
第
三
者
に
提
供
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
利
用

者
情
報
は
個
人
情
報
で
な
く
て
も
、
社
会
や
国
家
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
世
論
の
誘
導
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

第
三
者
へ
の
提
供
に
つ
い
て
は
事
前
に
利
用
者
の
同
意
を
必
要
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
権
利
の
保
護
と
の
関
係
で
は
、
利
用
者
情

報
の
利
用
の
規
制
と
透
明
性
の
確
保
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
広
告
の
規
制
な
ど
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、
個
人

情
報
保
護
法
は
、
個
人
情
報
の
取
得
や
使
用
な
ど
に
関
し
て
一
定
の
ル
ー
ル
を
設
け
、
他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
や
提
携
先
の
第
三
者
に
提
供

す
る
場
合
に
は
利
用
者
本
人
の
同
意
が
原
則
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（
同
法
二
三
条
一
項
。
た
だ
し
、
業
務
の
委
託
先
へ
の
提
供

な
ど
、
一
定
の
場
合
に
は
本
人
の
同
意
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
同
法
二
三
条
五
項
一
号
（
43
））、

十
分
と
は
い
え
な
い
。

一
方
、
不
透
明
ま
た
は
不
誠
実
な
デ
ー
タ
の
利
用
は
、
利
用
者
に
不
信
感
を
与
え
、
レ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
評
価
や
格
付
け
に
好
ま
し
く
な

い
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
口
コ
ミ
、
評
価
、
格
付
け
の
不
正
に
対
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
す
る
規
制
も
検
討
を
要
す
る
点
で

あ
る
。
利
用
規
約
で
は
、
デ
ー
タ
利
用
に
対
す
る
考
え
方
を
示
す
こ
と
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
法
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
44
）

。

）
二
七
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
一

ま
た
、
近
年
で
は
、
利
用
者
の
情
報
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
も
あ
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
へ
の
注
目
度
が
増
し
て
い
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
と
は
、
特
定
の
ユ
ー
ザ
ー
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
や
位
置
情
報
、
購
買
履
歴
な
ど
の
利
用
者
の

行
動
・
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
方
針
ま
た
は
こ
れ
を
定
め
た
文
書
を
い
う
（
45
）

。
個
人
情
報
保
護
法
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ

シ
ー
を
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、「
利
用
目
的
」（
同
法
一
五
条
、
一
六
条
一
項
）「
第
三
者
提
供
」（
同
法
二
三
条
、
二
四
条
）「
保
有
個
人
デ
ー

タ
に
関
す
る
事
項
」（
同
法
二
七
条
）
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
利
用
者
か
ら
個
人
情
報
を
取
得
し
、
利
用
な
ど
を
す
る
際
に
は
、
一

定
の
事
項
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
利
用
規
約
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
を
定
め

る
と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
に
記
載
す
る
項
目
と
し
て
、
対
象
と
な
る
情
報
と
取
得
方
法
、
利
用
目
的
な
ど
の
内
容
を
で
き
る

だ
け
具
体
的
に
記
載
し
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

④
競
争
に
関
す
る
規
制

Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
や
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
に
よ
り
市
場
が
独
占
化
な
い
し
寡
占
化
し
や
す

く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
そ
の
優
越
的
地
位
に
基
づ
い
て
利
用
者
に
様
々
な
取
引
上
の
要
求
を
す
る
な
ど
、
様
々
な
弊
害
が
出
て
き
て
い
る
（
46
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
市
場
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
市
場
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
急
速
に
市
場
シ
ェ
ア

を
大
き
く
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
市
場
に
お
い
て
有
力
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
多
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
も
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に

依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
、
そ
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
利
用
事
業
者
に
対
し
て
優
越
的
な
地
位
を

獲
得
す
る
傾
向
に
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
そ
の
優
越
的
地
位
を
利
用
し
て
、
十
分
な
協
議
や
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
利
用
事
業
者
と

の
取
引
条
件
を
一
方
的
に
不
利
な
内
容
に
変
更
し
た
り
、
金
銭
な
ど
の
経
済
的
利
益
の
提
供
を
求
め
る
場
合
に
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用

（
独
禁
法
二
条
九
項
五
号
）
と
し
て
独
禁
法
の
違
反
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
が
実
際
に
優
越
的
地
位
の
濫
用
の

）
二
七
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
一

ま
た
、
近
年
で
は
、
利
用
者
の
情
報
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
も
あ
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
へ
の
注
目
度
が
増
し
て
い
る
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
と
は
、
特
定
の
ユ
ー
ザ
ー
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
や
位
置
情
報
、
購
買
履
歴
な
ど
の
利
用
者
の

行
動
・
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
方
針
ま
た
は
こ
れ
を
定
め
た
文
書
を
い
う
（
45
）

。
個
人
情
報
保
護
法
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ

シ
ー
を
定
め
た
規
定
は
な
い
が
、「
利
用
目
的
」（
同
法
一
五
条
、
一
六
条
一
項
）「
第
三
者
提
供
」（
同
法
二
三
条
、
二
四
条
）「
保
有
個
人
デ
ー

タ
に
関
す
る
事
項
」（
同
法
二
七
条
）
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
利
用
者
か
ら
個
人
情
報
を
取
得
し
、
利
用
な
ど
を
す
る
際
に
は
、
一

定
の
事
項
に
つ
い
て
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
利
用
規
約
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
を
定
め

る
と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ポ
リ
シ
ー
に
記
載
す
る
項
目
と
し
て
、
対
象
と
な
る
情
報
と
取
得
方
法
、
利
用
目
的
な
ど
の
内
容
を
で
き
る

だ
け
具
体
的
に
記
載
し
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

④
競
争
に
関
す
る
規
制

Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
や
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
に
よ
り
市
場
が
独
占
化
な
い
し
寡
占
化
し
や
す

く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
そ
の
優
越
的
地
位
に
基
づ
い
て
利
用
者
に
様
々
な
取
引
上
の
要
求
を
す
る
な
ど
、
様
々
な
弊
害
が
出
て
き
て
い
る
（
46
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
た
取
引
市
場
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
市
場
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
は
急
速
に
市
場
シ
ェ
ア

を
大
き
く
し
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
市
場
に
お
い
て
有
力
な
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
多
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
も
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に

依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
、
そ
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
利
用
事
業
者
に
対
し
て
優
越
的
な
地
位
を

獲
得
す
る
傾
向
に
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
そ
の
優
越
的
地
位
を
利
用
し
て
、
十
分
な
協
議
や
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
利
用
事
業
者
と

の
取
引
条
件
を
一
方
的
に
不
利
な
内
容
に
変
更
し
た
り
、
金
銭
な
ど
の
経
済
的
利
益
の
提
供
を
求
め
る
場
合
に
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用

（
独
禁
法
二
条
九
項
五
号
）
と
し
て
独
禁
法
の
違
反
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
が
実
際
に
優
越
的
地
位
の
濫
用
の

）
二
七
二
（
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　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

七
二

疑
い
で
調
査
を
受
け
た
事
例
と
し
て
は
、
楽
天
株
式
会
社
に
対
す
る
緊
急
停
止
申
立
事
件
（
令
和
二
年
三
月
一
〇
日
）
や
ア
マ
ゾ
ン
ジ
ャ
パ

ン
合
同
会
社
に
関
す
る
確
約
計
画
の
認
定
事
件
（
令
和
二
年
九
月
一
〇
日
）
が
あ
る
（
47
）

。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
取
引
の
相
手
方
の
事
業
活
動

を
不
当
に
拘
束
す
る
条
件
を
も
っ
て
取
引
す
る
行
為
（
一
般
指
定
一
二
項
）
と
し
て
、
独
禁
法
上
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
問
題
と
な
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
と
し
て
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
以
外
に
も
、
競
合
す
る
他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
ま
た
は
出

店
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
に
対
す
る
排
除
行
為
が
挙
げ
ら
れ
る
。
公
正
な
競
争
に
よ
る
こ
と
な
く
、
他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
ま
た
は
出
店
者

な
ど
の
利
用
事
業
者
を
不
利
に
扱
う
こ
と
は
、
不
公
正
な
取
引
方
法
（
独
禁
法
二
条
九
項
六
号
）
と
し
て
、
取
引
妨
害
（
一
般
指
定
一
四
項
）

や
排
他
条
件
付
取
引
（
一
般
指
定
一
一
項
）、
拘
束
条
件
付
取
引
（
一
般
指
定
一
二
項
）
に
該
当
し
、
一
定
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
よ
る
違
法
な
排
除
行
為
が
あ
る
と
し
て
公
取
委
が
実
際
に
調
査
を
行
っ
た
事
例
と
し
て
は
、
株
式
会
社
デ
ィ
ー
・

エ
ヌ
・
エ
ー
に
対
す
る
件
（
平
成
二
三
年
六
月
九
日
）
や
み
ん
な
の
ペ
ッ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
株
式
会
社
に
対
す
る
件
（
平
成
三
〇
年
五
月
二
三
日
）

が
あ
る
（
48
）

。
後
者
は
、
ペ
ッ
ト
の
販
売
を
希
望
す
る
ブ
リ
ー
ダ
ー
と
ペ
ッ
ト
の
購
入
を
希
望
す
る
一
般
消
費
者
の
間
の
ペ
ッ
ト
取
引
を
仲
介

す
る
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
、
ブ
リ
ー
ダ
ー
に
対
し
て
成
約
手
数
料
を
値
引
き
す
る
な
ど
の
特
典
を
与
え
る
反
面
、
他
の

ペ
ッ
ト
仲
介
サ
イ
ト
に
ペ
ッ
ト
の
情
報
を
掲
載
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制
度
を
導
入
し
て
い
た
事
案
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
が

排
他
条
件
付
取
引
（
同
法
一
九
条
、
一
般
指
定
一
九
）
に
該
当
す
る
と
の
疑
い
で
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
査
の
対
象
と
な
っ
た
。
ペ
ッ
ト

取
引
を
仲
介
す
る
サ
イ
ト
の
運
営
者
は
、
二
〇
一
六
年
に
設
立
さ
れ
た
資
本
金
三
〇
〇
〇
万
円
の
会
社
で
あ
っ
た
が
、
仲
介
実
績
な
ど
を

踏
ま
え
る
と
ペ
ッ
ト
仲
介
サ
イ
ト
の
運
営
分
野
に
お
け
る
「
有
力
な
事
業
者
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
ペ
ッ

ト
仲
介
サ
イ
ト
の
運
営
事
業
者
が
当
該
制
度
を
取
り
や
め
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
審
査
は
終
了
し
た
（
49
）

。

こ
の
ほ
か
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
為
が
企
業
結
合
に
よ
り
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
場
合
に
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
査
の
対
象

）
二
七
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
三

と
な
る
こ
と
も
あ
る
（
50
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
近
時
の
企
業
結
合
の
事
例
と
し
て
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
に
よ
る
株
式
会
社
一
休
の
株

式
取
得
（
公
正
取
引
委
員
会
「
平
成
二
七
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」
事
例
八
）、
エ
ム
ス
リ
ー
株
式
会
社
に
よ
る
日
本
ア
ル
ト
マ
ー

ク
の
株
式
取
得
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
四
日
）、
Ｚ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
お
よ
び
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
株
式
会
社
の
経
営
統
合
（
令
和
二
年
八

月
四
日
）
な
ど
の
案
件
が
あ
る
（
51
）

。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
取
引
条
件
な
ど
を
開
示
し
、
一
定
の

ル
ー
ル
を
定
め
て
お
く
必
要
性
は
高
い
と
い
え
る
。

⑤
許
認
可
に
関
す
る
規
制

業
法
の
多
く
は
、
他
人
が
特
定
の
仲
介
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
許
認
可
の
取
得
や
登
録
、
届
出
を
要
求
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
職

業
紹
介
事
業
に
つ
き
許
可
（
職
業
安
定
法
四
条
一
項
～
三
項
、
三
〇
条
一
項
、
三
三
条
一
項
）、
不
動
産
の
賃
貸
や
売
買
の
代
理
・
媒
介
に
つ
き

免
許
（
宅
地
建
物
取
引
業
二
条
二
号
、
三
条
一
項
）、
投
資
や
貸
付
の
仲
介
（
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
に
つ
き
貸
金
業
の
登
録
、
第
一
種

ま
た
は
第
二
種
の
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
（
貸
金
業
法
二
条
一
項
、
三
条
一
項
、
金
融
商
品
取
引
法
二
八
条
一
項
・
二
項
、
二
九
条
）、
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
サ
イ
ト
に
つ
き
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
の
届
出
（
古
物
営
業
法
二
条
二
項
三
号
、
一
〇
条
の
二
）、
婚
活
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
つ

き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
届
出
（
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制
法
二
条
二
項
、
七
条
一
項
）
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提

供
者
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
求
人
情
報
を
掲
載
し
、
求
職
者
が
求
人
案
内
に
応
募
で
き
る
フ
ォ
ー
ム

を
設
け
、
求
人
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
場
合
、
職
業
安
定
法
は
、
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
許
可
制
度
を
採
用
し
て
い
る
（
同
法
四

条
一
項
～
三
項
、
三
〇
条
一
項
、
三
三
条
一
項
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
仲
介
行
為
が
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
や
提
供
相
手
に
つ
い
て
選
別
し

）
二
七
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
三

と
な
る
こ
と
も
あ
る
（
50
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
近
時
の
企
業
結
合
の
事
例
と
し
て
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
に
よ
る
株
式
会
社
一
休
の
株

式
取
得
（
公
正
取
引
委
員
会
「
平
成
二
七
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
」
事
例
八
）、
エ
ム
ス
リ
ー
株
式
会
社
に
よ
る
日
本
ア
ル
ト
マ
ー

ク
の
株
式
取
得
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
四
日
）、
Ｚ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
お
よ
び
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
株
式
会
社
の
経
営
統
合
（
令
和
二
年
八

月
四
日
）
な
ど
の
案
件
が
あ
る
（
51
）

。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
者
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
取
引
条
件
な
ど
を
開
示
し
、
一
定
の

ル
ー
ル
を
定
め
て
お
く
必
要
性
は
高
い
と
い
え
る
。

⑤
許
認
可
に
関
す
る
規
制

業
法
の
多
く
は
、
他
人
が
特
定
の
仲
介
行
為
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
許
認
可
の
取
得
や
登
録
、
届
出
を
要
求
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
職

業
紹
介
事
業
に
つ
き
許
可
（
職
業
安
定
法
四
条
一
項
～
三
項
、
三
〇
条
一
項
、
三
三
条
一
項
）、
不
動
産
の
賃
貸
や
売
買
の
代
理
・
媒
介
に
つ
き

免
許
（
宅
地
建
物
取
引
業
二
条
二
号
、
三
条
一
項
）、
投
資
や
貸
付
の
仲
介
（
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
に
つ
き
貸
金
業
の
登
録
、
第
一
種

ま
た
は
第
二
種
の
金
融
商
品
取
引
業
の
登
録
（
貸
金
業
法
二
条
一
項
、
三
条
一
項
、
金
融
商
品
取
引
法
二
八
条
一
項
・
二
項
、
二
九
条
）、
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
サ
イ
ト
に
つ
き
古
物
競
り
あ
っ
せ
ん
業
の
届
出
（
古
物
営
業
法
二
条
二
項
三
号
、
一
〇
条
の
二
）、
婚
活
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
に
つ

き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
届
出
（
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制
法
二
条
二
項
、
七
条
一
項
）
な
ど
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提

供
者
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
を
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
求
人
情
報
を
掲
載
し
、
求
職
者
が
求
人
案
内
に
応
募
で
き
る
フ
ォ
ー
ム

を
設
け
、
求
人
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
す
る
場
合
、
職
業
安
定
法
は
、
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
許
可
制
度
を
採
用
し
て
い
る
（
同
法
四

条
一
項
～
三
項
、
三
〇
条
一
項
、
三
三
条
一
項
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
仲
介
行
為
が
提
供
さ
れ
る
情
報
の
内
容
や
提
供
相
手
に
つ
い
て
選
別
し

）
二
七
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

七
四

た
り
、
求
職
者
と
求
人
企
業
と
の
間
の
連
携
を
行
う
と
き
は
、
職
業
紹
介
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
許
可
を
取
得
す
る
必
要
が
あ

る
（
53
）

。ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
行
う
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
は
、
自
動
車
を
保
有
し
運
転
が
で
き
る
利
用
者
（
ド
ラ
イ
バ
ー
）
と
乗
車
を

希
望
す
る
利
用
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
が
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
自
動
車
を
使
用

し
て
旅
客
を
運
送
す
る
場
合
、
道
路
運
送
法
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
二
条
三
項
）
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
個
々
の
ド
ラ

イ
バ
ー
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
が
必
要
と
な
る
（
同
法
四
条
一
項
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
も

た
な
い
者
に
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
の
支
払
い
を
実
費
な

い
し
謝
礼
に
限
定
す
る
こ
と
で
当
該
事
業
の
許
可
取
得
を
回
避
し
た
り
、
当
該
事
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
タ
ク
シ
ー
会
社
と
提
携
し
、

タ
ク
シ
ー
会
社
と
乗
車
を
希
望
す
る
利
用
者
を
結
ぶ
配
車
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
な
ど
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
（
54
）

。

⑥
資
金
稼
働
業
の
登
録

Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
取
引
で
あ
り
、
相
手
方
の
顔
が
見
え
な
い
場
合
も
多
い
こ
と
か
ら
、
利
用
者
に

と
っ
て
は
相
手
方
か
ら
確
実
に
代
金
の
支
払
い
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

代
金
を
支
払
う
消
費
者
（
買
主
）
か
ら
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
出
品
者
や
出
店
者
（
売
主
）
に
直
接
に
代
金
を
支
払
う
の
で
は
な

く
、
ま
ず
、
消
費
者
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
代
金
を
支
払
い
、
代
金
の
支
払
い
後
、
出
品
者
・
出
店
者
に
よ
り
商
品
の
引
渡
し
や
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
料
を
控
除
し
た
金
額
を
出
品
者
・
出
店
者
に
支
払
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
代
金

移
動
は
為
替
取
引
に
該
当
す
る
か
ら
、
資
金
移
動
業
の
登
録
が
必
要
と
な
る
（
資
金
決
済
法
二
条
三
号
、
三
七
条
（
55
））。

ち
な
み
に
、
売
主
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
代
金
の
受
領
権
限
を
付
与
し
、
収
納
を
代
行
す
る
場
合
に
は
、
資
金
稼
働
業
の
登
録
を
す
る
こ

）
二
七
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
五

と
な
く
、
代
金
の
授
受
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
収
納
代
行
の
場
合
に
は
、
利
用
規
則
に
お
い
て
、
売
主
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
代
金

の
受
領
権
限
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
受
領
し
た
代
金
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
料
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
明
記
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
56
）

。

⑵
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
の
責
任

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
利
用
者
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
、
情
報
の
交
換
な
ど
行
う
た
め
の
「
場
」
を
提
供
す

る
仲
介
業
者
で
あ
り
、
利
用
者
が
他
の
利
用
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
直
接
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
管
理
運
営
し
て
い
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
お
い
て
も
、
利
用
者
に
対
し
て
一
定
の
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

義
務
違
反
か
ら
責
任
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い

る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
て
詐
欺
が
多
発
し
て
い
る
場
合
に
は
、
利
用
者
に
対
し
被
害
防
止
に
向
け
た
注
意
喚
起
の

措
置
を
採
る
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
事
件
：
名
古
屋
地
判
平
成
二
〇
・
三
・
二
八
判
タ
一
二
九
三
号
一
七
二
頁
、

お
よ
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
名
古
屋
高
平
成
二
〇
・
一
一
・
一
一
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
八
四
〇
号
一
六
〇
頁
（
57
））。

ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
出
店
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
に
よ
る
営
業
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
自
身
の
営
業
と
誤
信
さ
せ
る
よ
う
な
外
観
を

作
出
し
て
い
る
場
合
、
出
店
者
が
買
主
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
出
店
者
と
連
帯
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
名
板

貸
責
任
を
規
定
す
る
商
法
一
四
条
、
会
社
法
九
条
参
照
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
は
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

自
身
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
で
あ
る
出
店
者
で
あ
る
こ
と
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
上
に
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
58
）

。

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
用
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
、
責
任
を
負
う
場
合
が
あ
る
。
裁
判
例
に
は
、
モ
ー
ル
の

）
二
七
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
五

と
な
く
、
代
金
の
授
受
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
収
納
代
行
の
場
合
に
は
、
利
用
規
則
に
お
い
て
、
売
主
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
代
金

の
受
領
権
限
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
受
領
し
た
代
金
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
料
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
明
記
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
56
）

。

⑵
　
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
の
責
任

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
利
用
者
が
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
提
供
、
情
報
の
交
換
な
ど
行
う
た
め
の
「
場
」
を
提
供
す

る
仲
介
業
者
で
あ
り
、
利
用
者
が
他
の
利
用
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
直
接
に
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
管
理
運
営
し
て
い
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
お
い
て
も
、
利
用
者
に
対
し
て
一
定
の
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

義
務
違
反
か
ら
責
任
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
提
供
し
て
い

る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
て
詐
欺
が
多
発
し
て
い
る
場
合
に
は
、
利
用
者
に
対
し
被
害
防
止
に
向
け
た
注
意
喚
起
の

措
置
を
採
る
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
ヤ
フ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
事
件
：
名
古
屋
地
判
平
成
二
〇
・
三
・
二
八
判
タ
一
二
九
三
号
一
七
二
頁
、

お
よ
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
名
古
屋
高
平
成
二
〇
・
一
一
・
一
一
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
八
四
〇
号
一
六
〇
頁
（
57
））。

ま
た
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
出
店
者
な
ど
の
利
用
事
業
者
に
よ
る
営
業
が
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
自
身
の
営
業
と
誤
信
さ
せ
る
よ
う
な
外
観
を

作
出
し
て
い
る
場
合
、
出
店
者
が
買
主
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
出
店
者
と
連
帯
し
て
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
名
板

貸
責
任
を
規
定
す
る
商
法
一
四
条
、
会
社
法
九
条
参
照
）。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
し
て
は
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
は
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

自
身
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
事
業
者
で
あ
る
出
店
者
で
あ
る
こ
と
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
上
に
分
か
り
や
す
く
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
58
）

。

さ
ら
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
用
者
以
外
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
、
責
任
を
負
う
場
合
が
あ
る
。
裁
判
例
に
は
、
モ
ー
ル
の

）
二
七
二
（
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七
六

出
店
者
が
第
三
者
の
商
標
権
を
侵
害
し
て
事
業
を
行
っ
て
い
た
事
案
で
、
当
該
モ
ー
ル
の
運
営
会
社
は
権
利
侵
害
の
申
告
を
受
け
た
と
き

は
そ
の
有
無
を
調
査
す
る
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
チ
ュ
ッ
パ
チ
ャ
ッ
プ
ス

事
件
：
知
財
高
判
平
成
二
四
・
二
・
一
四
判
タ
一
四
〇
四
号
二
一
七
頁
（
59
））。

以
上
の
ほ
か
、
動
画
投
稿
サ
ー
ビ
ス
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
に
お
い
て
、
第
三
者
の
著
作
権
や
人
格
権
を
侵
害
す
る
投
稿
が
行
わ
れ
た
場
合
、

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
権
利
侵
害
情
報
の
送
信
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
情
報
の
流
通

に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
送
信
防
止
措
置
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
不
法
行
為
責

任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
（
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
三
条
）。
こ
の
点
に
関
し
、
過
去
の
裁
判
例
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
運
営
者
の
書
込
み
削
除
義
務

を
認
め
た
も
の
が
あ
る
（
ニ
フ
テ
ィ
サ
ー
ブ
事
件
：
東
京
高
判
平
成
三
・
九
・
五
判
時
一
七
八
六
号
八
〇
頁
）。
事
案
は
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
上
に
お
い
て
名
誉
毀
損
の
書
込
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
管
理
運
営
を
担
う
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

の
責
任
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
シ
ス
テ
ム
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
は
条
理
上
の
削
除
義
務
が
あ
る
と
し
た
が
、
本
件
の
事
案

の
下
で
は
削
除
義
務
違
反
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
）。
ま
た
、
裁
判
例
に
は
、
匿
名
掲
示
板
「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
で
名
誉
毀
損
の
書
込
み

が
な
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
、
掲
示
板
運
営
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
（
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
動
物
病
院
事
件
：
東
京
高
判
平
成

一
四
・
一
二
・
高
民
集
五
五
巻
三
号
一
五
頁
）。
裁
判
所
は
、
掲
示
板
に
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
発
言
が
書
き
込
ま
れ
な
い
・
拡
大
し
な
い

よ
う
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
削
除
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
掲
示
板
運
営
者
の
削
除
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
認
め

た
（
60
）

。Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
、
取
引
の
場
を
提
供
す
る
者
で
あ
る
が
、
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の

場
合
、
電
子
掲
示
板
の
管
理
者
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
運
営
者
と
し
て
の
地
位
も
兼
ね
て
い
る
。
電
子
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
つ
な

）
二
七
八
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

七
七

げ
る
役
割
を
担
う
事
業
者
を
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
と
い
い
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
で
も
あ
る
。
情
報
の

発
信
者
は
、
接
続
事
業
者
や
電
話
会
社
な
ど
の
ア
ク
セ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
を
介
し
て
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
す
る
。
多
く
の
場
合
、
情

報
の
発
信
は
匿
名
の
投
稿
で
あ
り
、
発
信
者
か
ら
ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
情
報
に
よ
り
、
誹
謗
中
傷
や
名
誉
毀
損
、
人
格
権
侵
害
な
ど
の
被
害

を
第
三
者
が
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
被
害
者
が
投
稿
を
削
除
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
に
は
、
発
信
者
を
特
定
す
る

必
要
が
あ
る
。

制
度
上
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
被
害
者
か
ら
発
信
者
情
報
の
開
示
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
が
な
け
れ
ば

責
任
は
生
じ
な
い
と
す
る
軽
過
失
免
責
の
仕
組
み
が
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
で
は
採
用
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
自
ら
の
判
断
で

開
示
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
発
信
者
情
報
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
安
易
に
応
じ
れ
ば
、
匿
名
表
現
の

自
由
や
通
信
の
秘
密
な
ど
を
侵
害
す
る
危
険
が
あ
る
た
め
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
判
断
を
誤
る
と
、
プ
ロ

バ
イ
ダ
は
発
信
者
に
責
任
を
追
及
さ
れ
、
刑
事
責
任
な
ど
を
問
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
は
少
し
で
も
迷
え
ば
非
開
示
を
選
択

す
る
傾
向
に
あ
り
、
開
示
さ
れ
る
の
は
権
利
侵
害
が
明
白
な
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
（
61
）

。

任
意
で
の
発
信
者
情
報
の
開
示
を
拒
否
さ
れ
た
被
害
者
は
、
裁
判
を
通
じ
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
対
し
て
開
示
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

従
来
の
制
度
で
は
、
発
信
者
に
た
ど
り
着
く
ま
で
少
な
く
と
も
二
回
の
裁
判
を
必
要
と
し
た
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
は
、
こ
れ
ま
で

何
度
か
の
省
令
の
改
正
を
経
て
開
示
情
報
の
対
象
を
拡
大
し
て
き
た
（
62
）

。
近
時
の
法
改
正
（
令
和
三
年
法
律
二
七
号
。
改
正
法
の
施
行
時
期
は
公

布
日
で
あ
る
二
〇
二
一
年
四
月
二
八
日
か
ら
一
年
六
か
月
以
内
に
政
令
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
（
63
））

に
よ
り
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
を
出
す
た
め
の

新
た
な
非
訟
手
続
を
創
設
す
る
（
改
正
法
一
五
条
一
項
（
64
））

と
と
も
に
、
ア
カ
ウ
ン
ト
へ
の
ロ
グ
イ
ン
時
に
も
一
定
の
要
件
を
補
充
的
に
満
た

す
こ
と
を
条
件
に
発
信
者
情
報
の
開
示
を
認
め
た
（
改
正
法
五
条
一
項
三
号
（
65
））。

い
ず
れ
の
法
改
正
も
、
権
利
侵
害
を
し
た
発
信
者
の
情
報

）
二
七
二
（
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ジ
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に
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ば
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七
八

開
示
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
と
の
関
係
で
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
で
あ
る

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
提
供
す
る
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
市
民
社
会
で
そ
の
存
在
を
許
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
含
ん
で
い
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

は
、
取
引
の
場
を
提
供
す
る
者
と
し
て
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
秩
序
維
持
に
努
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
（
66
）

、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
地

位
に
あ
る
場
合
に
は
、
匿
名
の
加
害
者
に
よ
る
不
法
行
為
に
対
し
て
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
情
報
提
供
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
、

今
回
の
法
改
正
に
よ
り
一
層
明
確
に
さ
れ
た
と
い
え
る
。
匿
名
で
取
引
す
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
不
利
益
や
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
が
救
済

さ
れ
る
こ
と
は
、
非
マ
ッ
チ
ン
グ
型
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
み
ま
ら
ず
、
マ
ッ
チ
ン
グ
型
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
お
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
67
）

。
適

正
な
情
報
の
流
通
と
被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
は
、
投
稿
の
削
除
や
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
な
ど
、
様
々
な
手
法
も
併
せ
て
検
討
し
て

行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
利
用
規
約
に
お
い
て
禁
止
行
為
を
定
め
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供

者
の
判
断
で
出
品
や
投
稿
の
削
除
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
・
削
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

い
え
よ
う
（
68
）

。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
定
め
る
利
用
規
約
の
表
示
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
「
定
型
約
款
」
に
関
す
る
規
定
が
子

受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
～
四
）、
注
意
を
要
す
る
。
定
型
約
款
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
申
込
時
に
利
用
規
約
を

開
示
す
る
必
要
が
あ
る
が
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
三
）、
こ
れ
に
代
わ
り
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
利
用
規
約
を
契
約
内
容
と
す
る
旨
を
利
用

者
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
規
約
を
契
約
内
容
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
一
項
二
号
）。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
項
目
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

）
二
二
二
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プ
ラ
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ー
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）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）
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４
　
利
用
規
約
に
よ
る
規
律

利
用
規
約
は
、
事
業
者
と
多
数
の
相
手
方
と
の
間
に
画
一
的
な
契
約
内
容
で
契
約
を
成
立
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
様
々
な
態
様
で
利
用

さ
れ
て
い
る
。
相
手
方
の
多
く
は
、
利
用
規
約
の
全
部
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
利
用
規
約
へ
の
同
意
の
取
得
は
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
利
用
す
る
入
口
と
な
る
行
為
で
あ
る
が
、
利
用
規
約
に
お
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者

の
免
責
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
（
69
）

。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
相
手
方
が
利
用
規
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
け
の
合
意
が
存

在
し
て
い
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
解
釈
上
、
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

⑴
　
利
用
規
約
と
消
費
者
契
約
法

消
費
者
契
約
法
な
ど
の
法
律
に
お
い
て
無
効
と
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容
を
含
む
条
項
が
当
該
法
律
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
こ
と
が
あ
る

（
同
法
八
条
一
項
一
号
～
四
号
（
70
））。

免
責
条
項
に
記
載
の
文
言
が
「
い
か
な
る
場
合
も
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
い
っ
た
場
合
、
こ
れ
が
消
費
者

契
約
法
八
条
一
項
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
有
償
契
約
に
お
け
る
事
業
者
の

契
約
不
適
合
責
任
を
免
除
し
、
ま
た
は
当
該
責
任
の
有
無
も
し
く
は
限
度
の
決
定
権
限
を
当
該
事
業
者
に
付
与
す
る
条
項
に
つ
い
て
は
、

消
費
者
に
他
の
救
済
手
段
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
無
効
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（
消
費
者
契
約
法
八
条
二
項
）、
注
意
を
有
す
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
利
用
規
約
に
定
め
る
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
契
約
法
八
条
一
項
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
法
一
〇
条

に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
は
、
任
意
規
定
の
適
用
に
よ
る
場
合
に
比
べ
て
消
費
者
の
権
利
を
制
限

ま
た
加
重
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
民
法
一
条
二
項
の
基
本
原
則
（
信
義
則
）
に
反
し
て
消
費
者
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す
る
条
項
を
無
効

と
定
め
て
お
り
（
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
）、
契
約
条
項
が
無
効
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
ル
ー
ル
を
規
定
し
て
い
る
（
71
）

。

）
二
二
二
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四
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（
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〇
二
二
年
二
月
）

八
〇

従
っ
て
、
例
え
ば
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
利
用
規
約
の
策
定
に
あ
た
り
、
軽
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
の
上
限
額
を
極
度
に
低
金
額
と
し
て

定
め
る
条
項
は
、
軽
過
失
に
よ
る
場
合
の
一
部
免
除
条
項
で
あ
る
た
め
消
費
者
契
約
法
八
条
一
項
に
は
該
当
し
な
い
が
、
同
法
一
〇
条
に

よ
り
無
効
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
72
）

。
こ
の
場
合
の
要
件
充
足
の
有
無
は
、
消
費
者
契
約
法
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
、
当
該
条
項
の

性
質
、
契
約
成
立
に
至
っ
た
経
緯
、
消
費
者
・
事
業
者
間
の
情
報
・
交
渉
力
の
格
差
、
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
判
断
さ
れ

る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
消
費
者
契
約
法
三
条
一
項
一
号
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
対
し
て
契
約
内
容
を
明
確
か
つ
平
易
な
も
の
と
す
べ
く

配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
利
用
規
約
の
作
成
者
と
し
て
は
、
自
己
に
有
利
な
限
定
解
釈
に
頼
ら
ず
、
条
項
が
可
能
な
限
り
明
確
か

つ
平
易
に
な
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
利
用
規
約
に
お
け
る
免
責
条
項
に
つ
い
て
は
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
を
用
い
る
こ
と
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
（
73
）

。
サ
ル

ベ
ー
ジ
条
項
と
は
、
あ
る
条
項
が
強
行
法
規
に
反
し
て
全
部
無
効
と
な
る
場
合
に
、
そ
の
条
項
の
効
力
を
強
行
法
規
に
よ
っ
て
無
効
と
さ

れ
な
い
範
囲
に
限
定
す
る
趣
旨
の
条
項
を
い
う
。
例
え
ば
、
本
来
で
あ
れ
ば
無
効
と
な
る
べ
き
条
項
に
「
法
律
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
に
お

い
て
」
と
い
う
文
言
を
加
え
た
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
は
、
契
約
条
項
の
内
容
を
法
律
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
以
内
の

も
の
と
す
る
効
果
を
有
す
る
条
項
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
自
体
に
不
当
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
許
容
さ
れ
る
範
囲
の
具
体
的
内
容

が
分
か
ら
ず
、
権
利
行
使
を
委
縮
さ
せ
る
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
74
）

。
二
〇
一
六
年
の
消
費
者
法
改
正
お
よ
び
二
〇
一
八
年
の
同
法
改
正

に
向
け
た
議
論
の
中
で
も
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
を
不
当
条
項
と
し
て
無
効
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、

現
時
点
で
は
、
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
を
無
効
と
す
る
規
定
の
導
入
に
は
至
っ
て
い
な
い
（
75
）

。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
条
項
の
利
用
が

許
容
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
結
果
的
に
無
効
で
あ
る
は
ず
の
条
項
が
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
非
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
の
よ
う
な
定
め
方
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
八
条
の
規
定
に
沿
っ
た
具
体
的
な
定
め
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方
と
す
る
と
か
、
無
効
と
な
り
得
る
法
律
上
の
規
定
を
例
示
的
に
列
挙
す
る
こ
と
の
必
要
性
な
ど
、
今
後
、
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑵
　
利
用
規
約
と
定
型
約
款

改
正
民
法
は
、
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
～
四
）、
約
款
を
用
い
た
契
約
の
規
律
に
つ
い
て
定
め
を

示
し
た
。
定
型
約
款
と
は
、
特
定
の
者
が
不
特
定
多
数
の
者
を
相
手
と
し
て
行
う
取
引
（
定
型
取
引
）
に
お
い
て
、
契
約
の
内
容
と
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
特
定
の
者
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
条
項
の
総
体
で
あ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
一
項
）。
定
型
約
款
で
あ
る
た

め
に
は
、
そ
の
内
容
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
画
一
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
双
方
に
と
っ
て
「
合
理
的
な
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
民
法
の
定
型
約
款
に
関
す
る
規
律
は
、
従
来
の
約
款
規
制
の
立
場
と
は
著
し
く
乖
離
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
76
）

。
従
来
、
約
款

は
、
事
業
者
が
多
数
の
契
約
に
使
用
す
る
た
め
の
契
約
条
項
と
し
て
作
成
さ
れ
る
も
の
と
い
う
定
義
が
さ
れ
て
き
た
（
77
）

。
こ
れ
に
対
し
、
新

設
さ
れ
た
定
型
約
款
は
、
講
学
上
「
約
款
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
は
狭
い
概
念
で
あ
る
。

定
型
約
款
が
講
学
上
の
約
款
よ
り
狭
い
概
念
と
さ
れ
た
た
め
、
定
型
約
款
で
な
い
約
款
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
定
型
約
款
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
契
約
の
実
態
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
書
の
名
称
や
相
手
方
の
属
性
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
一
般
的
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
契
約
に
は
定
型
約
款
に
該
当
す
る
も
の
が
多
い
と
い
え
、
当
該
定
型
取
引
の
た
め
に
準
備
さ

れ
た
利
用
規
約
は
定
型
約
款
に
該
当
す
る
場
合
が
多
い
と
い
え
よ
う
（
78
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
作
成
す
る
利
用
規
約
は

定
型
約
款
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
（
79
）

。

改
正
民
法
の
下
で
は
、
定
型
取
引
を
行
う
こ
と
に
合
意
し
た
者
は
、
①
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
と
き
、
ま

た
は
、
②
定
型
約
款
を
準
備
を
し
た
者
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
を
相
手
方
に
表
示
し
て
い
た
と
き
は
、

）
二
二
二
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～
四
）、
約
款
を
用
い
た
契
約
の
規
律
に
つ
い
て
定
め
を

示
し
た
。
定
型
約
款
と
は
、
特
定
の
者
が
不
特
定
多
数
の
者
を
相
手
と
し
て
行
う
取
引
（
定
型
取
引
）
に
お
い
て
、
契
約
の
内
容
と
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
特
定
の
者
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
条
項
の
総
体
で
あ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
一
項
）。
定
型
約
款
で
あ
る
た

め
に
は
、
そ
の
内
容
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
画
一
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
双
方
に
と
っ
て
「
合
理
的
な
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
民
法
の
定
型
約
款
に
関
す
る
規
律
は
、
従
来
の
約
款
規
制
の
立
場
と
は
著
し
く
乖
離
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
（
76
）

。
従
来
、
約
款

は
、
事
業
者
が
多
数
の
契
約
に
使
用
す
る
た
め
の
契
約
条
項
と
し
て
作
成
さ
れ
る
も
の
と
い
う
定
義
が
さ
れ
て
き
た
（
77
）

。
こ
れ
に
対
し
、
新

設
さ
れ
た
定
型
約
款
は
、
講
学
上
「
約
款
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
は
狭
い
概
念
で
あ
る
。

定
型
約
款
が
講
学
上
の
約
款
よ
り
狭
い
概
念
と
さ
れ
た
た
め
、
定
型
約
款
で
な
い
約
款
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
定
型
約
款
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
あ
く
ま
で
契
約
の
実
態
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
書
の
名
称
や
相
手
方
の
属
性
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
一
般
的
に
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
契
約
に
は
定
型
約
款
に
該
当
す
る
も
の
が
多
い
と
い
え
、
当
該
定
型
取
引
の
た
め
に
準
備
さ

れ
た
利
用
規
約
は
定
型
約
款
に
該
当
す
る
場
合
が
多
い
と
い
え
よ
う
（
78
）

。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
に
お
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
作
成
す
る
利
用
規
約
は

定
型
約
款
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
（
79
）

。

改
正
民
法
の
下
で
は
、
定
型
取
引
を
行
う
こ
と
に
合
意
し
た
者
は
、
①
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
と
き
、
ま

た
は
、
②
定
型
約
款
を
準
備
を
し
た
者
が
あ
ら
か
じ
め
そ
の
定
型
約
款
を
契
約
の
内
容
と
す
る
旨
を
相
手
方
に
表
示
し
て
い
た
と
き
は
、

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

八
二

定
型
約
款
の
個
別
の
条
項
に
つ
い
て
も
合
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
一
項
）。
こ
の
①
と
②
は
、
定
型
約
款

が
契
約
の
内
容
と
な
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、「
組
入
れ
要
件
」
と
呼
ば
れ
る
。

た
だ
、
組
入
れ
要
件
を
す
べ
て
み
た
し
、
定
型
約
款
の
各
条
項
が
契
約
内
容
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
定
型
約
款
が
相
手
方
の
権
利

を
制
限
し
ま
た
は
相
手
方
の
義
務
を
加
重
す
る
条
項
で
あ
っ
て
、
そ
の
定
型
取
引
の
態
様
お
よ
び
そ
の
実
情
な
ら
び
に
取
引
上
の
社
会
通

念
に
照
ら
し
て
、
民
法
一
条
二
項
に
規
定
す
る
基
本
原
則
（
信
義
則
）
に
反
し
て
相
手
方
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
合
意
を
し
な
か
っ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
三
第
二
項
）。
い
わ
ゆ
る
不
法
条
項
に
よ
る
み
な
し
合
意

か
ら
除
外
で
あ
る
（
80
）

。
み
な
し
合
意
除
外
に
該
当
す
る
条
項
と
し
て
は
、
条
項
の
内
容
自
体
に
強
い
不
当
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
、
条
項

の
存
在
自
体
を
相
手
方
が
想
定
し
が
た
く
、
そ
の
説
明
な
ど
も
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
不
当
な
不
意
打
ち
的
要
素
が
あ
る
も
の
が
挙
げ

ら
れ
る
（
81
）

。
利
用
規
約
の
条
項
が
上
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
合
意
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
契
約
か
ら
除
外
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
み
な
し
合
意
か
ら
の
除
外
の
規
定
は
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
に
い
う
不
当
条
項
の
無
効
に
関
す
る
規
定
を
基
準
に
立
案

さ
れ
て
い
る
が
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
は
そ
の
要
件
を
満
た
す
不
当
条
項
を
無
効
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二

第
二
項
は
合
意
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
し
て
お
り
、
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
82
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
法
部
会
の
審
議
で

は
、
当
初
、
不
当
条
項
は
無
効
と
す
る
と
い
う
規
定
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
不
当
条
項
と
は
別
に
不
意
打
ち
条

項
に
つ
い
て
は
約
款
の
組
入
れ
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
、
お
よ
び
民
法
に
不
当
条
項
を
無
効
と
す
る
新
た

な
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
経
済
界
か
ら
の
反
対
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
妥
協
に
よ
る
意
見
集
約
が
行
わ
れ
た
結

果
、
最
終
段
階
に
な
っ
て
、
不
当
条
項
は
み
な
し
合
意
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
規
定
に
変
更
さ
れ
た
（
83
）

。
民
法
部
会
の
審
議
で
は
、
事
務

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

八
三

局
よ
り
、
新
設
規
定
は
こ
れ
ま
で
の
裁
判
実
務
で
行
わ
れ
て
い
る
約
款
規
制
よ
り
も
厳
し
い
規
制
を
新
設
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
趣

旨
の
説
明
が
な
さ
れ
、
四
つ
の
最
高
裁
判
例
（
最
判
昭
和
六
二
・
二
・
二
〇
民
集
四
一
巻
一
号
一
五
九
頁
、
最
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
民
集
四
七
巻

四
号
三
二
六
二
頁
、
最
判
平
成
一
五
・
二
・
二
八
集
民
二
〇
九
号
一
四
三
頁
、
最
判
平
成
一
七
・
一
二
・
一
六
集
民
二
一
八
号
一
二
三
九
頁
）
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
84
）

。
し
か
し
、
学
説
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
つ
き
、
理
論
的
に
は
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
前
時
代
的
な
隠
れ
た
約
款
の
司

法
的
規
制
を
蘇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
が
強
い
（
85
）

。

こ
の
よ
う
な
立
法
経
緯
お
よ
び
学
説
の
対
応
を
み
る
と
、
み
な
し
合
意
か
ら
の
除
外
と
い
う
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
き
わ
め
て
難
問
で
あ
る
。
た
だ
、
約
款
条
項
の
不
当
性
を
理
由
に
み
な
し
合
意
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
条
項
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
）。
効
果
の
点
で
は
、
不
当
条
項
を
無
効
と
す
る
消
費
者
契
約
法
一
〇

条
と
実
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
（
86
）

。

改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
定
型
約
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
四
第
一
項
）。
定
型
約
款
の
変

更
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
定
型
約
款
作
成
者
は
、
①
定
型
約
款
の
変
更
が
相
手
方
の
一
般
の
利
益
に
適
合
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
②
定

款
約
款
の
変
更
が
契
約
を
し
た
目
的
に
反
せ
ず
、
か
つ
、
変
更
の
必
要
性
、
変
更
の
内
容
の
妥
当
性
、
民
法
五
四
八
条
の
四
の
規
定
に
よ

り
定
型
約
款
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
の
定
め
の
有
無
お
よ
び
そ
の
内
容
、
そ
の
他
の
変
更
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も

の
で
あ
る
と
き
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
個
々
の
相
手
方
と
の
同
意
を
要
せ
ず
に
、
定
型
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
改
正
民

法
五
四
八
条
の
四
項
一
号
お
よ
び
二
号
）。
変
更
可
能
な
範
囲
を
超
え
る
可
能
性
の
あ
る
変
更
の
場
合
に
は
、
あ
ら
た
め
て
利
用
規
約
へ
の
同

意
を
全
員
か
ら
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

定
型
約
款
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
中
間
試
案
の
段
階
ま
で
は
、
相
手
方
の
個
別
の
同
意
や
効
力
の
定
か
で
な
い
変
更
留
保
条
項
に
よ
る

）
二
二
二
（
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法
に
導
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さ
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た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
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（
長
谷
川
）

八
三

局
よ
り
、
新
設
規
定
は
こ
れ
ま
で
の
裁
判
実
務
で
行
わ
れ
て
い
る
約
款
規
制
よ
り
も
厳
し
い
規
制
を
新
設
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
趣

旨
の
説
明
が
な
さ
れ
、
四
つ
の
最
高
裁
判
例
（
最
判
昭
和
六
二
・
二
・
二
〇
民
集
四
一
巻
一
号
一
五
九
頁
、
最
判
平
成
五
・
三
・
三
〇
民
集
四
七
巻

四
号
三
二
六
二
頁
、
最
判
平
成
一
五
・
二
・
二
八
集
民
二
〇
九
号
一
四
三
頁
、
最
判
平
成
一
七
・
一
二
・
一
六
集
民
二
一
八
号
一
二
三
九
頁
）
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
84
）

。
し
か
し
、
学
説
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
つ
き
、
理
論
的
に
は
克
服
さ
れ
た
は
ず
の
前
時
代
的
な
隠
れ
た
約
款
の
司

法
的
規
制
を
蘇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
が
強
い
（
85
）

。

こ
の
よ
う
な
立
法
経
緯
お
よ
び
学
説
の
対
応
を
み
る
と
、
み
な
し
合
意
か
ら
の
除
外
と
い
う
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
き
わ
め
て
難
問
で
あ
る
。
た
だ
、
約
款
条
項
の
不
当
性
を
理
由
に
み
な
し
合
意
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
条
項
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
）。
効
果
の
点
で
は
、
不
当
条
項
を
無
効
と
す
る
消
費
者
契
約
法
一
〇

条
と
実
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
（
86
）

。

改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
定
型
約
款
の
変
更
に
関
す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
四
第
一
項
）。
定
型
約
款
の
変

更
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
定
型
約
款
作
成
者
は
、
①
定
型
約
款
の
変
更
が
相
手
方
の
一
般
の
利
益
に
適
合
す
る
と
き
、
ま
た
は
、
②
定

款
約
款
の
変
更
が
契
約
を
し
た
目
的
に
反
せ
ず
、
か
つ
、
変
更
の
必
要
性
、
変
更
の
内
容
の
妥
当
性
、
民
法
五
四
八
条
の
四
の
規
定
に
よ

り
定
型
約
款
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
の
定
め
の
有
無
お
よ
び
そ
の
内
容
、
そ
の
他
の
変
更
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も

の
で
あ
る
と
き
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
個
々
の
相
手
方
と
の
同
意
を
要
せ
ず
に
、
定
型
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
改
正
民

法
五
四
八
条
の
四
項
一
号
お
よ
び
二
号
）。
変
更
可
能
な
範
囲
を
超
え
る
可
能
性
の
あ
る
変
更
の
場
合
に
は
、
あ
ら
た
め
て
利
用
規
約
へ
の
同

意
を
全
員
か
ら
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

定
型
約
款
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
中
間
試
案
の
段
階
ま
で
は
、
相
手
方
の
個
別
の
同
意
や
効
力
の
定
か
で
な
い
変
更
留
保
条
項
に
よ
る

）
二
二
二
（
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四

約
款
内
容
の
変
更
に
躊
躇
す
る
考
え
方
も
示
さ
れ
た
が
（
87
）

、
最
終
的
に
は
、
変
更
の
合
理
性
と
と
も
に
、
変
更
に
つ
い
て
の
相
手
方
へ
の
周

知
と
い
う
手
続
的
要
件
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
四
第
二
項
）、
定
型
約
款
の
変
更
が
定
め
ら
れ
た
（
88
）

。
こ
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
不
当
条
項
に
よ
る
み
な
し
合
意
か
ら
の
除
外
の
規
定
（
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
）
は
適
用
さ
れ
な
い
点
に
注
意
を
要

す
る
。
効
力
の
変
更
が
生
じ
た
条
項
は
変
更
の
合
理
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
不
当
条
項
規
制
を
適
用
す
る
も
で
も

な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
趣
旨
で
あ
る
。

特
別
法
は
一
般
法
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
消
費
者
契
約
法
の
適
用
が
先
行
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ

る
が
、
改
正
民
法
が
新
た
に
定
め
る
定
型
約
款
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

５
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
利
用
規
約
と
共
同
規
制
の
策
定

⑴
　
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
意
義
と
利
用
規
約

法
の
ル
ー
ル
は
、
国
家
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
国
家
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
と

呼
ば
れ
る
。
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
既
存
の
ル
ー
ル
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
文
言
や
沿
革
、
利
益
考
量
な
ど
を
援
用
し
つ
つ
、

様
々
な
解
釈
を
導
き
出
す
技
術
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
家
以
外
の
主
体
が
そ
の
内
容
を
決
め
る
ル
ー
ル
が
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ

る
（
89
）

。
わ
が
国
で
は
、
自
主
ル
ー
ル
や
自
主
行
動
基
準
、
自
主
規
制
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
国
家
以
外
の
主
体

が
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ル
ー
ル
の
内
容
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
自
明
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
は
、
そ
の
ル
ー
ル
に
人
は
な
ぜ
従
う
の
か
、
そ
の
ル
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
る
か

と
い
っ
た
点
を
検
討
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
90
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
内
容
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
正
当
性
の

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

八
五

根
拠
は
何
か
に
関
し
て
は
、
正
義
や
衡
平
、
中
立
と
い
っ
た
基
本
的
価
値
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
正
当
性
を
ど
の
よ
う
に
定
義

す
る
か
と
い
う
点
の
検
討
も
重
要
で
あ
る
（
91
）

。

後
述
す
る
よ
う
に
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
一
口
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
っ
て
も
、
そ
の
態
様
は
多
種
多
様
で
あ
る
。

国
家
法
と
し
て
の
法
令
以
外
で
規
範
的
な
拘
束
力
を
も
つ
も
の
が
、
広
く
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
（
92
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
を

「
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
類
似
な
い
し
関
連
し
て
存
在
・
機
能
す
る
社
会
制
度
」
と
定
義
す
る
見
解
も
あ
る
（
93
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
そ
れ
ら
が
と
き

に
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
、
実
効
性
を
も
ち
、
社
会
秩
序
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
実
態
を
み
る
と
き
、

ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
二
分
論
で
は
な
く
、
両
者
を
相
対
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
94
）

。
ま
た
、
一
つ
ま
た
は
複
数
の
規

範
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
が
実
現
な
い
し
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
複
眼
的
視
点
を
も
つ
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
（
95
）

。

今
日
、
社
会
の
多
く
の
場
面
で
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
企
業
の
方
が

国
家
よ
り
も
十
分
な
情
報
を
も
ち
、
適
切
な
内
容
の
ル
ー
ル
を
設
定
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
ル
ー
ル
の
実
効
性
に
つ
い
て
も

企
業
の
方
が
よ
り
効
果
的
な
手
段
を
有
し
、
取
引
拒
絶
な
ど
私
的
な
制
裁
の
方
が
実
効
性
や
費
用
負
担
の
点
で
ハ
ー
ド
ロ
ー
よ
り
優
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
96
）

。
た
だ
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
私
人
が
そ
の
内
容
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
カ
ル
テ
ル
の
よ

う
に
社
会
の
一
部
の
集
団
に
と
っ
て
の
み
有
利
で
、
そ
れ
以
外
の
社
会
構
成
員
に
対
し
て
深
刻
な
外
部
性
を
も
た
ら
す
内
容
の
ル
ー
ル
が

設
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
正
当
性
の
根
拠
が
問
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
よ
る
介

入
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
も
出
て
く
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
ど
こ
ま
で
社
会
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ソ
フ
ト
ロ
ー

ご
と
に
、
そ
の
正
当
性
や
設
定
過
程
に
着
目
し
、
そ
の
合
理
性
を
評
価
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
97
）

。
こ
の
点
、
自
主
ル
ー
ル
が
利
用

事
業
者
や
消
費
者
の
信
頼
に
応
え
る
基
準
で
あ
る
た
め
に
は
、
個
々
の
事
業
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
業
者
団
体
に
よ
っ
て
策

）
二
二
二
（
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八
六

定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
（
98
）

。
事
業
者
団
体
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
、

運
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
業
界
全
体
と
し
て
利
用
事
業
者
お
よ
び
消
費
者
か
ら
の
信
頼
を
高
め
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。

市
場
取
引
の
分
野
に
お
い
て
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
を
基
本
原
則
と
し
な
が
ら
、

様
々
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
存
在
し
、
私
人
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
を
合

わ
せ
て
研
究
対
象
と
し
な
け
れ
ば
、
市
場
取
引
に
お
け
る
規
範
の
研
究
と
し
て
は
十
分
と
は
い
え
な

い
。以

上
の
よ
う
な
視
点
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
位
置
づ
け
を
考
え
る

と
す
る
な
ら
ば
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
法
の
形
成
局
面
、
お
よ
び
法
の
強
制
局
面
に
着
目
し
て
、
次
の

よ
う
に
整
理
す
る
の
が
有
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
99
）

。

上
記
の
四
つ
の
領
域
の
う
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
１
が
純
然
た
る
私
的
な
規
範
で
あ
り
、
最
も
ソ
フ
ト

ロ
ー
ら
し
い
類
型
で
あ
る
。
こ
の
領
域
の
規
範
に
つ
い
て
は
、
社
会
規
範
、
企
業
倫
理
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
な

ど
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
規
範
遵
守
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
規
範
の
生
成
・
存
続
／
効
力
・
消
滅

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
が
最
初
の
課
題
と
な
る
（
100
）

。

こ
れ
に
対
し
、
私
人
の
経
済
活
動
の
自
由
に
対
す
る
規
制
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
４
に
お
い
て
行
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
、
一
般
的
に
、
消
極
的
・
警
察
的
な
規
制
と
積
極
的
・
政
策
的
な
規
制
と
が
区
別
さ

れ
る
。
前
者
は
、
社
会
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
の
見
地
か
ら
、
比
例
原
則
を
用
い
て
、
規
制
手
段

〈表 ５〉ソフトローとハードローの位置づけ

形成
エンフォースメント

国家がエンフォースメント
しない

国家がエンフォースメント
する

国家以外が形成する
（カテゴリー 1）ソフトロー
社会規範、企業倫理、CSRなど

（カテゴリー 3）
会計基準、商慣習など

国家が形成する
（カテゴリー 2）
労働法上の努力義務規定、
各種通達、ガイドラインなど

（カテゴリー 4）ハードロー
法律、判例など

（参照）藤田友敬「ソフトローの基礎理論」ソフトロー研究23号（2014年） 6頁
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八
七

は
必
要
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
審
査
は
厳
格
で
、
規
制
の
必
要
性
・
合
理
性
お
よ
び
同
じ
目
的
を
達
成
で
き
る

よ
り
緩
や
か
な
規
制
手
段
の
有
無
を
立
法
事
実
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
と
い
う
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い

る
（
101
）

。
後
者
は
、
社
会
国
家
的
な
目
的
に
基
づ
き
、
専
門
的
な
政
策
的
・
経
済
的
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
よ
り
も
立
法

府
に
広
範
な
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
、
司
法
審
査
に
関
し
て
は
規
制
措
置
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
限
っ

て
違
憲
と
す
る
「
明
白
性
の
原
則
」
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
102
）

。

こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
対
立
軸
の
中
で
、
当
事
者
が
自
律
的
に
作
り
出
す
規
範
も
、
最
終
的
に
国
家
の
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
期
待
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
自
発
的
に
形
成
し
、
か
つ
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
国

家
の
手
を
借
り
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
規
範
と
し
て
最
狭
義
の
純
粋
な
私
的
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
（
103
）

。
こ
れ
ま
で
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
は
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
上
掲
の
図
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え

る
（
104
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
重
要
性
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
企
業
は
独
自
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
形
成
を
通
じ
て
、
自
ら
が
疑
似
国
家
（
い
わ
ゆ
る

私
的
政
府
）
の
様
相
を
呈
し
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
間
の
競
争
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
国
家
の
介
入
に
対

し
て
、
企
業
は
様
々
な
行
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
（
105
）

。
こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
あ
り

方
に
鑑
み
る
と
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
だ
け
を
独
立
し
て
検
討
し
た
の
で
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
両
者
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
え
よ
う
（
106
）

。

市
場
取
引
に
お
い
て
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
用
い
た
自
主
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
東
京
証
券
所
（
日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
）
の
定
め
る
「
上
場
規

則
（
107
）

」、
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
会
員
と
顧
客
と
の
関
係
を
規
律
す
る
「
受
託
契
約
準
則
（
108
）

」、
日
本
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
協
会
が
公
表
す

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

八
七

は
必
要
最
小
限
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
審
査
は
厳
格
で
、
規
制
の
必
要
性
・
合
理
性
お
よ
び
同
じ
目
的
を
達
成
で
き
る

よ
り
緩
や
か
な
規
制
手
段
の
有
無
を
立
法
事
実
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
と
い
う
「
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
」
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い

る
（
101
）

。
後
者
は
、
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会
国
家
的
な
目
的
に
基
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き
、
専
門
的
な
政
策
的
・
経
済
的
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断
が
必
要
と
さ
れ
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こ
と
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ら
、
裁
判
所
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り
も
立
法

府
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範
な
裁
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め
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れ
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審
査
に
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著
し
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が
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な
場
合
に
限
っ

て
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憲
と
す
る
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白
性
の
原
則
」
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
102
）

。
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よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
対
立
軸
の
中
で
、
当
事
者
が
自
律
的
に
作
り
出
す
規
範
も
、
最
終
的
に
国
家
の
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
期
待
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
自
発
的
に
形
成
し
、
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つ
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エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
国

家
の
手
を
借
り
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
は
、
規
範
と
し
て
最
狭
義
の
純
粋
な
私
的
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
（
103
）

。
こ
れ
ま
で
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
は
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
上
掲
の
図
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え

る
（
104
）

。
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
重
要
性
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
企
業
は
独
自
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
形
成
を
通
じ
て
、
自
ら
が
疑
似
国
家
（
い
わ
ゆ
る

私
的
政
府
）
の
様
相
を
呈
し
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
間
の
競
争
が
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わ
れ
る
可
能
性
も
存
在
す
る
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ま
た
、
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の
介
入
に
対
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、
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業
は
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々
な
行
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
（
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）

。
こ
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
あ
り

方
に
鑑
み
る
と
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
だ
け
を
独
立
し
て
検
討
し
た
の
で
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
両
者
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
え
よ
う
（
106
）

。

市
場
取
引
に
お
い
て
ソ
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ト
ロ
ー
を
用
い
た
自
主
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
東
京
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券
所
（
日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
）
の
定
め
る
「
上
場
規

則
（
107
）

」、
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
会
員
と
顧
客
と
の
関
係
を
規
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す
る
「
受
託
契
約
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則
（
108
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日
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ン
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ム
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会
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二
二
二
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八
八

る
「
ラ
ン
ダ
ム
型
ア
イ
テ
ム
提
供
方
式
を
利
用
し
た
ア
イ
テ
ム
販
売
に
お
け
る
表
示
お
よ
び
運
営
ガ
イ
ド
（
109
）

」、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
（
危
害
分
析
重

要
管
理
点
）
と
品
質
管
理
に
関
す
るIS

O
9001

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
─
要
求
事
項
」
を
合
体
さ
せ
たIS

O
22000

「
食
品
安

全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
─
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
に
対
す
る
要
求
事
項
（
110
）

」、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
「
苦
情
対
策
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・

シ
ス
テ
ム
の
指
針
（
111
）

」、
金
融
商
品
販
売
法
が
金
融
商
品
販
売
業
者
に
策
定
を
義
務
づ
け
る
「
勧
誘
方
針
の
内
容
に
つ
い
て
の
基
準
・
指

針
（
112
）

」、
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
検
討
協
議
会
が
公
表
す
る
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の

解
釈
・
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
113
）

」、
日
本
訪
問
販
売
協
会
の
「
自
主
行
動
規
準
（
114
）

、
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
「
個
人
情
報
保
護
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
115
）

」、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
よ
る
「
地
上
波
番
組
の
再
放
送
同
意
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
116
）

」、「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
」
と
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
117
）

」、
企
業
会
計
の
「
会
計
規
準
（
118
）

」
な
ど
が
あ
る
（
119
）

。

こ
の
ほ
か
、
消
費
市
場
に
お
け
る
事
業
者
の
自
主
行
動
規
準
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
ス
キ
ー
ム
、
社
内
苦
情
対
応
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
、
規
格

（
国
内
・
国
外
）
な
ど
も
、
一
種
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
。
国
内
規
格
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
（
日
本
工
業
規

格
）」
で
あ
る
。
国
際
規
格
に
は
四
種
類
が
あ
る
が
、
日
本
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
Ｉ
Ｓ
Ｏ
規
格
で
あ
る
（
120
）

。

ま
た
、
消
費
者
基
本
法
は
、
消
費
者
の
権
利
を
明
記
し
、
事
業
者
と
消
費
者
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の

新
た
な
役
割
の
中
で
、
事
業
者
は
「
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
自
ら
が
遵
守
す
べ
き
規
律
を
作
成
す
る
こ
と
」
を
規
定
さ
れ
て
い
る
が
（
消

費
者
基
本
法
五
条
二
項
）、
こ
の
場
合
の
自
主
ル
ー
ル
も
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
（
121
）

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
も
は
や
単
な
る
「
場
」
貸
し
の
仲
介
業
者
で
は
な
く
、
間
接

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
を
伴
う
多
面
市
場
を
支
配
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
資
産
や
富
の
分
配
を
行
う
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ

う
な
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
策
定
す
る
共
同
規
制
も
ま
た
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
を
根
拠

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

八
九

法
と
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
示
す
指
針
の
内
容
に
沿
い
な
が
ら
、
自
ら
の
創
意
と
工
夫
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
自
主
ル
ー
ル
で
あ
る
。
先
の

分
類
で
は
、
国
家
法
（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
が
政
府
以
外
の
主
体
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
規
範
（
ソ
フ
ト
ロ
ー
）
に
よ
る
規
律
を
承
認
し
て
い
る

場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
共
同
規
制
に
お
い
て
は
、
取
引
条
件
の
開
示
ル
ー
ル
を
義
務
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
実
施
状
況
を
毎
年
報
告

書
に
記
載
し
て
報
告
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
の
透
明
化
が
図
ら
れ
る
仕
組
み
（
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
シ
ス
テ
ム
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
、
法
よ
る
罰
則
や
過
料
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
国
家
に
よ
る
エ

ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が
担
保
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

⑵
　
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
導
入
す
る
共
同
規
制
は
、
国
家
法
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
、
政
府
の
指
針
に
沿
い
な
が
ら
、
そ
れ
と
併
存

し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
代
替
す
る
形
で
、
私
法
秩
序
を
形
成
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
規
制
手
法
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
規
制
が
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
行
く
な
ら
ば
、
法
の
世
界
に
お
け
る
変

化
が
国
家
の
あ
り
方
の
変
化
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
私
法
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
。

共
同
規
制
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
こ
う
（
122
）

。

第
一
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
に
お
け
る
提
供
者
・
購
入
者
間
の
契
約
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
の
利
用
規
約
を
前
提
に
Ｐ
Ｆ
を
介
し
て
構

築
さ
れ
る
多
面
的
契
約
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
数
当
事
者
が
関
与
す
る
契
約
な
い
し
取
引
に
あ
っ
て
は
、
契
約
の
法

律
関
係
を
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
基
づ
く
当
事
者
間
の
合
意
に
従
っ
て
い
た
の
で
は
、
実
態
に
即
し
た
適
切
な
処
理
を
導
く
こ
と
は
で
き

）
二
二
二
（
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れ
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に
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る
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る
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の
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が
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制
は
、
国
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法
の
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在
を
前
提
と
し
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つ
、
政
府
の
指
針
に
沿
い
な
が
ら
、
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れ
と
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存
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て
、
あ
る
い
は
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れ
に
代
替
す
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形
で
、
私
法
秩
序
を
形
成
す
る
役
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を
担
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て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
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制
手
法
と
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と
が
で
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る
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が
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な
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、
新
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な
私
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が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
予
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る
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に
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が
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に
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九
〇

な
い
。
各
当
事
者
間
の
関
係
を
個
々
の
契
約
に
分
解
し
、
個
別
契
約
の
連
鎖
（
い
わ
ば
線
）
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
多
角
の
視
点
に

立
っ
て
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
に
よ
る
取
引
へ
の
参
集
（
い
わ
ば
面
）
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
（
123
）

。

第
二
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
開
設
に
あ
た
り
利
用
規
約
を
定
め
、
こ
れ
に
合
意
す
る
出
品
者
や
消
費
者
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
介
し

た
取
引
の
参
加
を
許
諾
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
前
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
に
よ
る
合
意
で
は
な
く
、
合
意
事
項
に
対
す
る
全
員
の
同
意

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
取
引
参
加
者
の
全
員
、
お
よ
び
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
と
の
間
に
は
契
約
上
の
債
権
債
務

が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
責
任
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
合
意
事
項
に
対

す
る
全
員
の
同
意
と
い
う
考
え
方
は
同
意
理
論
と
呼
ば
れ
る
が
、
取
引
実
態
を
踏
ま
え
た
問
題
解
決
の
法
理
を
探
求
す
る
に
あ
た
り
有
用

で
あ
り
、
多
角
の
視
点
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
契
約
上
の
責
任
に
対
す
る
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
124
）

。

同
意
理
論
は
、
契
約
を
相
対
す
る
当
事
者
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
意
）
と
し
て
当
事
者
を
対
立
構
造
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら

か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
に
対
し
て
当
事
者
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
多
角
的
な
取
引
関
係
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
規
律
す
る
も
の

と
し
て
、
す
べ
て
の
関
係
当
事
者
間
に
は
合
意
事
項
に
沿
っ
た
契
約
上
の
効
力
が
生
じ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
合
意
事
項
の
確
定
に

あ
た
っ
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
の
み
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
に
対
す
る
客
観
的
評
価
の
対
象
と
し
て
、
契
約
の
趣
旨
や
目
的
、

契
約
の
性
質
、
正
義
・
衡
平
な
ど
も
、
そ
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
。
個
々
の
当
事
者
が
も
つ
合
意
の
意
思
は
同
意
の
中
に
内
在
的
に
取
り
込

ま
れ
、
合
意
事
項
に
対
す
る
客
観
的
評
価
を
通
じ
て
修
正
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
多
数
当
事
者
に
新
た
な
契
約
関
係
を

観
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
合
意
と
は
別
の
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
（
125
）

。

ま
た
、
取
引
の
拡
大
に
よ
り
、
後
か
ら
当
該
取
引
に
参
加
す
る
場
合
、
合
意
事
項
に
対
す
る
参
加
者
の
同
意
に
よ
り
す
べ
て
の
関
係
当

事
者
間
に
同
様
の
契
約
上
の
効
力
が
生
じ
る
が
、
契
約
は
多
数
当
事
者
間
を
規
律
す
る
契
約
と
し
て
、
当
該
取
引
を
維
持
す
る
た
め
に
必

）
二
二
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
一

要
な
契
約
上
の
効
果
を
規
範
的
に
創
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
同
意
理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
定
立
さ
れ
た
合
意
事
項
や
契
約

の
趣
旨
・
目
的
な
ど
に
合
致
す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
ら
固
定
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
（
126
）

。

第
三
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
設
し
管
理
運
用
し
な
が
ら
、
出
品
者
や
消
費
者
な
ど

の
利
用
者
が
参
加
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
を
適
正
か
つ
透
明
に
維
持
す
る
義
務
を
負
う
地
位
に
あ
る
と
い
う
点
の
認
識
が
重
要
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
義
務
と
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
127
）

。
具
体
的
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責

任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
求
め
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
当
該

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
ず
る
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
す
る
者
と
し
て
、
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
関
与
す
る
程
度
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｆ

提
供
者
が
収
受
す
る
利
益
の
割
合
に
応
じ
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
契
約
上
の
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
（
128
）

。以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
の
保
護
を
図
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
促
進
す
る
う
え
で
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
健
全
な
発
展
を
促
す
契
機
に
も

な
る
と
い
え
よ
う
。

）
二
二
二
（
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と
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れ
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同
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理
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に
よ
れ
ば
、
あ
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定
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さ
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意
事
項
や
契
約

の
趣
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・
目
的
な
ど
に
合
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す
る
限
り
、
契
約
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
を
最
初
か
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固
定
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る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
（
126
）

。

第
三
に
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
単
な
る
場
貸
し
の
業
者
で
は
な
く
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
開
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し
管
理
運
用
し
な
が
ら
、
出
品
者
や
消
費
者
な
ど

の
利
用
者
が
参
加
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
市
場
を
適
正
か
つ
透
明
に
維
持
す
る
義
務
を
負
う
地
位
に
あ
る
と
い
う
点
の
認
識
が
重
要
で
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
上
の
義
務
と
し
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
じ
る
社
会
的
な
害
悪
を
排
除
し
、
あ
る
い
は
、
抑
制
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
127
）

。
具
体
的
に
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
の
権
利
・
利
益
に
与
え
る
負
の
影
響
を
評
価
し
、
自
ら
の
責

任
範
囲
で
な
い
と
考
え
る
事
項
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
法
令
遵
守
行
動
を
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
求
め
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
当
該

Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
取
引
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
た
り
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
停
止
を
命
ず
る
な
ど
の
責
任
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
か
ら
生
ず
る
利
用
者
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｆ
を
管
理
運
用
す
る
者
と
し
て
、
損

害
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
に
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
関
与
す
る
程
度
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
か
ら
Ｄ
Ｐ
Ｆ

提
供
者
が
収
受
す
る
利
益
の
割
合
に
応
じ
て
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
は
契
約
上
の
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
（
128
）

。以
上
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
一
定
の
役
割
・
義
務
・
責
任
を
担
わ
せ
る
こ
と
は
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
利
用
者
の
保
護
を
図
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
を
促
進
す
る
う
え
で
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
健
全
な
発
展
を
促
す
契
機
に
も

な
る
と
い
え
よ
う
。
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九
二

六
　
今
後
の
課
題
と
展
望
─
結
び
に
代
え
て

本
稿
で
取
り
上
げ
た
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
基
本
理
念
（
同
法
三
条
）
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
変
化
の
激
し
い
デ
ジ
タ
ル
市

場
に
お
け
る
未
知
の
技
術
革
新
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
と
の
見
地
か
ら
、
従
来
の
伝
統
的
な
介
入
的
規
制
手
法
と
は
異
な
り
、
政
府
が
指

針
を
通
じ
て
柔
軟
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
つ
つ
、
各
々
の
特
定
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
こ
れ
を
参
考
と
し
な
が
ら
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公

正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
規
制
手
法
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
考
え
方
の
下
に
、
同
法
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
を
試
み
て
い
る
。

共
同
規
制
と
同
時
に
導
入
さ
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
の
制
度
は
、
政
府
の
示
す
目
的
達
成
の
た
め
の
い
わ
ば
車
の
両
輪
で
あ
っ

て
、
共
同
規
制
の
実
効
性
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
と
相
ま
っ
て
効
果
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
が
導
入
す
る
共
同
規
制
は
、
い
わ
ば
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
規
制
で
あ
り
、
細
や
か
な
行
為
義
務
を
示
す
ル
ー
ル

ベ
ー
ス
か
ら
、
最
終
的
に
達
成
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
示
す
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
に
移
行
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
高
度
な
デ
ジ
タ
ル
技

術
を
基
盤
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
手
法
が
法
規
制
の
標
準
モ
デ
ル
と
し
て
、
主
流
に
な
っ
て
行
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。

Ｄ
Ｐ
Ｆ
が
創
り
出
す
市
場
は
、
間
接
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
の
伴
う
多
面
市
場
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制
は
、
細
か
な
行
為

義
務
を
定
め
ず
、
ゴ
ー
ル
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
大
き
な
自
由
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ

に
は
様
々
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
す
べ
て
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
が
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
規
制
に
十
分
対
応
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
在
は
、

指
定
さ
れ
た
特
定
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
み
が
共
同
規
制
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
市
場
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
効
果
や
規
模
の
経

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
三

済
性
な
ど
を
通
じ
て
独
占
化
や
寡
占
化
が
進
み
や
す
く
、
一
部
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
市
場
で
は
、
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
促
進
す
る
た
め
に
は
、

他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
も
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制
の
手
法
は
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
ス
ピ
ー
ド
や
複
雑
さ
に
法
が
追

い
つ
け
な
い
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
政
府
が
示
す
目
的
達
成
に
向
け
て
、
利
用
規
約
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
標
準
を
策
定
し
、
利
用

関
係
者
な
ど
の
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
関
与
の
下
で
、
官
民
共
同
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
え

る
。（

1
） 

伊
永
大
輔
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
透
明
化
法
の
意
義
と
解
釈
運
用
の
方
向
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
五
巻
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
九
頁
、

平
山
賢
太
郎
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ
る
取
引
の
『
透
明
化
』」B

usiness L
aw

 Journal

一
三
巻
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
頁

以
下
、
三
六
頁
、
増
島
雅
和
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
透
明
化
法
の
概
要
と
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
の
今
後
」
経
理
情
報

一
六
〇
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
〇
頁
な
ど
。

（
2
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、

二
五
九
─
一
六
二
頁
。
経
済
産
業
省
「
第
四
次
産
業
革
命
に
向
け
た
横
断
的
制
度
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
一
六
年
九
月
）
で
は
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア

を
め
ぐ
り
、
決
済
手
段
に
対
す
る
拘
束
、
硬
直
的
な
価
格
体
系
、
ス
ト
ア
運
営
者
自
ら
の
提
供
す
る
ア
プ
リ
と
競
合
す
る
ア
プ
リ
の
排
除
、
販
売
や

返
金
処
理
な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供
の
少
な
さ
、
不
透
明
な
審
査
基
準
と
そ
の
運
用
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
北
島
洋

平
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
金
法
二
一
四
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
六

頁
以
下
、
経
済
産
業
省
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
行
の
施
行
に
向
け
た
論
点
」（
令
和
二

年
八
月
）
参
照
。

（
3
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
全
四
章
二
五
か
条
か
ら
成
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
六
一
頁
。
詳
細
は
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
三

済
性
な
ど
を
通
じ
て
独
占
化
や
寡
占
化
が
進
み
や
す
く
、
一
部
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
取
引
上
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
市
場
で
は
、
取
引
の
透
明
性
お
よ
び
公
正
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
行
う
よ
う
促
進
す
る
た
め
に
は
、

他
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
に
も
ゴ
ー
ル
ベ
ー
ス
の
共
同
規
制
の
手
法
は
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
ス
ピ
ー
ド
や
複
雑
さ
に
法
が
追

い
つ
け
な
い
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
政
府
が
示
す
目
的
達
成
に
向
け
て
、
利
用
規
約
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
標
準
を
策
定
し
、
利
用

関
係
者
な
ど
の
マ
ル
チ
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
る
関
与
の
下
で
、
官
民
共
同
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
え

る
。（

1
） 

伊
永
大
輔
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
透
明
化
法
の
意
義
と
解
釈
運
用
の
方
向
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
五
巻
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
九
頁
、

平
山
賢
太
郎
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ
る
取
引
の
『
透
明
化
』」B

usiness L
aw

 Journal

一
三
巻
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
頁

以
下
、
三
六
頁
、
増
島
雅
和
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
透
明
化
法
の
概
要
と
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
の
今
後
」
経
理
情
報

一
六
〇
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
〇
頁
な
ど
。

（
2
） 

長
谷
川
貞
之
「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
一
頁
以
下
、

二
五
九
─
一
六
二
頁
。
経
済
産
業
省
「
第
四
次
産
業
革
命
に
向
け
た
横
断
的
制
度
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
一
六
年
九
月
）
で
は
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア

を
め
ぐ
り
、
決
済
手
段
に
対
す
る
拘
束
、
硬
直
的
な
価
格
体
系
、
ス
ト
ア
運
営
者
自
ら
の
提
供
す
る
ア
プ
リ
と
競
合
す
る
ア
プ
リ
の
排
除
、
販
売
や

返
金
処
理
な
ど
に
関
す
る
情
報
提
供
の
少
な
さ
、
不
透
明
な
審
査
基
準
と
そ
の
運
用
な
ど
の
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
北
島
洋

平
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
金
法
二
一
四
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
六

頁
以
下
、
経
済
産
業
省
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
行
の
施
行
に
向
け
た
論
点
」（
令
和
二

年
八
月
）
参
照
。

（
3
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
透
明
化
法
は
、
全
四
章
二
五
か
条
か
ら
成
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
六
一
頁
。
詳
細
は
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

九
四

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
係
る
政
省
令
お
よ
び
指
針
の
概
要
」
金
法
二
一
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
二

頁
以
下
。
同
人
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
同
趣
旨
の
解
説
と
し
て
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向

上
に
関
す
る
法
律 

政
省
令
及
び
指
針
の
概
要
」
公
正
取
引
八
四
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
三
頁
以
下
、
村
瀬
光
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
政
省
令
・
指
針
の
解
説
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
二
一
年
五
月
号
五
頁
以
下
、
山
田
真
由
葉
ほ
か

「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
政
省
令
・
指
針
の
解
説
（
一
）
─
制
度
の
概
要
」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
頁
以
下
が
あ
る
。
指
針
に
つ
い
て
は
、
梶
元
孝
太
郎
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及

び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
政
省
令
・
指
針
の
解
説
（
一
）
─
指
針
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
三
（
二
〇
二
一
年
）
三
四
頁
以
下
を

参
照
。

（
4
） 

羽
深
宏
樹
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
透
明
化
法
に
み
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
在
り
方
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
四
巻
五
号

（
二
〇
二
一
年
）
四
四
頁
。

（
5
） 

先
行
研
究
と
し
て
、
安
平
武
彦
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ
る
規
制
の
到
達
点
と
実
務
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」

Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
三
頁
以
下
、
一
一
九
六
号
（
同
年
）
五
八
頁
以
下
、
一
一
九
九
号
（
同
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
の
ほ
か
、
岸

原
孝
昌
「
ア
プ
リ
事
業
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
透
明
化
法
と
関
連
施
策
に
関
す
る
考
察
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
五
巻
四
号

（
二
〇
二
一
年
）
一
六
頁
以
下
、
宮
下
佳
之
「『
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
』
に
つ
い
て
」

コ
ピ
ラ
イ
ト
七
二
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
四
頁
以
下
、
平
山
・
前
掲
注（
１
）三
四
頁
以
下
、
増
島
・
前
掲
注（
１
）三
〇
頁
以
下
、
羽
深
・
前
掲
注（
４
）

四
四
頁
以
下
、
伊
永
・
前
掲
注（
１
）二
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
6
） 

共
同
規
制
と
い
う
新
た
な
規
制
手
法
の
意
義
に
つ
き
、
羽
深
・
前
掲
注（
４
）四
八
頁
。

（
7
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
の
立
法
経
緯
は
、
板
倉
陽
一
郎
「『
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に

関
す
る
法
律
』
の
概
要
と
企
業
対
応
の
要
点
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
、
同
「「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
経
緯
と
概
要
」
自
由
と
正
義
七
二
巻
一
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
五
頁
以

下
に
詳
し
い
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
の
意
義
お
よ
び
解
釈
上
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
安
平
武
彦
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
め
ぐ

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
五

る
規
制
の
到
達
点
と
実
務
（
三
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
、
石
井
夏
生
利
「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
消
費
者
取
引
に
お
け
る
売
主
の
本
人
確
認
の
あ
り
方
」
現
代
消
費
者
法
五
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
八
頁
以
下
、
槇
本
英
之
ほ
か
「
取

引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
公
正
取
引
八
一
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
八
頁
以

下
、
鹿
野
菜
穂
子
「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
意
義
と
残
さ
れ
た
課
題
」
自
由
と

正
義
七
二
巻
一
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
8
） 

全
体
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
太
伸
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
三
八
号
）」
自
由
と
正
義
七
一
巻
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
〇
頁
以
下
、
四
〇
─
四
一
頁
に
詳
し
い
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
ル
ー
ル
整
備
に
向

け
た
検
討
に
つ
き
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
六
─
二
七
頁
以
下
。

（
9
） 

北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。
そ
の
後
、
有
識
者
会
議
は
取
引
環
境
の
透
明
性
・
公
正
性
確
保
に
向
け
た
具
体
的

な
制
度
設
計
の
選
択
肢
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
に
関

す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
」
を
公
表
し
て
い
る
。

（
10
） 

北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。

（
11
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
六
一
頁
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。

（
12
） 

公
正
取
引
委
員
会
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
取
引
慣
行
等
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」（
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
）。

（
13
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
三
七
─
三
八
頁
。

（
14
） 

羽
深
・
前
掲
注（
４
）四
四
頁
。

（
15
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
七
七
頁
以
下
。
こ
れ
に
続
く
論
稿
と
し
て
、
長
谷
川
貞
之
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と

契
約
上
の
責
任
」
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

増
島
・
前
掲
注（
１
）三
二
─
三
三
頁
。

（
17
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
概
念
の
多
義
性
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
四
六
─
一
四
七
頁
。

（
18
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
三
四
頁
。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
五

る
規
制
の
到
達
点
と
実
務
（
三
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
、
石
井
夏
生
利
「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
消
費
者
取
引
に
お
け
る
売
主
の
本
人
確
認
の
あ
り
方
」
現
代
消
費
者
法
五
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
八
頁
以
下
、
槇
本
英
之
ほ
か
「
取

引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
公
正
取
引
八
一
九
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
八
頁
以

下
、
鹿
野
菜
穂
子
「
取
引
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
す
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
意
義
と
残
さ
れ
た
課
題
」
自
由
と

正
義
七
二
巻
一
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
8
） 

全
体
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
太
伸
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
三
八
号
）」
自
由
と
正
義
七
一
巻
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
四
〇
頁
以
下
、
四
〇
─
四
一
頁
に
詳
し
い
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
対
す
る
ル
ー
ル
整
備
に
向

け
た
検
討
に
つ
き
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
六
─
二
七
頁
以
下
。

（
9
） 

北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。
そ
の
後
、
有
識
者
会
議
は
取
引
環
境
の
透
明
性
・
公
正
性
確
保
に
向
け
た
具
体
的

な
制
度
設
計
の
選
択
肢
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
ビ
ジ
ネ
ス
の
台
頭
に
対
応
し
た
ル
ー
ル
整
備
に
関

す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
」
を
公
表
し
て
い
る
。

（
10
） 

北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。

（
11
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
六
一
頁
、
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
七
頁
。

（
12
） 

公
正
取
引
委
員
会
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
取
引
慣
行
等
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」（
令
和
元
年
一
〇
月
三
一
日
）。

（
13
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
三
七
─
三
八
頁
。

（
14
） 

羽
深
・
前
掲
注（
４
）四
四
頁
。

（
15
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
七
七
頁
以
下
。
こ
れ
に
続
く
論
稿
と
し
て
、
長
谷
川
貞
之
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と

契
約
上
の
責
任
」
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

増
島
・
前
掲
注（
１
）三
二
─
三
三
頁
。

（
17
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
概
念
の
多
義
性
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
四
六
─
一
四
七
頁
。

（
18
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
三
四
頁
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

九
六

（
19
） 

増
島
・
前
掲
注（
１
）三
〇
頁
。

（
20
） 

中
川
丈
久
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
消
費
者
取
引
」
ジ
ュ
リ
一
五
五
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
〇
頁
、
四
一
頁
以
下
。

（
21
） 
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
四
七
頁
以
下
。

（
22
） 
二
〇
二
〇
年
一
月
の
第
三
回
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
の
決
定
事
項
で
あ
る
。
北
島
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）［
金
法
二
一
四
三
号
］
二
九
頁
。

（
23
） 

オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
に
つ
き
政
令
一
項
の
表
一
号
、
ア
プ
リ
ス
ト
ア
に
つ
き
政
令
一
項
の
表
二
号
参
照
。
詳
細
は
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）

［
金
法
二
一
六
〇
号
］
三
三
─
三
四
頁
。

（
24
） 

村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）［
金
法
二
一
六
〇
号
］
四
一
頁
、
小
川
聖
史
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
取
引
透
明
化
法
の
最
新
動
向
と
今
後

の
展
開
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
七
号
（
二
〇
二
一
年
）
九
一
頁
以
下
、
九
三
頁
、
安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
六
号
］
五
九
頁
な
ど
。

（
25
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
三
五
頁
注
３
。

（
26
） 

安
平
・
前
掲
注（
５
）［
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
］
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
九
四
号
三
五
注
５
。

（
27
） 

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
全
般
に
共
通
す
る
法
律
上
の
留
意
点
に
つ
き
、
矢
田
悠
＝
玉
川
竜
太
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
始
め
る
際
の
留
意
点
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
九
巻
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
二
八
頁
、
一
二
九
頁
以
下
。

（
28
） 

羽
深
・
前
掲
注（
４
）四
四
頁
。

（
29
） 

伊
永
・
前
掲
注（
１
）三
五
頁
。

（
30
） 

詳
し
く
は
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）［
金
法
二
一
六
〇
号
］
三
六
─
三
八
頁
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）［
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
四
巻
五
号
］
七
─

一
一
頁
な
ど
。

（
31
） 

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
の
イ
ラ
ク
の
バ
グ
ダ
ー
ド
に
お
け
る
九
世
紀
の
数
学
者
ア
ル
・
フ
ワ
ー
リ
ズ
ミ
ー
（A

l-

K
huw

ārizm
ī

：ca. 780-ca.850

）
の
名
前
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
彼
が
イ
ン
ド
数
学
を
紹
介
し
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
著
作
『
イ
ン
ド
の
数

の
計
算
法
』（K

itāb al-Jām
’a w

a ’l-T
afrīq bi ’l-H

isāb al-H
indī, 

八
二
五
年
）
が
一
二
世
紀
に
『
ア
ル
ゴ
リ
ト
ミ
・
デ
・
ヌ
ー
メ
ロ
・
イ
ン
ド

ル
ム
』（A

lgoritm
i de num

ero Indorum

）
と
い
う
題
名
で
ラ
テ
ン
語
に
訳
さ
れ
、
西
洋
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
翻
訳
本
は
通
称
『
ア
ル
ゴ
リ
ト

ミ
』
と
呼
ば
れ
、
五
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
の
大
学
で
数
学
の
主
要
な
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
が
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の

）
二
二
八
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
七

語
源
の
由
来
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（P

anos L
ouridas, A

lgorithm
s, M

IT
 P

ess 2020, 6-7

）。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
介
し
て
動
作
す
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
Ａ
Ｉ
が
、
多
く
の
取
引
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
間
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ

て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
装
備
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
の
応
用
が
進
む
こ
と
で
、
予
測
や
識
別
な
ど
ビ
ジ
ネ
ス
や
日
常
に
お
け
る
諸
問
題
へ
の
応
用
が
飛
躍
的
に
進
化
し
て

行
く
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
膨
大
な
デ
ー
タ
か
ら
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
一
定
の
数
値
や
項
目
が
導
か
れ
る
場
合
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
る
決

定
の
プ
ロ
セ
ス
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
状
態
に
あ
り
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
透
明
性
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
（F

rank P
asquale, 

T
he B

lack B
ox S

ociety: T
he S

ecret A
lgorithm

s that C
ontrol M

oney and Inform
ation, H

arvard U
niversity P

ress, 2016

）。
ま
た
、

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
は
そ
れ
ら
を
実
行
す
る
方
法
を
自
律
的
に
決
定
す
る
が
、
人
間
の
選
択
の
基
礎
と
な
る
意
思
と
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
の
自

律
性
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
人
間
の
意
思
と
異
な
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
選
択
や
Ａ
Ｉ
行
動
に
よ
り
、
相
手
方
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
、
そ

の
損
害
を
誰
に
・
ど
の
よ
う
な
形
で
帰
属
さ
せ
る
ど
う
か
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
福
岡
真
之
介
編
著

『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』（
二
〇
二
〇
年
、
商
事
法
務
）
一
四
八
頁
以
下
、
河
島
茂
夫
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
三
頁
以
下
、

一
八
一
頁
な
ど
参
照
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
契
約
に
つ
き
、L

auren H
enry S

cholz, A
lgorith

m
ic C

on
tracts, 20 S

T
A

N
. T

E
C

H
. L

. R
E

V
. 

128 

（2017

）; T
im

othy D
. R

obinson, A
 N

orm
ative E

valu
ation

 of A
lgorith

m
ic L

aw
, 23 A

U
C

K
L

A
N

D
 U

. L
. R

E
V

. 293 

（2017

）. 

M
ichal G

al, , A
lgorith

m
ic C

h
allen

ges to A
u

ton
om

ou
s C

h
oice 

（2017

）, A
vailable at S

S
R

N
: https://ssrn.com

/abstract=2971456.

（
32
） 

第
三
回
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
・
配
布
資
料
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要
」

（
二
〇
二
〇
年
一
月
）
参
照
。https://w

w
w

..kantei.go.jp/jp/singi/digitalm
arket/kyosokaigi/dai3/siryou1.pdf

（
33
） 

詳
細
は
、
梶
元
・
前
掲
注（
３
）三
五
─
三
八
頁
。
指
針
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）［
金
法
二
一
六
〇
号
］
四
〇
頁
。

（
34
） 

梶
元
・
前
掲
注（
３
）三
九
頁
。

（
35
） 

上
杉
秋
則
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
と
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
」
国
際
商
事
法
務
四
九
巻
五
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
八
八
頁

以
下
、
泉
水
文
雄
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ル
ー
ル
整
備
と
競
争
政
策
」
公
正
取
引
八
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
頁
以
下
、
小
川
聖

史
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
競
争
法
・
競
争
政
策
」
公
正
取
引
八
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
な
ど
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
議
論
の
概

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
七

語
源
の
由
来
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（P

anos L
ouridas, A

lgorithm
s, M

IT
 P

ess 2020, 6-7

）。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
介
し
て
動
作
す
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
Ａ
Ｉ
が
、
多
く
の
取
引
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
間
の
選
択
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ

て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｄ
Ｐ
Ｆ
に
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
装
備
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
の
応
用
が
進
む
こ
と
で
、
予
測
や
識
別
な
ど
ビ
ジ
ネ
ス
や
日
常
に
お
け
る
諸
問
題
へ
の
応
用
が
飛
躍
的
に
進
化
し
て

行
く
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
膨
大
な
デ
ー
タ
か
ら
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
用
い
て
一
定
の
数
値
や
項
目
が
導
か
れ
る
場
合
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
る
決

定
の
プ
ロ
セ
ス
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
状
態
に
あ
り
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
透
明
性
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
（F

rank P
asquale, 

T
he B

lack B
ox S

ociety: T
he S

ecret A
lgorithm

s that C
ontrol M

oney and Inform
ation, H

arvard U
niversity P

ress, 2016

）。
ま
た
、

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
は
そ
れ
ら
を
実
行
す
る
方
法
を
自
律
的
に
決
定
す
る
が
、
人
間
の
選
択
の
基
礎
と
な
る
意
思
と
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
Ａ
Ｉ
の
自

律
性
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
人
間
の
意
思
と
異
な
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
選
択
や
Ａ
Ｉ
行
動
に
よ
り
、
相
手
方
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
、
そ

の
損
害
を
誰
に
・
ど
の
よ
う
な
形
で
帰
属
さ
せ
る
ど
う
か
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
福
岡
真
之
介
編
著

『
Ａ
Ｉ
の
法
律
』（
二
〇
二
〇
年
、
商
事
法
務
）
一
四
八
頁
以
下
、
河
島
茂
夫
『
未
来
技
術
の
倫
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
三
頁
以
下
、

一
八
一
頁
な
ど
参
照
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
契
約
に
つ
き
、L

auren H
enry S

cholz, A
lgorith

m
ic C

on
tracts, 20 S

T
A

N
. T

E
C

H
. L

. R
E

V
. 

128 

（2017

）; T
im

othy D
. R

obinson, A
 N

orm
ative E

valu
ation

 of A
lgorith

m
ic L

aw
, 23 A

U
C

K
L

A
N

D
 U

. L
. R

E
V

. 293 

（2017

）. 

M
ichal G

al, , A
lgorith

m
ic C

h
allen

ges to A
u

ton
om

ou
s C

h
oice 

（2017

）, A
vailable at S

S
R

N
: https://ssrn.com

/abstract=2971456.

（
32
） 

第
三
回
デ
ジ
タ
ル
市
場
競
争
会
議
・
配
布
資
料
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要
」

（
二
〇
二
〇
年
一
月
）
参
照
。https://w

w
w

..kantei.go.jp/jp/singi/digitalm
arket/kyosokaigi/dai3/siryou1.pdf

（
33
） 

詳
細
は
、
梶
元
・
前
掲
注（
３
）三
五
─
三
八
頁
。
指
針
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
村
瀬
ほ
か
・
前
掲
注（
３
）［
金
法
二
一
六
〇
号
］
四
〇
頁
。

（
34
） 

梶
元
・
前
掲
注（
３
）三
九
頁
。

（
35
） 

上
杉
秋
則
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
と
優
越
的
地
位
の
濫
用
規
制
」
国
際
商
事
法
務
四
九
巻
五
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
八
八
頁

以
下
、
泉
水
文
雄
「
デ
ジ
タ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ル
ー
ル
整
備
と
競
争
政
策
」
公
正
取
引
八
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
頁
以
下
、
小
川
聖

史
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
競
争
法
・
競
争
政
策
」
公
正
取
引
八
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
頁
以
下
な
ど
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
取
引
を
め
ぐ
る
議
論
の
概

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

九
八

要
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
五
九
─
一
六
二
頁
、
一
七
七
頁
以
下
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
全
般
に
共
通
す
る
法
律
上
の
留
意
点
に
つ
い
て
は
、
矢
田
＝

玉
川
・
前
掲
注（
27
）一
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
36
） 
別
所
直
哉
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
九
頁
。

（
37
） 
北
島
洋
平
ほ
か
「
特
定
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
透
明
性
及
び
公
正
性
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」L

aw
 &

 T
echnology 

八
九

号
（
二
〇
二
〇
年
）
六
四
頁
以
下
。

（
38
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
八
〇
頁
。

（
39
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
八
一
─
一
八
七
頁
。

（
40
） 

Ｄ
Ｐ
Ｆ
消
費
者
利
益
保
護
法
は
、
公
布
日
で
あ
る
二
〇
二
一
年
五
月
一
〇
日
か
ら
一
年
以
内
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
41
） 

藤
井
康
次
郎
＝
角
田
龍
哉
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
側
の
視
点
」
ジ
ュ
リ
一
五
四
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
三
頁
以
下
。
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
社
会
的
責
任
に
つ
き
、
松
本
恒
雄
「
安
心
で
信
頼
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
た
め
に
」
情
報
法
制
研
究
七
号
（
二
〇
二
〇

年
）
一
頁
以
下
、
一
─
二
頁
。

（
42
） 

玉
川
竜
太
「
一
（
イ
チ
）
か
ら
始
め
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
」
法
律
実
務
研
究
三
五
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
三
三
頁
以
下
、

一
三
八
頁
。
な
お
、
業
法
の
中
に
は
、
表
示
・
広
告
規
制
に
つ
い
て
規
制
対
象
を
自
ら
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
に
限
定
し
て
い
な
い
も
の

や
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
六
六
条
・
六
八
条
、
健
康
増
進
法
三
一
条
）、
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
よ
う
な
仲
介
業
者
に
対
し
て
も
広
告
規
制
を
及
ぼ
し

て
い
る
も
の
が
あ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
三
七
条
）。

（
43
） 

個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
め
ぐ
る
法
律
と
実
務
は
、
今
日
激
動
の
最
中
に
あ
る
。
最
近
の
個
人
情
報
保
護
法
の
改
正
に
つ
き
、
村
瀬
光
ほ

か
「『
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』（
令
和
二
年
改
正
）
等
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
三
巻
一
〇
号

（
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
以
下
、
佐
藤
一
郎
「
技
術
的
観
点
か
ら
見
た
改
正
個
人
情
報
保
護
法
─
技
術
的
に
将
来
を
見
通
し
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
七
三

巻
一
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
以
下
、
岡
田
淳
ほ
か
「
個
人
情
報
と
は
何
か
─
容
易
照
合
性
、
仮
名
加
工
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
の
概
念
を
中

心
と
し
た
考
察
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
〇
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
五
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
44
） 

植
田
貴
之
「
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
で
の
デ
ー
タ
利
活
用
に
係
る
規
定
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
一
頁
以
下
、
三
二
頁
。

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
九

（
45
） 

大
坪
く
る
み
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
作
成
・
審
査
の
際
の
着
眼
点
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
五
頁
以
下
。

（
46
） 

渡
邊
涼
介
ほ
か
編
著
『
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
律
問
題
と
実
務
』（
青
林
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
八
─
一
〇
頁
、
玉
川
・
前
掲
注（
42
）

一
四
二
頁
。

（
47
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）二
八
三
頁
以
下
、
二
九
二
─
二
九
六
頁
、
三
二
二
頁
以
下
［
石
田
健
］。

（
48
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）三
〇
四
頁
、
三
一
一
頁
以
下
［
石
田
健
］。

（
49
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
一
─
一
四
二
頁
、
一
五
九
頁
注
15
。

（
50
） 

公
取
委
が
事
件
処
理
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
規
範
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
相
対
的
に
緩
や
か
な
規
範
で
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る
。
白
石
忠
志
「
行
為
者
に
有
利
な
事
件
処
理
に
よ
る
独
禁
法
上
の
規
範
形
成
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
中
里
実
編
『
政
府
規
制
ソ
フ
ト

ロ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
一
五
九
頁
。
し
か
し
、
そ
の
妥
当
性
や
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
十
分
に
理
論
的
な
検
討

が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
瀧
澤
紗
矢
子
「
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
問
題
解
消
措
置
を
通
じ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
形
成
に
関
す
る
一
考

察
」
中
山
信
久
編
集
代
表
・
中
里
実
編
『
政
府
規
制
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
一
二
一
─
一
二
二
頁
、
泉
水

文
雄
「
企
業
結
合
規
則
に
お
け
る
救
済
措
置
の
設
計
と
手
続
の
あ
り
方
」
日
本
経
済
学
会
年
報
二
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
五
頁
以
下
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の

市
場
に
お
け
る
優
越
的
地
位
と
市
場
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
武
田
邦
宣
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
分
析
」
公
正
取
引
七
七
九
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
九
頁
以
下
。

（
51
） 

詳
し
く
は
、
渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
42
）三
二
七
頁
、
三
三
一
頁
以
下
。

（
52
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
八
頁
。

（
53
） 

詳
し
く
は
、
玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
七
─
一
四
八
頁
。

（
54
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
五
〇
頁
。
詳
し
く
は
、
戸
嶋
浩
二
「
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
・
カ
ー
シ
ェ
ア
規
制
の
論
点
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
七
号
（
二
〇
一
七

年
）
三
〇
頁
以
下
。

（
55
） 

資
金
稼
働
業
の
登
録
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
買
主
か
ら
預
か
っ
て
い
る
金
額
以
上
履
行
保
証
金
の
供
託
（
最
低

一
〇
〇
〇
万
円
。
資
金
決
済
法
四
三
条
、
同
施
行
令
一
四
条
）
の
ほ
か
、
安
全
管
理
措
置
（
同
法
四
九
条
）
や
利
用
者
の
本
人
確
認
（
犯
罪
収
益
移

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

九
九

（
45
） 

大
坪
く
る
み
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
作
成
・
審
査
の
際
の
着
眼
点
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
五
頁
以
下
。

（
46
） 

渡
邊
涼
介
ほ
か
編
著
『
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
律
問
題
と
実
務
』（
青
林
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
八
─
一
〇
頁
、
玉
川
・
前
掲
注（
42
）

一
四
二
頁
。

（
47
） 
渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）二
八
三
頁
以
下
、
二
九
二
─
二
九
六
頁
、
三
二
二
頁
以
下
［
石
田
健
］。

（
48
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）三
〇
四
頁
、
三
一
一
頁
以
下
［
石
田
健
］。

（
49
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
一
─
一
四
二
頁
、
一
五
九
頁
注
15
。

（
50
） 

公
取
委
が
事
件
処
理
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
規
範
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
相
対
的
に
緩
や
か
な
規
範
で
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る
。
白
石
忠
志
「
行
為
者
に
有
利
な
事
件
処
理
に
よ
る
独
禁
法
上
の
規
範
形
成
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
中
里
実
編
『
政
府
規
制
ソ
フ
ト

ロ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
一
五
九
頁
。
し
か
し
、
そ
の
妥
当
性
や
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
十
分
に
理
論
的
な
検
討

が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
瀧
澤
紗
矢
子
「
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
問
題
解
消
措
置
を
通
じ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
形
成
に
関
す
る
一
考

察
」
中
山
信
久
編
集
代
表
・
中
里
実
編
『
政
府
規
制
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
一
二
一
─
一
二
二
頁
、
泉
水

文
雄
「
企
業
結
合
規
則
に
お
け
る
救
済
措
置
の
設
計
と
手
続
の
あ
り
方
」
日
本
経
済
学
会
年
報
二
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
五
頁
以
下
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の

市
場
に
お
け
る
優
越
的
地
位
と
市
場
経
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
武
田
邦
宣
「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
市
場
分
析
」
公
正
取
引
七
七
九
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
九
頁
以
下
。

（
51
） 

詳
し
く
は
、
渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
42
）三
二
七
頁
、
三
三
一
頁
以
下
。

（
52
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
八
頁
。

（
53
） 

詳
し
く
は
、
玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
七
─
一
四
八
頁
。

（
54
） 

玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
五
〇
頁
。
詳
し
く
は
、
戸
嶋
浩
二
「
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
・
カ
ー
シ
ェ
ア
規
制
の
論
点
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
九
七
号
（
二
〇
一
七

年
）
三
〇
頁
以
下
。

（
55
） 

資
金
稼
働
業
の
登
録
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
買
主
か
ら
預
か
っ
て
い
る
金
額
以
上
履
行
保
証
金
の
供
託
（
最
低

一
〇
〇
〇
万
円
。
資
金
決
済
法
四
三
条
、
同
施
行
令
一
四
条
）
の
ほ
か
、
安
全
管
理
措
置
（
同
法
四
九
条
）
や
利
用
者
の
本
人
確
認
（
犯
罪
収
益
移

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
〇

転
防
止
法
二
条
二
項
三
〇
号
、
四
条
）
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
五
一
─
一
五
三
頁
。

（
56
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
動
向
に
つ
き
、
宮
居
雅
宣
『
決
済
サ
ー
ビ
ス
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
の
本
質
』（
金
融
財
政

事
情
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
）
二
頁
以
下
、
四
五
─
九
四
頁
。

（
57
） 
詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
八
八
頁
。

（
58
） 

経
済
産
業
省
「
電
子
法
取
引
及
び
情
報
財
取
引
に
関
す
る
準
則
」（
二
〇
一
八
年
七
月
）
七
三
頁
。

（
59
） 

本
裁
判
例
で
は
、
モ
ー
ル
の
運
営
者
は
商
標
権
侵
害
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
八
日
以
内
に
侵
害
商
品
を
削
除
し
て
お
り
、
損
害
賠
償
責
任

を
否
定
さ
れ
た
。
玉
川
・
前
掲
注（
42
）一
四
四
頁
。
詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
２
）一
八
九
頁
。

（
60
） 

詳
細
は
、
渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）一
七
八
─
一
八
〇
頁
［
梅
本
大
祐
］。

（
61
） 

前
田
泰
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
法
改
正
の
意
義
─
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
責
任
の
観
点
か
ら
─
」
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
二
九
巻

（
二
〇
二
二
年
）
一
頁
以
下
、
三
頁
、
神
田
知
宏
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
削
除
請
求
・
発
信
者
情
報
請
求
の
実
務
と
書
式
』（
日
本
加
除
出
版
、

二
〇
二
一
年
）
五
一
頁
。
こ
れ
ま
で
の
情
報
開
示
請
求
の
利
用
状
況
に
つ
き
、
町
村
泰
貴
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
施
行
後
の
状
況
（
上
）（
下
）」

L
aw

 &
 T

echnology 

二
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
〇
頁
以
下
、
二
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
四
頁
以
下
、
大
村
真
一
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法

の
概
要
─
法
の
概
要
と
制
定
一
〇
年
後
の
検
証
の
概
要
」
堀
部
政
男
監
修
『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法 

実
務
と
理
論
─
施
行
一
〇
年
の
帰
責
と
展

望
─
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
62
） 

平
成
二
三
年
の
省
令
改
正
に
よ
り
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識
別
符
号
」
お
よ
び
「
Ｓ
Ｍ
カ
ー
ド
識
別
番
号
」
を
、
平
成

二
七
年
の
省
令
改
正
に
よ
り
「
ポ
ー
ト
番
号
」
を
、
令
和
二
年
省
令
改
正
に
よ
り
「
発
信
者
の
電
話
番
号
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
信
者
情
報
に
追
加
し

て
い
る
。

（
63
） 

今
回
の
法
改
正
の
た
め
の
検
討
作
業
は
、
総
務
省
の
「
発
信
者
情
報
開
示
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
同
研
究

会
の
「
最
終
と
り
ま
と
め
」
が
改
正
法
の
趣
旨
を
知
る
た
め
の
第
一
次
資
料
で
あ
る
。
改
正
法
成
立
に
至
る
経
緯
と
改
正
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

高
田
裕
介
ほ
か
「『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』（
令
和
三
年
改
正
）
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
〇
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
四

頁
以
下
、
高
田
裕
介
ほ
か
「『
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』（
令
和
三
年
改
正
）
に
つ
い
て
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
七
二
六
号

）
二
二
七
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
一

（
二
〇
二
一
年
）
三
四
頁
以
下
、
曽
我
部
真
裕
「
改
正
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
概
要
と
成
立
の
背
景
・
経
緯
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号

（
二
〇
二
一
年
）
八
一
頁
以
下
、
佐
々
木
奏
「
新
し
い
裁
判
手
続
を
創
設
！ 

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
改
正
」
企
業
会
計
七
三
巻
九
号

（
二
〇
二
一
年
）
一
三
四
頁
以
下
、
成
原
慧
「
媒
介
者
責
任
の
再
検
討
─
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
改
正
お
よ
び
関
連
す
る
取
組
み
の
意
義
と
課
題
」

法
セ
ミ
八
〇
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
五
頁
以
下
、
奥
田
健
斗
「
新
法
令
紹
介
」
自
由
と
正
義
七
二
巻
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
五
四
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

清
水
洋
平
＝
中
澤
祐
一
「
新
た
な
裁
判
手
続
─
『
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
』
の
概
要
と
活
用
方
法
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号

（
二
〇
二
一
年
）
八
九
頁
以
下
。

（
65
） 

清
水
陽
平
「
開
示
請
求
の
対
象
拡
大
─
電
話
番
号
・
ロ
グ
イ
ン
型
投
稿
の
追
加
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
八
四
頁
以
下
。

（
66
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
。

（
67
） 

前
田
・
前
掲
注（
61
）五
頁
、
前
田
泰
「
匿
名
で
取
引
す
る
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
者
の
責
任
─
履
行
請
求
権
の
視
点
か
ら
」
群
馬
大
学
社
会
情

報
学
部
研
究
論
集
二
八
巻
（
二
〇
二
一
年
）
九
九
頁
、
一
一
八
頁
以
下
。

（
68
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
以
下
、
三
四
〇
頁
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を
管
理
運
営
す
る
検
索
事
業
者
に
対
し
て
検
索
結
果
（
例
え
ば
、

犯
罪
歴
や
忌
ま
わ
し
い
過
去
な
ど
）
の
削
除
を
求
め
て
争
わ
れ
る
近
時
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
内
田
貴
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
検
索
結
果

の
削
除
に
つ
い
て
─
『
情
報
流
通
基
盤
』
を
考
え
る
視
点
」〈
中
田
裕
康
先
生
古
稀
記
念
〉『
民
法
学
の
継
承
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）

七
〇
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
69
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）一
六
二
頁
［
渡
邊
涼
介
］。

（
70
） 

有
馬
優
人
「
免
責
条
項
の
有
効
性
・
有
用
性
の
考
察
と
有
事
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
三
頁
以
下
、

二
四
頁
。

（
71
） 

詳
細
は
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
消
費
者
契
約
法 

逐
条
解
説
」（
平
成
三
一
年
二
月
）
一
六
二
頁
。

（
72
） 

有
馬
・
前
掲
注（
70
）二
四
頁
。

（
73
） 

詳
し
く
は
、
須
藤
希
祥
「
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
を
め
ぐ
る
議
論
の
最
新
動
向
と
対
応
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
八
頁
以

下
。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
一

（
二
〇
二
一
年
）
三
四
頁
以
下
、
曽
我
部
真
裕
「
改
正
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
概
要
と
成
立
の
背
景
・
経
緯
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号

（
二
〇
二
一
年
）
八
一
頁
以
下
、
佐
々
木
奏
「
新
し
い
裁
判
手
続
を
創
設
！ 

プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
改
正
」
企
業
会
計
七
三
巻
九
号

（
二
〇
二
一
年
）
一
三
四
頁
以
下
、
成
原
慧
「
媒
介
者
責
任
の
再
検
討
─
プ
ロ
バ
イ
ダ
責
任
制
限
法
改
正
お
よ
び
関
連
す
る
取
組
み
の
意
義
と
課
題
」

法
セ
ミ
八
〇
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
五
頁
以
下
、
奥
田
健
斗
「
新
法
令
紹
介
」
自
由
と
正
義
七
二
巻
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
五
四
頁
以
下
な
ど
。

（
64
） 

清
水
洋
平
＝
中
澤
祐
一
「
新
た
な
裁
判
手
続
─
『
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
』
の
概
要
と
活
用
方
法
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号

（
二
〇
二
一
年
）
八
九
頁
以
下
。

（
65
） 

清
水
陽
平
「
開
示
請
求
の
対
象
拡
大
─
電
話
番
号
・
ロ
グ
イ
ン
型
投
稿
の
追
加
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
八
四
頁
以
下
。

（
66
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
。

（
67
） 

前
田
・
前
掲
注（
61
）五
頁
、
前
田
泰
「
匿
名
で
取
引
す
る
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
者
の
責
任
─
履
行
請
求
権
の
視
点
か
ら
」
群
馬
大
学
社
会
情

報
学
部
研
究
論
集
二
八
巻
（
二
〇
二
一
年
）
九
九
頁
、
一
一
八
頁
以
下
。

（
68
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
以
下
、
三
四
〇
頁
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を
管
理
運
営
す
る
検
索
事
業
者
に
対
し
て
検
索
結
果
（
例
え
ば
、

犯
罪
歴
や
忌
ま
わ
し
い
過
去
な
ど
）
の
削
除
を
求
め
て
争
わ
れ
る
近
時
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
内
田
貴
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
検
索
結
果

の
削
除
に
つ
い
て
─
『
情
報
流
通
基
盤
』
を
考
え
る
視
点
」〈
中
田
裕
康
先
生
古
稀
記
念
〉『
民
法
学
の
継
承
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）

七
〇
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
69
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）一
六
二
頁
［
渡
邊
涼
介
］。

（
70
） 

有
馬
優
人
「
免
責
条
項
の
有
効
性
・
有
用
性
の
考
察
と
有
事
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
三
頁
以
下
、

二
四
頁
。

（
71
） 

詳
細
は
、
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
消
費
者
契
約
法 

逐
条
解
説
」（
平
成
三
一
年
二
月
）
一
六
二
頁
。

（
72
） 

有
馬
・
前
掲
注（
70
）二
四
頁
。

（
73
） 

詳
し
く
は
、
須
藤
希
祥
「
サ
ル
ベ
ー
ジ
条
項
を
め
ぐ
る
議
論
の
最
新
動
向
と
対
応
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
八
頁
以

下
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
二

（
74
） 

須
藤
・
前
掲
注（
73
）二
八
─
二
九
頁
。

（
75
） 

須
藤
・
前
掲
注（
73
）二
九
頁
。

（
76
） 
山
下
友
信
「
定
型
約
款
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅲ 

契
約
（
二
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
三
七
頁
以
下
。

（
77
） 
大
村
敦
志
『
消
費
者
法
［
第
四
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
78
） 

吉
川
翔
子
「
改
正
民
法
関
連
規
定
か
ら
検
討
す
る
有
効
な
『
同
意
取
得
』
方
法
と
は
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
一
巻
八
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
二
頁

以
下
、
一
三
頁
。

（
79
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）三
七
九
頁
［
今
村
敏
］。
定
型
約
款
の
例
と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
物
品
売
買
に
お
け
る
購
入

約
款
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
利
用
契
約
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
利
用
規
約
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
筒
井

健
夫
＝
村
松
秀
樹
『
一
問
一
答 
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
四
三
頁
以
下
、
村
松
秀
樹
＝
松
尾
博
憲
『
定
型
約
款

の
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
五
〇
頁
。

（
80
） 

渡
邊
ほ
か
編
著
・
前
掲
注（
46
）八
七
頁
［
梅
本
大
祐
］。
み
な
し
合
意
か
ら
の
除
外
規
定
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
山
下
・
前
掲
注（
76
）

一
三
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
81
） 

筒
井
＝
村
松
・
前
掲
注（
79
）二
五
二
頁
、
村
松
＝
松
尾
・
前
掲
注（
79
）九
一
頁
。

（
82
） 

山
下
・
前
掲
注（
76
）一
五
二
頁
。

（
83
） 

山
下
・
前
掲
注（
76
）一
五
二
頁
。
改
正
民
法
五
四
八
条
の
二
第
二
項
の
提
案
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
森
田
修
「
約
款
規
制
─
制
度
の
基
本
構
造

を
中
心
に
（
そ
の
三
）」
法
教
四
三
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
五
頁
以
下
参
照
。

（
84
） 

【
部
会
資
料
八
六
─
二
】
三
頁
。
四
つ
の
最
高
裁
判
例
の
概
括
的
な
検
討
に
つ
き
、
山
下
・
前
掲
注（
76
）一
五
七
─
一
六
二
頁
。

（
85
） 

山
下
・
前
掲
注（
76
）一
五
二
頁
。
山
本
敬
三
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定
型
約
款
』
の
規
制
と
そ
の
問
題
点
」
消
費
者
法
研
究
三
号

（
二
〇
一
七
年
）
三
一
頁
以
下
、
六
二
頁
は
、
五
〇
年
を
超
え
る
こ
れ
ま
で
の
約
款
法
学
の
成
果
を
あ
え
て
無
視
し
た
構
成
で
あ
り
、
二
項
は
何
が

合
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
な
い
か
に
つ
い
て
何
の
基
準
も
示
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
的
で
あ
る
。
山
本
豊
「
改
正
民
法
の
定
型
約
款
に
関
す
る
規

律
に
つ
い
て
」
深
谷
格
＝
西
内
祐
介
編
著
『
大
改
正
時
代
の
民
法
学
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
三
七
七
頁
以
下
、
四
〇
三
頁
は
、
二
項
に
つ
き

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
三

時
計
の
針
を
数
十
年
巻
き
戻
し
た
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
規
定
と
い
う
。

（
86
） 

山
下
・
前
掲
注（
76
）一
六
六
頁
。

（
87
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』（
平
成
二
五
年
四
月
）
三
七
三
頁
。
民
法
部
会

の
審
議
に
つ
き
、
森
田
修
「
約
款
規
制
─
制
度
の
基
本
構
造
を
中
心
に
（
そ
の
四
）」
法
教
四
三
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
八
頁
以
下
、
八
八
─

八
九
頁
、
山
本
（
豊
）・
前
掲
注（
85
）四
一
七
─
四
二
五
頁
な
ど
参
照
。

（
88
） 

筒
井=

松
村
・
前
掲
注（
79
）二
六
〇
頁
。

（
89
） 

清
水
真
希
子
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
─
民
事
法
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（
一
）
─
」
阪
大
法
学
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
三
四
一
頁
以
下
。
ソ

フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
主
な
参
考
文
献
に
つ
き
、
同
論
文
一
三
六
五
─
一
三
七
八
頁
の
［
文
献
目
録
］
参
照
。

（
90
） 

森
田
果
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
本
概
念
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
三
五
頁
以
下
、
三
六
─
三
七
頁
。

（
91
） 

清
水
真
希
子
「
規
範
の
形
成
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
─
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
相
対
化
の
た
め
の
枠
組
み
─
」
河
上
正
二
＝
大
澤
彩

編
著
『
人
間
の
尊
厳
と
法
の
役
割
』〈
廣
瀬
久
和
先
生
古
稀
記
念
〉（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
四
八
九
頁
以
下
、
四
九
八
頁
。

（
92
） 

小
塚
壮
一
郎
「
通
信
・
放
送
分
野
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
五
三
頁
。

（
93
） 

加
賀
見
一
彰
「
ハ
ー
ド
ロ
ー
か
ら
ソ
フ
ト
ロ
ー
へ
の
権
限
移
譲
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
藤
田
友
敬
編
『
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
五
頁
以
下
、
一
九
七
頁
。

（
94
） 

藤
田
友
敬
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
、
一
二
頁
。

（
95
） 

清
水
（
真
）・
前
掲
注（
91
）四
九
一
─
四
九
二
頁
。
併
せ
て
、
清
水
真
希
子
「
民
事
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
法
セ
ミ
七
七
六
号
（
二
〇
一
九

年
）
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
96
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）三
九
─
四
〇
頁
。

（
97
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）四
〇
頁
。

（
98
） 

松
本
恒
雄
「
消
費
者
政
策
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
意
義
と
限
界
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
九
頁
以
下
、
五
二
頁
、
松

本
・
前
掲
注（
41
）二
頁
。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
三

時
計
の
針
を
数
十
年
巻
き
戻
し
た
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
規
定
と
い
う
。

（
86
） 

山
下
・
前
掲
注（
76
）一
六
六
頁
。

（
87
） 
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』（
平
成
二
五
年
四
月
）
三
七
三
頁
。
民
法
部
会

の
審
議
に
つ
き
、
森
田
修
「
約
款
規
制
─
制
度
の
基
本
構
造
を
中
心
に
（
そ
の
四
）」
法
教
四
三
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
八
頁
以
下
、
八
八
─

八
九
頁
、
山
本
（
豊
）・
前
掲
注（
85
）四
一
七
─
四
二
五
頁
な
ど
参
照
。

（
88
） 

筒
井=
松
村
・
前
掲
注（
79
）二
六
〇
頁
。

（
89
） 

清
水
真
希
子
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
─
民
事
法
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（
一
）
─
」
阪
大
法
学
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
三
四
一
頁
以
下
。
ソ

フ
ト
ロ
ー
に
関
す
る
主
な
参
考
文
献
に
つ
き
、
同
論
文
一
三
六
五
─
一
三
七
八
頁
の
［
文
献
目
録
］
参
照
。

（
90
） 

森
田
果
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
本
概
念
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
三
五
頁
以
下
、
三
六
─
三
七
頁
。

（
91
） 

清
水
真
希
子
「
規
範
の
形
成
と
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
─
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
相
対
化
の
た
め
の
枠
組
み
─
」
河
上
正
二
＝
大
澤
彩

編
著
『
人
間
の
尊
厳
と
法
の
役
割
』〈
廣
瀬
久
和
先
生
古
稀
記
念
〉（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
四
八
九
頁
以
下
、
四
九
八
頁
。

（
92
） 

小
塚
壮
一
郎
「
通
信
・
放
送
分
野
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
五
三
頁
。

（
93
） 

加
賀
見
一
彰
「
ハ
ー
ド
ロ
ー
か
ら
ソ
フ
ト
ロ
ー
へ
の
権
限
移
譲
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
藤
田
友
敬
編
『
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
九
五
頁
以
下
、
一
九
七
頁
。

（
94
） 

藤
田
友
敬
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
、
一
二
頁
。

（
95
） 

清
水
（
真
）・
前
掲
注（
91
）四
九
一
─
四
九
二
頁
。
併
せ
て
、
清
水
真
希
子
「
民
事
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
法
セ
ミ
七
七
六
号
（
二
〇
一
九

年
）
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
96
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）三
九
─
四
〇
頁
。

（
97
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）四
〇
頁
。

（
98
） 

松
本
恒
雄
「
消
費
者
政
策
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
意
義
と
限
界
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
九
頁
以
下
、
五
二
頁
、
松

本
・
前
掲
注（
41
）二
頁
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
四

（
99
） 

藤
田
（
友
）・
前
掲
注（
94
）六
─
七
頁
。

（
100
） 

藤
田
（
友
）・
前
掲
注（
94
）七
頁
。

（
101
） 
中
里
実
「
国
家
に
よ
る
介
入
と
そ
の
手
法
─
国
家
、
市
場
、
法
の
関
係
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
中
里
実
編
『
政
府
規
制
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
頁
以
下
、
一
五
─
一
六
頁
。

（
102
） 

中
里
・
前
掲
注（
101
）一
六
頁
。

（
103
） 

藤
田
友
敬
「
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
影
の
も
と
で
の
私
的
秩
序
形
成
」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
藤
田
友
敬
編
『
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
二
二
九
頁
。

（
104
） 

神
田
秀
樹
「
市
場
取
引
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
九
頁
、
三
〇
頁
以
下
、
岩
村
正
彦
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
〇
年
」
ソ
フ
ト
ロ
ー
研
究
二
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
、
四
二
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
105
） 

中
里
・
前
掲
注（
101
）二
四
頁
、
二
七
頁
、
三
一
頁
。

（
106
） 

神
田
・
前
掲
注（
104
）三
七
頁
。
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
清
水
（
真
）・
前
掲
注（
95
）三
一
─
三
三
頁
。

（
107
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）三
七
頁
、
神
田
・
前
掲
注（
104
）三
四
─
三
六
頁
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
振
替
法
に
基
づ
く
日
本
証
券
業
協
会
の
解

釈
指
針
に
つ
き
、
神
田
・
前
掲
注（
104
）三
五
─
三
六
頁
。

（
108
） 

小
塚
壮
一
郎
「
形
成
主
体
の
側
か
ら
見
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
─
ソ
フ
ト
ロ
ー
を
形
成
す
る
『
団
体
』」
中
山
信
弘
編
集
代
表
／
藤
田
友
敬
編
『
ソ
フ

ト
ロ
ー
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
一
頁
以
下
、
一
〇
四
頁
。

（
109
） 

森
田
（
果
）・
前
掲
注（
90
）三
九
頁
。

（
110
） 

松
本
・
前
掲
注（
98
）四
九
頁
。

（
111
） 

松
本
・
前
掲
注（
98
）五
〇
頁
。

（
112
） 

松
本
・
前
掲
注（
98
）五
一
頁
。

（
113
） 

小
塚
・
前
掲
注（
92
）一
一
一
頁
、
小
塚
壮
一
郎
「
通
信
・
放
送
分
野
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）

五
三
頁
以
下
、
五
四
頁
。

）
二
二
二
（

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
五

（
114
） 

小
塚
・
前
掲
注（
92
）一
一
四
─
一
一
五
頁
。

（
115
） 

小
塚
・
前
掲
注（
113
）五
六
頁
。

（
116
） 

小
塚
・
前
掲
注（
113
）五
八
頁
。

（
117
） 

髙
橋
真
弓
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号

（
二
〇
一
六
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
118
） 

小
塚
・
前
掲
注（
92
）一
一
一
頁
。

（
119
） 

国
際
商
事
法
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
機
能
な
い
し
役
割
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｄ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
／
木
戸
茜
（
訳
）「
普
遍
的
な
ソ

フ
ト
ロ
ー
原
則
の
展
開
」
北
法
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
六
二
頁
以
下
、
長
沼
健
「
国
際
商
取
引
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
形
成
と
そ
の
循

環
モ
デ
ル
に
つ
い
て
」
同
志
社
商
学
七
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
五
頁
以
下
、
神
田
・
前
掲
注（
104
）三
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
120
） 

詳
し
く
は
、
タ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
消
費
者
利
益
の
増
進
─
規
格
（standards

）
を
中
心
に
」
帝
塚
山
法
学
一
五
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
六
頁
以
下
。
併
せ
て
、
濱
野
恵
「【
Ｅ
Ｕ
】
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
公
平
性
・
透
明
性
向
上
に
関
す
る
規
則
」
外

国
の
立
法
二
八
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
頁
以
下
参
照
。

（
121
） 

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
前
掲
注（
120
）一
三
八
頁
以
下
、
谷
み
ど
り
「
製
品
安
全
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
四
六
九
頁
以
下
、
四
七
五
─
四
七
六
頁
。

（
122
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
以
下
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
組
成
に
お
い
て
実
務
上
問
題
と
な
り
う
る
事
項
に
つ
き
、
斉
藤
友
紀
ほ
か
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
Ａ
Ｉ
・
デ
ー
タ
ビ
ジ
ネ
ス
の
契
約
実
務
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
五
六
─
一
八
二
頁
、
二
四
二
─
二
六
〇
頁
（
利
用
規
約
の
例
）
参
照
。

（
123
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
。

（
124
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
九
頁
。
契
約
当
事
者
の
一
方
の
側
に
複
数
の
者
が
関
与
す
る
場
合
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
伝
統
的
な
法
律
行
為
概
念
に
よ
っ
て
い
た
の
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
最
近
の
論
考
に
も
こ
の
点
に
注
目
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
伝
統

的
概
念
か
ら
脱
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
城
一
真
「
共
同
型
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
」〈
中
田
裕
康
先
生
古
稀
記
念
〉『
民
法
学
の
継
承
と
展
開
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
後
藤
巻
則
「
改
正
民
法
に
お
け
る
合
意
を
め
ぐ
る
攻
防
」
同
書
三
三
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
125
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
九
─
三
四
〇
頁
。

）
二
二
二
（



デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
（
長
谷
川
）

一
〇
五

（
114
） 

小
塚
・
前
掲
注（
92
）一
一
四
─
一
一
五
頁
。

（
115
） 

小
塚
・
前
掲
注（
113
）五
六
頁
。

（
116
） 
小
塚
・
前
掲
注（
113
）五
八
頁
。

（
117
） 
髙
橋
真
弓
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
」
自
由
と
正
義
六
七
巻
七
号

（
二
〇
一
六
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
118
） 

小
塚
・
前
掲
注（
92
）一
一
一
頁
。

（
119
） 

国
際
商
事
法
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
機
能
な
い
し
役
割
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｄ
・
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
／
木
戸
茜
（
訳
）「
普
遍
的
な
ソ

フ
ト
ロ
ー
原
則
の
展
開
」
北
法
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
六
二
頁
以
下
、
長
沼
健
「
国
際
商
取
引
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
形
成
と
そ
の
循

環
モ
デ
ル
に
つ
い
て
」
同
志
社
商
学
七
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
五
頁
以
下
、
神
田
・
前
掲
注（
104
）三
七
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
120
） 

詳
し
く
は
、
タ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
と
消
費
者
利
益
の
増
進
─
規
格
（standards

）
を
中
心
に
」
帝
塚
山
法
学
一
五
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
六
頁
以
下
。
併
せ
て
、
濱
野
恵
「【
Ｅ
Ｕ
】
オ
ン
ラ
イ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
公
平
性
・
透
明
性
向
上
に
関
す
る
規
則
」
外

国
の
立
法
二
八
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
頁
以
下
参
照
。

（
121
） 

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
前
掲
注（
120
）一
三
八
頁
以
下
、
谷
み
ど
り
「
製
品
安
全
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
四
六
九
頁
以
下
、
四
七
五
─
四
七
六
頁
。

（
122
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
以
下
。
Ｄ
Ｐ
Ｆ
の
組
成
に
お
い
て
実
務
上
問
題
と
な
り
う
る
事
項
に
つ
き
、
斉
藤
友
紀
ほ
か
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
Ａ
Ｉ
・
デ
ー
タ
ビ
ジ
ネ
ス
の
契
約
実
務
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
五
六
─
一
八
二
頁
、
二
四
二
─
二
六
〇
頁
（
利
用
規
約
の
例
）
参
照
。

（
123
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
八
頁
。

（
124
） 

詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
九
頁
。
契
約
当
事
者
の
一
方
の
側
に
複
数
の
者
が
関
与
す
る
場
合
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
伝
統
的
な
法
律
行
為
概
念
に
よ
っ
て
い
た
の
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
最
近
の
論
考
に
も
こ
の
点
に
注
目
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
伝
統

的
概
念
か
ら
脱
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
山
城
一
真
「
共
同
型
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
」〈
中
田
裕
康
先
生
古
稀
記
念
〉『
民
法
学
の
継
承
と
展
開
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
後
藤
巻
則
「
改
正
民
法
に
お
け
る
合
意
を
め
ぐ
る
攻
防
」
同
書
三
三
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
125
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
三
九
─
三
四
〇
頁
。

）
二
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
六

（
126
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
四
〇
頁
。

（
127
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
四
〇
頁
。

（
128
） 
長
谷
川
・
前
掲
注（
15
）三
四
一
頁
。

）
二
二
八
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
七

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察

─

徐

　
　
　
　
　瑞

　
　静

一
　
は
じ
め
に

法
が
目
的
と
す
る
法
的
安
定
性
（
予
測
可
能
性
）
と
具
体
的
妥
当
性
（
正
義
）
の
両
者
は
、
一
見
、
前
者
を
重
視
す
れ
ば
、
後
者
が
後
退

し
、
ま
た
、
後
者
の
重
視
は
前
者
の
後
退
を
も
た
ら
す
関
係
に
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
重
要
な
法
の
目
的
で
あ

り
、
両
者
が
調
和
を
も
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
現
代
法
に
お
け
る
要
請
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
代
法
の
精
緻
化
に
向
け
た
努
力
を
背
景

と
し
て
、
そ
の
実
現
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
認
識
も
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
（
１
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
質
法

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
国
際
私
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
国
際
私
法
の
目
的
は
渉
外
的
要
素
を
有
す

論
　
説

）
九
五
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
七

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察

─

徐

　
　
　
　
　瑞

　
　静

一
　
は
じ
め
に

法
が
目
的
と
す
る
法
的
安
定
性
（
予
測
可
能
性
）
と
具
体
的
妥
当
性
（
正
義
）
の
両
者
は
、
一
見
、
前
者
を
重
視
す
れ
ば
、
後
者
が
後
退

し
、
ま
た
、
後
者
の
重
視
は
前
者
の
後
退
を
も
た
ら
す
関
係
に
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
重
要
な
法
の
目
的
で
あ

り
、
両
者
が
調
和
を
も
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
現
代
法
に
お
け
る
要
請
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
代
法
の
精
緻
化
に
向
け
た
努
力
を
背
景

と
し
て
、
そ
の
実
現
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
認
識
も
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
（
１
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
質
法

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
国
際
私
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
国
際
私
法
の
目
的
は
渉
外
的
要
素
を
有
す

論
　
説

）
九
五
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
八

る
私
法
関
係
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
法
的
安
定
性
と
は
、
明
確
な
国
際
私
法
規
則
の
定
立
に
よ
り
準
拠
法

が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
予
測
可
能
性
で
あ
り
、
他
方
、
具
体
的
妥
当
性
と
は
、
一
定
の
国
際
私
法
規
則
を
機
械
的
に

適
用
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
個
別
の
事
案
の
内
容
を
考
慮
し
、
時
に
は
、
不
適
当
と
見
ら
れ
る
解
決
を
も
た
ら
す
本
来
の
準
拠
法
（
原
則
的

準
拠
法
）
の
適
用
を
退
け
る
こ
と
に
よ
り
、
事
案
に
即
し
た
好
ま
し
い
解
決
（
正
義
）
を
も
た
ら
す
準
拠
法
を
選
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
頃
、
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
が
徹
底
し
て
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
し
た
抵
触
規
則
を
導
入
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
、
と
く
に

西
欧
諸
国
を
中
心
と
し
て
、
法
的
安
定
性
の
確
保
に
腐
心
し
て
き
た
大
陸
型
国
際
私
法
が
、
従
来
通
り
の
法
的
安
定
性
を
維
持
し
な
が
ら

も
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
で
き
る
国
際
私
法
規
則
の
定
立
を
模
索
し
始
め
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
こ
の
小
稿
に
お
い
て
論
じ

ら
れ
る
例
外
条
項
（escape clause, clause d ’exception

）
を
め
ぐ
る
論
議
も
、
さ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
原
則
的
準
拠
法
に
対
し
、

一
定
の
場
合
に
例
外
的
準
拠
法
を
適
用
す
る
と
い
う
例
外
条
項
の
基
本
的
な
考
え
方
の
始
原
を
辿
れ
ば
、
一
九
一
三
年
な
い
し
一
九
一
四

年
か
ら
の
ウ
ィ
ー
ン
国
際
私
法
草
案
第
一
六
条
に
そ
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
同
条
は
、
同
草
案
第
一
三
条

な
い
し
第
一
五
条
の
諸
規
定
に
つ
い
て
、「
個
々
の
事
件
の
状
況
か
ら
、
そ
れ
ら
の
法
律
で
は
な
く
、
他
の
法
律
が
法
律
関
係
の
合
理
的

な
調
整
に
調
和
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
他
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
た
（
２
）

。
こ
の
規
定

は
、
債
務
の
準
拠
法
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
例
外
条
項
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
問
題
性
の
本
質
を
よ
く
表
現
し
て
い

る
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
が
そ
れ
を
規
定
し
て
以
来
、
ス
イ
ス
及
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
活
発
に
論
じ
ら
れ
（
３
）

、
そ

の
一
方
、
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
第
一
条
も
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
４
）

。
現
在
も
継
続
し
て

い
る
大
陸
型
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
従
来
の
よ
う
に
明
確
で
、
か
つ
、
柔
軟
性
を
も
具
え
た
国
際
私

法
規
則
で
あ
り
、
例
外
条
項
も
そ
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
九

国
際
私
法
の
柔
軟
化
は
、
従
来
の
規
則
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
も
、
弾
力
的
な
解
釈
及
び
運
用
に
よ
り
、
多
様
な
形
で
の
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
し
て
、
例
え
ば
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
公
序
条
項
や
反
致
条
項
の
積
極
的
な
活
用
の
ほ
か
、
本
国
法
の
確

定
に
お
け
る
実
効
的
国
籍
の
理
論
、
ま
た
、
先
決
問
題
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
等
も
、
国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化

の
た
め
の
理
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
５
）

。
改
革
の
成
果
と
し
て
、
単
一
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
つ
て
の

国
際
私
法
か
ら
脱
却
し
て
、
多
元
的
連
結
の
規
則
を
汎
用
す
る
国
際
私
法
へ
と
改
変
し
た
こ
と
や
、
一
定
の
実
質
的
利
益
の
確
保
を
目
し

た
選
択
的
連
結
の
規
則
や
強
行
規
定
の
特
別
連
結
の
規
則
を
採
用
し
た
こ
と
等
、
精
緻
な
規
則
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
稿
が
テ
ー

マ
と
す
る
例
外
条
項
も
ま
た
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
に
代
え
て
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
法
的
根
拠
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
の
た
め
に
機
能
す
る
抵
触
規
則
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
柔
軟
化
の
象
徴
と
も
言
え
る
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
条
項
が
、
原
則
的

準
拠
法
を
排
し
て
ま
で
援
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
法
的
安
定
性
を
も
保
持
し
な
が
ら
柔
軟
性
を
も
顧
慮
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い

て
は
、
ま
さ
に
、
柔
軟
な
規
則
の
発
動
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
の
目
的
は
、
内
外
国
の
立
法
及
び

学
説
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
例
外
条
項
と
同
一
の
概
念
及
び
機
能

を
有
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
学
に
お
い
て
は
回
避
条
項
（A

usw
eichklausel

）
と
い
う
語
句
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
小

稿
に
お
い
て
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
九

国
際
私
法
の
柔
軟
化
は
、
従
来
の
規
則
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
も
、
弾
力
的
な
解
釈
及
び
運
用
に
よ
り
、
多
様
な
形
で
の
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
し
て
、
例
え
ば
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
公
序
条
項
や
反
致
条
項
の
積
極
的
な
活
用
の
ほ
か
、
本
国
法
の
確

定
に
お
け
る
実
効
的
国
籍
の
理
論
、
ま
た
、
先
決
問
題
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
等
も
、
国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化

の
た
め
の
理
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
５
）

。
改
革
の
成
果
と
し
て
、
単
一
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
つ
て
の

国
際
私
法
か
ら
脱
却
し
て
、
多
元
的
連
結
の
規
則
を
汎
用
す
る
国
際
私
法
へ
と
改
変
し
た
こ
と
や
、
一
定
の
実
質
的
利
益
の
確
保
を
目
し

た
選
択
的
連
結
の
規
則
や
強
行
規
定
の
特
別
連
結
の
規
則
を
採
用
し
た
こ
と
等
、
精
緻
な
規
則
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
稿
が
テ
ー

マ
と
す
る
例
外
条
項
も
ま
た
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
に
代
え
て
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
法
的
根
拠
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
の
た
め
に
機
能
す
る
抵
触
規
則
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
柔
軟
化
の
象
徴
と
も
言
え
る
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
条
項
が
、
原
則
的

準
拠
法
を
排
し
て
ま
で
援
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
法
的
安
定
性
を
も
保
持
し
な
が
ら
柔
軟
性
を
も
顧
慮
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い

て
は
、
ま
さ
に
、
柔
軟
な
規
則
の
発
動
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
の
目
的
は
、
内
外
国
の
立
法
及
び

学
説
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
例
外
条
項
と
同
一
の
概
念
及
び
機
能

を
有
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
学
に
お
い
て
は
回
避
条
項
（A

usw
eichklausel

）
と
い
う
語
句
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
小

稿
に
お
い
て
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

）
九
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
〇

二
　「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
」
中
の
例
外
条
項

⑴
　
法
定
債
権
の
原
則
的
準
拠
法

「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
」（
平
成
一
八
年
法
律
第
七
八
号
。
以
下
、「
法
適
用
通
則
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
総
則
と
し

て
の
例
外
条
項
（
一
般
例
外
条
項
）
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
法
律
関
係
に
関
わ
る
例
外
条
項
（
特
別
例
外
条
項
）
と
し
て
、

法
定
債
権
に
関
す
る
抵
触
規
定
中
に
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
の
準
拠
法
に
関
す
る
第
一
五
条
、
及
び
、

不
法
行
為
に
関
す
る
第
二
〇
条
が
そ
れ
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
れ
ら
の
法
律
関
係
の
原
則
的
準
拠
法
と
し
て
、
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
権
の

成
立
及
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
第
一
四
条
が
そ
れ
ら
の
原
因
事
実
発
生
地
法
を
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
他
に
明
ら
か
に

よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
準
拠
法
と
し
て
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
す
る
第
一
五
条
が
新
設
さ
れ
、
そ

れ
が
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
６
）

。
一
方
、
不
法
行
為
に
関
し
て
も
、
不
法
行
為
一
般
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
条
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
る
債
権
の
成
立
お
よ
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
結
果
発
生
地
法
、
ま
た
は
、
結
果
の
発
生
が
通
常
予
見
で
き

な
い
場
合
に
は
、
加
害
行
為
地
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。
特
別
規
定
の
一
つ
と
し
て
、
生
産
物
責
任
に
よ
る
債
権
の
成
立
お
よ
び
効

力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
八
条
が
、
被
害
者
が
生
産
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
地
の
法
、
ま
た
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
生
産

物
の
引
渡
し
が
通
常
予
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
生
産
業
者
等
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
法
（
生
産
業
者
等
が
事
業
所
を
有
し
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
常
居
所
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。
今
一
つ
の
特
別
規
定
と
し
て
、
名
誉
ま
た
は
信
用
の
毀
損
に
よ
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
九
条
が
、
被
害
者
の
常
居
所
地
法
（
被
害
者
が
法
人
そ
の
他
の
社
団
ま
た
は
財
団
の
場
合

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
一

に
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
所
在
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。

⑵
　
法
定
債
権
の
例
外
的
準
拠
法

例
外
条
項
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
五
条
は
、「
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
管
理
又
は
不

当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る

地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情

に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
第
二
〇
条
も
、「
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
は
、
不
法
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基

づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の

属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
を
し
て
い
る
。

第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
共
通
し
て
、
法
適
用
通
則
法
が
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
要
件
を
整
理
す
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
原
因
事
実
発
生
の
当
時
（
第
一
五
条
）、
な
い
し
、
不
法
行
為
の
当
時
（
第
二
〇
条
）
の
当
事
者
が
同
一

常
居
所
地
を
有
す
る
こ
と
、
②
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
（
第
一
五
条
）、
な
い

し
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
（
第
二
〇
条
）、
そ
し
て
、
③
明
ら
か
に
原
則
的
準
拠
法

の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る

準
拠
法
、
す
な
わ
ち
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
①
の
場
合
に
は
、
当
該
同
一
常
居
所
地
法
で
あ
り
、
②
の
場
合
に
は
、
契
約
準
拠
法
で
あ
り
、

そ
し
て
、
③
の
場
合
に
は
、
原
則
的
準
拠
法
と
比
べ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
の
法
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
①
、
②
、
③

）
九
六
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
一

に
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
所
在
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。

⑵
　
法
定
債
権
の
例
外
的
準
拠
法

例
外
条
項
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
五
条
は
、「
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
管
理
又
は
不

当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る

地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情

に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
第
二
〇
条
も
、「
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
は
、
不
法
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基

づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の

属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
を
し
て
い
る
。

第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
共
通
し
て
、
法
適
用
通
則
法
が
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
要
件
を
整
理
す
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
原
因
事
実
発
生
の
当
時
（
第
一
五
条
）、
な
い
し
、
不
法
行
為
の
当
時
（
第
二
〇
条
）
の
当
事
者
が
同
一

常
居
所
地
を
有
す
る
こ
と
、
②
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
（
第
一
五
条
）、
な
い

し
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
（
第
二
〇
条
）、
そ
し
て
、
③
明
ら
か
に
原
則
的
準
拠
法

の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る

準
拠
法
、
す
な
わ
ち
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
①
の
場
合
に
は
、
当
該
同
一
常
居
所
地
法
で
あ
り
、
②
の
場
合
に
は
、
契
約
準
拠
法
で
あ
り
、

そ
し
て
、
③
の
場
合
に
は
、
原
則
的
準
拠
法
と
比
べ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
の
法
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
①
、
②
、
③

）
九
六
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
二

の
全
体
に
お
け
る
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
及
び
②
の
何
れ
か
に
当
た
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
当
該
法
が
準

拠
法
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
照
ら
し
て
、
そ
の
地
が
第
一
四
条
、
第
一
七
条
な
い
し
第
一
九
条
に
よ
っ
て
指
定

さ
れ
た
地
よ
り
も
明
ら
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。
ま
た
、
①
及
び
②
と
の
間
の
関

係
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
社
会
関
係
で
あ
る
①
よ
り
も
、
特
別
な
社
会
関
係
で
あ
る
②
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当
事
者

は
後
者
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
８
）

。
ま
た
、
条
文
化
の
過
程
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
「
法
律
関
係
」
が

「
契
約
」
の
範
囲
に
特
定
さ
れ
こ
と
に
つ
い
て
、「
法
律
関
係
」
の
典
型
的
な
場
合
と
し
て
の
契
約
が
例
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

⑶
　
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
関
す
る
学
説

法
適
用
通
則
法
に
一
般
例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
な
い
現
行
法
を
反
映
し
て
、
学
説
に
お
け
る
例
外
条
項
に
関
す
る
論
議
も
、
法
適
用

通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
議
は
、
凡
そ
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
務
管
理
又
は
不
当
利
得
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
の
発
生
当
時
な
い
し
不
法
行
為
の
当
時
、「
当
事
者
が
法
を
同

じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
」、
及
び
、「
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
」

が
発
動
事
由
の
要
素
と
し
て
例
示
さ
れ
て
お
り
、「
事
情
に
照
ら
し
て
」、「
明
ら
か
に
」、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と

き
」、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
、
ⅰ
二
つ
の
事
由
の
有
る
無
し
に
拘
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
も
、「
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
他
の
地
」
と
い
う
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
立
場
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
を
単
な
る
例
示
と
考

え
る
立
場
（
10
）

に
対
し
て
、
ⅱ
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
の
何
れ
か
が
あ
れ
ば
、
特
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
由
に
お
け
る
密
接
関
連
性

の
蓋
然
性
を
顧
慮
し
、
原
則
的
準
拠
法
よ
り
も
よ
り
密
接
関
連
性
が
あ
る
と
し
て
、
可
及
的
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
例
外
的
準
拠
法
を
適

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
三

用
す
べ
き
と
考
え
る
立
場
（
11
）

と
に
学
説
は
分
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
と
も
存
在
す
る
と
き
は
、
契
約
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
の
方
が
優
先
す
る
こ
と
も
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
12
）

。
ま
た
、
後
者
に
お
け
る
契
約
は
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
身
分
関
係
上
の
義
務
な
ど
も
そ
れ
に
相
当
す
る
密
接
な
社
会
的
関
係
で
あ
る
と
し
て
弾
力
的
な
解
釈
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
13
）

。
し
か
し
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
諸
般
の
事
情
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
（
14
）

、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
有
無
に
つ
い

て
も
、
明
確
な
判
断
基
準
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
15
）

。

三
　
外
国
国
際
私
法
立
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
総
説

法
例
は
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
っ
て
大
き
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
同
じ
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
西
欧
諸
国
を
中
心
と
す

る
諸
外
国
の
国
内
法
で
あ
る
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
も
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
新
立
法
に
は
、
法
適
用
通
則
法
と
同

様
の
特
別
例
外
条
項
を
有
す
る
ほ
か
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
条
項
を
子
細
に
比

較
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
同
一
の
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
異
な
る
法
文
化
及
び
伝
統
を
背
景
と
す
る
解
釈
問
題
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い
（
16
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
お
け
る
「
よ
り
密
接
な
関
係
法
」
の
意
義
の
よ
り
的
確
な
理

解
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
理
念
に
お
い
て
、
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
と
な
っ
た
規
定
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
が
前
出
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
（
国
際
私
法
典
）」
第
一
条
で
あ
る
。
そ
の
第
一
項
は
、「
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
は
、
私
法

）
九
六
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
三

用
す
べ
き
と
考
え
る
立
場
（
11
）

と
に
学
説
は
分
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
と
も
存
在
す
る
と
き
は
、
契
約
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
の
方
が
優
先
す
る
こ
と
も
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
12
）

。
ま
た
、
後
者
に
お
け
る
契
約
は
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
身
分
関
係
上
の
義
務
な
ど
も
そ
れ
に
相
当
す
る
密
接
な
社
会
的
関
係
で
あ
る
と
し
て
弾
力
的
な
解
釈
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
13
）

。
し
か
し
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
諸
般
の
事
情
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
（
14
）

、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
有
無
に
つ
い

て
も
、
明
確
な
判
断
基
準
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
15
）

。

三
　
外
国
国
際
私
法
立
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
総
説

法
例
は
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
っ
て
大
き
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
同
じ
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
西
欧
諸
国
を
中
心
と
す

る
諸
外
国
の
国
内
法
で
あ
る
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
も
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
新
立
法
に
は
、
法
適
用
通
則
法
と
同

様
の
特
別
例
外
条
項
を
有
す
る
ほ
か
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
条
項
を
子
細
に
比

較
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
同
一
の
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
異
な
る
法
文
化
及
び
伝
統
を
背
景
と
す
る
解
釈
問
題
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い
（
16
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
お
け
る
「
よ
り
密
接
な
関
係
法
」
の
意
義
の
よ
り
的
確
な
理

解
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
理
念
に
お
い
て
、
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
と
な
っ
た
規
定
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
が
前
出
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
（
国
際
私
法
典
）」
第
一
条
で
あ
る
。
そ
の
第
一
項
は
、「
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
は
、
私
法

）
九
六
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
四

の
点
に
つ
い
て
、
最
も
強
い
関
係
が
存
在
す
る
法
秩
序
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。」
と
し
、
そ
の
第
二
項
は
、「
こ
の
連
邦
法
に
含
ま
れ
た

準
拠
法
秩
序
に
つ
い
て
の
個
別
規
則
（
送
致
規
定
）
は
、
こ
の
原
則
の
表
現
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
17
）

。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
法
と
同
義
と
見
ら
れ
る
「
最
も
強
い
関
係
（starkste B

eziehung

）
が
存
在
す
る
法
」
が
一
貫
し
て
適
用

さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
規
定
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
典
」
第
二
条
第
一
項
に
も
置
か
れ

る
に
至
っ
て
い
る
（
18
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
八
七
年
に
成
立
し
た
ス
イ
ス
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
」
第
一
五
条
第
一
項
は
、

「
本
法
が
送
致
す
る
法
は
、
全
体
の
事
情
に
よ
り
、
事
実
関
係
が
同
法
と
僅
か
の
関
係
の
み
を
有
す
る
が
、
他
の
法
と
は
は
る
か
に
よ
り

密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
。」
と
し
て
、
端
的
に
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が

排
除
さ
れ
、
例
外
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
（
19
）

。
こ
の
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
の
は
、
全
体
の
事
情
に

照
ら
し
、
ⅰ
原
則
的
準
拠
法
が
事
実
関
係
と
僅
か
な
関
係
し
か
有
し
な
い
こ
と
、
か
つ
、
ⅱ
他
に
事
実
関
係
と
は
る
か
に
よ
り
密
接
な
関

係
を
有
す
る
法
が
存
在
す
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
項
は
何

ら
言
及
し
て
い
な
い
。
な
お
、
同
条
第
二
項
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
（
当
事
者
自
治
）
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
前
述
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
密
接
関
連
性
に
優
先
す
る

立
場
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
事
実
関
係
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
で
あ
る
こ
と
を
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
近
時
の
立
法
例

近
時
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
た
立
法
例
に
は
、
前
記
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
規
定
に
全
面
的
に
従
っ
て
い
る
も
の

が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
典
（
一
九
九
一
年
）
第
三
〇
八
二
条
（
20
）

、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
及
び
手
続

）
九
六
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
五

に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第
二
条
第
一
項
（
21
）

、
二
〇
〇
一
年
の
大
韓
民
国
国
際
私
法
第
八
条
第
一
項
（
22
）

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ト

ア
ニ
ア
民
法
典
（
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
条
の
一
一
第
三
項
前
段
も
、「
準
拠
法
が
法
律
問
題
又
は
法
律
問
題
の
一
部
と
の
如
何
な
る
関
連
性

も
呈
示
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
何
れ
か
の
国
家
の
法
が
最
も
密
接
な
関
連
性
を
呈
示
す
る
と
き
」
と
し
て
い
る
点
を
除
い
て
、
ス
イ
ス
国
際

私
法
と
同
様
で
あ
り
（
23
）

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
四
条
第
三
項
（
24
）

、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
か
ら
国
名

を
変
更
し
た
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
改
正
）
第
三
条
第
一
項
（
25
）

、
オ
ラ
ン
ダ
の
民
法
典

第
一
〇
編
（
二
〇
一
一
年
）
第
八
条
第
一
項
（
26
）

、
二
〇
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
第
八
条
（
27
）

、

二
〇
一
四
年
の
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
」
中
の
第
二
五
九
七
条
（
28
）

、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
七

年
）
第
一
〇
条
第
一
項
も
同
様
で
あ
る
（
29
）

。

ま
た
、
基
本
的
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
立
場
に
従
い
な
が
ら
、
多
少
の
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る
立
法
例
も
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
国
際
私
法
の
公
布
に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
八
年
）
第
三
八
条
第
二
項
は
、「
抵
触
規
則
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
な
い
法
が
、
当
面
の
法
的
関
係
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
、
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
し
、
当
該
法
の
適
用
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
そ
の
法
の
規
定
に
効
力
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
30
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
四

年
の
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
第
一
九
条
第
一
項
第
一
文
は
、
ス
イ
ス
法
に
倣
っ
て
い
る
が
、
同
項
第
二
文
は
、
第
一
項
の
適
用
に
お
い
て

考
慮
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
、「
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
の
要
請
」
及
び
「
係
争
関
係
の
形
成
当
時
に
関
係
し
た
国
家
の
国
際
私
法
規
則

に
従
っ
て
合
法
的
に
形
成
さ
れ
た
情
況
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（
31
）

、
後
者
は
、
外
国
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
「
既
得
権
」
の
理
論
を
表
現
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
32
）

。
第
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
第
二
項
は
、「
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
の
場
合
」
及
び
「
準

拠
法
の
指
定
が
同
法
の
内
容
に
根
拠
を
置
く
と
き
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
多
く
の
立
法
例
と
同
様
に
、
最
密
接

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
五

に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第
二
条
第
一
項
（
21
）

、
二
〇
〇
一
年
の
大
韓
民
国
国
際
私
法
第
八
条
第
一
項
（
22
）

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ト

ア
ニ
ア
民
法
典
（
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
条
の
一
一
第
三
項
前
段
も
、「
準
拠
法
が
法
律
問
題
又
は
法
律
問
題
の
一
部
と
の
如
何
な
る
関
連
性

も
呈
示
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
何
れ
か
の
国
家
の
法
が
最
も
密
接
な
関
連
性
を
呈
示
す
る
と
き
」
と
し
て
い
る
点
を
除
い
て
、
ス
イ
ス
国
際

私
法
と
同
様
で
あ
り
（
23
）

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
四
条
第
三
項
（
24
）

、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
か
ら
国
名

を
変
更
し
た
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
改
正
）
第
三
条
第
一
項
（
25
）

、
オ
ラ
ン
ダ
の
民
法
典

第
一
〇
編
（
二
〇
一
一
年
）
第
八
条
第
一
項
（
26
）

、
二
〇
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
第
八
条
（
27
）

、

二
〇
一
四
年
の
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
」
中
の
第
二
五
九
七
条
（
28
）

、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
七

年
）
第
一
〇
条
第
一
項
も
同
様
で
あ
る
（
29
）

。

ま
た
、
基
本
的
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
立
場
に
従
い
な
が
ら
、
多
少
の
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る
立
法
例
も
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
国
際
私
法
の
公
布
に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
八
年
）
第
三
八
条
第
二
項
は
、「
抵
触
規
則
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
な
い
法
が
、
当
面
の
法
的
関
係
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
、
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
し
、
当
該
法
の
適
用
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
そ
の
法
の
規
定
に
効
力
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
30
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
四

年
の
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
第
一
九
条
第
一
項
第
一
文
は
、
ス
イ
ス
法
に
倣
っ
て
い
る
が
、
同
項
第
二
文
は
、
第
一
項
の
適
用
に
お
い
て

考
慮
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
、「
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
の
要
請
」
及
び
「
係
争
関
係
の
形
成
当
時
に
関
係
し
た
国
家
の
国
際
私
法
規
則

に
従
っ
て
合
法
的
に
形
成
さ
れ
た
情
況
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（
31
）

、
後
者
は
、
外
国
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
「
既
得
権
」
の
理
論
を
表
現
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
32
）

。
第
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
第
二
項
は
、「
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
の
場
合
」
及
び
「
準

拠
法
の
指
定
が
同
法
の
内
容
に
根
拠
を
置
く
と
き
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
多
く
の
立
法
例
と
同
様
に
、
最
密
接

）
九
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
六

関
連
性
の
原
則
に
対
し
て
、
当
事
者
の
意
思
の
尊
重
を
優
先
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
当
該
原
則
に
対
し
て
、
実
質
法
上
の
一

定
の
利
益
保
護
の
政
策
を
優
先
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
（
33
）

。
さ
ら
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
第
二
五
六
五
条
第
一
項
も
ス

イ
ス
法
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
第
一
項
の
規
定
は
、
人
の
民
事
上
の
身
分
又
は
能
力
に
関
す
る
法
律
の
場
合
、
並

び
に
、
当
事
者
が
準
拠
法
を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。」
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
法
律
関
係
を
第
一
項
の
適
用
の
対
象

か
ら
除
外
し
て
い
る
（
34
）

。
さ
ら
に
、
ま
た
、
モ
ナ
コ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
規
定
」（
二
〇
一
七
年
）
第
二
六
条
の
規
定
は
、
ス
イ
ス
法
に

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
項
が
本
来
の
準
拠
法
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、「
モ
ナ
コ
法
又
は
他
の
法
」
で
あ
り
、

例
外
的
準
拠
法
も
、「
モ
ナ
コ
法
又
は
当
該
他
の
法
」
で
あ
る
（
35
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
七
年
に
成
立
し
た
ク
ロ
ア
チ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関

す
る
法
律
」
第
一
一
条
第
一
項
の
内
容
も
、
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
の
例
外
事
由
と
し
て
、
当
事
者
に

よ
る
法
選
択
の
ほ
か
、「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定

さ
れ
て
い
る
（
36
）

。
こ
れ
は
、
有
利
性
の
原
則
が
働
く
場
合
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
原
則
の
趣
旨
の
実
現
が
優
先
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。

さ
ら
に
、
ス
イ
ス
法
と
異
な
る
発
動
基
準
を
定
め
て
い
る
立
法
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
民
法
典

（
一
九
九
一
年
）
第
三
五
一
五
条
第
一
項
は
、「
本
編
に
お
い
て
別
段
に
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
他
の
州
（
国
家
）
と
の
関
連
性
を
有
す

る
事
件
に
お
け
る
問
題
は
、
そ
の
法
律
が
そ
の
問
題
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
政
策
が
最
も
深
刻
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
州

（
国
家
）
の
法
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
な
る
当
該
他
州
（
国
家
）
の
関
連
政
策
の
強

度
及
び
適
正
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
及
び
争
点
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
州
（
国
家
）
の
関
連
性
（
同
条
第
二
項
第
一
号
）
と
当
事
者
の
正
当

な
期
待
を
支
え
る
政
策
、
及
び
、
当
事
者
が
当
該
州
（
国
家
）
の
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
正
当
な
期
待
を
侵
害

し
な
い
政
策
な
い
し
要
求
（
同
項
第
二
号
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
38
）

。
ま
た
、
チ
ェ
コ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
二
年
）
第

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
七

二
四
条
第
一
項
は
、
枠
組
み
の
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
法
を
模
範
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
定
め
る
例
外
規
定
の
発
動
基
準
は
異
な
っ
て

お
り
、「
本
法
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
秩
序
は
、
事
件
の
全
て
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
、
特
に
、
関
与
者
の
根
拠
の
あ
る

期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規
則
に
反

す
る
と
き
、
例
外
と
し
て
、
援
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
、
か
つ
、
第
三
者
の
権
利
が
関
係
し
な
い
と
き

は
、
適
用
が
当
該
規
則
に
適
う
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
39
）

。
例
外
条
項
の
発
動
の
基
礎
と
な
る
の
は
、

事
件
の
全
体
的
状
況
に
加
え
て
、
関
係
者
の
根
拠
の
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
正
当
な
期
待
で
あ
り
、
発
動
の
基
準
と
な
る
の
は
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
当
面
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
援
用
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い
（
40
）

。
そ
し
て
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害

す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
適
用
す
る
こ
と
が
「
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
」
に
適
う
法
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
は
、
抵
触
規
則
が
欠
缺
す
る
場
合
に
は
、
補
充
的
に
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
家
の
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
優
先
す
る
の
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
の
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
オ
レ
ゴ
ン
州
の
「
不
法
行
為
抵
触
法
」
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
と
し
て
、
被
害
者
と
加
害
者
と
が
同
一
の
州
に
住
所
を
有

し
て
い
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
場
合
分
け
を
し
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
決
定
さ
れ
る
（
第
八
七
五
条
第
二
項
）。
し
か
し
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）、
及
び
、
そ
れ
以
外
の
州
の
法
が
、「
よ

り
適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
」（
同
条
第
四
項
）
に
は
、
当
該
他
の
州
の
法
が
適
用
さ
れ
る
（
41
）

。
こ
れ
ら
を
例
外
条
項
で
あ
る
と
理

解
す
る
と
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
を
例
外
条
項
と
す
る
諸
国
立
法
例
と
は
大
き
く
そ
の
発
動
基
準
を
異
に
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
七

二
四
条
第
一
項
は
、
枠
組
み
の
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
法
を
模
範
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
定
め
る
例
外
規
定
の
発
動
基
準
は
異
な
っ
て

お
り
、「
本
法
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
秩
序
は
、
事
件
の
全
て
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
、
特
に
、
関
与
者
の
根
拠
の
あ
る

期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規
則
に
反

す
る
と
き
、
例
外
と
し
て
、
援
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
、
か
つ
、
第
三
者
の
権
利
が
関
係
し
な
い
と
き

は
、
適
用
が
当
該
規
則
に
適
う
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
39
）

。
例
外
条
項
の
発
動
の
基
礎
と
な
る
の
は
、

事
件
の
全
体
的
状
況
に
加
え
て
、
関
係
者
の
根
拠
の
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
正
当
な
期
待
で
あ
り
、
発
動
の
基
準
と
な
る
の
は
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
当
面
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
援
用
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い
（
40
）

。
そ
し
て
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害

す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
適
用
す
る
こ
と
が
「
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
」
に
適
う
法
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
は
、
抵
触
規
則
が
欠
缺
す
る
場
合
に
は
、
補
充
的
に
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
家
の
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
優
先
す
る
の
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
の
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
オ
レ
ゴ
ン
州
の
「
不
法
行
為
抵
触
法
」
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
と
し
て
、
被
害
者
と
加
害
者
と
が
同
一
の
州
に
住
所
を
有

し
て
い
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
場
合
分
け
を
し
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
決
定
さ
れ
る
（
第
八
七
五
条
第
二
項
）。
し
か
し
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）、
及
び
、
そ
れ
以
外
の
州
の
法
が
、「
よ

り
適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
」（
同
条
第
四
項
）
に
は
、
当
該
他
の
州
の
法
が
適
用
さ
れ
る
（
41
）

。
こ
れ
ら
を
例
外
条
項
で
あ
る
と
理

解
す
る
と
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
を
例
外
条
項
と
す
る
諸
国
立
法
例
と
は
大
き
く
そ
の
発
動
基
準
を
異
に
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

）
九
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
八

そ
の
他
、
一
九
九
八
年
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
は
、
一
般
例
外
条
項
を
有
し
な
い
が
、
そ
の
第
四
二
条
は
、
不

法
行
為
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
、「
被
害
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
よ
り
有
利
で
あ
る
国
の
法
律
」
を
原
則
的
準
拠
法
の
一
つ
と
し

な
が
ら
、
第
二
項
に
お
い
て
、
加
害
者
と
被
害
者
と
が
損
害
発
生
の
当
時
常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
律
を
優
先
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
（
42
）

。
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
に
お
い
て
は
、「
契
約
外
債
務
関
係
及
び
物
に
つ
い
て
の
国
際
私
法
の
た
め
の
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第

四
一
条
第
一
項
が
、「
第
三
八
条
な
い
し
第
四
〇
条
第
二
項
に
従
っ
て
基
準
と
な
る
法
よ
り
も
、
何
れ
か
の
国
家
の
法
と
本
質
的
に
よ
り

密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
条
第
二
項
が
「
本
質
的
に

よ
り
密
接
な
関
連
性
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、「
債
務
関
係
と
関
連
す
る
当
事
者
間
の
個
々
の
法
的
関
係
又
は
事
実
関
係
」、
ま
た
は
、

「
法
的
に
重
要
な
出
来
事
の
当
時
の
同
一
国
に
お
け
る
両
当
事
者
の
常
居
所
」
で
あ
る
（
43
）

。
物
権
に
つ
い
て
も
、
第
四
三
条
（
物
に
対
す
る
権

利
）、
第
四
四
条
（
不
動
産
侵
害
）、
第
四
五
条
（
輸
送
手
段
に
対
す
る
物
権
）
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
第
四
六
条
が
、「
何
れ
か
の
国
家
の

法
と
本
質
的
に
よ
り
密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
と
き
」
を
例
外
と
し
て
規
定
し
て
い
る
（
44
）

。
ま
た
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す

る
法
令
」（
二
〇
〇
二
年
）
第
五
三
条
第
一
項
は
、
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
、
例
外
的
連
結
事
由
と
さ
れ
る
「
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
法
」

を
規
定
し
、
第
二
項
が
、
具
体
的
に
、
①
当
事
者
間
の
法
律
関
係
又
は
事
実
上
の
関
係
、
及
び
、
②
当
事
者
の
居
所
が
同
一
国
家
に
あ
る

と
い
う
事
実
を
例
示
し
て
い
る
（
45
）

。
さ
ら
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
典
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
一
〇
五
条
が
、
不
法
行
為

に
つ
い
て
、
同
一
常
居
所
地
法
の
優
先
を
規
定
し
た
う
え
で
（
第
二
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
は
、
例
え
ば
、「
契
約
の
よ
う
に
、
当
事

者
間
の
先
行
す
る
関
係
」
と
規
定
し
て
い
る
（
第
三
項
（
46
））。

さ
ら
に
、
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
改
正
さ
れ
た
ト
ル
コ
の
「
国
際
私
法
及
び
国

際
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
法
律
」
も
、
一
般
例
外
条
項
を
置
い
て
い
な
い
が
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
他
の
地
と
よ
り
密
接
な
関
連
性
を

有
す
る
と
き
、
当
該
他
の
地
の
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
四
条
（
47
））。

二
〇
一
一
年
に
改
正
さ
れ
た
中
華
民
国
の
「
渉
外
民
事
法
律

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
九

適
用
法
」
第
二
五
条
も
同
様
で
あ
る
（
48
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
年
に
可
決
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
「
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
」
第

四
四
条
は
、
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
端
的
に
、
共
通
常
居
所
地
法
を
規
定
し
て
い
る
（
49
）

。
同
年
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
第
四
四
条
は
、

加
害
者
及
び
被
害
者
の
同
一
国
籍
法
、
同
一
常
居
所
地
法
の
段
階
的
連
結
を
例
外
的
連
結
と
し
て
規
定
し
て
い
る
（
50
）

。
ア
ル
バ
ニ
ア
の

「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
一
年
）
第
五
六
条
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
国
家
法
（
第
三
項
）
と
の
「
明
ら
か
に
よ
り
密
接

な
関
係
」
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
の
よ
う
な
、
問
題
と
な
る
不
法
行
為
と
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
既
存
の
法
律
関

係
」
を
判
断
の
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
第
四
項
（
51
））。

二
〇
一
三
年
に
改
正
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第
三
部
第
六
章
国
際
私
法
」

第
一
二
一
九
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
、
同
一
本
国
法
へ
の
特
別
連
結
を
規
定
し
て
い
る
（
52
）

。
二
〇
一
五
年
の
「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
民
法
典
」
第
六
八
七
条
は
の
同
一
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
、
二
〇
一
六
年
に
可
決
さ
れ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
の
「
国
際
私

法
に
関
す
る
一
般
法
」
第
五
二
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
を
優
先
す
る
特
別
例
外
条
項
を
置
い
て
い
る
（
53
）

。

四
　
欧
州
連
合
国
際
私
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
契
約
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
第
四
条
第
三
項
は
、
例
外
条
項
と
さ
れ
て

い
る
。
同
条
第
一
項
は
、「
当
事
者
が
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
準
拠
法
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
き
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
に
規
定

さ
れ
た
内
容
の
他
は
、
契
約
準
拠
法
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。」
と
し
て
、
契
約
類
型
に
従
い
、
ａ
号
か
ら
ｈ
号
ま
で
の
法
を
契
約
準

拠
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
同
条
第
二
項
は
、
契
約
が
上
記
第
一
項
各
号
以
外
の
契
約
の
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、「
特
徴
的

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
九

適
用
法
」
第
二
五
条
も
同
様
で
あ
る
（
48
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
年
に
可
決
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
「
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
」
第

四
四
条
は
、
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
端
的
に
、
共
通
常
居
所
地
法
を
規
定
し
て
い
る
（
49
）

。
同
年
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
第
四
四
条
は
、

加
害
者
及
び
被
害
者
の
同
一
国
籍
法
、
同
一
常
居
所
地
法
の
段
階
的
連
結
を
例
外
的
連
結
と
し
て
規
定
し
て
い
る
（
50
）

。
ア
ル
バ
ニ
ア
の

「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
一
年
）
第
五
六
条
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
国
家
法
（
第
三
項
）
と
の
「
明
ら
か
に
よ
り
密
接

な
関
係
」
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
の
よ
う
な
、
問
題
と
な
る
不
法
行
為
と
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
既
存
の
法
律
関

係
」
を
判
断
の
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
第
四
項
（
51
））。

二
〇
一
三
年
に
改
正
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第
三
部
第
六
章
国
際
私
法
」

第
一
二
一
九
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
、
同
一
本
国
法
へ
の
特
別
連
結
を
規
定
し
て
い
る
（
52
）

。
二
〇
一
五
年
の
「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
民
法
典
」
第
六
八
七
条
は
の
同
一
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
、
二
〇
一
六
年
に
可
決
さ
れ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
の
「
国
際
私

法
に
関
す
る
一
般
法
」
第
五
二
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
を
優
先
す
る
特
別
例
外
条
項
を
置
い
て
い
る
（
53
）

。

四
　
欧
州
連
合
国
際
私
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
契
約
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
第
四
条
第
三
項
は
、
例
外
条
項
と
さ
れ
て

い
る
。
同
条
第
一
項
は
、「
当
事
者
が
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
準
拠
法
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
き
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
に
規
定

さ
れ
た
内
容
の
他
は
、
契
約
準
拠
法
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。」
と
し
て
、
契
約
類
型
に
従
い
、
ａ
号
か
ら
ｈ
号
ま
で
の
法
を
契
約
準

拠
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
同
条
第
二
項
は
、
契
約
が
上
記
第
一
項
各
号
以
外
の
契
約
の
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、「
特
徴
的

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
〇

給
付
を
履
行
す
べ
き
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
。」
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
項
は
、「
全
事
情
か
ら
判
断
し
て
、

契
約
が
第
一
項
ま
た
は
前
項
に
規
定
さ
れ
る
国
よ
り
も
そ
の
他
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
示
す
と
き
、
そ
の
他
の
国
の
法
に

よ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
対
す
る
例
外
的
準
拠
法
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
項
は
、「
第
一
項
ま
た
は
第
二
項
に

よ
っ
て
契
約
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
契
約
が
最
も
密
接
な
関
係
を
示
す
国
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
54
）

。

こ
れ
ら
の
諸
規
定
の
相
互
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
項
は
、
前
者
が
、
契
約
類
型
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的

給
付
に
着
目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
準
拠
法
を
規
定
し
て
お
り
、
後
者
が
、
前
者
に
列
挙
さ
れ
た
契
約
類
型
以
外

の
契
約
に
つ
い
て
、
補
充
的
に
、
や
は
り
、
そ
の
特
徴
的
給
付
に
着
目
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
準
拠
法
を
規
定
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
項
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
立
場
か
ら
、「
よ
り
密
接
な
関
連
性
」
を
有
す
る
国
の
法
の
適
用
を
優

先
し
て
お
り
、
こ
れ
が
例
外
条
項
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
準
拠

法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
補
充
的
抵
触
規
定
で
あ
る
。
そ
の
基
準
と
な
る
の
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
則
っ
た
「
最

も
密
接
な
関
連
性
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
四
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
を
補
充
す
る
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
第
三
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
対
抗
し
て
、
そ
れ
ら
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
役
目
と
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、
例
外
条
項

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
55
）

。

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
と
関
連
し
て
言
え
ば
、
法
適
用
通
則
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
も
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
を
採
用
し
た
規
定
が
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
を
法
律
行
為
（
契
約
）
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
と
推
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
こ

に
お
け
る
推
定
が
覆
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
と
よ
り
、
最
密
接
関
連
法
を
選
定
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
名
実
と
も
に
、

最
密
接
関
連
法
の
決
定
の
範
疇
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性
を
提
供
す
る
要
素
の
探
求
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
特
徴

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
一

的
給
付
を
行
う
と
さ
れ
た
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
外
条
項
の
発
動
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
56
）

。
同

項
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
法
が
必
ず
し
も
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
前
提
に
存
在

し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
当
面
の
契
約
関
係
に
お
い
て
、
何
が
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性

の
原
則
に
基
づ
く
原
則
的
準
拠
法
の
排
除
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
法
適
用
通
則
法
中
の
例
外
条
項
は
、
や
は
り
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第

一
五
条
及
び
第
二
〇
条
の
他
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
不
法
行
為
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 864/2007

）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
例

外
条
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
一
項
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ

る
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
は
、
損
害
原
因
事
実
が
発
生
し
た
国
に
か
か
わ
り
な
く
、
か
つ
そ
の
事
実
の
間
接
的
な
結
果
が
生
じ
た
国
と
も

か
か
わ
り
な
く
、
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
で
あ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
項
は
、

「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
被
害
者
の
両
者
が
、
損
害
が
発
生
し
た
時
に
、
同
じ
国
に
常
居
所
を
有
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
し
て
例
外
条
項
を
規
定
し
、
ま
た
、
第
三
項
は
、「
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
不

法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
は
別
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
そ
の

別
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
別
の
国
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
と
く
に
、
契
約
の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
密
接
に
関

連
し
た
、
当
事
者
間
に
す
で
に
存
在
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
更
な
る
例
外
条
項
を
規
定
し
て
い
る
（
57
）

。
す
な
わ

ち
、
損
害
発
生
地
法
に
対
す
る
同
一
常
居
所
地
法
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
よ
り
密
接
な
関
係
地
の
法
の
優
先
と
い
う
構
成
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
判
断
基
準
の
指
標
は
当
事
者
間
の
既
存
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
該
関
係
に

）
九
三
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
一

的
給
付
を
行
う
と
さ
れ
た
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
外
条
項
の
発
動
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
56
）

。
同

項
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
法
が
必
ず
し
も
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
前
提
に
存
在

し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
当
面
の
契
約
関
係
に
お
い
て
、
何
が
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性

の
原
則
に
基
づ
く
原
則
的
準
拠
法
の
排
除
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
法
適
用
通
則
法
中
の
例
外
条
項
は
、
や
は
り
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第

一
五
条
及
び
第
二
〇
条
の
他
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
不
法
行
為
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 864/2007

）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
例

外
条
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
一
項
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ

る
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
は
、
損
害
原
因
事
実
が
発
生
し
た
国
に
か
か
わ
り
な
く
、
か
つ
そ
の
事
実
の
間
接
的
な
結
果
が
生
じ
た
国
と
も

か
か
わ
り
な
く
、
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
で
あ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
項
は
、

「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
被
害
者
の
両
者
が
、
損
害
が
発
生
し
た
時
に
、
同
じ
国
に
常
居
所
を
有
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
し
て
例
外
条
項
を
規
定
し
、
ま
た
、
第
三
項
は
、「
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
不

法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
は
別
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
そ
の

別
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
別
の
国
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
と
く
に
、
契
約
の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
密
接
に
関

連
し
た
、
当
事
者
間
に
す
で
に
存
在
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
更
な
る
例
外
条
項
を
規
定
し
て
い
る
（
57
）

。
す
な
わ

ち
、
損
害
発
生
地
法
に
対
す
る
同
一
常
居
所
地
法
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
よ
り
密
接
な
関
係
地
の
法
の
優
先
と
い
う
構
成
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
判
断
基
準
の
指
標
は
当
事
者
間
の
既
存
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
該
関
係
に

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
二

該
当
す
る
具
体
的
な
例
と
し
て
、
先
行
す
る
契
約
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ

規
則
第
四
条
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
適
用
関
係
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
規
則
の
解
釈
に
関
し
て
、
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
と
具
体
的
妥
当
性
と
の
何
れ
を
よ
り
重
視
す
べ
き
か
の
点
に
つ
い
て
、

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
全
体
と
し
て
前
者
を
重
視
し
て
い
る
と
の
認
識
が
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
否
め
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
第
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
ル
ー
ル
が
安
易
に
覆
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
第
三
項
の
具
体
的
な
発
動
条
件
に
関
し
て
も
、「
別
の
国
と
明
ら
か

に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
に
加
え
、
不
法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
重
要
な
関
連
が
な
い
場
合
に
し
か

発
動
を
認
め
な
い
と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
（
58
）

。

⑶
　
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
離
婚
及
び
別
居
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
（N

o 1259/2010

）
第
一
〇
条
（
法
廷
地
法
の
適

用
）
も
、
例
外
条
項
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
、「
第
五
条
も
し
く
は
第
八
条
に
従
っ
た
準
拠
法
が
、

離
婚
に
つ
い
て
規
定
を
置
い
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
、
夫
婦
の
一
方
が
、
そ
の
性
別
を
理
由
に
、
離
婚
若
し
く
は
法
律
上
の
別
居
の
平
等

の
機
会
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
59
）

。
一
般
に
、
例
外
条
項
は
、
場
所
的
観

点
か
ら
、
当
面
の
法
律
関
係
が
原
則
的
準
拠
法
と
の
密
接
な
関
連
性
が
乏
し
く
、
そ
れ
以
外
の
法
と
よ
り
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
場
合

に
発
動
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
密
接
関
連
性
の
顧
慮
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
上
の
利
益
な
い
し
抵
触
法
上
の
正
義
が
顧
慮
さ
れ
た

も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
、
実
質
法
上
の
利
益
な
い
し
正
義
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則

第
一
〇
条
は
、
後
者
の
観
点
か
ら
、
原
則
的
準
拠
法
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
弱
者
利
益
の
保
護
や
子
の
最
善
の
利
益
の
顧
慮
が
必
要

な
場
合
等
、
い
わ
ゆ
る
過
酷
条
項
（hardship clause

）
の
発
動
事
由
と
も
重
複
す
る
利
益
考
慮
が
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
の
放
棄
を
基

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
三

礎
づ
け
て
い
る
（
60
）

。
こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ヤ
イ
メ
（E

. Jaym
e

）
教
授
に
よ
っ
て
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
61
）

。

⑷
　
欧
州
連
合
相
続
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
「
相
続
事
件
に
お
け
る
管
轄
、
準
拠
法
、
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
、
公
文
書
の
受
領
及
び
執
行
、
並
び
に
、

欧
州
相
続
証
明
書
の
導
入
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
」、
い
わ
ゆ
る
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
第
二
一
条
第
一
項
は
、「
こ

の
規
則
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
は
、
被
相
続
人
が
そ
の

死
亡
時
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
服
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
条
第
二
項
は
、「
例
外
的
に
、
そ

の
状
況
全
体
か
ら
、
被
相
続
人
が
、
そ
の
死
亡
時
に
、
第
一
項
に
よ
れ
ば
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
国
と
は
異
な
る
国
と
、
明

ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
は
こ
の
異
な
る
国
の
法
が
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
項
は
、
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
特
別
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、

第
二
二
条
第
一
項
は
、「
人
は
、
そ
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
法
選
択
時
又
は
そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い

る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
複
数
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
、
そ
の
法
選
択
時
又
は

そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い
る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
62
）

。
従
っ
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
法
選
択
が
な
い

限
り
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
の
判
断
基
準
は
、
や
は
り
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
」

で
あ
る
。
原
則
的
準
拠
法
の
連
結
点
と
な
る
常
居
所
は
、
欧
州
諸
国
の
国
際
私
法
典
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
数
々
の
条
約
及
び
規
則
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
、
す
で
に
慣
れ
親
し
ま
れ
た
連
結
点
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
地
の
法
か
ら
の
回
避
に
つ
い
て
言
え
ば
、
被
相

続
人
の
死
亡
の
当
時
及
び
そ
の
死
亡
前
の
生
活
状
況
を
通
じ
て
、
一
切
の
関
連
す
る
事
実
上
の
要
素
、
と
く
に
、
他
の
国
に
お
け
る
存
在

）
九
三
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
三

礎
づ
け
て
い
る
（
60
）

。
こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ヤ
イ
メ
（E

. Jaym
e

）
教
授
に
よ
っ
て
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
61
）

。

⑷
　
欧
州
連
合
相
続
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
「
相
続
事
件
に
お
け
る
管
轄
、
準
拠
法
、
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
、
公
文
書
の
受
領
及
び
執
行
、
並
び
に
、

欧
州
相
続
証
明
書
の
導
入
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
」、
い
わ
ゆ
る
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
第
二
一
条
第
一
項
は
、「
こ

の
規
則
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
は
、
被
相
続
人
が
そ
の

死
亡
時
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
服
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
条
第
二
項
は
、「
例
外
的
に
、
そ

の
状
況
全
体
か
ら
、
被
相
続
人
が
、
そ
の
死
亡
時
に
、
第
一
項
に
よ
れ
ば
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
国
と
は
異
な
る
国
と
、
明

ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
は
こ
の
異
な
る
国
の
法
が
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
項
は
、
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
特
別
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、

第
二
二
条
第
一
項
は
、「
人
は
、
そ
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
法
選
択
時
又
は
そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い

る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
複
数
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
、
そ
の
法
選
択
時
又
は

そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い
る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
（
62
）

。
従
っ
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
法
選
択
が
な
い

限
り
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
の
判
断
基
準
は
、
や
は
り
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
」

で
あ
る
。
原
則
的
準
拠
法
の
連
結
点
と
な
る
常
居
所
は
、
欧
州
諸
国
の
国
際
私
法
典
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
数
々
の
条
約
及
び
規
則
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
、
す
で
に
慣
れ
親
し
ま
れ
た
連
結
点
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
地
の
法
か
ら
の
回
避
に
つ
い
て
言
え
ば
、
被
相

続
人
の
死
亡
の
当
時
及
び
そ
の
死
亡
前
の
生
活
状
況
を
通
じ
て
、
一
切
の
関
連
す
る
事
実
上
の
要
素
、
と
く
に
、
他
の
国
に
お
け
る
存
在

）
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の
継
続
性
及
び
規
則
性
、
並
び
に
、
そ
の
存
在
の
状
態
及
び
理
由
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
63
）

。

⑸
　
ロ
ー
マ
０
規
則
提
案
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ラ
ガ
ル
ド
（P

aul L
agarde

）
教
授
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
欧
州
国
際
私
法
典
、
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
マ
０
規
則
の
提
案
中
の
第
一
三
七
条
も
、
例
外
条
項
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
に
お
い
て
は
、「
本
法
に
よ
っ
て
指
定

さ
れ
た
法
は
、
状
況
の
全
体
を
考
慮
し
て
、
状
態
が
明
ら
か
に
当
該
法
と
非
常
に
緩
い
関
係
し
か
有
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
法
と
よ
り
多
く

の
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
き
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
他
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
64
）

。

こ
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
と
同
一
の
原
則
を
例
外
条
項
の
構
成
の
要
素
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
例

外
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
②
事
案
の
全
て
の
状
況
に
照
ら
し
て
い
る
こ
と
、
③
事
案
が
原
則
的
準
拠
法
と
非
常
に
緩
い
関
係
し
か
有
し

な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
④
他
の
法
と
よ
り
多
く
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
（
65
）

。
ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
提
案
に
対
し
て
は
、
抵
触
規
定
の
趣

旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を
補
正
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
一
定
の
理

解
は
得
ら
れ
な
が
ら
も
、
他
方
、
回
避
条
項
に
よ
る
よ
り
も
、
そ
れ
に
代
え
て
、
抵
触
規
定
の
目
的
に
沿
っ
た
十
分
な
解
釈
に
よ
る
べ
き

と
す
る
異
論
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
66
）

。

五
　
例
外
条
項
に
関
す
る
問
題
点
と
若
干
の
考
察

⑴
　
例
外
条
項
の
存
在
意
義

一
般
例
外
条
項
に
せ
よ
、
特
別
例
外
条
項
に
せ
よ
、
例
外
条
項
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
前
出
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
第
一

）
九
三
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
五

条
第
二
項
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来
、
抵
触
規
定
が
指
定
す
る
法
は
最
も
密
接
な
（
強
い
）
関
係
が
あ
る
法
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
抵
触
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
法
が
、
結
果
的
に
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
」
で
は
な
い
場
合
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
ら
か
の
準
拠
法
選
定
規
則
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
が
「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
」

で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
立
脚
し
た
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
余
地
は
考
え
ら
れ
な
い
。

今
日
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
が
諸
国
国
際
私
法
に
お
い
て
圧
倒
的
な
支
配
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
さ
り
と
て
、

「
渉
外
私
法
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
当
該
法
律
関
係
が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。」
と
い
う
概
括
的
な
一
箇
条

の
み
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
対
処
し
て
い
る
国
な
い
し
地
域
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
密
接
関
係
法
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ

れ
て
い
な
い
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
何
を
も
っ
て
、
当
該
法
が
「
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
も
し
く
は
「
よ
り
密
接

な
関
係
を
有
す
る
法
」
と
し
て
の
「
密
接
関
連
性
」
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ

る
べ
き
場
合
の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
が
、
例
外
条
項
を
め
ぐ
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

最
密
接
関
連
性
を
判
断
基
準
と
す
る
限
り
、
当
該
判
断
基
準
が
有
す
る
一
般
的
・
抽
象
的
概
念
か
ら
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
連
結
点
を

介
し
て
何
れ
か
の
国
や
地
域
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
最
密
接
関
連
性
の
概
念
の
明
確
化
な
い
し
具
体
化
が
論
議
の
焦
点
と
さ
れ
て
き
た
（
67
）

。
そ
の
一
方
、
例
外
条
項

の
よ
う
な
評
価
的
概
念
を
含
む
規
定
は
、
立
法
よ
り
も
む
し
ろ
司
法
に
よ
る
発
展
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
制
定
法
国
に
お
い
て
も

妥
当
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
般
例
外
条
項
で
は
司
法
を
信
頼
し
て
、
例
外
条
項
が
有
す
る
調
整
機
能
を
最
大
化
す
る
解
釈
を
目
指
す

こ
と
に
好
意
的
な
意
見
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
68
）

。
し
か
し
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
最
終
的
に
、
司
法
が
い
か
な
る
決
定
を
下

す
か
、
正
確
に
予
想
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識
で
あ
り
（
69
）

、
例
外
条
項
の
発
動
の
よ
う
な
特
別
の
手
続
き
の

）
九
三
三
（
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た
め
に
は
、
一
定
の
明
確
な
制
限
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
例
外
条
項
に
よ
り
、
法
的
安
定
性
や
法
的
解
決

の
予
測
可
能
性
は
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
の
合
理
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
70
）

。
司
法
が
重
要
な
役
割
を
演
じ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
及
び
第
三
者
の
信
頼
や
期
待
の
保
護
が
損
な
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
る
の
が
、
大
陸
型
国
際
私
法
に
お
け
る
共
通
の
認
識
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
71
）

。
も
と
よ
り
、
最
密
接
関
連
性
は
直

接
的
な
判
断
基
準
と
は
な
り
え
な
い
た
め
、
常
に
、
他
の
何
れ
か
の
基
準
へ
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
密
接
関
係
法

の
決
定
基
準
の
可
及
的
な
明
文
化
を
図
っ
て
い
る
法
適
用
通
則
法
第
八
条
第
二
項
（
契
約
一
般
の
準
拠
法
の
決
定
）
や
第
一
二
条
第
三
項

（
労
働
契
約
準
拠
法
の
決
定
）
等
に
お
け
る
最
密
接
関
係
地
法
の
推
定
規
定
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
立
法
者
に
お
い
て
も
、
最
密
接
関
係
法

の
決
定
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
認
識
と
し
て
抱
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑵
　
例
外
条
項
と
最
密
接
関
連
性
の
原
則
と
の
関
係

例
外
条
項
は
、
今
日
の
国
際
私
法
に
お
い
て
普
遍
化
し
て
い
る
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
よ
る
支
配
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
最
密
接
関
係
法
は
、
時
に
は
本
則
と
し
て
、
ま
た
、
時
に
は
補
則
と
し
て
、
諸
国
の
国
際
私
法
や
条
約
に
お
い
て
駆
使
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
法
文
上
の
「
最
密
接
関
係
法
」
の
適
用
と
言
う
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
何
れ
の
法
で
あ
る
か
は
、
全
く
特
定
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
準
拠
法
の
決
定
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
法
の
目
的
を
法
的
安
定
性
と
か
、
予
測
可
能
性
に
求
め
る
立
場
に
固
執
す

る
限
り
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
か
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
い
う
抵
触
規
定
は
極
め
て
厄
介
な
存
在

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
当
面
の
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

極
め
て
合
理
的
で
あ
り
、
直
ち
に
何
れ
か
の
法
に
特
定
さ
れ
な
い
白
地
概
念
を
有
し
て
い
る
点
が
、
却
っ
て
、
法
選
択
の
柔
軟
化
の
た
め

に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
近
代
国
際
私
法
の
祖
と
言
わ
れ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（S

avigny

）
の
国
際
私
法
理
論
に
お

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
七

け
る
「
法
律
関
係
の
本
拠
地
（S

atz

）」
の
法
の
探
求
に
つ
い
て
も
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係

が
あ
る
地
の
法
の
探
求
で
あ
る
と
言
っ
て
も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
72
）

。
し
か
し
、
価
値
中
立
的
な
立
場
か
ら
価
値
促
進
的
な
立
場
へ
と
変

貌
を
遂
げ
て
久
し
い
現
代
国
際
私
法
に
お
い
て
、
最
密
接
関
係
法
の
決
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
法
も
ま
た
、
利
益
衡
量
の
結
果
に
裏
打

ち
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
最
密
接
で
あ
る
法
が
意
味
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
、
機
械
的
に
決
定
さ
れ
た
形
式
的
な
そ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
の
が
、
今
日
に
お
け
る
立
場
で
あ
る
（
73
）

。
従
っ
て
、
最
密
接
関
係
法
の
決
定
に
お
い
て
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
を
検
討
す
る

こ
と
が
、
そ
の
た
め
の
不
可
欠
な
過
程
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
は
い
か
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
国
際
私
法
上
の
利
益
が
、
実
質
法
上
の

利
益
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
準
拠
法
と
な
る
べ
き
法
へ

の
連
結
の
際
の
利
益
で
あ
り
、
準
拠
法
の
適
用
に
お
け
る
利
益
と
は
異
な
る
価
値
衡
量
の
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質
法
上

の
利
益
に
対
す
る
配
慮
は
、
本
来
、
こ
こ
に
お
い
て
は
不
要
と
さ
れ
る
。
両
性
平
等
の
原
則
の
顧
慮
の
結
果
は
、
両
当
事
者
に
共
通
の
法

を
適
用
す
る
等
、
連
結
に
お
け
る
不
平
等
を
斥
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
実
質
的
に
両
性
間
に
不
平
等
な
待
遇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
国
際
私
法
の
実
質
法
化
に
よ
り
、
実
質
法
上
の
利
益

衡
量
の
結
果
が
準
拠
法
の
選
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
傾
向
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（P

. H
. N

euhaus

）
教
授
に
よ
っ
て
肯

定
的
に
論
じ
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
（
74
）

。

翻
っ
て
、
最
密
接
関
係
法
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
法

で
あ
る
か
ら
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
最
密
接
関
連
性
を
判
断
し
、

最
密
接
関
係
法
を
決
定
す
る
か
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
と
実
質
法
上
の
そ
れ
と
の
間
に
違
い
が
存
在
す
る
こ

）
九
三
三
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　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
八

と
は
明
白
で
あ
る
。
特
別
例
外
条
項
と
さ
れ
る
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
を
始
め
、
数
多
く
の
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例

に
お
い
て
、
不
法
行
為
等
に
関
し
、
原
則
的
準
拠
法
を
斥
け
て
ま
で
適
用
さ
れ
る
加
害
者
と
被
害
者
の
両
当
事
者
の
共
通
（
同
一
）
常
居

所
地
法
は
、
そ
れ
ら
両
当
事
者
に
共
通
（
同
一
）
の
連
結
点
を
介
し
て
決
定
さ
れ
る
法
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量

の
結
果
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
常
居
所
は
、
親
近
の
原
則
が
支
配
す
る
連
結
素
で
あ
り
、
当
事
者
の
家
族

的
・
社
会
的
な
生
活
に
密
接
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
共
通
（
同
一
）
常
居
所
地
法
の
適

用
が
被
害
者
の
利
益
の
保
護
に
結
び
付
く
保
証
は
全
く
な
い
。
被
害
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
は
、
被
害
者
に
加
害
行
為
地
法
と
損
害

発
生
地
法
の
中
か
ら
の
選
択
（
す
な
わ
ち
、
当
事
者
意
思
に
よ
る
法
選
択
）
が
許
さ
れ
る
規
定
と
か
、
実
質
的
に
被
害
者
に
有
利
に
導
く
法
を

適
用
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
る
規
定
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
前
出
チ
ュ
ニ
ジ

ア
法
第
三
八
条
第
二
項
が
、「
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
」
と
規
定
し
、
ま
た
、
前
出
チ
ェ
コ
法
第
二
四
条
第
一
項
が
、「
関
与
者
の
根
拠

の
あ
る
期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規

則
に
反
す
る
と
き
」
を
例
外
条
項
の
発
動
事
由
と
し
、
更
に
、
前
出
オ
レ
ゴ
ン
州
法
第
八
七
五
条
も
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と

を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）
を
例
外
条
項
発
動
の
事
由
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
出
ジ
ョ
ー
ジ
ア
法
第
四
二
条
第
一
項
は
、

端
か
ら
、「
被
害
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
よ
り
有
利
で
あ
る
国
の
法
律
」
を
原
則
的
準
拠
法
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
立
法
の

内
容
を
も
踏
ま
え
た
う
え
で
言
え
ば
、
か
つ
て
、
法
例
に
最
密
関
係
法
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
秌
場
準
一
教
授
は
、
最
密
接
関
連

性
の
概
念
の
解
明
に
お
い
て
、
地
域
的
関
連
性
に
の
み
に
捉
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
、
法
例
中
の
諸
規
定
に

お
け
る
内
国
取
引
の
保
護
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
法
律
行
為
の
保
護
・
有
効
化
な
い
し
法
律
関
係
成
立
の
容
易
化
、
両
性
の
平
等
、
子

の
保
護
な
ど
の
指
標
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
75
）

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
と
は
、
一
定
の
当

）
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国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
九

事
者
や
法
律
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
「
よ
り
有
利
な
法
」
が
、
そ
れ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
余
地
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

⑶
　
密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
位
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

法
適
用
通
則
法
を
始
め
と
し
て
、
諸
国
立
法
例
に
見
ら
れ
る
例
外
条
項
の
多
く
が
、
準
拠
実
質
法
の
内
容
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

当
事
者
の
属
人
法
の
共
通
性
（
同
一
性
）
の
み
を
重
視
し
、
ま
た
、
契
約
等
の
先
行
す
る
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
を
定
め
る
規
則
が
、
実
質
法
上
の
利
益
衡
量
を
視
野
の
外
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
一
方
、
原
則
的
準
拠
法
が
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
条
項
の
発
動
は
な
く
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
最

密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
先
す
る
こ
と
も
、
諸
国
立
法
例
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
に
、
抵
触
規
定
の
趣
旨
な
い
し
本
質
が

当
事
者
意
思
の
尊
重
に
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
当
該
抵
触
規
定
に
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
密
接
関
連
性
が
乏
し

い
法
が
当
事
者
意
思
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
準
拠
法
の
指
定
が
一
定
の

実
質
法
上
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
実
質
法
上
の
一
定
の
利
益
の
保
護
が
抵
触
規
定
に
お
い
て
す
で
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
抵
触
規
定
の
趣
旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を

補
充
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
、
ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
出
ク
ロ
ア
チ
ア

法
第
一
一
条
第
一
項
が
、
一
般
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、

「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

規
定
か
ら
、
と
く
に
一
定
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
質
法
上
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
、
有
利
性
の
原
則
が

）
九
三
三
（
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一
二
九

事
者
や
法
律
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
「
よ
り
有
利
な
法
」
が
、
そ
れ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
余
地
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

⑶
　
密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
位
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

法
適
用
通
則
法
を
始
め
と
し
て
、
諸
国
立
法
例
に
見
ら
れ
る
例
外
条
項
の
多
く
が
、
準
拠
実
質
法
の
内
容
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

当
事
者
の
属
人
法
の
共
通
性
（
同
一
性
）
の
み
を
重
視
し
、
ま
た
、
契
約
等
の
先
行
す
る
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
を
定
め
る
規
則
が
、
実
質
法
上
の
利
益
衡
量
を
視
野
の
外
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
一
方
、
原
則
的
準
拠
法
が
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
条
項
の
発
動
は
な
く
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
最

密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
先
す
る
こ
と
も
、
諸
国
立
法
例
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
に
、
抵
触
規
定
の
趣
旨
な
い
し
本
質
が

当
事
者
意
思
の
尊
重
に
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
当
該
抵
触
規
定
に
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
密
接
関
連
性
が
乏
し

い
法
が
当
事
者
意
思
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
準
拠
法
の
指
定
が
一
定
の

実
質
法
上
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
実
質
法
上
の
一
定
の
利
益
の
保
護
が
抵
触
規
定
に
お
い
て
す
で
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
抵
触
規
定
の
趣
旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を

補
充
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
、
ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
出
ク
ロ
ア
チ
ア

法
第
一
一
条
第
一
項
が
、
一
般
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、

「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

規
定
か
ら
、
と
く
に
一
定
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
質
法
上
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
、
有
利
性
の
原
則
が

）
九
三
三
（
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（
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〇
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二
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一
三
〇

支
配
す
る
抵
触
規
則
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
法
が
、
最
密
接
関
係
法
に
優
先
す
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
最
密
接

関
連
性
の
原
則
も
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
及
び
、
有
利
性
の
原
則
に
は
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
般

に
、
離
婚
保
護
、
嫡
出
保
護
、
準
正
保
護
、
遺
言
保
護
等
、
一
定
の
法
律
関
係
の
保
護
の
ほ
か
、
子
の
保
護
、
被
後
見
人
保
護
、
扶
養
権

利
者
保
護
、
労
働
者
保
護
、
消
費
者
保
護
、
そ
し
て
、
被
害
者
保
護
等
の
弱
者
利
益
の
保
護
が
要
請
さ
れ
る
場
合
が
有
利
性
の
原
則
が
支

配
す
る
領
域
に
属
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
（
76
）

。
も
っ
と
も
、
同
じ
く
排
除
規
定
（E

xklusivnorm
en

）
と
し
て
、
例
外
条
項
と
公
序

条
項
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
前
者
が
、
準
拠
法
の
連
結
の
次
元
に
お
い
て
機
能
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
準
拠

法
の
適
用
の
次
元
に
お
い
て
機
能
す
る
規
定
で
あ
り
、
両
者
は
交
錯
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
動
の
範
囲
に
お
け
る
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
公
序
条
項
の
存
在
を
も
っ
て
、
例
外
条
項
が
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

六
　
お
わ
り
に

例
外
条
項
の
出
発
点
と
な
る
の
が
最
密
接
関
連
性
の
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
再
三
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何

が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
で
あ
る
か
が
、
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
別
の
事
案
の
事
情
に
よ
り
、
最
密
接
関
連
性
を
有
す
る
法
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
立
法
の
限
界
で
あ
り
、
あ
と
は
司
法
の
判
断
任
せ
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
法
的
安
定
性
は
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本

来
、
司
法
の
主
た
る
役
割
は
、
法
の
忠
実
な
適
用
で
あ
っ
て
、
法
を
創
造
す
る
こ
と
は
、
立
法
の
欠
缺
を
補
充
す
る
作
用
で
し
か
な
い
。

立
法
者
が
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
い
う
輝
か
し
い
光
に
幻
惑
さ
れ
た
付
け
の
し
わ
寄
せ
が
、
裁
判
官
の
肩
に
重
く
圧
し
掛

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
一

か
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
本
国
法
と
か
、
常
居
所
地
法
と
か
、
或
い
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
か
、
損
害
発
生
地
法
と
か
、

さ
ら
に
、
或
い
は
、
契
約
準
拠
法
と
か
の
適
用
の
場
合
と
異
な
り
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
抽
象
的
存
在
を
特

定
の
連
結
点
を
介
し
た
法
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
契
約
に
関
す
る
法
適
用
通
則
法
第

八
条
第
二
項
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
の
理
論
の
導
入
と
か
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第
一
五
条
や
第
二
〇
条
に
お
け
る
共
通
常
居
所
地
法
や

契
約
準
拠
法
等
へ
の
附
従
的
連
結
の
理
論
の
導
入
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
抽
象
性
の
具
体
化
に
向
け
ら
れ
た
配
慮
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
地
法
を
最
密
接
関
係
法
と
し
て
単
に
推
定
す
る
と
か
、
共
通

常
居
所
地
法
も
契
約
準
拠
法
も
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
決
定
す
る
た
め
の
単
な
る
判
断
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
位

置
づ
け
を
後
退
さ
せ
た
な
ら
ば
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
と
し
て
明
確
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
例
外

条
項
の
発
動
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
動
を
相
当
に
抑
制
し
な
い
限
り
、
抵
触
規
定
が
目
的
と
す
る
一
定
の
法
的
効

力
の
確
保
の
可
能
性
こ
そ
が
発
動
基
準
と
し
て
依
拠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
法
の
適
用
を
導
く
こ
と
が
当

事
者
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
か
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す

る
法
へ
の
連
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
米
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
弱
者
保
護
の
理
念
が
世
界
を
席
巻
し
、
近
代

法
、
そ
し
て
、
現
代
法
の
世
界
が
欧
米
法
の
体
系
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
将
来

的
に
は
、
規
律
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
に
従
い
、
当
事
者
自
治
の
原
則
（
選
択
的
連
結
）、
及
び
、
弱
者
利
益
の
保
護
等
の
一
定
の
実
質

的
利
益
の
保
護
を
考
慮
し
た
択
一
的
連
結
の
規
定
に
収
斂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
大
胆
な
予
測
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（
77
）

。
奇
し
く
も
、
こ

れ
ら
の
指
標
は
、
正
し
く
例
外
条
項
の
発
動
が
制
限
さ
れ
る
事
由
と
し
て
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
一

切
の
抵
触
規
定
は
、
例
外
条
項
を
必
要
と
し
な
い
精
緻
で
柔
軟
な
規
則
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
最
密
接

）
九
三
九
（
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か
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
本
国
法
と
か
、
常
居
所
地
法
と
か
、
或
い
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
か
、
損
害
発
生
地
法
と
か
、

さ
ら
に
、
或
い
は
、
契
約
準
拠
法
と
か
の
適
用
の
場
合
と
異
な
り
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
抽
象
的
存
在
を
特

定
の
連
結
点
を
介
し
た
法
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
契
約
に
関
す
る
法
適
用
通
則
法
第

八
条
第
二
項
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
の
理
論
の
導
入
と
か
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第
一
五
条
や
第
二
〇
条
に
お
け
る
共
通
常
居
所
地
法
や

契
約
準
拠
法
等
へ
の
附
従
的
連
結
の
理
論
の
導
入
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
抽
象
性
の
具
体
化
に
向
け
ら
れ
た
配
慮
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
地
法
を
最
密
接
関
係
法
と
し
て
単
に
推
定
す
る
と
か
、
共
通

常
居
所
地
法
も
契
約
準
拠
法
も
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
決
定
す
る
た
め
の
単
な
る
判
断
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
位

置
づ
け
を
後
退
さ
せ
た
な
ら
ば
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
と
し
て
明
確
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
例
外

条
項
の
発
動
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
動
を
相
当
に
抑
制
し
な
い
限
り
、
抵
触
規
定
が
目
的
と
す
る
一
定
の
法
的
効

力
の
確
保
の
可
能
性
こ
そ
が
発
動
基
準
と
し
て
依
拠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
法
の
適
用
を
導
く
こ
と
が
当

事
者
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
か
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す

る
法
へ
の
連
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
米
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
弱
者
保
護
の
理
念
が
世
界
を
席
巻
し
、
近
代

法
、
そ
し
て
、
現
代
法
の
世
界
が
欧
米
法
の
体
系
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
将
来

的
に
は
、
規
律
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
に
従
い
、
当
事
者
自
治
の
原
則
（
選
択
的
連
結
）、
及
び
、
弱
者
利
益
の
保
護
等
の
一
定
の
実
質

的
利
益
の
保
護
を
考
慮
し
た
択
一
的
連
結
の
規
定
に
収
斂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
大
胆
な
予
測
が
表
明
さ
れ
て
い
る
（
77
）

。
奇
し
く
も
、
こ

れ
ら
の
指
標
は
、
正
し
く
例
外
条
項
の
発
動
が
制
限
さ
れ
る
事
由
と
し
て
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
一

切
の
抵
触
規
定
は
、
例
外
条
項
を
必
要
と
し
な
い
精
緻
で
柔
軟
な
規
則
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
最
密
接
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一
三
二

関
連
性
の
原
則
が
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
障
害
と
な
ら
な
い
程
度
に
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
教
授
は
、
個
別
規
則
が
あ
れ
ば
一
般
的
な
回
避
条
項
が
要
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
発
展

を
認
め
れ
ば
益
々
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
78
）

。
そ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
、
今
後
も
引
き
続
き
、
実
質

法
上
の
利
益
考
慮
を
斥
け
た
国
際
私
法
上
の
そ
れ
の
み
に
依
拠
し
、
当
事
者
の
共
通
常
居
所
地
法
や
当
事
者
間
に
お
い
て
先
行
す
る
主
要

な
法
律
関
係
の
存
在
の
み
を
手
掛
か
り
と
し
て
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
の
法
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
だ
け
が

現
代
国
際
私
法
の
柔
軟
化
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

中
西
康
＝
北
澤
安
紀
＝
横
溝
大
＝
林
貴
美
『
国
際
私
法
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁
参
照
。

（
2
） M

onika P
auknerova, E

scape clauses and legal certainty in private international law
, in: Yearbook of private in

tern
ation

al 

law
, V

ol.18 

（2016/2017

）, p.63.

（
3
） 

例
え
ば
、A

. E
. von O

verbeck, T
he fate of tw

o rem
arkable provisions of the S

w
iss statute on private international law

, in: 

Yearbook of private in
tern

ation
al law

, V
ol.1 

（1999

）, p.127 et seq.; K
urt S

iehr, G
eneral problem

s of private international law
 

in M
odern codifications, in: Yearbook of private in

tern
ation

al law
, V

ol.7 

（2005

）, p.26 et seq.

（
4
） P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
5
） 

例
え
ば
、
笠
原
俊
宏
「
わ
が
国
際
私
法
の
総
則
に
つ
い
て
─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察
─
」
大
東
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）

七
九
頁
等
参
照
。

（
6
） 

神
前
禎
『
解
説
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
三
頁
。

（
7
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
八
頁
参
照
。
け
だ
し
、「
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
①
及
び
②
が
例
示
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
③
の
規
定
の
存
在
に
よ
っ
て
、
不
法
行
為
と
な
る
か
ど
う
か
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
責
任
が
発
生
す

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
三

る
か
が
不
明
確
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
澤
木
敬
郎
＝
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
九
頁
以

下
（
道
垣
内
）
参
照
。
中
西
＝
北
澤
＝
横
溝
＝
林
・
前
掲
書
二
四
五
頁
以
下
に
お
い
て
も
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性

の
追
求
に
対
し
て
、
本
条
は
、
準
拠
法
決
定
の
柔
軟
性
と
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
い
る
。」

と
し
な
が
ら
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に
も
、
限
定
的
な
解
釈
が
望
ま
れ
よ
う
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
笠
原
教
授
は
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
、「
当
事
者
意
思
に
基
づ
く
準
拠
法
指
定
の
場
合
」
の
み
な
ら
ず
、「
実

質
的
判
断
の
結
果
と
し
て
の
択
一
的
連
結
の
場
合
」
を
も
例
外
条
項
の
発
動
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
、「
密
接
関
連
性
を
有
し
な
い

準
拠
法
に
服
す
れ
ば
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
そ
の
条
項
の
適
用
を
限
定
す
る
等
」、
運
用
に
お
け
る
慎
重
な
判
断
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
笠
原
俊
宏
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
密
接
関
連
法

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
適
う
法
の
適
用
を
優
先
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
な
場
所
的
密
接
関
連
性
よ
り
も
、
実
質
的
な
当

事
者
利
益
の
方
に
価
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
九
頁
参
照
。
一
方
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
例
え
ば

契
約
締
結
上
の
過
失
の
よ
う
に
、
不
法
行
為
の
問
題
と
解
し
て
も
そ
の
準
拠
法
を
契
約
準
拠
法
と
一
致
さ
せ
る
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
同
様
に
通
則
法
二
〇
条
に
よ
り
、
契
約
準
拠
法
に
よ
る
統
一
的
な
処
理
を
検
討
す
べ
き
」
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
神
前
禎
＝
早
川
吉
尚
＝
元
永
和
彦
『
国
際
私
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
〇
頁
以
下
（
神
前
）
参
照
。
横
山
教
授
は
、

「
附
従
的
な
連
結
に
よ
り
、
法
律
関
係
の
総
体
を
統
一
的
に
一
つ
の
法
秩
序
に
服
さ
せ
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
法
律
関
係
を
相
異
な
る
法
秩
序
に
送
致

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
牽
連
関
係
に
あ
る
複
数
の
法
律
問
題
に
単
一
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
準
拠
法
の
適
応
と
い
う
操
作
を

回
避
で
き
る
。」
と
さ
れ
る
。
横
山
潤
『
国
際
私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

神
前
・
前
掲
書
一
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

例
え
ば
、
櫻
田
教
授
は
、「
例
示
に
該
当
す
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
常
に
例
外
条
項
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
示
に
該
当
す
る
事
情

が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
考
慮
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」

と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
二
頁
参
照
。
ま
た
、
寺
井
講
師
は
、「
共
通
常
居
所
地
、
当
事

）
九
三
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
三

る
か
が
不
明
確
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
澤
木
敬
郎
＝
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
九
頁
以

下
（
道
垣
内
）
参
照
。
中
西
＝
北
澤
＝
横
溝
＝
林
・
前
掲
書
二
四
五
頁
以
下
に
お
い
て
も
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性

の
追
求
に
対
し
て
、
本
条
は
、
準
拠
法
決
定
の
柔
軟
性
と
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
い
る
。」

と
し
な
が
ら
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に
も
、
限
定
的
な
解
釈
が
望
ま
れ
よ
う
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
笠
原
教
授
は
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
、「
当
事
者
意
思
に
基
づ
く
準
拠
法
指
定
の
場
合
」
の
み
な
ら
ず
、「
実

質
的
判
断
の
結
果
と
し
て
の
択
一
的
連
結
の
場
合
」
を
も
例
外
条
項
の
発
動
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
、「
密
接
関
連
性
を
有
し
な
い

準
拠
法
に
服
す
れ
ば
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
そ
の
条
項
の
適
用
を
限
定
す
る
等
」、
運
用
に
お
け
る
慎
重
な
判
断
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
笠
原
俊
宏
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
密
接
関
連
法

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
適
う
法
の
適
用
を
優
先
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
な
場
所
的
密
接
関
連
性
よ
り
も
、
実
質
的
な
当

事
者
利
益
の
方
に
価
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
九
頁
参
照
。
一
方
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
例
え
ば

契
約
締
結
上
の
過
失
の
よ
う
に
、
不
法
行
為
の
問
題
と
解
し
て
も
そ
の
準
拠
法
を
契
約
準
拠
法
と
一
致
さ
せ
る
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
同
様
に
通
則
法
二
〇
条
に
よ
り
、
契
約
準
拠
法
に
よ
る
統
一
的
な
処
理
を
検
討
す
べ
き
」
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
神
前
禎
＝
早
川
吉
尚
＝
元
永
和
彦
『
国
際
私
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
〇
頁
以
下
（
神
前
）
参
照
。
横
山
教
授
は
、

「
附
従
的
な
連
結
に
よ
り
、
法
律
関
係
の
総
体
を
統
一
的
に
一
つ
の
法
秩
序
に
服
さ
せ
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
法
律
関
係
を
相
異
な
る
法
秩
序
に
送
致

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
牽
連
関
係
に
あ
る
複
数
の
法
律
問
題
に
単
一
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
準
拠
法
の
適
応
と
い
う
操
作
を

回
避
で
き
る
。」
と
さ
れ
る
。
横
山
潤
『
国
際
私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

神
前
・
前
掲
書
一
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

例
え
ば
、
櫻
田
教
授
は
、「
例
示
に
該
当
す
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
常
に
例
外
条
項
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
示
に
該
当
す
る
事
情

が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
考
慮
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」

と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
二
頁
参
照
。
ま
た
、
寺
井
講
師
は
、「
共
通
常
居
所
地
、
当
事

）
九
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
四

者
間
の
契
約
関
係
は
、『
明
ら
か
に
』『
よ
り
密
接
な
関
係
』
の
有
無
を
判
断
す
る
際
の
要
素
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
即
座
に
共
通
常
居
所
地

法
、
契
約
準
拠
法
の
適
用
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。」
と
し
、「
通
則
法
上
、
共
通
常
居
所
地
は
、
不
法
行
為
の
最
密
接
関
係
地
の
判
断
過
程
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
る
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
山
内
惟
介
＝
佐
藤
文
彦
編
『
標
準
国
際
私
法
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
六
一
頁

（
寺
井
里
沙
）
参
照
。
さ
ら
に
、
北
澤
教
授
は
、
事
務
管
理
ま
た
は
不
当
利
得
に
つ
い
て
、「
二
つ
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
類
型
的
に
本

条
を
適
用
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
…
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
示
的
な
事
情
に
該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
例
外
条
項
が

常
に
発
動
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
本
条
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
示
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
本
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
点
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法
第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
四
一
〇
頁
（
北
澤
安

紀
）
参
照
。

（
11
） 

例
え
ば
、
松
岡
教
授
は
、「
当
事
者
の
社
会
生
活
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
で
あ
る
常
居
所
地
法
は
当
事
者
に
と
っ
て
密
接
な
関
連
性
を
有
し
、

当
事
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
は
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
も
か
な
い
、
ま
た
、
当
事
者
の
同
一
常
居
所
地
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
当
事
者
間
の
公

平
に
も
か
な
う
か
ら
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
松
岡
博
著
（
高
杉
直
補
訂
）『
国
際
関
係
私
法
講
義
（
改
題
補
訂
版
）』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五

年
）
一
三
三
頁
参
照
。
ま
た
、
西
谷
教
授
は
、「
①
当
事
者
間
に
同
一
常
居
所
地
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
②
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不

法
行
為
が
行
わ
れ
て
お
り
、
附
従
的
連
結
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
積
極
的
に
一
七
条
～
一
九
条
よ
り
も
本
条
の
適
用
を
優
先
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
…
①
お
よ
び
②
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
条
が
あ
く
ま
で
通
則
法
一
七
条
～
一
九
条
の
例
外
規
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
諸
般

の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
白
か
つ
実
質
的
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
も
つ
地
が
あ
る
と
い
え
る
場
合
に
の
み
、
本
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と

さ
れ
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
五
〇
五
頁
（
西
谷
祐
子
）
参
照
。
さ
ら
に
、
中
西
教
授
は
、「
二
つ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
存
在
す

れ
ば
そ
れ
だ
け
で
二
〇
条
が
原
則
と
し
て
発
動
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
中
西
康
「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行
為
」
国

際
私
法
年
報
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
一
頁
参
照
。
ま
た
、
奥
田
教
授
も
、「
当
事
者
間
に
同
一
常
居
所
地
法
が
あ
る
場
合
、
お
よ
び
契
約
上
の
義

務
違
反
に
よ
る
不
法
行
為
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
同
一
常
居
所
地
法
へ
の
連
結
お
よ
び
附
従
的
連
結
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
ほ
ど
の
事

情
が
な
い
限
り
、
通
則
法
一
七
条
な
い
し
一
九
条
の
規
定
に
よ
っ
た
り
、
そ
の
他
の
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
奥
田

）
九
三
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
五

安
弘
『
国
際
私
法
と
隣
接
法
分
野
の
研
究
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

北
澤
教
授
は
、「
通
則
法
一
五
条
に
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
事
情
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
に
つ
い
て
、「
不
法
行
為
等
が
当
事

者
間
の
法
律
関
係
に
関
係
し
て
さ
れ
た
と
き
に
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
る
と
の
規
律
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
の
規
律
よ
り
も

優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
こ
と
の
理
由
と
し
て
、「
一
般
的
な
社
会
関
係
よ
り
も
特
別
の
社
会
関
係
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当

事
者
は
特
別
の
社
会
関
係
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
法
律
関
係
の
準
拠
法
の
方
が
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
密
接
に
関

係
す
る
法
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
」
及
び
「
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
と
の
適
応
問
題
の
発
生
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
が
援
用

さ
れ
て
い
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
三
頁
（
北
澤
）
参
照
。

（
13
） 

北
澤
教
授
は
、
二
つ
の
事
情
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
の
『
契
約
』
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
例
示
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か

ら
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
契
約
以
外
の
法
律
関
係
や
当
事
者
間
に
共
通
す
る
事
実
関
係
」
の
存
在
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
四
頁
（
北
澤
）
参
照
。
ま
た
、
種
村
教
授
は
、「
例
え
ば
親
子
間
ま
た
は
夫
婦
間
の
不
法
行
為
な
ど
、『
契
約
』
以

外
の
基
本
関
係
に
関
連
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
」、
契
約
に
準
じ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
木
棚
照
一
（
編
）『
国
際
私

法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
九
五
頁
（
種
村
佑
介
）
参
照
。

（
14
） 

道
垣
内
教
授
は
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
法
的
安
定
性
と
二
〇
条
に
よ
る
具
体
的
妥
当
性
（
個
別
の
事
情
に
よ
る
最
密
接

関
係
地
法
の
適
用
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、『
明
ら
か
に
』
と
い
う
要
件
の
具
備
を
厳
し
く
適
用
し
、
裁
判
を
し
て
み
な
い
と

準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
（
社
会
的
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
）
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
澤
木
＝
道
垣

内
・
前
掲
書
二
三
二
頁
参
照
。

（
15
） 

例
え
ば
、
神
前
教
授
は
、「
単
に
、
原
則
的
な
準
拠
法
以
外
の
法
が
最
密
接
関
係
地
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
具
体
的

に
い
か
な
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
神
前
＝
早
川
＝
元
永
・
前
掲
書

二
四
二
頁
（
神
前
）
参
照
。
ま
た
、
中
野
教
授
は
、「
二
〇
条
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
連
結
要
素
間
で
の
優
先
関
係
を
示
さ
な
い
点
で
、
柔
軟
性
と

引
き
替
え
に
不
明
確
さ
を
残
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
四
〇
条
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
適
用
関
係
の
明

確
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
案
四
条
も
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
密
接
関
係
法
、
同

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
五

安
弘
『
国
際
私
法
と
隣
接
法
分
野
の
研
究
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

北
澤
教
授
は
、「
通
則
法
一
五
条
に
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
事
情
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
に
つ
い
て
、「
不
法
行
為
等
が
当
事

者
間
の
法
律
関
係
に
関
係
し
て
さ
れ
た
と
き
に
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
る
と
の
規
律
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
の
規
律
よ
り
も

優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
こ
と
の
理
由
と
し
て
、「
一
般
的
な
社
会
関
係
よ
り
も
特
別
の
社
会
関
係
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当

事
者
は
特
別
の
社
会
関
係
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
法
律
関
係
の
準
拠
法
の
方
が
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
密
接
に
関

係
す
る
法
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
」
及
び
「
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
と
の
適
応
問
題
の
発
生
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
が
援
用

さ
れ
て
い
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
三
頁
（
北
澤
）
参
照
。

（
13
） 

北
澤
教
授
は
、
二
つ
の
事
情
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
の
『
契
約
』
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
例
示
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か

ら
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
契
約
以
外
の
法
律
関
係
や
当
事
者
間
に
共
通
す
る
事
実
関
係
」
の
存
在
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
四
頁
（
北
澤
）
参
照
。
ま
た
、
種
村
教
授
は
、「
例
え
ば
親
子
間
ま
た
は
夫
婦
間
の
不
法
行
為
な
ど
、『
契
約
』
以

外
の
基
本
関
係
に
関
連
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
」、
契
約
に
準
じ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
木
棚
照
一
（
編
）『
国
際
私

法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
九
五
頁
（
種
村
佑
介
）
参
照
。

（
14
） 

道
垣
内
教
授
は
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
法
的
安
定
性
と
二
〇
条
に
よ
る
具
体
的
妥
当
性
（
個
別
の
事
情
に
よ
る
最
密
接

関
係
地
法
の
適
用
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、『
明
ら
か
に
』
と
い
う
要
件
の
具
備
を
厳
し
く
適
用
し
、
裁
判
を
し
て
み
な
い
と

準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
（
社
会
的
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
）
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
澤
木
＝
道
垣

内
・
前
掲
書
二
三
二
頁
参
照
。

（
15
） 

例
え
ば
、
神
前
教
授
は
、「
単
に
、
原
則
的
な
準
拠
法
以
外
の
法
が
最
密
接
関
係
地
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
具
体
的

に
い
か
な
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
神
前
＝
早
川
＝
元
永
・
前
掲
書

二
四
二
頁
（
神
前
）
参
照
。
ま
た
、
中
野
教
授
は
、「
二
〇
条
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
連
結
要
素
間
で
の
優
先
関
係
を
示
さ
な
い
点
で
、
柔
軟
性
と

引
き
替
え
に
不
明
確
さ
を
残
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
四
〇
条
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
適
用
関
係
の
明

確
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
案
四
条
も
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
密
接
関
係
法
、
同

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
六

一
常
居
所
地
法
、
損
害
発
生
地
法
と
い
う
優
先
順
位
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
本
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
、

契
約
準
拠
法
へ
の
附
従
的
連
結
が
共
通
常
居
所
地
法
の
適
用
に
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
中
野
俊
一
郎
「
法
適
用
通
則
法

に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
」
民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
四
五
頁
参
照
。

（
16
） P

auknerova, op. cit., p.64.

（
17
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
〇
頁
参
照
。

（
18
） 

因
み
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
際
私
法
典
第
二
条
第
一
項
は
、「
国
際
的
要
素
を
有
す
る
私
法
関
係
は
、
そ
れ
が
最
も
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
国

家
の
法
に
服
す
る
。
本
法
典
に
含
ま
れ
た
準
拠
法
決
定
の
た
め
の
規
定
は
、
そ
の
原
則
の
表
現
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ブ
ル

ガ
リ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
四
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
三
頁
参
照
。

（
19
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
井
之
上
宜
信
「
ス
イ
ス
の
国
際
私
法
典
（
一
九
八
九
年
）
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
新
報
九
六
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
九
年
）

四
〇
九
頁
、
奥
田
安
弘
『
国
際
私
法
・
国
籍
法
・
家
族
法
資
料
集
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
以
下
、
笠
原
編
・
前
掲
書
一
三
二

頁
以
下
参
照
。

（
20
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
二
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

一
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ス
ロ
ベ
ニ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
七
一
頁
参
照
。
ス

ロ
ベ
ニ
ア
国
際
私
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
九
八
一
年
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
私
法
で
あ
る
が
、
同
国
際
私
法
に
は
、
例
外
条
項
は

存
在
し
て
お
ら
ず
、
分
離
・
独
立
後
、
明
ら
か
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
に
倣
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
22
） 

『
令
和
三
年
版
戸
籍
実
務
六
法
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
一
一
三
一
頁
等
参
照
。

（
23
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
リ
ト
ア
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
立
法
の
比
較
─
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）

二
三
二
頁
、
二
四
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
四
三
第
一
項
が
、
被
害
者
の
選
択
に
よ
り
、
行
為
地
法
、

損
害
惹
起
事
実
発
生
地
法
、
結
果
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
と
し
た
う
え
で
、
第
四
項
が
、
当
事
者
双
方
の
同
一
常
居
所
地
法
に
よ
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
法
で
あ
る
こ
と
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
七

（
24
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。
因

み
に
、
同
条
第
一
項
は
、
渉
外
的
私
法
関
係
の
準
拠
法
が
、
こ
の
法
律
、
そ
の
他
の
法
律
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
締
約
国
で
あ
る
国
際
条
約
の
抵
触
規
定
、

そ
の
他
の
抵
触
法
上
の
抵
触
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
25
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
頁
参
照
。

（
26
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
私
法
（
二
〇
一
一
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
〇
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
一
一
頁
参
照
。

（
27
） 

笠
原
俊
宏
「
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
七
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁

参
照
。
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
第
五
二
条
に
お
い
て
、
損
害
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
（
第
一
項
）
と
し
、
加
害
者
と
被
害
者
の
同
一
常
居

所
地
法
の
適
用
を
優
先
し
（
第
二
項
）、
全
体
の
状
況
か
ら
、
別
の
国
家
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
家
法
を
優
先
す

る
こ
と
と
し
、「
当
該
別
の
国
家
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
損
害
を
惹
起
す
る
事
実
と
密
接
に
関
係
す
る
契
約
の
よ
う
に
、
当
事
者
の

以
前
の
関
係
に
立
脚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
（
第
三
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
判
断
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸

規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
っ
て
解
釈
・
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
六
七
条
）。
国
内
立
法
と
し
て
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私

法
中
の
諸
規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
最
も
意
識
し
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

条
文
に
つ
い
て
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時

報
七
四
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
八
頁
参
照
。
そ
の
他
、
例
え
ば
、
契
約
（
第
二
六
五
三
条
）
及
び
親
責
任
（
第
二
六
三
九
条
）
に
お
い
て
、
特
別

例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
併
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
も
、
ま
た
、
実
定
法
の
解
釈
に
お
け
る
無
用
の
混
乱

を
招
く
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
前
者
は
、
一
般
例
外
条
項
と
同
様
に
、
場
所
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、

実
質
的
判
断
に
依
拠
し
た
修
正
条
項
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
・
前
掲
（
下
）
同
誌
七
四
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
参
照
。

（
29
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
の
新
し
い
国
際
私
法
典
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
七
〇
号

（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
30
） 

そ
の
結
果
、
解
決
の
予
測
可
能
性
及
び
法
律
関
係
の
安
定
性
が
後
退
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
定
債
務
の
準
拠
法
に
つ
い
て

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
七

（
24
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。
因

み
に
、
同
条
第
一
項
は
、
渉
外
的
私
法
関
係
の
準
拠
法
が
、
こ
の
法
律
、
そ
の
他
の
法
律
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
締
約
国
で
あ
る
国
際
条
約
の
抵
触
規
定
、

そ
の
他
の
抵
触
法
上
の
抵
触
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
25
） 
条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
頁
参
照
。

（
26
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
私
法
（
二
〇
一
一
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
〇
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
一
一
頁
参
照
。

（
27
） 

笠
原
俊
宏
「
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
七
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁

参
照
。
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
第
五
二
条
に
お
い
て
、
損
害
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
（
第
一
項
）
と
し
、
加
害
者
と
被
害
者
の
同
一
常
居

所
地
法
の
適
用
を
優
先
し
（
第
二
項
）、
全
体
の
状
況
か
ら
、
別
の
国
家
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
家
法
を
優
先
す

る
こ
と
と
し
、「
当
該
別
の
国
家
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
損
害
を
惹
起
す
る
事
実
と
密
接
に
関
係
す
る
契
約
の
よ
う
に
、
当
事
者
の

以
前
の
関
係
に
立
脚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
（
第
三
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
判
断
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸

規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
っ
て
解
釈
・
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
六
七
条
）。
国
内
立
法
と
し
て
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私

法
中
の
諸
規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
最
も
意
識
し
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

条
文
に
つ
い
て
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時

報
七
四
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
八
頁
参
照
。
そ
の
他
、
例
え
ば
、
契
約
（
第
二
六
五
三
条
）
及
び
親
責
任
（
第
二
六
三
九
条
）
に
お
い
て
、
特
別

例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
併
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
も
、
ま
た
、
実
定
法
の
解
釈
に
お
け
る
無
用
の
混
乱

を
招
く
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
前
者
は
、
一
般
例
外
条
項
と
同
様
に
、
場
所
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、

実
質
的
判
断
に
依
拠
し
た
修
正
条
項
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
・
前
掲
（
下
）
同
誌
七
四
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
参
照
。

（
29
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
の
新
し
い
国
際
私
法
典
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
七
〇
号

（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
30
） 

そ
の
結
果
、
解
決
の
予
測
可
能
性
及
び
法
律
関
係
の
安
定
性
が
後
退
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
定
債
務
の
準
拠
法
に
つ
い
て

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
八

は
、
第
七
〇
条
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
被
害
者
は
、
損
害
発
生
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
加
害
者
と
被
害
者
と
が
同
一
の
国
に
常
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
同
国
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
強
行
性
は
な
く
、
被
害
者

の
利
益
の
た
め
、
連
結
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
法
の
多
元
化
が
そ
の
規
定
の
主
旨
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
笠
原
俊
宏
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私
法
の
法

典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
八
頁
参
照
。

（
31
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
（
二
〇
〇
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
五
九
三
号
（
二
〇
〇
六

年
）
二
五
頁
参
照
。

（
32
） 

笠
原
・
前
掲
（
前
注
31
）（
下
）
同
誌
五
九
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第
一
〇
編
第
九
条
に
も
、

既
成
事
実
の
例
外
的
連
結
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
国
際
私
法
に
お
け
る
既
成
事
実
の
例
外
的
連
結
に
つ
い
て
」
大
東
ロ
ー
ジ
ャ
ー

ナ
ル
一
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

笠
原
・
前
掲
（
前
注
32
）
五
九
頁
参
照
。

（
34
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ル
ー
マ
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
七
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
三
〇
頁
参
照
。
こ
れ

は
、
身
分
及
び
能
力
の
準
拠
法
と
さ
れ
る
属
人
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
、
連
結
点
と
な
る
国
籍
等
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
一
貫
し
て
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
35
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
モ
ナ
コ
公
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
八
号
（
二
〇
一
八
年
）

三
九
頁
参
照
。
解
説
と
し
て
、
笠
原
・
同
（
下
）
同
誌
七
六
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
一
頁
参
照
。

（
36
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
九
年
施
行
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報

七
九
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
37
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
36
）
同
誌
七
九
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
38
） 

廣
江
健
司
『
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
研
究
─
不
法
行
為
準
拠
法
選
定
に
関
す
る
方
法
論
と
判
例
法
状
態
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
四
年
）

一
七
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
今
日
、
大
陸
型
国
際
私
法
の
本
来
の
原
型
で
あ
る
明
確
な
抵
触
ル
ー
ル
の
定
立
と
ア
メ
リ
カ
型
国
際
私
法
に
お
け
る

緩
や
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
姿
勢
と
の
選
択
に
お
い
て
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
国
際
私
法
は
、
ル
ー
ル
対
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
及
び
ア

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
九

プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
選
択
し
て
お
り
、
窮
屈
な
ル
ー
ル
と
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
組
合
せ
に
よ
り
、
確
実
性
と
柔
軟
性
の
適
正
な
均
衡
が
目
論
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
九

年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
39
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
チ
ェ
コ
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
二
年
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
八
四
号

（
二
〇
一
九
年
）
三
八
頁
参
照
。

（
40
） 

原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が
当
事
者
の
根
拠
の
あ
る
期
待
に
反
す
る
と
の
意
味
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈

は
、
チ
ェ
コ
の
研
究
者
に
よ
る
文
献
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
笠
原
・
前
掲
（
注
39
）
邦
訳
と
解
説
（
五
・
完
）
同
誌
七
八
九
号

（
二
〇
一
九
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
41
） 

関
口
晃
治
「
オ
レ
ゴ
ン
不
法
行
為
抵
触
法
に
つ
い
て
」
志
學
館
法
学
一
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
42
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
の
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
頁
参
照
。

（
43
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
外
債
務
お
よ
び
物
権
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
四
三
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
44
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
43
）
二
〇
二
頁
参
照
。

（
45
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
法
の
比
較
検
討
─
」
東
洋
法
学
五
六
巻
三
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
46
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
・
前
掲
（
注
18
）
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
47
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ト
ル
コ
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
48
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
民
国
国
際
私
法
（
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
）
の
改
正
（
上
）」
戸
籍
時
報
六
五
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

六
八
頁
参
照
。

（
49
） 

黄
靱
廷
『
中
国
国
際
私
法
の
比
較
法
的
研
究
』（
帝
塚
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
人
民
共
和
国
の

新
し
い
国
際
私
法
『
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
』
の
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
九

プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
選
択
し
て
お
り
、
窮
屈
な
ル
ー
ル
と
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
組
合
せ
に
よ
り
、
確
実
性
と
柔
軟
性
の
適
正
な
均
衡
が
目
論
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
九

年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
39
） 
条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
チ
ェ
コ
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
二
年
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
八
四
号

（
二
〇
一
九
年
）
三
八
頁
参
照
。

（
40
） 

原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が
当
事
者
の
根
拠
の
あ
る
期
待
に
反
す
る
と
の
意
味
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈

は
、
チ
ェ
コ
の
研
究
者
に
よ
る
文
献
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
笠
原
・
前
掲
（
注
39
）
邦
訳
と
解
説
（
五
・
完
）
同
誌
七
八
九
号

（
二
〇
一
九
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
41
） 

関
口
晃
治
「
オ
レ
ゴ
ン
不
法
行
為
抵
触
法
に
つ
い
て
」
志
學
館
法
学
一
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
42
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
の
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
頁
参
照
。

（
43
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
外
債
務
お
よ
び
物
権
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
四
三
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
44
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
43
）
二
〇
二
頁
参
照
。

（
45
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
法
の
比
較
検
討
─
」
東
洋
法
学
五
六
巻
三
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
46
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
・
前
掲
（
注
18
）
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
47
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ト
ル
コ
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
48
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
民
国
国
際
私
法
（
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
）
の
改
正
（
上
）」
戸
籍
時
報
六
五
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

六
八
頁
参
照
。

（
49
） 

黄
靱
廷
『
中
国
国
際
私
法
の
比
較
法
的
研
究
』（
帝
塚
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
人
民
共
和
国
の

新
し
い
国
際
私
法
『
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
』
の
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
〇

（
50
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
中
の
国
際
私
法
規
定
」
戸
籍
時
報
七
九
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

二
四
頁
参
照
。

（
51
） 
条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
（
二
）」
戸
籍
時
報
七
七
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
九
頁
参
照
。

（
52
） 
条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ロ
シ
ア
連
邦
国
際
私
法
の
改
正
（
二
〇
一
三
年
）
の
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
二
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）

一
九
頁
参
照
。

（
53
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
新
し
い
ベ
ト
ナ
ム
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
〇
頁
、
同

「
ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
国
際
私
法
の
邦
訳
と
解
説
（
中
）」
戸
籍
時
報
七
五
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
54
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
寺
井
里
沙
『
国
際
債
権
契
約
と
回
避
条
項
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
三
頁
以
下
に
よ
っ
た
。

（
55
） 

寺
井
・
前
掲
書
一
二
六
頁
は
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
四
条
第
三
項
に
つ
い
て
、
複
数
の
独
立
抵
触
規
定
、
従
属
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

複
合
的
な
抵
触
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
卑
見
の
立
場
か
ら
は
、
同
項
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
基
盤
と
す
る
単
一
の
独
立
抵
触
規
定
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
56
） 

特
徴
的
給
付
は
あ
く
ま
で
も
最
密
接
関
係
地
法
を
推
定
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
特
徴
的
給
付
を
観
念
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
を
無
理
に
認
定
す
る
必
要
は
な
く
、「
特
徴
的
な
給
付
を
当
事
者
の
一
方
の
み
が
行
う
も
の
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
最
密
接
関
係

地
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
。
神
前
・
前
掲
書
六
七
頁
参
照
。

（
57
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
種
村
佑
介
『
国
際
不
法
行
為
法
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
三
頁
に
よ
っ
た
。

（
58
） 

種
村
・
前
掲
書
二
三
四
頁
参
照
。

（
59
） 

邦
訳
は
、
小
池
未
来
「『
離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
の
領
域
に
お
け
る
先
行
統
合
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
理
事

会
規
則1259/2010

』
試
訳
」
同
志
社
法
学
六
六
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
三
五
頁
等
参
照
。

（
60
） P

auknerova, op. cit., p.80.

（
61
） 

ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
に
許
さ
れ
た
法
選
択
は
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
一
〇
条
の
回
避
条
項
に
加
え
て
、
第
一
二
条
の
公
序
条
項
に
よ

る
排
除
と
も
合
わ
せ
て
、
抽
象
的
及
び
具
体
的
に
、
二
重
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
、
排
除
の
事
由
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
制
限
さ

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
四
一

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
〇
条
は
法
選
択
の
自
由
の
制
度
に
一
致
す
る
よ
う
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
が
当
該
規
定
の
適

用
を
援
用
し
た
場
合
に
の
み
発
動
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。E

rik Jaym
e, K

odifikation und A
llgem

einer T
eil im

 IP
R

, in: S
tefan 

L
eible/H

annes U
nberath 

（H
rsg.

）, B
rauchen w

ir eine R
om

 0-V
erordnung?, 2013, S

.45.

（
62
） 

訳
文
に
つ
い
て
は
、
金
子
洋
一
「
Ｅ
Ｕ
相
続
規
則
に
お
け
る
相
続
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
─
」
千
葉

大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
二
五
三
集
『
日
独
比
較
民
事
法
』
半
田
吉
信
編
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
63
） 

例
え
ば
、
被
相
続
人
が
、
職
業
上
の
理
由
や
経
済
活
動
の
た
め
、
本
国
か
ら
離
れ
て
し
ば
し
ば
長
期
に
わ
た
り
何
れ
か
の
他
の
国
で
生
活
し
た

り
、
働
く
一
方
、
本
国
に
も
密
接
で
安
定
し
た
関
係
を
保
持
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
庭
生
活
や
社
会
生
活
の
利
害
関
係
の
中
心
が
あ
っ
た

本
国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
幾
つ
も
の
国
に
代
わ
る
代
わ
る
生
活
し
て
い
て
、
そ
の
何
れ
か
の
国
民
で

あ
り
、
そ
こ
に
主
要
な
財
産
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
国
籍
又
は
財
産
の
所
在
が
全
体
的
状
況
の
判
断
に
お
け
る
特
別
な
基
準
と
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。L

aurent B
arnich, P

résentation du règlem
ent successoral européen, in: A

rnaud N
uyts 

（coordinateur

）, 

A
ctualités en droit international privé, 2013, p.12 et suiv.

（
64
） P

aul L
agarde, E

m
bryon de règlem

ent portant C
ode européen de droit international privé, R

abels Z
eitsch

rift fü
r 

au
slän

d
isch

es- u
n

d
 in

tern
ation

ales P
rivatrech

t 2011, p.673 et suiv.

（
65
） P

auknerova, op. cit., p.82 et seq.

（
66
） O

liver R
em

ien, E
ngste V

erbindung und A
usw

eichklauseln, in: L
eible/U

nberath 

（H
rsg.

）, a. a. O
., S

.239.

（
67
） 

横
山
・
前
掲
書
九
七
頁
に
お
い
て
、「
一
五
条
や
二
〇
条
の
適
用
上
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
を
探
求
す
る
段
階
に
お
い
て
実
質
法
的

な
観
点
が
入
り
込
む
余
地
を
否
定
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
の
趣
旨
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
68
） 

種
村
・
前
掲
書
二
四
二
頁
参
照
。

（
69
） 

例
え
ば
、P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
70
） P

auknerova, op. cit., p.69.

（
71
） P

auknerova, op. cit., p.64 et seq.

）
九
三
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
四
一

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
〇
条
は
法
選
択
の
自
由
の
制
度
に
一
致
す
る
よ
う
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
が
当
該
規
定
の
適

用
を
援
用
し
た
場
合
に
の
み
発
動
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。E

rik Jaym
e, K

odifikation und A
llgem

einer T
eil im

 IP
R

, in: S
tefan 

L
eible/H

annes U
nberath 

（H
rsg.

）, B
rauchen w

ir eine R
om

 0-V
erordnung?, 2013, S

.45.

（
62
） 
訳
文
に
つ
い
て
は
、
金
子
洋
一
「
Ｅ
Ｕ
相
続
規
則
に
お
け
る
相
続
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
─
」
千
葉

大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
二
五
三
集
『
日
独
比
較
民
事
法
』
半
田
吉
信
編
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
63
） 

例
え
ば
、
被
相
続
人
が
、
職
業
上
の
理
由
や
経
済
活
動
の
た
め
、
本
国
か
ら
離
れ
て
し
ば
し
ば
長
期
に
わ
た
り
何
れ
か
の
他
の
国
で
生
活
し
た

り
、
働
く
一
方
、
本
国
に
も
密
接
で
安
定
し
た
関
係
を
保
持
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
庭
生
活
や
社
会
生
活
の
利
害
関
係
の
中
心
が
あ
っ
た

本
国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
幾
つ
も
の
国
に
代
わ
る
代
わ
る
生
活
し
て
い
て
、
そ
の
何
れ
か
の
国
民
で

あ
り
、
そ
こ
に
主
要
な
財
産
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
国
籍
又
は
財
産
の
所
在
が
全
体
的
状
況
の
判
断
に
お
け
る
特
別
な
基
準
と
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。L

aurent B
arnich, P

résentation du règlem
ent successoral européen, in: A

rnaud N
uyts 

（coordinateur

）, 

A
ctualités en droit international privé, 2013, p.12 et suiv.

（
64
） P

aul L
agarde, E

m
bryon de règlem

ent portant C
ode européen de droit international privé, R

abels Z
eitsch

rift fü
r 

au
slän

d
isch

es- u
n

d
 in

tern
ation

ales P
rivatrech

t 2011, p.673 et suiv.

（
65
） P

auknerova, op. cit., p.82 et seq.

（
66
） O

liver R
em

ien, E
ngste V

erbindung und A
usw

eichklauseln, in: L
eible/U

nberath 

（H
rsg.

）, a. a. O
., S

.239.

（
67
） 

横
山
・
前
掲
書
九
七
頁
に
お
い
て
、「
一
五
条
や
二
〇
条
の
適
用
上
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
を
探
求
す
る
段
階
に
お
い
て
実
質
法
的

な
観
点
が
入
り
込
む
余
地
を
否
定
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
の
趣
旨
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
68
） 

種
村
・
前
掲
書
二
四
二
頁
参
照
。

（
69
） 

例
え
ば
、P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
70
） P

auknerova, op. cit., p.69.

（
71
） P

auknerova, op. cit., p.64 et seq.

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
二

（
72
） 

例
え
ば
、
櫻
田
・
前
掲
書
四
四
頁
以
下
参
照
。

（
73
） 

た
だ
し
、
最
密
接
関
係
地
法
の
決
定
に
お
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
唱
え
る
法
律
関
係
の
本
拠
地
法
の
決
定
に
お
け
る
よ
り
も
、
具
体
的
な
事

案
に
関
わ
る
情
況
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
多
喜
寛
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
理

論
に
お
け
る
一
つ
の
動
向
─
価
値
中
立
的
国
際
私
法
理
論
か
ら
価
値
促
進
的
国
際
私
法
理
論
へ
─
」
法
政
理
論
一
〇
巻
一
号
（
一
九
七
七
年
）

一
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
74
） 

パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
桑
田
三
郎
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
上
新
た
な
道
は
存
在
す
る
か
」
法
学
新
報
八
一
巻
九
号

（
一
九
七
四
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
櫻
田
・
前
掲
書
五
八
頁
参
照
。

（
75
） 

秌
場
準
一
「
準
拠
法
選
定
規
準
と
し
て
の
最
密
接
関
連
性
」
澤
木
敬
郎
＝
秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六

年
）
所
収
、
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
76
） 

ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
桑
田
訳
）・
前
掲
一
四
四
頁
参
照
。

（
77
） 

笠
原
・
前
掲
書
三
〇
頁
参
照
。

（
78
） 

パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
櫻
田
嘉
章
訳
）『
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
第
二
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
六
一
頁
参
照
。

）
九
三
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
三

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と

法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
エ
リ
ネ
ク
は
、
人
は
国
家
の
強
制
力
を
な
ぜ
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
、
支
配

や
強
制
権
力
の
正
当
性
の
あ
り
か
を
論
じ
た
。
曰
く
「
国
家
の
本
質
は
多
数
人
の
意
思
関
係
」
で
あ
り
、
人
が
そ
れ
を
国
家
と
し
て
認
識

し
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
で
初
め
て
国
家
と
し
て
成
り
立
つ
。
い
わ
ば
擬
制
と
し
て
の
国
家
で
あ
る
。
一
般
に
国
家
と

は
、
領
域
・
国
民
・
主
権
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
が
、
イ
エ
リ
ネ
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
消
極
的
な
形
式
要
件
に
過
ぎ

な
い
。
国
家
が
国
家
で
あ
る
た
め
に
は
支
配
の
正
当
性
が
問
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
最
も
重
要
な
要
素
を
公
共
性
に
見
て
い
る
。
国
家
は
他

論
　
説

）
五
九
三
（
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
四

か
ら
の
独
立
や
自
律
と
い
う
消
極
的
意
味
の
主
権
概
念
か
ら
、
公
共
性
を
実
現
す
る
主
体
と
い
う
積
極
的
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
た
と
き
、

正
当
性
を
持
ち
う
る
、
と
。
国
家
が
公
共
性
を
体
現
し
て
い
る
と
人
々
が
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
国
家
に
よ
る
強
制
的
支
配
を
受
忍

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
、
公
益
の
最
強
の
擁
護
者
で
あ
り
、
促
進
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

イ
エ
リ
ネ
ク
が
「
国
家
」
と
し
て
論
じ
た
も
の
は
、「
法
」
に
置
換
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
法
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
加

え
、
な
ぜ
そ
の
法
を
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
は
単
に
領
域
的
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
領
域
内
で
の
公

益
や
公
共
性
を
実
現
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
公
益
や
公
共
性
の
何
た
る
か
を
知
る
の
に
必
要
な

の
が
「
自
己
」
そ
し
て
「
他
者
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
以
外
が
他
者
で
あ
る
と
い
う
数
の
問
題
で
は
な
い
。
自
己
は
、
近
代
法
が
前
提

と
し
た
自
律
し
た
人
格
の
よ
う
に
、
己
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
他
者
と
の
相
互
関
係
は
な
い
か
、
そ
の
場
合
他
者
に
含

ま
れ
て
い
る
の
は
誰
か
、
他
者
に
さ
え
含
ま
れ
な
い
不
可
視
化
さ
れ
た
他
者
の
存
在
を
ど
う
考
え
る
か
。
そ
う
し
た
透
明
な
他
者
を
可
視

化
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
公
益
や
公
共
性
の
外
枠
が
組
ま
れ
、
そ
の
外
枠
を
維
持
す
る
法
ル
ー
ル
に
正
当
性
や
実
効
性
が
付
与
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
法
が
そ
の
公
益
を
叶
え
る
と
こ
ろ
の
共
同
体
構
成
員
と
し
て
法
主
体
性
を
獲
得
し
て
い
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
（
も
し
く

は
誰
で
は
な
か
っ
た
の
か
）、
そ
の
法
主
体
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
通
じ
て
、
自
己
や
他
者
が
自
分
の
外
側
か
ら

「
作
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
、
意
図
的
に
作
ら
れ
た
自
他
関
係
に
は
周
縁
と
そ
の
外
側
が
あ
る
こ
と
を
概
観
し
、
公
共
領
域
を
再
構
成
す
る

た
め
の
法
に
つ
い
て
、「
他
者
」
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
五
九
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
五

一
　
問
題
の
視
座

な
ぜ
法
に
お
け
る
他
者
性
が
俎
上
に
乗
せ
ら
れ
る
べ
き
か
は
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
が
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
「
ど
の
よ
う
な
他
者

か
」
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
同
質
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
正
義
と
法
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
で

は
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
が
完
全
な
徳
と
さ
れ
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

「
正
義
の
徳
（
ア
レ
テ
ー
）
こ
そ
、
完
全
な
徳
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
が
完
全
で
あ
る
の
は
、
こ
の
徳
を
持
つ
人
が
、
自
分
一
人
で
使

用
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
徳
を
使
用
で
き
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
正
義
の
徳
は

諸
々
の
徳
の
う
ち
で
た
だ
一
つ
、「
他
人
の
も
の
で
あ
る
善
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
人
と
の
関
係
に
お
け
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
五
巻
第
一
章
（
１
））

法
が
実
現
す
べ
き
正
義
と
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
徳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
他
人
と
は
、「
全
き
他
者
」

で
は
な
い
。

「
愛
（philia

友
愛
）
は
国
（
ポ
リ
ス
）
を
も
一
つ
に
結
び
合
わ
せ
て
お
り
、
立
法
家
た
ち
は
正
義
の
徳
よ
り
も
愛
の
ほ
う
を
、
い
っ
そ

う
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
考
慮
事
項
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
協
和
（hom

onoia

意
見
の
類
似
・
和
合
・
協
調
）
は

愛
と
幾
分
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
立
法
家
は
、
こ
の
協
和
を
特
に
強
く
目
指
し
な
が
ら
、
敵
対
関
係
で
あ
る
内
乱
を
何

）
五
九
三
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
六

に
も
ま
し
て
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
八
巻
一
章
）

「
協
和
（hom

onoia

）
も
愛
を
説
明
す
る
特
徴
に
思
え
る
。
…
そ
れ
は
単
な
る
同
意
見
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
同
じ
意
見
」
な
ら
、

互
い
に
見
知
ら
ぬ
人
々
の
間
に
も
成
り
立
つ
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
ま
た
、
任
意
の
事
柄
に
つ
い
て
認
識
を
同
じ

く
す
る
人
の
こ
と
を
「
協
和
し
て
い
る
」
と
も
言
わ
な
い
。
…
む
し
ろ
、
複
数
の
国
が
有
益
さ
に
つ
い
て
同
意
し
あ
い
、
同
じ
方
針

を
選
択
し
、
共
通
に
善
い
思
わ
れ
る
こ
と
を
な
す
と
き
、
そ
の
場
合
に
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
国
は
「
協
和
し
て
い
る
」。
し
た
が
っ

て
、
人
々
は
な
さ
れ
る
実
践
的
な
こ
と
、
中
で
も
特
に
重
大
な
こ
と
で
、
し
か
も
当
事
者
双
方
若
し
く
は
当
事
者
全
員
が
関
与
し
う

る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
協
和
す
る
。」（
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
九
巻
六
章
）

正
義
に
は
フ
ィ
リ
ア
と
い
う
紐
帯
が
必
要
で
、
フ
ィ
リ
ア
は
ホ
モ
ノ
イ
ア
と
類
似
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
義
や
法
は
、「
私
た
ち
」

の
同
質
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
当
事
者
全
員
」
は
ポ
リ
ス
に
居
住
す
る
全
て
の
人
を
指
す
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
人
で
な
い
と
さ
れ
た
奴
隷
や
女
性
な
ど
、
当
然
に
市
民
の
地
位
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い
た
人
た
ち
は
、
フ
ィ
リ
ア

を
自
然
的
な
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
フ
ィ
リ
ア
的
結
合
の
下
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
他
者
」
で
す
ら
な

か
っ
た
。
本
稿
で
扱
う
他
者
性
は
、
不
可
視
化
さ
れ
て
「
他
者
に
す
ら
な
り
え
な
い
」
人
々
を
可
視
化
し
、
法
制
度
に
組
み
込
む
必
要
性

を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
五
九
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
七

二
　
責
任
主
体
と
し
て
の
自
己
と
他
者

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
例
外
状
態
に
お
い
て
決
断
を
下
せ
る
者
が
主
権
者
」
と
し
た
が
、
こ
の
決
断
思
考
は
、
そ
れ
以
前
に
判
断

を
下
し
う
る
主
体
た
り
え
て
い
る
こ
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
自
然
人
で
あ
れ
ば

こ
の
主
体
を
構
成
す
る
の
が
自
己
で
あ
る
。
自
己
は
他
者
か
ら
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
た
り
え
る
。
自
己
は
自
分
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
的
に
自
己
が
規
定
さ
れ
る
（
２
）

。
通
常
他
者
と
は
、
自
己
と
は
異
な
る
異
質
な
存
在

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
社
会
契
約
を
結
ぶ
と
は
こ
の
他
者
と
社
会
状
態
に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
他
者
の
何
で
あ
る
か
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
住
吉
雅
美
は
他
者
を
、
①
私
の
認
識
を
越
え
、
独
自
の
創
造
的
自
由
を
発
揮
す
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得

な
い
者
、
②
私
に
、
己
一
人
で
は
完
全
無
欠
で
充
溢
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
と
痛
感
さ
せ
る
存
在
、
③
私
の
認
識
能
力
で
は
理
解
で

き
ず
、
い
か
な
る
既
成
の
概
念
に
よ
っ
て
も
把
捉
さ
れ
ぬ
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
思
考
を
押
し
付
け
ら
れ
、
自
分
と
の
同
化
を
強
要
さ
れ

て
い
る
人
々
と
指
摘
す
る
（
３
）

。
こ
れ
は
「
欲
求
の
体
系
」
た
る
資
本
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
民
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
主

体
の
自
己
思
惟
の
中
に
は
吸
収
さ
れ
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
歴
史
的
・
哲
学
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
歴
史
的
・
哲
学
的
視
点
が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
は
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
で
自
己
に
関
す
る

規
定
が
作
ら
れ
る
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二−

①
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
自
我
に
相
当
す
る
よ
う
な
自
立
し
た
自
己
意
識
か
ら
考
察
を
始
め
る
（
４
）

。
何
に
も
依
拠
す
る
こ

）
五
九
九
（
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「
例
外
状
態
に
お
い
て
決
断
を
下
せ
る
者
が
主
権
者
」
と
し
た
が
、
こ
の
決
断
思
考
は
、
そ
れ
以
前
に
判
断

を
下
し
う
る
主
体
た
り
え
て
い
る
こ
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
自
然
人
で
あ
れ
ば

こ
の
主
体
を
構
成
す
る
の
が
自
己
で
あ
る
。
自
己
は
他
者
か
ら
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
た
り
え
る
。
自
己
は
自
分
だ
け
で

完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
的
に
自
己
が
規
定
さ
れ
る
（
２
）

。
通
常
他
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は
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な
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る
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を
結
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は
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の
他
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と
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状
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に
入
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
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に
他
者
の
何
で
あ
る
か
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
住
吉
雅
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は
他
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を
、
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私
の
認
識
を
越
え
、
独
自
の
創
造
的
自
由
を
発
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す
る
理
性
的
存
在
者
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得

な
い
者
、
②
私
に
、
己
一
人
で
は
完
全
無
欠
で
充
溢
し
た
存
在
で
は
あ
り
え
な
い
と
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感
さ
せ
る
存
在
、
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私
の
認
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能
力
で
は
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解
で
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ず
、
い
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る
既
成
の
概
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に
よ
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て
も
把
捉
さ
れ
ぬ
者
で
あ
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て
、
自
己
の
思
考
を
押
し
付
け
ら
れ
、
自
分
と
の
同
化
を
強
要
さ
れ

て
い
る
人
々
と
指
摘
す
る
（
３
）

。
こ
れ
は
「
欲
求
の
体
系
」
た
る
資
本
制
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
市
民
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
で
あ
り
、
主

体
の
自
己
思
惟
の
中
に
は
吸
収
さ
れ
な
い
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
歴
史
的
・
哲
学
的
な
要
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を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
歴
史
的
・
哲
学
的
視
点
が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
は
他
者
を
承
認
す
る
こ
と
で
自
己
に
関
す
る

規
定
が
作
ら
れ
る
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性
か
ら
見
て
い
こ
う
。

二−

①
　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
他
者
性

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
自
我
に
相
当
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る
よ
う
な
自
立
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た
自
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か
ら
考
察
を
始
め
る
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何
に
も
依
拠
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る
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と
の
な
い
こ
の
自
立
し
た
自
己
意
識
（≒

自
我
）
が
出
発
点
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
体
性
論
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

近
代
法
成
立
時
の
自
立independent

・
自
律autonom

ic

し
た
自
己
に
通
じ
る
自
己
で
あ
る
。

「
自
己
意
識
は
ま
ず
単
一
の
自
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
他
の
全
て
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
。
そ
の

本
質
で
も
あ
り
絶
対
の
対
象
で
も
あ
る
の
が
「
わ
れ
」
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
直
接
に
こ
の
「
わ
れ
」
の
も
と
に
あ
り
、「
わ
れ
」

と
い
う
自
立
し
た
個
と
し
て
存
在
す
る
。」（『
精
神
現
象
学
（
５
）

』P
131

）

し
か
し
他
を
排
除
す
る
こ
と
で
自
己
同
一
性
を
保
っ
て
い
た
単
純
な
「
わ
れ
」
は
、
他
と
の
関
係
へ
と
止
揚
さ
れ
る
。

「
自
己
を
意
識
し
た
ば
か
り
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
単
純
な
「
わ
れ
」
が
絶
対
の
対
象
だ
が
、
こ
の
対
象
は
事
の
真
相
を
捉
え
る
私

た
ち
の
目
に
は
、
無
限
の
媒
介
を
経
て
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、
独
立
自
存
の
生
命
を
本
質
的
な
要
素
と
し
て
い
る
。
最
初
の
経
験
の

結
果
、「
わ
れ
」
と
い
う
単
純
な
統
一
体
が
打
ち
壊
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
純
粋
な
自
己
意
識
と
、
純

粋
に
自
立
は
せ
ず
他
と
関
係
す
る
意
識
─
物
の
形
を
と
っ
て
存
在
す
る
意
識
─
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
意
識
に
と
っ
て
は
本
質

的
で
あ
る
。
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
二
つ
は
上
下
関
係
の
も
と
に
対
立
し
て
い
て
、
統
一
へ
と
還
っ
て
い
く
道
筋
は
ま
だ
示
さ
れ
て

は
い
な
い
か
ら
、
二
つ
の
対
立
す
る
意
識
形
態
と
し
て
存
在
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
が
自
立
性
を
本
質
と
す
る
自
立
し
た
意
識
で

あ
り
、
他
方
が
生
命
─
他
に
対
す
る
存
在
─
を
本
質
と
す
る
従
属
し
た
意
識
で
あ
る
。
前
者
が
「
主
人
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
奴

隷
」
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

133

）

）
〇
〇
〇
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
九

絶
対
的
な
「
わ
れ
」
が
他
者
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
自
己
意
識
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
他
者
を
映
し
鏡
に
し
て
自
己
を
確
認
す

る
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
を
探
る
自
我
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
の
観
念
で
あ
り
、
他
者
を

媒
介
と
し
た
自
己
と
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
と
他
者
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
他
か
ら
の
視
点
は
、

他
者
だ
け
で
な
く
共
同
体
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

「
共
同
体
は
、
一
般
的
な
秩
序
な
い
し
目
的
と
し
て
個
々
人
の
現
実
と
対
立
す
る
。
対
立
す
る
両
者
を
無
限
に
媒
介
す
る
の
が
自
己

意
識
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
己
と
共
同
体
と
の
潜
在
的
な
統
一
を
顕
在
化
し
、
一
般
的
な
秩
序
と
個
々
の
現
実
を
統
一
し
、
個
々

の
現
実
を
秩
序
に
一
体
化
さ
せ
る
べ
く
共
同
体
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
に
出
る
と
と
も
に
、
秩
序
を
個
々
の
現
実
に
ま
で
引
き
下

ろ
す
べ
く
、
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
の
共
同
体
の
目
的
を
実
行
に
移
す
。
行
動
の
成
果
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
自
己
意
識
の
核
心
と
共

同
体
と
の
統
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。」（『
精
神
現
象
学P

300

』）

共
同
体
の
精
神
を
絶
対
と
す
る
が
、
そ
れ
は
時
に
個
々
人
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
精
神
が
個
々

人
を
包
み
込
む
限
り
で
は
、
共
同
体
の
精
神
が
潜
在
的
な
秩
序
と
な
る
。
共
同
体
秩
序
は
共
同
体
精
神
の
本
質
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己

意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
共
同
体
精
神
を
体
現
し
て
い
る
の
が
「
自
然
的
な
共
同
体
精
神
」
た
る
家
族
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
。

「
共
同
体
秩
序
の
対
立
す
る
二
面
─
一
般
性
と
個
別
性
─
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
秩
序
の
全
体
と
そ
の
内
容
の
全
要
素
を
内
に
含
ん
で
い

）
〇
〇
四
（
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介
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を
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し
鏡
に
し
て
自
己
を
確
認
す

る
作
業
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い
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は
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自
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、
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の
自
己
の
観
念
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あ
り
、
他
者
を

媒
介
と
し
た
自
己
と
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
と
他
者
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
自
己
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
他
か
ら
の
視
点
は
、

他
者
だ
け
で
な
く
共
同
体
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。

「
共
同
体
は
、
一
般
的
な
秩
序
な
い
し
目
的
と
し
て
個
々
人
の
現
実
と
対
立
す
る
。
対
立
す
る
両
者
を
無
限
に
媒
介
す
る
の
が
自
己

意
識
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
は
己
と
共
同
体
と
の
潜
在
的
な
統
一
を
顕
在
化
し
、
一
般
的
な
秩
序
と
個
々
の
現
実
を
統
一
し
、
個
々

の
現
実
を
秩
序
に
一
体
化
さ
せ
る
べ
く
共
同
体
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
に
出
る
と
と
も
に
、
秩
序
を
個
々
の
現
実
に
ま
で
引
き
下

ろ
す
べ
く
、
頭
の
中
に
あ
る
だ
け
の
共
同
体
の
目
的
を
実
行
に
移
す
。
行
動
の
成
果
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
自
己
意
識
の
核
心
と
共

同
体
と
の
統
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
。」（『
精
神
現
象
学P

300

』）

共
同
体
の
精
神
を
絶
対
と
す
る
が
、
そ
れ
は
時
に
個
々
人
と
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
精
神
が
個
々

人
を
包
み
込
む
限
り
で
は
、
共
同
体
の
精
神
が
潜
在
的
な
秩
序
と
な
る
。
共
同
体
秩
序
は
共
同
体
精
神
の
本
質
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
己

意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
共
同
体
精
神
を
体
現
し
て
い
る
の
が
「
自
然
的
な
共
同
体
精
神
」
た
る
家
族
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル

は
言
う
。

「
共
同
体
秩
序
の
対
立
す
る
二
面
─
一
般
性
と
個
別
性
─
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
秩
序
の
全
体
と
そ
の
内
容
の
全
要
素
を
内
に
含
ん
で
い

）
〇
〇
四
（
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る
。
共
同
の
世
界
が
秩
序
を
自
覚
的
な
現
実
の
行
為
と
し
て
示
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
方
で
、
秩
序
は
そ
の
ま
ま
こ
そ
に
あ
る
と
い

う
形
で
も
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
秩
序
は
、
一
面
で
、
共
同
体
精
神
の
内
的
本
質
な
い
し
一
般
的
可
能
性
で

あ
る
と
と
も
に
、
多
面
で
、
そ
こ
に
は
自
己
意
識
の
要
素
も
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
形
で
共
同
体

精
神
を
表
現
す
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
の
本
質
と
確
信
が
他
者
の
内
に
あ
る
の
を
自
ず
と
意
識
す
る
よ
う
な
「
自
然
な
共

同
体
精
神
」
こ
そ
が
、
家
族
で
あ
る
。
家
族
は
、
無
意
識
の
、
内
面
的
な
共
同
体
と
し
て
意
識
的
な
現
実
に
対
立
し
、
民
族
の
現
実

性
の
育
つ
場
と
し
て
の
民
族
そ
の
も
の
に
対
立
し
、
自
然
発
生
的
な
共
同
体
と
し
て
、
全
体
の
た
め
の
労
働
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
維

持
さ
れ
る
共
同
体
と
対
立
し
、
ペ
ナ
ー
テ
ー
ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
と
し
て
国
家
の
神
に
対
立
す
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

302

）

ヘ
ー
ゲ
ル
が
後
に
著
し
た
『
法
哲
学G
rundlinien der P

hilosophie des R
echts, 1821

』
に
お
い
て
家
族
‐
市
民
社
会
‐
国
家
へ

と
止
揚
す
る
出
発
点
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
家
族
が
自
己
と
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
、
こ

こ
で
は
重
要
に
な
る
。

「
家
族
を
支
配
す
る
神
の
お
き
て
に
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
様
々
な
要
素
が
あ
っ
て
…
第
一
に
来
る
の
が
夫
と
妻
の
関
係
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
は
一
方
の
意
識
が
他
方
の
意
識
の
内
に
直
接
に
己
を
認
識
し
相
互
承
認
の
認
識
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
相
互
認
識

は
自
然
の
情
に
基
づ
く
も
の
で
、
共
同
体
精
神
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
現
実
の
精
神
が
あ
る
訳
で
は
な
く
、
精
神

の
イ
メ
ー
ジ
や
像
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
や
像
は
、
自
分
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
現
実
を
持
つ
か
ら
、
夫
と
妻
の

関
係
は
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
─
つ
ま
り
、
子
ど
も
の
内
に
─
現
実
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
と
は
、
夫
と
妻
の
関
係
が
そ

）
〇
〇
四
（

法
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　─
不
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化
さ
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た
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体
性
と
法
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正
当
性
・
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回
復
の
た
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の
一
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察
（
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一
五
一

こ
へ
と
流
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
消
え
て
い
く
も
の
な
の
だ
か
ら
。」（『
精
神
現
象
学
』P

307

）

自
他
関
係
の
最
小
単
位
と
し
て
夫
婦
か
ら
な
る
家
族
を
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
夫
と
妻
の
関
係
に
は
相
互
承
認
が
成
り
立
ち
、
子
ど

も
の
う
ち
に
現
実
と
し
て
体
現
さ
れ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
は
、
現
代
か
ら
見
る
と
自
然
主
義
的
誤
謬
に
満
ち
て
い
る
。
人
は
当
然

に
婚
姻
し
、
子
を
も
う
け
る
。
そ
れ
が
自
然
で
善
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
家
族
外
、
つ
ま
り
市
場
や
国
家
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
性

が
結
ば
れ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
し
て
、
現
代
の
私
た
ち
を
予
知
し
て
も
い
る
。
夫

と
妻
と
で
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
夫
が
代
表
す
る
こ
と
で
、
妻
の
存
在
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
、
市
民
社
会
や
国

家
は
形
成
さ
れ
て
い
る
構
造
は
、
今
な
お
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
女
性
の
共
同
体
精
神
と
男
性
の
そ
れ
と
の
違
い
は
、
個
を
気
遣
い
、
快
楽
を
受
け
入
れ
る
女
性
が
、
直
接
に
共
同
体
の
う
ち
に
身

を
浸
し
、
個
と
し
て
の
欲
望
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
男
性
に
あ
っ
て
は
、
個
と
共
同
性
が
分
離
し
、
市
民
と
し
て
は
共

同
体
精
神
の
力
を
自
覚
的
に
所
有
す
る
男
性
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
欲
望
の
権
利
を
自
ら
獲
得
し
、
そ
れ
を
自
由
に
使
い
こ
な
す
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
妻
の
こ
う
し
た
関
係
に
は
個
別
の
要
素
が
混
じ
る
か
ら
、
そ
の
共
同
体
精
神
は
純
粋
で
は
な
い
。

が
、
共
同
の
関
係
が
成
り
立
つ
限
り
で
、
個
の
要
素
は
ど
う
で
も
よ
く
、
自
分
の
存
在
を
他
人
の
内
に
認
識
す
る
と
い
う
側
面
が
妻

に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

309

）

自
己
を
他
者
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
妻
は
、
夫
婦
関
係
の
中
で
不
可
視
化
さ
れ
て
い
く
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤

）
〇
〇
五
（
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こ
へ
と
流
れ
て
い
き
、
そ
こ
で
消
え
て
い
く
も
の
な
の
だ
か
ら
。」（『
精
神
現
象
学
』P

307

）

自
他
関
係
の
最
小
単
位
と
し
て
夫
婦
か
ら
な
る
家
族
を
見
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
夫
と
妻
の
関
係
に
は
相
互
承
認
が
成
り
立
ち
、
子
ど

も
の
う
ち
に
現
実
と
し
て
体
現
さ
れ
る
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
指
摘
は
、
現
代
か
ら
見
る
と
自
然
主
義
的
誤
謬
に
満
ち
て
い
る
。
人
は
当
然

に
婚
姻
し
、
子
を
も
う
け
る
。
そ
れ
が
自
然
で
善
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
家
族
外
、
つ
ま
り
市
場
や
国
家
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
性

が
結
ば
れ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
現
実
の
も
の
と
し
て
、
現
代
の
私
た
ち
を
予
知
し
て
も
い
る
。
夫

と
妻
と
で
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
を
夫
が
代
表
す
る
こ
と
で
、
妻
の
存
在
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
、
市
民
社
会
や
国

家
は
形
成
さ
れ
て
い
る
構
造
は
、
今
な
お
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
女
性
の
共
同
体
精
神
と
男
性
の
そ
れ
と
の
違
い
は
、
個
を
気
遣
い
、
快
楽
を
受
け
入
れ
る
女
性
が
、
直
接
に
共
同
体
の
う
ち
に
身

を
浸
し
、
個
と
し
て
の
欲
望
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
男
性
に
あ
っ
て
は
、
個
と
共
同
性
が
分
離
し
、
市
民
と
し
て
は
共

同
体
精
神
の
力
を
自
覚
的
に
所
有
す
る
男
性
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
欲
望
の
権
利
を
自
ら
獲
得
し
、
そ
れ
を
自
由
に
使
い
こ
な
す
、

と
い
う
点
に
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
妻
の
こ
う
し
た
関
係
に
は
個
別
の
要
素
が
混
じ
る
か
ら
、
そ
の
共
同
体
精
神
は
純
粋
で
は
な
い
。

が
、
共
同
の
関
係
が
成
り
立
つ
限
り
で
、
個
の
要
素
は
ど
う
で
も
よ
く
、
自
分
の
存
在
を
他
人
の
内
に
認
識
す
る
と
い
う
側
面
が
妻

に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。」（『
精
神
現
象
学
』P

309

）

自
己
を
他
者
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
妻
は
、
夫
婦
関
係
の
中
で
不
可
視
化
さ
れ
て
い
く
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
誤

）
〇
〇
五
（
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謬
に
従
う
な
ら
、
婚
姻
関
係
を
持
た
な
い
人
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
女
性
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
徹
底
的
に
無
視
さ
れ
る
。「
家
族
の
形

成
」「
子
を
持
つ
こ
と
」「
男
性
・
女
性
と
い
う
生
物
学
的
な
区
別
に
基
づ
く
特
性
」
を
当
然
視
す
る
自
然
主
義
を
維
持
し
つ
つ
、
し
か
し

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
自
然
的
な
違
い
」
が
共
同
体
に
有
益
な
意
味
を
見
出
す
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
「
子
ど
も
に
よ
る
共
同
体
の
継

続
」
と
い
う
側
面
か
ら
で
は
な
く
、「
自
分
と
は
異
な
る
他
者
と
の
出
会
い
」
と
い
う
観
点
か
ら
で
あ
る
。

「
男
性
と
女
性
は
自
然
の
ま
ま
の
性
別
を
克
服
し
、
共
同
体
秩
序
を
構
成
す
る
二
つ
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

共
同
体
的
な
意
味
を
持
つ
男
性
な
い
し
女
性
と
な
る
。
共
同
世
界
の
二
つ
の
一
般
的
秩
序
が
、
生
ま
れ
つ
き
の
違
い
を
元
に
そ
の
担

い
手
を
男
女
に
振
り
分
け
る
の
は
、
共
同
体
精
神
が
共
同
体
と
自
己
意
識
と
の
自
然
の
ま
ま
の
統
一
─
現
実
の
区
別
と
い
う
面
か
ら

見
る
と
、
生
ま
れ
つ
き
の
違
い
に
根
拠
を
置
く
よ
う
な
自
然
ら
し
さ
─
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
肉
体

を
持
っ
た
個
人
の
姿
が
、
精
神
的
な
世
界
の
本
質
に
か
か
わ
り
つ
つ
、
生
ま
れ
つ
き
の
男
性
な
い
し
女
性
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
こ

こ
で
は
生
ま
れ
つ
き
の
性
別
が
決
定
的
な
意
味
を
持
ち
、
素
質
や
能
力
の
違
い
と
い
っ
た
偶
然
の
要
素
と
は
次
元
の
違
う
も
の
と
な

る
。
男
女
の
違
い
と
い
う
生
ま
れ
つ
き
の
対
立
が
、
同
時
に
、
共
同
体
的
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
だ
。」（『
精
神
現
象
学
』P

310

）

男
性
・
女
性
と
い
う
異
な
る
性
別
に
よ
っ
て
の
み
家
族
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
家
族
を
代
表
す
る
男
性
の
自
己
意
識
が
共
同

体
に
参
画
で
き
る
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
共
同
体
意
識
と
自
己
意
識
と
は
同
一
視
さ
れ
、
自
己
意
識
は
共
同
体
の
義
務
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
共
同
体
の
正
義
と
自
己
意
識
と
が
対
立
す
る
契
機
は
あ
る
も
の
の
、
行
為
者
は
自
己
意
識
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
へ

の
「
責
任
」
が
課
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
責
任
は
、
共
同
体
精
神
に
基
づ
き
、
共
同
体
全
体
の
中
で
共
有
さ
れ
る
責
任
で
あ
る
。

）
〇
〇
〇
（
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五
三

「
一
般
的
な
共
同
体
生
活
に
お
い
て
、
…
行
為
し
責
任
を
負
う
の
が
特
定
の
個
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
の
自
己
と

し
て
の
個
人
は
、
非
現
実
の
影
に
過
ぎ
ず
、
共
同
体
精
神
を
体
現
す
る
自
己
と
し
て
の
み
個
人
は
あ
り
、
個
人
で
あ
る
こ
と
は
行
為

の
純
粋
な
形
式
的
な
要
素
に
過
ぎ
な
い
。」（『
精
神
現
象
学
』P

316

）

自
己
意
識
と
対
立
す
る
共
同
体
の
ル
ー
ル
や
権
力
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
不
当
な
暴
力
的
権
力
と
み
な
し
た
り
、
偶
然
共
同
体
を
代

表
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
権
力
と
み
な
し
た
り
し
て
、
犯
罪
と
知
り
な
が
ら
犯
罪
行
為
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
そ
れ
は
共
同
体
内

に
対
立
し
た
意
識
が
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
共
同
体
は
そ
の
よ
う
な
対
立
す
る
存
在
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
方
で
共
同

体
内
の
ル
ー
ル
に
背
い
た
個
人
の
行
為
に
対
し
て
も
ま
た
、
責
任
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
国
の
反
逆
者
を
埋
葬
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
国
法
に
反
し
て
、
反
逆
者
と
な
っ
た
兄
を
葬
っ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
が
、「
わ
た
し
た
ち
が
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
過
ち

を
犯
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
」
と
語
る
の
は
個
人
の
責
任
で
あ
り
、
捉
え
ら
れ
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
そ
の
婚
約
者
で
国

王
の
息
子
で
あ
る
ハ
イ
モ
ー
ン
が
追
っ
て
自
殺
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
内
の
対
立
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
に
語
ら
せ
て
い
る
（
６
）

。

「
人
間
の
掟
は
、
一
般
的
な
在
り
方
と
し
て
は
共
同
体
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
担
う
の
は
男
性
で
あ
り
、
現
実
に
力
を
行
使
す
る
の

は
政
府
だ
が
、
女
性
を
代
表
す
る
ペ
ナ
ー
テ
ー
ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
の
共
同
体
か
ら
の
逸
脱
や
、
家
族
の
独
立
を
、
内
部
に
吞
み

込
み
、
そ
れ
ら
を
共
同
体
の
一
貫
す
る
流
れ
に
溶
か
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
存
在
し
、
運
動
し
、
自
分
を
保
ち
続
け
る
。
が
、

家
族
は
、
同
時
に
、
共
同
体
の
要
素
で
あ
り
、
個
の
意
識
は
共
同
体
精
神
を
動
か
す
土
台
で
あ
る
。
共
同
体
が
家
族
の
幸
福
を
破
壊

）
〇
〇
三
（
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五
三

「
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般
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同
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な
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あ
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自
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、
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精
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あ
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行
為
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形
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過
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な
い
。」（『
精
神
現
象
学
』P

316
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と
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な
し
た
り
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犯
罪
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知
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が
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犯
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れ
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と
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、
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の
息
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で
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る
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モ
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追
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る
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、
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内
の
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る
を
得
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に
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で
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の
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を
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で
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、
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を
行
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る
の

は
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府
だ
が
、
女
性
を
代
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す
る
ペ
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ー
テ
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ス
（
家
庭
の
守
護
神
）
の
共
同
体
か
ら
の
逸
脱
や
、
家
族
の
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を
、
内
部
に
吞
み

込
み
、
そ
れ
ら
を
共
同
体
の
一
貫
す
る
流
れ
に
溶
か
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
存
在
し
、
運
動
し
、
自
分
を
保
ち
続
け
る
。
が
、

家
族
は
、
同
時
に
、
共
同
体
の
要
素
で
あ
り
、
個
の
意
識
は
共
同
体
精
神
を
動
か
す
土
台
で
あ
る
。
共
同
体
が
家
族
の
幸
福
を
破
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一
五
四

し
、
自
己
意
識
を
解
体
し
て
共
同
体
精
神
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
存
続
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
共
同
体
は
、
自
分
が
抑

圧
し
つ
つ
自
分
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
女
性
的
な
る
も
の
を
、
自
ら
の
内
面
の
敵
と
す
る
こ
と
に
な
る
。」

（『
精
神
現
象
学
』P

322

）

こ
う
し
て
他
者
の
承
認
を
通
じ
て
自
己
を
確
立
し
、
共
同
体
も
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
示
し
た
。
そ
こ
に
は
家
族
の
自
然
性

や
女
性
の
不
可
視
化
な
ど
も
見
て
取
れ
る
が
、
強
調
す
べ
き
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
想
定
し
た
自
己
が
、
他
者
か
ら
全
く
独
立
し
た
近
代
法
的
な

責
任
主
体
と
し
て
の
自
我
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
も
ま
た
再
帰
的
に
形
成
さ
れ
る
と
捉
え
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
自
然
家
族
に
含
ま
れ
る
負
担
や
、
家
族
「
内
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、
家
族
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ
れ
他
者

に
さ
え
な
り
え
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
共
同
体
の
基
盤
と
な
る
家
族
そ
の
も
の
に
対
し
て
目
を
向
け
な
い
こ
と
へ
の
批
判
は
、
後
に
俎
上

に
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
「
自
分
が
抑
圧
し
つ
つ
自
分
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
女
性
的
な
る
も
の
」
を

人
間
あ
ま
ね
く
内
包
し
て
い
る
事
実
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
訳
で
あ
る
。

二−

②
　
自
己
と
他
者
と
の
相
互
関
連
性

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
指
し
示
す
知
の
様
態
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
示
す
言
説
行
為
の
前
に
「
自
己
」
や
「
主
体
」
は
な
く
、
言
説
行
為
を
通
じ
て
事
後
的
に
「
自
己
」
や
「
主
体
」
が
構
築
さ
れ
る
、
と

考
え
た
の
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
者
で
も
あ
る
バ
ト
ラ
ー
で
あ
る
。
言
語
行
為
を
通
じ
て
事
後
的
に
し
か
主
体
が
構
築
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
私
た
ち
が
普
段
誰
の
言
語
を
用
い
て
い
る
か
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
も
し
主
体
が
「
他
者
の
言
語
」
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
れ

）
〇
〇
三
（

法
に
お
け
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他
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　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
五
五

ば
、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
秩
序
は
他
者
の
言
葉
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
価
値
観
で
再
生
産
さ
れ
続
け
る
。
他
者
の
論
理
に
よ
っ
て
自
己
の
生

き
る
社
会
が
構
築
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

自
己
を
言
語
的
な
構
築
物
と
み
な
し
た
ラ
カ
ン
同
様
、
バ
ト
ラ
ー
も
ま
た
言
説
行
為
に
着
目
し
、
言
説
行
為
の
反
復
過
程
を
通
じ
て
事

後
的
に
自
己
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
た
。
ラ
カ
ン
は
、
鏡
に
映
る
自
己
像
へ
の
同
一
化
を
通
し
て
身
体
の
統
一
性
を
確
保
（
第
一
次
同
一

化
）
し
、
次
い
で
言
語
へ
の
参
入
を
通
じ
て
「
語
る
主
体
」
へ
と
主
体
化
（
第
二
次
同
一
化
）
す
る
と
い
う
二
つ
の
過
程
を
通
じ
る
こ
と
で
、

「
主
体
化
」
す
る
こ
と
は
「
他
者
に
な
る
」
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
（
７
）

。「
主
体
化
」
と
は
、
言
語
と
い
う
他
者
の
秩
序
へ
の
従
属
化

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
主
体
」
に
な
る
途
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
真
の
全
て
を
包
摂
す
る
普
遍
に
向
か
っ
て
論
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が

提
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
根
底
に
あ
る
否
定
と
切
り
離
せ
な
い
普
遍
な
の
だ
。
普
遍
と
い
う
語
が
有
す
る
全
方
位
的
な
範

域
は
、
そ
れ
が
依
存
し
て
い
る
特
定
の
物
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
綻
び
が
生
じ

て
く
る
（
８
）

」

排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
集
団
的
な
主
体
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
家
族
の

名
の
も
と
で
疎
外
さ
れ
た
主
体
の
存
在
が
内
包
さ
れ
て
い
た
が
、
主
体
が
他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
共
同
体
の
成
員
に
な
り

え
な
い
の
は
家
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
承
認
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
承
認
を
求
め
る
た
め
に
は
集
団
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要
と
バ
ト
ラ
ー
は
考
え
た
（
９
）

。

）
〇
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三
（
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で
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。
他
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の
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に
よ
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の
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る
社
会
が
構
築
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
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を
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語
的
な
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物
と
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し
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ラ
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ン
同
様
、
バ
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も
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た
言
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行
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に
着
目
し
、
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行
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の
反
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過
程
を
通
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て
事

後
的
に
自
己
が
形
成
さ
れ
る
と
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え
た
。
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ン
は
、
鏡
に
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る
自
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像
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の
同
一
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を
通
し
て
身
体
の
統
一
性
を
確
保
（
第
一
次
同
一

化
）
し
、
次
い
で
言
語
へ
の
参
入
を
通
じ
て
「
語
る
主
体
」
へ
と
主
体
化
（
第
二
次
同
一
化
）
す
る
と
い
う
二
つ
の
過
程
を
通
じ
る
こ
と
で
、

「
主
体
化
」
す
る
こ
と
は
「
他
者
に
な
る
」
過
程
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
（
７
）

。「
主
体
化
」
と
は
、
言
語
と
い
う
他
者
の
秩
序
へ
の
従
属
化

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
「
主
体
」
に
な
る
途
は
な
い
。
バ
ト
ラ
ー
も
こ
の
認
識
を
共
有
し
て
い
る
。

「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
真
の
全
て
を
包
摂
す
る
普
遍
に
向
か
っ
て
論
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が

提
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
身
の
根
底
に
あ
る
否
定
と
切
り
離
せ
な
い
普
遍
な
の
だ
。
普
遍
と
い
う
語
が
有
す
る
全
方
位
的
な
範
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は
、
そ
れ
が
依
存
し
て
い
る
特
定
の
物
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
綻
び
が
生
じ

て
く
る
（
８
）

」

排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
集
団
的
な
主
体
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
家
族
の

名
の
も
と
で
疎
外
さ
れ
た
主
体
の
存
在
が
内
包
さ
れ
て
い
た
が
、
主
体
が
他
者
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
共
同
体
の
成
員
に
な
り

え
な
い
の
は
家
族
ば
か
り
で
は
な
い
。
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
承
認
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
承
認
を
求
め
る
た
め
に
は
集
団
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
必
要
と
バ
ト
ラ
ー
は
考
え
た
（
９
）
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一
五
六

一
般
に
承
認
論
で
は
、
自
他
関
係
の
「
正
当
な
在
り
方
」
を
め
ぐ
る
も
の
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
、
集
団
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
た
る
規
範
の
同
一
性
を
要
請
す
る
も
の
）
と
し
て
承
認
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
る
見
方
と
、
い
か
な
る
自
他
関
係
も
権
力
関
係

か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
承
認
は
権
力
関
係
を
正
当
化
す
る
と
み
な
す
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
見
方
と
が
あ
る
（
10
）

。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
バ

ト
ラ
ー
は
、
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
必
要
性
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
そ
こ
に
お
け
る
承
認
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
固
定
化
に
つ
な
が
り
、
常
に
自
己
の
外
側
に
排
除
す
べ
き
他
者
を
見
つ
け
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
承
認
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
も
着
目
し
て
い
る
。
あ
る
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
体
者
た
ち
は
、
承
認
を
求

め
る
こ
と
で
そ
の
外
縁
に
お
い
て
新
た
な
排
除
す
べ
き
他
者
を
生
み
続
け
（「
私
は
あ
の
人
と
は
違
う
」
こ
と
で
相
対
的
優
位
を
確
保
し
て
承
認

を
得
る
）、
弱
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
主
体
が
主
体
に
な
る
た
め
に
は
、
他
者
か
ら
の
承

認
を
必
要
と
す
る
の
で
、
何
ら
か
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
必
要
に
な
る
。
そ
の
承
認
は
、
権
力
関
係
・
他
者
排
除
の
構
造
に
お

い
て
な
さ
れ
る
の
で
、
排
除
の
循
環
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
異
質
な
も
の
を
異
質
な
ま
ま
自
己
の
中
に
内
包
す
る
ほ
か
な
く
な
る
こ
と
に
な

る
（
11
）

。あ
る
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
存
在
が
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
他
者
か
ら
の
承
認
と
不
可
分
で
あ
る
。
承
認
に
よ
り
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
社
会
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
が
、
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
更
な
る
別
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
を
想
定
す
る
こ
と
で
相

対
的
に
承
認
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
差
別
の
連
鎖
構
造
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、
そ
の
異
質
性
を
取
り
込
む
枠
組
み
作
り
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
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不
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的
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と
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的
正
当
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・
正
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た
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（
松
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二−

③
　
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
見
た
他
者
と
責
任

「
家
族
制
度
そ
し
て
親
密
関
係
と
依
存
に
由
来
す
る
問
題
は
、
法
律
や
法
学
で
は
傍
系
で
あ
る
。
市
場
を
論
じ
る
と
き
家
族
だ
け
は

別
物
と
さ
れ
、
独
自
の
役
割
と
規
則
に
支
配
さ
れ
る
。
家
族
を
消
費
や
生
産
の
単
位
と
見
る
時
で
さ
え
、
や
は
り
そ
れ
は
市
場
の
本

質
的
構
造
と
は
分
析
上
別
扱
い
さ
れ
る
。
…
法
学
は
…
家
族
を
依
存
の
受
け
皿
に
な
る
社
会
制
度
と
決
め
込
ん
で
い
る
。
家
族
を
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
で
覆
う
こ
と
は
や
め
、
法
と
法
学
理
論
の
中
心
に
引
き
出
す
べ
き
だ
（
12
）

。」

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
こ
の
言
葉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
然
的
な
存
在
と
し
て
不
可
視
化
し
た
家
族
ケ
ア
に
従
事
す
る
主
体
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

し
、
不
可
視
化
し
た
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
市
場
や
国
家
、
そ
れ
を
是
認
す
る
法
理
論
に
相
応
の
責
任
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
主
体

を
透
明
化
す
る
こ
と
で
、
主
体
と
し
て
の
他
者
と
も
な
り
え
ず
、
そ
の
他
の
他
者
や
共
同
体
に
「
透
明
な
他
者
」
の
存
在
意
義
は
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
さ
れ
な
い
。
透
明
な
他
者
に
必
要
な
責
任
を
「
自
然
」
の
名
の
も
と
に
押
し
付
け
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
る
シ
ス
テ
ム
が
再
構

築
さ
れ
続
け
る
さ
ま
を
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
検
証
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
家
族
内
に
お
い
て
妻
が
透
明
化
さ
れ
、
夫
が
家
族
を
代
表

す
る
存
在
た
る
こ
と
が
「
自
然
」
と
考
え
た
が
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
そ
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
、
透
明
化
さ
れ
た
妻
─
ケ
ア
労
働
に
携
わ

る
者
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
妻
で
あ
る
必
要
も
な
い
─
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
全
体
を
よ
り
健
全
に
再
構
築
し
て
い
け
る
と
考
え

る
。
以
下
、『
ケ
ア
の
絆
』
で
展
開
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
、
現
代
的
意
味
で
の
「
自
立
」
は
経
済
的
観
念
と
直
結
し
て
い
る
。
独
立
と
自
活
を
可
能
に
す
る
金
銭
力
で
、

自
己
決
定
権
と
行
動
の
支
配
権
と
い
う
自
立
を
買
っ
て
い
る
。
社
会
は
富
の
蓄
積
ば
か
り
に
価
値
を
置
き
、
命
を
生
み
育
て
る
ケ
ア
ワ
ー

ク
を
自
明
視
し
て
い
る
。
家
族
の
ケ
ア
ワ
ー
ク
に
携
わ
る
人
は
、
自
分
で
そ
う
決
め
た
の
だ
か
ら
自
分
で
何
と
か
す
べ
き
で
あ
り
、
社
会

）
〇
〇
九
（
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ば
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も
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で
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も
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─
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
、
共
同
体
全
体
を
よ
り
健
全
に
再
構
築
し
て
い
け
る
と
考
え

る
。
以
下
、『
ケ
ア
の
絆
』
で
展
開
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
、
現
代
的
意
味
で
の
「
自
立
」
は
経
済
的
観
念
と
直
結
し
て
い
る
。
独
立
と
自
活
を
可
能
に
す
る
金
銭
力
で
、

自
己
決
定
権
と
行
動
の
支
配
権
と
い
う
自
立
を
買
っ
て
い
る
。
社
会
は
富
の
蓄
積
ば
か
り
に
価
値
を
置
き
、
命
を
生
み
育
て
る
ケ
ア
ワ
ー

ク
を
自
明
視
し
て
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る
。
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の
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ア
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ク
に
携
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は
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あ
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は
そ
れ
へ
の
「
施
し
」
に
値
し
な
い
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
（
13
）

。
そ
も
そ
も
人
間
は
「
み
な
誰
か
お
母

さ
ん
の
子
ど
も
（
14
）

」
で
あ
り
、
人
生
の
ど
こ
か
の
段
階
で
必
ず
誰
か
に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
命
を
保
て
な
い
。
し
か
も
誰
か
へ
の
依
存
状
態

は
、
病
的
に
忌
避
す
る
も
の
で
も
失
敗
の
結
果
で
も
な
く
、
人
の
発
展
過
程
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
逆
説
的
だ
が
、
依
存
を
引
き
受
け

る
こ
と
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
、
介
護
す
る
者
自
身
の
依
存
を
作
り
出
す
と
い
う
二
次
的
な
依
存
が
起
き
る
。
誰

か
を
ケ
ア
す
る
人
は
、
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
自
分
自
身
も
社
会
的
資
源
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ケ
ア
責
任
の
担
い
手
は
、
職
場
で

の
期
待
と
依
存
者
の
差
し
迫
っ
た
ニ
ー
ズ
と
の
板
挟
み
に
陥
り
、
時
に
賃
金
労
働
市
場
へ
の
参
加
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
。

ケ
ア
の
担
い
手
（
多
く
は
母
親
）
た
る
二
次
的
な
依
存
者
が
、
進
ん
で
そ
う
し
た
地
位
を
承
諾
し
た
と
仮
定
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
形
で
、
社
会
の
中
で
特
定
の
人
た
ち
だ
け
が
ケ
ア
に
伴
う
犠
牲
を
引
き
受
け
て
い
る
の
か
を
問
お
う
と
は
せ
ず
、
国
家
で
も
市

場
で
も
な
く
、
婚
姻
家
族
に
対
し
て
の
み
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
の
ケ
ア
が
一
手
に
任
さ
れ
る
。

実
際
に
は
誰
も
が
避
け
ら
れ
な
い
依
存
を
経
験
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
社
会
的
な
責
任
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
現
実
に

は
、
二
次
的
依
存
者
は
、
家
庭
内
で
経
済
的
・
構
造
的
資
源
（
妻
の
座
、
嫁
の
役
割
）
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
市
場
は
そ
の
責

任
に
応
じ
ず
、
国
家
は
失
敗
し
た
家
族
の
避
難
所
、
経
済
面
で
の
最
後
の
頼
み
の
綱
と
し
て
し
か
機
能
し
て
い
な
い
。
国
家
の
援
助
に
頼

ら
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ア
の
担
い
手
は
、
き
わ
め
て
屈
辱
的
な
手
続
き
に
耐
え
、
貧
窮
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
初
め
て
、
援
助
を

あ
て
に
で
き
る
。
ケ
ア
の
仕
事
は
集
団
の
、
社
会
全
体
の
責
務
で
あ
り
、
社
会
の
各
構
成
員
の
責
務
で
も
あ
る
。
ケ
ア
に
対
す
る
責
務
が

必
然
的
に
社
会
全
体
の
も
の
と
言
う
こ
と
は
、
生
物
学
的
な
依
存
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。
依
存
へ
の
対
応
は
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
基
本
行
為
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
ケ
ア
が
な
け
れ
ば
、
社
会
は
存
在
し
て
い
け
な
い
。

ケ
ア
の
担
い
手
の
無
償
労
働
こ
そ
、
認
知
さ
れ
て
い
な
い
、
し
か
も
社
会
全
体
に
対
す
る
公
的
扶
助
で
あ
る
、
そ
う
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
考

）
〇
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え
た
。
し
か
し
社
会
は
、
ケ
ア
の
担
い
手
の
労
を
慮
る
こ
と
も
、
そ
の
価
値
を
認
め
補
償
す
る
こ
と
も
、
労
働
に
見
合
う
だ
け
の
対
応
を

す
る
こ
と
も
な
く
、
避
け
ら
れ
な
い
依
存
を
典
型
的
に
私
的
な
制
度
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
結
婚
で
作
ら
れ
る
婚
姻
家
族
に
割
り
当
て
て

き
た
、
と
言
う
。

「
な
ぜ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
で
、
社
会
の
中
で
特
定
の
人
た
ち
だ
け
が
ケ
ア
に
伴
う
犠
牲
を
引
き
受
け
て
い
る
の
か
問
お
う
と
し
な

い
」
の
は
、
問
わ
な
い
こ
と
に
利
益
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
自
然
」
と
し
て
家
族
に
内
包
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
責
任
は
不
可

視
化
さ
れ
、
市
場
や
国
家
は
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
市
場
の
経
済
発
展
の
構
造
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
生
物
学
的
な
依
存
─
ケ
ア
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
事
実
は
、
ケ
ア
労
働
や
そ
れ
に
携
わ
る
人
を
透
明
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
に
お
け
る
対
等
な
他
者
と
し
て
そ
も

そ
も
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
社
会
を
酷
く
歪
な
形
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
。
ケ
ア
労
働
と
い
う
対
象
事
実
を
見
る
こ
と
も
な
く
、

ケ
ア
労
働
に
携
わ
る
依
存
者
の
存
在
を
理
解
し
な
い
こ
と
は
、
社
会
構
成
員
た
る
「
他
者
」
の
認
識
形
成
に
関
わ
っ
て
く
る
。
ケ
ア
労
働

を
排
除
し
た
形
で
形
成
さ
れ
た
認
識
や
構
造
は
、
自
分
が
依
存
す
る
・
依
存
さ
れ
る
ケ
ア
の
主
体
と
な
っ
た
時
、
そ
れ
に
伴
う
負
担
は
不

可
視
化
さ
れ
、
賃
金
労
働
者
と
し
て
は
市
場
で
半
人
前
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
の
は
、
生
身
の

「
自
己
」
や
「
他
者
」
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
市
場
や
国
家
で
あ
る
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
こ
れ
を
「
効
率
に
名
を
借
り
た
搾
取
」
と
言
う
。
ケ
ア
の
担
い
手
が
不
払
い
や
不
当
に
低
い
対
価
に
よ
る
搾
取
に
甘

ん
じ
る
こ
と
が
、
市
場
や
国
家
に
と
っ
て
は
依
存
に
対
す
る
最
も
効
果
的
な
解
決
策
に
な
る
。
更
に
、
女
性
は
子
ど
も
を
「
選
好
す
る
」

と
流
布
さ
せ
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
担
い
手
が
ケ
ア
コ
ス
ト
を
自
ら
選
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
手
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
さ

え
さ
れ
る
。
依
存
を
家
族
の
責
任
、
も
し
く
は
自
主
的
な
選
択
と
す
る
こ
と
で
、
市
場
や
国
家
は
果
た
す
べ
き
義
務
を
免
れ
て
い
る
と
い

）
〇
四
四
（
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さ
れ
、
市
場
や
国
家
は
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
市
場
の
経
済
発
展
の
構
造
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
？
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
生
物
学
的
な
依
存
─
ケ
ア
が
人
類
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
で
避
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
事
実
は
、
ケ
ア
労
働
や
そ
れ
に
携
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一
六
〇

う
。
ケ
ア
労
働
が
母
親
に
の
み
課
せ
ら
れ
、
父
親
が
主
た
る
ケ
ア
の
担
い
手
に
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
、「
し
ば
し
ば
仕
事
（
賃
金
労
働
）

を
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
ケ
ア
労
働
が
、
市
場
に
お
け
る
ス
キ
ル
や
キ
ャ
リ
ア
発
展
を
犠
牲
に
す
る

も
の
で
あ
る
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
ケ
ア
に
注
が
れ
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
現
実
に
個
人
の
市
場
に
お
け
る
ス
キ
ル
向
上
の
た
め

の
投
資
や
、
市
場
に
参
加
す
る
機
会
奪
っ
て
き
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

あ
る
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
で
き
た
し
、
そ
の
選
択
を
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
も
知
っ
た
上
で
な

お
そ
の
「
選
択
」
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
選
択
の
「
責
任
」
は
選
択
を
行
っ
た
行
為
主
体
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
法
に
は
あ
る
。
し

か
し
ケ
ア
労
働
に
携
わ
る
（
例
え
ば
子
ど
も
を
産
む
）
と
い
う
選
択
を
し
た
時
点
で
、
そ
れ
に
よ
り
経
済
的
な
見
通
し
が
悪
化
す
る
仕
組
み

に
ま
で
同
意
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
社
会
や
文
化
が
そ
う
し
た
コ
ス
ト
の
問
題
を
「
見
え
な
く
し
て
い
た
こ
と
」
や
、

ケ
ア
の
見
返
り
や
報
酬
に
関
し
て
幻
想
を
抱
か
せ
た
可
能
性
が
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
意
思
に
よ
る
選
択
と
そ
の
責
任
に
つ

い
て
も
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
実
認
識
の
上
で
、
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
法
学
の
役
割
を
、
本
節
の
初
め
に
紹
介
し
た
引
用
で
示
し
て
い
る
。
市
場
の
構
造
か

ら
別
扱
い
さ
れ
て
い
る
家
族
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
名
の
下
で
依
存
の
受
け
皿
に
す
る
こ
と
を
止
め
、
法
理
論
の
中
心
に
据
え
る
必
要
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
　
法
と
い
う
背
景
条
件

誰
も
が
皆
ケ
ア
を
受
け
、
ま
た
ケ
ア
を
す
る
主
体
と
な
る
現
実
を
直
視
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
共
同
体
全
体
の
課
題
と
す
る
ケ
ア
の

）
〇
四
四
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
一

倫
理
が
、
社
会
の
中
で
は
い
ま
だ
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
は
、
ケ
ア
の
存
在
そ
の
も
の
や
ケ
ア
を
行
う
主
体
が

不
可
視
化
さ
れ
る
の
で
、
他
者
の
存
在
を
合
わ
せ
鏡
に
し
た
自
己
の
相
互
的
な
形
成
が
行
わ
れ
ず
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
修
正
も
難
し
い
。

そ
の
中
で
法
に
果
た
せ
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
「
背
景
条
件
」
と
し
て
の
法
の
役
割
に
期
待
を
か
け
る
。
私
的
自
治
や
過
失
責
任
と
い
っ
た
近
代
私
法
の
役
割
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
法
は
そ
も
そ
も
市
場
が
発
達
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
あ
り
、
前
提
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
法
と
い
う
共
同
体

の
文
法
、
つ
ま
り
「
背
景
条
件
」
が
あ
る
こ
と
で
、
市
場
は
そ
の
機
能
を
円
滑
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
市
場
の
成
立
は
、
法

と
い
う
背
景
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
に
よ
る
と
法
の
「
背
景
条
件
」
と
は
、
ど
ん
な
社
会
的
合
意
も
、
何
ら
か
の
依
存
の
構
造
や
制
度
的
仕
組
み
を
前
提
と

し
た
、
歴
史
的
文
脈
の
中
で
作
ら
れ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
が
契
約
交
渉
に
臨
む
と
き
、
法
の
お
か
げ
で
予

見
可
能
性
を
立
て
ら
れ
る
。
背
景
条
件
と
は
、
そ
れ
が
全
く
日
常
的
で
当
た
り
前
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
必
要
性
を
問
わ
れ
る
こ
と
す
ら

な
い
社
会
的
背
景
の
中
に
紛
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ら
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
、
目
立
た
ず
、
意
識
的
批
判
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

ま
た
基
本
的
で
逃
れ
よ
う
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
「
自
然
」
で
、
も
と
も
と
そ
う
な
の
だ
、
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
（
16
）

」
が
ゆ
え

に
、
紛
争
を
回
避
す
る
よ
う
な
形
で
自
ず
と
調
整
が
働
い
た
り
、
社
会
で
支
配
的
な
要
求
や
期
待
が
通
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
契
約
に
は

自
律
し
た
（
他
方
で
ケ
ア
労
働
を
不
可
視
化
し
た
）
個
人
と
国
家
の
関
係
し
か
規
定
さ
れ
な
い
が
、
家
族
の
ケ
ア
労
働
を
市
場
労
働
と
同
様

に
扱
う
こ
と
で
、
背
景
条
件
を
修
正
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
個
人
が
国
家
に
求
め
る
権
利
意
識
に
基
づ
く
規
範
や
、
市
場
で
の
労
働

協
約
な
ど
と
同
様
、
ケ
ア
労
働
を
法
に
組
み
込
み
、
社
会
的
仕
組
み
の
一
覧
を
法
が
担
う
必
要
が
あ
る
。

背
景
条
件
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
か
つ
そ
れ
が
い
か
に
難
し
い
か

）
〇
四
五
（
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一
六
二

が
分
か
る
。
個
人
と
国
家
を
対
置
し
て
、
ど
ち
ら
か
に
責
任
を
押
し
付
け
る
の
は
も
は
や
妥
当
で
は
な
い
。
社
会
的
役
割
を
果
た
す
た
め

に
家
族
に
強
い
ら
れ
た
困
難
を
見
え
な
く
す
る
構
造
を
放
置
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
つ
け
は
社
会
全
体
に
回
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

構
造
を
修
正
し
支
え
る
の
が
、
背
景
条
件
と
し
て
の
法
で
あ
る
。
で
は
具
体
的
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
の
か
。
フ
ァ
イ
ン

マ
ン
は
市
場
の
責
任
を
問
う
て
い
る
。

「
ケ
ア
の
責
任
を
負
っ
た
労
働
者
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
使
用
者
は
、
必
要
と
さ
れ
る
負
担
と
コ
ス
ト
を
他
の
労
働
者
に
転
嫁
す
る

だ
け
で
解
決
し
た
と
片
付
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
正
し
く
公
平
で
あ
る
と
想
定
す
る
一
連
の
雇
用
関
係
こ
そ
問
い
直
さ
れ

る
べ
き
。
使
用
者
は
そ
の
依
存
の
ケ
ア
の
コ
ス
ト
の
責
任
か
ら
逃
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」（『
ケ
ア
の
絆
』P

253

）

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
家
族
、
市
場
、
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ま
ず
依
存
に
対
し
て
次
の
三
つ
の
基
本
的
な
前
提
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
①
国
が
全
て
の
個
人
に
対
し
て
基
本
的
な
社
会
的
財
を
供
給
又
は
確
約
す
る
こ
と
が
、
現
代
の
人
道
的
社
会
で
は
欠
か
せ
な
い

こ
と
、
②
避
け
ら
れ
な
い
依
存
は
す
べ
て
の
人
の
関
心
事
で
あ
り
、
普
遍
的
又
は
集
団
的
責
任
と
し
て
構
想
さ
れ
る
こ
と
、
③
ケ
ア
労
働

に
従
事
す
る
と
、
そ
の
担
い
手
か
ら
固
有
の
コ
ス
ト
が
搾
り
取
ら
れ
る
の
で
、
ケ
ア
の
担
い
手
は
、
ケ
ア
労
働
を
首
尾
よ
く
行
う
た
め
に

追
加
的
な
物
質
的
・
構
造
的
資
源
を
求
め
ざ
る
を
得
ず
、
社
会
や
制
度
の
二
次
的
な
依
存
者
と
な
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た

上
で
、
ケ
ア
労
働
に
対
応
し
た
市
場
制
度
の
再
編
を
国
が
監
督
・
促
進
し
、
依
存
の
負
担
を
市
場
に
担
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
、
と

す
る
。
正
義
が
個
人
に
提
供
を
保
証
す
べ
き
な
の
は
、
ケ
ア
す
る
主
体
で
あ
れ
さ
れ
る
主
体
で
あ
れ
、
個
人
が
人
生
を
送
る
た
め
に
必
要

な
基
本
と
な
る
社
会
的
財
の
一
生
涯
の
保
障
と
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
と
そ
の
担
い
手
を
支
え
る
た
め
の
追
加
的
扶
助
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

）
〇
四
〇
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
三

市
場
に
お
い
て
労
働
者
の
最
低
賃
金
や
労
働
時
間
を
法
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
で
、
市
場
に
お
け
る
効
率
優
先
の
論
理
と
は
異
な
る
指
標

を
加
え
る
と
い
う
、
国
家
に
よ
る
市
場
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
様
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
責
任
か
ら
離
れ
た
場
所
に

い
て
市
場
に
貢
献
す
る
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ケ
ア
労
働
も
組
み
込
ん
だ
働
き
方
を
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
に
依
存
し
な
い
と
維
持
で
き
な
い
生
計
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
の
考
慮
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
正
当
な
評
価
と
保
障
な
ど
、
市
場

の
論
理
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
ま
ま
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
現
実
を
、
法
規
制
に
よ
り
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
場
に
一
定
の
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
性
を
、
国
家
が
法
に
お
い
て
社
会
の
文
法
と
し
て
示
す
こ
と
。
家
族
が
、
絶
対
に
必
要
だ
が
目

立
た
な
い
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
市
場
で
も
必
要
な
業
務
な
が
ら
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
そ

の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
関
係
性
を
作
り
出
し
、
搾
取
す
る
企
業
を
監
督
す
る
責
任
が
国
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
背
景
条
件
」
に
応
じ
て
、
人
々
の
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
。
ケ
ア
労
働
を
見
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
と
社
会
意
識
と
に

は
共
犯
関
係
が
作
ら
れ
る
。
社
会
意
識
が
一
定
の
見
解
を
持
つ
と
き
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
を
裁
判
所
が
下
す
こ
と
は
な
い
。
ま
ず

は
見
え
な
く
し
て
い
た
も
の
を
可
視
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
ど
こ
か
の
局
面
で
は
必
ず
弱
者
と
な
る
存
在

で
あ
る
人
間
に
必
要
な
の
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
る
卓
越
主
義
的
な
正
義
の
構
造
設
計
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
ま
ず
は
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
市
場
優
先
の
論
理
か
ら
は
見
た
く
な
い
現
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
合
わ
せ
鏡
に
し
て
こ
そ
、
次
な
る
社

会
制
度
の
再
構
築
が
始
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

）
〇
四
三
（



法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
三

市
場
に
お
い
て
労
働
者
の
最
低
賃
金
や
労
働
時
間
を
法
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
で
、
市
場
に
お
け
る
効
率
優
先
の
論
理
と
は
異
な
る
指
標

を
加
え
る
と
い
う
、
国
家
に
よ
る
市
場
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
様
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ケ
ア
の
責
任
か
ら
離
れ
た
場
所
に

い
て
市
場
に
貢
献
す
る
労
働
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ケ
ア
労
働
も
組
み
込
ん
だ
働
き
方
を
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
に
依
存
し
な
い
と
維
持
で
き
な
い
生
計
で
は
な
く
、
個
人
単
位
で
の
考
慮
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
の
正
当
な
評
価
と
保
障
な
ど
、
市
場

の
論
理
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
ま
ま
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
現
実
を
、
法
規
制
に
よ
り
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
場
に
一
定
の
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
性
を
、
国
家
が
法
に
お
い
て
社
会
の
文
法
と
し
て
示
す
こ
と
。
家
族
が
、
絶
対
に
必
要
だ
が
目

立
た
な
い
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
市
場
で
も
必
要
な
業
務
な
が
ら
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
性
そ

の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
関
係
性
を
作
り
出
し
、
搾
取
す
る
企
業
を
監
督
す
る
責
任
が
国
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
背
景
条
件
」
に
応
じ
て
、
人
々
の
意
識
も
醸
成
さ
れ
る
。
ケ
ア
労
働
を
見
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
法
と
社
会
意
識
と
に

は
共
犯
関
係
が
作
ら
れ
る
。
社
会
意
識
が
一
定
の
見
解
を
持
つ
と
き
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
判
決
を
裁
判
所
が
下
す
こ
と
は
な
い
。
ま
ず

は
見
え
な
く
し
て
い
た
も
の
を
可
視
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
ど
こ
か
の
局
面
で
は
必
ず
弱
者
と
な
る
存
在

で
あ
る
人
間
に
必
要
な
の
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
よ
る
卓
越
主
義
的
な
正
義
の
構
造
設
計
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
っ
て
ま
ず
は
現

実
を
直
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
市
場
優
先
の
論
理
か
ら
は
見
た
く
な
い
現
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
合
わ
せ
鏡
に
し
て
こ
そ
、
次
な
る
社

会
制
度
の
再
構
築
が
始
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六
四

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
己
意
識
に
は
自
主
性
を
本
質
と
す
る
自
立
し
た
意
識
と
、
他
に
対
す
る
存
在
を
本
質
と
す
る
従
属
し
た
意
識
と
の
双

方
が
本
質
に
あ
る
と
考
え
た
。
バ
ト
ラ
ー
は
言
説
行
為
の
反
復
を
通
じ
て
、
他
者
に
な
る
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ

れ
る
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
は
、
二
つ
で
一
つ
と
し
た
夫
婦
の
主
体
性
か
ら
妻
が
消
え
去
っ
て
い
る
こ
と
が
、
バ
ト
ラ
ー
か
ら
は
強
者

た
る
他
者
の
言
説
を
通
じ
て
し
か
自
己
が
作
ら
れ
ず
、
そ
れ
で
も
自
己
を
作
ろ
う
と
す
る
際
に
は
常
に
周
縁
化
さ
れ
た
更
な
る
弱
者
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
ケ
ア
に
関
係
す
る
弱
者
の
存
在
と
ケ
ア
労
働
の
必
要
性
を
直
視
し
、
法
と
い
う
背
景
条

件
を
用
い
て
市
場
の
監
督
を
国
家
が
行
う
必
要
を
説
い
た
。「
〇
〇
な
の
に
、
物
分
か
り
が
良
い
」「
あ
の
人
た
ち
よ
り
は
ま
し
」「
自
分

に
は
関
係
な
い
」、
そ
う
い
っ
た
承
認
関
係
は
も
は
や
役
に
立
た
な
い
。
ど
こ
か
で
自
分
も
他
者
を
周
縁
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う

認
識
、
同
時
に
周
縁
化
さ
れ
た
他
者
に
自
分
も
な
り
得
る
と
い
う
自
覚
、
そ
う
し
た
割
り
切
れ
な
い
澱
を
自
己
内
に
抱
え
込
ん
で
こ
そ
、

社
会
の
中
で
自
己
と
他
者
と
が
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
差
異
化
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
家
族−

市
民

社
会−

国
家
へ
と
止
揚
さ
せ
た
際
、
ケ
ア
ワ
ー
ク
は
自
然
の
本
性
の
名
の
も
と
に
不
可
視
化
さ
れ
て
市
民
社
会
が
形
成
さ
れ
た
が
、
市
場

の
誤
謬
を
更
に
止
揚
し
得
る
の
は
、
国
家
の
役
割
で
あ
り
、
背
景
条
件
と
し
て
の
法
に
他
な
ら
な
い
。
法
主
体
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
は
、

そ
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
他
者
や
社
会
構
造
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
主
体
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
他
者

に
な
る
」
こ
と
で
、
公
共
性
は
拓
か
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
下
）』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
。

（
2
） 

自
我
（E

go

）
と
自
己
（S

elf

）
と
は
異
な
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
自
我E

go
を
無
意
識Ido

と
超
自
我S

uperego

と
の
間
に
挟
ま
れ
た
心
理
現

象
の
ご
く
一
部
と
説
明
し
た
が
、
こ
こ
で
は
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
の
例
に
よ
る
。
ミ
ー
ド
に
よ
る
と
、
自
我
と
自
己
と
は
「I

（
主
我
）」
と
「m

e

（
客

）
〇
四
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
五

我
）」
に
対
応
し
て
お
り
、
客
我
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
指
す
が
、
主
我
は
客
我
に
還
元
さ
れ
つ
く
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
絶
対
的
な
能
動
性
を
持
つ
自
我
や
主
我
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
う
の
も
、
自
我
で
は
な
く
自
己
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー

ド
『
ミ
ー
ド
著
作
集
成
：
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
社
会
・
歴
史
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 

住
吉
雅
美
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
─
市
民
社
会
の
「
他
者
」、
哲
学
の
「
他
者
」」
日
本
法
哲
学
会
編
『
他
者
を
め
ぐ
る
法
思
想
』
有

斐
閣
、
二
〇
一
九
年
。

（
4
） 

自
我E

go

と
自
己S

elf

と
を
厳
密
に
区
別
し
て
論
じ
る
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
後
の
フ
ロ
イ
ト
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
5
） G

.W
.F

. H
egel, P

hänom
enologie des G

eistes, W
erke in zw

antig B
änden 3, S

uhrkam
pV

erlag 1970. 

邦
訳
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
た
。

（
6
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。

（
7
） 

上
野
千
鶴
子
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
頁
。

（
8
） 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
偶
発
性
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
─
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
9
） 

バ
ト
ラ
ー
自
身
は
、identity

の
語
で
は
な
く
、
言
語
が
主
体
を
通
じ
て
語
る
際
の
媒
体
と
し
てagency

の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
10
） 

片
山
善
博
『
差
異
と
承
認
』
創
風
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
七
頁
以
下
。

（
11
） 

ゴ
フ
マ
ン
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
社
会
的
な
操
作
も
可
能
と
考
え
た
。
ゴ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
管
理
に
は
①
印
象
操
作
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
加
工
や
偽
装
工
作
）、
②
補
償
努
力
（「
黒
人
な
の
に
教
養
が
あ
る
」
な

ど
、
帰
属
集
団
か
ら
自
分
だ
け
一
抜
け
す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
管
理
）、
③
開
き
直
り
（「B

lack is beautiful

」
の
よ
う
な
弱
者
の
解
放

戦
略
）、
④
価
値
剥
奪
（
よ
り
相
対
的
に
弱
者
で
あ
る
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
の
価
値
を
奪
う
こ
と
で
、
自
ら
の
社
会
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
相

対
的
に
高
め
る
差
別
化
戦
略
）、
そ
し
て
⑤
距
離
化
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
自
分
が
無
関
心
・
無
関
与
で
あ
る
か
に
振
る
舞
う
）
が
あ

る
。

（
12
） M

artha A
lbertson F

inem
an, T

he A
utonom

y M
yth; A

 T
heory of  D

ependency, T
he N

ew
 P

ress, N
ew

 Y
ork, 2004.

マ
ー
サ
・

Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
『
ケ
ア
の
絆
─
自
律
神
話
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

）
〇
四
三
（



法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
六
五

我
）」
に
対
応
し
て
お
り
、
客
我
は
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
を
指
す
が
、
主
我
は
客
我
に
還
元
さ
れ
つ
く
さ
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
絶
対
的
な
能
動
性
を
持
つ
自
我
や
主
我
を
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
本
稿
で
扱
う
の
も
、
自
我
で
は
な
く
自
己
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー

ド
『
ミ
ー
ド
著
作
集
成
：
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
社
会
・
歴
史
』
作
品
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
3
） 
住
吉
雅
美
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
─
市
民
社
会
の
「
他
者
」、
哲
学
の
「
他
者
」」
日
本
法
哲
学
会
編
『
他
者
を
め
ぐ
る
法
思
想
』
有

斐
閣
、
二
〇
一
九
年
。

（
4
） 

自
我E

go
と
自
己S

elf

と
を
厳
密
に
区
別
し
て
論
じ
る
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
後
の
フ
ロ
イ
ト
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
5
） G

.W
.F

. H
egel, P

hänom
enologie des G

eistes, W
erke in zw

antig B
änden 3, S

uhrkam
pV

erlag 1970. 

邦
訳
は
、
Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・

ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
長
谷
川
宏
訳
、
作
品
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
た
。

（
6
） 

ヘ
ー
ゲ
ル
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。

（
7
） 

上
野
千
鶴
子
「
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
二
五
頁
。

（
8
） 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
偶
発
性
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
・
普
遍
性
─
新
し
い
対
抗
政
治
へ
の
対
話
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
9
） 

バ
ト
ラ
ー
自
身
は
、identity

の
語
で
は
な
く
、
言
語
が
主
体
を
通
じ
て
語
る
際
の
媒
体
と
し
てagency

の
語
を
用
い
て
い
る
。

（
10
） 

片
山
善
博
『
差
異
と
承
認
』
創
風
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
七
頁
以
下
。

（
11
） 

ゴ
フ
マ
ン
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
的
に
構
築
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
社
会
的
な
操
作
も
可
能
と
考
え
た
。
ゴ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
管
理
に
は
①
印
象
操
作
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
加
工
や
偽
装
工
作
）、
②
補
償
努
力
（「
黒
人
な
の
に
教
養
が
あ
る
」
な

ど
、
帰
属
集
団
か
ら
自
分
だ
け
一
抜
け
す
る
た
め
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
管
理
）、
③
開
き
直
り
（「B

lack is beautiful

」
の
よ
う
な
弱
者
の
解
放

戦
略
）、
④
価
値
剥
奪
（
よ
り
相
対
的
に
弱
者
で
あ
る
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
の
価
値
を
奪
う
こ
と
で
、
自
ら
の
社
会
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
相

対
的
に
高
め
る
差
別
化
戦
略
）、
そ
し
て
⑤
距
離
化
（
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
自
分
が
無
関
心
・
無
関
与
で
あ
る
か
に
振
る
舞
う
）
が
あ

る
。

（
12
） M

artha A
lbertson F

inem
an, T

he A
utonom

y M
yth; A

 T
heory of  D

ependency, T
he N

ew
 P

ress, N
ew

 Y
ork, 2004.

マ
ー
サ
・

Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
『
ケ
ア
の
絆
─
自
律
神
話
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
〇
〇
頁
。

）
〇
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六
六

（
13
） 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
こ
れ
を
「
ポ
ル
シ
ェ
好
み
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
金
銭
的
・
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
が

か
か
る
こ
と
が
分
か
っ
た
上
で
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
う
し
な
い
自
由
も
選
択
し
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
自
ら
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、

ポ
ル
シ
ェ
を
保
有
す
る
こ
と
─
保
有
や
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
お
金
が
か
か
る
が
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
「
高
価
な
嗜
好
」
を
選
択
し
て
い
る
─
に
比
し

て
、
自
己
責
任
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
十
分
な
社
会
的
保
障
は
必
要
な
い
と
い
う
論
拠
と
し
て
比
べ
る
な

ら
ば
、
ポ
ル
シ
ェ
を
持
つ
こ
と
で
は
な
く
、
ポ
ル
シ
ェ
を
作
る
労
働
者
と
な
る
は
ず
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
14
） E

va F
eder K

ittay, L
overs L

abor; E
ssays on W

om
en, E

quality, and D
ependency, R

outledge, 1999. 

エ
ヴ
ァ
ー
・
フ
ェ
ダ
ー
・

キ
テ
イ
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』、
白
澤
社
、
二
〇
一
〇
年
。

（
15
） 

か
つ
て
無
償
労
働
の
経
済
評
価
が
「
こ
ん
な
に
頑
張
っ
て
い
る
」
こ
と
へ
の
評
価
と
し
て
使
わ
れ
た
が
、
そ
の
分
市
場
で
賃
金
労
働
の
機
会
が

失
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
誰
も
が
無
償
労
働
を
担
う
主
体
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
有
償
・
無
償
双
方
の
労
働
の
「
組
み
合
わ
せ
」
が
、
人
間
と
し
て

妥
当
な
労
働
形
態
に
な
る
た
め
に
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
16
） 

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
、
前
掲
書
二
二
四
頁
。

）
〇
四
三
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
六
七

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程

─
重
大
局
面
と
し
て
の
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立

─福
　
　
森
　
　
憲
一
郎

一
　
情
報
環
境
の
積
極
的
構
築

本
稿
は
、
米
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
な
ぜ
オ
バ
マ
政
権
期
に
積
極
的
な
規
制

を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
１
）

。
オ
バ
マ
政
権
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
を
重
視
し
、
様
々
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
（
２
）

。

特
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
し
て
は
、
学
校
や
図
書
館
、
医
療
機
関
な
ど
の
主
要
施
設
に
お
け
る
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の

整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
（Internet S

ervice P
rovider: IS

P

）
に
対
す
る
規
制
ル
ー

ル
の
強
化
を
実
現
し
た
（
３
）

。

論

　説

）
九
一
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
六
七

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程

─
重
大
局
面
と
し
て
の
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立

─福
　
　
森
　
　
憲
一
郎

一
　
情
報
環
境
の
積
極
的
構
築

本
稿
は
、
米
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
な
ぜ
オ
バ
マ
政
権
期
に
積
極
的
な
規
制

を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
１
）

。
オ
バ
マ
政
権
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
を
重
視
し
、
様
々
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
（
２
）

。

特
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
し
て
は
、
学
校
や
図
書
館
、
医
療
機
関
な
ど
の
主
要
施
設
に
お
け
る
高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の

整
備
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
（Internet S

ervice P
rovider: IS

P

）
に
対
す
る
規
制
ル
ー

ル
の
強
化
を
実
現
し
た
（
３
）

。

論

　説

）
九
一
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
六
八

Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
作
成
は
、
米
国
連
邦
通
信
委
員
会
（F

ederal C
om

m
unications C

om
m

ission: F
C

C

）
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
米
国
の
放
送
事
業
に
対
す
る
独
立
規
制
機
関
で
あ
り
、
米
国
内
に
お
け
る
通
信
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
対
し
て
、
公
式
の

制
度
に
基
づ
く
自
律
性
を
有
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
他
の
通
信
イ
ン
フ
ラ
と
同
様
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
対
し
て
も
規
制
権
限
の
獲

得
を
目
指
し
て
き
た
。
オ
バ
マ
政
権
に
お
い
て
成
立
し
た
規
制
ル
ー
ル
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
（N

etw
ork N

eutrality

）」
と
い
う

考
え
方
に
基
づ
い
て
お
り
、
中
立
的
な
情
報
通
信
環
境
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
一
定
の
規
制
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
対
し
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
委
員
構
成
が
政
権
与
党
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
か
ら
、
オ
バ
マ
政
権
の
意
向
が

反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
対
し
て
は
、
オ
バ
マ
政
権
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策

に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
の
ほ
か
に
も
、
規
制
権
限
が
明
確
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
関
す
る
議
論
へ
の
注
目
が
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
が
影
響
を
与
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
第
一
に
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
法
的
基
盤
と
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
権
限
が
い
か
に

し
て
示
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
対
し
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
注
目
の

高
ま
り
が
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
を
発
表
す
る
ご
と
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
の
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ル
ー
ル

の
具
体
的
な
内
容
を
定
め
て
き
た
。
米
国
に
お
い
て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
が
問
題
と
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
物
理
基
盤
を
も
つ

Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
っ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
ブ

ロ
ッ
ク
を
行
っ
た
恐
れ
の
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
規
制
ル
ー
ル
（「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
（Internet P

olicy S
tatem

ent

）」）

を
発
表
し
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
是
正
命
令
を
行
っ
た
。
是
正
命
令
を
受
け
た
大
手
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
権
限
に

関
す
る
訴
え
を
起
こ
す
。
判
決
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
側
の
主
張
を
認
め
た
た
め
に
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
再
び
規
制
ル
ー
ル
の
作
成
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。

）
九
二
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
六
九

Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
に
発
表
し
た
規
制
ル
ー
ル
（「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
（O

pen Internet O
rder

）」）
は
、
命
令
の
根
拠
規
定
と

し
て
一
九
三
四
年
通
信
法
（T

he C
om

m
unication A

ct of 1934

）を
定
め
て
い
る
。
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
の
特
徴
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
市

場
の
拡
大
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
を
消
極
的
な
も
の
に
止
め
る
点
に
あ
っ
た
。
軽
規
制
ル
ー
ル
の
有
効
性
に
関
し

て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
再
び
訴
え
を
起
こ
す
と
、
裁
判
所
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
命
令
自
体
の
有
効
性
は
否
定
し
た
も
の
の
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対

す
る
規
制
権
限
は
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
判
決
を
受
け
て
新
た
に
重
規
制
ル
ー
ル
（「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
（T

itle 

II O
rder

）」）
を
発
表
す
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
規
制
ル
ー
ル
を
繰
り
返
し
発
表
す
る
な
か
で
、
世
論
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
へ
の
関
心
も
高
ま
り
を
見
せ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
用
拡
大
が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
ブ
ロ
ッ

ク
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
々
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
の
オ
バ
マ

（B
arack H

ussein O
bam

a II

）
大
統
領
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
の
発
表
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
の

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
と
い
う
問
題
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
規
制
ル
ー
ル
が
成
立

し
た
背
景
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
を
通
じ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
注
目
の
高
ま
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
次
節
で
は
分
析
枠
組
み
を
示
す
。
本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
重
規
制

ル
ー
ル
の
成
立
を
可
能
に
し
た
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す
。
第
二
節
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
ル
ー
ル
に
お
い
て

論
点
と
な
っ
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
議
論
の
展
開
を
ま
と
め
る
。
第
三
節
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
ル
ー
ル
が
軽
規
制
か

ら
重
規
制
へ
と
変
化
し
た
過
程
を
三
段
階
に
分
け
て
分
析
す
る
。
特
に
、
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
が
発
表
さ
れ
る
ご
と
に
、
規
制
ル
ー
ル
の

具
体
的
な
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
ま
た
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
対
し
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
議
論
の
高

）
九
二
一
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
六
九

Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
に
発
表
し
た
規
制
ル
ー
ル
（「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
（O

pen Internet O
rder

）」）
は
、
命
令
の
根
拠
規
定
と

し
て
一
九
三
四
年
通
信
法
（T

he C
om

m
unication A

ct of 1934

）を
定
め
て
い
る
。
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
の
特
徴
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
市

場
の
拡
大
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
を
消
極
的
な
も
の
に
止
め
る
点
に
あ
っ
た
。
軽
規
制
ル
ー
ル
の
有
効
性
に
関
し

て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
再
び
訴
え
を
起
こ
す
と
、
裁
判
所
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
命
令
自
体
の
有
効
性
は
否
定
し
た
も
の
の
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対

す
る
規
制
権
限
は
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
判
決
を
受
け
て
新
た
に
重
規
制
ル
ー
ル
（「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
（T

itle 

II O
rder

）」）
を
発
表
す
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
規
制
ル
ー
ル
を
繰
り
返
し
発
表
す
る
な
か
で
、
世
論
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
へ
の
関
心
も
高
ま
り
を
見
せ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
用
拡
大
が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
の
ブ
ロ
ッ

ク
に
よ
っ
て
、
一
般
の
人
々
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
へ
の
影
響
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
の
オ
バ
マ

（B
arack H

ussein O
bam

a II

）
大
統
領
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
の
発
表
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
の

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
と
い
う
問
題
が
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
規
制
ル
ー
ル
が
成
立

し
た
背
景
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
を
通
じ
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
注
目
の
高
ま
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
次
節
で
は
分
析
枠
組
み
を
示
す
。
本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
重
規
制

ル
ー
ル
の
成
立
を
可
能
に
し
た
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す
。
第
二
節
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
ル
ー
ル
に
お
い
て

論
点
と
な
っ
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
議
論
の
展
開
を
ま
と
め
る
。
第
三
節
で
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
ル
ー
ル
が
軽
規
制
か

ら
重
規
制
へ
と
変
化
し
た
過
程
を
三
段
階
に
分
け
て
分
析
す
る
。
特
に
、
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
が
発
表
さ
れ
る
ご
と
に
、
規
制
ル
ー
ル
の

具
体
的
な
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
ま
た
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
対
し
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
議
論
の
高

）
九
二
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
七
〇

ま
り
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
観
点
か
ら
米
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ

ラ
政
策
を
分
析
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
と
課
題
が
あ
る
の
か
を
示
す
。

二
　
分
析
枠
組
み

─
歴
史
的
制
度
論

Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
独
立
規
制
機
関
と
し
て
組
織
が
持
つ
特
徴
に
注
目
が
集
ま
っ
て
き
た
（
４
）

。
特
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に

対
す
る
規
制
ル
ー
ル
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
発
表
さ
れ
た
ル
ー
ル
の
内
容
を
分
析
す
る
も
の
が
多
く
（
５
）

、
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
関

す
る
分
析
は
少
な
い
（
６
）

。
本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
を
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
影
響

を
与
え
た
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
に
注
目
す
る
。

歴
史
的
制
度
論
で
は
、
制
度
発
展
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
政
治
過
程
に
お
け
る
時
間
と
い
う
要
素
に
注
目
し
、
そ
の
過
程
や

偶
発
的
に
生
じ
た
重
大
な
岐
路
を
手
が
か
り
に
す
る
（
７
）

。
歴
史
的
制
度
論
に
お
い
て
、
制
度
は
、
公
式
的
な
制
度
や
組
織
だ
け
で
は
な
く
、

ル
ー
ル
や
手
続
き
な
ど
の
非
公
式
の
慣
習
も
含
む
広
範
な
概
念
を
意
味
す
る
（
８
）

。
制
度
が
も
た
ら
す
影
響
は
、
ア
ク
タ
ー
の
利
益
や
権
力
配

分
の
程
度
、
さ
ら
に
は
、
ア
ク
タ
ー
が
関
与
す
る
政
策
過
程
全
体
に
ま
で
作
用
す
る
。

ピ
ア
ソ
ン
（P

aul P
ierson

）
は
、
制
度
の
「
経
路
依
存
性
」
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
政
策
や
既
存
制
度
の
規
定
力
や
拘
束
力

が
、
制
度
の
形
成
過
程
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
９
）

。
制
度
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
因
果
プ
ロ
セ
ス
が
一
度
作
動

す
る
と
、
特
定
の
パ
タ
ー
ン
が
再
生
産
さ
れ
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
連
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
は
維
持
さ
れ
て
い
く
。
偶
発
的
な

出
来
事
が
生
じ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
結
果
は
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
選
択
が
行
わ
れ
た
配
列
や
順
番
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
制
度

は
左
右
さ
れ
る
（
10
）

。

）
九
二
二
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
一

ピ
ア
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
政
治
は
経
済
と
比
較
し
た
場
合
、
経
路
依
存
性
が
強
化
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
11
）

。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
は
公
共
財

を
供
給
す
る
集
合
的
行
為
で
あ
り
、
一
度
決
定
さ
れ
制
度
化
が
進
む
と
、
そ
の
後
に
変
更
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
制
度

の
維
持
に
対
し
て
は
、
政
治
制
度
の
強
制
性
や
ア
ク
タ
ー
の
権
限
、
権
力
非
対
称
性
や
政
治
の
多
義
性
な
ど
が
寄
与
す
る
。
特
に
、「
タ

イ
ミ
ン
グ
」
は
、
政
治
制
度
の
維
持
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
（
12
）

。
あ
る
ア
ク
タ
ー
が
政
治
的
空
間
に
一
番
に
登
場
し
た
場
合
、
自
ら
に
有

利
に
な
る
制
度
や
ル
ー
ル
を
設
計
す
る
可
能
性
が
高
い
。
特
定
の
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
有
利
な
制
度
が
定
着
し
た
場
合
、
後
続
の
ア
ク

タ
ー
に
よ
る
参
入
は
困
難
に
な
る
。

し
か
し
、
政
策
過
程
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
歴
史
的
制
度
論
に
対
し
て
は
様
々
な
批
判
が
行
わ
れ
き
た
。
例
え
ば
、
歴
史
的
制

度
論
を
独
立
し
た
立
場
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
へ
の
批
判
や
（
13
）

、
歴
史
的
制
度
論
が
も
つ
説
明
力
に
対
す
る
批
判
が
存
在
す
る
。
特
に
、

因
果
関
係
を
状
況
依
存
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
見
方
に
対
し
て
は
、
制
度
の
発
展
や
ア
ク
タ
ー
の
行
動
能
力
を
軽
視
し
て
い
る
と

の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
（
14
）

。
ま
た
、
歴
史
的
制
度
論
は
、
制
度
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
明
確
で
あ
り
、
説
明
モ
デ
ル
と
し
て
未
確
立
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
に
お
け
る
変
動
の
予
測
能
力
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。

本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
が
様
々
な
課
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
制
度
発
生
の
時
点
に
お
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
点
に

関
し
て
、
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
有
効
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
の
観
点
か
ら
重
規
制
ル
ー
ル

の
成
立
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
自
体
が
、
単
に
オ
バ
マ
政
権
や
民
主
党
の
意
向
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
要
因
と
し
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
な
ル
ー
ル
を
発
表
し
た

タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権
限
の
法
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
関
す
る
議
論
に
対

し
て
世
論
の
注
目
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

）
九
二
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
一

ピ
ア
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
政
治
は
経
済
と
比
較
し
た
場
合
、
経
路
依
存
性
が
強
化
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
11
）

。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
は
公
共
財

を
供
給
す
る
集
合
的
行
為
で
あ
り
、
一
度
決
定
さ
れ
制
度
化
が
進
む
と
、
そ
の
後
に
変
更
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
制
度

の
維
持
に
対
し
て
は
、
政
治
制
度
の
強
制
性
や
ア
ク
タ
ー
の
権
限
、
権
力
非
対
称
性
や
政
治
の
多
義
性
な
ど
が
寄
与
す
る
。
特
に
、「
タ

イ
ミ
ン
グ
」
は
、
政
治
制
度
の
維
持
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
（
12
）

。
あ
る
ア
ク
タ
ー
が
政
治
的
空
間
に
一
番
に
登
場
し
た
場
合
、
自
ら
に
有

利
に
な
る
制
度
や
ル
ー
ル
を
設
計
す
る
可
能
性
が
高
い
。
特
定
の
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
有
利
な
制
度
が
定
着
し
た
場
合
、
後
続
の
ア
ク

タ
ー
に
よ
る
参
入
は
困
難
に
な
る
。

し
か
し
、
政
策
過
程
の
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
歴
史
的
制
度
論
に
対
し
て
は
様
々
な
批
判
が
行
わ
れ
き
た
。
例
え
ば
、
歴
史
的
制

度
論
を
独
立
し
た
立
場
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
へ
の
批
判
や
（
13
）

、
歴
史
的
制
度
論
が
も
つ
説
明
力
に
対
す
る
批
判
が
存
在
す
る
。
特
に
、

因
果
関
係
を
状
況
依
存
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
見
方
に
対
し
て
は
、
制
度
の
発
展
や
ア
ク
タ
ー
の
行
動
能
力
を
軽
視
し
て
い
る
と

の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
（
14
）

。
ま
た
、
歴
史
的
制
度
論
は
、
制
度
変
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
明
確
で
あ
り
、
説
明
モ
デ
ル
と
し
て
未
確
立
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
に
お
け
る
変
動
の
予
測
能
力
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。

本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
が
様
々
な
課
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
制
度
発
生
の
時
点
に
お
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
点
に

関
し
て
、
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
の
有
効
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
の
観
点
か
ら
重
規
制
ル
ー
ル

の
成
立
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
自
体
が
、
単
に
オ
バ
マ
政
権
や
民
主
党
の
意
向
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
要
因
と
し
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
な
ル
ー
ル
を
発
表
し
た

タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権
限
の
法
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
関
す
る
議
論
に
対

し
て
世
論
の
注
目
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

）
九
二
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
七
二

重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
関
し
て
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
主
張
を
維
持
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
権

限
を
強
化
し
た
点
に
関
し
て
一
定
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（
16
）

。
オ
バ
マ
政
権
は
当
初
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
を
重
視
し
て
お
り
、
二
〇
〇
九

年
一
月
に
行
わ
れ
た
第
一
期
大
統
領
就
任
演
説
に
お
い
て
は
、
米
国
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
重
要
性
を
強
調
し
た
（
17
）

。
特
に
、「
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
情
報
環
境
の
基
盤
を
構
築
す
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
一
定
の
規
制
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
訴

え
て
き
た
。

ま
た
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
の
み
な
ら
ず
、
民
主
党
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
す
る
意
向
を
表
す
も
の
で

あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
そ
の
委
員
構
成
に
お
い
て
、
政
権
与
党
が
多
数
派
で
あ
る
た
め
、
政
策
内
容
も
与
党
の
影
響
を
強
く
受
け
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ

政
策
に
関
し
て
も
、
共
和
党
と
民
主
党
の
間
に
お
け
る
立
場
の
違
い
は
大
き
く
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
た
め
の
規
制
ル
ー
ル
の

内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
共
和
党
の
場
合
は
、
規
制
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
阻
害
を
危
惧
し
、
政
府
の
介
入
は
最
小
限
に
止
め
る
と

い
う
立
場
を
採
る
。
し
か
し
民
主
党
は
、
自
由
な
情
報
交
換
を
実
現
す
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
積
極
的
な
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
。

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
当
初
か
ら
の
民
主
党
の
意
向
に
沿
う
も
の
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
要
因
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
を
通
じ
た
政
権
与
党
の
影
響
力
だ
け
で
は
な
い
。
重
規
制
ア
プ

ロ
ー
チ
を
可
能
に
し
た
要
因
の
一
つ
は
、
規
制
ル
ー
ル
に
対
す
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
規
制

ル
ー
ル
を
発
表
す
る
度
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
そ
の
法
的
根
拠
に
関
し
て
訴
え
を
起
こ
し
た
。
規
制
ル
ー
ル
の
有
効
性
が
裁
判
に
お
い
て
争
わ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権
限
の
法
的
根
拠
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
バ
マ
政
権
期
に
お

い
て
重
規
制
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
法
的
な
規
制
権
限
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

）
九
二
九
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
三

ま
た
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
認
識
の
高
ま
り
が
あ
る
。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の

問
題
は
も
と
も
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
資
源
配
分
の
問
題
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
交
換
可
能
な
情
報
量

が
増
加
す
る
に
伴
い
、
情
報
の
質
や
価
値
の
問
題
が
徐
々
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
に
発
表
し
た
規
制
ル
ー
ル
に

対
し
て
も
、
よ
り
多
く
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
オ
バ
マ
政
権
期
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
認
識

が
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
か
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
も
と
で
、
重
規
制
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

三
　「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
を
め
ぐ
る
論
争

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
に
お
け
る
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
米
国
や
欧
州
諸
国
に
お

い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
拡
大
に
よ
っ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
利
用
に
お
け
る
遅
延
の
解
消
や
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
差
別
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
論
点
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
者
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
通
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
18
）

。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
通
信
メ
デ
ィ
ア
の
公
平
性
に
関
係
す
る
。
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
性
と
い

う
概
念
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
電
信
に
対
す
る
法
規
制
の
中
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
そ
の
後
、
電
話
サ
ー
ビ
ス
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
へ
と

継
承
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
公
平
性
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
分
散
的
な
制
御
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
（
19
）

。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
設
計
上
、
シ
ス
テ
ム
制
御
の
責
任
は
、
中
枢
で
は
な
く
末
端
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

）
九
二
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
三

ま
た
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
認
識
の
高
ま
り
が
あ
る
。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の

問
題
は
も
と
も
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
け
る
資
源
配
分
の
問
題
を
意
味
し
て
い
た
。
し
か
し
、
交
換
可
能
な
情
報
量

が
増
加
す
る
に
伴
い
、
情
報
の
質
や
価
値
の
問
題
が
徐
々
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
新
た
に
発
表
し
た
規
制
ル
ー
ル
に

対
し
て
も
、
よ
り
多
く
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
オ
バ
マ
政
権
期
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
認
識

が
広
く
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
か
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
も
と
で
、
重
規
制
ル
ー
ル
が
成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

三
　「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
を
め
ぐ
る
論
争

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
政
策
に
お
け
る
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
米
国
や
欧
州
諸
国
に
お

い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
拡
大
に
よ
っ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
利
用
に
お
け
る
遅
延
の
解
消
や
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
差
別
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
論
点
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
者
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
通
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
18
）

。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
通
信
メ
デ
ィ
ア
の
公
平
性
に
関
係
す
る
。
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
公
平
性
と
い

う
概
念
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
電
信
に
対
す
る
法
規
制
の
中
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
そ
の
後
、
電
話
サ
ー
ビ
ス
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
へ
と

継
承
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
公
平
性
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
分
散
的
な
制
御
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
（
19
）

。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
設
計
上
、
シ
ス
テ
ム
制
御
の
責
任
は
、
中
枢
で
は
な
く
末
端
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

）
九
二
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
七
四

事
業
者
は
、
交
換
さ
れ
る
通
信
の
内
容
に
関
し
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
始
ま
り
は
二
〇
〇
三
年
で
あ
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
テ
ィ
ム
・
ウ
ー
（T

im
 

W
u

）
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
計
の
原
則
と
し
て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
を
主
張
し
た
（
20
）

。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
支
持
者
は
、

コ
ン
テ
ン
ツ
間
の
競
合
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
改
善
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
21
）

。
し
か
し
、「
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
す
る
規
制
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
と
の
批
判
的
な
意
見
も
存

在
す
る
（
22
）

。
そ
の
た
め
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
へ
の
介
入
を
最
小
限
に
止
め
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

テ
ィ
ム
・
ウ
ー
の
主
張
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
政
府
の
規
制
な
し
に
成
立
可
能
か
否
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
間
の
公
平
な
競
争
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
側
か
ら
特
定
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
特
別
の
取
り
扱
い
を

行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、
米
国
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
実
現
の
た
め
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
（B

roadband 

Internet A
ccess S

ervice

）
市
場
の
寡
占
化
を
問
題
視
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
に
非
差
別
原
則
を
求
め
る
規
制
の
導
入
が
望
ま
し
い

と
彼
は
主
張
し
た
（
23
）

。

テ
ィ
ム
・
ウ
ー
が
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
注
目
し
た
理
由
は
、
第
一
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
量
の
爆

発
的
な
増
加
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
普
及
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
者
の
拡
大
を
招
き
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
容
量
の
不
足
と
い
う
問
題
を
引

き
起
こ
し
た
。「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
が
問
題
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
源
の
分
配
に
関
す
る
問
題
が
あ
り
、
限

り
あ
る
通
信
資
源
を
ど
の
よ
う
に
割
り
当
て
る
べ
き
か
が
論
点
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
量
の
急
激
な
増
加
の
み
が
、
通
信
の
妨
害
を
も
た
ら
す
訳
で
は
な
い
。
問
題
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
容
量

）
九
二
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
五

の
供
給
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
は
当
初
、
参
入
障
壁
の
低
さ
か
ら
競
争
の
活
発
化
が
予
想
さ
れ
た
。
し
か
し
、

相
次
ぐ
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
や
電
気
通
信
事
業
者
と
い
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
を
有
す
る
イ
ン
フ
ラ
事
業

者
が
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
に
お
い
て
市
場
支
配
力
を
高
め
て
い
っ
た
（
24
）

。
そ
の
結
果
、
隣
接
市
場
の
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対

し
て
、
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
が
影
響
力
を
行
使
す
る
懸
念
が
生
じ
た
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利

用
制
限
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
制
約
さ
れ
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
混
乱
制
御
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
公
共
性
を
担
保
し
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
に
お
い
て
、
資
源
配
分
の
問
題
の
み

な
ら
ず
、
情
報
交
換
に
お
け
る
公
平
性
も
論
点
と
な
っ
た
。

米
国
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
非
差
別
原
則
を
求
め
る
規
制
の
導
入
を
求
め
る

中
で
行
わ
れ
た
。
政
府
レ
ベ
ル
の
議
論
で
は
、
民
主
党
と
共
和
党
の
間
の
対
立
は
解
消
さ
れ
ず
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
法
案
は
す
べ
て
廃
案
と
な
っ
て
い
る
（
25
）

。
そ
の
た
め
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
対
す
る
政
府
の

態
度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
ル
ー
ル
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
　
重
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
に
お
け
る
三
段
階

⑴

　第
一
段
階

─
規
制
ル
ー
ル
の
公
表

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
初
め
て
意
見
表
明
を
行
っ
た
場
面
は
、
二
〇
〇
四
年
二
月
八
日
に
コ
ロ
ラ
ド
大
学
で

開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（T

he D
igital B

roadband M
igration: T

ow
ard a R

egulatory R
egim

e for the Internet A
ge

）
で
あ
る
。
こ

）
九
二
四
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
七
六

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
パ
ウ
エ
ル
（M

ichael P
ow

ell

）
委
員
長
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
者
間
に
お
い
て
守
ら
れ
る
べ
き
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
自
由
」
を
提
唱
し
、
多
様
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
環
境
の
整
備
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
訴
え
た
（
26
）

。

し
か
し
こ
の
声
明
は
、
パ
ウ
エ
ル
委
員
長
個
人
の
意
見
表
明
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
も

つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
公
式
の
規
制
ル
ー
ル
の
検
討
に
取
り
組
ん
だ
要
因
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
ブ
ロ
ッ
ク
事
案
の
発
生
で
あ

る
。
二
〇
〇
五
年
二
月
、
大
手
通
信
企
業
の
マ
デ
ィ
ソ
ン
リ
バ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ボ
ナ
ー
ジ
ュ
の
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を

ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ボ
ナ
ー
ジ
ュ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
企
業
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事

は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
デ
ー
タ
通
信
を
差
別
的
に
取
り
扱
っ
た
事
例
と
し
て
初
め
て
裁
判
に
ま
で
発
展
し
た
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
こ
の
時
、
マ
デ
ィ
ソ
ン

リ
バ
ー
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
一
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
の
支
払
い
と
通
信
の
ブ
ロ
ッ
ク
禁
止
を
命
じ
て
い
る
（
27
）

。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
規
則
を
公
式
に
発
表
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
五
日
の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政

策
声
明
」
で
あ
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
は
、
通
信
法
二
三
〇
条
ｂ
項
お
よ
び
同
七
六
〇
条
ａ
項
を
法
的
拘
束
力
の
根
拠
規

定
と
し
て
掲
げ
て
い
る
（
28
）

。
こ
の
規
則
は
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
の
普
及
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
放
性
、
相
互
接
続
性
の
維
持
や
促
進
の
た

め
の
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
に
お
け
る
消
費
者
の
地
位
と
し
て
四
つ
の
原
則
を
打
ち
出
し
て
い
る
（
29
）

。
規
制
ル
ー
ル
に
お
い
て
は
、「
合
理
的
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
」
を
実
現
す
る
た
め
、
①
自
ら
が
選
択
す
る
合
法
的
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
、
②
法
執
行
の
要
請
の

枠
内
で
自
身
が
選
ぶ
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
権
利
、
③
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
損
害
を
与
え
な
い
限
り
自
ら
が
望
む

合
法
的
端
末
装
置
を
接
続
で
き
る
権
利
、
④
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
者
や
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
の
競
争
を
享
受
で
き

る
権
利
が
示
さ
れ
て
い
る
。

）
九
二
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
七

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
は
あ
く
ま
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
と
ど
ま
り
、
消
費
者
に
対
し
て
法
的
な
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
政
策
声
明
は
そ
れ
以
降
の
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
規
制
ル
ー
ル
の
指
針
と
な
る
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
大
手
通
信

企
業
の
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
が
、
ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア
方
式
の
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
の
「
ビ
ッ
ト
ト
レ
ン
ト
」
の
通
信
を
制
限
し
た
疑
い
が
生
じ

た
。「
ビ
ッ
ト
ト
レ
ン
ト
」
に
対
し
て
は
、
著
作
権
の
あ
る
音
楽
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
違
法
行
為
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

な
が
ら
も
、
合
法
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
広
め
る
上
で
の
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
に
よ
る
一
方
的
な
制

限
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
原
則
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
非
難
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
（
30
）

。

二
〇
〇
八
年
一
月
に
な
る
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
調
査
に
乗
り
出
し
、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
が
行
っ
て
い
る
デ
ー
タ
通
信
の
制
限
を
違
法
と
み
な
し

た
。
そ
し
て
同
社
に
対
し
て
、
デ
ー
タ
通
信
の
制
限
の
中
止
と
、
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
透
明
性
を
持
た
せ
る
よ
う

是
正
命
令
を
出
し
た
（
31
）

。
こ
の
時
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
下
し
た
是
正
命
令
の
法
的
根
拠
は
、
通
信
法
タ
イ
ト
ル
Ⅰ
（T

itle
Ⅰ

）
四
条
ⅰ
項
で
あ
り
、

同
条
は
通
信
法
の
も
と
、
任
務
遂
行
の
た
め
の
必
要
な
行
為
の
実
施
を
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
許
可
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
決
定
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
侵
害
を
初
め
て
公
式
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
八
年
九
月
四
日
、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
是
正
命
令
の
有
効
性
に
関
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
巡
回
控
訴
裁
判
所
に
提
訴

し
た
。
裁
判
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
命
令
を
下
す
法
的
権
限
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
四
月
六

日
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
命
令
は
無
効
で
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
混
雑
管
理
行
為
を
規
制
す
る
権
限
を

持
た
な
い
と
さ
れ
た
（
32
）

。
判
決
の
理
由
と
し
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
補
助
的
管
轄
権
に
関
し
て
（
33
）

、
そ
れ
に
対
応
す
る
具
体
的
な
条
項
の
論
証
が
不

十
分
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
一
度
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
侵
害
事
案
に
対
す
る
権
限
を

大
き
く
失
っ
て
し
ま
う
。

）
九
二
四
（
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Ｓ
Ｐ
に
よ
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
侵
害
を
初
め
て
公
式
に
判
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
八
年
九
月
四
日
、
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
是
正
命
令
の
有
効
性
に
関
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
巡
回
控
訴
裁
判
所
に
提
訴

し
た
。
裁
判
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
命
令
を
下
す
法
的
権
限
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
四
月
六

日
に
下
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
命
令
は
無
効
で
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
混
雑
管
理
行
為
を
規
制
す
る
権
限
を

持
た
な
い
と
さ
れ
た
（
32
）

。
判
決
の
理
由
と
し
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
補
助
的
管
轄
権
に
関
し
て
（
33
）

、
そ
れ
に
対
応
す
る
具
体
的
な
条
項
の
論
証
が
不

十
分
な
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
一
度
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
侵
害
事
案
に
対
す
る
権
限
を

大
き
く
失
っ
て
し
ま
う
。

）
九
二
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
七
八

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
内
容
を
明
文
化
し
た
最
初
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
声
明
は
、

そ
の
後
の
規
制
ル
ー
ル
の
雛
形
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
規
制
に
関
す
る
行
動
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
次
の
課
題
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権
限
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
に
続
く
規
制
ル
ー
ル
の
作
成
に
お
い
て
、

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
具
体
的
な
法
的
根
拠
に
基
づ
く
規
制
ル
ー
ル
の
提
示
を
試
み
る
。

⑵

　第
二
段
階

─
軽
規
制
ル
ー
ル
の
成
立

二
〇
一
〇
年
の
判
決
を
受
け
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
新
た
な
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
を
行
う
。
当
時
の
委
員
長
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ナ
ッ
チ
ョ
ー

ス
キ
ー
（Julius G

enachow
ski

）
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
通
信
法
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
（T

itle
Ⅱ

）
の
対
象
と
な
る
「
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
」
に
再
分

類
し
、
規
制
の
運
用
に
お
い
て
そ
の
大
部
分
の
適
用
を
差
し
控
え
る
と
い
う
「
第
三
の
道
）」
を
構
想
し
た
（
34
）

。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
ま
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
接
続
事
業
を
通
信
法
タ
イ
ト
ル
Ⅰ
に
あ
る
「
情
報
サ
ー
ビ
ス
（inform

ation service

）」
に

分
類
し
、
比
較
的
緩
や
か
な
対
応
を
試
み
て
き
た
（
第
一
の
道
）。
通
信
法
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
の
公
益
事
業
（
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
）
で
あ
る
「
電
気

通
信
サ
ー
ビ
ス
（T

elecom
m

unication S
ervice

）」
と
し
て
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
位
置
付
け
る
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
強
い
権
限
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、

電
話
な
ど
と
同
様
の
規
制
対
象
と
な
る
（
第
二
の
道
）。
そ
こ
で
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
権
限
が
及
ぶ
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の

範
疇
に
置
き
な
が
ら
、
規
制
は
最
小
限
に
と
ど
め
る
「
第
三
の
道
」
を
検
討
し
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
再
分
類
へ
の
抵
抗
が
大
き
く
、

「
第
三
の
道
」
は
一
旦
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
「
第
三
の
道
」
構
想
に
代
わ
っ
て
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
を
発
表
す
る
。
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
の
「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
の
採
択
で
あ
る
（
35
）

。
こ
の
命
令
の
法
的
根
拠
は
、
通
信
法
七
〇
六
条
ａ
項
お
よ
び
ｂ
項
で
あ
っ
た
。
同
条
は
、「
す
べ

）
九
四
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
七
九

て
の
米
国
人
に
対
し
て
高
度
な
電
気
通
信
の
機
能
（advanced telecom

m
unications capability

）
を
合
理
的
か
つ
タ
イ
ム
リ
ー
に
提
供
す

る
こ
と
を
奨
励
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
同
条
の
目
的
達
成
の
た
め
の
調
査
手
続
き
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
確
保
が
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
投
資
の
増
大
や
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
利
用
拡
大
に
つ
な
が
り
、
さ

ら
な
る
イ
ン
フ
ラ
事
業
へ
の
投
資
を
生
み
出
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ー
プ
ン
性
を
保
障
す
る

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
が
、
七
〇
六
条
の
目
標
達
成
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
主
張
し
た
。

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
の
内
容
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
「
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
規
定
し
、「
消
費
者
の
選
択
、
表
現
の
自
由
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
競

争
、
及
び
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
を
可
能
と
す
る
オ
ー
プ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
保
持
す
る
こ
と
」
を

目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
透
明
性
義
務
、
②
遮
断
禁
止
義
務
、
③
不
当
な
差
別
禁
止
義
務
と
い
う
三
つ
の
基
本
ル
ー

ル
を
挙
げ
て
い
る
。

同
命
令
の
特
徴
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
固
定
系
と
移
動
系
に
分
け
て
規
定
し
た
点
で
あ
り
、
特
に
、
移
動
系
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
自
由
裁
量

の
余
地
を
大
き
く
認
め
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
移
動
系
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
に
伴
う
複
雑
性
や
市
場
が
発
展
段
階
に
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
、
透
明
性
及
び
遮
断
禁
止
義
務
の
一
部
だ
け
を
課
し
、
不
当
な
差
別
禁
止
義
務
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
ま
た
、
同
命
令
は
、

隣
接
の
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
配
慮
か
ら
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
有
償
優
遇
措
置
を
認
め
て
い
な
い
（
36
）

。

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
は
支
持
を
与
え
た
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
に
優
劣

を
つ
け
た
い
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
事
業
者
の
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
は
、
二
〇
一
一
年
九
月
二
三
日
に

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
が
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
同
命
令
の
有
効
性
に
関
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
巡
回
控
訴
裁
判
所

）
九
四
一
（



オ
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Ｃ
Ｔ
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の
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容
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は
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
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情
報
サ
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ビ
ス
」
と
し
て
規
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し
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者
の
選
択
、
表
現
の
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、
エ
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ド
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ザ
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に
よ
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コ
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ル
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及
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の
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と
す
る
オ
ー
プ
ン
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
保
持
す
る
こ
と
」
を

目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
透
明
性
義
務
、
②
遮
断
禁
止
義
務
、
③
不
当
な
差
別
禁
止
義
務
と
い
う
三
つ
の
基
本
ル
ー

ル
を
挙
げ
て
い
る
。

同
命
令
の
特
徴
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
固
定
系
と
移
動
系
に
分
け
て
規
定
し
た
点
で
あ
り
、
特
に
、
移
動
系
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
自
由
裁
量

の
余
地
を
大
き
く
認
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て
い
る
。
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Ｃ
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は
移
動
系
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
の
ネ
ッ
ト
ワ
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ク
管
理
に
伴
う
複
雑
性
や
市
場
が
発
展
段
階
に
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
、
透
明
性
及
び
遮
断
禁
止
義
務
の
一
部
だ
け
を
課
し
、
不
当
な
差
別
禁
止
義
務
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
ま
た
、
同
命
令
は
、

隣
接
の
コ
ン
テ
ン
ツ
市
場
へ
の
配
慮
か
ら
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
有
償
優
遇
措
置
を
認
め
て
い
な
い
（
36
）

。

「
オ
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プ
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・
イ
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ネ
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令
」
に
対
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て
、
ネ
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ト
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
は
支
持
を
与
え
た
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
に
優
劣

を
つ
け
た
い
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
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た
。
例
え
ば
、
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Ｓ
Ｐ
事
業
者
の
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
は
、
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一
一
年
九
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三
日
に
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ト
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令
」
が
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報
に
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後
、
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て
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）
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に
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
（
37
）

。
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
は
、「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
規
則
」
が
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
権
限
を
超
え

て
お
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
し
た
（
38
）

。
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
の
主
張
と
し
て
は
、
第
一
に
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
規
制
ル
ー
ル
を
定
め

る
法
的
な
権
限
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
は
ル
ー
ル
が
恣
意
的
で
あ

り
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
提
供
者
を
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
信
法
に
違
反
し
て
い
る
と
の
主
張
も
行
っ
た
。

判
決
は
二
〇
一
四
年
一
月
一
四
日
に
下
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
通
信
法
七
〇
六
条
ａ
項
お
よ
び
ｂ
項
の
も
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
通
信

分
野
の
規
制
に
関
す
る
一
般
的
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
（
39
）

。
し
か
し
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
に
お
け
る
接
続
義
務

と
公
平
義
務
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
対
す
る
中
立
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
義
務
を
、
通
信
法
第
二
編
に
定
め
ら
れ
て

い
る
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
規
制
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
、
ふ
た
つ
の
義
務
に
関
し
て
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
情
報
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
分
類
し
た
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
判
断
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
命
令
自
体
の
有
効
性
を
否
定
し
た
。

同
判
決
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
側
の
主
張
を
認
め
る
内
容
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
と
っ
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
対
す
る
自

身
の
規
制
権
限
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
同
判
決
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
既
存
の
通
信
法
に
基
づ
い
た
形
で

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
に
規
制
権
限
を
及
ぼ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
判
決
文
に
よ
れ
ば
、
接
続
義
務
と
公

平
義
務
に
関
し
て
、
一
定
の
交
渉
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
規
制
に
は
該
当
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

公
平
義
務
を
諦
め
て
最
低
限
の
ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
接
続
義
務
の
み
に
絞
れ
ば
、
命
令
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
（
40
）

。「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
に
対
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
新
た
な
問
題
が
発
生

す
る
。
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
速
度
を
改
善
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
ネ
ッ
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
間
で
行
わ
れ
る
直
接
接
続
取
引
が
注

）
九
四
二
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
一

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
41
）

。
例
え
ば
、
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
（N

etflix
）
は
、
自
社

が
公
表
し
て
い
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
ご
と
の
通
信
速
度
の
一
覧
に
お
い
て
、
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
と
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
通
信
速
度
が
二
〇
一
三
年
後
半
か
ら

数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
急
速
に
落
ち
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
（
42
）

。

通
信
速
度
の
低
下
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
は
二
〇
一
四
年
二
月
二
三
日
に
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
通
信
回
線
と
直
接

接
続
す
る
こ
と
で
両
社
は
合
意
し
た
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
は
、
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
と
も
同
様
の
契
約
を
結
ん
で
お
り
、
両
社
と
の
直

接
接
続
に
対
価
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
通
信
速
度
は
回
復
し
た
（
43
）

。
し
か
し
、
こ
の
契
約
締
結
が
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
へ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
の
優
遇
措
置
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
上
が
り
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
が
さ
ら
に
高
ま
る
結
果

と
な
っ
た
。

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
に
基
づ
き
な
が
ら
、
具
体
的
な
政
策
内
容
を
定
め
た
規

制
ル
ー
ル
で
あ
る
。
同
命
令
自
体
の
規
制
権
限
は
裁
判
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
、
通
信
法
に
基
づ
く
Ｉ
Ｓ
Ｐ

規
制
の
有
効
性
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
生
活
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
用
拡
大
に
伴
っ
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」

に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
重
規
制
ル
ー
ル
の
検
討
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。

⑶

　第
三
段
階

─
重
規
制
ル
ー
ル
へ
の
転
換

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
に
対
す
る
判
決
を
受
け
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
四
年
五
月
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関

す
る
規
則
の
改
定
案
を
発
表
し
、
同
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
開
始
し
た
。
改
定
案
は
、「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
命
令
」
の
方
針
を
維
持
し
、
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
不
当
な
差
別
や
遮
断
の
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
た
に
提
案
さ
れ

）
九
四
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
一

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
41
）

。
例
え
ば
、
動
画
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
（N

etflix

）
は
、
自
社

が
公
表
し
て
い
る
Ｉ
Ｓ
Ｐ
ご
と
の
通
信
速
度
の
一
覧
に
お
い
て
、
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
と
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
通
信
速
度
が
二
〇
一
三
年
後
半
か
ら

数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
急
速
に
落
ち
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
（
42
）

。

通
信
速
度
の
低
下
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
は
二
〇
一
四
年
二
月
二
三
日
に
コ
ム
キ
ャ
ス
ト
の
通
信
回
線
と
直
接

接
続
す
る
こ
と
で
両
社
は
合
意
し
た
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
は
、
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
と
も
同
様
の
契
約
を
結
ん
で
お
り
、
両
社
と
の
直

接
接
続
に
対
価
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
通
信
速
度
は
回
復
し
た
（
43
）

。
し
か
し
、
こ
の
契
約
締
結
が
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
へ
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
接
続
の
優
遇
措
置
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
上
が
り
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
が
さ
ら
に
高
ま
る
結
果

と
な
っ
た
。

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
政
策
声
明
」
に
基
づ
き
な
が
ら
、
具
体
的
な
政
策
内
容
を
定
め
た
規

制
ル
ー
ル
で
あ
る
。
同
命
令
自
体
の
規
制
権
限
は
裁
判
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
、
通
信
法
に
基
づ
く
Ｉ
Ｓ
Ｐ

規
制
の
有
効
性
が
法
的
に
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
生
活
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
用
拡
大
に
伴
っ
て
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」

に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
重
規
制
ル
ー
ル
の
検
討
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。

⑶

　第
三
段
階

─
重
規
制
ル
ー
ル
へ
の
転
換

「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
に
対
す
る
判
決
を
受
け
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
二
〇
一
四
年
五
月
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関

す
る
規
則
の
改
定
案
を
発
表
し
、
同
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
開
始
し
た
。
改
定
案
は
、「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
命
令
」
の
方
針
を
維
持
し
、
通
信
ト
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
不
当
な
差
別
や
遮
断
の
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
た
に
提
案
さ
れ

）
九
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
八
二

た
内
容
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
追
加
料
金
を
支
払
っ
た
場
合
、
優
先
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
（「
フ
ァ
ー
ス

ト
・
レ
ー
ン
（fast lane

）」）
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
44
）

。

フ
ァ
ー
ス
ト
・
レ
ー
ン
を
認
め
る
改
定
案
に
対
し
て
、
大
手
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
は
反
対
の
姿
勢
を
示
し
た
。
グ
ー
グ
ル
、
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
、
ア
マ
ゾ
ン
な
ど
の
一
〇
〇
社
以
上
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
企
業
は
、
共
同
で
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
反
対
意
見
を
記
し
た
手
紙
を

提
出
し
て
い
る
。
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
追
加
規
定
は
、
優
先
的
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
を
容
認
し
て
お
り
、

Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
技
術
的
、
経
済
的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
企
業
を
差
別
化
す
る
懸
念
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
45
）

。
ま
た
、
改
定
案
に
関

し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
一
般
の
人
々
に
対
し
て
広
く
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
多
い
四
〇
〇
万
件
近
い
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

が
集
ま
っ
た
（
46
）

。「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
レ
ー
ン
」
の
導
入
に
対
し
て
は
否
定
的
な
意
見
も
多
く
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
改
定
案
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
〇
日
に
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
声
明
を
発
表
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
立
性
に
関
す
る
ア
ナ
ウ
ン
ス

メ
ン
ト
を
行
っ
た
（
47
）

。
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
二
〇
〇
七
年
に
行
っ
た
大
統
領
選
挙
演
説
の
中
で
自
身
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
確
固
と

し
た
支
持
者
」
と
呼
び
、
二
〇
〇
八
年
の
大
統
領
選
挙
の
時
点
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
中
立
性
の
保
護
を
公
約
に
掲
げ
て
い

る
。
二
〇
一
四
年
八
月
に
は
「
次
の
グ
ー
グ
ル
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
が
現
れ
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
べ
き
だ
」

と
も
発
言
し
て
お
り
、「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
レ
ー
ン
」
に
反
対
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
（
48
）

。

オ
バ
マ
大
統
領
は
声
明
の
中
で
、「
開
か
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
米
国
経
済
に
不
可
欠
」
と
し
て
、
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
を

通
信
法
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
し
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
強
化
を
訴
え
た
。
声
明
は
主

に
四
項
目
に
分
か
れ
て
お
り
、
①
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
不
当
に
コ
ン
テ
ン
ツ
を
遮
断
す
る
こ
と
の
禁
止
、
②
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
一
部
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
伝
達

速
度
を
意
図
的
に
調
整
す
る
こ
と
の
禁
止
、
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
に
お
け
る
透
明
性
の
強
化
、
④
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
有
料
で
優
先
サ
ー
ビ
ス

）
九
四
九
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
三

を
提
供
す
る
こ
と
の
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
民
主
党
の
ウ
ィ
ー
ラ
ー
（T

om
 W

heeler

）
委
員
長
は
二
〇
一
五
年
二
月
四
日
に
新
ル
ー
ル
で
あ
る
「
タ

イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
を
発
表
し
、
同
命
令
は
二
六
日
に
Ｆ
Ｃ
Ｃ
委
員
に
よ
る
投
票
決
議
に
お
い
て
三
対
二
で
採
択
さ
れ
た
。
民
主
党
の
ク
ラ

イ
バ
ー
ン
（M

ignon C
lyburn

）
委
員
と
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
ー
セ
ル
（Jessica R

osenw
orcel

）
委
員
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
済
は
世
界
の
羨

望
を
集
め
、
今
ま
さ
に
ア
プ
リ
経
済
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
新
し
い
規
則
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
重
大
な
試
み
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

ウ
ィ
ー
ラ
ー
委
員
長
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
支
配
す
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
分
野
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
49
）

。
し
か
し
、
共
和
党
の

パ
イ
（A

jit P
ai

）
委
員
と
オ
ラ
イ
リ
ー
（M

ichael O
’R

eilly

）
委
員
は
非
難
す
る
姿
勢
を
示
し
、「
新
し
い
規
則
案
は
問
題
解
決
に
は
結
び

つ
か
ず
越
権
行
為
で
あ
る
」
と
も
主
張
し
て
い
る
。

「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ
れ
て
き
た
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
再
分
類
し
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
通
信

法
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
に
定
め
る
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
規
制
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
適
用
す
る
条
文
を
最
小
限
に
止
め

る
方
針
を
採
っ
て
い
る
（
50
）

。
再
分
類
の
根
拠
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
機
能
の
変
化
に
あ
る
。
多
く
の

ユ
ー
ザ
ー
が
、
第
三
者
の
提
供
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
頻
度
が
増
え
た
情
報
環
境
下
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ

は
、
ユ
ー
ザ
ー
と
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
間
の
円
滑
な
接
続
環
境
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ

を
他
の
公
共
イ
ン
フ
ラ
か
ら
は
区
別
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
は
価
格
と
設
備
導
入
に
関
す
る
決
定
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
上
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
通
信
に
あ
る
程
度
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
（
51
）

。

「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
こ
れ
ま
で
の
方
針
と
は
異
な
り
、
重
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
た
め
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
か
ら
の
反
発
は
大
き

か
っ
た
。
例
え
ば
、
業
界
団
体
テ
レ
コ
ム
は
、
命
令
の
有
効
性
に
対
す
る
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
一
四
日
に
下
さ
れ

）
九
四
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
三

を
提
供
す
る
こ
と
の
禁
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
民
主
党
の
ウ
ィ
ー
ラ
ー
（T

om
 W

heeler

）
委
員
長
は
二
〇
一
五
年
二
月
四
日
に
新
ル
ー
ル
で
あ
る
「
タ

イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
を
発
表
し
、
同
命
令
は
二
六
日
に
Ｆ
Ｃ
Ｃ
委
員
に
よ
る
投
票
決
議
に
お
い
て
三
対
二
で
採
択
さ
れ
た
。
民
主
党
の
ク
ラ

イ
バ
ー
ン
（M

ignon C
lyburn

）
委
員
と
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
ー
セ
ル
（Jessica R

osenw
orcel

）
委
員
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
済
は
世
界
の
羨

望
を
集
め
、
今
ま
さ
に
ア
プ
リ
経
済
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
新
し
い
規
則
は
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
重
大
な
試
み
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

ウ
ィ
ー
ラ
ー
委
員
長
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
支
配
す
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
分
野
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
49
）

。
し
か
し
、
共
和
党
の

パ
イ
（A

jit P
ai

）
委
員
と
オ
ラ
イ
リ
ー
（M

ichael O
’R

eilly

）
委
員
は
非
難
す
る
姿
勢
を
示
し
、「
新
し
い
規
則
案
は
問
題
解
決
に
は
結
び

つ
か
ず
越
権
行
為
で
あ
る
」
と
も
主
張
し
て
い
る
。

「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
分
類
さ
れ
て
き
た
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
再
分
類
し
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
通
信

法
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
に
定
め
る
コ
モ
ン
キ
ャ
リ
ア
規
制
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
に
対
し
て
適
用
す
る
条
文
を
最
小
限
に
止
め

る
方
針
を
採
っ
て
い
る
（
50
）

。
再
分
類
の
根
拠
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
が
Ｉ
Ｃ
Ｔ
ユ
ー
ザ
ー
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
機
能
の
変
化
に
あ
る
。
多
く
の

ユ
ー
ザ
ー
が
、
第
三
者
の
提
供
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
頻
度
が
増
え
た
情
報
環
境
下
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ

は
、
ユ
ー
ザ
ー
と
コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
間
の
円
滑
な
接
続
環
境
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ

を
他
の
公
共
イ
ン
フ
ラ
か
ら
は
区
別
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
は
価
格
と
設
備
導
入
に
関
す
る
決
定
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
上
の
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
通
信
に
あ
る
程
度
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
（
51
）

。

「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
こ
れ
ま
で
の
方
針
と
は
異
な
り
、
重
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
た
め
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
か
ら
の
反
発
は
大
き

か
っ
た
。
例
え
ば
、
業
界
団
体
テ
レ
コ
ム
は
、
命
令
の
有
効
性
に
対
す
る
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
一
四
日
に
下
さ
れ

）
九
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
八
四

た
判
決
は
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
有
効
性
を
認
め
た
（
52
）

。
し
か
し
、
大
手
Ｉ
Ｓ
Ｐ
は
そ
の
後
も
「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
に
対
し
て
反
対

の
姿
勢
を
と
り
、
議
会
に
対
し
て
軽
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
立
法
措
置
の
導
入
を
訴
え
続
け
た
。

ま
た
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
委
員
構
成
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
が
早
期
に

覆
さ
れ
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
（
53
）

。
共
和
党
は
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
に
対
し
て
は
否
定
的
な
姿
勢
を
と
り
続
け
て
お
り
、
オ
バ

マ
政
権
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
規
制
ル
ー
ル
を
無
効
と
す
る
た
め
の
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
。
実
際
、
ト
ラ
ン
プ
（D

onald 

John T
rum

p

）
政
権
が
誕
生
す
る
と
、
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
四
日
に
採
択
さ
れ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
フ
リ
ー
ダ
ム
命
令
（Internet F

reedom
 O

rder

）」
に
お
い
て
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
は
「
情
報
サ
ー
ビ
ス
」
に
再
分
類
さ
れ
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
命
令
は
開
示
義
務
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
限
定
さ
れ
て
い
る
（
54
）

。
新
た
に

Ｆ
Ｃ
Ｃ
委
員
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
パ
イ
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
解
消
の
た
め
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
に
悪
影
響
を
与
え
る
規

制
の
緩
和
を
強
く
訴
え
た
。
新
た
な
規
制
ル
ー
ル
に
基
づ
く
場
合
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
は
、
市
場
競
争
と
連
邦
取
引
委
員
会
の

規
律
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
有
効
性
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
州
政
府
は
、
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

中
立
性
規
則
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
二
〇
一
八
年
八
月
三
一
日

に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
保
護
を
強
く
推
し
進
め
る
法
案
を
可
決
し
て
い
る
（
55
）

。
ま
た
、
同
年
八
月
二
〇
日
に
は
、
二
二
の
州
と
コ

ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
が
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
対
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
動
き
を
阻
止
す
る
た
め
の
申
立
書
を
提
出
し
た
（
56
）

。
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一

日
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
フ
リ
ー
ダ
ム
命
令
」
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
に
対
し
て
は
、
州

や
地
方
の
政
府
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
独
自
の
ル
ー
ル
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
（
57
）

。
さ
ら
に
、
バ
イ
デ
ン
（Joe B

iden

）

）
九
四
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
五

政
権
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
強
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
58
）

。

ま
た
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
が
守
ら
れ
る
べ
き
価
値
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
的
状
況
が
存
在
す
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
当
初
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
間
に
お
い
て
公
正
な
交
渉
を
可
能
に
す
る
た
め

に
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
効
率
的
に
利
用
で
き
る
環
境
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
規
制
ル
ー
ル
の
目
的
は
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
の
発
展
を
妨
げ
な
い
形
で
既
存
の
規
制
を
可
能
な
限
り
適
用
し
、
市
場
へ
積
極
的
な
介
入
を
最
小
限
に
止
め
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
容
量
が
大
幅
に
拡
大
す
る
と
、
物
理
的
基
盤
を
も
つ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
恣
意
性
に
よ
っ
て
、
伝
達
さ
れ
る
内

容
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ユ
ー
ザ
ー
側
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
高
ま
っ
た
状
態
に
お
い
て
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
が
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
、
世
論
か
ら
の
反
発
は
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

共
和
党
政
権
下
に
お
い
て
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
よ
う
な
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命

令
」
の
法
的
根
拠
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
基
づ
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
へ
の
認
識
が
拡
大
し
た
こ

と
は
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
法
的
有
効
性
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
オ
バ
マ
政
権
下
に
お
け
る
重
規
制
ル
ー
ル
の
成

立
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
命
令
に
対
す
る
判
決
と
社
会
状
況
の
変
化
を
考
慮
し
な
が
ら
、
オ
バ
マ
大
統
領
と
民
主
党
の
意
向
を
政
策
に
結
び
つ
け

た
も
の
で
あ
る
。

五
　
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
「
中
立
性
」

本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
に
基
づ
き
な
が
ら
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
を
三
段
階
に
分
け
て
分
析
を

行
っ
た
。
重
規
制
ル
ー
ル
の
内
容
は
、「
中
立
的
な
」
情
報
環
境
を
構
築
す
る
た
め
に
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
一
定
の
規
制
を
求
め
る
も
の
と

）
九
四
四
（



オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
五

政
権
に
お
い
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
を
強
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
58
）

。

ま
た
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
が
守
ら
れ
る
べ
き
価
値
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
的
状
況
が
存
在
す
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
当
初
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
間
に
お
い
て
公
正
な
交
渉
を
可
能
に
す
る
た
め

に
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
効
率
的
に
利
用
で
き
る
環
境
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
規
制
ル
ー
ル
の
目
的
は
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
の
発
展
を
妨
げ
な
い
形
で
既
存
の
規
制
を
可
能
な
限
り
適
用
し
、
市
場
へ
積
極
的
な
介
入
を
最
小
限
に
止
め
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
容
量
が
大
幅
に
拡
大
す
る
と
、
物
理
的
基
盤
を
も
つ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
恣
意
性
に
よ
っ
て
、
伝
達
さ
れ
る
内

容
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ユ
ー
ザ
ー
側
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
高
ま
っ
た
状
態
に
お
い
て
、

Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
が
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
、
世
論
か
ら
の
反
発
は
大
き
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

共
和
党
政
権
下
に
お
い
て
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
よ
う
な
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命

令
」
の
法
的
根
拠
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
基
づ
く
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
へ
の
認
識
が
拡
大
し
た
こ

と
は
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
法
的
有
効
性
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
オ
バ
マ
政
権
下
に
お
け
る
重
規
制
ル
ー
ル
の
成

立
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
命
令
に
対
す
る
判
決
と
社
会
状
況
の
変
化
を
考
慮
し
な
が
ら
、
オ
バ
マ
大
統
領
と
民
主
党
の
意
向
を
政
策
に
結
び
つ
け

た
も
の
で
あ
る
。

五
　
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
「
中
立
性
」

本
稿
は
、
歴
史
的
制
度
論
に
基
づ
き
な
が
ら
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
ル
ー
ル
の
形
成
過
程
を
三
段
階
に
分
け
て
分
析
を

行
っ
た
。
重
規
制
ル
ー
ル
の
内
容
は
、「
中
立
的
な
」
情
報
環
境
を
構
築
す
る
た
め
に
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
一
定
の
規
制
を
求
め
る
も
の
と

）
九
四
四
（
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二
〇
二
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年
二
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）

一
八
六

な
っ
て
お
り
、
オ
バ
マ
政
権
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
す
る
姿
勢
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
自
体

に
注
目
す
る
と
、
そ
れ
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
法
的
な
規
制
権
限
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
と
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
へ
の
認
識
が
高
ま
り

を
み
せ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
当
初
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
考
慮
し
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
積
極
的
な
規
制
を
避
け
る
軽
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
四
年
の
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
判
決
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権
限
が
認
め
ら
れ
る
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ

は
重
規
制
ル
ー
ル
の
作
成
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
二
〇
一
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
を
公
共
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
再
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
積
極
的
な
規
制
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
制
ル
ー
ル
は
、「
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
侵
害
事
案
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｃ
が
個
別
判
断
を
行
う
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
の
判
決
で
は
規
制
ル
ー
ル

に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
法
的
根
拠
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
二
〇
一
四
年
の
ベ
ラ
イ
ゾ
ン
判
決
に
よ
っ
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
権

限
の
法
的
根
拠
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
規
制
権
限
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
規
制
ル
ー
ル
の

内
容
に
お
け
る
不
備
が
指
摘
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
重
規
制
ル
ー
ル
の
作
成
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
の

オ
バ
マ
大
統
領
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
は
、
米
国
民
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
に
関
す
る
認

識
が
高
ま
り
を
見
せ
た
中
で
行
わ
れ
た
。
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
と
Ｉ
Ｓ
Ｐ
間
の
直
接
取
引
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
問
題
が
注

目
を
集
め
る
契
機
と
な
り
、「
オ
ー
プ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
」
の
改
訂
版
や
「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
が
発
表
さ
れ
る
と
、
多
く
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
集
ま
っ
た
。「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
の
採
択
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
よ
る
イ
ン
フ
ラ
管
理
が
コ
ン
テ
ン
ツ
に
影
響
を
与

え
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

）
九
四
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
七

し
か
し
、
本
稿
に
は
課
題
も
存
在
す
る
。
第
一
に
は
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
有
効
性
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
歴
史
的
制
度
論
で
は
、
制
度

の
経
路
依
存
性
が
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
点
に
関
す
る
記
述
が
不
十
分
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
お
い
て
採
択
さ

れ
た
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
フ
リ
ー
ダ
ム
命
令
」
は
、「
タ
イ
ト
ル
Ⅱ
命
令
」
を
否
定
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
を
最
小
限
に

留
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
に
対
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
ま
り
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
ル
ー
ル
の
変
更
自
体
が

直
接
的
に
重
規
制
ル
ー
ル
の
法
的
有
効
性
を
阻
害
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立
ま
で
を
分
析
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
法
的
有
効
性
を
示
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
に
関
す
る
新
た
な
論
点
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
規
制
対
象
と
な
る
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業

者
が
変
化
す
る
可
能
性
で
あ
り
、
特
に
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
主
導
の
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
事
業
者
が
表
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
59
）

。
オ
バ
マ
政

権
期
に
お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
の
議
論
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
の
意
図
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
事
業
者
が
自
身
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
有
す
る
場
合
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
新
た
な
対
応
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
オ
バ

マ
政
権
に
お
け
る
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
重
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
の
成
立
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
規
制
に
よ
っ
て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
」
を
実
現
す
る
た
め
の

ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
。
今
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
分
析
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
Ｓ
市
場
の
変
化
を
考
慮
し
た
上
で
、
新
た
な

「
中
立
性
」
概
念
や
具
体
的
な
政
策
内
容
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

（
1
） 

本
稿
に
お
け
る
「
重
規
制
ル
ー
ル
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
者
間
の
自
由
な
情
報
交
換
を
実
現
す
る
た
め
に
、
イ
ン
フ
ラ
事
業
者
（
Ｉ
Ｓ
Ｐ
）
に
対

し
て
積
極
的
な
規
制
を
行
う
も
の
を
意
味
し
、「
軽
規
制
ル
ー
ル
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
市
場
の
発
展
を
阻
害
し
な
い
た
め
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｐ
に
対
す
る
規
制
を

最
小
限
に
と
ど
め
る
も
の
を
意
味
す
る
。

）
九
四
四
（
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や
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な
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本
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に
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は
、
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利
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者
間
の
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な
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を
実
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に
、
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Ｓ
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に
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し
て
積
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行
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の
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は
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Ｃ
Ｔ
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Ｓ
Ｐ
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。
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九
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
八
八

（
2
）「
政
策
影
響
レ
ポ
ー
ト
：
科
学
、
技
術
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
オ
バ
マ
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
事
例
一
〇
〇
（IM

P
A

C
T

 R
E

P
O

R
T

: 

100 E
xam

ples of P
resident O

bam
a ’s L

eadership in S
cience, T

echnology, and Innovation

）」
を
参
照
、https://obam

aw
hitehouse.

archives.gov/the-press-offi
ce/2016/06/21/im

pact-report-100-exam
ples-president-obam

as-leadership-science

（
二
〇
二
〇
年
一
一

月
二
三
日
閲
覧
）。

（
3
） 

具
体
的
な
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
イ
ン
フ
ラ
政
策
と
し
て
は
、
イ
ン
フ
ラ
構
築
を
支
援
す
る
「
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
技
術
機
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

（B
roadband T

echnology O
pportunities P

rogram

）」
の
立
ち
上
げ
や
、「
コ
ネ
ク
ト
ア
メ
リ
カ
基
金
（C

onnect A
m

erica F
ond: C

A
F

）」

の
設
置
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
イ
ン
フ
ラ
政
策
が
あ
る
、https://obam

aw
hitehouse.archives.gov/the-press-offi

ce/2016/07/15/fact-sheet-

adm
inistration-announces-advanced-w

ireless-research

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
三
日
閲
覧
）。

（
4
） 

小
向
太
郎
「
米
国
連
邦
通
信
委
員
会
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
政
策
」『
情
報
法
制
研
究
』
一
巻
、
二
〇
一
七
年
、
三
六
─
四
四
頁
。

（
5
） 

佐
々
木
勉
「
欧
米
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
中
立
性
の
政
策
」『
情
報
通
信
学
会
誌
』
三
四
巻
二
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
〇
─
一
五
〇
頁；

実
績
寿

也
「
ネ
ッ
ト
中
立
性
規
制V

er.4

へ
：
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
3.0
の
世
界
」『
情
報
法
制
研
究
』
三
号
、
二
〇
一
八
年
、
二
九
─
四
三
頁；

実
績
寿

也
「
オ
ー
プ
ン
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
命
令
に
係
る
控
訴
審
判
決
の
影
響
」『
情
報
通
信
学
会
誌
』
三
二
巻
一
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
─
一
二
頁；

実
績

寿
也
『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
の
経
済
学
：
通
信
品
質
を
め
ぐ
る
分
析
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
三
年
：
松
宮
広
和
「
近
時
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お

け
る
情
報
サ
ー
ビ
ス
規
制
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
再
論
」『
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
』
一
八
巻
、
二
〇
一
一
年
、
九
七
─
一
二
九

頁；

東
條
吉
純
「
米
国
連
邦
通
信
委
員
会
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
規
則
：
差
別
行
為
の
規
範
的
分
類
の
試
み
」『
立
教
法
学
』
八
五
号
、

二
〇
一
二
年
、
五
〇
八
─
四
八
六
頁；

田
中
絵
麻
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
中
立
性
規
制
の
現
代
的
課
題
：
米
国
と
Ｅ
Ｕ
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
」『
情
報
通

信
政
策
研
究
』
四
巻
二
号
、
二
〇
二
〇
年
、
五
五
─
七
三
頁；

田
中
絵
麻
「
米
国
に
お
け
る
通
信
法
の
適
用
範
囲
を
巡
る
議
論
と
政
権
交
代
に
よ
る

影
響
の
考
察
：
モ
バ
イ
ル
・
デ
ー
タ
・
プ
ラ
ン
に
お
け
る
価
格
差
別
の
視
点
か
ら
」『
情
報
法
制
研
究
』
二
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
五
─
二
八
頁
。

（
6
） 

米
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
関
す
る
政
策
過
程
の
先
行
研
究
と
し
て
は
以
下
を
参
照
、
清
原
聖
子
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
米
国
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
の
政
策
過
程
：
政
策
類
型
と
教
育
・
図
書
館
団
体
の
政
治
化
を
中
心
に
」『
年
報
政
治
学
』
五
六
巻
一
号
、
二
〇
〇
五
年
、

二
五
二
─
二
七
二
頁
。

）
九
九
四
（

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
（
福
森
）

一
八
九

（
7
） 

秋
吉
貴
雄
・
伊
藤
修
一
郎
・
北
山
俊
哉
『
公
共
政
策
学
の
基
礎
（
新
版
）』
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
、
一
七
二
頁
。

（
8
） 

Ｂ
・
ガ
イ
・
ピ
ー
タ
ー
ス
『
新
制
度
論
』
土
屋
光
芳
訳
、
芦
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
二
頁
。

（
9
） 

真
渕
勝
「
ア
メ
リ
カ
政
治
学
に
お
け
る
『
制
度
論
』
の
復
活
」『
思
想
』
七
六
一
卷
、
一
九
八
七
年
、
一
二
六
─
一
五
四
頁
。

（
10
） 

秋
吉
貴
雄
「
時
間
の
中
の
会
計
検
査
制
度
：
異
質
な
制
度
進
化
の
歴
史
分
析
」『
法
学
新
報
』
一
二
二
巻
、
二
〇
一
六
年
、
六
─
七
頁
。

（
11
） 

同
上
、
五
一
─
五
六
頁
。

（
12
） 

同
上
、
九
二
─
九
九
頁
。

（
13
） 

河
野
勝
「
新
し
い
比
較
政
治
学
へ
の
序
奏
」
河
野
勝
・
岩
崎
正
洋
編
『
ア
ク
セ
ス
比
較
政
治
学
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
九

頁
。

（
14
） 

古
地
順
一
郎
「
ピ
ア
ソ
ン
の
歴
史
的
制
度
論
」
岩
崎
正
洋
編
『
政
治
過
程
の
理
論
分
析
』
三
和
書
籍
、
二
〇
一
二
年
、
一
二
七
頁
。

（
15
） 

ピ
ー
タ
ー
ス
、
前
掲
書
、
一
一
七
頁
。

（
16
） S

arah M
orris, “T

he N
ext P

resident ’s T
ech L

egacy H
as a H

ead S
tart, ” A

ugust 25, 2016, https://w
w

w
.new

am
erica.org/

w
eekly/edition-132/next-presidents-tech-legacy-has-head-start/

（
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
三
日
閲
覧
）。

（
17
） 

オ
バ
マ
大
統
領
は
演
説
の
中
で
「
我
々
は
科
学
を
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
戻
す
」
と
宣
言
し
て
い
る
、https://obam

aw
hitehouse.

archives.gov/blog/2009/01/21/president-barack-obam
as-inaugural-address

（
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契
約
不
適
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認
識
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の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
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リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
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拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

─

野
　
　
中
　
　
貴
　
　
弘

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

２
　
検
討
の
手
法

Ⅱ
　
譲
渡
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
配
分
法
理
比
較

─
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て

１
　
ド
イ
ツ
民
法
草
案
お
よ
び
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
成
り
立
ち

⑴
　
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
へ

⑵
　
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
か
ら
債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
へ

⑶
　
両
条
の
制
度
趣
旨
と
残
さ
れ
た
課
題

論
　
説
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
九
六

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

３
　
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分

─
二
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
へ
の
収
斂

⑴
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
棲
み
分
け

⑵
　
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

４
　
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
の
不
知
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
一
律
免
責
構
成

⑵
　
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
構
成

５
　
小
　
括

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
価

１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

２
　
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
へ
の
接
近

Ⅳ
　
結
　
論

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
（
Ｂ
）
が
こ
れ
を
第
三
者
（
Ｃ
）
に
譲
渡
し
た
も
の
の
、
Ｃ
の
許
で
当
該
物
の
品
質
の
契
約
不

）
七
七
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
七

適
合
が
発
見
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｂ
が
自
身
の
売
主
（
Ａ
）
と
の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
当
該
目
的

物
が
返
還
不
能
で
あ
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
形
で
負
担
す
る
の
か
。

民
法
五
四
八
条
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
、
契
約
の
目
的
物
を
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
」
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」、
す
な
わ
ち
返
還
不
能
な
場

合
に
は
、
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
（
１
）

。
こ
の
こ
と
と
、
改
正
前
民
法

五
四
八
条
一
項
で
は
解
除
権
消
滅
の
要
件
と
し
て
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
２
）

を
形
式
的
に
併
せ
考

え
る
と
、
改
正
前
民
法
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
第
三
者
へ
譲
渡
し
た
場
合
に
も
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
帰
結
が
導

か
れ
る
。

こ
の
論
理
と
帰
結
は
、
二
重
譲
渡
事
例
で
の
処
理
と
比
較
を
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
二
重

譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
面
で
は
、
譲
受
人
の
い
ず
れ
か
が
先
に
対
抗
要
件
た
る
登
記
を
備
え
た
時
点
で
、
も
う
一
方
の
譲
受
人
に
対
す
る
譲

渡
人
の
債
務
が
履
行
不
能
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
民
法
五
四
八
条
の
解
釈
に
お
い
て
譲
渡
を
も
っ
て
返
還

不
能
と
捉
え
る
点
も
平
仄
が
合
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
と
も
、
自
由
な
意
思
で
自
由
な
行
為

（
譲
渡
）
を
し
た
以
上
、
こ
の
行
為
（
譲
渡
）
の
結
果
を
売
主
に
転
嫁
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
に
よ
り
直

ち
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解
釈
も
、
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る
リ
ス
ク
配
分
と
い
え
る
。

事
実
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
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イ
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イ
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と
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渡
そ
の
も
の
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よ
り
解
除
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排
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さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
規
定
を
、
有
責
な
返
還
不
能
の
場
合
に
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よ
り
直

ち
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解
釈
も
、
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る
リ
ス
ク
配
分
と
い
え
る
。

事
実
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
後
に
見
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
み
が
譲
渡
に
関
す
る
リ
ス
ク
配
分
を
規
定
し
て
い

る
と
理
解
せ
ず
、
譲
渡
そ
の
も
の
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
規
定
を
、
有
責
な
返
還
不
能
の
場
合
に

）
七
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
九
八

解
除
権
を
排
除
し
た
、
次
の
旧
三
五
一
条
一
文
に
求
め
た
（
４
）

。

旧
三
五
一
条
　
解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責
で
あ
っ
た
場
合
、
排

除
さ
れ
る
。
対
象
の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失

は
、
権
限
者
自
身
の
過
失
と
同
様
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
ヤ
ン
セ
ン
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
で
既
に
有
責
な
返
還
不
能
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が

消
滅
す
る
の
で
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
問
題
に
な
ら
な
い
と
説
く
（
５
）

。
二
〇
世
紀
後
半
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ケ
メ
ラ
ー
ら
は
、
解
除
権
者
が

受
領
物
に
つ
き
自
己
の
物
と
し
て
自
由
な
行
為
を
し
た
以
上
そ
の
後
に
解
除
す
る
こ
と
は
矛
盾
挙
動
で
あ
る
と
の
議
論
を
展
開
し
た
。
こ

う
し
た
議
論
の
方
向
性
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
（
さ
ら
に
い
え
ば
、
Ⅲ
章
に
見
る
と
お
り
、
債

務
法
現
代
化
法
も
ま
た
、
そ
の
文
言
上
は
、
買
主
Ｂ
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
を
一
律
に
買
主
の
負
担
と
す
る
か
に
映
る
）。
譲
渡
そ
れ
自
体
に
「
履
行

認
容
」
を
見
出
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
少
な
く
と
も
本
稿
冒
頭
の
契
約
不
適
合
解
除
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
後
の
解
除

と
矛
盾
す
る
と
の
評
価
を
受
け
る
べ
き
「
履
行
認
容
」
や
「
解
除
権
の
放
棄
」
は
、
解
除
原
因
や
解
除
権
の
認
識
な
く
し
て
は
原
則
と
し

て
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
解
除
権
認
識
後0

の
譲
渡
の
場
合
に
は
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
て
も
、
解
除
権
認
識

前0

の
譲
渡
そ
れ
自
体
で
は
原
則
と
し
て
旧
三
五
一
条
の
適
用
が
な
い
と
す
る
の
が
多
数
の
理
解
で
あ
っ
た
（
６
）

。
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
の
負
担
と
す
る
理
解
は
支
持
さ
れ
な
い
（
こ
の
他
ド
イ
ツ
で
は
、
譲
渡
そ
れ
自

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
九

体
で
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
の
解
釈
は
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
存
在
・
解
釈
と
整
合
し
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
（
７
））。

「
譲
渡
＝
解
除
権
消
滅
（
買
主
負
担
）
構
成
」
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
当
該
不
適
合
ゆ
え
に

滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
８
）

。
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
当
該
物
の
物
理
的
返
還
自
体
を
不
能
に
す
る
行
為
で

は
な
く
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
の
、
ひ
と
つ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
譲
渡
契
約
が
合
意
解
除
さ
れ
、
あ

る
い
は
第
三
者
Ｃ
か
ら
の
解
除
を
受
け
、
譲
渡
人
（
買
主
）
が
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
取
り
戻
す
場
合
も
存
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
譲
渡
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
の
は
、
返
還
不
能
事
由
と
切
り
離
し
た
行
き
過
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
民
法
改
正
前
の
学
説
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
の
解
釈
と
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
な
い
解
釈
と
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
っ
て
お
り
、
本
稿
冒
頭
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広
く
Ｂ
の
負
担
と
解
す
る
我
が
国
の
傾
向
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
変
わ
ら
な
い
。
確

か
に
、
同
改
正
で
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
譲
渡
を
し
て
も
、
解

除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
我
が
国
の
近
時
の
学
説
は
、
解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分

と
を
切
り
離
す
（
９
）

。
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
と
言
え
ど
も
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
返
還
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が

契
約
時
に
対
価
の
負
担
を
す
る
こ
と
で
そ
の
物
を
取
得
す
る
と
決
定
を
し
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が
自
由
な
意
思
で
行
為
を
し
た
以
上
、

受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
、
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
数
説
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
で
は
、
債
権
法
改
正
後
も
な
お
、
買
主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
原
物
返
還
に
代
え
て

価
額
償
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
解
除
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
右
に
見
た
よ
う
に
、

）
七
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
九

体
で
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
の
解
釈
は
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
存
在
・
解
釈
と
整
合
し
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
（
７
））。

「
譲
渡
＝
解
除
権
消
滅
（
買
主
負
担
）
構
成
」
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
当
該
不
適
合
ゆ
え
に

滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
８
）

。
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
当
該
物
の
物
理
的
返
還
自
体
を
不
能
に
す
る
行
為
で

は
な
く
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
の
、
ひ
と
つ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
譲
渡
契
約
が
合
意
解
除
さ
れ
、
あ

る
い
は
第
三
者
Ｃ
か
ら
の
解
除
を
受
け
、
譲
渡
人
（
買
主
）
が
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
取
り
戻
す
場
合
も
存
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
譲
渡
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
の
は
、
返
還
不
能
事
由
と
切
り
離
し
た
行
き
過
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
民
法
改
正
前
の
学
説
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
の
解
釈
と
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
な
い
解
釈
と
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
っ
て
お
り
、
本
稿
冒
頭
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広
く
Ｂ
の
負
担
と
解
す
る
我
が
国
の
傾
向
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
変
わ
ら
な
い
。
確

か
に
、
同
改
正
で
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
譲
渡
を
し
て
も
、
解

除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
我
が
国
の
近
時
の
学
説
は
、
解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分

と
を
切
り
離
す
（
９
）

。
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
と
言
え
ど
も
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
返
還
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が

契
約
時
に
対
価
の
負
担
を
す
る
こ
と
で
そ
の
物
を
取
得
す
る
と
決
定
を
し
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が
自
由
な
意
思
で
行
為
を
し
た
以
上
、

受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
、
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
数
説
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
で
は
、
債
権
法
改
正
後
も
な
お
、
買
主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
原
物
返
還
に
代
え
て

価
額
償
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
解
除
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
右
に
見
た
よ
う
に
、

）
七
五
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
〇

目
的
物
の
契
約
不
適
合
が
原
因
で
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
後
の
あ
ら
ゆ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
Ｂ
が
負

う
と
の
リ
ス
ク
配
分
は
到
底
支
持
し
得
な
い
。
他
方
で
、
譲
渡
時
に
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
一
律
に
Ｂ
を
免
責
し
、

そ
こ
か
ら
生
じ
た
全
て
の
リ
ス
ク
を
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当

該
リ
ス
ク
は
譲
渡
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
発
生
し
な
か
っ
た
リ
ス
ク
と
も
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

２
　
検
討
の
手
法

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
民
法
五
四
八
条
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
第
一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
に
範
を
求
め
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
（
10
）

。
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
し
て
は
、
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
お
よ
び
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
が
規
定

し
て
お
り
、
譲
渡
に
よ
り
受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
採
用
し
て
い
た
。
解
除
権
者
が
譲
渡
物

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
解
除
が
な
お
許
容
さ
れ
る
規
定
表
現
に
も
映
る
が
、
こ
の
点
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
後
一
八
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
典
で
は
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
わ
る
規
定

が
二
箇
条
あ
り
、
一
見
す
る
と
い
ず
れ
も
、
右
の
草
案
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。

旧
三
五
三
条
一
項
　
解
除
権
者
が
受
領
し
た
対
象
も
し
く
は
そ
の
対
象
の
重
要
な
部
分
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
そ
の
上
に
第
三
者
の
権
利
を

設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
処
分
の
結
果
と
し
て
当
該
対
象
を
手
に
入
れ
た
者
の
許
で
三
五
一
条
ま
た
は
三
五
二
条
の
要
件
が
生
じ

た
と
き
は
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
一

旧
三
五
四
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
権
限
者

に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
経
過
前

に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
一
条
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
旧
三
五
二
条
は
解
除
権
者
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
に
よ
り
他

の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
解
除
権
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
三
五
三
条
は
、
解
除
権
者
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
が
あ
っ

た
場
合
に
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
二
条
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
と
き
や
、

第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
と
き
に
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
排
除
す
る
。
他
方
、

旧
三
五
四
条
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
者
Ｂ
が
返
還
対
象
物
を
返
還
し
な
い
場
合
に
解
除
の
効
果
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。
草
案
段

階
に
は
な
か
っ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、
い
か
な
る
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
の
か
。
草
案
の
規
定
内
容
を
排
し
て
こ
れ
ら
の
規
律
を
設
け

た
論
拠
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
出
発
点
と
し
た
い
（
Ⅱ
章
１
節
）。

も
っ
と
も
、
実
は
両
規
定
の
制
定
過
程
を
辿
る
だ
け
で
は
複
数
の
疑
問
が
残
る
。
と
り
わ
け
、
旧
三
五
四
条
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広

く
解
除
者
（
返
還
債
務
者
）
の
負
担
と
し
て
い
る
た
め
、
一
見
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
が
不
要
に
映
る
（
両
規
定
の
効
果
こ
そ
解
除
権
の
消
滅

と
解
除
後
の
解
除
効
の
消
滅
と
い
う
形
で
異
な
る
も
の
の
、
大
き
な
差
は
存
し
な
い
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
制
定
過
程
を
辿
っ
た
後
、
譲
渡
後
の

取
戻
し
の
可
否
を
基
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
旧
三
五
四
条
の
あ
る
べ
き
適
用
範
囲
を
考
察
対
象
と
し
て
い
く
（
Ⅱ
章
２
節
）。
二
〇
世

紀
ド
イ
ツ
で
の
旧
三
五
三
条
を
め
ぐ
る
あ
る
論
点
で
の
多
数
説
的
理
解
は
、
旧
三
五
四
条
に
関
す
る
制
定
過
程
で
の
理
解
か
ら
の
乖
離
を

示
す
も
の
と
評
価
で
き
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑴
）。
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
あ
た
っ
て

）
七
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
一

旧
三
五
四
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
権
限
者

に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
経
過
前

に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
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失
う
。

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
一
条
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
旧
三
五
二
条
は
解
除
権
者
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
に
よ
り
他

の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
解
除
権
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
三
五
三
条
は
、
解
除
権
者
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
が
あ
っ

た
場
合
に
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
二
条
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
と
き
や
、

第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
と
き
に
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
排
除
す
る
。
他
方
、

旧
三
五
四
条
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
者
Ｂ
が
返
還
対
象
物
を
返
還
し
な
い
場
合
に
解
除
の
効
果
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。
草
案
段

階
に
は
な
か
っ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、
い
か
な
る
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
の
か
。
草
案
の
規
定
内
容
を
排
し
て
こ
れ
ら
の
規
律
を
設
け

た
論
拠
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
出
発
点
と
し
た
い
（
Ⅱ
章
１
節
）。

も
っ
と
も
、
実
は
両
規
定
の
制
定
過
程
を
辿
る
だ
け
で
は
複
数
の
疑
問
が
残
る
。
と
り
わ
け
、
旧
三
五
四
条
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広

く
解
除
者
（
返
還
債
務
者
）
の
負
担
と
し
て
い
る
た
め
、
一
見
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
が
不
要
に
映
る
（
両
規
定
の
効
果
こ
そ
解
除
権
の
消
滅

と
解
除
後
の
解
除
効
の
消
滅
と
い
う
形
で
異
な
る
も
の
の
、
大
き
な
差
は
存
し
な
い
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
制
定
過
程
を
辿
っ
た
後
、
譲
渡
後
の

取
戻
し
の
可
否
を
基
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
旧
三
五
四
条
の
あ
る
べ
き
適
用
範
囲
を
考
察
対
象
と
し
て
い
く
（
Ⅱ
章
２
節
）。
二
〇
世

紀
ド
イ
ツ
で
の
旧
三
五
三
条
を
め
ぐ
る
あ
る
論
点
で
の
多
数
説
的
理
解
は
、
旧
三
五
四
条
に
関
す
る
制
定
過
程
で
の
理
解
か
ら
の
乖
離
を

示
す
も
の
と
評
価
で
き
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑴
）。
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
あ
た
っ
て

）
七
五
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
二

は
、
返
還
不
能
原
因
に
着
目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑵
）。

た
だ
し
、
以
上
の
議
論
の
素
材
は
、
債
務
法
改
正
前0

の
約
定
解
除

0

0

0

0

の
効
果
規
定
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
想
定
す
る
品
質

の
契
約
不
適
合
に
よ
る
解
除
（
瑕
疵
担
保
解
除
）
の
場
合
、
買
主
Ｂ
は
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
受
領
物
を
譲
渡
す
る
。
こ
こ
に
、
な
お

他
の
解
釈
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
買
主
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
つ
つ
、
売
主
Ａ
の
代
償
請
求
を
肯
定
す

る
解
釈
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ⅱ
章
４
節
⑵
）。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
と
債
務
法
現
代
化
法
と
の
整
合
性
も
問
題
と
な

る
。
新
解
除
効
果
規
定
は
、
条
文
を
見
る
限
り
ド
イ
ツ
民
法
草
案
と
も
改
正
前
民
法
と
も
異
な
り
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
買
主
が
一

律
に
価
額
償
還
義
務
を
負
う
規
定
と
な
っ
て
い
る
か
に
映
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
議
論
は
ド
イ
ツ
で
も
ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
言

い
難
い
が
、
改
正
後
の
学
説
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
、
改
正
前
民
法
下
で
の
理
解
と
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
（
Ⅲ
章
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
主
に
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
前
の
規
定
と
議
論
を
素
材
と
し
て
考
察
を
深
め
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク

に
つ
い
て
の
あ
る
べ
き
配
分
法
理
を
探
る
。
具
体
的
に
は
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不
能
原
因
に
応
じ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
譲
渡
先
の
Ｃ
に
ま
で
主
観
的
に
拡
張
す
る
、
す
な
わ
ち
第
三

者
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
い
て
の
Ａ
Ｂ
間
で

の
リ
ス
ク
配
分
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
基
本
的
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

）
七
五
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
三

Ⅱ
　
譲
渡
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
配
分
法
理
比
較

─
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て

１
　
ド
イ
ツ
民
法
草
案
お
よ
び
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
成
り
立
ち

初
め
に
、
我
が
国
の
民
法
起
草
時
に
参
照
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
を
含
め
、
一
八
九
六
年
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
過
程
を
見
て
お
こ
う
。

⑴
　
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
へ

買
主
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
す
る
ロ
ー
マ
普
通
法
下
で
の
規
律
と
し
て
は
、
買
主
が
購
入
し
た
奴
隷
を
譲
渡
等
し
た
場
合
に
つ
い

て
の
指
摘
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
で
は
、
買
主
が
奴
隷
や
奴
隷
の
使
用
収
益

を
譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
を
買
い
戻
し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
さ
れ
る
べ
き
と
記
さ
れ
る
（
11
）

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
普

通
法
学
で
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
買
主
が
自
由
な
意
思
に
よ
り
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
解
除
権
を
失
う
も
の
の
、
そ
れ

で
も
な
お
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
再
び
権
利
を
手
に
す
る
と
し
て
い
た
（
12
）

。

債
務
法
の
起
草
委
員
と
さ
れ
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
引
き
継
い
だ
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
契
約

に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
題
す
る
部
分
草
案
二
〇
号
は
、
三
九
箇
条
か
ら
な
り
、
二
二
条
以
下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責

任
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
三
二
条
で
は
、
買
主
が
受
領
物
を
処
分
し
た
場
合
の
規
律
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

）
七
五
五
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
三

Ⅱ
　
譲
渡
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
配
分
法
理
比
較

─
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て

１
　
ド
イ
ツ
民
法
草
案
お
よ
び
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
成
り
立
ち

初
め
に
、
我
が
国
の
民
法
起
草
時
に
参
照
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
を
含
め
、
一
八
九
六
年
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
過
程
を
見
て
お
こ
う
。

⑴
　
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
へ

買
主
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
す
る
ロ
ー
マ
普
通
法
下
で
の
規
律
と
し
て
は
、
買
主
が
購
入
し
た
奴
隷
を
譲
渡
等
し
た
場
合
に
つ
い

て
の
指
摘
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
で
は
、
買
主
が
奴
隷
や
奴
隷
の
使
用
収
益

を
譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
を
買
い
戻
し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
さ
れ
る
べ
き
と
記
さ
れ
る
（
11
）

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
普

通
法
学
で
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
買
主
が
自
由
な
意
思
に
よ
り
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
解
除
権
を
失
う
も
の
の
、
そ
れ

で
も
な
お
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
再
び
権
利
を
手
に
す
る
と
し
て
い
た
（
12
）

。

債
務
法
の
起
草
委
員
と
さ
れ
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
引
き
継
い
だ
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
契
約

に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
題
す
る
部
分
草
案
二
〇
号
は
、
三
九
箇
条
か
ら
な
り
、
二
二
条
以
下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責

任
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
三
二
条
で
は
、
買
主
が
受
領
物
を
処
分
し
た
場
合
の
規
律
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

）
七
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
四

除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の

改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
こ
で
は
、
取
得
者
に
よ
る
受
領
物
の
処
分
と
返
還
不
能
と
が
明
文
上
一
応
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
キ
ュ
ー
ベ

ル
の
部
分
草
案
は
、
第
一
委
員
会
で
の
審
議
後
、
次
の
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
と
な
っ
た
（
14
）

。

第
一
草
案
四
三
〇
条
　
次
の
場
合
に
は
解
除
権
は
生
じ
な
い
。

一�

　
解
除
権
者
が
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
受
領
し
た
対
象
の
滅
失
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
受
領
し
た
対
象
を
処
分
し
た

（verfügt�hat

）
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
象
を
返
還
で
き
な
い
と
き
。

こ
の
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
の
う
ち
処
分
に
か
か
わ
る
規
律
は
、
帝
国
司
法
庁
の
準
備
委
員
会
お
よ
び
第
二
委
員
会
を
経
た
後
の
編

集
会
議
の
段
階
で
、
同
号
で
用
い
ら
れ
て
い
た“verfügen ”
が“veräußern ”

に
変
更
さ
れ
た
点
（
15
）

を
除
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
変

更
を
受
け
ず
、
次
の
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
な
っ
た
（
16
）

。

第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
譲
渡
し
た
（veräußert�hat

）
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
に
第
三
者
の
権
利

を
設
定
し
て
そ
の
権
利
を
抹
消
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
返
還
し
え
な
い
と
き
に
は
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
五

本
稿
序
論
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
改
正
前
民
法
五
四
八
条
の
起
草
に
あ
た
っ
て
範
と
さ
れ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
民
法
の
第

一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
で
あ
っ
た
。
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
や
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
と
返
還
不
能
と
を

（
曖
昧
で
は
あ
る
も
の
の
）
一
応
区
別
し
、
譲
渡
自
体
で
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
返
還
で
き
な
い
こ
と
で

解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑵
　
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
か
ら
債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
へ

ア
　
第
二
草
案
を
明
確
化
し
た
規
定
と
し
て
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
・
旧
三
五
四
条

も
っ
と
も
、
既
に
序
論
に
て
確
認
し
た
と
お
り
、
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
律
が
姿

を
消
し
て
い
る
。
第
二
草
案
以
降
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

議
論
の
き
っ
か
け
は
、
最
終
校
正
（R

evision

）
段
階
で
の
プ
ラ
ン
ク
に
よ
る
提
案
に
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一

文
に
関
し
、
譲
渡
後
も
な
お
返
還
可
能
で
あ
れ
ば
解
除
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
た
（
17
）

。

プ
ラ
ン
ク
提
案
　
解
除
は
、
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
譲
渡
し
た
場
合
に
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
権
限
者
が
そ
の
対
象
を
後
に
再
び

取
得
し
た
と
き
（
あ
る
い
は
権
限
者
が
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
象
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
提
案
を
受
け
た
編
集
会
議
で
は
、
受
領
物
の
譲
渡
後
に
も
解
除
が
な
お
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
許
容
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど

の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
（
18
）

。

）
七
五
四
（
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は
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後
に
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さ
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四
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〇
二
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二
月
）

二
〇
六

こ
こ
で
プ
ラ
ン
ク
は
、
草
案
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
か
否
か
を
い
つ
の
時
点
で
判
断
す
る
か
と
い
う
疑
問
が

残
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
譲
渡
対
象
物
が
譲
渡
か
ら
解
除
の
意
思
表
示
ま
で
の
間
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場

合
に
重
要
に
な
る
と
い
う
。
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
一
方
で
は
、
こ
こ
で
の
返
還
不
能
は
、

譲
渡
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
物
の
滅
失
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
草
案
三
〇
一
条
（
後
の
旧
三
五
一
条
）
に
よ
れ
ば
（
過

失
が
な
い
限
り
）
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
他
方
、
仮
に
譲
渡
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
滅
失
が
生
じ

た
で
あ
ろ
う
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
プ
ラ
ン
ク
は
、
最
も
正
当
で
目
的
に
適
う
の
は
、
解
除
権

者
が
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
既
に
譲
渡
物
を
再
び
買
い
戻
し
た
場
合
を
除
い
て
、
譲
渡
に
よ
っ
て
一
律
に
解
除
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
と
説
い
た（19
）

。
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
含
め
て
買
主
の
負
担
と
す
る
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
提
案
は
、
会
議
で
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
議
事
録
の
限
り
で
は
二
つ
の
立
場
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
買
主
（
譲
渡
人
）
が
免
責
さ
れ
る
べ
き
場
合
を
想
定
し
、
取
戻
し
が
で
き
な
い
限
り
買
主
負
担
と
す
る

プ
ラ
ン
ク
提
案
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
規
定
が
実
際
的
意
義
を
有
す
る
主
な
場
面
は
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
で

あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
提
案
に
よ
る
と
、
欠
陥
の
あ
る
物
が
取
得
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ

る
と
い
う
困
っ
た
結
論
に
至
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
（
20
）

。

他
方
、
第
二
草
案
か
ら
の
修
正
の
要
を
見
な
い
と
の
主
張
も
な
さ
れ
た
。
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に
返
還
対
象
物

が
あ
り
、
返
還
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
で
十
分
で
あ
る
旨
主
張
さ
れ
た
。

草
案
の
こ
の
意
味
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
解
約
金
に
よ
る
解
除
に
つ
い
て
の
第
二
草
案
三
〇
八
条
の
規
定
に
付
け

加
え
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。
第
二
草
案
三
〇
八
条
は
、
後
の
旧
三
五
九
条
で
あ
り
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
22
）

。 ）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
七

第
二
草
案
三
〇
八
条
・
旧
三
五
九
条
　
解
約
金
の
支
払
に
よ
る
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
に
お
い
て
、
解
約
金
が
解
除
の
意
思
表
示
前
あ

る
い
は
意
思
表
示
の
際
に
支
払
わ
れ
ず
、
か
つ
相
手
方
が
こ
れ
を
理
由
と
し
て
遅
滞
な
く
そ
の
意
思
表
示
を
拒
絶
す
る
と
き
は
、
解
除
は

そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
解
約
金
が
拒
絶
後
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ
る
と
き
は
、
解
除
の
意
思
表
示
は
有
効
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
対
立
を
受
け
、
プ
ラ
ン
ク
は
会
議
に
お
い
て
自
身
の
提
案
を
撤
回
し
、
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に

返
還
対
象
物
が
あ
る
こ
と
を
解
除
の
許
容
に
あ
た
っ
て
重
視
す
る
と
い
う
形
で
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
適
切
か

ど
う
か
を
編
集
会
議
が
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
（
23
）

。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
編
集
会
議
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
排
除
の
要
件
と
さ

れ
た
返
還
不
能
の
判
断
時
期
如
何
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
編
集
会
議
は
、
右
の
課
題
に
対
し
て
、
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
よ
う
と
し
た
（
24
）

。

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方

は
、
権
限
者
に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

期
間
経
過
前
に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
た
場
合
、
相
手
方
よ
り
相
当
の
期
間
を
設
定
さ
れ
、
こ
の
期

間
経
過
前
に
解
除
者
に
よ
り
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
解
除
が
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
議
事
録
に
は
、
原
状
回
復
に
お
け
る
双

）
七
五
四
（
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お
い
て
自
身
の
提
案
を
撤
回
し
、
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に

返
還
対
象
物
が
あ
る
こ
と
を
解
除
の
許
容
に
あ
た
っ
て
重
視
す
る
と
い
う
形
で
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
適
切
か

ど
う
か
を
編
集
会
議
が
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
（
23
）

。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
編
集
会
議
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
排
除
の
要
件
と
さ

れ
た
返
還
不
能
の
判
断
時
期
如
何
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
編
集
会
議
は
、
右
の
課
題
に
対
し
て
、
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
よ
う
と
し
た
（
24
）

。

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方

は
、
権
限
者
に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

期
間
経
過
前
に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
た
場
合
、
相
手
方
よ
り
相
当
の
期
間
を
設
定
さ
れ
、
こ
の
期

間
経
過
前
に
解
除
者
に
よ
り
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
解
除
が
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
議
事
録
に
は
、
原
状
回
復
に
お
け
る
双

）
七
五
四
（
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二
〇
八

務
性
の
尊
重
が
、
根
拠
と
し
て
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
は
、
双
務
契
約
に
お
け
る
履
行
と
同
様
に
同
時
に
履

行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条
は
、
解
除
が
そ
う
し
た
関
係
を
創
り
出
す
と
い
う
考
え
方
に
依
拠
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
25
）

。
そ
の
後
、
こ
の

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
は
、
旧
三
五
四
条
に
結
実
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
お
よ
び
旧
三
五
四
条
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
比
べ
、
い
か
な
る
場
合
に
解

除
が
効
力
を
失
う
か
明
確
で
あ
る
。
同
条
は
、
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を

買
主
Ｂ
が
負
担
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
返
還
不
能
か
否
か
の
判
断
は
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
か
ら
相
当
期
間
経
過
時
に
な
さ
れ
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
（
26
）

。
こ
の
旧
三
五
四
条
こ
そ
が
、
日
本
民
法
五
四
八
条
の
制
定
時
に
参
照
さ
れ
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
排
し
て
、

譲
渡
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
規
律
し
た
規
定
で
あ
っ
た
。

イ
　
修
正
第
二
草
案
で
新
設
さ
れ
た
同
三
四
八
条
一
項
・
旧
三
五
三
条
の
制
定
経
緯

他
方
、
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
を
直
接
規
律
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
旧
三
五
三
条
一
項
が
存

在
す
る
。
序
論
で
見
た
と
お
り
旧
三
五
三
条
一
項
は
、
譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
が
生
じ
た
場
合
、

具
体
的
に
は
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ0

が
有
責

0

0

0

で
あ
っ
た
り
、
Ｃ
が
加
工
・
改
造

0

0

0

0

し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
っ
た
場
合
に
、

解
除
権
者
た
る
買
主
Ｂ
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
第
二
草
案
段
階
に
お
け
る
譲
渡
に
関
す
る
規
律
は
、

第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
（
旧
三
五
四
条
の
前
身
）
の
み
で
あ
り
、
こ
の
旧
三
五
三
条
の
内
容
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
旧
三
五
三
条
の
制
定
経
緯
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
旧
三
五
三
条
も
、
先
の
旧
三
五
四
条
と
同
様
に
、
最
終
校
正
の
段

階
に
お
い
て
新
た
に
提
案
さ
れ
、
修
正
第
二
草
案
三
四
八
条
と
な
り
、
旧
三
五
三
条
に
結
実
し
た
。
実
は
、
こ
の
規
定
内
容
は
、
後
の
旧

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
九

三
五
一
条
二
文
後
段
に
関
す
る
提
案
に
そ
の
契
機
が
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
後
に
旧
三
五
一
条
と
な
る
第
二
草
案
三
〇
二
条
一
号
の
解

除
権
者
の
過
失
を
主
観
的
に
拡
張

0

0

0

0

0

0

す
る
の
に
伴
い
、
受
領
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
も
解
除
権
者
の
過
失
と
同
視
す
べ
き
主
観
的
範
囲
を

拡
張
す
る
観
点
か
ら
、
後
の
旧
三
五
三
条
が
提
案
さ
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
こ
の
点
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
前
提
と
し
て
、
右
の
第
二
草
案
三
〇
二
条
一
号
は
、
後
の
旧
三
五
一
条
一
文
お
よ
び
二
文
前
段
0

0

に
相
当
す
る
規
定
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
定
め
て
い
た
（
傍
点
は
引
用
者
（
27
））。

第
二
草
案
三
〇
二
条
　
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

一�

　
受
領
し
た
対
象
の
滅
失
ま
た
は
著
し
い
損
傷
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
き
。
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷

と
同
様
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
草
案
の
校
正
段
階
で
は
、
解
除
権
者
自
身
の
過
失
で
な
く
と
も
、
解
除
権
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
第
三
者
の

過
失
を
解
除
権
者
の
過
失
と
同
視
し
て
解
除
権
を
排
除
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
第
三
者
の
範
囲
如
何
が
議
論
さ
れ
た
（
28
）

。
会
議

で
は
、
ま
ず
、
第
二
草
案
二
三
四
条
（
後
の
旧
二
七
八
条
）
の
範
囲
、
つ
ま
り
は
解
除
権
者
が
給
付
の
実
現
（
義
務
の
履
行
）
に
利
用
し
た

者
に
限
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
解
除
権
者
が
受
領
物
の
占
有
を
単
に
委
ね
た
相
手
の
過
失
を
含
む
と
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
全
部
で
三
つ
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
前
者
の
提
案
が
承
認
さ
れ
（
29
）

、
後
の
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
な
る
。

旧
三
五
一
条
　
解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責
で
あ
っ
た
場
合
、
排

）
七
四
四
（
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と
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が
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、
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の
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後
の
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の
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（
傍
点
は
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（
27
））。
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の
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は
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に
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て
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が
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責

0

0

0

0

0

0

0

で
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た
と
き
。
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷

と
同
様
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
草
案
の
校
正
段
階
で
は
、
解
除
権
者
自
身
の
過
失
で
な
く
と
も
、
解
除
権
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
第
三
者
の

過
失
を
解
除
権
者
の
過
失
と
同
視
し
て
解
除
権
を
排
除
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
第
三
者
の
範
囲
如
何
が
議
論
さ
れ
た
（
28
）

。
会
議

で
は
、
ま
ず
、
第
二
草
案
二
三
四
条
（
後
の
旧
二
七
八
条
）
の
範
囲
、
つ
ま
り
は
解
除
権
者
が
給
付
の
実
現
（
義
務
の
履
行
）
に
利
用
し
た

者
に
限
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
解
除
権
者
が
受
領
物
の
占
有
を
単
に
委
ね
た
相
手
の
過
失
を
含
む
と
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
全
部
で
三
つ
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
前
者
の
提
案
が
承
認
さ
れ
（
29
）

、
後
の
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
な
る
。

旧
三
五
一
条
　
解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責
で
あ
っ
た
場
合
、
排

）
七
四
四
（
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二
一
〇

除
さ
れ
る
。
対
象
の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失

は
、
権
限
者
自
身
の
過
失
と
同
様
と
す
る
。

そ
し
て
、
同
会
議
で
は
、
こ
の
責
任
の
主
観
的
拡
張
を
、
目
的
物
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
も
及
ぼ
す
提
案
が
な
さ
れ
た
（
30
）

。
譲

渡
が
な
さ
れ
た
場
合
、
目
的
物
の
譲
受
人
Ｃ
の
有
責
で
の
滅
失
等
あ
る
い
は
加
工
・
改
造
が
あ
れ
ば
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
の
約

定
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
承
認
を
得
た
こ
の
内
容
は
、
そ
の
後
、
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
の
三
四
八
条

一
項
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
旧
三
五
三
条
一
項
に
結
実
し
た
（
31
）

。

⑶
　
両
条
の
制
度
趣
旨
と
残
さ
れ
た
課
題

以
上
の
と
お
り
、
旧
三
五
三
条
は
、〈
買
主
が
受
領
物
を
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に
つ
い
て

は
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
〉
と
の
考
え
を
基
に
、
買
主
が
負
う
リ
ス
ク
の
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す

る
規
定
と
理
解
で
き
る
（
32
）

。
こ
れ
に
対
し
、
旧
三
五
四
条
は
、〈
買
主
が
受
領
物
を
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
、

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
自
ら
負
う
べ
き
で
あ
る
〉
と
の
考
え
を
基
に
、
譲
渡
そ
の
も
の
で
は
解
除
を
排
除
し
な
い
も
の
の
、
返
還
不
能
リ
ス

ク
を
一
律
に
買
主
の
負
担
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
両
条
は
と
も
に
、
譲
渡
人
で
あ
る
買
主
Ｂ
の
リ
ス
ク
負
担
を
定
め
て
い
る
。

以
上
の
制
定
過
程
論
議
か
ら
は
、
次
の
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
旧
三
五
四
条
が
あ
れ
ば
足
り
、
旧
三
五
三
条
は
不
要
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
で
あ
る
。
旧
三
五
四
条
の
定
め
る
と
お
り
、
譲
渡
物
を

取
り
戻
し
て
の
返
還
が
不
能
な
場
合
、
そ
の
返
還
不
能
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
の
リ
ス
ク
を
一
律
に
解
除
権
者
（
買
主
）
に
負
わ
せ

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
一

れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
も
、
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
ま
で
の
理
解
と
大
差
な
い
の
で

は
な
い
か
。
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
第
三
者
の
許
で
物
が
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
⑵
ア
参
照
）、
両
条
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
う
し
た
課
題
を
残
し
て
い
た
。

こ
の
点
、
旧
三
五
四
条
は
解
除
権
者
に
よ
る
返
還
の
「
遅
滞
」
を
要
件
と
す
る
と
こ
ろ
、
返
還
「
遅
滞
」
と
さ
れ
る
の
は
、
旧
二
八
五

条
に
従
い
、
解
除
権
者
が
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範

囲
を
考
え
る
う
え
で
の
問
題
は
、〈
旧
三
五
四
条
の
局
面
に
お
い
て
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
と
は
如
何
な

る
場
合
か
〉
に
な
ろ
う
。
旧
三
五
四
条
の
背
後
に
は
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
限
り
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
負
う
べ
し
〉
と
の
理
解
が
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
返
還
不
能
に
は
広
く
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
の
解
釈
に
至
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
は
広
く
な
り
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
譲
渡
そ
れ

自
体
で
解
除
権
を
排
除
す
る
リ
ス
ク
配
分
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
に
、
旧
三
五
四
条
を
原
状
回
復
障
害
に
広
く
適
用
し
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
図
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
を
広
く
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
局
面
だ
け
で
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
お

）
七
四
四
（
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れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
も
、
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
ま
で
の
理
解
と
大
差
な
い
の
で

は
な
い
か
。
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
第
三
者
の
許
で
物
が
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
⑵
ア
参
照
）、
両
条
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
う
し
た
課
題
を
残
し
て
い
た
。

こ
の
点
、
旧
三
五
四
条
は
解
除
権
者
に
よ
る
返
還
の
「
遅
滞
」
を
要
件
と
す
る
と
こ
ろ
、
返
還
「
遅
滞
」
と
さ
れ
る
の
は
、
旧
二
八
五

条
に
従
い
、
解
除
権
者
が
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範

囲
を
考
え
る
う
え
で
の
問
題
は
、〈
旧
三
五
四
条
の
局
面
に
お
い
て
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
と
は
如
何
な

る
場
合
か
〉
に
な
ろ
う
。
旧
三
五
四
条
の
背
後
に
は
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
限
り
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
負
う
べ
し
〉
と
の
理
解
が
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
返
還
不
能
に
は
広
く
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
の
解
釈
に
至
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
は
広
く
な
り
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
譲
渡
そ
れ

自
体
で
解
除
権
を
排
除
す
る
リ
ス
ク
配
分
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
に
、
旧
三
五
四
条
を
原
状
回
復
障
害
に
広
く
適
用
し
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
図
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
を
広
く
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
局
面
だ
け
で
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
お

）
七
四
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い
て
も
、
次
の
よ
う
に
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
重
視
し
て
い
る
。

実
は
フ
ー
バ
ー
は
、
加
工
・
改
造
の
際
の
リ
ス
ク
配
分
を
取
り
扱
っ
た
前
稿
に
お
い
て
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
（
33
）

、〈
受
領
物
の
返
還
不

能
が
、
瑕
疵
自
体
か
ら
生
じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
瑕
疵
を
認
識
で
き
な
い
状
況
か
ら
生
じ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な

い
〉
と
の
一
般
原
則
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
基
本
姿
勢
を
採
る
フ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
免
責
を
認
め
る
の
が
筋
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
フ
ー
バ
ー
自
身
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
ー
バ
ー
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
、
譲
渡
人
Ｂ
が
物
を
取
り
戻
せ
な
い
状
態
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
に
着
目
す
る
。
フ
ー
バ
ー

に
よ
れ
ば
、
Ｂ
が
譲
渡
物
を
第
三
者
か
ら
取
り
戻
せ
な
い
場
合
、
Ｂ
は
通
常
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
を
保
持
し
て
い
る

状
況
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
目
的
物
を
取
り
戻
せ
な
い
買
主
Ｂ
に
対
し
て
、
自
身
の
売
主
Ａ
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
解
除
権
を

（
旧
二
八
一
条
に
よ
る
代
償
の
引
渡
し
と
引
き
換
え
に
）
認
め
る
こ
と
は
過
剰
で
あ
る
（überflüssig

）。
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
状
況
理
解
の

も
と
で
、
瑕
疵
は
し
ば
し
ば
再
び
売
却
さ
れ
た
後
に
初
め
て
現
れ
る
と
い
う
現
実
お
よ
び
旧
三
五
三
条
の
存
在
を
考
慮
し
、
譲
渡
そ
れ
自

体
で
は
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
買
主
Ｂ
は
物
を
再
び
調
達
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
き
自
身
で
責
任
を
負
う
と

解
し
た
の
で
あ
る
（
34
）

。
譲
渡
後
に
当
該
目
的
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
買
主
Ｂ
は
、
Ｃ
よ
り
給
付
さ
れ
た
売
買
代
金
を
保
持
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
買
主
Ｂ
に
瑕
疵
担
保
解
除
を
与
え
る
こ
と
は
過
剰
で
あ
り
、
必
要
な
い
と
の
論
理
で
あ
る
。「
過
剰
」
と
い
う

評
価
と
取
戻
し
の
有
無
が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
買
主
（
譲
渡
人
）
の
解
除
を
排
除
す
べ
き
と
す
る

点
は
、
グ
ラ
ス
も
同
様
で
あ
る
（
35
）

。

こ
う
し
た
リ
ス
ク
配
分
を
志
向
す
る
場
合
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
旧
三
五
三
条
で
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
な
お
旧

三
五
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
前
述
の
如
く
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
取
り
戻
せ
な
い
こ

）
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四
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契
約
不
適
合
認
識
前
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受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
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中
）

二
一
三

と
を
重
視
し
て
、
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な
遅
滞
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
に

も
か
か
わ
ら
ず
返
還
で
き
な
い
場
合
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
効
が
消
滅
し
、
フ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
リ
ス
ク
配
分
が
導
か
れ
る
。

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

こ
う
し
た
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
す
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
取
戻
不
能
の
原
因
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
維
持
に
あ
る
場
合
を
想
定
す
れ
ば
、

実
に
合
理
的
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
場
合
の
Ｂ
に
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
与
え
、
価
額
償
還
義
務
を
免
責
す

る
合
理
性
は
乏
し
い
。

し
か
し
、
取
戻
不
能
の
原
因
は
、
譲
渡
契
約
の
維
持
に
限
ら
れ
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
も
俎
上
に
上
っ
た
よ
う
に
、

目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
取
戻
不
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
者
の
許
で
の
滅
失
が
売
主
Ａ
の
責
め
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
、
こ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
が
負
う
べ
き
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
的
物
に
関
す

る
売
主
Ａ
の
説
明
不
足
等
が
端
緒
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
譲
渡
人
Ｂ
の
説
明
も
同
様
に
不
足
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
三
者
Ｃ
が
目
的
物
の

使
用
方
法
を
誤
り
滅
失
さ
せ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
目
的
物
が
有
す
る
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
し
て
し
ま
う
点
に

問
題
を
抱
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
、
取
戻
し
の
可
否
が
基
準
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
、
自
由
な
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
旧
三
五
四
条
の
〈
有
責
な
遅
滞
〉
を
基
礎
づ
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
に
、

返
還
不
能
の
原
因
0

0

に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
売
主
Ａ
に
返
還
で
き
な
い

）
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
三

と
を
重
視
し
て
、
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な
遅
滞
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
に

も
か
か
わ
ら
ず
返
還
で
き
な
い
場
合
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
効
が
消
滅
し
、
フ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
リ
ス
ク
配
分
が
導
か
れ
る
。

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

こ
う
し
た
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
す
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
取
戻
不
能
の
原
因
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
維
持
に
あ
る
場
合
を
想
定
す
れ
ば
、

実
に
合
理
的
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
場
合
の
Ｂ
に
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
与
え
、
価
額
償
還
義
務
を
免
責
す

る
合
理
性
は
乏
し
い
。

し
か
し
、
取
戻
不
能
の
原
因
は
、
譲
渡
契
約
の
維
持
に
限
ら
れ
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
も
俎
上
に
上
っ
た
よ
う
に
、

目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
取
戻
不
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
者
の
許
で
の
滅
失
が
売
主
Ａ
の
責
め
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
、
こ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
が
負
う
べ
き
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
的
物
に
関
す

る
売
主
Ａ
の
説
明
不
足
等
が
端
緒
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
譲
渡
人
Ｂ
の
説
明
も
同
様
に
不
足
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
三
者
Ｃ
が
目
的
物
の

使
用
方
法
を
誤
り
滅
失
さ
せ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
目
的
物
が
有
す
る
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
し
て
し
ま
う
点
に

問
題
を
抱
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
、
取
戻
し
の
可
否
が
基
準
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
、
自
由
な
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
旧
三
五
四
条
の
〈
有
責
な
遅
滞
〉
を
基
礎
づ
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
に
、

返
還
不
能
の
原
因
0

0

に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
売
主
Ａ
に
返
還
で
き
な
い

）
七
四
五
（
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七
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第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
一
四

場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
の
許
で
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
不
能
で
あ
る
場
合
を
も
想
定
し
、
そ
の
う
え
で
当
該
具
体
的
な
返
還
不

能
リ
ス
ク
を
誰
に
帰
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
い
っ
た
ん
旧
三
五
四
条
を
離
れ
、
旧
三
五
三
条
の
も
と
で
の
議
論
に
目
を
向
け
よ
う
。
同
条
は
、
第
三
者
の
許
で

の
滅
失
等
や
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
い
う
形
で
、
ま
さ
に
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

３
　
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分

─
二
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
へ
の
収
斂

⑴
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
棲
み
分
け

ア
　
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分

前
述
の
と
お
り
、
旧
三
五
三
条
は
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
の
譲
渡
後
に
こ
れ
を
返
還
で
き
な
い
場
合
の
う
ち
、
目
的
物
の
滅
失
に
つ
き
第

三
者
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
ケ
ー
ス
や
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
に
お
け
る

買
主
Ｂ
の
解
除
権
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
。
ま
さ
に
、
ど
の
よ
う
な
事
由
に
よ
り
返
還

不
能
に
な
っ
た
の
か
に
着
目
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
う
し
て
返
還
不
能
原
因
に
着
目
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
と
な
れ
ば
、
契
約
不
適
合
が
原
因
で
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
含
め
、
Ａ

の
有
責
な
滅
失
等
で
あ
れ
ば
Ａ
負
担
と
な
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
ま
た
、
旧
三
五
三
条
は
、
そ
の
制
定
過
程
の
論
議
か
ら
明
ら
か
な
と

お
り
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
の
有
責
な
滅
失
等
に
つ
い
て
Ｂ
が
リ
ス

ク
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
い
か
に
配
分
さ
れ
る
の
か
。
旧

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
五

三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
と
旧
三
五
二
条
の
み
を
準
用
し
、
旧
三
五
〇
条
、
す
な
わ
ち
買
主
（
解
除
権
者
）
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅

失
し
た
場
合
に
、
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
負
担
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
な
い
。
旧
三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
セ
ッ

ト
で
、
解
除
権
者
の
負
担
す
る
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
見
地
か
ら
制
定
さ
れ
た
以
上
、
旧
三
五
三
条
に
お
い
て
旧
三
五
〇
条
が
準
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
点
は
、
こ
う
し
て
旧
三
五
三
条
が
旧
三
五
〇
条
を
準
用
し
て
い
な
い
が
ゆ
え

に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
は
、（
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
と
同
様
に
）
解
除
権
を
排
除
し
て
解
除
権
者
の

負
担
と
す
る
場
合
（
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
一
項
）
だ
け
で
な
く
、
解
除
を
認
め
て
解
除
の
相
手
方
負
担

と
す
る
場
合
も
明
示
的
に
定
め
て
い
た
（
旧
三
五
〇
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
二
項
）。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
旧

三
五
〇
条
が
準
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
旧
三
五
三
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
は
な
く
と
も
、
な
お
旧
三
五
四
条
が
適
用
さ

れ
、
譲
渡
先
か
ら
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
は
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
と
の
帰
結
も
、
あ
り
得
る
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を

広
く
買
主
負
担
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
当
然
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
見
解
が

有
力
で
あ
っ
た
（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
Ｂ
は
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
ず
、
適
法
に
解
除
で
き
る
結
果
、（
旧
三
五
〇
条
に

よ
り
）
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
（
37
）

。
こ
う
し
た
学
説
理
解
に
従
え
ば
、
①
第

三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
を
満
た
す
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
買
主
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除

権
が
消
滅
す
る
（
旧
三
五
三
条
）
の
に
対
し
、
②
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
買
主
Ｂ
の
解
除
が
認
め
ら
れ
、

Ｂ
は
目
的
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
受
領
済
み
代
金
の
返
還
義
務
を
負
う
。
②
の
場
合
に
お
い
て
買
主
Ｂ
の
免
責
を

）
七
四
四
（



契
約
不
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前
の
受
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物
の
譲
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と
解
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二
一
五

三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
と
旧
三
五
二
条
の
み
を
準
用
し
、
旧
三
五
〇
条
、
す
な
わ
ち
買
主
（
解
除
権
者
）
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅

失
し
た
場
合
に
、
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
負
担
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
な
い
。
旧
三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
セ
ッ

ト
で
、
解
除
権
者
の
負
担
す
る
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
見
地
か
ら
制
定
さ
れ
た
以
上
、
旧
三
五
三
条
に
お
い
て
旧
三
五
〇
条
が
準
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
点
は
、
こ
う
し
て
旧
三
五
三
条
が
旧
三
五
〇
条
を
準
用
し
て
い
な
い
が
ゆ
え

に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
は
、（
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
と
同
様
に
）
解
除
権
を
排
除
し
て
解
除
権
者
の

負
担
と
す
る
場
合
（
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
一
項
）
だ
け
で
な
く
、
解
除
を
認
め
て
解
除
の
相
手
方
負
担

と
す
る
場
合
も
明
示
的
に
定
め
て
い
た
（
旧
三
五
〇
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
二
項
）。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
旧

三
五
〇
条
が
準
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
旧
三
五
三
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
は
な
く
と
も
、
な
お
旧
三
五
四
条
が
適
用
さ

れ
、
譲
渡
先
か
ら
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
は
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
と
の
帰
結
も
、
あ
り
得
る
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を

広
く
買
主
負
担
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
当
然
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
見
解
が

有
力
で
あ
っ
た
（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
Ｂ
は
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
ず
、
適
法
に
解
除
で
き
る
結
果
、（
旧
三
五
〇
条
に

よ
り
）
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
（
37
）

。
こ
う
し
た
学
説
理
解
に
従
え
ば
、
①
第

三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
を
満
た
す
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
買
主
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除

権
が
消
滅
す
る
（
旧
三
五
三
条
）
の
に
対
し
、
②
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
買
主
Ｂ
の
解
除
が
認
め
ら
れ
、

Ｂ
は
目
的
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
受
領
済
み
代
金
の
返
還
義
務
を
負
う
。
②
の
場
合
に
お
い
て
買
主
Ｂ
の
免
責
を

）
七
四
四
（
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二
一
六

認
め
る
点
で
、
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
Ｂ
に
負
わ
せ
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
違
い
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
38
）

。

イ
　
旧
三
五
三
条
の
登
場
に
よ
る
旧
三
五
四
条
の
適
用
場
面
制
限

─
二
つ
の
返
還
不
能
原
因
の
区
別

以
上
の
検
討
結
果
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
・
整
理
を
可
能
と
す
る
。
旧
三
五
四
条
は
、
そ
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
第
三
者
の
許
で
目

的
物
が
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
不
能
な
場
合
も
そ
の
射
程
に
含
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
Ｂ
が
譲
渡
し
た
こ
と
自
体
を
捉

え
て
有
責
な
返
還
遅
滞
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
も
旧
三
五
四
条
の
要
件
を
満
た
す
。
し
か
し
、
以
上
で
み
た
と
お
り
、
制
定
後
の

学
説
の
多
く
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
Ｂ
の
解
除
を
認
め
、
旧
三
五
四
条
を
問
題
と
せ
ず
に
、
相
手
方
Ａ
の
負

担
と
し
て
き
た
。
Ｂ
の
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
、
重
ね
て
旧
三
五
四
条
を
適
用
し
な
い
。

多
数
説
は
こ
こ
で
、
制
定
過
程
に
お
け
る
旧
三
五
四
条
の
広
い
射
程
理
解
か
ら
離
れ
、（
偶
然
滅
失
に
限
ら
ず
）
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の

許
で
滅
失
し
た
場
合
を
同
条
を
適
用
対
象
と
し
な
い
も
の
と
評
価
で
き
る
。
第
三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
あ
る
い
は
旧
三
五
二
条
の
要

件
を
満
た
す
原
物
返
還
不
能
が
生
じ
た
場
合
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
買
主
Ｂ
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
効
な
解
除
を

前
提
と
す
る
旧
三
五
四
条
は
適
用
の
前
提
が
な
い
。
ま
た
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
場
合
、

多
数
説
は
こ
れ
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
し
て
お
り
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
中
心
的
適
用
場
面
は
、
物

理
的
な
返
還
不
能
事
由
は
発
生
し
て
い
な
い
も
の
の
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
譲
渡
人
Ｂ
が
譲
渡
物
を
第
三
者
Ｃ
よ

り
取
り
戻
せ
な
い
場
合
と
な
ろ
う
。

旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
は
、
制
定
過
程
に
お
い
て
相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
規
定
さ
れ
、
結
果
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
両

条
は
競
合
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
多
数
説
の
リ
ス
ク
配
分
は
、
旧
三
五
四
条
の
適

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
七

用
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
で
両
条
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

こ
う
し
た
検
討
は
、
返
還
不
能
の
原
因
と
し
て
、
❶
目
的
物
自
体
は
第
三
者
の
許
に

現
存
し
、
物
理
的
に
は
返
還
可
能
な
状
態
に
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ

た
ま
ま
で
Ｂ
が
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
と
、
❷
目
的
物
が
第
三
者

の
許
で
滅
失
等
し
て
物
理
的
に
原
物
返
還
不
能
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
を
区
別
す
べ

き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
❶
の
ケ
ー
ス

で
は
、
譲
渡
人
Ｂ
を
免
責
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
取
戻
し
の
可
否
に

よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
図
れ
ば
良
い
。
旧
三
五
四
条
は
こ
れ
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

❷
で
は
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
は
妥
当
せ
ず
、
当
該
物
理
的
返
還
不
能

の
原
因
を
探
り
、
Ａ
Ｂ
間
の
リ
ス
ク
配
分
を
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の

ド
イ
ツ
民
法
規
定
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
上
掲
の
と
お
り

で
あ
る
。

⑵
　
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
❷
の
物
理
的

返
還
不
能
の
場
合
に
他
な
ら
な
い
。
❶
の
場
合
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
、

【旧353条と旧354条の棲み分けに関する１つの考え方】

返還不能事由 対応規定 Ｂの解除の可否
ＡＢ間での

リスク負担

Ｃの過失による

滅失

物理的

返還不能

旧353条

→旧351条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの加工・改造
旧353条

→旧352条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの許での

偶然滅失
（旧350条） 可 Ａ（売主）

ＢＣ間の

契約存続

社会通念上の

返還不能
旧354条 解除効消滅 Ｂ（買主）
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第
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（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
一
八

譲
渡
利
益
が
Ｂ
に
帰
属
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
で
、
Ｂ
は
通
常
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
を
選
択
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
前
提
に
❷
を
中
心
に
据
え
た
と
き
、
以
上
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
譲
渡
先
の
Ｃ

に
ま
で
主
観
的
に
拡
張
す
る
、
換
言
す
れ
ば
第
三
者
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。〈
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら
ば
、
当
該
リ
ス
ク
は
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
負
担
す

る
も
の
か
否
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
（
39
）

。

こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
い
て
の
Ａ
Ｂ
間
で
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る

と
い
う
点
を
除
け
ば
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
該
滅
失
リ
ス
ク
が
仮
に
Ｂ
の
許

で
生
じ
た
と
し
て
も
売
主
Ａ
に
転
嫁
可
能
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
べ
き
理
由

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
Ｂ
も
ま
た
、
Ａ
と
の
契
約
を
解
除
し
、
Ａ
に
リ
ス
ク
転
嫁
で
き
て
し
か
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
の
配
分
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
買
主
Ｂ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
帰

着
す
る
。
こ
の
点
で
、
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
は
、
本
稿
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
を
広
く
買
主
の
負
担
と
す
る
。

た
だ
し
、
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
仮
に
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
、

あ
る
い
は
取
戻
し
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
Ｂ
の
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
偶
然
滅
失
が
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
も
多
数
説
が
Ｂ

負
担
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
い
う
結
論
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
の
よ
う
に
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
引

き
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
約
不
適
合
を
知
ら
な
い
買
主
の
許
で
の
偶
然
滅
失
を
売
主
負
担
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
（
40
）

、
第

三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
も
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
な
る
。
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
は
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
と
き

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
九

に
も
ま
た
Ｂ
が
Ａ
に
転
嫁
で
き
る
リ
ス
ク
で
あ
り
、
当
該
返
還
不
能
は
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
リ
ス
ク
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
り
、
Ｃ
の
許
で
生

じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
意
味
を
持

た
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き
点
が
残
る
。
以
上
は
、
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
と
い
う
、
約
定
解
除

0

0

0

0

の
局
面
に
お
け

る
議
論
に
他
な
ら
な
い
。
確
か
に
両
規
定
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
に
よ
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
稿
で
も

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
解
除
権
を
留
保
し
た
当
事
者
は
、
将
来
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、

受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
よ
り
、
物
を
将
来
の
返
還
に
備
え

て
注
意
深
く
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
約
定
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
に
解
除
可
能
性
の
認
識
（
義

務
）
が
既
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
と
は
解
除
権
者
の
置
か
れ
た
状
況
の
理
解
が
異
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
を

前
提
と
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
と
が
、
旧
三
二
七
条
一
文
お
よ
び
旧
四
六
七
条
一
文
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
法
定
解
除
お
よ

び
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
は
直
ち
に
は
承
認
し
が
た
い
。
法
定
解
除
原
因
あ
る
い
は
瑕
疵
の
認
識
前
の
買
主
は
、
受
領
物
を

自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
信
頼
を
重
視
し
て
譲
渡
そ
れ
自
体
を
免
責
す
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
舞
台
を
瑕
疵
担
保
解
除
の
局
面
に
移
し
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
以
上
と
は
異

な
る
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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は
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。
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二
二
〇

４
　
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
の
不
知
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
一
律
免
責
構
成

ア
　
基
本
的
発
想

買
主
Ｂ
が
自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
る
中
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
加
え
て
〈
受
領
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
な
ら
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
〉
と
い
え
る
場
合
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
と
同
様
に
、
返
還
不
能
リ

ス
ク
を
売
主
Ａ
に
配
分
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
旧
四
六
七

条
一
文
後
段
の
類
推
適
用
と
い
う
形
、
あ
る
い
は
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な

0

0

0

遅
滞
の
解
釈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
、
改
造
に
よ
る
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
も
類
推
適
用
で
き
る
か
が
議

論
さ
れ
て
き
た
。
実
は
Ⅲ
章
で
扱
う
債
務
法
改
正
後
に
お
い
て
も
、
右
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
引
き
継
い
だ
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文

一
号
を
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
に
類
推
適
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
自
己
の
物
と
信
じ

て
物
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
同
号
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
（
41
）

。
ま
た
、
レ
ヘ
ル
も
、
加
工
と
譲
渡
と
で
異
な
る
取
扱
い
を

す
る
根
拠
が
な
い
と
し
て
同
じ
く
同
規
定
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
（
42
）

。

ま
た
、
た
と
え
ば
ヤ
ン
セ
ン
は
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
旧
二
八
五
条
を
引
用
し
て
解
除
権
者
が
遅
滞
に
つ
き
有
責
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
約
定
解
除
と
法
定
解
除
と
を
区
別
す
る
。
約
定
解
除
権
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
が
目
的
物

を
譲
渡
し
、
適
時
に
取
り
戻
さ
な
い
と
き
に
は
、（
有
責
な
）
遅
滞
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
43
）

。
約
定
解
除
の
場
合
、
当
事
者
に
は
潜
在

的
返
還
義
務
が
あ
る
と
の
ド
イ
ツ
に
独
特
な
議
論
の
影
響
を
看
取
で
き
る
。
他
方
、
法
定
解
除
の
場
合
、
ヤ
ン
セ
ン
は
、
法
定
解
除
権
者

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
一

が
当
該
解
除
権
の
要
件
充
足
を
知
り
、
ま
た
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
な
ら
な
か
っ
た
時
よ
り
も
前
に

0

0

譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
解
除
権
者
は
、

有
責
で
な
い
が
ゆ
え
に
目
的
物
の
返
還
の
遅
滞
に
は
至
り
得
な
い
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
ヤ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
条
の
有
責
な
遅
滞
か
否

か
は
、
約
定
解
除
か
法
定
解
除
か
で
異
な
り
、
後
者
の
場
合
に
法
定
解
除
権
を
認
識
せ
ず
、
か
つ
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
過
失
も
な

か
っ
た
法
定
解
除
権
者
は
、
返
還
で
き
ず
と
も
有
責
な
遅
滞
と
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
ヤ
ン
セ
ン
は
、
解
除
権
者
は
譲
渡
に
よ
る
代
償
を

引
き
渡
す
こ
と
で
足
り
る
と
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
イ
ザ
ー
は
、
旧
三
五
一
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
の
有
無
を
論
じ
る
文
脈
で
は
あ
る

も
の
の
、
買
主
が
商
人
で
あ
る
な
ど
、
契
約
に
お
い
て
転
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
を
否
定
し
た
う
え
で
、
旧

二
八
一
条
に
よ
る
代
償
引
渡
し
に
よ
る
清
算
を
指
摘
し
た
（
44
）

。

イ
　
一
律
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
の
難
点

も
っ
と
も
、
前
述
し
た
フ
ー
バ
ー
の
指
摘
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
の
許
に
は
第
三
者
Ｃ

か
ら
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
が
帰
属
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
時
に
買
主
Ｂ
が
解
除
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

譲
渡
に
伴
う
返
還
不
能
リ
ス
ク
全
て
に
つ
き
一
律
に
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
（
45
）

。
転
売
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
譲
渡
目
的
物
に
関
す
る
買
主
Ｂ
自
身
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
、
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た

ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
も
、
買
主
Ｂ
を
一
律
に
免
責
す
る
こ
と
の
不
当
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

）
七
四
四
（
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を
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た
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え
で
、
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二
八
一
条
に
よ
る
代
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引
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し
に
よ
る
清
算
を
指
摘
し
た
（
44
）

。

イ
　
一
律
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
の
難
点

も
っ
と
も
、
前
述
し
た
フ
ー
バ
ー
の
指
摘
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
の
許
に
は
第
三
者
Ｃ

か
ら
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
が
帰
属
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
時
に
買
主
Ｂ
が
解
除
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

譲
渡
に
伴
う
返
還
不
能
リ
ス
ク
全
て
に
つ
き
一
律
に
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
（
45
）

。
転
売
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
譲
渡
目
的
物
に
関
す
る
買
主
Ｂ
自
身
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
、
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た

ケ
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ス
を
想
定
し
て
も
、
買
主
Ｂ
を
一
律
に
免
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す
る
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と
の
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明
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あ
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。
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二
二

⑵
　
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
構
成

ア
　
問
題
の
所
在

し
か
し
、
買
主
が
転
売
代
金
を
保
持
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

返
還
不
能
に
つ
き
買
主
を
免
責
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
と
き
、
転
売
代

金
を
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
引
き
渡
す
と
し
て
も
な
お
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
か
。

右
⑴
ア
で
見
た
ド
イ
ツ
学
説
も
ま
た
、
買
主
Ｂ
の
免
責
を
代
償
の
引
渡
し
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
46
）

。

こ
の
点
で
、
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
買
主
Ｂ
を
免
責
し
、
そ
の
代
わ
り
譲
渡
に
よ
る
代
償
を
売
主
Ａ
に
引
き
渡
す
義
務

を
認
め
る
の
が
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
で
あ
る
。
関
係
す
る
の
は
、
次
の
八
二
条
二
項
ｃ
号
お
よ
び
八
四
条
二
項
ｂ
号
で
あ
る
（
47
）

。

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条

⑴�

　
買
主
は
、
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示

を
す
る
権
利
お
よ
び
代
替
品
の
引
渡
し
を
売
主
に
請
求
す
る
権
利
を
失
う
。

⑵
　
前
項
は
、
次
の
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

⒜�

　
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
は
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
が
買
主
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
る
も
の
で
な
い
場
合

⒝
　
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
、
第
三
八
条
に
定
め
る
検
査
に
よ
り
滅
失
し
、
ま
た
は
劣
化
し
た
場
合

⒞�

　
買
主
が
不
適
合
を
発
見
し
、
ま
た
は
発
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
よ
り
前
に
、
買
主
が
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
通
常
の
営
業
過

程
に
お
い
て
売
却
し
、
ま
た
は
通
常
の
使
用
の
過
程
に
お
い
て
消
費
し
、
若
し
く
は
改
変
し
た
場
合

）
七
四
七
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譲
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除
（
野
中
）

二
二
三

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
四
条

⑴�

　
売
主
は
、
代
金
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
代
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
の
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵�

　
買
主
は
、
次
の
場
合
に
は
、
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
か
ら
得
た
す
べ
て
の
利
益
を
売
主
に
対
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜
　
買
主
が
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

⒝�

　
買
主
が
物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で

物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
ま
た
は
売
主
に
代

替
品
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
と
き

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
よ
り
、
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
合
に
の
み
買
主
Ｂ
の
解
除
を
例
外
的
に

認
め
た
う
え
で
、
八
四
条
二
項
ｂ
号
に
よ
り
売
主
Ａ
の
買
主
Ｂ
に
対
す
る
代
償
請
求
を
認
め
る
。「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却
」

と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
も
、
市
場
に
お
け
る
価
額
（
時
価
）
で
の
売
却
を
意
味
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
時
価
で
の
転
売
に
限
っ
て
買

主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
当
該
時
価
相
当
額
の
転
売
代
金
が
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
帰
属
す
る
。

売
主
Ａ
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
に
等
し
い
の
が
通
常
と
な
る
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体

系
の
も
と
で
例
外
的
に
買
主
Ｂ
の
解
除
を
認
め
る
も
の
の
、
例
外
を
認
め
る
ケ
ー
ス
を
限
定
し
、
か
つ
代
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
売
主
Ａ
の
リ
ス
ク
負
担
は
基
本
的
に
生
じ
な
い
。

そ
こ
で
次
な
る
問
題
は
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
付
さ
れ
た
「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
」
と
の
限
定
を
取
り
払

い
、
時
価
以
下
で
廉
売
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
買
主
Ｂ
の
解
除
お
よ
び
価
額
償
還
義
務
の
免
責
を
認
め
、

）
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⒜
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受
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す
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が
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、
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は
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し
を
請
求
し
た
と
き

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
よ
り
、
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
合
に
の
み
買
主
Ｂ
の
解
除
を
例
外
的
に

認
め
た
う
え
で
、
八
四
条
二
項
ｂ
号
に
よ
り
売
主
Ａ
の
買
主
Ｂ
に
対
す
る
代
償
請
求
を
認
め
る
。「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却
」

と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
も
、
市
場
に
お
け
る
価
額
（
時
価
）
で
の
売
却
を
意
味
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
時
価
で
の
転
売
に
限
っ
て
買

主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
当
該
時
価
相
当
額
の
転
売
代
金
が
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
帰
属
す
る
。

売
主
Ａ
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
に
等
し
い
の
が
通
常
と
な
る
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体

系
の
も
と
で
例
外
的
に
買
主
Ｂ
の
解
除
を
認
め
る
も
の
の
、
例
外
を
認
め
る
ケ
ー
ス
を
限
定
し
、
か
つ
代
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
売
主
Ａ
の
リ
ス
ク
負
担
は
基
本
的
に
生
じ
な
い
。

そ
こ
で
次
な
る
問
題
は
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
付
さ
れ
た
「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
」
と
の
限
定
を
取
り
払

い
、
時
価
以
下
で
廉
売
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
買
主
Ｂ
の
解
除
お
よ
び
価
額
償
還
義
務
の
免
責
を
認
め
、

）
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Ｂ
に
代
償
の
引
渡
義
務
の
み
を
課
す
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
契
約
不
適
合
解
除
の
ケ
ー
ス
を
考
え
れ
ば
、
Ａ
に
は
義
務
違
反
が
あ
り
、
他

方
で
Ｂ
は
自
己
の
物
と
信
じ
て
い
る
中
で
の
判
断
で
あ
る
以
上
、
廉
売
や
贈
与
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
る
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ

の
負
担
と
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
し
て
あ
り
得
る
。

こ
の
点
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
（
代
償
）
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
（
48
）

で
は
本
構
成
の
登
場
余
地
が
な
い
。
そ
こ
で
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が

残
る
ケ
ー
ス
、
具
体
的
に
は
、
①
Ｃ
の
許
で
滅
失
等
し
た
場
合
の
う
ち
最
終
的
に
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
ケ
ー
ス
と
、
②
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が

維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
に
お
い
て
、「
買
主
Ｂ
の
免
責
＋
代
償
引
渡
」
構
成
を
部
分
的
に
採
用
す
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
順
に
見
て
い
こ
う
。

イ
　
契
約
間
に
お
け
る
譲
渡
価
額
の
差
額
リ
ス
ク
の
負
担

①
　
Ｃ
の
許
で
滅
失
等
し
た
場
合
の
う
ち
最
終
的
に
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
ケ
ー
ス

こ
の
場
合
に
Ｃ
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
を
解
除
す
れ
ば
、
Ｃ
は
Ｂ
に
対
し
て
価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
こ
こ
で
償
還
す
べ
き
価
額
は
、
客
観
的

価
値
と
は
限
ら
な
い
。
近
年
、
対
価
の
出
捐
に
よ
り
自
己
の
物
に
な
っ
た
こ
と
を
信
頼
し
た
Ｃ
を
保
護
す
べ
く
、
対
価
額
を
基
本
と
し
た

償
還
が
志
向
さ
れ
る
（
49
）

。
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
場
合
、
Ｂ
Ｃ
間
の
対
価
額
を
限
度
と
し
た
価
額
償
還
が
な
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
対
価
額
と
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
対
価
額
と
が
一
致
し
な
い
場
合
、「
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
」
構
成
に
よ

る
な
ら
ば
、
当
該
差
額
リ
ス
ク
を
Ａ
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
「
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
」

構
成
を
採
用
す
る
こ
と
の
是
非
は
、
Ｂ
が
し
た
譲
渡
の
条
件
に
Ａ
を
拘
束
し
て
良
い
か
ど
う
か
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
対

価
額
と
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
対
価
額
と
の
差
額
を
Ａ
と
Ｂ
の
ど
ち
ら
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
か
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
五

こ
の
点
確
か
に
、
買
主
Ｂ
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
売
主
Ａ
に
対
し
て
負
う
対
価
の
出
捐
を
前
提
に
し
て
保
護
さ
れ
る
と
の
、

近
時
我
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
論
理
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
当
該
出
捐
を
決
め
た
契
約
時
に
契

約
不
適
合
を
知
ら
ず
、
仮
に
当
該
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
契
約
を
せ
ず
、
譲
渡
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
や
は

り
当
該
契
約
時
の
決
定
お
よ
び
譲
渡
を
重
視
し
て
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
に
と
っ
て
こ
の
契
約
に
よ
る
損
失
は
な
く
、
Ｂ
が
Ａ
と
の
間
の
契
約

を
解
消
す
る
意
味
は
存
し
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
債
務
法
改
正
前
の
グ
ラ
ス
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
が
Ｃ
の
瑕
疵
担
保
解
除
の

結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
り
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
を
Ｃ
に
返
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
に
限
っ
て
、

Ｂ
は
Ａ
と
の
間
の
契
約
を
瑕
疵
担
保
解
除
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
の
請
求
を
受
け
な
い
と
き
に
は
、
Ｂ
が
Ａ

に
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
、
と
論
じ
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
（
50
）

。
Ｂ
が
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
て
差
額
を
Ａ

に
負
わ
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
解
除
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
し
た
譲
渡
の
条
件
を
事
後
的
に
Ａ
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
買
主
Ｂ
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
本
来
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
に
負
わ
せ
る
危
険
、
す
な
わ
ち
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
責
任
を
負
う
べ
き
不

都
合
な
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
正
当
化
根
拠
も
な
く
Ａ
に
移
転
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（
51
）

。
フ
ー
バ
ー
の
い
う
「
過

剰
」
さ
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

受
領
物
を
自
ら
取
得
し
た
対
価
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
転
売
し
た
り
、
あ
る
い
は
贈
与
す
る
行
為
は
、（
結
果
と
し
て
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す

る
目
下
検
討
中
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
）
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
行
為
と
も
い
い
得
る
。
Ｂ
は
、
譲
渡
に
よ
り
差

額
分
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
を
当
然
認
識
し
、
そ
の
損
失
を
覚
悟
の
う
え
で
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
物
の

）
七
四
四
（
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こ
の
点
確
か
に
、
買
主
Ｂ
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
売
主
Ａ
に
対
し
て
負
う
対
価
の
出
捐
を
前
提
に
し
て
保
護
さ
れ
る
と
の
、

近
時
我
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
論
理
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
当
該
出
捐
を
決
め
た
契
約
時
に
契

約
不
適
合
を
知
ら
ず
、
仮
に
当
該
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
契
約
を
せ
ず
、
譲
渡
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
や
は

り
当
該
契
約
時
の
決
定
お
よ
び
譲
渡
を
重
視
し
て
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
に
と
っ
て
こ
の
契
約
に
よ
る
損
失
は
な
く
、
Ｂ
が
Ａ
と
の
間
の
契
約

を
解
消
す
る
意
味
は
存
し
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
債
務
法
改
正
前
の
グ
ラ
ス
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
が
Ｃ
の
瑕
疵
担
保
解
除
の

結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
り
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
を
Ｃ
に
返
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
に
限
っ
て
、

Ｂ
は
Ａ
と
の
間
の
契
約
を
瑕
疵
担
保
解
除
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
の
請
求
を
受
け
な
い
と
き
に
は
、
Ｂ
が
Ａ

に
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
、
と
論
じ
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
（
50
）

。
Ｂ
が
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
て
差
額
を
Ａ

に
負
わ
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
解
除
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
し
た
譲
渡
の
条
件
を
事
後
的
に
Ａ
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
買
主
Ｂ
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
本
来
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
に
負
わ
せ
る
危
険
、
す
な
わ
ち
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
責
任
を
負
う
べ
き
不

都
合
な
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
正
当
化
根
拠
も
な
く
Ａ
に
移
転
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（
51
）

。
フ
ー
バ
ー
の
い
う
「
過

剰
」
さ
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

受
領
物
を
自
ら
取
得
し
た
対
価
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
転
売
し
た
り
、
あ
る
い
は
贈
与
す
る
行
為
は
、（
結
果
と
し
て
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す

る
目
下
検
討
中
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
）
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
行
為
と
も
い
い
得
る
。
Ｂ
は
、
譲
渡
に
よ
り
差

額
分
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
を
当
然
認
識
し
、
そ
の
損
失
を
覚
悟
の
う
え
で
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
物
の

）
七
四
四
（
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契
約
不
適
合
が
発
見
さ
れ
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
は
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
こ
の
局
面
で
の
Ｂ
に
よ
る
Ａ
Ｂ

間
契
約
の
解
除
は
、
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
不
釣
り
合
い
と
な
っ
た
代
金
分
を
Ａ
Ｂ
間
で
清
算
す
る
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

②
　
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
の
ケ
ー
ス

こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
Ｂ
が
Ａ
に
原
物
返
還
不
能
な
ケ
ー
ス
で
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
契
約
不
適

合
物
が
Ｂ
か
ら
Ｃ
に
引
き
渡
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
Ｃ
の
解
除
権
が
消
滅
し
て
い
た
り
、
第
三
者
Ｃ
が
解
除
で
は
な
く
代
金

減
額
を
選
択
し
た
場
合
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

こ
う
し
て
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｂ
は
目
的
物
を
取
り
戻
せ
ず
に
い
る
。
こ
の
場
合
、
譲
渡
人
で
あ
る
買
主

Ｂ
は
、
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
の
目
的
は
達
成
で
き
て
お
り
、
買
主
が
解
除
を
す
る
こ
と
自
体
、
本
来
は
不
要
な
状
況
に

あ
る
（
右
①
で
見
た
グ
ラ
ス
の
指
摘
も
参
照
）。
こ
れ
を
〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
〉
と
い
う
観
点
で

見
れ
ば
、
譲
渡
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
て
も
譲
渡
し
た
と
評
し
う
る
状
況
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
に
は
、
Ｂ
に
よ
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
を
認
め
る
に
し
て
も
、
契
約
不
適
合
物
を
Ａ
に
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と

Ｂ
Ｃ
間
契
約
と
の
差
額
リ
ス
ク
も
、
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
れ
に
対
し
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
減
価
分
が
Ａ
の
負

担
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
）。
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
る
。

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
七

ウ
　
結
　
論

以
上
の
と
お
り
、
受
領
物
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
、

そ
の
代
わ
り
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
採
用
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
は
機
能
し
な

い
ほ
か
、
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
ケ
ー
ス
や
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と
Ｂ
Ｃ
間
契

約
と
で
の
対
価
額
の
差
額
は
Ｂ
こ
そ
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
点
に
存
す
る
。
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
、
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買
主
Ｂ
を
免
責
し
て
は
な
ら
ず
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不

能
原
因
へ
の
着
目
が
必
要
で
あ
る
。

５
　
小
　
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
辿
っ
た
と
き
、
両
条
は

相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
四
条
の
論
理
と
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に

つ
い
て
も
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
三
条
の
論
理
が
競
合
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
論

理
的
に
は
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
、
言
い
換
え
れ
ば
旧
三
五
三
条
の
存
在
意
義
が

問
わ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
広
く
解
す
れ
ば
、
売
主
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
三
者
Ｃ
の
許
で

滅
失
等
し
た
場
合
に
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
至
る
と
い
う
、
耐
え
が
た
い
結
論
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、
返
還
不
能
の
原
因
が
第
三
者
の
許

）
七
四
四
（
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受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）
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ウ
　
結
　
論

以
上
の
と
お
り
、
受
領
物
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
、

そ
の
代
わ
り
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
採
用
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
は
機
能
し
な

い
ほ
か
、
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
ケ
ー
ス
や
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と
Ｂ
Ｃ
間
契

約
と
で
の
対
価
額
の
差
額
は
Ｂ
こ
そ
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
点
に
存
す
る
。
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
、
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買
主
Ｂ
を
免
責
し
て
は
な
ら
ず
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不

能
原
因
へ
の
着
目
が
必
要
で
あ
る
。

５
　
小
　
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
辿
っ
た
と
き
、
両
条
は

相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
四
条
の
論
理
と
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に

つ
い
て
も
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
三
条
の
論
理
が
競
合
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
論

理
的
に
は
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
、
言
い
換
え
れ
ば
旧
三
五
三
条
の
存
在
意
義
が

問
わ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
広
く
解
す
れ
ば
、
売
主
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
三
者
Ｃ
の
許
で

滅
失
等
し
た
場
合
に
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
至
る
と
い
う
、
耐
え
が
た
い
結
論
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、
返
還
不
能
の
原
因
が
第
三
者
の
許

）
七
四
四
（
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　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二
八

で
の
滅
失
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
具
体
的
な
返
還
不
能
原
因
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
、
旧
三
五
四
条
（
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ

ス
ク
配
分
）
を
譲
渡
後
の
返
還
不
能
ケ
ー
ス
全
て
に
妥
当
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
と
旧
三
五
三
条
の
適
用
場
面
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
が
、
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し

た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
旧
三
五
四
条
が
適
用

さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
こ

こ
で
旧
三
五
四
条
を
持
ち
出
さ
ず
、
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
し
た
。
物
理
的
返
還
不
能
で
は
旧
三
五
三
条
を
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
等
の
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
で
は
旧
三
五
四
条
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
後
者
で
は
返

還
不
能
リ
ス
ク
が
一
律
に
買
主
の
負
担
と
な
る
も
の
の
、
前
者
で
は
〈
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な

ら
ば
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
配
分
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
、
す
な
わ
ち
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
も
等
し
く
妥

当
す
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
の

責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
す
ら
も
売
主
Ａ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
い
妥
当
で
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
仮
に
、
買
主

Ｂ
の
免
責
の
代
わ
り
に
売
主
Ａ
の
代
償
請
求
権
を
肯
定
し
よ
う
と
も
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
れ
ば
、
こ
れ
も
適
切
な
リ
ス
ク
配
分
と

は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
リ
ス
ク
配
分
は
、
売
主
Ａ
が
買
主
Ｂ
の
し
た
譲
渡
条
件
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
Ｂ

が
Ａ
Ｂ
間
契
約
よ
り
も
高
額
で
Ｃ
に
譲
渡
し
て
い
た
場
合
に
は
Ｂ
は
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
52
）

、
こ
れ
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
買
主
Ｂ
が
事
後
的
に
望
ま
な
く
な
っ
た
契
約
を
売
主
Ａ
に
リ
ス
ク
転
嫁
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
検
討
に
よ
り
、
た
と
え
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
ず
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、
譲
渡
に
よ
り

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
九

生
じ
る
リ
ス
ク
全
て
か
ら
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
返
還
不
能
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
価

１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

以
上
の
分
析
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
に
お
け
る
新
解
除
効
果
規
定
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
。
解
除

の
効
果
を
規
定
す
る
改
正
三
四
六
条
（
53
）

は
、
そ
の
一
項
で
受
領
し
た
給
付
の
返
還
を
義
務
づ
け
つ
つ
も
、
二
項
一
文
で
は
、「
債
務
者
が
受

領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き
」（
同
文
二
号
）
に
は
、
給
付
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償

還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
文
柱
書
）
と
す
る
。
三
項
一
文
一
号
に
は
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
同
号
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
同
様
、
瑕
疵
が
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
例
外
を
規
定
す
る
（
54
）

。

し
た
が
っ
て
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
同
条
二
項
一
文
二
号
に
該
当
し
、
解
除
後
の
買
主
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
わ
る

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
考
慮
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
な
お
か
つ
、
返
還
不

能
の
原
因
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
に
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
加
味
す
る
手
が
か
り
と
な
る
規
定
が
存
在
し
な
い
（
55
）

。

し
か
し
、
本
稿
で
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
譲
渡
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
根
拠
は
な
い
。
と
り
わ
け
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
法
定
解
除
権
者
（
買
主
）
の
許

で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
に
つ
い
て
法
定
解
除
権
者
を
免
責
し
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
負
担
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
す
ら
も
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
が
否
め
な
い
。

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
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と
解
除
（
野
中
）

二
二
九

生
じ
る
リ
ス
ク
全
て
か
ら
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
返
還
不
能
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
価

１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

以
上
の
分
析
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
に
お
け
る
新
解
除
効
果
規
定
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
。
解
除

の
効
果
を
規
定
す
る
改
正
三
四
六
条
（
53
）

は
、
そ
の
一
項
で
受
領
し
た
給
付
の
返
還
を
義
務
づ
け
つ
つ
も
、
二
項
一
文
で
は
、「
債
務
者
が
受

領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き
」（
同
文
二
号
）
に
は
、
給
付
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償

還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
文
柱
書
）
と
す
る
。
三
項
一
文
一
号
に
は
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
同
号
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
同
様
、
瑕
疵
が
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
例
外
を
規
定
す
る
（
54
）

。

し
た
が
っ
て
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
同
条
二
項
一
文
二
号
に
該
当
し
、
解
除
後
の
買
主
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
わ
る

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
考
慮
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
な
お
か
つ
、
返
還
不

能
の
原
因
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
に
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
加
味
す
る
手
が
か
り
と
な
る
規
定
が
存
在
し
な
い
（
55
）

。

し
か
し
、
本
稿
で
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
譲
渡
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
根
拠
は
な
い
。
と
り
わ
け
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
法
定
解
除
権
者
（
買
主
）
の
許

で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
に
つ
い
て
法
定
解
除
権
者
を
免
責
し
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
負
担
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
す
ら
も
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
が
否
め
な
い
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
〇

２
　
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
へ
の
接
近

も
っ
と
も
、
改
正
後
の
学
説
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
・
帰
結
へ
の
接
近
が
窺
え
る
。
ま
ず
、

三
四
六
条
二0

項0

一
文
二
号
で
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
価
額
償
還
義
務
が
生
じ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
債
務
法
改
正
直
後

の
段
階
か
ら
、
返
還
債
務
者
Ｂ
が
第
三
者
Ｃ
よ
り
受
領
物
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
同
号
の
該
当
を
認
め
る
と
い
っ

た
形
で
、「
譲
渡
」
を
縮
小
解
釈
す
る
見
解
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。
こ
の
点
は
、
ロ
ー
マ
普
通
法
以
来
の
リ
ス
ク
配
分
（
Ⅱ
章
１
節
⑴

参
照
）
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
加
工
・
改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
関
す
る
三
四
六
条
三0

項0

一
文
一0

号0

で
は
、
譲
渡
の
場
合
に
こ
れ
を
類
推
適

用
す
る
先
述
（
Ⅱ
章
４
節
⑴
ア
）
の
見
解
の
ほ
か
、
こ
れ
を
譲
渡
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
も
（
57
）

、
第0

三0

者
の
許
で
の

0

0

0

0

0

加
工
・

改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
も
適
用
に
な
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
58
）

。
こ
の
帰
結
も
、
改
正

前
に
お
け
る
と
同
様
と
い
え
る
（
59
）

。

さ
ら
に
、
改
正
三
四
六
条
三0

項0

一
文
三0

号0

で
は
、
旧
三
五
〇
条
を
一
部
修
正
し
、
法
定
解
除
の
場
合
に
限
っ
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の

事
務
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
を
尽
く
し
つ
つ
も
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

滅
失
・
損
傷
に
つ
い
て
、
例
外
的
に
価
額
償
還
義
務
を
消
滅

さ
せ
る
。
こ
れ
も
文
言
ど
お
り
に
解
せ
ば
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の

学
説
は
こ
の
場
合
も
想
定
し
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
も
同
号
の
適
用
を
認
め
る
（
60
）

。
こ
れ
は
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
が
、
第

三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
が
偶
然
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
（
旧
三
五
〇
条
に
よ
り
）
売
主
Ａ
の
負
担
と
し
て
い
た
こ
と
（
Ⅱ
章
３
節
⑴

ア
を
参
照
）
に
対
応
す
る
。

改
正
三
四
六
条
は
、
そ
の
文
言
だ
け
か
ら
は
、
一
見
す
る
と
譲
渡
そ
れ
自
体
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
一

担
さ
せ
る
ル
ー
ル
に
映
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
に
よ
る
解
釈
（
二
項
一
文
二
号
の
「
譲
渡
」
の
縮
小
解
釈
、
三
項
一
文
一
号
お
よ
び
三

号
の
拡
張
解
釈
）
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
実
は
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
三
条
、
さ
ら
に
は
旧
四
六
七
条
一
文
の
も
と
で
発
展
し
て

き
た
議
論
と
同
様
の
リ
ス
ク
配
分
を
実
現
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
今
一
度
改
正
三
四
六
条
を
俯
瞰
し
た
と
き
、
同
規
定
の
透
明
性
を
損
な
う
一
番
の
要
因
は
、
三
四
六
条
二
項
一
文
柱
書
が
、
単

に
「
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
」
と
規
定
し
て
お
り
、「
返
還
不
能
の
原
因
が
次
の
各
号
の
事
由
に
あ
る
場
合
に
は
」
と
は
規
定

し
て
い
な
い
点
に
あ
る
（
61
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
直
接
の
返
還
不
能
事
由
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
各
号
記
載
の
事
由
に
該
当
す
れ
ば
直
ち
に
返
還

債
務
者
の
リ
ス
ク
で
価
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
映
る
の
で
あ
る
（
62
）

。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
譲
渡
に
過

度
に
捉
わ
れ
ず
、
具
体
的
な
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
63
）

。

Ⅳ
　
結
　
論

本
稿
で
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
Ⅱ
章
５
節
の
小
括
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
か
ら
離
れ
、
リ
ス
ク
配
分

法
理
の
純
粋
な
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
あ
る
べ
き
リ
ス
ク
配
分
を
論
じ
よ
う
（
後
掲
の
表
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
）。

ま
ず
、
表
の
〈
構
成
１
〉
の
よ
う
に
、
契
約
不
適
合
認
識
前0

の
譲
渡
（
64
）

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
で
あ
る
買

主
Ｂ
の
負
担
と
し
、
買
主
Ｂ
に
常
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
品
質
の
契
約
不
適
合

（
瑕
疵
）
ゆ
え
に
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
Ａ
の
説
明
義
務
違
反
に
よ
り
結
果
と
し
て
Ｃ
が
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
ケ
ー
ス

す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
Ⅰ
章
１
節
参
照
（
65
））。

そ
れ
で
は
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
譲
渡
は
、
そ
の

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
一

担
さ
せ
る
ル
ー
ル
に
映
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
に
よ
る
解
釈
（
二
項
一
文
二
号
の
「
譲
渡
」
の
縮
小
解
釈
、
三
項
一
文
一
号
お
よ
び
三

号
の
拡
張
解
釈
）
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
実
は
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
三
条
、
さ
ら
に
は
旧
四
六
七
条
一
文
の
も
と
で
発
展
し
て

き
た
議
論
と
同
様
の
リ
ス
ク
配
分
を
実
現
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
今
一
度
改
正
三
四
六
条
を
俯
瞰
し
た
と
き
、
同
規
定
の
透
明
性
を
損
な
う
一
番
の
要
因
は
、
三
四
六
条
二
項
一
文
柱
書
が
、
単

に
「
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
」
と
規
定
し
て
お
り
、「
返
還
不
能
の
原
因
が
次
の
各
号
の
事
由
に
あ
る
場
合
に
は
」
と
は
規
定

し
て
い
な
い
点
に
あ
る
（
61
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
直
接
の
返
還
不
能
事
由
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
各
号
記
載
の
事
由
に
該
当
す
れ
ば
直
ち
に
返
還

債
務
者
の
リ
ス
ク
で
価
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
映
る
の
で
あ
る
（
62
）

。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
譲
渡
に
過

度
に
捉
わ
れ
ず
、
具
体
的
な
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
63
）

。

Ⅳ
　
結
　
論

本
稿
で
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
Ⅱ
章
５
節
の
小
括
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
か
ら
離
れ
、
リ
ス
ク
配
分

法
理
の
純
粋
な
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
あ
る
べ
き
リ
ス
ク
配
分
を
論
じ
よ
う
（
後
掲
の
表
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
）。

ま
ず
、
表
の
〈
構
成
１
〉
の
よ
う
に
、
契
約
不
適
合
認
識
前0

の
譲
渡
（
64
）

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
で
あ
る
買

主
Ｂ
の
負
担
と
し
、
買
主
Ｂ
に
常
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
品
質
の
契
約
不
適
合

（
瑕
疵
）
ゆ
え
に
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
Ａ
の
説
明
義
務
違
反
に
よ
り
結
果
と
し
て
Ｃ
が
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
ケ
ー
ス

す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
Ⅰ
章
１
節
参
照
（
65
））。

そ
れ
で
は
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
譲
渡
は
、
そ
の

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
二

後
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
。

こ
の
点
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
い
買
主
は
、
そ
の
物
を
自
己
の
物
と
信
じ
、
何
ら
の
注
意
義
務
も
観
念
で
き
な
い
状
態
で
当
該
受
領

物
を
譲
渡
す
る
。
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
〈
構
成
２
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
第
三
者
の
許
で
の
目
的
物
の
滅
失
に
つ
き
Ｂ
が
有
責
で
あ
る
場
合

（
Ｂ
の
説
明
義
務
違
反
な
ど
）
を
想
定
し
た
と
き
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
滅
失
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ｂ
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
う
ま
く
説

明
で
き
な
い
（
Ⅱ
章
４
節
⑴
イ
参
照
）。
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
本
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
以
上
、（
Ｂ

の
免
責
と
引
き
換
え
に
）
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
て
も
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て

い
る
場
合
お
よ
び
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
事
由
に
よ
り
滅
失
等
し
た
場
合
に
は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
る
た
め
、
Ｂ
の
返

還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
Ｂ
を
免
責
し
た
う
え
で
、
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
の
採
用
可
能
性
が
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
リ
ス
ク
配
分

は
、
売
主
Ａ
が
買
主
Ｂ
の
決
定
し
た
譲
渡
条
件
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
が
時
価
で
の
売
却
で
あ
っ
た
場

合
は
と
も
か
く
、
廉
売
あ
る
い
は
贈
与
で
あ
っ
た
場
合
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
構
成
を
採
用
す
れ
ば
、
Ａ
Ｂ
間
の
売
却
価
額
と

の
差
額
を
Ａ
自
身
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
Ｂ
が
Ａ
Ｂ
間
契
約
よ
り
も
高
額
で
Ｃ
に
譲
渡
し
た
場
合
、
Ｂ
は
通
常
、
Ａ
と
の
契
約
を
解
除
し
な
い

で
あ
ろ
う
（
66
））。

本
稿
で
は
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
お
よ
び
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
事
由
に
よ
り
滅
失
等
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
結
論
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
（
Ⅱ
章
４
節
⑵
参
照
）。
こ
の
場
合
に
Ｂ
の
解
除
を
認
め

た
う
え
で
差
額
リ
ス
ク
を
Ａ
負
担
と
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
を
し
た
Ｂ
が
負
う
べ
き
と
こ
ろ
の
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
根
拠
な
く
売
主
に

転
嫁
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
る
。
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
、
あ
る
い
は
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
場
合
、
本
来
Ｂ
に

は
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
実
質
的
意
味
が
な
い
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
が
通
常
の
営
業
過
程
で
の
売
却
に
限
り
Ｂ
を
免
責
し
、
Ａ
の

）
七
四
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
三

【契約不適合認識前の譲渡による返還不能リスクの配分法理比較表】

構

成
リスク配分法理 法律構成や採用例 難　点

1

譲渡により直ちに、Ｂの解除権を消

滅させ、あるいはＢに価額償還義務

を課す

∵�譲渡は自己の物としての自由な行

為であり、後の解除あるいは解除

によるリスク転嫁と矛盾する行為

である

BGB 旧351条の「有責（過失）」

の拡張解釈

Ｂの譲渡＝「返還することがで

きないとき」（日本民法旧548条

1項）

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�取戻可能な場合に解除を否

定したり、買主負担とする

必要なし

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

2

譲渡にあたり契約不適合（瑕疵）を

知らなかったことを理由に、返還不

能リスクにつきＢを免責

＋ＡのＢに対する代償請求を肯定

CISG が「通常の営業過程によ

る売却」の場合に限り採用

BGB 旧467条1文後段・BGB346

条3項1文1号の類推適用

BGB 旧354条の〈有責な遅滞〉

の否定

・�Ｂの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＢ負担とな

ることを説明できない

・�ＢＣ間契約維持のケースや

Ｃの有責な返還不能ケース

においても、ＡＢ間契約と

ＢＣ間契約とにおける対価

差額をＡ負担とする根拠に

乏しい（代償請求構成の不

適切さ）

3

取戻しの可否によるリスク配分

∵�自らの意思で譲渡した以上、取戻

しができないことでの返還不能リ

スクを、（解除権の消滅あるいは

価額償還義務の負担という形で）

自ら負うべき

第四草案・第四草案

BGB旧354条の立法趣旨

Ulrich�Huber など

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

4

返還不能原因に着目したリスク配分

❶社会通念上の返還不能

　ＢＣ間契約が維持されているがゆ

えの返還不能はＢの負担

❷物理的返還不能

　Ｂによる譲渡は、ＡＢ間でのＢの

リスク負担範囲を主観的に拡張

　�→�Ｃの許で生じた返還不能が、仮

にＢの許で生じたならば、ＡＢ

間においてどちらの負担であっ

たかを基準に判断

❶BGB旧354条の適用領域？

❷BGB旧353条の立法趣旨

※Ｂが、Ａから引き渡された契約目的物を、その契約不適合に気づかぬままＣに譲渡した場合を想定）
七
四
五
（
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【契約不適合認識前の譲渡による返還不能リスクの配分法理比較表】

構

成
リスク配分法理 法律構成や採用例 難　点
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譲渡により直ちに、Ｂの解除権を消

滅させ、あるいはＢに価額償還義務

を課す

∵�譲渡は自己の物としての自由な行

為であり、後の解除あるいは解除

によるリスク転嫁と矛盾する行為

である

BGB 旧351条の「有責（過失）」

の拡張解釈
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1項）

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�取戻可能な場合に解除を否

定したり、買主負担とする

必要なし
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説明できない

2

譲渡にあたり契約不適合（瑕疵）を
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＋ＡのＢに対する代償請求を肯定

CISG が「通常の営業過程によ

る売却」の場合に限り採用

BGB 旧467条1文後段・BGB346

条3項1文1号の類推適用

BGB 旧354条の〈有責な遅滞〉

の否定
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よる返還不能がＢ負担とな

ることを説明できない

・�ＢＣ間契約維持のケースや

Ｃの有責な返還不能ケース

においても、ＡＢ間契約と

ＢＣ間契約とにおける対価

差額をＡ負担とする根拠に

乏しい（代償請求構成の不

適切さ）

3

取戻しの可否によるリスク配分

∵�自らの意思で譲渡した以上、取戻

しができないことでの返還不能リ

スクを、（解除権の消滅あるいは

価額償還義務の負担という形で）

自ら負うべき

第四草案・第四草案

BGB旧354条の立法趣旨

Ulrich�Huber など

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

4

返還不能原因に着目したリスク配分

❶社会通念上の返還不能

　ＢＣ間契約が維持されているがゆ

えの返還不能はＢの負担

❷物理的返還不能

　Ｂによる譲渡は、ＡＢ間でのＢの

リスク負担範囲を主観的に拡張

　�→�Ｃの許で生じた返還不能が、仮

にＢの許で生じたならば、ＡＢ

間においてどちらの負担であっ

たかを基準に判断

❶BGB旧354条の適用領域？
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
四

代
償
請
求
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
適
切
な
リ
ス
ク
配
分
で
あ
る
と
い
え
る
（
67
）

。

そ
こ
で
、
リ
ス
ク
配
分
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
に
、
譲
渡
後
の
状
態
に
着
目
し
、
五
四
八
条
本
文
が
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
譲
渡
後
の
買
主
Ｂ
が
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
し
よ

う
と
す
る
〈
構
成
３
〉
が
選
択
肢
と
な
る
。
買
主
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
Ｂ
の

負
担
と
す
る
の
も
一
理
あ
る
。
事
実
、
目
的
物
は
第
三
者
Ｃ
の
許
で
現
存
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
買

主
Ｂ
が
第
三
者
Ｃ
か
ら
取
り
戻
せ
な
い
場
合
を
想
定
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
取
戻
不
能
リ
ス
ク
を
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
の
考
え
も
説
得
力
を
有

す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
が
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
（
た
と
え
ば
目
的
物
が

元
来
有
す
る
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
の
滅
失
）
を
想
定
し
た
と
き
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
滅
失
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ａ
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
説
明
で
き
な
い
。〈
Ｂ
が
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
全
て
Ｂ
が
負
担
す
べ
き
〉
と
の

論
理
は
妥
当
し
な
い
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
全
て
を
Ｂ
の
負
担
と
す
る
こ
と
も
不
当
で
あ
る
（
Ⅱ
章
２
節
参
照
）。

以
上
の
検
討
は
、
買
主
が
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
実

際
の
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
（
構
成
４
）。
譲
渡
後
の
返
還
不
能
と
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
も
、
❶
譲
渡
契
約
が
維

持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
と
、
❷
第
三
者
の
許
で
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
物
理

的
返
還
不
能
が
あ
る
。

❶
の
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
は
、
ま
さ
に
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
リ
ス
ク

で
あ
り
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
る
。
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な

か
っ
た
〉
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ｂ
が
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
原
物
返
還
に
代
わ
る

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
五

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。

こ
れ
に
対
し
、
❷
の
物
理
的
返
還
不
能
の
場
合
、
返
還
不
能
の
原
因
は
滅
失
等
な
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
第
三

者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
滅
失
に
つ
い
て
、
買
主
Ｂ
が
一
律
に
リ
ス
ク
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
右
の
と
お
り
、
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に

物
が
滅
失
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、〈
買
主
Ｂ
が
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
全
て
買
主

Ｂ
が
負
担
す
べ
き
〉
と
の
論
理
は
妥
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
あ
る
Ｃ
の
許
で
生
じ

た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
い
う
る
。
こ
の
点
で
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
は
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
が
Ｂ
の
説
明
不
足
な
ど
Ｂ
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
）
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
な
場
合
に
も
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
Ｂ
が
自
由

な
意
思
で
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
直
ち
に
Ｂ
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
Ｃ
の
行
為
が
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
な

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
価
額
償
還
義
務
を
負
う
（
Ａ
の
契

約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
い
う
義
務
違
反
と
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
、
Ｂ
や
Ｃ
の
有
責
な
行
為
の
存
在
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
）。

Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
そ
れ
と
同
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら

ば
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
Ｂ
の
許
で

返
還
不
能
が
生
じ
た
と
し
て
も
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
不

適
合
認
識
前
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
ほ
か
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
原

物
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
な
い
場
合
の
Ａ
Ｂ
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失

）
七
四
四
（
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❷
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Ｂ
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Ｂ
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。
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だ
し
、
Ｂ
は
自
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の
意
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に
よ
り
譲
渡
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上
、
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渡
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で
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る
Ｃ
の
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で
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じ
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に
つ
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て
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責
任
を
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る
。
こ
の
点
で
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
は
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
が
Ｂ
の
説
明
不
足
な
ど
Ｂ
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
）
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
な
場
合
に
も
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
Ｂ
が
自
由

な
意
思
で
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
直
ち
に
Ｂ
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
Ｃ
の
行
為
が
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
な

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
価
額
償
還
義
務
を
負
う
（
Ａ
の
契

約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
い
う
義
務
違
反
と
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
、
Ｂ
や
Ｃ
の
有
責
な
行
為
の
存
在
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
）。

Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
そ
れ
と
同
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら

ば
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
Ｂ
の
許
で

返
還
不
能
が
生
じ
た
と
し
て
も
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
不

適
合
認
識
前
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
ほ
か
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
原

物
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
な
い
場
合
の
Ａ
Ｂ
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
六

の
リ
ス
ク
配
分
に
お
け
る
考
え
方
に
左
右
さ
れ
る
。
買
主
Ｂ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
も
Ｂ
の
負
担
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
の
許
で
生
じ

た
場
合
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
間
の
リ
ス
ク
配
分
で
も
Ｂ
負
担
と
解
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
の
偶
然
滅
失
と
は
い

え
、
目
的
物
の
受
領
時
に
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
〉
こ
と

を
重
視
す
る
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
義
務
違
反
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
と
が
、
買
主
の
解
除

原
因
の
不
知
を
介
し
て
結
び
付
き
、
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
（
68
）

。
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
は
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ

た
と
き
に
も
ま
た
Ｂ
が
Ａ
に
転
嫁
で
き
る
リ
ス
ク
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
後
で
あ
ろ
う
と
、
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る

謂
れ
が
な
い
。
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
と
お
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
た
と
き
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担

範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
意
味
を
有
す
る
。
重
要
な
の
は
、
主

観
的
に
拡
張
を
す
る
の
み
で
あ
り
、
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
、
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た

事
由
に
ま
で
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

【
付
記
】　
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・
課
題
番
号19K

13570

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）�

た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論�

上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
六
頁
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
滅
失
し

た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
（
通
説
）」
と
し
、
第
三
者
へ
の
譲
渡
を
目
的
物
の
滅
失
と
同
等
に
論
じ
る
。
ま
た
、

谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
九
〇
五
頁
〔
山
下
末
人
執
筆
〕
は
、「
返
還
す
る

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
七

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
取
引
観
念
と
信
義
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、「
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し

た
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
他
、
末
川
博
『
契
約
法�

上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講

義
〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
七
頁
な
ど
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
後
で
は
、
た
と
え
ば
中
田
裕
康
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有

斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
二
四
四
頁
。

（
2
）�

本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号
（
一
九
八
五
年
）
三
四

頁
以
下
。
五
四
八
条
の
解
釈
に
あ
た
り
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
約
定
解
除
を
想
定
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
継
受
が

あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
同
四
〇
─
四
一
頁
を
参
照
。
ま
た
こ
の
点
で
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行

為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地
」
日
法
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
二
頁
お
よ
び
四
二
頁
以
下
。

（
3
）�

我
妻
栄
『
新
訂�

債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
一
四
三
頁
、
奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版�

債
権
総
論�

上
巻
』（
判
タ
・

二
〇
二
〇
年
）
一
九
七
─
一
九
八
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
二
〇
年
）
九
九
頁
お
よ
び
一
二
四
頁
。
周
知
の
と

お
り
、
大
審
院
は
当
初
、
第
三
者
か
ら
の
買
戻
し
が
不
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
初
め
て
履
行
不
能
と
解
し
た
も
の
の
（
大
判
明
治
三
四
年
三
月

一
三
日
民
録
七
輯
三
巻
四
一
頁
な
ど
）、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
直
ち
に
履
行
不
能
に
な
る
と
解
す
よ
う
に
な
り
（
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民

録
一
九
輯
三
二
七
頁
な
ど
）、
こ
れ
が
最
高
裁
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
一
日
民
集
一
四
巻
六
号
九
三
〇
頁
）。

（
4
）�

つ
ま
り
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
三
五
一
条
を
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
し
、
旧
三
五
一
条
に
、
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
に
よ
る
解
除
権

放
棄
を
含
ま
せ
て
理
解
し
た
。

（
5
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�in:�M

ünchener�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and�2,�2001,�§

353�R
dN
r.1.

（
6
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2001,�§

351�R
dN
r.54;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�in:�H

ans�

T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�2,�12.�A

uflage,�1990,�§
351�R

dN
r.6.

（
7
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�G
efahrtragung�und�H

aftung�beim
�gesetzlichen�R

ücktritt,�1959,�S
.75.

（
8
）�

こ
の
他
た
と
え
ば
、
買
主
が
取
得
し
た
土
地
に
地
中
埋
設
物
や
土
壌
汚
染
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
こ
れ
を
転
売
し
、
転
売
先
に
お
い
て
地

中
埋
設
物
等
が
発
見
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
は
持
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
七

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
取
引
観
念
と
信
義
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、「
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し

た
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
他
、
末
川
博
『
契
約
法�

上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講

義
〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
七
頁
な
ど
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
後
で
は
、
た
と
え
ば
中
田
裕
康
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有

斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
二
四
四
頁
。

（
2
）�

本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号
（
一
九
八
五
年
）
三
四

頁
以
下
。
五
四
八
条
の
解
釈
に
あ
た
り
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
約
定
解
除
を
想
定
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
継
受
が

あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
同
四
〇
─
四
一
頁
を
参
照
。
ま
た
こ
の
点
で
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行

為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地
」
日
法
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
二
頁
お
よ
び
四
二
頁
以
下
。

（
3
）�

我
妻
栄
『
新
訂�

債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
一
四
三
頁
、
奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版�

債
権
総
論�

上
巻
』（
判
タ
・

二
〇
二
〇
年
）
一
九
七
─
一
九
八
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
二
〇
年
）
九
九
頁
お
よ
び
一
二
四
頁
。
周
知
の
と

お
り
、
大
審
院
は
当
初
、
第
三
者
か
ら
の
買
戻
し
が
不
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
初
め
て
履
行
不
能
と
解
し
た
も
の
の
（
大
判
明
治
三
四
年
三
月

一
三
日
民
録
七
輯
三
巻
四
一
頁
な
ど
）、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
直
ち
に
履
行
不
能
に
な
る
と
解
す
よ
う
に
な
り
（
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民

録
一
九
輯
三
二
七
頁
な
ど
）、
こ
れ
が
最
高
裁
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
一
日
民
集
一
四
巻
六
号
九
三
〇
頁
）。

（
4
）�

つ
ま
り
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
三
五
一
条
を
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
し
、
旧
三
五
一
条
に
、
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
に
よ
る
解
除
権

放
棄
を
含
ま
せ
て
理
解
し
た
。

（
5
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�in:�M

ünchener�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and�2,�2001,�§

353�R
dN
r.1.

（
6
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2001,�§

351�R
dN
r.54;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�in:�H

ans�

T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�2,�12.�A

uflage,�1990,�§
351�R

dN
r.6.

（
7
）�E
berhard�G

L
A
S
S
,�G
efahrtragung�und�H

aftung�beim
�gesetzlichen�R

ücktritt,�1959,�S
.75.

（
8
）�

こ
の
他
た
と
え
ば
、
買
主
が
取
得
し
た
土
地
に
地
中
埋
設
物
や
土
壌
汚
染
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
こ
れ
を
転
売
し
、
転
売
先
に
お
い
て
地

中
埋
設
物
等
が
発
見
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
は
持
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
八

（
9
）�

解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分
と
を
切
り
離
し
、
解
除
を
認
め
つ
つ
も
価
額
償
還
義
務
を
課
す
見
解
と
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
契
約
不
適
合
物
の
危
険
移
転
法
理

─
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
10
）�
本
田
・
前
掲
注（
２
）三
四
頁
以
下
。

（
11
）�R

olf�K
N
Ü
T
E
L
�/�B
erthold�K

U
P
IS
C
H
�/�H
ans�H

erm
ann�S

E
IL
E
R
�/�O
kko�B

E
H
R
E
N
D
S
�

（H
rsg.

）,�C
orpus�Iuris�C

ivils.�T
ext�

und�Ü
bersetzung,�B

and�IV
,�2005,�S

.39.�

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
大
学
西
洋
法
史
研
究
会
「
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
編
纂
邦
訳
㈥
」
法

学
論
叢
六
四
巻
五
号
（
一
九
五
八
年
）
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
12
）�

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
こ
こ
で
、
本
文
で
挙
げ
た
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
を
指
摘
す
る
。B

ernhard�

W
IN
D
S
C
H
E
ID
,�L
ehrbuch�des�P

andektenrechts,�2.B
and,�5�A

uf.,�1879,�S
.487.�

た
だ
し
、
以
上
は
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に

つ
い
て
で
あ
り
、
買
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
た
う
え
で
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
解
除
権
の
放
棄
が
な
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
文
で
挙
げ
た
考
え
方
は
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
や
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
（N

eudrucke�P
rivatrechtlicher�

K
odifikationen�und�E

ntw
ürfe�des�19.�Jahrhunderts,�B

and�4,�B
ürgerliches�G

esetzbuch�für�das�K
önigreich�S

achsen�von�1863�/�

1865,�S
111;�N

eudrucke�P
rivatrechtlicher�K

odifikationen�und�E
ntw
ürfe�des�19.�Jahrhunderts,�B

and�2,�D
resdener�E

ntw
urf�eines�

allgem
einen�deutschen�G

esetzes�über�S
chuldverhältnisse�von�1866,�1973,�S

.37

）。

【
ザ
ク
セ
ン
民
法
九
一
八
条
】

物
の
取
得
者
は
、
そ
の
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
の
結
果
あ
る
い
は
偶
然
の
事
情
に
よ
り
物
が
滅
失
し
た
た
め
に
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
も
、
契
約
の
破
棄
（A

ufhebung

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
得
者
は
、
な
お
手
許
に
存
在
す
る
も
の
を
返
還

し
、
か
つ
、
譲
渡
人
の
債
務
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
間
、
そ
の
物
の
滅
失
に
至
る
ま
で
に
得
た
果
実
あ
る
い
は
自
身
の
過
失
に
よ
り
得
ら
れ
な

か
っ
た
果
実
を
償
還
す
る
。
取
得
者
が
物
を
任
意
に
処
分
し
た
こ
と
で
そ
れ
を
再
び
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他

の
物
に
な
り
、
も
し
く
は
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
、
取
得
者
が
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
取
得
者
は
、
契
約
の
破
棄
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
反
対
給
付
の
減
額
の
み
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
改
造
の
場
合
に
お
い
て
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
改
造
の
際
に

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
九

初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破
棄
が
許
容
さ
れ
る
。

【
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
】

物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り

変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
13
）�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
�

（H
rsg.

）,�D
ie�V
orlagen�der�R

edaktoren�für�die�erste�K
om
m
ission�zur�A

usarbeitung�des�E
ntw
urfs�

eines�B
ürgerlichen�G

esetzbuches,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse,�T
eil�1,�1980,�S

.376.

（
14
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�D
ie�G
esam

ten�M
aterialien�zum

�B
ürgerlichen�G

esetzbuch�für�das�D
eutsche�R

eich,�B
and�2,�1979,�S

.L
I.

（
15
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�D
ie�B

eratung�des�B
ürgerlichen�G

esetzbuchs�in�system
atischer�

Z
usam

m
enstellung�der�unveroffentlichten�Q

uellen,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse�I,�1978,�S
.607.

（
16
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
17
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.�

な
お
、
プ
ラ
ン
ク
は
、
本
文
で
述
べ
た
譲
渡
の
場
合

に
つ
い
て
修
正
提
案
す
る
の
と
同
時
に
、
権
限
者
が
対
象
物
に
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
再
び
取
り
除
い
た
と
き
や

こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
例
外
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。

（
18
）�P

rotokolle�der�K
om
m
ission�für�die�Z

w
eite�L

esung�des�E
ntw
urfs�des�B

ürgerlichen�G
esetzbuchs,�B

and�V
I,�1899,�S

.160.�

な

お
、
以
下
で
は
「P

rotokolle�V
I

」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
19
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
20
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
21
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
22
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
II.

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
九

初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破
棄
が
許
容
さ
れ
る
。

【
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
】

物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り

変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
13
）�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
�

（H
rsg.

）,�D
ie�V
orlagen�der�R

edaktoren�für�die�erste�K
om
m
ission�zur�A

usarbeitung�des�E
ntw
urfs�

eines�B
ürgerlichen�G

esetzbuches,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse,�T
eil�1,�1980,�S

.376.

（
14
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�D
ie�G
esam

ten�M
aterialien�zum

�B
ürgerlichen�G

esetzbuch�für�das�D
eutsche�R

eich,�B
and�2,�1979,�S

.L
I.

（
15
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�D
ie�B

eratung�des�B
ürgerlichen�G

esetzbuchs�in�system
atischer�

Z
usam

m
enstellung�der�unveroffentlichten�Q

uellen,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse�I,�1978,�S
.607.

（
16
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
17
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.�

な
お
、
プ
ラ
ン
ク
は
、
本
文
で
述
べ
た
譲
渡
の
場
合

に
つ
い
て
修
正
提
案
す
る
の
と
同
時
に
、
権
限
者
が
対
象
物
に
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
再
び
取
り
除
い
た
と
き
や

こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
例
外
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。

（
18
）�P

rotokolle�der�K
om
m
ission�für�die�Z

w
eite�L

esung�des�E
ntw
urfs�des�B

ürgerlichen�G
esetzbuchs,�B

and�V
I,�1899,�S

.160.�

な

お
、
以
下
で
は
「P

rotokolle�V
I

」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
19
）�P
rotokolle�V

I,�S
.161.

（
20
）�P
rotokolle�V

I,�S
.161.

（
21
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
22
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
II.

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
〇

（
23
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161;�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.

（
24
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
25
）�P

rotokolle�V
I,�S
.384;�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.609.

（
26
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.609.

（
27
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
28
）�P

rotokolle�V
I,�S
.160�f.

（
29
）�P

rotokolle�V
I,�S
.163.

（
30
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.�

具
体
的
に
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
に
も
、「
三
〇
二
条
の
規
定
は
、
第
三
者
に
準
用
さ
れ
る
」
と
の
一
文
を
追
加

す
べ
き
と
の
提
案
の
ほ
か
、
約
定
解
除
の
効
果
の
冒
頭
規
定
で
あ
る
二
九
八
条
の
二
項
に
、「
解
除
権
者
が
受
領
物
の
占
有
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た

場
合
に
は
、
解
除
権
者
は
そ
の
第
三
者
の
過
失
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
一
文
を
追
加
す
る
提
案
も
な
さ
れ
た
。

（
31
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14
）,�S

.L
I.

（
32
）�H

arm
�P
eter�W

E
S
T
E
R
M
A
N
N
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2000,�§
353;�F

ritz�

JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1.�

こ
の
点
は
既
に
、
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八

年
）
二
七
六
頁
〔
青
野
博
之
執
筆
〕
に
お
い
て
、「
本
条
は
、
解
除
権
者
が
解
除
し
え
な
く
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
他
人
の
範
囲
を
、
第
三
五
一

条
第
二
文
よ
り
拡
大
し
た
も
の
と
い
い
う
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）�

拙
稿
・
前
掲
注（
２
）二
四
─
二
五
頁
を
参
照
。

（
34
）�

以
上
に
つ
き
、U

lrich�H
U
B
E
R
,�in:�H

ans�T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�3,�12.�A

uflage,�1991,�§
467�R

dN
r.75�ff.�

旧
三
五
四

条
を
重
視
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
直
後
の
一
九
〇
二
年
二
月
八
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
判

決
は
、
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
確
認
の
う
え
、
買
主
（
譲
渡
人
）
が
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
可
能
性
を
考
慮
し
、
解
除
時
点
で
受
領
物
を
返
還
で

き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
解
除
自
体
は
排
除
さ
れ
な
い
も
の
の
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
、
期
間
の
経
過
前
に
返
還
し
な
い

場
合
に
は
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
が
効
力
を
失
う
と
し
て
い
た
。R

G
�vom

�8.2.1902－
V
�375/01－

R
G
Z
�50,�S

.188,�S
.190.

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
一

（
35
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
36
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79;�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.3;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.5.

（
37
）�

ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
り
、
返
還
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
う

ち
で
も
、
当
該
物
が
瑕
疵
物
で
あ
り
、
第
三
者
Ｃ
に
よ
る
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
か
ら
し

て
、
な
お
買
主
Ｂ
は
瑕
疵
担
保
解
除
が
可
能
で
あ
り
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立

法
過
程
（
第
一
委
員
会
）
で
は
、
こ
の
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
場
合
は
旧
三
五
〇
条
の
場
合
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
旧
四
六
七
条
一
文

後
段
に
関
す
る
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
２
）一
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）�

Ｃ
の
許
で
Ｃ
の
責
め
に
よ
ら
ず
に
返
還
不
能
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
Ｂ
の
負
担

と
し
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
主
義
（
旧
三
五
〇
条
・
第
二
草
案
三
〇
一
条
）
と
整
合
し
な
い
規
定
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
（
旧
三
五
〇
条
）
の
ほ
か
、
第
三
者
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・

改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
39
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2.

（
40
）�

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
41
）�F

lorian�F
A
U
S
T
,�in:�JurisP

raxisK
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and2.1,�2017,�§

346�R
dN
r.52.

（
42
）�A

nne�R
Ö
T
H
E
L
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2020,�§
346�R

dN
r.21.�

な
お
、
こ
こ
で
レ
ヘ
ル

は
、
確
か
に
返
還
債
務
者
は
ど
の
み
ち
ド
イ
ツ
民
法
二
八
五
条
に
基
づ
き
譲
渡
代
金
の
引
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
譲
渡
代
金
は
ド

イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
価
額
償
還
と
比
べ
れ
ば
低
額
に
な
り
う
る
と
論
ず
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
差

額
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
本
文
Ⅱ
章
４
節
⑵
イ
に
て
検
討
す
る
。

（
43
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
354�R

dN
r.2.

（
44
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
351�R

dN
r.54.

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
一

（
35
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
36
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79;�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.3;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�
（F

n.6
）,�§

353�R
dN
r.2;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.5.

（
37
）�
ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
り
、
返
還
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
う

ち
で
も
、
当
該
物
が
瑕
疵
物
で
あ
り
、
第
三
者
Ｃ
に
よ
る
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
か
ら
し

て
、
な
お
買
主
Ｂ
は
瑕
疵
担
保
解
除
が
可
能
で
あ
り
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立

法
過
程
（
第
一
委
員
会
）
で
は
、
こ
の
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
場
合
は
旧
三
五
〇
条
の
場
合
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
旧
四
六
七
条
一
文

後
段
に
関
す
る
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
２
）一
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）�

Ｃ
の
許
で
Ｃ
の
責
め
に
よ
ら
ず
に
返
還
不
能
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
Ｂ
の
負
担

と
し
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
主
義
（
旧
三
五
〇
条
・
第
二
草
案
三
〇
一
条
）
と
整
合
し
な
い
規
定
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
（
旧
三
五
〇
条
）
の
ほ
か
、
第
三
者
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・

改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
39
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2.

（
40
）�

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
41
）�F

lorian�F
A
U
S
T
,�in:�JurisP

raxisK
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and2.1,�2017,�§

346�R
dN
r.52.

（
42
）�A

nne�R
Ö
T
H
E
L
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2020,�§
346�R

dN
r.21.�

な
お
、
こ
こ
で
レ
ヘ
ル

は
、
確
か
に
返
還
債
務
者
は
ど
の
み
ち
ド
イ
ツ
民
法
二
八
五
条
に
基
づ
き
譲
渡
代
金
の
引
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
譲
渡
代
金
は
ド

イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
価
額
償
還
と
比
べ
れ
ば
低
額
に
な
り
う
る
と
論
ず
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
差

額
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
本
文
Ⅱ
章
４
節
⑵
イ
に
て
検
討
す
る
。

（
43
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
354�R

dN
r.2.

（
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）�D
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A
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R
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
二

（
45
）�

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
規
定
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
旧
四
六
七
条
一
文
が
改
造
に
つ
い
て
規
定
し
つ
つ
譲
渡
の
場

合
を
含
ま
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
事
案
処
理
を
単
純
化
す
る
発
想
が
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
。U

lrich�H
U
B
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.34

）,�§
467�

R
dN
r.76.

（
46
）�
代
償
請
求
権
が
危
険
負
担
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
宏
治
『
代
償
請
求
権
と
履
行
不
能
』（
信
山
社
・
二
〇
一
八
年
）

三
八
六
頁
お
よ
び
四
五
三
─
四
五
五
頁
を
参
照
。

（
47
）�

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
甲
斐
道
太
郎
ほ
か
編
『
注
釈�

国
際
統
一
売
買
法
Ⅱ�

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
三
年
）
二
四
四

頁
〔
谷
本
圭
子
執
筆
〕・
二
五
四
頁
〔
中
田
邦
博
執
筆
〕、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
事
務
局
（
吉
川
吉
樹
訳
・
曽
野
裕
夫
補
訳
）『
注
釈�

ウ
ィ
ー
ン
売
買

条
約
最
終
草
案
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
五
年
）
二
三
八
─
二
三
九
頁
お
よ
び
二
四
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
48
）�

た
と
え
ば
、
Ｂ
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
Ｃ
が
購
入
物
の
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
べ
き
ケ
ー
ス
で

は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
以
上
、
い
か
に
売
主
に
よ
る
代
償
請
求
を
考
慮
し
よ
う
と
も
、
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買

主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
え
て
価
額

償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
以
上
、
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
根
拠
に
こ
の
時
点
で
買
主
を
免
責
し
、

売
主
に
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
既
に
全
面
的
に
は
採
用
で
き
な
い
。

（
49
）�

ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
二
文
前
段
の
立
場
で
あ
り
、
我
が
国
で
の
近
時
の
有
力
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉

新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
〇
四
頁
以
下
。
解
除
で
は
な
く
、
無
効
・
取
消
し
の
局
面
で
は
、
松
岡
久
和
「
不
当
利
得
法
の
全

体
像

─
給
付
利
得
法
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
頁
以
下
、
山
本
敬
三
「
民
法
の
改
正
と
不
当
利
得
法
の

見
直
し
」
法
学
論
叢
一
八
〇
巻
五
・
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
二
四
頁
以
下
、
磯
村
保
「
法
律
行
為
の
無
効
・
取
消
し
と
原
状
回
復
義
務
」L

A
W
�

A
N
D
�P
R
A
C
T
IC
E
�

一
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
八
頁
以
下
な
ど
。
議
論
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
原
状
回
復
に
お
け
る
対
価
合
意
の
意
義

─
原
物

返
還
不
能
に
よ
り
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
法
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
七
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
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）�C
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IC
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,�P
flicht�zum

�W
ertersatz�im

�neuen�R
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erbrauch�und�V
eräußerung,�Z

G
S
.,�2002,�

）
七
四
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
三

S
.372�f.;Y

ves�D
Ö
L
L
,�R
ückgew

ährstörungen�beim
�R
ücktritt,�2011,�S

.210.

（
52
）�

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
に
は
、
我
が
国
で
代
償
請
求
権
を
規
定
し
た
四
二
二
条
の
二
と
異
な
り
、

「
損
害
の
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
の
限
定
が
存
在
し
な
い
。
代
償
請
求
権
の
成
り
立
ち
を
は
じ
め
、
そ
の
詳
細
は
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）二
〇
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
53
）�

【
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１�

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領
し

た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

⑶�

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消

費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

⑶�

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損

傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
二
八
〇
条
か
ら
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
七
四
五
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
三
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.372�f.;Y

ves�D
Ö
L
L
,�R
ückgew

ährstörungen�beim
�R
ücktritt,�2011,�S

.210.
（
52
）�

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
に
は
、
我
が
国
で
代
償
請
求
権
を
規
定
し
た
四
二
二
条
の
二
と
異
な
り
、

「
損
害
の
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
の
限
定
が
存
在
し
な
い
。
代
償
請
求
権
の
成
り
立
ち
を
は
じ
め
、
そ
の
詳
細
は
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）二
〇
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
53
）�

【
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１�

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領
し

た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

⑶�

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消

費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

⑶�

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損

傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
二
八
〇
条
か
ら
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
七
四
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
四

（
54
）�

三
四
六
条
の
一
般
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
９
）八
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
55
）�

改
正
草
案
の
理
由
書
を
見
る
か
ぎ
り
、
後
の
返
還
債
務
者
（≒

解
除
権
者
）
が
譲
渡
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
改
正
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
変
更

す
る
旨
の
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
56
）�C
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ilhelm
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W
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chw
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arl-H
einz�W
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xam
ensw

issen�zum
�neuen�

S
chuldrecht,�2.�A

uflage,�2003,�S
.349�f.;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2012,�§

346�

R
dN
r.153.

（
57
）�C

hristoph�B
E
N
IC
K
E
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.373.

（
58
）�C

hristoph�B
E
N
IC
K
E
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.373�f.;�Y

ves�D
Ö
L
L
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.214.

（
59
）�

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
二
条
の
例
外
と
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
存
在
し
た
以
上
、
第
三
者
Ｃ
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改

造
を
し
て
原
物
返
還
不
能
と
し
た
場
合
に
も
、
買
主
Ｂ
は
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
失
わ
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
。

（
60
）�A

rnd�A
R
N
O
L
D
,�D
as�neue�R

echt�der�R
ücktrittsfolgen,�Jura.,�2002,�S

.159;�Y
ves�D
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）,�S
.255�f.;�R
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E
B
E
R
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G
B
-S
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llgem
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2013,�R
dN
r.10/38.

（
61
）�

こ
れ
に
対
し
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
や
三
号
を
、
第
三
者
の
許
で
な
さ
れ
た
加
工
・
改
造
や
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
に
も
適

用
す
る
こ
と
自
体
は
、
法
解
釈
に
よ
っ
て
す
る
の
も
不
合
理
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
62
）�

第
三
者
へ
の
譲
渡
後
に
第
三
者
の
許
で
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
滅
失
・
損
傷
が
生
じ
た
場
合
、
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
の
「
譲

渡
」
に
あ
た
る
ほ
か
、
同
号
の
「
加
工
ま
た
は
改
造
」
や
三
号
本
文
の
「
損
傷
ま
た
は
滅
失
」
に
も
該
当
す
る
と
解
し
う
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た

と
き
、
同
文
柱
書
は
、
返
還
不
能
の
原
因
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
と
読
み
込
む
か
、
二
項
一
文
各
号
の
う
ち
複
数
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ

れ
ぞ
れ
に
設
け
ら
れ
た
各
種
の
例
外
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
必
要
が
あ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

（
63
）�

こ
う
し
た
理
解
は
、
買
主
の
目
的
物
使
用
中
に
不
可
抗
力
滅
失
・
損
傷
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
返
還
不
能
原
因
は
不
可
抗
力

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
五

で
あ
り
、
時
系
列
上
そ
の
前
に
存
す
る
使
用
行
為
を
過
度
に
重
視
し
な
い
リ
ス
ク
配
分
に
親
和
的
で
あ
る
。

（
64
）�

こ
れ
に
対
し
、
買
主
Ｂ
が
解
除
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
譲
渡
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解

釈
も
不
当
と
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
が
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
な
お
解
除
を
認
め
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
五
四
八
条
は

あ
く
ま
で
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
65
）�

こ
の
点
で
、
改
正
前
民
法
五
四
八
条
一
項
に
お
い
て
、
解
除
権
の
認
識
を
要
件
と
せ
ず
、
か
つ
第
三
者
へ
の
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
返
還
不
能

要
件
を
満
た
す
と
の
形
式
的
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、
問
題
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
、

我
が
国
で
か
ね
て
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
「
解
除
権
の
放
棄
」
と
い
う
同
条
の
制
度
趣
旨
か
ら
だ
け
で
な
く
、
同
条
が
本
来
果
た
す
べ
き
で
あ
る
適
切
な

リ
ス
ク
配
分
と
い
う
見
地
か
ら
し
て
も
、
妥
当
な
改
正
で
あ
っ
た
。

（
66
）�

な
お
、
我
が
国
の
民
法
四
二
二
条
の
二
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
と
異
な
り
、「
損
害
の
額
の
限
度
に

お
い
て
」
と
の
限
定
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
「
損
害
の
額
」
を
当
該
目
的
物
の
交
換
価
値
を
指
す
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
が
市
場
価
格
よ
り
も

高
額
で
転
売
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
転
売
代
金
全
額
の
償
還
請
求
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）四
六
〇
頁
を

参
照
。

（
67
）�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
た
買
主
に
よ
る
解
除
の
局
面
に
限
れ
ば
、
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
の
ほ
か
に
、
別

途
、
代
償
請
求
の
可
否
を
論
じ
る
実
益
は
大
き
く
な
い
と
い
え
る
。

（
68
）�

拙
稿
・
前
掲
注（
40
）五
五
頁
以
下
（
と
り
わ
け
九
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
五

で
あ
り
、
時
系
列
上
そ
の
前
に
存
す
る
使
用
行
為
を
過
度
に
重
視
し
な
い
リ
ス
ク
配
分
に
親
和
的
で
あ
る
。

（
64
）�

こ
れ
に
対
し
、
買
主
Ｂ
が
解
除
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
譲
渡
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解

釈
も
不
当
と
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
が
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
な
お
解
除
を
認
め
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
五
四
八
条
は

あ
く
ま
で
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
65
）�

こ
の
点
で
、
改
正
前
民
法
五
四
八
条
一
項
に
お
い
て
、
解
除
権
の
認
識
を
要
件
と
せ
ず
、
か
つ
第
三
者
へ
の
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
返
還
不
能

要
件
を
満
た
す
と
の
形
式
的
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、
問
題
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
、

我
が
国
で
か
ね
て
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
「
解
除
権
の
放
棄
」
と
い
う
同
条
の
制
度
趣
旨
か
ら
だ
け
で
な
く
、
同
条
が
本
来
果
た
す
べ
き
で
あ
る
適
切
な

リ
ス
ク
配
分
と
い
う
見
地
か
ら
し
て
も
、
妥
当
な
改
正
で
あ
っ
た
。

（
66
）�

な
お
、
我
が
国
の
民
法
四
二
二
条
の
二
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
と
異
な
り
、「
損
害
の
額
の
限
度
に

お
い
て
」
と
の
限
定
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
「
損
害
の
額
」
を
当
該
目
的
物
の
交
換
価
値
を
指
す
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
が
市
場
価
格
よ
り
も

高
額
で
転
売
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
転
売
代
金
全
額
の
償
還
請
求
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）四
六
〇
頁
を

参
照
。

（
67
）�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
た
買
主
に
よ
る
解
除
の
局
面
に
限
れ
ば
、
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
の
ほ
か
に
、
別

途
、
代
償
請
求
の
可
否
を
論
じ
る
実
益
は
大
き
く
な
い
と
い
え
る
。

（
68
）�

拙
稿
・
前
掲
注（
40
）五
五
頁
以
下
（
と
り
わ
け
九
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

）
七
四
四
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
四
七

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の

政
治
思
想
的
意
義

─
党
政
策
文
書
『
今
後
の
展
望
』
を
中
心
に

─
渡
　
　
邉
　
　
容
一
郎

一
．
序
　
説

二
．『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
質
と
意
義

三
．
主
要
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
比
較
と
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
哲
学
性

四
．
結
　
語

論
　
説

）
九
九
九
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
四
七

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の

政
治
思
想
的
意
義

─
党
政
策
文
書
『
今
後
の
展
望
』
を
中
心
に

─
渡
　
　
邉
　
　
容
一
郎

一
．
序
　
説

二
．『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
質
と
意
義

三
．
主
要
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
比
較
と
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
哲
学
性

四
．
結
　
語

論
　
説

）
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
八

一
．
序
　
説

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw

in

）
は
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
保
守
党
政
治
家
（
首
相
）
で
あ
り
、
野
党
党
首
時
代

（
一
九
二
四
年
）
に
お
け
る
そ
の
政
治
的
言
説
は
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（N

ew
 C

onservatism （
１
））

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
党
政
策
『
文
書
』
の
内
容
面
か
ら
考
察
し
、
そ
の
政
治
思
想
的
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
と
な
る
。
因
み
に
、
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
が
一
九
二
四
年
に
行
っ
た
一
連
の
党
首
『
演
説
』
の
内
容
分
析
結
果
は
、
拙
稿
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側

面
と
貢
献
─
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
手
が
か
り
に
─
」（『
日
本
法
学
』
第
八
七
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
二
一
年
）

に
ま
と
め
た
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、
そ
の
続
編
と
言
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
考
察
対
象
と
な
る
党
政
策
文
書
（
一
九
二
四
年
刊
行
）
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
前
掲
拙
稿
で
検
討
で
き
な
か
っ
た
『
今
後
の
展

望
─
統
一
党
の
諸
原
理
と
諸
目
的
の
再
声
明
』（L

ookin
g A

h
ead

: A
 R

e-statem
en

t of U
n

ion
ist P

rin
ciples an

d
 A

im
s

以
下
『
今
後
の
展

望
』）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
来
た
る
総
選
挙
実
施
（
一
九
二
四
年
一
〇
月
二
九
日
）
に
備
え
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
公
表
直
前
（
同
年
六
月
）
に
野

党
党
首
の
立
場
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
刊
行
し
た
小
冊
子
（
２
）

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
内
容
に
関
す
る

文
書
版
成
果
物
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
時
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
と
も
比
較
し
な
が
ら
、
内
容
面
か
ら
見
た
『
今
後
の
展
望
』
の
特
質
と
意
義
を
先

ず
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
、
前
掲
拙
稿
で
示
さ
れ
た
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

─
「
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
は
、
政
策
で
も
哲
学
の
強
調
で
も
な
く
、（
中
略
）
抽
象
的
な
理
論
と
か
具
体
的
な
政
策
と
い
う
よ
り
、
態
度

や
反
応
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
３
）

」
と
す
る
ラ
ム
ス
デ
ン
（John R

am
sden

）
の
古
典
的
所
論
は
一
九
二
四
年
の
野
党
党
首
時
代
に
も
当

）
〇
〇
〇
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
四
九

て
は
ま
る
の
か
と
い
う
問
題

─
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
．『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
質
と
意
義

⑴
　『
今
後
の
展
望
』
の
政
治
的
背
景
と
構
成

『
今
後
の
展
望
』
が
刊
行
さ
れ
た
政
治
的
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
前
年
（
一
九
二
三
年
）
の
総
選
挙
（
４
）

に
敗
北
し
、
わ
ず
か
一
年
で
野
党
に

転
落
し
た
こ
と
（
リ
ー
ダ
ー
の
失
策
）
に
対
す
る
党
内
〝
ガ
ス
抜
き
〟
の
役
割
（
造
反
・
分
裂
防
止
）
を
先
ず
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加

え
て
、
同
総
選
挙
敗
北
の
結
果
誕
生
し
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
～

一
一
月
三
日
）
に
対
す
る
〝
危
機
感
〟
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
刊
行
の
背
景
を
中
長
期
的
に
遡
っ
て
み
る
と
、
米
独
の
抬
頭
に
加
え
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
や
階
級
闘
争
の
増
加
に
伴
い
、

伝
統
の
「
自
由
主
義
的
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
」（
自
由
貿
易
体
制
、
最
小
国
家
）
が
衰
退
し
て
「
国
家
機
能
の
拡
張
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
点
（
５
）

を
挙
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
保
守
党
『
独
自
の
政
策
案
』
を
示
す
必
要
性
が
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
今
後
の
展
望
』
本
文
の
内
容
は
、「
Ⅰ
　
帝
国
お
よ
び
外
交
問
題
（Im

perial and F
oreign A

ffairs

）
篇
」
そ
し
て
「
Ⅱ
　
国

内
問
題
（H

om
e A

ffairs

）
篇
」
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
前
者
に
関
し
て
は
、「
帝
国
の
強
化
・
発
展
」「
イ
ン
ド
に
立
憲
的
自
由
は
認
め
る
が
、
イ
ン
ド
の
分
離
・
独
立
に
は
反
対
し
て

い
く
」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
と
締
結
し
た
協
定
の
尊
重
」「
国
際
連
盟
に
対
す
る
支
持
と
そ
の
強
化
」「
国
防
力
の
維
持
と
世
界
規
模

）
〇
〇
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
四
九

て
は
ま
る
の
か
と
い
う
問
題

─
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
．『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
質
と
意
義

⑴
　『
今
後
の
展
望
』
の
政
治
的
背
景
と
構
成

『
今
後
の
展
望
』
が
刊
行
さ
れ
た
政
治
的
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
前
年
（
一
九
二
三
年
）
の
総
選
挙
（
４
）

に
敗
北
し
、
わ
ず
か
一
年
で
野
党
に

転
落
し
た
こ
と
（
リ
ー
ダ
ー
の
失
策
）
に
対
す
る
党
内
〝
ガ
ス
抜
き
〟
の
役
割
（
造
反
・
分
裂
防
止
）
を
先
ず
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加

え
て
、
同
総
選
挙
敗
北
の
結
果
誕
生
し
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
（
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
一
九
二
四
年
一
月
二
二
日
～

一
一
月
三
日
）
に
対
す
る
〝
危
機
感
〟
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
刊
行
の
背
景
を
中
長
期
的
に
遡
っ
て
み
る
と
、
米
独
の
抬
頭
に
加
え
第
一
次
世
界
大
戦
の
影
響
や
階
級
闘
争
の
増
加
に
伴
い
、

伝
統
の
「
自
由
主
義
的
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
」（
自
由
貿
易
体
制
、
最
小
国
家
）
が
衰
退
し
て
「
国
家
機
能
の
拡
張
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
点
（
５
）

を
挙
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
保
守
党
『
独
自
の
政
策
案
』
を
示
す
必
要
性
が
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
今
後
の
展
望
』
本
文
の
内
容
は
、「
Ⅰ
　
帝
国
お
よ
び
外
交
問
題
（Im

perial and F
oreign A

ffairs

）
篇
」
そ
し
て
「
Ⅱ
　
国

内
問
題
（H
om

e A
ffairs

）
篇
」
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
前
者
に
関
し
て
は
、「
帝
国
の
強
化
・
発
展
」「
イ
ン
ド
に
立
憲
的
自
由
は
認
め
る
が
、
イ
ン
ド
の
分
離
・
独
立
に
は
反
対
し
て

い
く
」「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
と
締
結
し
た
協
定
の
尊
重
」「
国
際
連
盟
に
対
す
る
支
持
と
そ
の
強
化
」「
国
防
力
の
維
持
と
世
界
規
模

）
〇
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
五
〇

の
軍
縮
提
案
を
受
け
容
れ
る
」
な
ど
、
保
守
党
の
対
外
政
策
と
し
て
特
に
目
新
し
い
内
容
や
提
案
は
見
ら
れ
な
い
（
６
）

。
そ
の
た
め
、
前
者
に

つ
い
て
の
分
析
を
省
略
す
る
代
わ
り
に
後
者
（
国
内
問
題
篇
）
の
内
容
に
限
定
し
て
、
一
九
二
四
年
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ

ム
（
７
）

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
Ⅱ
　
国
内
問
題
」
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
（
小
見
出
し
）
は
、
掲
載
順
に
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

─
「
失
業
問
題
」「
貿
易
と
産

業
」「
労
使
間
の
平
和
」「
政
治
的
自
由
」「
費
用
と
価
格
」「
農
業
」「
住
宅
」「
老
齢
年
金
と
寡
婦
年
金
」「
教
育
」「
禁
酒
」「
退
役
軍
人
」

「
女
性
の
協
力
」「
貴
族
院
改
革
」。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
小
見
出
し
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
〝
統
一
党
の
決

意
と
信
条
〟
的
内
容
が
最
後
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑵
　『
今
後
の
展
望
』（
国
内
問
題
篇
）
の
内
容
分
析

①
「
失
業
問
題
」

周
知
の
よ
う
に
日
本
も
含
む
資
本
主
義
諸
国
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況
に
伴
う
失
業
者
数
増
加
が
戦
間
期
「
最
も
深
刻
な
問

題
」
で
あ
り
続
け
た
。
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
「
統
一
党
は
、
産
業
労
働
者
の
た
め
効
果
的
で
包
括
的
な
保
険
制
度
の
導
入
を
決
意
す

る
」
一
方
、『
救
済
』
を
与
え
る
の
で
は
な
く
『
仕
事
』
を
つ
く
り
出
す
政
策
を
遂
行
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。
そ
う
述
べ
た
う
え
で

「
唯
一
本
当
の
失
業
解
決
手
段
は
、
国
内
お
よ
び
海
外
で
の
わ
が
国
の
取
引
や
貿
易
を
再
建
し
、
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、「
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
わ
が
国
民
に
仕
事
が
提
供
で
き
る
」
と
す
る
。
最
後
に
、「
し
た
が
っ
て
統
一
党
の
失
業
対
策
は
、
各
自

治
領
（the D

om
inions

）
や
直
轄
植
民
地
（the C

row
n C

olonies

）
と
可
能
な
限
り
協
力
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
内
の
リ
ソ
ー
ス

を
開
発
し
、
帝
国
内
の
問
題
解
決
を
促
進
し
、
帝
国
内
の
相
互
貿
易
を
拡
張
し
て
い
く
内
容
に
な
る
」
と
結
ん
で
い
る
（
８
）

。

従
来
の
保
守
党
と
は
異
な
り
、
失
業
問
題
に
も
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
国
家
主
導
（
政
府
財
政
出
動
）
型
失
業
者

）
〇
〇
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
一

救
済
策
の
否
定
、
商
業
・
貿
易
促
進
と
い
う
従
来
的
方
策
を
通
じ
て
の
失
業
問
題
解
決
の
推
進
、
具
体
的
に
は
帝
国
内
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
基
づ
く
解
決
方
針
を
、
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
自
由
党
的
保
険
制
度
の
導
入
案
（
後
述
）
に
も

若
干
触
れ
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に
左
派
の
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
路
線
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
た
め
、
大
戦
前
の
自
由
主
義
的
政

治
経
済
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
を
速
や
か
に
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
「
貿
易
と
産
業
」

こ
こ
で
最
も
重
要
な
点
は
、
前
回
一
九
二
三
年
総
選
挙
敗
北
（
保
守
党
の
下
野

↓

労
働
党
政
権
の
誕
生
）
の
主
要
因
と
な
っ
た
一
般
関
税

導
入
、
い
わ
ゆ
る
関
税
改
革
（T

ariff R
eform

）
と
そ
れ
に
伴
う
自
由
貿
易
か
ら
保
護
貿
易
へ
の
転
換
方
針
は
再
提
案
し
な
い
（
放
棄
す

る
）
と
い
う
意
思
表
明
（
つ
ま
り
党
政
策
の
大
転
換
）
で
あ
ろ
う
。
福
祉
や
失
業
者
救
済
用
の
財
源
に
充
て
る
関
税
収
入
が
期
待
で
き
た
と

し
て
も
、
課
税
・
増
税
負
担
が
貿
易
・
産
業
全
体
に
重
く
の
し
か
か
れ
ば
実
質
賃
金
を
低
下
さ
せ
、
結
果
的
に
生
活
費
ま
で
圧
迫
さ
れ
る

か
ら
だ
と
し
て
い
る
（
次
期
総
選
挙
に
向
け
た
人
気
取
り
の
側
面
も
、
当
然
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
９
））。

同
時
に
そ
れ
は
、
今
後
保
守
党
と
し
て
は
「
政
府
に
よ
る
介
入
ま
た
は
統
制
を
必
要
最
小
限

─
完
全
否
定
は
し
な
い

─
と
し
な
が

ら
も
、
健
全
財
政
路
線
に
沿
っ
た
形
で
こ
の
国
の
産
業
を
ア
シ
ス
ト
し
て
い
く
」
決
意
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
以

上
の
行
政
整
理
実
施
も
重
要
視
し
て
い
る
（
10
）

。

③
「
労
使
間
の
平
和
」

「
団
体
交
渉
の
価
値
と
、
そ
う
し
た
経
営
者
協
会
と
労
働
組
合
の
繫
が
り
に
関
す
る
本
質
的
有
用
性
は
認
め
て
い
く
一
方
、
両
サ
イ
ド

組
織
に
よ
る
権
力
濫
用
を
通
じ
て
公
共
の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
そ
う
し
た
う

え
で
「
雇
用
者
側
と
被
雇
用
者
側
と
の
仲
間
意
識
（a spirit of com

radeship

）
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
統
一
党
と
し
て

）
〇
〇
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
一

救
済
策
の
否
定
、
商
業
・
貿
易
促
進
と
い
う
従
来
的
方
策
を
通
じ
て
の
失
業
問
題
解
決
の
推
進
、
具
体
的
に
は
帝
国
内
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
基
づ
く
解
決
方
針
を
、
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
自
由
党
的
保
険
制
度
の
導
入
案
（
後
述
）
に
も

若
干
触
れ
て
は
い
る
が
、
基
本
的
に
左
派
の
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
路
線
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
た
め
、
大
戦
前
の
自
由
主
義
的
政

治
経
済
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
を
速
や
か
に
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
「
貿
易
と
産
業
」

こ
こ
で
最
も
重
要
な
点
は
、
前
回
一
九
二
三
年
総
選
挙
敗
北
（
保
守
党
の
下
野

↓

労
働
党
政
権
の
誕
生
）
の
主
要
因
と
な
っ
た
一
般
関
税

導
入
、
い
わ
ゆ
る
関
税
改
革
（T

ariff R
eform

）
と
そ
れ
に
伴
う
自
由
貿
易
か
ら
保
護
貿
易
へ
の
転
換
方
針
は
再
提
案
し
な
い
（
放
棄
す

る
）
と
い
う
意
思
表
明
（
つ
ま
り
党
政
策
の
大
転
換
）
で
あ
ろ
う
。
福
祉
や
失
業
者
救
済
用
の
財
源
に
充
て
る
関
税
収
入
が
期
待
で
き
た
と

し
て
も
、
課
税
・
増
税
負
担
が
貿
易
・
産
業
全
体
に
重
く
の
し
か
か
れ
ば
実
質
賃
金
を
低
下
さ
せ
、
結
果
的
に
生
活
費
ま
で
圧
迫
さ
れ
る

か
ら
だ
と
し
て
い
る
（
次
期
総
選
挙
に
向
け
た
人
気
取
り
の
側
面
も
、
当
然
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
９
））。

同
時
に
そ
れ
は
、
今
後
保
守
党
と
し
て
は
「
政
府
に
よ
る
介
入
ま
た
は
統
制
を
必
要
最
小
限

─
完
全
否
定
は
し
な
い

─
と
し
な
が

ら
も
、
健
全
財
政
路
線
に
沿
っ
た
形
で
こ
の
国
の
産
業
を
ア
シ
ス
ト
し
て
い
く
」
決
意
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
以

上
の
行
政
整
理
実
施
も
重
要
視
し
て
い
る
（
10
）

。

③
「
労
使
間
の
平
和
」

「
団
体
交
渉
の
価
値
と
、
そ
う
し
た
経
営
者
協
会
と
労
働
組
合
の
繫
が
り
に
関
す
る
本
質
的
有
用
性
は
認
め
て
い
く
一
方
、
両
サ
イ
ド

組
織
に
よ
る
権
力
濫
用
を
通
じ
て
公
共
の
利
益
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
そ
う
し
た
う

え
で
「
雇
用
者
側
と
被
雇
用
者
側
と
の
仲
間
意
識
（a spirit of com

radeship

）
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
統
一
党
と
し
て

）
〇
〇
五
（
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二
五
二

は
貿
易
業
や
製
造
業
に
従
事
し
て
い
る
全
て
の
人
び
と
の
相
互
信
頼
感
情
を
促
進
す
る
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、
さ
ら
に
は
協
同
（co-

partnership

）
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
先
の
事
業
の
成
功
度
に
直
接
見
合
う
形
で
従
業
員
の
就
業
を
奨
励
し
て
い
く
」

と
し
て
い
る
（
11
）

。（
傍
線
引
用
者
）

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
階
級
対
立
の
緩
和
に
加
え
、
労
使
協
調
体
制
の
構
築
を
目
指
す
姿
勢
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
因
み
に

こ
の
点
は
、
①
や
②
と
同
じ
く
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
真
骨
頂
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
的

に
見
た
場
合
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
以
前
の
保
守
党
党
首
が
こ
の
よ
う
な
方
針
を
明
確
に
示
し
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

④
「
政
治
的
自
由
」

労
働
組
合
主
義
の
存
在
と
目
的
に
正
当
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
、
所
属
組
合
経
由
で
の
政
治
資
金
調
達
に
貢
献
す
べ
き
か
否
か

に
つ
い
て
は
組
合
員
一
人
ひ
と
り
の
自
由
裁
量
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
（
12
）

。
し
た
が
っ
て
、
保
守
党
と
し
て
今
後
労
働
組
合
（
労
働

党
の
支
持
基
盤
の
一
つ
）
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
か
を
示
し
た
内
容
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
上
述
し
た
③

の
ア
ピ
ー
ル
を
補
完
す
る
役
割
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

⑤
「
費
用
と
価
格
」

一
部
の
業
界
で
生
活
必
需
品
生
産
コ
ス
ト
と
消
費
者
向
け
小
売
価
格
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
広
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
た
め
、
王
立
委
員
会

に
よ
る
調
査
な
ら
び
に
事
実
関
係
の
究
明
が
約
束
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

⑥
「
農
業
」

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
地
主
貴
族
は
も
と
よ
り
農
業
従
事
者
が
保
守
党
の
伝
統
的
支
持
基
盤
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
選
挙
対
策
も
意

識
し
つ
つ
農
業
不
況
に
対
す
る
救
済
措
置
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
小
規
模
保
有
地
拡
充
の
奨
励
や
農
地
所
有
者
の
増
大
と
い
っ
た
政
策

）
〇
〇
九
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
三

に
も
拘
り
続
け
る
と
し
て
い
る
（
14
）

。

⑦
「
住
宅
」

保
守
党
支
持
基
盤
拡
大
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
労
働
者
の
持
ち
家
所
有
を
推
進
す
る
た
め
、
民
間
企
業
に
対
す
る
規

制
緩
和
や
法
制
上
の
便
宜
を
さ
ら
に
拡
充
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
（
15
）

。
ま
た
、
こ
れ
は
保
守
党
な
ら
で
は
の
「
財
産
所
有
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
」（property-ow

nership dem
ocracy （

16
））

と
い
う
哲
学
や
理
念
、
政
策
目
標
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

⑧
「
老
齢
年
金
と
寡
婦
年
金
」

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
言
及
が
分
量
的
に
少
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
党
と
し
て
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。
具

体
的
に
は
、
一
家
の
稼
ぎ
手
が
若
死
に
し
た
場
合
に
備
え
て
そ
の
寡
婦
や
扶
養
家
族
向
け
の
法
整
備
を
実
施
し
た
り
、
現
役
を
引
退
し
た

場
合
に
備
え
て
十
分
な
給
付
額
を
労
働
者
に
確
保
し
た
り
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
取
り
決

め
を
既
存
の
国
民
健
康
保
険
計
画
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
統
一
党
の
狙
い
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
（
17
）

。

⑨
「
教
育
」

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
す
る
よ
う
な
教
育
の
機
会
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
に
加
え
、
教
員
の
質
の
向
上
と
、
初
等
教
育
か
ら
高
等

教
育
に
至
る
幅
広
い
相
互
協
力
・
協
調
体
制
を
支
え
て
い
く
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

⑩
「
禁
酒
」

保
守
党
は
禁
酒
促
進
に
関
心
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
禁
酒
は
個
々
人
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
践
を
通
じ
て
こ
そ
最
大
の

効
果
が
期
待
で
き
る
と
信
じ
る
た
め
、
い
か
な
る
形
の
禁
欲
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
自
由
に
対
す
る
過
度
の
干
渉
に
は
反
対
の
立
場
を
表

明
す
る
」
と
し
て
い
る
（
19
）

。

）
〇
〇
〇
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
三

に
も
拘
り
続
け
る
と
し
て
い
る
（
14
）

。

⑦
「
住
宅
」

保
守
党
支
持
基
盤
拡
大
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
労
働
者
の
持
ち
家
所
有
を
推
進
す
る
た
め
、
民
間
企
業
に
対
す
る
規

制
緩
和
や
法
制
上
の
便
宜
を
さ
ら
に
拡
充
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
（
15
）

。
ま
た
、
こ
れ
は
保
守
党
な
ら
で
は
の
「
財
産
所
有
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
」（property-ow

nership dem
ocracy （

16
））

と
い
う
哲
学
や
理
念
、
政
策
目
標
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

⑧
「
老
齢
年
金
と
寡
婦
年
金
」

こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
言
及
が
分
量
的
に
少
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
党
と
し
て
さ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。
具

体
的
に
は
、
一
家
の
稼
ぎ
手
が
若
死
に
し
た
場
合
に
備
え
て
そ
の
寡
婦
や
扶
養
家
族
向
け
の
法
整
備
を
実
施
し
た
り
、
現
役
を
引
退
し
た

場
合
に
備
え
て
十
分
な
給
付
額
を
労
働
者
に
確
保
し
た
り
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
取
り
決

め
を
既
存
の
国
民
健
康
保
険
計
画
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
統
一
党
の
狙
い
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
（
17
）

。

⑨
「
教
育
」

一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
す
る
よ
う
な
教
育
の
機
会
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
に
加
え
、
教
員
の
質
の
向
上
と
、
初
等
教
育
か
ら
高
等

教
育
に
至
る
幅
広
い
相
互
協
力
・
協
調
体
制
を
支
え
て
い
く
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

⑩
「
禁
酒
」

保
守
党
は
禁
酒
促
進
に
関
心
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
禁
酒
は
個
々
人
の
セ
ル
フ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
践
を
通
じ
て
こ
そ
最
大
の

効
果
が
期
待
で
き
る
と
信
じ
る
た
め
、
い
か
な
る
形
の
禁
欲
で
あ
っ
て
も
、
個
人
の
自
由
に
対
す
る
過
度
の
干
渉
に
は
反
対
の
立
場
を
表

明
す
る
」
と
し
て
い
る
（
19
）

。

）
〇
〇
〇
（
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二
五
四

⑪
「
退
役
軍
人
」

そ
の
利
益
を
常
に
守
る
た
め
、
国
家
と
し
て
の
義
務
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く
と
す
る
（
20
）

。

⑫
「
女
性
の
協
力
」

「
今
我
々
が
直
面
す
る
多
く
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
善
良
な
市
民
全
て
の
支
え
が
こ
の
国
に
は
必
要
で
あ
る
。
そ
の
点

を
考
慮
し
て
統
一
党
は
、
公
共
生
活
と
社
会
改
良
双
方
の
領
域
に
お
い
て
女
性
が
そ
の
役
割
を
全
力
で
果
た
し
て
欲
し
い
と
願
う
も
の
で

あ
る
。
家
庭

─
健
康
、
禁
酒
、
住
宅
、
年
金
、
保
険
、
教
育
、
子
供
た
ち
の
養
育

─
に
関
わ
る
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
、
統
一
党
は

女
性
の
助
言
と
協
力
を
心
か
ら
歓
迎
す
る
」
と
訴
え
る
（
21
）

。
こ
の
文
言
か
ら
も
、
家
庭
（
家
族
）
重
視
策
推
進
に
加
え
、「
拡
張
国
家
」
化

進
展
は
拒
絶
し
て
い
く
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

⑬
「
貴
族
院
改
革
」

保
守
党
ゆ
え
当
然
な
の
だ
が
、
第
二
院
の
存
在
意
義
を
強
調
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
有
効
性
を
保
つ
た
め
、
現
状
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

貴
族
院
の
構
成
や
権
限
を
再
検
討
す
る
必
要
性
な
ど
も
主
張
し
て
い
る
（
22
）

。

⑭
〝
統
一
党
の
決
意
と
信
条
〟

こ
れ
も
保
守
党
な
ら
で
は
の
理
念
な
い
し
哲
学
と
言
え
る
が
、
帝
国
内
の
団
結
、
状
況
に
応
じ
た
漸
進
的
国
家
構
造
改
革
、
個
人
の
自

由
の
維
持
、
階
級
闘
争
の
回
避

─
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
存
在
と
い
う
理
由
か
ら
「
君
主
制
」
の
維
持
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
君

主
制
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
手
段
・
富
の
分
配
手
段
・
取
引
手
段
の
一
連
の
国
有
化
や
既
存
の
社
会
基
盤
の
転
覆
に
、
断
固

抵
抗
で
き
る
と
す
る
。
加
え
て
、
国
民
の
禁
欲
・
勤
勉
・
倹
約
の
奨
励
に
も
君
主
制
は
見
事
に
適
合
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
言
い
回
し
で
全
体
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

）
〇
〇
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
五

「
そ
の
信
条
を
言
葉
で
要
約
す
る
な
ら
、
社
会
主
義
と
い
う
信
条
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

帝
国
内
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
諸
外
国
と
の
友
好
関
係
の
維
持
、
国
内
諸
階
級
の
団
結
（union

）、
自
由
、
そ
し
て
個
々
の
課
題
全
て
を

解
決
す
る
機
会
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

─
こ
れ
ら
は
皆
、
統
一
党
を
や
る
気
に
さ
せ
る
諸
々
の
崇
高
な
目
標
（the ideals

）
と
な
る
の
で
あ

る
（
23
）

」。以
上
、『
今
後
の
展
望
』
の
内
容
面
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
特
質
と
し
て
、
以
下
の
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・
自
由
党
の
拡
張
国
家
路
線
、
労
働
党
の
（
穏
健
な
）
社
会
主
義
路
線
、
保
守
党
の
従
来
的
関
税
改
革
路
線
、
こ
れ
ら
全
て
に
共
通
す

る
一
連
の
「
集
産
主
義
的
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
路
線
」
と
距
離
を
置
き
つ
つ
、
伝
統
的
な
自
由
主
義
路
線
に
立
脚
し
な
が
ら
弱
者
救
済
や
必

要
最
小
限
の
社
会
改
良
は
認
め
て
い
く
方
針
を
主
張
し
て
い
る
点
。

・
社
会
主
義
に
は
反
対
す
る
が
、
労
使
間
の
協
調
や
協
同
あ
る
い
は
公
共
に
対
す
る
女
性
の
関
与
な
ど
を
通
じ
て
、
深
刻
な
階
級
対
立

の
緩
和
（
社
会
的
分
断
の
回
避
）
と
帝
国
内
の
団
結
を
促
進
し
て
い
く
方
針
を
明
確
化
し
た
点
。

こ
れ
ら
の
特
質
か
ら
、『
今
後
の
展
望
』
を
、
政
治
思
想
的
に
は
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
と
個
人
主
義
の
「
中
間
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、

文
字
ど
お
り
「
新
し
い
」
保
守
主
義
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
前
掲
拙
稿
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
保
守
主
義
思

想
（
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
）
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
、
即
ち
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（
24
）

の
表
明
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
一
九
二
四
年
と
い
う
年
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
史
・
保
守
主
義
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

）
〇
〇
五
（
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
五
六

三
．
主
要
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
比
較
と
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る
哲
学
性

⑴
　 
主
要
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
分
析

こ
こ
で
、『
今
後
の
展
望
』
以
外
の
重
要
な
党
政
策
文
書
で
あ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（m

anifesto

）
の
内
容
を
比
較
・
分
析
し
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
総
選
挙
毎
に
公
表
さ
れ
る
各
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
党
政
策
の
〝
集
大
成
〟
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
今
後
の
展
望
』
の
内
容
面
に
関
す
る
比
較
考
察
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守

主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
や
哲
学
性
な
ど
も
明
確
に
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

A
　
一
九
二
二
年
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

先
ず
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
前
任
党
首
ボ
ナ
＝
ロ
ー
（A

ndrew
 B

onar L
aw （

25
））

が
公
表
し
た
一
九
二
二
年
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
ポ

イ
ン
ト
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
因
み
に
同
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は
「
小
見
出
し
」
が
一
切
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
旧

式
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

・「
市
民
一
人
ひ
と
り
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
や
積
極
性
を
自
由
に
、
し
か
も
幅
広
く
発
揮
す
れ
ば
、
政
府
が
取
り
立
て
て
何
か
し
な
く
て

も
、
大
戦
に
よ
る
経
済
的
社
会
的
帰
結
か
ら
の
回
復
が
期
待
で
き
る
こ
と
」。

・
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
生
じ
た
中
央
政
府
機
構
拡
張
の
見
直
し
。
具
体
的
に
は
大
蔵
省
主
導
型
の
行
政
運
営
に
復
帰
さ
せ
る
必

要
性
、
換
言
す
れ
ば
脱
・
中
央
集
権
化
と
行
政
改
革
の
重
要
性
。

・
貿
易
と
産
業
の
復
活
抜
き
で
本
当
の
意
味
で
の
復
興
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
「
産
業
の
動
き
を
国
家
規
模
で
大
き
く
妨
げ

る
増
税
負
担
か
ら
多
少
な
り
と
も
解
放
さ
れ
た
と
納
税
者
に
実
感
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
政
府
支
出
を
必
要
最
小
限
に
抑
え
る
」。

）
〇
〇
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
七

・「
今
日
の
最
優
先
事
項
は
、（
中
略
）
国
内
問
題
に
対
す
る
政
府
介
入
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
」
に
あ
る
（
26
）

。（
傍
線
引
用
者
）

以
上
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
、
と
り
わ
け
傍
線
部
分
を
通
じ
て
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の
共
通
点
や
相
違
点
が
あ
る
程
度
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
弱
者
保
護
や
社
会
改
良
、
階
級
対
立
緩
和
、
と
り
わ
け
労
働
者
階

級
と
の
協
調
と
い
っ
た
言
及
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
以
前
の
保
守
党
で
は
普
通
だ
っ
た
従
来

的
「
小
さ
な
政
府
」
路
線
を
直
接
受
け
継
い
だ
だ
け
の

─
言
い
換
え
れ
ば
新
奇
性
の
な
い

─
内
容
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

B
　
一
九
二
三
年
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

こ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、『
今
後
の
展
望
』
刊
行
以
前
に
首
相
の
立
場
で
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
行
っ
て
い
た
政
策
表
明
・
公
約
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
時
と
は
異
な
り
、
失
業
対
策
と
し
て
関
税
改
革
導
入

─
註（
９
）を
参
照

─
を
提
案
し
た
一
九
二
三
年
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

・
失
業
問
題
解
決
は
、
必
要
な
社
会
改
良
策
の
カ
ギ
と
な
る
。
し
か
し
従
来
型
保
険
制
度
に
関
連
し
た
計
画
や
仕
組
み
は
再
編
す
る
必

要
が
あ
る
。

・
わ
が
党
の
社
会
計
画
全
て
に
通
底
す
る
プ
リ
ン
シ
プ
ル
は
基
金
積
立
の
促
進
、
そ
し
て
何
よ
り
「
援
助
を
必
要
と
し
な
い
状
態
」
に

し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
（
27
）

。（
傍
線
引
用
者
）

こ
こ
か
ら
も
、
従
来
型
保
険
制
度
な
ど
自
由
党
的
積
極
・
拡
張
国
家
論
を
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
拒
絶
し
た
が
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
時
に
、
例
え
ば
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
（F

riendly S
ociety

、
共
済
組
合
／
友
愛
協
会
（
28
））

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
国
家
・
政
府

以
外
の
伝
統
的
社
会
ア
ク
タ
ー
（
第
三
セ
ク
タ
ー
）
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
も
ニ
ュ
ー
・

コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
根
底
に
は
、「
国
家
」
と
「
個
人
」
の
『
中
間
』
に
位
置
す
る
『
社
会
ア
ク
タ
ー
』
の
存
在
・
役
割
を
重
視

）
〇
〇
九
（
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と
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た
一
九
二
三
年
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

・
失
業
問
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改
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の
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と
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度
に
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計
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や
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要
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画
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に
代
表
さ
れ
る
、
国
家
・
政
府

以
外
の
伝
統
的
社
会
ア
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。
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す
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〇
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　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
五
八

す
る
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

C
　
一
九
二
四
年
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

で
は
、
次
期
総
選
挙
向
け
に
『
今
後
の
展
望
』
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
た
党
政
策
文
書
と
見
ら
れ
る
一
九
二
四
年
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

内
容
に
は
、
如
何
な
る
特
徴
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
保
守
党
で
は
こ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
内
容
・
項
目
ご
と
の
「
小

見
出
し
」
が
初
め
て
付
け
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
現
代
型
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
嚆
矢
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
今
後
の
展
望
』
刊
行
か
ら
数
か
月
後
に
公
表
さ
れ
た
同
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
析
し
て
み
る
と
、
既
述
の
失
業
問
題
、
貿

易
と
産
業
、
あ
る
い
は
労
使
間
の
平
和
と
い
っ
た
「
国
内
問
題
」
の
重
要
項
目
に
関
す
る
言
及
と
し
て
、
と
り
わ
け
以
下
の
部
分
が
重
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

①
「
失
業
問
題
」

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
与
党
・
政
府
労
働
党
の
無
策
を
ほ
ぼ
批
判
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

②
「
貿
易
と
産
業
」

『
今
後
の
展
望
』
で
も
示
さ
れ
た
（
確
約
さ
れ
た
）
と
お
り
、
一
般
関
税
導
入
は
今
後
再
提
案
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
、「
不
公

正
な
対
外
貿
易
の
悪
影
響
を
被
る
、
全
て
の
優
良
業
界
従
事
者
た
る
わ
が
国
民
の
雇
用
と
生
活
水
準
を
守
る
た
め
に
も
、
産
業
保
護
法

（the S
afeguarding of Industries A

ct

）
の
基
本
原
則
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
し
た
諸
方
策
を
適
用
し
て
い
く
」
と
し
て
い
る
。

目
新
し
い
積
極
的
な
国
家
介
入
策
で
は
な
く
、
数
年
前
に
制
定
さ
れ
た
既
成
制
度
に
基
づ
く
産
業
保
護
政
策
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

点
か
ら
見
て
も
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
保
守
主
義
者
と
し
て

─
過
干
渉
で
も
野
放
し
で
も
な
い
中
間
的
で

─
〝
控
え
目
な
〟
社
会
改

良
政
策
を
志
向
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

）
〇
五
〇
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
九

③
「
労
使
間
の
平
和
」

特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
お
よ
そ
半
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
今
後
の
展
望
』
と
は
異
な
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
見
ら
れ
な

い
。
他
方
で
、
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
ゆ
え
保
守
党
の
伝
統
的
支
持
基
盤
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
を
意
識
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
健
全
財

政
の
重
要
性
や
農
業
支
援
に
関
す
る
言
及
が
総
じ
て
強
調
さ
れ
、
分
量
的
に
も
そ
れ
に
関
す
る
文
言
が
増
加
し
た
印
象
を
受
け
る
（
29
）

。

こ
う
し
て
一
九
二
四
年
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
と
り
わ
け
③
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
、
協
調
・
協
同
と

い
う
側
面
が
ト
ー
ン
・
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
、
短
命
に
終
わ
り
そ
う
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
実

績
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
政
府
労
働
党
の
実
績
を
批
判
し
た
り
、
コ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
へ
の
訴
え
を
強
調
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
次
期
総
選

挙
で
の
勝
利
（
政
権
奪
還
）
も
可
能
と
判
断
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

D
　
一
九
二
四
年
自
由
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

最
後
に
、
一
九
二
四
年
の
自
由
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
若
干
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
自
由
党
は
社
会
主
義
政
党
・
労
働

党
に
対
抗
す
る
と
い
う
意
味
で
〝
保
守
党
の
ラ
イ
バ
ル
政
党
〟
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
保
守
党
の
そ
れ
と
類
似
す
る
部
分
も
少
な

く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
二
四
年
の
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
当
時
労
働
党
が
政
府
与
党
で
、
し
か
も
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
内
容
も
当
然
保
守
党
と
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
で
の
比
較
・
分
析
は
省
略
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

・「
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
が
獲
得
し
た
給
与
増
や
雇
用
確
保
、
そ
し
て
貿
易
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
社
会

主
義
と
い
う
手
段
で
は
な
く
、
労
使
間
の
協
力
や
善
意
と
い
う
手
段
こ
そ
重
要
」
だ
と
し
て
、
一
九
二
四
年
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は

）
〇
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
五
九

③
「
労
使
間
の
平
和
」

特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
お
よ
そ
半
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
今
後
の
展
望
』
と
は
異
な
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
一
切
見
ら
れ
な

い
。
他
方
で
、
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
ゆ
え
保
守
党
の
伝
統
的
支
持
基
盤
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
を
意
識
し
た
せ
い
で
あ
ろ
う
が
、
健
全
財

政
の
重
要
性
や
農
業
支
援
に
関
す
る
言
及
が
総
じ
て
強
調
さ
れ
、
分
量
的
に
も
そ
れ
に
関
す
る
文
言
が
増
加
し
た
印
象
を
受
け
る
（
29
）

。

こ
う
し
て
一
九
二
四
年
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
と
り
わ
け
③
に
関
す
る
内
容
を
中
心
に
、
協
調
・
協
同
と

い
う
側
面
が
ト
ー
ン
・
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
点
は
否
め
な
い
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
、
短
命
に
終
わ
り
そ
う
な
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
実

績
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
政
府
労
働
党
の
実
績
を
批
判
し
た
り
、
コ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
へ
の
訴
え
を
強
調
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
次
期
総
選

挙
で
の
勝
利
（
政
権
奪
還
）
も
可
能
と
判
断
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

D
　
一
九
二
四
年
自
由
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

最
後
に
、
一
九
二
四
年
の
自
由
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
若
干
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
当
時
の
自
由
党
は
社
会
主
義
政
党
・
労
働

党
に
対
抗
す
る
と
い
う
意
味
で
〝
保
守
党
の
ラ
イ
バ
ル
政
党
〟
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
保
守
党
の
そ
れ
と
類
似
す
る
部
分
も
少
な

く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
二
四
年
の
労
働
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
当
時
労
働
党
が
政
府
与
党
で
、
し
か
も
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
内
容
も
当
然
保
守
党
と
は
大
幅
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
で
の
比
較
・
分
析
は
省
略
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

・「
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
が
獲
得
し
た
給
与
増
や
雇
用
確
保
、
そ
し
て
貿
易
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
の
繁
栄
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
社
会

主
義
と
い
う
手
段
で
は
な
く
、
労
使
間
の
協
力
や
善
意
と
い
う
手
段
こ
そ
重
要
」
だ
と
し
て
、
一
九
二
四
年
保
守
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
は

）
〇
五
五
（
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（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六
〇

見
ら
れ
な
か
っ
た
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
的
「
労
使
間
の
安
定
」
に
関
す
る
言
及
が
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
数
か
月
前
の
『
今
後
の
展
望
』
刊
行
と
、
そ
の
内
容
的
影
響
も
存
外
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

・「
保
険
法
の
一
層
の
拡
充
と
そ
れ
に
伴
う
完
全
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
今
や
国
家
的
急
務
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
第
一

次
世
界
大
戦
勃
発
前
か
ら
そ
の
先
鞭
を
切
っ
て
い
た
の
は
わ
が
自
由
党
」
と
し
た
う
え
で
、
救
貧
法
に
基
づ
く
支
援
適
用
を
必
要
と
せ
ず

と
も
、
そ
れ
相
応
の
中
身
の
あ
る
恩
恵
が
該
当
者
と
そ
の
家
族
に
き
ち
ん
と
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
現
在
稼
働
中
の
様
々
な
社
会
保
険
・
経

済
保
険
計
画
を
修
正
・
強
化
」
す
る
こ
と
が
自
由
党
の
政
策
だ
と
訴
え
る
。
さ
ら
に
、
老
齢
年
金
・
寡
婦
年
金
・
在
学
中
の
孤
児
向
け
手

当
て
に
加
え
、
七
〇
歳
を
迎
え
る
前
に
健
康
を
害
し
た
家
計
の
担
い
手
を
、
救
貧
法
と
は
別
枠
で
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
、
醵
出
型
保
険

政
策
（a com

prehensive policy of contributory insurance

）
な
ど
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。

・
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
、「
今
や
国
民
は
、
三
党
の
オ
プ
シ
ョ
ン
か
ら
一
つ
を
選
び
出
せ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
平
和
を
模
索

し
、
社
会
改
良
と
国
家
的
発
展
を
追
求
す
る
自
由
党
政
権
に
力
を
貸
す
機
会
が
あ
る
一
方
、
進
歩
に
対
す
る
抵
抗
を
考
え
る
こ
と
も
辞
さ

な
い
機
会＜

※
引
用
者
註
・
保
守
党
政
権
の
誕
生＞
や
、
こ
の
国
の
繁
栄
の
礎
と
な
っ
て
き
た
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
全
体
を
破
壊
す
る
か

の
よ
う
な
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
実
験
な
ら
び
に
実
現
不
可
能
な
計
画
を
行
わ
せ
る
機
会＜

※
引
用
者
註
・
労
働
党
政
権
の
継
続＞

も
、
国
民

に
は
残
さ
れ
て
い
る
」
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
権
党
と
し
て
の
自
由
党
再
生
・
復
活
を
呼
び
か
け
て
い
る
（
30
）

。（
傍
線
引
用
者
）

戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
や
そ
の
哲
学
性
を
考
え
る
う
え
で
、
自
由
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の

内
容
は
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
上
記
の
と
お
り
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
類
似
性
を
は
じ
め
、
相
互

関
連
性
な
ど
も
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
当
時
の
自
由
党
も
、「
労
使
間
の
平
和
や
安
定
、
協
力
ま
た
は

協
調
」
を
そ
れ
な
り
に
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
保
守
党
の
場
合
、
元
来
右
派
政
党
ゆ
え
の
複
雑
な

）
〇
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
一

「
党
内
事
情
」
の
た
め
、〝
保
守
〟
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
が
控
え
目
に
な
っ
て
い
っ
た
（
い
か
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
）
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
る
。

逆
に
、
保
険
制
度
に
代
表
さ
れ
る
国
家
・
政
府
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
は
、
積
極
的
自
由
主
義
に
基
づ
く
拡
張
国
家
論
、
あ
る
い
は
現
代

型
の
積
極
的
自
由
主
義
、
即
ち
政
府
介
入
を
容
認
す
る
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
31
）

に
立
脚
し
た
「
自
由
党
」
と
明
確
に
一
線
を
画
す
こ
と

こ
そ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
役
割
な
い
し
目
標
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
弱
者
保
護
や
社
会
改
良
を
相
対
的
に
重
視
す
る
。
一
方
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
は
、〝
国
家
・
政
府
〟
以
上
に
フ
レ

ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
な
ど
〝
第
三
の
非
国
家
的
ア
ク
タ
ー
〟
を
よ
り
重
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
32
）

。

以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
は
〝
新
興
〟
の
労
働
党
や
社
会
主
義
の
抬
頭
だ
け
で
な
く
、
保
守
党
と

同
じ
〝
老
舗
〟
自
由
党
の
存
在
や
政
策
を
も
そ
れ
な
り
に
意
識
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
基

本
的
に
「
右
派
」
で
あ
り
な
が
ら
、
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
と
個
人
主
義
、
両
サ
イ
ド
の
「
中
道
」
を
志
向
す
る
保
守
主
義
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
内
容
の
比
較
・
分
析
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
当
時
の
保
守
党
や

保
守
主
義
思
想
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
自
由
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
が
一
定
の
政
治
思
想
的
影
響
を
お
よ
ぼ
せ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
（P

hilip W
illiam

son

）
ら
の
最
新
か
つ
有
力
な
先
行
研
究
成
果
を

踏
ま
え
つ
つ
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
性

『
今
後
の
展
望
』
に
象
徴
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〝
文
書
篇
〟
に
は
、
如
何
な
る
保
守
主
義
理
念
な
い
し
哲
学
性

）
〇
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
一

「
党
内
事
情
」
の
た
め
、〝
保
守
〟
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
が
控
え
目
に
な
っ
て
い
っ
た
（
い
か
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
）
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
る
。

逆
に
、
保
険
制
度
に
代
表
さ
れ
る
国
家
・
政
府
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
は
、
積
極
的
自
由
主
義
に
基
づ
く
拡
張
国
家
論
、
あ
る
い
は
現
代

型
の
積
極
的
自
由
主
義
、
即
ち
政
府
介
入
を
容
認
す
る
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
31
）

に
立
脚
し
た
「
自
由
党
」
と
明
確
に
一
線
を
画
す
こ
と

こ
そ
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
役
割
な
い
し
目
標
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
も
弱
者
保
護
や
社
会
改
良
を
相
対
的
に
重
視
す
る
。
一
方
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
は
、〝
国
家
・
政
府
〟
以
上
に
フ
レ

ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
な
ど
〝
第
三
の
非
国
家
的
ア
ク
タ
ー
〟
を
よ
り
重
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
32
）

。

以
上
の
分
析
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
は
〝
新
興
〟
の
労
働
党
や
社
会
主
義
の
抬
頭
だ
け
で
な
く
、
保
守
党
と

同
じ
〝
老
舗
〟
自
由
党
の
存
在
や
政
策
を
も
そ
れ
な
り
に
意
識
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
基

本
的
に
「
右
派
」
で
あ
り
な
が
ら
、
ス
テ
イ
テ
ィ
ズ
ム
と
個
人
主
義
、
両
サ
イ
ド
の
「
中
道
」
を
志
向
す
る
保
守
主
義
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
内
容
の
比
較
・
分
析
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
当
時
の
保
守
党
や

保
守
主
義
思
想
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
自
由
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
そ
の

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
が
一
定
の
政
治
思
想
的
影
響
を
お
よ
ぼ
せ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
（P

hilip W
illiam

son

）
ら
の
最
新
か
つ
有
力
な
先
行
研
究
成
果
を

踏
ま
え
つ
つ
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　『
今
後
の
展
望
』
に
見
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
性

『
今
後
の
展
望
』
に
象
徴
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〝
文
書
篇
〟
に
は
、
如
何
な
る
保
守
主
義
理
念
な
い
し
哲
学
性

）
〇
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六
二

が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
述
の
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
に
対
す
る
一
定
の
答
え
も
導
き

出
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
理
論
的
体
系
に
乏
し
い
と
さ
れ
る
保
守
主
義
で
は
あ
る
が
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者

ハ
ー
ン
シ
ョ
ウ
（F

. J. C
. H

earnshaw

）
に
よ
る
と
、
保
守
主
義
を
構
成
し
て
い
る
伝
統
的
な
諸
原
理
に
は
以
下
の
一
二
項
目
が
あ
る
と

さ
れ
る

─
「
過
去
に
対
す
る
崇
敬
の
念
」「
有
機
体
的
社
会
観
」「
共
同
体
の
団
結
」「
国
家
構
造
の
持
続
性
」「
革
命
に
対
す
る
異
議
申

し
立
て
」「
慎
重
か
つ
漸
進
的
改
革
へ
の
支
持
」「
国
家
の
も
つ
宗
教
的
基
盤
」「
正
統
性
あ
る
権
威
の
神
聖
視
」「
権
利
よ
り
も
義
務
を
重

視
す
る
こ
と
」「
個
性
と
共
同
性
の
尊
重
」「
忠
誠
心
」、
そ
し
て
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
リ
ア
リ
ズ
ム
・
実
用
性
（
33
）

」。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
基
準
や
類
型
に
関
し
て
は
唯
一
絶
対
と
い
う
も
の
は
な
く
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
や
分
け
方
も
異
な
っ
て

お
り
、
分
類
上
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
は
い
え
、
か
か
る
一
二
項
目
の
諸
原
理
が
、
大
体
に
お
い
て
保
守
主
義

共
通
の
理
念
な
い
し
哲
学
的
価
値
に
合
致
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
諸
原
理
を
概
観
し
て
み
る
と
、『
今
後
の
展
望
』
で
示
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
も
当
て
は
ま
り
、

特
に
強
調
さ
れ
た
代
表
的
な
哲
学
的
側
面
と
し
て
、「
共
同
体
の
団
結
」「
権
利
よ
り
も
義
務
を
重
視
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
個
性
と
共

同
性
の
尊
重
」
と
い
う
少
な
く
と
も
三
つ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
、
保
守
党
と
か
自
由
党
と
い
っ
た
党
派
性

を
超
越
し
た
、
普
遍
的
か
つ
抽
象
的
な
理
念
な
い
し
哲
学
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
て
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
諸
原
理
を
通
じ
て
、「
国
家
・
政
府
」
と
「
個
人
」
の
中
間
に
あ
る

─

例
え
ば
前
述
し
た
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
な
ど
を
含
め
た

─
「
社
会
」
の
総
合
的
役
割
や
そ
れ
を
通
じ
て
の
個
々
人
に
よ
る

他
者
（
公
共
／
社
会
）
へ
の
「
奉
仕
」（service

）
を
重
視
す
る
哲
学
に
発
展
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。「
義
務
」
や
他
者
へ
の
「
奉
仕
」

）
〇
五
九
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
三

は
何
に
も
ま
し
て
大
切
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
様
々
な
権
利
や
特
権
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
マ
ン
ト
ラ
を
繰
り
返
し
力
説
し
た
の

が
一
九
二
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
（
34
）

。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
、
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
最
後
の
演
説

集S
ervice of O

u
r L

ives

所
収
の
あ
る
演
説
に
お
い
て
、 ‘voluntary associations ’ 

を
通
じ
て
の
「
個
人
の
自
由
」
の
発
展
を
強
調
し

て
い
る
（
35
）

。

さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
研
究
第
一
人
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
状
況
下
で
「
夥
し
い
ほ
ど
数
多
く
存
在
し
た
思
想
の
糸

─
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、

理
想
主
義
、
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
ト
ー
リ
ー
主
義
、
帝
国
主
義

─
は
、
国
民
的
団
結
の
促
進
と
、
最
高
の
公
共
的
価
値
の
中
で

も
と
り
わ
け
奉
仕
の
倫
理
（an ethic of service

）
を
、
共
に
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
が
実
現
を
目
指
す
た
め
に
採
用
す
る
提
案
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
（
36
）

」。（
傍
線
引
用
者
）

以
上
の
点
か
ら
、
序
説
で
紹
介
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
の
主
張
と
は
一
部
異
な
り
、
一
九
二
四
年
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム

（
党
首
演
説
と
党
政
策
文
書
）
に
は
、
保
守
主
義
に
関
連
し
た
諸
原
理
な
い
し
伝
統
的
哲
学
の
強
調
が
見
出
せ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
点
に

関
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
も
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
一
定
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
結
　
語

本
稿
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
研
究
に
関
す
る
現
時
点
で
の
最
終
報
告
と
な
る
。

先
ず
、
本
稿
で
主
な
考
察
対
象
と
な
っ
た
一
九
二
四
年
の
二
大
党
政
策
文
書
の
う
ち
、『
今
後
の
展
望
』
が
保
守
党
支
持
拡
充
用
な
い

）
〇
五
〇
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
三

は
何
に
も
ま
し
て
大
切
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
様
々
な
権
利
や
特
権
も
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
マ
ン
ト
ラ
を
繰
り
返
し
力
説
し
た
の

が
一
九
二
〇
年
代
～
一
九
三
〇
年
代
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
だ
っ
た
（
34
）

。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
自
身
、
一
九
三
七
年
に
出
版
さ
れ
た
最
後
の
演
説

集S
ervice of O

u
r L

ives

所
収
の
あ
る
演
説
に
お
い
て
、 ‘voluntary associations ’ 

を
通
じ
て
の
「
個
人
の
自
由
」
の
発
展
を
強
調
し

て
い
る
（
35
）

。

さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
研
究
第
一
人
者
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
状
況
下
で
「
夥
し
い
ほ
ど
数
多
く
存
在
し
た
思
想
の
糸

─
キ
リ
ス
ト
教
主
義
、

理
想
主
義
、
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
ト
ー
リ
ー
主
義
、
帝
国
主
義

─
は
、
国
民
的
団
結
の
促
進
と
、
最
高
の
公
共
的
価
値
の
中
で

も
と
り
わ
け
奉
仕
の
倫
理
（an ethic of service

）
を
、
共
に
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の

思
想
が
実
現
を
目
指
す
た
め
に
採
用
す
る
提
案
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
（
36
）

」。（
傍
線
引
用
者
）

以
上
の
点
か
ら
、
序
説
で
紹
介
し
た
ラ
ム
ス
デ
ン
の
主
張
と
は
一
部
異
な
り
、
一
九
二
四
年
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム

（
党
首
演
説
と
党
政
策
文
書
）
に
は
、
保
守
主
義
に
関
連
し
た
諸
原
理
な
い
し
伝
統
的
哲
学
の
強
調
が
見
出
せ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
点
に

関
し
て
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
も
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
一
定
の
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
結
　
語

本
稿
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
研
究
に
関
す
る
現
時
点
で
の
最
終
報
告
と
な
る
。

先
ず
、
本
稿
で
主
な
考
察
対
象
と
な
っ
た
一
九
二
四
年
の
二
大
党
政
策
文
書
の
う
ち
、『
今
後
の
展
望
』
が
保
守
党
支
持
拡
充
用
な
い

）
〇
五
〇
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六
四

し
党
内
「
進
歩
派
（
左
派
）」
向
け
の
〝
攻
め
〟
の
内
容
だ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
点
で
か
な
り
ト
ー
ン
・
ダ
ウ
ン
し
た
一
九
二
四
年
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
保
守
党
支
持
固
め
用
も
し
く
は
党
内
「
保
守
派
（
右
派
）」
向
け
の
〝
守
り
〟
の
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（
一
九
二
四
年
）
の
政
治
思
想
的
意
義
は
、「
反
・
積
極
国
家
論
（
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
自
由
党
）」

な
ら
び
に
「
反
・
社
会
主
義
（
労
働
党
）」
と
い
う
形
で
の
保
守
主
義
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
あ
っ
た
点
に
、
加
え
て
「
脱
・
ボ
ナ
＝
ロ
ー
保
守

主
義
（
戦
前
復
帰
型
の
消
極
的
な
保
守
主
義
）」
あ
る
い
は
「
脱
・
関
税
改
革
（
保
護
貿
易
主
義
）」
の
中
間
的
で
中
道
的
な
『
新
し
い
』
保
守

主
義
を
定
式
化
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

本
格
的
な
大
衆
民
主
主
義
と
集
産
主
義
化
の
時
代
に
入
っ
た
「
戦
間
期
」（
と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
終
了
直
後
・
一
九
二
〇
年
代
初
頭
）

の
イ
ギ
リ
ス
政
治
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
一
種
の
〝
過
渡
期
な
い
し
転
換
期
〟
の
政
治
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
左
・
右
」
両
派
に
加
え
、「
新
・
旧
」
両
派
の
各
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
対
抗
で
き
る
比
較
的
穏
健
な
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
が
必
要
と
さ
れ
、

そ
こ
に
当
時
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
が
、
文
字
ど
お
り
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
し
て
入
り
込
む
（
一
定
程
度

受
容
さ
れ
る
）
余
地
も
生
ま
れ
た
（
37
）

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
文
書
化
し
た
成
果
物
・『
今
後
の
展
望
』
か
ら
見
た
そ
の
哲
学
性
は
、「
国

家
」
と
「
個
人
」
に
加
え
、「
社
会
」
も
重
視
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
「
奉
仕
」
や
「
義
務
」
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
奉
仕
と
い
う
道
徳
性
を
も
重
視
し
た
理
想
主
義
的
保
守
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る

内
容
で
あ
り
哲
学
で
も
あ
っ
た
。
一
九
二
四
年
と
い
う
短
い
期
間
と
は
い
え
、
前
述
し
た
過
渡
期
に
党
と
し
て
の
あ
り
方
を
模
索
す
る

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
党
が
『
イ
ギ
リ
ス
憲
政
史
上
初
の
労
働
党
政
権
に
対
峙
す
る
義
務
を
負
っ
た
責
任
野
党
』
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
哲
学
性
の
強
調
も
必
要
か
つ
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

）
〇
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
五

し
た
が
っ
て
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
野
党
党
首
時
代
（
一
九
二
四
年
）
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
に
は
、
彼

特
有
の
個
人
的
態
度
や
反
応
に
関
す
る
内
容
は
も
と
よ
り
、
基
本
的
な
保
守
の
価
値
観
・
哲
学
の
再
強
調
も
し
く
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
含

ま
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

因
み
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
学
の
泰
斗
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（A

ndrew
 G

am
ble

）
は
、
実
際
の
政
治
的
慣
行
の
一
部
を
思
想
が
構
成
す
る
場
合
の
み
、

思
想
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
基
盤
と
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
（
例
え
ば
普
通
選
挙
制
の
導

入
な
ど
）
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（
38
）

。
だ
と
す
れ
ば
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
政

治
思
想
的
側
面
を
考
察
す
る
場
合
、
当
時
に
お
け
る
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
着
と
い
っ
た
政
治
面
で
の
変
質
に
加
え
、
小
選
挙
区
制
や

二
党
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
型
政
治
シ
ス
テ
ム
特
有
の
影
響
・
効
果
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
九
二
〇
年
代
と
い
う
自
由
党
、
労
働
党
と
の
「
三
党
鼎
立
」
状
態
の
中
で
当
時
の
保
守
党
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
や
戦
略
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
所
以
で
も
あ
る
。

以
上
の
総
合
的
な
考
察
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
が
政
治
思
想
的
に
は
「
中
道
的
保
守
主
義
」
と
し
て
評
価
で

き
る
可
能
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
ル
ー
ツ
の
一
つ
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会

主
義
（C

hristian S
ocialism

）
と
の
関
連
性
に
加
え
、
彼
の
前
任
党
首
・
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
保
守
主
義
を
新
た
な
研
究
課
題
と
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

（
1
） 

広
義
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（
新
し
い
保
守
主
義
）
は
、
一
九
二
四
年
上
半
期
に
野
党
党
首
の
立
場
で
行
わ
れ
た
一
連
の
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
（
遊
説
）
を
報
道
機
関
が
紹
介
す
る
際
に
用
い
た
「
呼
称
」
で
あ
る
。
狭
義
で
は
、
か
か
る
演
説
や
党
文
書
な
ど
を
通
じ
て
表
明

）
〇
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
五

し
た
が
っ
て
、
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
思
想
に
対
す
る
野
党
党
首
時
代
（
一
九
二
四
年
）
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
貢
献
に
は
、
彼

特
有
の
個
人
的
態
度
や
反
応
に
関
す
る
内
容
は
も
と
よ
り
、
基
本
的
な
保
守
の
価
値
観
・
哲
学
の
再
強
調
も
し
く
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
含

ま
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

因
み
に
イ
ギ
リ
ス
政
治
学
の
泰
斗
ギ
ャ
ン
ブ
ル
（A

ndrew
 G

am
ble

）
は
、
実
際
の
政
治
的
慣
行
の
一
部
を
思
想
が
構
成
す
る
場
合
の
み
、

思
想
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
基
盤
と
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
（
例
え
ば
普
通
選
挙
制
の
導

入
な
ど
）
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
（
38
）

。
だ
と
す
れ
ば
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
政

治
思
想
的
側
面
を
考
察
す
る
場
合
、
当
時
に
お
け
る
大
衆
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
着
と
い
っ
た
政
治
面
で
の
変
質
に
加
え
、
小
選
挙
区
制
や

二
党
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
型
政
治
シ
ス
テ
ム
特
有
の
影
響
・
効
果
に
つ
い
て
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
九
二
〇
年
代
と
い
う
自
由
党
、
労
働
党
と
の
「
三
党
鼎
立
」
状
態
の
中
で
当
時
の
保
守
党
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
や
戦
略
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
所
以
で
も
あ
る
。

以
上
の
総
合
的
な
考
察
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
が
政
治
思
想
的
に
は
「
中
道
的
保
守
主
義
」
と
し
て
評
価
で

き
る
可
能
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
今
後
は
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
ル
ー
ツ
の
一
つ
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会

主
義
（C

hristian S
ocialism

）
と
の
関
連
性
に
加
え
、
彼
の
前
任
党
首
・
ボ
ナ
＝
ロ
ー
の
保
守
主
義
を
新
た
な
研
究
課
題
と
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

（
1
） 

広
義
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（
新
し
い
保
守
主
義
）
は
、
一
九
二
四
年
上
半
期
に
野
党
党
首
の
立
場
で
行
わ
れ
た
一
連
の
ボ
ー

ル
ド
ウ
ィ
ン
演
説
（
遊
説
）
を
報
道
機
関
が
紹
介
す
る
際
に
用
い
た
「
呼
称
」
で
あ
る
。
狭
義
で
は
、
か
か
る
演
説
や
党
文
書
な
ど
を
通
じ
て
表
明

）
〇
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六
六

さ
れ
た
「
保
守
党
（
統
一
党
）
政
策
の
刷
新
、
党
路
線
の
再
検
討
」
に
関
す
る
彼
独
自
の
立
場
や
考
え
方
（
例
え
ば
、
今
後
は
自
由
党
で
は
な
く
労

働
党
に
対
抗
し
て
い
く
必
要
性
、
穏
健
な
社
会
改
良
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
の
重
要
性
な
ど
）
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
サ
ッ
チ
ャ

リ
ズ
ム
（T

hatcherism

）
に
代
表
さ
れ
る
ネ
オ
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
（N

eo C
onservatism

）
と
は
異
な
り
、
古
典
的
な
自
由
放
任
主
義

の
性
格
は
さ
ほ
ど
強
く
な
い
。

ま
た
、
当
時
保
守
党
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
分
離
・
独
立
に
反
対
し
連
合
王
国
（the U

nited K
ingdom

）
維
持
の
立
場
を
強
調
す
る
た
め
、

「
統
一
党
」（U

nionists

）
と
い
う
名
称
も
併
用
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
「
保
守
党
」
と
い
う
党
名
を
使
用
す
る
が
、
党
文

書
や
新
聞
記
事
な
ど
当
時
の
史
資
料
を
直
接
引
用
す
る
場
合
は
、
原
文
に
従
っ
て
「
統
一
党
」
と
い
う
名
称
も
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
） 

実
際
に
は
、
保
守
党
文
書
の
監
修
担
当
者
バ
ハ
ン
（John B

uchan

）
が
執
筆
し
た
も
の
を
、
当
時
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
副
官
的
存
在
だ
っ
た

ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（N

evil C
ham

berlain

）
が
ま
と
め
る
形
で
刊
行
さ
れ
た

（
3
） John R

am
sden, T

h
e A

ge of B
alfou

r an
d

 B
ald

w
in

 1902-1940 

（L
ondon: L

ongm
an

） 1978, p. 207.

（
4
） 

主
要
三
党
の
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
お
よ
び
一
九
二
四
年
総
選
挙
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。（
　
）
内
の
数
字
は
得
票
率
。

定
数
六
一
五
議
席

一
九
二
三
年
総
選
挙

保
守
党
二
五
八
議
席
（
三
八
・
一
％
）
労
働
党
一
九
一
議
席
（
三
〇
・
五
％
）
自
由
党
一
五
九
議
席
（
二
九
・
六
％
）

一
九
二
四
年
総
選
挙

保
守
党
四
一
九
議
席
（
四
八
・
三
％
）
労
働
党
一
五
一
議
席
（
三
三
・
〇
％
）
自
由
党
　
四
〇
議
席
（
一
七
・
六
％
）

R
oger M

ortim
ore and A

ndrew
 B

lick 

（eds.

）, B
u

tler’s B
ritish

 P
olitical F

acts 

（L
ondon: P

algrave M
acm

illan

） 2018, p. 377.

（
5
） B

ill S
chw

arz, “C
onservatives and C

orporatism
”, N

ew
 L

eft R
eview

, 166, 1987, p. 113.

K
eith M

iddlem
as, P

olitics in
 In

d
u

strial S
ociety  T

h
e E

xperien
ce of th

e B
ritish

 S
ystem

 sin
ce 1911 

（L
ondon: A

ndré D
eutsch

） 

1979, pp. 20-21, p. 169.

（
6
） 

L
ookin

g A
h

ead
: A

 R
e-statem

en
t of U

n
ion

ist P
rin

ciples an
d

 A
im

s 

（N
ational U

nionist A
ssociation

） 1924, pp. 1-4.

（
7
） 

周
知
の
よ
う
に
「
保
守
主
義
」
に
は
、
人
間
の
も
つ
心
理
的
傾
向
と
し
て
の
保
守
主
義
（
自
然
的
保
守
主
義
）
と
、
保
守
党
と
い
う
政
党
の
教

義
な
い
し
信
条
を
表
す
保
守
主
義
（
政
治
的
・
近
代
的
保
守
主
義
）
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

）
〇
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
七

C
f. H

ugh C
ecil, C

on
servatism

 

（L
ondon: W

illiam
 and N

orgate

） 1921.

（
栄
田
卓
弘
訳
『
保
守
主
義
と
は
何
か
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
七
九
年
を
参
照
）。

本
稿
で
は
保
守
主
義
を
後
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
」（B

aldw
in ’s C

onservatism
）

と
言
う
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
る
一
連
の
（
レ
ト
リ
ッ
ク
も
含
め
た
）
政
治
的
言
説
と
行
為
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た

具
体
的
な
戦
略
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
政
策
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
全
て
の
根
底
を
成
し
て
い
る
、
保
守
党
政
治
家
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
個
人
の
政
治
信
条
・

価
値
観
・
思
想
な
ど
を
意
味
す
る
。

（
8
） 

L
ookin

g A
h

ead, pp. 4-5.

（
9
） 

鉄
器
製
造
業
経
営
を
家
業
と
す
る
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
は
、
元
来
、
党
内
を
代
表
す
る
関
税
改
革
論
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
与
党
内

で
疑
問
視
す
る
声
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
刻
化
し
た
失
業
増
へ
の
対
応
な
ら
び
に
活
発
化
す
る
労
働
運
動
対
策
と
そ
の
た
め
の
社
会
保

障
財
源
確
保
の
一
環
と
し
て
、（
こ
れ
ま
で
大
英
帝
国
の
経
済
的
繁
栄
を
貿
易
面
で
支
え
て
き
た
伝
統
的
な
「
自
由
貿
易
政
策
」
を
放
棄
す
る
代
わ

り
に
、
輸
入
産
品
に
保
護
関
税
を
導
入
す
る
）
一
連
の
関
税
改
革
政
策
が
一
九
二
三
年
総
選
挙
の
政
府
・
与
党
公
約
と
し
て
採
用
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
前
回
一
九
二
二
年
総
選
挙
時
の
党
首
（
首
相
）
ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
「
今
議
会
が
終
了
す
る
ま
で
、
国
の
財
政
制
度
に
抜
本
的
な
変
更
は
加

え
な
い
」
と
公
約
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
か
つ
て
ジ
ョ
セ
フ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（Joseph C

ham
berlain

）
の
音
頭
で
関
税
改
革
を
提
案
し
、

野
党
・
自
由
党
に
大
敗
し
た
一
九
〇
六
年
総
選
挙
（
定
数
六
七
〇
議
席
　
保
守
党
一
五
七
議
席
、
自
由
党
四
〇
〇
議
席
、
労
働
党
三
〇
議
席
）
の
二

の
舞
を
避
け
る
意
図
が
あ
っ
た
。
関
税
改
革
の
支
持
者
は
保
守
党
支
持
基
盤
で
あ
る
農
村
地
域
な
ど
生
産
者
層
に
比
較
的
多
く
、
逆
に
自
由
党
や
労

働
党
の
地
盤
で
あ
る
都
市
部
・
消
費
者
層
は
自
由
貿
易
の
支
持
者
が
相
対
的
に
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
税
改
革
、
即
ち
保
護
主
義
導
入
を
通

じ
て
購
入
面
で
選
択
の
自
由
（
幅
）
が
狭
ま
り
、「
割
高
な
の
に
美
味
し
く
な
い
パ
ン
」
を
買
わ
さ
れ
る
不
利
益
を
都
市
部
の
消
費
者
層
や
労
働
者

階
級
が
懸
念
す
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
関
税
改
革
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
、
伝
統
的
な
自
由
貿
易
の
擁
護
者
を
自
任
す
る
自
由
党
と
相
対
的
低
所
得
者
層
を
支
持
基
盤
と
す

る
労
働
党
は
、「
関
税
改
革
反
対
」
を
掲
げ
て
保
守
党
に
対
抗
し
、
連
携
・
協
力
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
選
挙
結
果
は
そ
の
懸
念
ど
お
り

）
〇
五
九
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
七

C
f. H

ugh C
ecil, C

on
servatism

 

（L
ondon: W

illiam
 and N

orgate

） 1921.

（
栄
田
卓
弘
訳
『
保
守
主
義
と
は
何
か
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
七
九
年
を
参
照
）。

本
稿
で
は
保
守
主
義
を
後
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
保
守
主
義
」（B

aldw
in ’s C

onservatism

）

と
言
う
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
党
首
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
る
一
連
の
（
レ
ト
リ
ッ
ク
も
含
め
た
）
政
治
的
言
説
と
行
為
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た

具
体
的
な
戦
略
的
ア
プ
ロ
ー
チ
や
政
策
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
全
て
の
根
底
を
成
し
て
い
る
、
保
守
党
政
治
家
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
個
人
の
政
治
信
条
・

価
値
観
・
思
想
な
ど
を
意
味
す
る
。

（
8
） 

L
ookin

g A
h

ead, pp. 4-5.

（
9
） 
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ボ
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ド
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税
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っ
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す
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。
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の
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は
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れ
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不
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を
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携
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ら
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そ
し
て
選
挙
結
果
は
そ
の
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念
ど
お
り
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（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
六
八

と
な
り
、
保
守
党
は
総
選
挙
に
敗
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
初
め
て
下
野
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
総
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註

（
４
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

Ibid., pp. 5-6.

（
11
） 

Ibid., pp. 6-7.

（
12
） 

Ibid
., p. 7.

（
13
） 

Ibid., pp. 7-8.

（
14
） 

Ibid., pp. 8-9.

（
15
） 

Ibid., pp. 9-10.

（
16
） 

財
産
所
有
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
建
設
的
保
守
主
義
と
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
党

─
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
を
め
ぐ
る
新
地
平
─
」（『
政
経
研
究
』
第
五
八
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
。

（
17
） 

Ibid., p. 10.

（
18
） 

Ibid., pp. 10-11.

（
19
） 

Ibid., p. 11.

（
20
） 

Ibid., p. 12.

（
21
） 

Ibid., p. 12.

（
22
） 

Ibid., pp. 12-13.

（
23
） 

Ibid., p. 13.

（
24
） 

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
「
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
序
説
で
示
し
た
拙
稿
（『
日
本
法
学
』
第
八
七
巻
第
二

号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
二
一
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
25
） 

ボ
ナ
＝
ロ
ー
は
、
カ
ナ
ダ
に
生
ま
れ
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
鉄
鋼
業
者
と
し
て
成
功
し
た
経
歴
を
も
つ
保
守
党
政
治
家
（
党
首
・
首
相
）
で
あ
る
。

中
産
階
級
出
の
保
守
党
党
首
と
い
う
面
で
、
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
と
の
共
通
点
が
あ
る
。
一
九
二
二
年
総
選
挙
で
は
党
首
・
首
相
と
し
て
保
守
党
に
大

）
〇
五
〇
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
）

二
六
九

勝
利
を
も
た
ら
し
た
が
、
病
気
が
悪
化
し
翌
年
辞
任
し
た
結
果
、
蔵
相
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
後
継
の
首
相
・
党
首
に
就
任
し
た
。

（
26
） C

f. “C
onservative P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1922 M

r B
onar L

aw
’s election address ”, in Iain D

ale w
ith an 

introduction by A
listair B

. C
ooke, C

on
servative P

arty G
en

eral E
lection

 M
an

ifestos 1900-1997 

（L
ondon: R

outledge

） 2000, pp. 

23-25.

（
27
） 

“C
onservative P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1923 M

r S
tanley B

aldw
in ’s election address ”, op. cit., pp. 26-29.

（
28
） 

イ
ギ
リ
ス
の
フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
は
、
産
業
革
命
と
ほ
ぼ
同
時
進
行
で
登
場
し
て
き
た
と
さ
れ
、
基
本
的
に
は
「
相
互
扶
助
活
動

を
中
心
と
し
、
宴
会
を
開
い
た
り
、
会
を
誇
示
す
る
行
事
を
催
し
た
り
す
る
自
発
的
結
社
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
機
能
面
で
は
「
基
金
積
立
協
会

と
「
収
益
分
配
協
会
」
と
に
大
別
さ
れ
る
（
篠
塚
信
義
）。

フ
レ
ン
ド
リ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
篠
塚
信
義
「
産
業
革
命
と
民
衆
の
結
社
　
友
愛
協
会
」（
川
北
稔
編
・
綾
部
恒
雄
監
修

『
結
社
の
イ
ギ
リ
ス
史
　
ク
ラ
ブ
か
ら
帝
国
ま
で
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
一
一
八
─
一
三
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
29
） 

“C
onservative P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1924 M

r S
tanley B

aldw
in ’s election address ” ,op. cit., p. 31. p. 33.

（
30
） 

“L
iberal P

arty G
eneral E

lection M
anifesto 1924 T

he L
iberal M

anifesto ”, in Iain D
ale w

ith an introduction by D
uncan 

B
rack, L

iberal P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos 1900-1997 

（L
ondon: R

outledge

） 2000, pp. 47-48.

貧
民
救
済
法
令
の
総
称
で
あ
る
救
貧
法
（P

oor L
aw

s

）
と
し
て
は
、
一
六
〇
一
年
に
従
来
の
関
連
諸
法
を
統
括
し
た
も
の
に
加
え
、
産
業
革
命

後
の
一
八
三
四
年
に
改
正
さ
れ
、
救
貧
行
政
を
国
家
責
任
と
し
た
新
救
貧
法
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
31
） 

ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
周
知
の
よ
う
に
消
極
的
な
古
典
的
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、
社
会
を
改
良
す
る
た
め
国
家
、
即
ち
中
央
政
府
の

介
入
を
容
認
し
た
積
極
的
自
由
主
義
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
主
に
一
九
〇
八
～
一
九
一
一
年
に
か
け
て
自
由
党
政
権

下
で
制
度
化
さ
れ
た
一
連
の
社
会
立
法
と
し
て
、
健
康
保
険
・
失
業
保
険
制
度
、
児
童
の
栄
養
改
善
と
保
健
、
職
業
紹
介
制
度
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「
人
民
予
算
」（P

eople ’s B
udget

）
案
（
社
会
福
祉
を
実
現
し
そ
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
社
会
的
弱

者
や
貧
困
層
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
代
わ
り
に
、
土
地
所
有
者
な
ど
富
裕
層
を
増
税
の
対
象
と
し
て
、
当
時
の
蔵
相
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
た
極
め
て
急
進
的
な
内
容
の
予
算
案
）
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
野
党
・
保
守
党
と
の
攻
防
か
ら
生
ま
れ
た
一
九
一
一
年
議
会
法
に
基
づ
く
貴

）
〇
五
五
（



ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
（
渡
邉
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九
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ら
し
た
が
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病
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が
悪
化
し
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任
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た
結
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ン
が
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イ
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ソ
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互
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開
い
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り
、
会
を
誇
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る
行
事
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催
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る
自
発
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る
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ま
た
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面
で
は
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積
立
協
会

と
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収
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会
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と
に
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別
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る
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「
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友
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編
・
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監
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結
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イ
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ス
史
　
ク
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ブ
か
ら
帝
国
ま
で
』
山
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出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
一
一
八
─
一
三
三
頁
を
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の
こ
と
。
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29
） 

“C
onservative P

arty G
eneral E
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he L
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anifesto ”, in Iain D
ale w
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uncan 

B
rack, L

iberal P
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lection
 M

an
ifestos 1900-1997 

（L
ondon: R

outledge

） 2000, pp. 47-48.

貧
民
救
済
法
令
の
総
称
で
あ
る
救
貧
法
（P

oor L
aw

s
）
と
し
て
は
、
一
六
〇
一
年
に
従
来
の
関
連
諸
法
を
統
括
し
た
も
の
に
加
え
、
産
業
革
命

後
の
一
八
三
四
年
に
改
正
さ
れ
、
救
貧
行
政
を
国
家
責
任
と
し
た
新
救
貧
法
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
31
） 

ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
周
知
の
よ
う
に
消
極
的
な
古
典
的
自
由
主
義
と
は
異
な
り
、
社
会
を
改
良
す
る
た
め
国
家
、
即
ち
中
央
政
府
の

介
入
を
容
認
し
た
積
極
的
自
由
主
義
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
主
に
一
九
〇
八
～
一
九
一
一
年
に
か
け
て
自
由
党
政
権

下
で
制
度
化
さ
れ
た
一
連
の
社
会
立
法
と
し
て
、
健
康
保
険
・
失
業
保
険
制
度
、
児
童
の
栄
養
改
善
と
保
健
、
職
業
紹
介
制
度
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
一
九
〇
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「
人
民
予
算
」（P

eople ’s B
udget

）
案
（
社
会
福
祉
を
実
現
し
そ
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
社
会
的
弱

者
や
貧
困
層
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
代
わ
り
に
、
土
地
所
有
者
な
ど
富
裕
層
を
増
税
の
対
象
と
し
て
、
当
時
の
蔵
相
ロ
イ
ド
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
よ
っ
て

提
出
さ
れ
た
極
め
て
急
進
的
な
内
容
の
予
算
案
）
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
野
党
・
保
守
党
と
の
攻
防
か
ら
生
ま
れ
た
一
九
一
一
年
議
会
法
に
基
づ
く
貴

）
〇
五
五
（
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〇

族
院
改
革
、
即
ち
「
下
院
優
位
の
原
則
」
の
確
立
を
通
じ
て
、
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
流
れ
は
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

松
浦
高
嶺
『
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
一
三
八
─
一
三
九
頁
な
ど
を
参
照
。

（
32
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
論
の
序
説
に
挙
げ
た
拙
稿
（『
日
本
法
学
』
第
八
七
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
二
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
） F

. J. C
. H

earnshaw
, C

on
servatism

 in
 E

n
glan

d
  A

n
 A

n
alytical, H

istorical, an
d

 P
olitical S

u
rvey 

（N
ew

 Y
ork: H

ow
ard 

F
ertig

） 1967, p. 22.

因
み
に
ハ
ー
ン
シ
ョ
ウ
は
『
今
後
の
展
望
』
に
つ
い
て
、
控
え
目
で
柔
ら
か
な
内
容
で
あ
り
、
当
時
特
に
必
要
だ
っ
た
「
平
静
と
い
う
雰
囲
気
」

と
「
安
定
と
い
う
感
覚
」
を
も
た
ら
す
た
め
に
計
算
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
、
ア
ン
チ
社
会
主
義
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
と
な
る
『
マ
イ
ル
ド
な
形
の

保
守
主
義
』
と
し
て
評
価
・
推
奨
し
て
い
る
。

Ibid
., p. 277.

（
34
） S

tuart B
all, “T

he P
rinciples of B

ritish C
onservatism

 from
 B

alfour to H
eath, c. 1910-75 ”, in R

ichard C
arr and B

radley W
. 

H
art 

（eds.

）, T
h

e F
ou

n
d

ation
 of th

e B
ritish

 C
on

servative P
arty  E

ssays on
 C

on
servatism

 from
 L

ord
 S

alisbu
ry to D

avid
 

C
am

eron 

（L
ondon: B

loom
sbury A

cadem
ic

） 2013, p. 31.

（
35
） S

tanley B
aldw

in, S
ervice of O

u
r L

ives   L
ast S

peech
es as P

rim
e M

in
ister 

（L
ondon: H

odder and S
toughton

） 1937, p. 164.

（
36
） P

hilip W
illiam

son, S
tan

ley B
ald

w
in

  C
on

servative lead
ersh

ip an
d

 n
ation

al valu
es 

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

P
ress

） 1999, p. 341.

な
お
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
で
保
守
主
義
者
も
自
由
主
義
者
も
共
有
し
て
い
た
諸
価
値
の
う
ち
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
に
よ
っ
て
（
大
戦
後
・
戦
間
期
に
）
新
た
に
表
明
さ
れ
た
価
値
と
し
て
、
立
憲
主
義
、
秩
序
あ
る
進
歩
、
社
会
的
調
和
、
階
級
性

の
無
さ
、
独
立
独
行
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
奉
仕
、
積
極
的
市
民
性
、
国
際
平
和
を
指
摘
し
て
い
る
。

Ibid., p. 348.

（
37
） F

rank O
’G

orm
an, B

ritish C
onservatism

   C
onservative T

hou
ght from

 B
urke to T

hatcher 

（N
ew

 Y
ork: L

ongm
an

） 1986, p. 42.

（
38
） A

ndrew
 G

am
ble, T

h
e C

on
servative N

ation 

（A
bington: R

outledge

） 2014, p. 2.
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議会制民主主義における政党の二面性

浅　井　直　哉

１ 　政党の二つの側面

本稿の目的は、議会制民主主義における政党の公的な側面と私的な

側面について、政党研究の立場から論点整理を行うとともに、今後の

検討課題を提起することにある。政党は、従来、社会の側から発生す

る私的な結社であり、私的な存在として位置づけられていた。議会制

民主主義において、政党は、社会の側における私的な存在にとどまら

ず、議会運営や政府の形成といった公的な領域においても存在してお

り、その意味において、政党を公的な存在として捉えることができる。

政党は、「現代政治の生命線」（Neumann １95６: １=１958: １）と称され、

「近代民主政治は政党によるのでなければ考えられない」（Schattshneider 

１942: １=１9６2: １）と論じられてきた。「現代政治」や「近代民主政治」と

いう用語について解釈の余地が生じ得るとしても、複数政党制と普通

選挙を通じて民主主義が実践されるという点において、政党は、議会

制民主主義が機能するのに不可欠な存在として位置づけられる。

議会制民主主義は、政党が民意に適切に反応し、人々の意見や利益

を代表し、選挙で競合することによって機能する。言い換えると、政

党が有権者から政府の形成に至る諸部分を結びつける連結構造として

の役割を担うことによって、議会制民主主義が機能する（岩崎 2002: 9６）。

政党は、社会の側における利益を集約し、表明するという点において

私的な領域で活動し、議会において諸利益を政策案としてまとめあげ、

論　説

）
三
五
二
（

141



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
九
〇

議会制民主主義における政党の二面性

浅　井　直　哉

１ 　政党の二つの側面

本稿の目的は、議会制民主主義における政党の公的な側面と私的な

側面について、政党研究の立場から論点整理を行うとともに、今後の

検討課題を提起することにある。政党は、従来、社会の側から発生す

る私的な結社であり、私的な存在として位置づけられていた。議会制

民主主義において、政党は、社会の側における私的な存在にとどまら

ず、議会運営や政府の形成といった公的な領域においても存在してお

り、その意味において、政党を公的な存在として捉えることができる。

政党は、「現代政治の生命線」（Neumann １95６: １=１958: １）と称され、

「近代民主政治は政党によるのでなければ考えられない」（Schattshneider 

１942: １=１9６2: １）と論じられてきた。「現代政治」や「近代民主政治」と

いう用語について解釈の余地が生じ得るとしても、複数政党制と普通

選挙を通じて民主主義が実践されるという点において、政党は、議会

制民主主義が機能するのに不可欠な存在として位置づけられる。

議会制民主主義は、政党が民意に適切に反応し、人々の意見や利益
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党が有権者から政府の形成に至る諸部分を結びつける連結構造として
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政治的な決定を行うという点において、公的な領域で活動している。

政党が私的な領域と公的な領域とを結びつけるものであるとしても、

政党が公的な存在として承認されるには、選挙競合において有権者か

ら支持を得るという過程を必要とする。政党に参加する個人が私的な

動機から立候補するような場合においても、選挙を通じて議席を獲得

することによって、各人は議員として公的な位置づけになるのであり、

彼らを束ねる政党は公的な存在となる。

しかし、現実政治に目を向けると、選挙競合を経て正統性を付与さ

れるという過程の他に、政党が国家からの公的助成を受けたり、政党

法によって行動や組織構造が規制を受けたりすることがある。実際に、

日本においても１995年から政党助成が実施されており、政党助成法は、

「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ（１）」て、政

党に対する国家からの公的助成を認めている。政党は、選挙を経て公

的な性格を有するようになることに加えて、制度的ないし法的根拠に

もとづき、公的な性格が認められるようになっている。

政党は、議会制民主主義が作動する中で、私的な領域と公的な領域

とに属し、二つの領域を結びつける存在である。それゆえ、政党は、

議会制民主主義の枠組みにもとづいて、公的な側面を有するように

なった。今日において、制度が政党の在り方や組織構造を規定するこ

とは、政党に対して何らかの規制を課すとともに、政党の公的な側面

を所与のものとして位置づけ、政党の立場を保証することにもなる。

従来、政党の私的な側面と公的な側面は、どのように位置づけられて

きたのであろうか。今日において、政党の公的な側面がどのように論

じられているのであろうか。本稿では、議会制民主主義における政党

の役割に焦点を向けつつ、政党の私的な側面と公的な側面がどのよう

に扱われてきたのかを整理するとともに、今後の検討課題を提示する。）
三
五
一
（
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2 　政治システムにおける政党の位置づけ

⑴　政党の活動領域

政党は、議会制民主主義が作動する過程において、有権者の利益を

代表し、議会で決定作成を行う。政党は、社会の側と国家の側の両者

に位置しているのであり、私的な領域と公的な領域に存在するという

二面性をもつ（白鳥 １99６: 382-383）。このとき、いずれかの見方を重視す

ると、政党の二面性は矛盾を抱えるものとして捉えられる。政党が私

的な存在であるという立場からすると、政党助成制度や政党法は、政

党が本質的には私的な領域に属しているにもかかわらず、公的な存在

であることを制度的に容認するものとなる。反対に、政党が公的な存

在であることを重視して、政党の在り方や活動を公式的に規定するこ

とは妥当であるという見方をすると、政党は、制度が容認する範囲の

中で有権者の利益を代表していることになるのであり、規定に合致し

ない政党は非合法的な存在となり得る。

政党が私的な存在であるのか、それとも公的な存在であるとするの

かについては、論者の立場や見方に左右され得る点である。いずれか

一方が正しく、他方が誤りというのではない。議会制民主主義という

枠組みにおいて政党を論じるとき、現実政治にもとづいていえば、政

党は、私的な性格と公的な性格の二面性を有している。ここでは、ま

ず、政党が議会制民主主義における連結構造として位置づけられる点

について確認する。

白鳥令によると、政党の二面性を考えるには、政治システムの枠組

みを援用し、決定をめぐるシステムの中で政党がどこに位置するのか

を整理するのが適切であるという（白鳥 １99６: 383-388）。政治システムで

は、社会の側で表明された諸利益を投入するインプットと、政治決定

を実行するアウトプットに加え、アウトプットの帰結が再びインプッ

トとして投入されるフィードバックという循環がみられる。政党は、

インプットが行われる領域、および政治決定がなされる政治システム

）
三
五
五
（
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内部に位置している。政権党は、政府を形成するという点において、

アウトプットにあたる行政にも携わることになる。政権党であるのか

反対党であるのかにかかかわらず、政党の立ち位置を広義に捉えるな

らば、政党は、インプットから政治システム内の決定過程に位置づけ

られることになる。

白鳥は、インプットからアウトプットまでの過程を①国民の中の意

見や利益の明確化（Articulation）の段階、②明確化された意見や利益を

まとめていくつかの政策案を形成する統合（Integration）の段階、③政

策案に政治的正統性を付与して公的なルールとして決定する権威付け

（Authorization）の段階、④一般的宣言文として決定された公的ルール

（法律や予算など）を現実社会の個々のケースに適用（Application）もし

くは実施（Implementation）の段階、⑤適用した結果を個々のケースにお

ける裁定として宣言するルールの宣言（Declaration）の段階に分けて説

明している。

彼は、第五段階を境界として位置づけて、それ以前の段階を私的な

領域、第五段階と第三段階を公的な領域として捉え、政党が第一段階

と第二段階に属するものであることから、基本的に私的な存在として

理解されるという見方を示している（白鳥 １99６: 387-388）。第一段階と第

二段階、すなわち政治システムにおけるインプットの側には、政党の

他に企業や利益集団が存在しており、それらの意見や政策案には、正

統性が付与されていない。政党と、企業や利益集団との主な違いは、

政党が社会の側において表明された利益を明確化し、政策案として統

合する役割を担う点である。

政党の主たる機能として、社会における利益の集約と表出を挙げる

ことができ、政党であれば、その機能を果たすものとして捉えられる。

逆の見方をすると、社会の利益を集約したり表明したりしないものは、

政党として認められないだろうし、仮に政党としての立場を容認され

たとしても、政党の機能を果たしていることにはならない。白鳥が指

摘するように、政党の主たる活動領域は、第五段階および第三段階よ
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りも第一段階と第二段階であるといえる。

⑵　連結構造としての政党

確かに、第一段階と第二段階において活動する限り、政党は正統性

を有しておらず、私的な存在としてみなされる。問題は、公私領域の

境界とされた第五段階においても、政党が中心的な役割を担っている

点である。第五段階において、政党は既に正統性を有している。それ

ゆえ、第五段階に焦点を絞ると、正統性を有する政党とそうでない政

党との区別を行う必要が生じる。「政党」といっても、決定にかかわる

ことができる政党とそうでない政党、選挙において有権者の信任を得

た政党とそうでない政党とが区別されることになる。この点は、選挙

の敷居を超える政党とそうでない政党とが存在することを示唆してい

る。

政党は、有権者の利益を集約して議会に送り込むまでの間に、社会

から議会に足場を移し、私的な存在から公的な存在へと変貌する（岩崎 

20１5: ６2）。政党が私的な領域から公的な領域に進出し、私的な存在から

公的な存在に変貌するには、複数の政党が参加する選挙競合において、

有権者から選択される必要がある。政党は、有権者の利益を集約し、

代表するまでの段階において、それらを実現する立場に置かれてはい

ない。

第五段階について厳密にいえば、第二段階と第五段階の間に、選挙

競合において一定の評価を得るか否かという境界があり、第一段階と

第二段階に位置する全ての政党が第五段階に移行するとは限らない。

多くの政党を説明し得るという意味での包括的な解釈を優先すると、

政党は私的な存在として位置づけられることになる。しかしながら、

有権者の判断を受けるのも、その境界を通過し得るのも政党である。

選挙で正統性を付与された政党が議会運営を担うという現実的な政治

過程を重視すれば、政党を公的な存在としてみなすことができる。重

要なことは、政党の二面性が選挙を境界としている点であり、政党が
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りも第一段階と第二段階であるといえる。

⑵　連結構造としての政党

確かに、第一段階と第二段階において活動する限り、政党は正統性

を有しておらず、私的な存在としてみなされる。問題は、公私領域の

境界とされた第五段階においても、政党が中心的な役割を担っている

点である。第五段階において、政党は既に正統性を有している。それ

ゆえ、第五段階に焦点を絞ると、正統性を有する政党とそうでない政

党との区別を行う必要が生じる。「政党」といっても、決定にかかわる

ことができる政党とそうでない政党、選挙において有権者の信任を得

た政党とそうでない政党とが区別されることになる。この点は、選挙

の敷居を超える政党とそうでない政党とが存在することを示唆してい

る。

政党は、有権者の利益を集約して議会に送り込むまでの間に、社会

から議会に足場を移し、私的な存在から公的な存在へと変貌する（岩崎 

20１5: ６2）。政党が私的な領域から公的な領域に進出し、私的な存在から

公的な存在に変貌するには、複数の政党が参加する選挙競合において、

有権者から選択される必要がある。政党は、有権者の利益を集約し、

代表するまでの段階において、それらを実現する立場に置かれてはい

ない。

第五段階について厳密にいえば、第二段階と第五段階の間に、選挙

競合において一定の評価を得るか否かという境界があり、第一段階と

第二段階に位置する全ての政党が第五段階に移行するとは限らない。

多くの政党を説明し得るという意味での包括的な解釈を優先すると、

政党は私的な存在として位置づけられることになる。しかしながら、

有権者の判断を受けるのも、その境界を通過し得るのも政党である。

選挙で正統性を付与された政党が議会運営を担うという現実的な政治

過程を重視すれば、政党を公的な存在としてみなすことができる。重

要なことは、政党の二面性が選挙を境界としている点であり、政党が
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選挙を通じて私的な領域から公的な領域に進出するという点である。

政党の二面性には、どちらか一方が活発化するときに他方が沈静化

するという関係がみられるのではない。政党の生息領域は、選挙、議

会、政府、社会にわたっており（岩崎 20１5: ６１-６2）、いわば私的な領域

と公的な領域の両者にまたがっている。議会制民主主義においては、

「有権者と公職者の間に、定期的な選挙を最大の媒介手段とする委任・

責任関係（本人・代理人関係）が成立している」（待鳥 20１5: １3）のであり、

政党は、それらの要素を結びつける連結構造としての役割を担い（岩崎 

2002: 9６-97）、「民主主義の根幹にある委任・責任の連鎖関係を維持しつ

つ、意思決定を効率的に進める手段」（待鳥 20１5: １4）となる。

政党は、私的な存在から公的な存在に変貌するまでに、選挙競合に

おいて有権者に選択される必要がある。政党が私的な存在であるのは、

多様な有権者の一部の利益を代表するからである。一つの政党だけが

存在するような場合には、特定の利益が全体の利益に置き換えられた

り、特定の利益だけが達成されたりする。政党は、一部の代表である

からこそ、選択肢として有権者からの支持を得なければならない。「議

会制民主主義においては、複数の政党による競合が前提とされており、

『政治を行う』行為主体の選択がなされるところに最大の特徴がある」

（岩崎 2002: 2）。

3 　政党をめぐる公的な側面と私的な側面

⑴　政党の定義と二つの側面

政治システム論の視点を援用すると、政党は、私的な領域と公的な

領域の両者において活動しており、選挙を通じて二つの領域を結びつ

けていることが明らかとなる。同時に、選挙が敷居となり、政党の私

的な側面と公的な側面とが区別されることになる。政党研究者は、分

析の対象としての政党をめぐり、公的な側面を有する政党に目を向け

ながら、政党が私的な存在であることを前提とし、政党の二面性を直
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接的ないし間接的に示してきた。

政党は、連結構造としての役割を担うよりも前の段階において、私

的な利益の実現を求めようとする存在としてみなされていたのであり、

政治の中核を担うものとして受け容れられていたのではなかった。た

とえば、制限選挙の時代には、政党が恣意的に行動し得るという点に

対して否定的な見方をする立場が表明されていた。当時の政党は、私

的な利益を公的な利益と称することによって、公共の利益という名目

において私的な利益の実現を目論むものとされていた。政党は、人び

とが適切とはいえない選択を行うように仕向けたり、一部の参加者に

とっての利益だけを実現しようとしたりするものとして認識され、「派

閥」や「徒党」として捉えられていた。

それに対し、バーク（Edmund Burke）は、政党が公的な役割を担い得

るという見方を示した。彼は、政党を「連帯した努力により彼ら全員

の間で一致している或る特定の原理にもとづいて、国家利益の促進の

ために結合する人間集団のことである」（Burke １770=１973: 275）と定義

している。バークの定義により、政党には肯定的な評価が付与される

ようになり、政党の公的な側面が強調されることとなった。サルトー

リ（Givanni Sartori）によれば、バークにとって「政党は、単に利益や

感情だけに基礎を置くだけでなく、原則的には共通原理にも基礎を置

いているがゆえに、ファクションよりも大きくなった」（Sartori １97６: 

9=2000: １4）のだという。バークの定義が示したのは、私的な側面を有

する政党が公的な役割を果たし得るという点であった。

今日までの政党研究においては、バークの定義を出発点とし、政党

の公的な側面に注目する議論がなされてきた。政党に対する肯定的な

評価が付与されたのは、政党が連結構造としての役割を担い得るから

であり、政党を中心とする議会の仕組みが設立されたからであった。

これまでの政党研究を振り返ると、主たる研究関心が公的な存在とし

ての政党に向けられながら、私的な側面を包含するかたちでの議論が

なされてきたといえる。その点は、政党の定義に関する議論や政党組
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接的ないし間接的に示してきた。

政党は、連結構造としての役割を担うよりも前の段階において、私

的な利益の実現を求めようとする存在としてみなされていたのであり、

政治の中核を担うものとして受け容れられていたのではなかった。た

とえば、制限選挙の時代には、政党が恣意的に行動し得るという点に

対して否定的な見方をする立場が表明されていた。当時の政党は、私

的な利益を公的な利益と称することによって、公共の利益という名目

において私的な利益の実現を目論むものとされていた。政党は、人び

とが適切とはいえない選択を行うように仕向けたり、一部の参加者に

とっての利益だけを実現しようとしたりするものとして認識され、「派

閥」や「徒党」として捉えられていた。

それに対し、バーク（Edmund Burke）は、政党が公的な役割を担い得

るという見方を示した。彼は、政党を「連帯した努力により彼ら全員

の間で一致している或る特定の原理にもとづいて、国家利益の促進の

ために結合する人間集団のことである」（Burke １770=１973: 275）と定義

している。バークの定義により、政党には肯定的な評価が付与される

ようになり、政党の公的な側面が強調されることとなった。サルトー

リ（Givanni Sartori）によれば、バークにとって「政党は、単に利益や

感情だけに基礎を置くだけでなく、原則的には共通原理にも基礎を置

いているがゆえに、ファクションよりも大きくなった」（Sartori １97６: 

9=2000: １4）のだという。バークの定義が示したのは、私的な側面を有

する政党が公的な役割を果たし得るという点であった。

今日までの政党研究においては、バークの定義を出発点とし、政党

の公的な側面に注目する議論がなされてきた。政党に対する肯定的な

評価が付与されたのは、政党が連結構造としての役割を担い得るから

であり、政党を中心とする議会の仕組みが設立されたからであった。

これまでの政党研究を振り返ると、主たる研究関心が公的な存在とし

ての政党に向けられながら、私的な側面を包含するかたちでの議論が

なされてきたといえる。その点は、政党の定義に関する議論や政党組
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織のモデルにも反映されている。

たとえば、サルトーリは、政党を「選挙に際して提出される公式の

ラベルによって身元が確認され、選挙（自由選挙であれ、制限選挙であれ）

を通じて候補者を公職に就けさせることができるすべての政治集団」

（Sartori １97６: ６3=2000: １１１）と定義し、エプスタイン（Leon D. Epstein）

によれば、政党とは、緩い組織であったとしても、所与のラベルのも

とで政府の公職保持者を当選させようとする全ての集団であるという

（Epstein １9６7: 9）。ダウンズ（Anthony Downs）によると、政党とは「正規

に定められた選挙で、政権を得ることにより、政府機構を支配しよう

と努める人びとのチーム」（Downs １957=１980: 2６）であり、シャットシュ

ナイダー（E. E. Schattschneider）は、「権力を獲得しようとする組織化

された企図である」（Schattschneider １942: 35=１9６2: 4１）と定義した。

彼らの議論には、政党が集団であることと、権力の獲得を求めるも

のであることの二点が共通している。政党が公職や政治権力を求める

という点は、政党が選挙に参加するということに結びついている。政

党の定義は、分析対象たる政党のどの部分に注目するのかを示すもの

であり、異なる文脈から導き出されてきたとはいえ、政党が公的な領

域に進出しようとするものであることを明確にしている。政党研究に

おいて、政党は、公的な側面だけが論じられてきたのではなかった。

政党の定義は、「政党とは何か」ということについて考える際の手が

かりを提供しており、政党と政党でないものとの区別を考える際にも

有用となる。政党でないものの代表的な例として、利益集団を挙げる

ことができる。利益集団は、主に社会の側で活動し、政治システム論

の見方を援用すると、インプットの側に位置している。政党は、公的

な存在であると同時に、利益集団と同じように私的な領域において活

動している。すなわち、利益集団と政党は、ともに社会の側で活動す

る集団である。サルトーリたちによる定義は、私的な領域における利

益集団と政党とを区別するものとなる。彼らの定義は、政党が公的な

領域に接近するものであることを示しており、その点が政党と利益集
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団とを分ける要素の一つとなる。

「政党とは何か」という点を論じる際に、政党の私的な側面と公的な

側面とを明示的に論じているものとして、ノイマン（Sigmund Neumann）

とウェア（Alan Ware）の議論を挙げることができる。ノイマンによれ

ば、政党とは「社会の積極的な政治的行為者たち、すなわち政府権力

の統制に関心をもち、さらに種種異なる諸見解をいだく他の単数また

は複数の集団と大衆的支持をめざして競争する人々の明確な組織体」

であるとともに、「もろもろの社会的勢力およびイデオロギーを公式の

政府諸制度に結びつけ、またそれらをより大きな政治的共同体内にお

いて政治行動に関係づける偉大な媒介者」であるという（Neumann 

１95６=１9６１:523-524）。ウェアは、政党を、しばしば政府における役職を占

めようとすることによって国家への影響力を追求し、社会におけるい

くつかの利益から成立しているため、一定程度において利益を集約し

ようとする組織的な制度と定義している（Ware １99６: 2）。彼らの議論は、

政党が社会の側において支持を得たり利益を集約したりするという点

において、私的な領域とのかかわりをもち、権力を求めるという点に

おいて、公的な領域に存在することを示している。

⑵　組織的特徴における二面性

デュベルジェ（Maurice Duverger）は、政党組織にみられる構造上の

特徴を論じる中で、政党を「一つの共同体ではなく、いくつかの共同

体の集合であり、全国にわたって散在する小集団（支部、地方幹部会、

地方協会等）の連合であり調整的な制度によって結合される統合体」

（Duverger １95１=１970）として捉えている。他の論者と同様に、彼の議論

の焦点も政党を分析対象とする際に着目する点へと向けられているの

であるが、デュベルジェは、政党を各地の小集団の統合体としてみな

しており、政党が社会との結びつきを有していることを示している。

デュベルジェの視点は、彼の提起した政党モデルにも反映されてい

る（ 2 ）。彼は、政党の起源が各党の組織的な特徴を規定し得ると論じ、
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とウェア（Alan Ware）の議論を挙げることができる。ノイマンによれ

ば、政党とは「社会の積極的な政治的行為者たち、すなわち政府権力

の統制に関心をもち、さらに種種異なる諸見解をいだく他の単数また

は複数の集団と大衆的支持をめざして競争する人々の明確な組織体」

であるとともに、「もろもろの社会的勢力およびイデオロギーを公式の

政府諸制度に結びつけ、またそれらをより大きな政治的共同体内にお

いて政治行動に関係づける偉大な媒介者」であるという（Neumann 

１95６=１9６１:523-524）。ウェアは、政党を、しばしば政府における役職を占

めようとすることによって国家への影響力を追求し、社会におけるい

くつかの利益から成立しているため、一定程度において利益を集約し

ようとする組織的な制度と定義している（Ware １99６: 2）。彼らの議論は、

政党が社会の側において支持を得たり利益を集約したりするという点

において、私的な領域とのかかわりをもち、権力を求めるという点に

おいて、公的な領域に存在することを示している。

⑵　組織的特徴における二面性

デュベルジェ（Maurice Duverger）は、政党組織にみられる構造上の

特徴を論じる中で、政党を「一つの共同体ではなく、いくつかの共同

体の集合であり、全国にわたって散在する小集団（支部、地方幹部会、

地方協会等）の連合であり調整的な制度によって結合される統合体」

（Duverger １95１=１970）として捉えている。他の論者と同様に、彼の議論

の焦点も政党を分析対象とする際に着目する点へと向けられているの

であるが、デュベルジェは、政党を各地の小集団の統合体としてみな

しており、政党が社会との結びつきを有していることを示している。

デュベルジェの視点は、彼の提起した政党モデルにも反映されてい

る（ 2 ）。彼は、政党の起源が各党の組織的な特徴を規定し得ると論じ、
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幹部政党と大衆政党というモデルを示した。幹部政党は、少数の有力

者が中心となって結成され、彼らの利益を維持ないし拡大するために、

代表者を議会へと送り込む。幹部政党は、公職者を輩出するという点

で国家の側と直接的な結びつきを有し、地方の有力者が政党の中核を

担っていたことから、社会の側にも軸足を置いている。地方の有力者

が中心となって組織された幹部政党に対し、大衆政党は、プロレタリ

アート、あるいは労働者階級の意思表明装置として結成される。大衆

政党は、労働者の利益を代表して議会に送り込むという点で、議会制

民主主義における政党の役割を最も明確に表している。

政党モデルは、政党組織にみられる特徴を示しており、幹部政党と

大衆政党との間には、政党の活動に伴う資源の提供者や党員の位置づ

けなどの点において違いがみられる。しかし、政党の私的な側面と公

的な側面がどのように扱われてきたのかという点に注目すると、幹部

政党と大衆政党は、いずれも政党の二面性を包含している。両者の違

いは、政党と社会との結びつきに関する質的な違いに表されている。

政党の二面性は、他の政党モデルにおいても取り扱われている。ノ

イマンは、政党を「個人代表の政党」と、「社会統合の政党」の二つに

区分し、後者の下位類型として、民主的統合の政党と全体的統合の政

党を示した。これらのうち、民主的統合の政党が議会制民主主義にお

ける政党の特徴を表している（3）。

民主的統合の政党は、次の五つの機能を担っている。第一に、国民

の意思を組織化することである。政党は、社会に存在する利益や社会

の在り方をめぐる考えを仲介する立場にあり、個人と社会を架橋する。

第二に、政党が有権者の政治的教育を行うことである。政党は、国民

に対して自らの主義主張を提示し、他党との競合を通じて、国民の無

秩序な意思を政党という選択肢に集約させる。国民は、自らの意思に

もとづいた選択を行うことで、政党に統合される。二つの機能が達成

されることにより、政党は、第五の機能として、世論と政府とを結び

つける役割を担う。ここでの世論とは、第一、第二の機能によって形
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成された国民の意思を示している。政党がそれらを代表することに

よって、社会と国家とが連結することになる。第五に、政党を通じて

「幹部の選択」がなされる。ノイマンは、統治者としての立場にあるエ

リートと、被治者としての立場にある大衆との間に双方向性が必要と

なるという見方を示している。国民の選択は、政策と政治的エリート

の二つの点において、政党に正統性を付与するものとなる。

4 　公的な存在としてのカルテル政党

政党の定義やモデルに関する議論において、政党は、社会と国家の

二つの領域で活動するものとして位置づけられてきた。政党は、社会

の側において、有権者や団体の利益を集約し、それらを実現するため

に公的な領域への進出を目指す。政党が公的な存在として承認される

ためには、選挙競合に勝利し、正統性を獲得しなければならない。政

党は、有権者から支持を得ることによってはじめて、公的な存在とし

ての側面を有することになる。

しかし、現実政治に目を向けると、政党は、選挙によって公的な性

格が承認されることの他に、公的な制度によって立場が規定される事

例もみられる。カッツ（Richard S. Katz）とメア（Peter Mair）は、政党

が国家機関としての性格をもつようになり、国家に浸透しているかの

ような状況がみられるようになったと指摘している（Katz and Mair 

１995）。彼らは、そのような特徴を有する政党として、カルテル政党モ

デルを提起した。カッツとメアは、既成政党が自らの生存を第一義的

な目的として設定し、政党間で共謀関係を形成して、国家からリソー

スを獲得するための枠組みを構築すると論じた。カルテル政党は、国

家資源を優先的に獲得できる立場を維持することによって生存を可能

にしようとする。それゆえ、政党は選挙競合に参加しつつ、競合に敗

れたとしても、敗北によるリスクを縮小することにより、政党として

の立場と自組織の維持を達成する。政党は、決定作成を行う立場とし
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成された国民の意思を示している。政党がそれらを代表することに

よって、社会と国家とが連結することになる。第五に、政党を通じて

「幹部の選択」がなされる。ノイマンは、統治者としての立場にあるエ

リートと、被治者としての立場にある大衆との間に双方向性が必要と

なるという見方を示している。国民の選択は、政策と政治的エリート

の二つの点において、政党に正統性を付与するものとなる。

4 　公的な存在としてのカルテル政党

政党の定義やモデルに関する議論において、政党は、社会と国家の

二つの領域で活動するものとして位置づけられてきた。政党は、社会

の側において、有権者や団体の利益を集約し、それらを実現するため

に公的な領域への進出を目指す。政党が公的な存在として承認される

ためには、選挙競合に勝利し、正統性を獲得しなければならない。政

党は、有権者から支持を得ることによってはじめて、公的な存在とし

ての側面を有することになる。

しかし、現実政治に目を向けると、政党は、選挙によって公的な性

格が承認されることの他に、公的な制度によって立場が規定される事

例もみられる。カッツ（Richard S. Katz）とメア（Peter Mair）は、政党

が国家機関としての性格をもつようになり、国家に浸透しているかの

ような状況がみられるようになったと指摘している（Katz and Mair 

１995）。彼らは、そのような特徴を有する政党として、カルテル政党モ

デルを提起した。カッツとメアは、既成政党が自らの生存を第一義的

な目的として設定し、政党間で共謀関係を形成して、国家からリソー

スを獲得するための枠組みを構築すると論じた。カルテル政党は、国

家資源を優先的に獲得できる立場を維持することによって生存を可能

にしようとする。それゆえ、政党は選挙競合に参加しつつ、競合に敗

れたとしても、敗北によるリスクを縮小することにより、政党として

の立場と自組織の維持を達成する。政党は、決定作成を行う立場とし
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て、自らを受益者とする制度を導入する（Katz and Mair １995: １5）。その

具体例として、政党助成制度が挙げられている。

政党が国家に浸透することは、政党と社会との接続が断ち切られた

ことを意味するのではなく、あくまでも、政党が国家の側に軸足を移

したという点を示している。中田瑞穂によれば、「カルテル政党という

名称は、政党と有権者の新しい関係に焦点を当てたものではない」（中

田 20１5: １６）という。カルテル政党モデルは、既存の立場を維持し、敗

北のコストを縮小することによって生存し続けようとする政党の行動

を強調している（ 4 ）。政党と国家との浸透、および政党の生存という二

つの論点は、政党が国家との結びつきを強めることによって自らの生

存を可能にするという点から説明されており、政党助成制度にはその

点が反映されている。

政党が国家の側に軸足を移したという点について、政党助成制度を

根拠とする理由として次の二点を挙げることができる。第一に、政党

助成制度がカルテル政党の独自性を色濃く反映しているからである。

幹部政党、大衆政党、包括政党の資金は、有権者や利益集団といった

社会の側から提供されるものであるのに対し、カルテル政党の資金源

は、国家からの公的助成である。カルテル政党は、いわば公助によっ

て資金を得ている。第二に、政党に対する国家からの公的助成は、政

党が自ら導入するからである。「国家からの公的助成」を「政党が自ら

導入する」という点は、政党助成制度の導入をめぐる決定が政党に

よってなされるということを意味している。助成制度の導入を実質的

に推し進めるのは政党であり、政党助成制度は、国家の名目において

政党が自らを支えるための仕組みとなる（Mair １997: １44）。政党は、決

定者としての立場を行使して自らを受益者とする制度を導入し、資源

の源泉を国家に求めるようになる。カッツとメアは、カルテル政党モ

デルを通じて、政党が社会よりも国家とのかかわりを強め、国家に浸

透しているという見方を提起した。

政党助成制度は、豊富な資金を有する個人ないし団体が政治過程に
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圧力をかけたり、資金力の差によって政党間競合に偏りが生じたりす

ることを防ぐための措置として位置づけられる（Scarrow 200６: ６2１）。そ

れゆえ、政党に対する国家からの公的助成は、議会制民主主義におけ

る政党の役割を重視し、政党を所与のものとして取り扱うために実施

されている。政党助成制度は、「議会制民主政治における政党の機能の

重要性にかんがみ」て、政党の公的な側面を制度面において承認する

ものとなる。

政党が国家からの公的助成を受けるということは、政党の資金が公

的な性格を帯びていることを示している。デターベック（Klaus 

Detterbeck）によれば、ドイツの政党は、公的助成への依存と、公費か

ら給与が支給されているスタッフへの依存が確認されるために「国営

化」しているとされる（Detterbeck 2005: １83）（ 5 ）。日本においても類似

する傾向がみられる。たとえば、自民党の場合には、交付金が年間収

入の６0％以上を占めるとともに、人件費や事務所費などの固定費の支

出に充てられており、旧民主党は、年間収入の80％近くを交付金が占

め、支出の大部分においても助成によって支えられていた。デター

ベックの表現を援用すれば、両党とも資金面においては国営化した政

党である。

諸外国では、政党助成制度の他にも、政党を規定する公的な制度が

みられる。たとえば、欧州諸国において、政党法を通じ、政党の活動

や組織構造を規定する国々がみられるようになった。それらの傾向を

ふまえると、政党の私的な性格を重視し、政党に対する法的な規制を

適切でないとする見方は、いまや中心的なものではなくなりつつある

（Bértoa et al. 20１4: １１9）。ベルトア（Fernando Casal Bértoa）たちは、政党

法によって政党を規制する国が増加するとともに、規制内容が強まっ

ていることを指摘した（Bértoa et al. 20１4）。彼らによると、そのような

国々において、政党は、設立や登録に関して一定の基準に達すること

が求められたり、合法的な活動を行っているか否かについての監査を

受けたりする必要があるのだという。選挙や政治資金に関する規制も、
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圧力をかけたり、資金力の差によって政党間競合に偏りが生じたりす

ることを防ぐための措置として位置づけられる（Scarrow 200６: ６2１）。そ

れゆえ、政党に対する国家からの公的助成は、議会制民主主義におけ

る政党の役割を重視し、政党を所与のものとして取り扱うために実施

されている。政党助成制度は、「議会制民主政治における政党の機能の

重要性にかんがみ」て、政党の公的な側面を制度面において承認する

ものとなる。

政党が国家からの公的助成を受けるということは、政党の資金が公

的な性格を帯びていることを示している。デターベック（Klaus 

Detterbeck）によれば、ドイツの政党は、公的助成への依存と、公費か

ら給与が支給されているスタッフへの依存が確認されるために「国営

化」しているとされる（Detterbeck 2005: １83）（ 5 ）。日本においても類似

する傾向がみられる。たとえば、自民党の場合には、交付金が年間収

入の６0％以上を占めるとともに、人件費や事務所費などの固定費の支

出に充てられており、旧民主党は、年間収入の80％近くを交付金が占

め、支出の大部分においても助成によって支えられていた。デター

ベックの表現を援用すれば、両党とも資金面においては国営化した政

党である。

諸外国では、政党助成制度の他にも、政党を規定する公的な制度が

みられる。たとえば、欧州諸国において、政党法を通じ、政党の活動

や組織構造を規定する国々がみられるようになった。それらの傾向を

ふまえると、政党の私的な性格を重視し、政党に対する法的な規制を

適切でないとする見方は、いまや中心的なものではなくなりつつある

（Bértoa et al. 20１4: １１9）。ベルトア（Fernando Casal Bértoa）たちは、政党

法によって政党を規制する国が増加するとともに、規制内容が強まっ

ていることを指摘した（Bértoa et al. 20１4）。彼らによると、そのような

国々において、政党は、設立や登録に関して一定の基準に達すること

が求められたり、合法的な活動を行っているか否かについての監査を

受けたりする必要があるのだという。選挙や政治資金に関する規制も、
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政党の組織や活動に一定の制限を課すものであるが、ベルトアたちは、

ある集団を政党としてみなすための基準が法的に定められていること

にも目を向けており、政党が公的な基準によってかたちづくられてい

ることを示唆した。従来の見方からすると、政党は私的な領域に属し、

私的な存在として位置づけられていたのであったが、今日においては、

公的な実用性を伴うものとして政党を捉える見方が示されている

（Biezen 2004）。

5 　新たな公的性格

政党は、社会における利益の集約と表明を行うという点において、

私的な側面を有しているとともに、議会において決定を行い、政権党

が政府を形成するという点において、公的な存在である。議会制民主

主義が維持される限り、政党は、私的な側面と公的な側面との二面性

を有するものとして捉える必要がある。政党研究においては、政党が

二面性を有するものとして捉えられており、選挙において候補者を擁

立し、権力を追求するものとして位置づけられてきた。

政党は、選挙という敷居を超えることによって正統性を付与される

からこそ、公的な存在として位置づけられるのであった。しかし、今

日においては、政党の在り方や活動が法律によって規定され、政党の

公的な側面が法的に承認されるようになった。政党の公的な側面は、

選挙の敷居を超えるか否かではなく、所与のものとして法的に認めら

れるものとなった。政党の立場が法的に認められることは、政党に対

する法的な拘束力が高められたことを意味してもいる。それゆえ、政

党は、私的な存在としての自由度が制約されるようになったのであり、

国家の管理下に置かれるものとしての性格が強まっている。

しかしながら、政党に対する公的な規制は、政党の自由度を制限す

るという一面的な性格だけを有するものではない。別の見方をすると、

既成政党が意図的に自らの立場を強めたと捉えることができる。カッ
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ツとメアは、政党法と政党のかかわりについて、次のような論点を挙

げている（Katz and Mair 20１8: １03-１0６）。政党法は、一般に適用される法

律として、既存の政治システム内にある全ての政党に類似性をもたら

すものであり、本質的には中立的なものであるが、ときには、特定の

グループに属する政党の立場を擁護するものとなるという。

政党法をめぐる正統性と政党法そのものの規制内容という二つの点

から明らかになるのは、政党が私的な存在というよりも公的な存在と

して扱われるようになっていることである。法的な拘束力は、国家か

ら政党に向けて行使されるものであり、政党助成制度や政党法の導入

は、国家が政党に対する規制を強める傾向にあると捉えることができ

る。しかし、議会制民主主義において、決定を行う主体は政党である。

この点をふまえると、政党が公的な存在であることを承認する規定は、

政党自らが定めたものであるといえる（Katz and Mair 20１8: １03-１0６）。

カッツとメアは、政党助成制度によって、政党が国家に浸透してい

ることを論じた。彼らは、政党が公的な資金を得ることによって公的

な性格を強めている点にとどまらず、政党が自ら政党助成制度を導入

する点を論じており、政党の恣意的な行動を指摘している。政党法や

他の公的な制約についても、同様の見方をすることができる。政党法

が政党の活動や組織を規定するものであり、その点において、政党が

国家からの規制を受けているのだとしても、それらの制約は、政党が

自ら導入したものであるといえる。政党に対する国家からの規制は、

政党が自らの利益や立場を維持するためのものであり、政党の恣意的

な行動として捉えられる可能性がある。

政党が公的な存在であるという立場にもとづいて、政党の公的な側

面に注目する限り、政党助成制度や政党法の妥当性は、半ば自動的に

容認されるものとなる。しかし、政党が私的な領域においても活動し

ており、公的な側面とともに私的な側面を有しているという点に注目

すると、それらの制度がどの程度の妥当性を有しているのか、それら

の制度の妥当性をどのように説明することができるのかという点につ
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いて、新たな問いが生じ得る。政党は、公的な存在として助成を受け

たり一定の規制を受けたりするものであるとすれば、私的な存在とし

て、それらの制度が適切か否かを問われ続けることになる。今後の政

党研究においては、政党の二面性を前提としながらも、現実政治にお

いて、公的な側面が強まっていることを念頭に置いた議論が求められ

るといえよう。

（ １ ） 政党助成法第一条。
（ 2 ） 幹部政党と大衆政党は、組織的な違いがみられるからこそ区別される

ものであるが、本稿は、二つのモデルを対比する議論を進めるのではなく、
いずれもモデルにおいても政党の二面性が取り扱われていることに焦点を
当てる。

（ 3 ） 個人代表の政党は、デュベルジェの幹部政党と同じように、政治に参
加する人びとが限定的な状況においてみられる政党である。ノイマンによ
れば、個人代表の政党とは「限定された政治的領域および限られた程度の
参加をもつにすぎない社会に特徴的なものであ」り、「党員活動は、事実
上、投票に限定され、また党組織は（たとえ存在するとしても）選挙と選
挙との期間中は活動を休止する」という（Neumann １95６=１9６１: 523-524）。
また、全体的統合の政党は、市民による従属を要求したり、選挙における
有権者の自由を拘束したり、その他の政党間での協力や連合形成の可能性
を排除したりする。全体的統合の政党の場合には、議会制民主主義におけ
る政党よりも非民主主義国家における政党を対象としている。

（ 4 ） 白鳥令は、政党の私的な側面について、有権者との結びつきという点
から論じている。白鳥、前掲論文。

（ 5 ） 各党の収入における党費の割合が20～25％を占めているとともに、労
働組織や企業団体の党派性が残存している場合があることから、社会との
接続を喪失したとはいえないとも指摘している。
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政策評価における統計の通貨単位問題に
関する一考察：貿易統計の事例

羽　田　　　翔

1 ．はじめに

日本において貿易統計の重要性が増している。新型コロナウイルス

（COVID-19）の蔓延により、国内の経済活動のみならず、国際的な経済

活動や取引も大きな影響を受けている。この国際的な経済活動には海

外からのマスクや医療物資の輸入や、日本からの自動車部品の輸出な

どが含まれており、貿易統計を活用した COVID-19関連の分析が広く

進められている。日本の貿易統計としては財務省貿易統計が存在し、

円建ての輸出額と輸入額が公表されている。また、月次統計や詳細な

財分類によって目的に応じた統計を無償で入手することができる。そ

のため、財務省貿易統計は、貿易収支、貿易政策の効果、経済ショッ

クが貿易に与える影響など、多くの研究によって採用されている。近

年では COVID-19の影響により、貿易統計の位置付けが変化してきて

おり、感染者数の増減が月単位で大きく変化することから、月次貿易

データが以前と比較してより重要な指標となっている。しかし、日本

円建ての貿易統計と、多くの国で公表されているドル建て貿易統計と

の比較を行う際には解釈に注意が必要となる。

財務省貿易統計が公表する日本の貿易統計は円建てのみ存在してい

る。円建て貿易統計とドル建て貿易統計を使用した貿易成長率や貿易

収支の値は乖離することが指摘されており、使用する貿易統計の通貨

論　説
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おり、感染者数の増減が月単位で大きく変化することから、月次貿易

データが以前と比較してより重要な指標となっている。しかし、日本

円建ての貿易統計と、多くの国で公表されているドル建て貿易統計と

の比較を行う際には解釈に注意が必要となる。
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単位によって解釈が異なる可能性がある。この点を認識していない限

り、異なる通貨単位の貿易統計から得られた結果を比較してしまうと

矛盾が生じてしまったり、解釈に歪みが生じてしまったりする可能性

がある。また、近年証拠に基づく政策立案（Evidence Based Policy Making: 

EBPM）が重要になっており、統計データを使用した政策評価において

実証分析の重要性がさらに増してきている。この実証分析においても、

使用する貿易統計の通貨単位が異なることで、分析結果に違いが生じ、

政策評価に歪みが出てしまう危険性がある。

これらの貿易統計の通貨単位に関する 2 つの問題について、先行研

究の蓄積が多くあるとは言い難い状況である。そのため、本論文では、

財務省貿易統計、国連コムトレードデータベース、為替レートの数値

を採用することで、統計における通貨単位問題が存在するかを明らか

にする。

本論文の構成は以下の通りである。第 2 節では貿易統計を対象とし

た先行研究について説明を行う。第 3 節では本論文で使用する統計に

ついて解説し、統計データを用いることで通貨単位問題について概観

する。第 4 節では、統計データを使用することで実証分析における通

貨単位問題の存在について確認を行う。最後に本論文の結論を述べる。

2 ．先行研究

貿易統計自体に焦点を当てた研究領域として、既存の貿易統計を使

用した新たな貿易統計の開発が存在する。具体的には、貿易統計のミ

ラ ー リ ン グ、 実 質 輸 出 入 額、 付 加 価 値 貿 易（Trade in Value-Added: 

TiVA）の計測が存在する。まず、国連が提供するコムトレードデータ

ベース（UN Comtrade Database）では、輸出国と輸入国の統計に乖離が

生じている事実を考慮し、これらの歪みを除去した統計を公表してい

る。一般的に、輸出金額は本船渡し（Free On Board: FOB）価格、輸入

金額は運賃保険料込条件（Cost, Insurance and Freight: CIF）価格によっ

）
三
五
五
（

116

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
一
四

て計上するため、A 国から B 国への輸出金額と、A 国の B 国からの輸

入金額は等しくならない（税関「財務省貿易統計」ホームページ）。これら

の問題を解決するために、国連コムトレードデータベースでは、輸入

金額を FOB 価格によって計上することで、より正確な輸入金額を公表

している。しかし、国によって詳細な貿易分類が異なったり、中継貿

易や加工貿易が含まれていたりすることにより、A 国が公表する「A

国から B 国への輸出・輸入金額」と、B 国が公表する「A 国から B 国

への輸出・輸入金額」が乖離することがある（United Nations 2019）。

次に、日本銀行は、貿易統計においても GDP などと同様に物価変動

の影響を除いた実質的な数値を使用する必要性を指摘している。その

ため、日本銀行のホームページでは実質輸出入金額を公表しており、

地域別・財別の実質輸出入金額についても試算している。実質輸出入

額の算出方法は、財務省貿易統計から公表されている貿易財を 8 つの

グループに分類し、それぞれのグループに対応するデフレーターに

よって実質化されている。ここでは季節変動も調整されており、2015

年還暦平均を100として指数化されている。また、原則的には日本銀行

調査統計局が作成している輸出入物価指数を使用しているが、該当し

ないグループに関しては国内企業物価指数が採用されている（萬他　

2017）。

最後に、経済協力開発機構（OECD）は、付加価値ベースでの貿易金

額を算出することが重要であるとして、TiVA に関する統計データを公

表している。これは、グローバルな国際分業体制の進展により、特に

製造業においては製品の生産工程が一国内で完結していない点が背景

となっている。この現象はグローバル・サプライ・チェーン（Global 

Supply Chains: GVCs）と呼ばれ、付加価値が連鎖している現象を意味し

ている。例えば、インドネシアで部品を生産し、その部品を投入して

日本が中間財を生産し、さらにその中間財を投入して中国が完成品を

生産し他国へ輸出した場合、必然的に中国からの輸出金額は大きくな

る。しかし、付加価値ベースの輸出金額では、日本の輸出金額の方が

）
三
五
五
（

117



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
一
四

て計上するため、A 国から B 国への輸出金額と、A 国の B 国からの輸

入金額は等しくならない（税関「財務省貿易統計」ホームページ）。これら

の問題を解決するために、国連コムトレードデータベースでは、輸入

金額を FOB 価格によって計上することで、より正確な輸入金額を公表

している。しかし、国によって詳細な貿易分類が異なったり、中継貿

易や加工貿易が含まれていたりすることにより、A 国が公表する「A

国から B 国への輸出・輸入金額」と、B 国が公表する「A 国から B 国

への輸出・輸入金額」が乖離することがある（United Nations 2019）。

次に、日本銀行は、貿易統計においても GDP などと同様に物価変動
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ため、日本銀行のホームページでは実質輸出入金額を公表しており、

地域別・財別の実質輸出入金額についても試算している。実質輸出入
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よって実質化されている。ここでは季節変動も調整されており、2015
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調査統計局が作成している輸出入物価指数を使用しているが、該当し

ないグループに関しては国内企業物価指数が採用されている（萬他　

2017）。

最後に、経済協力開発機構（OECD）は、付加価値ベースでの貿易金

額を算出することが重要であるとして、TiVA に関する統計データを公

表している。これは、グローバルな国際分業体制の進展により、特に

製造業においては製品の生産工程が一国内で完結していない点が背景

となっている。この現象はグローバル・サプライ・チェーン（Global 

Supply Chains: GVCs）と呼ばれ、付加価値が連鎖している現象を意味し

ている。例えば、インドネシアで部品を生産し、その部品を投入して

日本が中間財を生産し、さらにその中間財を投入して中国が完成品を

生産し他国へ輸出した場合、必然的に中国からの輸出金額は大きくな

る。しかし、付加価値ベースの輸出金額では、日本の輸出金額の方が
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大きい場合があるため、OECD はこの点を明らかにするために TiVA

を算出し公表している（OECD 2019）。このように、既存の貿易統計を

加工することで新たな貿易統計を開発している研究は多く存在している。

さらに、近年に行われている既存の貿易統計の解釈に関する研究領

域では、貿易統計の更新時期と通貨単位に関する問題について研究が

進められている。Haneda（2020）では、国連コムトレードデータベース

から公表されている貿易統計の数値が頻繁に更新されていることを指

摘し、その変更が政策評価に与える影響を明らかにしている。主な内

容は以下の 2 点である。1 点目は、貿易額、数量、取引の有無に関して、

更新前後でその数値が大きく変化している国が存在している点である。

貿易額と数量に関しては多少の更新があるはずだが、貿易取引自体の

増減が数年後に修正される事実は公表されていなかった。例えば、あ

る時点で公表された貿易統計では2019年に日本からイギリスへ A 財が

輸出されていたが、数年後に公表された修正後の貿易統計では当該取

引が削除されている場合がある。 2 点目に、更新前後の貿易統計を使

用した実証分析を行った結果、その結果に有意な違いが生じてしまう

可能性が指摘されている。つまり、ある時点で行われた貿易政策など

の評価分析の結果が、異なる時点の貿易統計を使用した分析結果とは

異なってしまう危険性がある。この点は、GDP 統計を対象に分析した

小巻（2015）でも指摘されており、政策評価や政策決定においてはリア

ルタイムデータ（ 1 ）を整備することが重要であると明記されている。

次に、発行元が同じである場合でも、異なる通貨単位によって公表

されている統計の解釈に注意が必要であることが指摘されている。箱

崎（2019）では、中国の貿易統計を例に挙げ、人民元建て貿易統計とド

ル建て貿易統計において、為替レートの動きによって各通貨建て統計

の動きが一致していないことを指摘している。一般的に 2 種類の通貨

建て貿易統計が存在した場合、各通貨建て貿易成長率の差は為替レー

トの変化率として説明できる。しかし、中国の貿易統計においては為

替レートの変化率では説明できず、歪みが生じている。その理由は急
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激な為替レートの変化と、貿易統計を人民元からアメリカドルへ換算

する際に使用する為替レートに 1か月の遅れ（タイムラグ）が発生して

いるためであった。前者は潜在的にはどの国でも起こる可能性がある

が、後者は意図的に操作されているため、中国の貿易統計を使用する

ときには注意する必要があることが指摘されている。

最後に、前川（2013）は日本の貿易統計について、円建て・ドル建て

貿易統計のどちらを使用するかによって貿易金額の推移や貿易収支の

数値に乖離が発生する可能性があることを指摘している。これは、箱

崎（2019）の指摘と同様に、為替レートの変動が大きい時期に関しては

円建て・ドル建て貿易統計の間に大きな乖離が発生してしまうためで

ある。また、日本の貿易決算通貨比率についても言及しており、日本

の輸出では約40％、輸入では約20％の取引が円建てで決済されている

ため、例えば円高傾向の場合は輸出金額の目減りが大きくなることが

指摘されている。つまり、為替レートが急激に変化した時期において

は、どの通貨建て貿易統計を使用するかで解釈が異なってしまうこと

に注意する必要がある。しかし、ここでは円建て・ドル建て貿易統計

の間に大きな乖離が発生してしまう原因が貿易決算通貨比率にあると

いうことは明示されていない。これが貿易統計における 1つ目の通貨

単位問題である。

表 1　貿易成長率と為替レートの変動（決済通貨＝アメリカドル）

表 1には、決済通貨がアメリカドルのみであった場合、どのように

1つ目の通貨単位問題が発生するかについて、その数値例がまとめら
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に注意する必要がある。しかし、ここでは円建て・ドル建て貿易統計

の間に大きな乖離が発生してしまう原因が貿易決算通貨比率にあると

いうことは明示されていない。これが貿易統計における 1つ目の通貨

単位問題である。

表 1　貿易成長率と為替レートの変動（決済通貨＝アメリカドル）

表 1には、決済通貨がアメリカドルのみであった場合、どのように

1つ目の通貨単位問題が発生するかについて、その数値例がまとめら
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れている。基準年の為替レートは 1 ドル＝100円であり、貿易額が 1 ド

ルであったため、円建て貿易統計は100円となる。例えば、翌年の為替

レートが 1 ドル＝120円となり、ドル建て貿易金額は維持されるケース

（ケース 1 ）を確認する。この場合、ドル建て貿易成長率は 0 ％となり、

円建て貿易成長率は20％となる。そのため、両通貨建て貿易成長率の

差は為替レートの変化率によって説明されることとなる。しかし、ド

ル建て貿易額が 2 倍となるケース（ケース 2 ）においては、両通貨建て

貿易成長率の差は40％となり、これは為替レートの変化率の 2 倍であ

ることを意味する。これらは極端なケースであるため両通貨建て貿易

成長率の差は非常に大きくなってしまっているが、通常は為替レート

の変化率及び貿易成長率が当該水準で推移する可能性は低く、これら

の数値はさらに低くなると考えられる。次に、表 2 においては貿易決

済通貨比率が異なるいくつかのケースを確認する。基準年では、為替

レートは 1 ドル＝100円であり、決算通貨比率は異なるが円建て・ドル

建てどちらの統計においても全ての取引で総額が等しくなるように取

引が行われている。ケース 1 及びケース 2 では、額面上の取引額は 2

倍になっており、ケース 1 では為替レートが円安に、ケース 2 では円

高に変化している。両者の比較から、正の貿易成長率を想定した場合、

円安移行期にはよりドル決済比率が高いケースにおいて両通貨建て貿

易成長率の差と為替レート変化率は乖離し、円高移行期についてはド

ル決済比率が低いケースにおいて両通貨建て貿易成長率の差と為替

レート変化率は乖離することが確認できる。このことから、貿易決済

通貨比率に関しても第 1 の通貨単位問題に大きく関係していることが

理解できる。そのため、次節では地域別の貿易決済通貨比率の確認を

行う。

また、為替の変化による輸出入の反応、J カーブ効果、企業の貿易取

引通貨選択に関する戦略の変化などに関する研究は存在するが

（Shimizu and Sato 2015、伊藤その他 2008）、実証分析において使用する貿

易統計の通貨単位が異なることによって分析結果に違いが出てしまう
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可能性について言及した研究は存在していないと考える。貿易政策に

おいても EBPM が重要視されており、この点を確認することは日本に

おける今後の政策評価をより正確に行うために必要であると考える。

この点が第 2 の通貨単位問題となる。

本論文では、箱崎（2019）や前川（2013）が指摘した通貨単位問題と、

使用する貿易統計の通貨単位が異なることで実証分析の結果に違いが

生じるかを明らかにし、貿易統計の解釈についてのインプリケーショ

ンを導出する。

3 ．日本の貿易統計における通貨単位問題

3.1　財務省貿易統計と国連コムトレードデータベース

現在、日本の公的な貿易統計としては、税関ホームページにて公表

されている財務省貿易統計が存在している。財務省貿易統計では、国

別、品目別、輸送方法別、税関別の統計など、多くの統計が公表され

ており、税関への輸出入の申告などを基に統計が作成されている。ま

た、時系列では月次データと年次データが取得可能であり、研究テー

マによって貿易統計を使い分けることが可能となっている。公表され

る統計には速報と確報、確々報、確定があり、公表時期によっては修

正が行われることがある。まず速報が公表され、修正が必要な場合は、

輸出であれば 1 ヶ月後、輸入であれば 2 ヶ月後に確報が公表される。

さらに、確報が公表された後に修正等が発生した場合は確々報が公表

され、これ以降に修正等が発生した場合は確定として統計が公表され

る。これ以降は修正等が発生した場合でも新たな統計の公表は行われ

ない（税関「財務省貿易統計」ホームページ）。財務省貿易統計における品

目は国際的に統一された分類である Harmonized Commodity Description 

and Coding System（HS）分類によってまとめられている。HS 分類は

世界税関機構（World Customs Organizations: WCO）が開発した輸入関税

品目分類であり、1992年から約 5 年に一度改訂が行われている。HS 分
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類においては、HS 6 桁分類が世界共通の分類となっており、部

（Section）、類（Chapter）、項（Heading）、号（Subheading）の 4 階層から

構成されている（熊倉 2011）。また、各国はより詳細な分類を採用して

おり、例えばアメリカは Harmonized Tariff Schedule（HTS）10桁分類、

ヨーロッパは Combined Nomenclature（CN） 8 桁分類、中国と韓国は

HS10桁分類を採用している。今回確認する日本の財務省貿易統計では、

HS 9 桁分類が採用されている。しかし、財務省貿易統計では円建ての

貿易額のみが公表されている。通常は円建ての貿易額を使用すること

に問題は無いが、急激な為替レートの変動によって貿易額の解釈が困

難となる時期を対象とした分析を行う場合、注意する必要がある。そ

のため、ドル建ての貿易統計が必要になることがある。

財務省貿易統計で公表されている統計は国連コムトレードデータ

ベースへ提供されており、コムトレードデータベースではドル建て貿

易統計として各国の HS 6 桁分類の貿易統計が公表されている。また、

近年では国によっては月次データも取得可能となっており、多くの先

行研究において広く採用されている。財務省貿易統計とは逆に、国連

コムトレードデータベースではドル建て貿易統計のみが公表されてお

り、各国の現地通貨建の貿易統計は取得できない。また、各国の税関

などから提出された貿易統計は、国連コムトレードデータから公表さ

れる前にクリーニングされ、ある一定の基準によって調整されること

となる。そのため、為替レートの変化以外にも、これらの調整によっ

ても円建て貿易統計とドル建て貿易統計の乖離が生じることとなる。

次項では、前川（2013）でも言及されていた日本の貿易決済通貨比率を

概観する。

3.2　輸出入における決算通貨比率

日本の輸出入における決算通貨比率は相手国・地域によって大きく

異なっており、統計の通貨単位に関する問題にも大きく影響している。

ここからは、世界、アジア、ヨーロッパ、アメリカとの貿易に関して、
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類においては、HS 6 桁分類が世界共通の分類となっており、部

（Section）、類（Chapter）、項（Heading）、号（Subheading）の 4 階層から

構成されている（熊倉 2011）。また、各国はより詳細な分類を採用して

おり、例えばアメリカは Harmonized Tariff Schedule（HTS）10桁分類、

ヨーロッパは Combined Nomenclature（CN） 8 桁分類、中国と韓国は

HS10桁分類を採用している。今回確認する日本の財務省貿易統計では、

HS 9 桁分類が採用されている。しかし、財務省貿易統計では円建ての

貿易額のみが公表されている。通常は円建ての貿易額を使用すること

に問題は無いが、急激な為替レートの変動によって貿易額の解釈が困

難となる時期を対象とした分析を行う場合、注意する必要がある。そ

のため、ドル建ての貿易統計が必要になることがある。

財務省貿易統計で公表されている統計は国連コムトレードデータ

ベースへ提供されており、コムトレードデータベースではドル建て貿

易統計として各国の HS 6 桁分類の貿易統計が公表されている。また、

近年では国によっては月次データも取得可能となっており、多くの先

行研究において広く採用されている。財務省貿易統計とは逆に、国連

コムトレードデータベースではドル建て貿易統計のみが公表されてお

り、各国の現地通貨建の貿易統計は取得できない。また、各国の税関

などから提出された貿易統計は、国連コムトレードデータから公表さ

れる前にクリーニングされ、ある一定の基準によって調整されること

となる。そのため、為替レートの変化以外にも、これらの調整によっ

ても円建て貿易統計とドル建て貿易統計の乖離が生じることとなる。

次項では、前川（2013）でも言及されていた日本の貿易決済通貨比率を

概観する。

3.2　輸出入における決算通貨比率

日本の輸出入における決算通貨比率は相手国・地域によって大きく

異なっており、統計の通貨単位に関する問題にも大きく影響している。

ここからは、世界、アジア、ヨーロッパ、アメリカとの貿易に関して、
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それぞれの決算通貨比率を確認する。

表 3は、対世界貿易における決済通貨比率をまとめたものである。

輸出・輸入ともに、最もシェアが高いのがアメリカドルであり、貿易

決済では第 1通貨となっている。また、輸出よりも輸入においてその

シェアが高くなっている点が特徴である。第 2通貨は日本円であり、

こちらは輸出においてそのシェアが高くなっているという特徴を有す

る。これら 2つの通貨のみで全体の90％以上の取引を占めている。次

に、表 4には日本にとって最も重要な貿易相手地域であるアジア地域（2）

との貿易決済通貨比率がまとめられている。主な特徴は次の 2点であ

る。 1点目に、対世界貿易における貿易決済通貨比率と同様に、アメ

リカドルと日本円が取引全体の90％以上を占めている。 2点目に、輸

出においてはアメリカドルと日本円のシェアは同水準であり、期間内

では頻繁に第 1通貨と第 2通貨が入れ替わっている。つまり、アジア

地域との貿易決済通貨比率は、特に輸出においてその特徴が見て取れ

ることがわかる。

次に、表 5と表 6はアジアに次いで重要な貿易相手国・地域である

ヨーロッパとアメリカとの貿易決済通貨比率をまとめたものである。

ヨーロッパ地域との貿易においては、輸出・輸入ともにユーロと日本

円で取引全体の80％以上を占めており、輸出ではユーロ、輸入では日

本円が第 1通貨となっている。アメリカドルは輸出・輸入のどちらに

おいても取引全体の10% 〜15% となっており、ユーロッパ地域との貿

易においてアメリカドルのシェアが著しく低いことが確認できる。次

に、アメリカとの貿易における決済通貨比率についてであるが、輸

出・輸入ともにアメリカドルが第 1通貨となっており、輸出において

は約85％、輸入においては約75％の割合を占めている。第 2通貨は日

本円であり、アメリカドルと日本円で取引全体の95％以上を占めてい

る。このように、貿易相手国・地域によって決済通貨比率は大きく異

なり、また輸出・輸入によっても決済通貨比率は異なることが明らか

となった。つまり、円建て・ドル建ての貿易統計をそれぞれ別の通貨
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建統計に変換する際に、他の通貨が貿易決済により多く使用されてい

る場合、貿易統計により多くの歪みが生じる可能性が指摘できる。

次項では、円建て貿易統計とドル建て貿易統計、そして為替レート

の数値を使用することで、第 1の通貨単位問題である各通貨建ての輸

出入成長率の差と為替レート変化率について説明する。

表 3　世界全体との貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。
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建統計に変換する際に、他の通貨が貿易決済により多く使用されてい

る場合、貿易統計により多くの歪みが生じる可能性が指摘できる。

次項では、円建て貿易統計とドル建て貿易統計、そして為替レート

の数値を使用することで、第 1の通貨単位問題である各通貨建ての輸

出入成長率の差と為替レート変化率について説明する。

表 3　世界全体との貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。
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表 4　アジア地域との貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。

表 5　ヨーロッパとの貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。
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表 ６　アメリカとの貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。

3.3�　通貨単位問題：各通貨建ての輸出入成長率と為替レート変化率

の差

日本の主な貿易統計としては、円建て貿易統計である財務省貿易統

計と、ドル建て貿易統計である国連コムトレードデータベースが存在

する。経済ショックやパンデミックによって経済活動が大きな影響を

受けた場合、貿易成長率などを観察することでその影響の大きさを確

認することがある。この時、円建て貿易統計を使用した貿易成長率と、

ドル建て貿易統計を使用した貿易成長率は一致しないことが指摘され

ている。これは為替レートの変動によるものである。つまり、円建

て・ドル建て貿易成長率の差は、為替レートの変化率によって説明で

きることになる（箱崎 2019）。極端なケースでは、円建て貿易統計で計算

した貿易成長率は正であるが、ドル建て貿易統計で算出した貿易成長

率は負になることがあり、この事実を考慮しない場合、政策評価など
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表 ６　アメリカとの貿易における決済通貨比率

資料：税関ホームページ「貿易取引通貨別比率」の数値を参考に筆者作成。

3.3�　通貨単位問題：各通貨建ての輸出入成長率と為替レート変化率

の差

日本の主な貿易統計としては、円建て貿易統計である財務省貿易統

計と、ドル建て貿易統計である国連コムトレードデータベースが存在

する。経済ショックやパンデミックによって経済活動が大きな影響を

受けた場合、貿易成長率などを観察することでその影響の大きさを確

認することがある。この時、円建て貿易統計を使用した貿易成長率と、

ドル建て貿易統計を使用した貿易成長率は一致しないことが指摘され

ている。これは為替レートの変動によるものである。つまり、円建

て・ドル建て貿易成長率の差は、為替レートの変化率によって説明で

きることになる（箱崎 2019）。極端なケースでは、円建て貿易統計で計算

した貿易成長率は正であるが、ドル建て貿易統計で算出した貿易成長

率は負になることがあり、この事実を考慮しない場合、政策評価など
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に影響が出る可能性がある点に注意が必要である。これが貿易統計に

おける 1つ目の通貨単位問題となる。

次に、円建て・ドル建て貿易統計及び為替レートの変化率を使用す

ることで、この貿易統計における通貨単位問題を貿易相手地域ごとに

確認する。図 1には、対世界貿易における円建て・ドル建て輸出入成

長率の差と為替レート変化率の差について、その推移がまとめられて

いる。円建て・ドル建て輸出入成長率の差は、円建ての貿易成長率か

らドル建ての貿易成長率を差し引いたものである。輸出・輸入ともに、

円建て・ドル建て輸出入成長率の差に関して、2011-2012年及び2016-

2017年はマイナス域、それ以外の時期に関してはプラス域を推移して

いることが確認できる。これが、通貨単位が異なることによって成長

率に乖離が発生する通貨単位問題であり、特にこの差が大きくなる時

期に関しては両通貨建ての統計についても注意して解釈する必要があ

る。また、この差は為替レートの変化率によって説明できるはずであ

るが、2014年や2015年など、特定の時期では為替レートの変化率でも

説明できていない部分が多い状況である。これには国連コムトレード

データベースの調整作業も含まれると考える。また、この傾向はアジ

ア地域（3）、ヨーロッパ地域、アメリカを対象とした分析結果でも類似

しており、特定の相手国のみの問題ではないことが確認できる（図 2、

図 3、図 4参照）。貿易収支や成長率の議論を行う際に、これらの事実を

考慮しない場合、解釈に歪みが生じる可能性があると考える。次節で

は、貿易統計におけるもう 1つの通貨単位問題である、実証分析にお

ける歪みを確認するために実証分析を行う。
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図 1　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対世界）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、
UN Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。

図 2　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対アジア地域）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、UN 
Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。

図 3　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対ヨーロッパ地域）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、UN 
Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。
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図 1　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対世界）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、
UN Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。

図 2　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対アジア地域）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、UN 
Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。

図 3　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対ヨーロッパ地域）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、UN 
Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。
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図 4　円建て・ドル建て輸出入成長率の差と為替レート変化率の差（対アメリカ）

資料： 税関ホームページ「外国為替相場（課税価格の換算）」、財務省貿易統計、
UN Comtrade データベースの数値を参考に筆者作成。

4 ．実証分析における通貨単位問題

4.1　実証モデル

本項では、まず国レベル、産業レベル、財レベルの実証分析におい

て広く採用されている貿易の重力モデル（Gravity model of international 

trade）の基本的な概念について説明する。そして、推計モデルについ

ての説明を行う。

貿易の重力モデルは、2 国間の貿易取引の決定要因を分析するために、

ニュートンの万有引力の法則を経済理論としてモデル化したものであ

る。 2 つの物質が引き寄せ合う力を貿易量・額とし、これらは 2 国間

の物理的距離と両国の経済的規模によって決定されるとしている。 2

国間の物理的距離が離れるほど貿易量・額は減少し、この要素が貿易

の阻害要因、つまり貿易費用として考えられている。この点を利用し、

貿易を阻害する要因として考えられる変数をモデルに組み込むことで、

貿易費用と貿易量・額の関係性を明らかにするための実証分析の仮説

設定が可能となる。貿易の重力モデルを理論的に証明した研究として、

Anderson and VanWincoop （2003）や Yotov et al. （2016）が挙げられる。

彼らは、新貿易理論における代替の弾力性一定（Counstant Elasticity of 

Substitution: CES）の仮定及び生産国ごとの財差別化をモデルに取り入

）
三
三
五
（

130

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
〇
〇

れ、貿易の重力モデルを以下のように理論的に説明している。

 ⑴xij＝
yi yj

yw（ tij

Pi Pj
）1−σ

 ⑵tij＝bij d
ρ 
ij

ここで、i、j、w、x、y はそれぞれ輸出国、輸入国、世界、貿易額、

経済規模（GDP）を意味する。また、t は貿易費用を表し、⑵式によっ

て構成される。⑵式において、i 国と j 国が同一国であった場合 bij は

1 となり、国が異なる場合は 1 に関税率を足し上げた数値となる。ま

た、d は二国間の物理的距離を意味する。さらに、⑴式を対数化する

ことで⑶式を得る。

 ⑶lnxij＝k＋lnyi＋lnyj＋（1−σ）ρlndij＋（1−σ）lnbij−（1−σ）lnPi−（1−σ）lnPj

ここで k は定数項であり、⑶式に含まれない観察不可能な変数は固

定効果によってコントロールされることになる。そして、貿易費用は

二国間の物理的距離と関税率などによって表される。

本論文では、貿易の重力モデルを応用することで、以下の推定式を

設定する。

 ⑷exportijkt＝β0＋β1Yjt＋γ1Zj＋γ2Zk＋γ3Zt＋εijkt

 ⑸importijkt＝β0＋β1Yjt＋γ1Zj＋γ2Zk＋γ3Zt＋εijkt

ここで i、j、k、t は自国、相手国財（HS 6 桁分類）、年または月を意

味する。また、export は輸出額の対数、import は輸入額の対数を意味

する。Y は相手国及び対象年によって変化する変数であり、相手国の

1 人当たり GDP の対数、相手国におけるビジネス開始に要する費用の

対数、相手国におけるビジネス開始に要する日数の対数、両国の自由
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て構成される。⑵式において、i 国と j 国が同一国であった場合 bij は

1 となり、国が異なる場合は 1 に関税率を足し上げた数値となる。ま

た、d は二国間の物理的距離を意味する。さらに、⑴式を対数化する

ことで⑶式を得る。

 ⑶lnxij＝k＋lnyi＋lnyj＋（1−σ）ρlndij＋（1−σ）lnbij−（1−σ）lnPi−（1−σ）lnPj

ここで k は定数項であり、⑶式に含まれない観察不可能な変数は固

定効果によってコントロールされることになる。そして、貿易費用は

二国間の物理的距離と関税率などによって表される。

本論文では、貿易の重力モデルを応用することで、以下の推定式を

設定する。

 ⑷exportijkt＝β0＋β1Yjt＋γ1Zj＋γ2Zk＋γ3Zt＋εijkt

 ⑸importijkt＝β0＋β1Yjt＋γ1Zj＋γ2Zk＋γ3Zt＋εijkt

ここで i、j、k、t は自国、相手国財（HS 6 桁分類）、年または月を意

味する。また、export は輸出額の対数、import は輸入額の対数を意味

する。Y は相手国及び対象年によって変化する変数であり、相手国の

1 人当たり GDP の対数、相手国におけるビジネス開始に要する費用の

対数、相手国におけるビジネス開始に要する日数の対数、両国の自由
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貿易協定（FTA）締結のダミー変数が含まれる。Zは固定効果を意味し、

相手国、財、年の固定効果が含まれる。εは誤差項である。これらの

推定に関して、対世界、対アジア地域（4）、対 EU 加盟国を対象とする

ことで、実証分析において相手国ごとに通貨単位が異なることで分析

結果に違いが生じるかを明らかにする。そのために、円建て統計とド

ル建て統計を使用した分析結果の比較を行う。また、年次データと月

次データによってそれぞれ分析を行うことで、期間の違いによって分

析結果に歪みが生じる可能性があることを明らかにする。また、⑷及

び⑸式に関して、各変数の階差を使用した分析を行うことで、通貨単

位の違いが実証分析の結果に及ぼす影響を明らかにする。各変数の定

義と出所は表 7にまとめられている。

表 ７　変数の定義と出所

4.2　分析結果

表 8は年単位の輸出金額を被説明変数とした推計結果をまとめたも

のである。まず、いずれの結果に関しても相手国の 1人当たりGDPは

統計的に有意であり正の符号を有しており、理論モデルとも整合的な

結果となっている。他の要因は、多くが正の符号を有しているが説明

力を持っていないことが明らかとなっている。重要な点として、通貨

単位の違いによって統計的な有意性や符号が異なるといった問題は存

在しないことが明らかとなった。次に、階差モデルの結果であるが、

表 9にまとめられている。階差モデルの結果も、輸出金額を使用した

分析結果と同様に、 1人当たりGDPは統計的に有意であり正の符号を
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有している。つまり、輸出金額の変化は相手国の 1 人当たり GDP の成

長によって正の影響を受けることが確認できる。また、FTA について

も、全世界を対象とした分析においては統計的に有意であり正の符号

を有している。この結果は、新たに FTA が締結されることで輸出を成

長させていることを示唆している。総じて、いずれの結果においても

通貨単位の違いによって統計的な有意性や符号が異なるといった問題

は存在しておらず、年単位の輸出金額を対象とした分析においては通

貨単位の問題は存在しない可能性が明らかとなった。

表 ８　分析結果（年次データ、輸出、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表 ９　分析結果（年次データ、輸入、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。
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有している。つまり、輸出金額の変化は相手国の 1 人当たり GDP の成

長によって正の影響を受けることが確認できる。また、FTA について

も、全世界を対象とした分析においては統計的に有意であり正の符号

を有している。この結果は、新たに FTA が締結されることで輸出を成

長させていることを示唆している。総じて、いずれの結果においても

通貨単位の違いによって統計的な有意性や符号が異なるといった問題

は存在しておらず、年単位の輸出金額を対象とした分析においては通

貨単位の問題は存在しない可能性が明らかとなった。

表 ８　分析結果（年次データ、輸出、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表 ９　分析結果（年次データ、輸入、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。
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表10　分析結果（年次データ、輸出、階差モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表11　分析結果（年次データ、輸入、階差モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

次に、年単位の輸入額を被説明変数とした推計結果がまとめられて

いる表10を確認する。まず、対世界の輸入額を使用した分析結果では

相手国の 1 人当たり GDP は統計的に有意であり正の符号を有しており、

理論モデルとも整合的な結果となっている。しかし、その他の国を対

象とした分析においては相手国の 1 人当たり GDP は説明力を持ってい

ない。その他の結果に関しては、多くが負の符号を有しているが統計

的な説明力を有していないことが明らかとなっている。また、ここで
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も通貨単位の違いによって統計的な有意性や符号が異なるといった問

題は存在しないことが明らかとなった。輸出と同様に、表11には階差

モデルの結果がまとめられている。まず、 1人当たり GDP であるが、

貿易統計の通貨単位によって統計的な有意性が異なる結果となった。

対世界に関しては、どちらの通貨単位も正の符号を有しているが、ド

ル建て輸入金額を使用した分析結果のみ統計的に有意な結果を得てい

る。また、対アジア諸国を対象とした分析結果においては、どちらも

正の符号を有しているが、円建て輸入金額を使用した分析結果のみ統

計的に有意な結果となっている。さらに、FTA 締結の効果であるが、

円建て輸入金額を使用した分析結果のみ、統計的に有意かつ負の符号

となっている。つまり、FTA 締結によって日本への輸入金額へは負の

影響があったことを示唆している。重要な点は、年単位の貿易統計を

使用した階差モデルの分析においては、使用する通貨単位によって実

証分析の結果が異なってしまうという点である。

ここからは、月次データを使用した実証分析の結果を確認する。表

12と表13にはそれぞれ輸出金額モデルと階差モデルの分析結果がまと

められている。月次データを使用した実証分析については、概ね年次

データを使用した分析結果と同様の結果が得られている。輸出金額を

使用した分析結果においては、 1人当たりGDPが統計的に有意であり

正の符号を有しており、どちらの通貨単位でも同じ結果が得られてい

る。また、階差モデルにおいては対世界モデルにおいてのみ 1人当た

り GDP 及び FTA が統計的に有意かつ正の符号を有しており、いずれ

の通貨単位においても結果に違いは見られていない。次に、表14と表

15にはそれぞれ輸入金額モデルと階差モデルの分析結果がまとめられ

ている。輸入金額を使用した分析結果においては、対世界モデルにお

いて 1人当たりGDPが統計的に有意であり正の符号を有しており、ど

ちらの通貨単位でも同じ結果が得られていることがわかる。さらに、

階差モデルにおいては対世界モデルと対アジア諸国モデルにおいての

み 1人当たりGDPが統計的に有意かつ正の符号を有しており、いずれ
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も通貨単位の違いによって統計的な有意性や符号が異なるといった問

題は存在しないことが明らかとなった。輸出と同様に、表11には階差

モデルの結果がまとめられている。まず、 1人当たり GDP であるが、

貿易統計の通貨単位によって統計的な有意性が異なる結果となった。

対世界に関しては、どちらの通貨単位も正の符号を有しているが、ド

ル建て輸入金額を使用した分析結果のみ統計的に有意な結果を得てい

る。また、対アジア諸国を対象とした分析結果においては、どちらも

正の符号を有しているが、円建て輸入金額を使用した分析結果のみ統

計的に有意な結果となっている。さらに、FTA 締結の効果であるが、

円建て輸入金額を使用した分析結果のみ、統計的に有意かつ負の符号

となっている。つまり、FTA 締結によって日本への輸入金額へは負の

影響があったことを示唆している。重要な点は、年単位の貿易統計を

使用した階差モデルの分析においては、使用する通貨単位によって実

証分析の結果が異なってしまうという点である。

ここからは、月次データを使用した実証分析の結果を確認する。表

12と表13にはそれぞれ輸出金額モデルと階差モデルの分析結果がまと

められている。月次データを使用した実証分析については、概ね年次

データを使用した分析結果と同様の結果が得られている。輸出金額を

使用した分析結果においては、 1人当たりGDPが統計的に有意であり

正の符号を有しており、どちらの通貨単位でも同じ結果が得られてい

る。また、階差モデルにおいては対世界モデルにおいてのみ 1人当た

り GDP 及び FTA が統計的に有意かつ正の符号を有しており、いずれ

の通貨単位においても結果に違いは見られていない。次に、表14と表

15にはそれぞれ輸入金額モデルと階差モデルの分析結果がまとめられ

ている。輸入金額を使用した分析結果においては、対世界モデルにお

いて 1人当たりGDPが統計的に有意であり正の符号を有しており、ど

ちらの通貨単位でも同じ結果が得られていることがわかる。さらに、

階差モデルにおいては対世界モデルと対アジア諸国モデルにおいての

み 1人当たりGDPが統計的に有意かつ正の符号を有しており、いずれ

）
三
四
五
（

135



政
策
評
価
に
お
け
る
統
計
の
通
貨
単
位
問
題
に
関
す
る
一
考
察
：
貿
易
統
計
の
事
例
（
羽
田
）

二
九
五

の通貨単位においても結果に違いは見られていない。この結果は、年

次データを使用した分析結果とは異なり、月次データを使用した実証

分析においては統計の通貨単位問題は確認できなかったことを意味す

る。

年次貿易データと月次貿易データを使用した実証分析から、以下の

2 点が明らかとなった。 1 点目に、貿易金額自体（レベル）を被説明変

数として使用した実証分析においては、輸出・輸入ともに、通貨単位

が異なることによって実証分析の結果に違いが生じる事実は確認でき

なかった。また、年次データと月次データのどちらを使用した分析に

おいても、この事実と同様の結果を得られた。 2 点目に、階差モデル

においては、年次データを使用した輸入モデルにおいて、貿易統計の

通貨単位が異なることで実証分析の結果に違いが生じてしまう危険性

が明らかとなった。これらの結果から、インプリケーションとして、

対象とする国・地域や時期によって実証分析における通貨単位問題は

存在する可能性があるため、政策評価のための実証分析を行う際には

各通貨建貿易統計を使用した頑健生の確認などが必要になると考える。

表12　分析結果（月次データ、輸出、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。）
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表13　分析結果（月次データ、輸入、貿易金額モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表14　分析結果（月次データ、輸出、階差モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表15　分析結果（月次データ、輸入、階差モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。
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注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。
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注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。

表15　分析結果（月次データ、輸入、階差モデル）

注記： 括弧内は頑健標準誤差を意味する。**、*、+ はそれぞれ 1 %、 5 %、10％
の有意水準であることを意味する。
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5 ．むすびにかえて

COVID-19の蔓延や経済ショックなどが貿易や経済活動に与えた影響

を分析する時、統計データの性質はその評価に大きく影響する。本論

文においては、異なる通貨建ての貿易統計の比較における問題、そし

て実証分析における通貨単位問題を明らかにするために分析を行った。

1つ目の通貨単位問題に関しては、円建て貿易統計とドル建て貿易統

計それぞれを使用して算出した貿易成長率は乖離しており、時期に

よっては増減の符号が逆転してしまう可能性があることを明らかにし

た。また、これらの数値の乖離は為替レートの変化率で説明できるは

ずであるが、特定の時期においては大部分が為替レートの変化のみで

は説明できず、これは異なる通貨単位の貿易統計を変換する際に生じ

る問題などによって説明できると考える。

次に、貿易統計における 2つ目の通貨単位問題であるが、実証分析

の結果から、輸入における年次データを使用した階差モデルにおいて

通貨単位問題が存在する可能性が示唆された。この結果から、分析対

象となる国・地域や時期によっては実証分析における通貨単位問題が

存在する危険性があるため、政策評価を目的とした実証分析を行う際

には異なる通貨単位の貿易統計を使用した実証分析を追加的に行うこ

とによる頑健生の確認が必要になると考える。

本論文には、いくつかの課題が残されている。 1つ目に、日本円と

アメルカドル以外を対象とした分析を行っていないため、一般化がで

きておらず、全ての国に本論文の結果が当てはまるとは限らない。 2

点目に、実証分析における通貨単位問題について、その存在の有無に

ついては確認できたが、その理由については解明できていない。 3点

目に、今回は貿易統計のみを対象とした分析を行ったが、今後は GDP

や海外直接投資など、他の経済指標を使用した分析も行う必要がある

と考える。
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脚注
（ 1 ） リアルタイムデータとは、データ収集後に即座に公開されるデータの

ことであり、EBPM において重要な役割を担っている。
（ 2 ） 税関が公表する「外国貿易等に関する統計基本通達別紙第 1 統計国名

符号表」にアジア地理圏と記載されている国を意味する。ヨーロッパにお
いても同様の定義である。

（ 3 ） ここでは、アジア地域とは中国、韓国、ASEAN 加盟国を意味する。
また、ヨーロッパ地域は EU 加盟国を意味する。

（ 4 ） 脚注 3 と同様に、ここではアジア地域は中国、韓国、ASEAN 加盟国
を意味する。
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入会林野と社会変容
─長野県木曽町の事例研究から問うこと

佐　幸　信　介

1 ．はじめに─入会を問うこと

入会林野という現在では多くの関心が注がれなくなっている領域に、

あらためて着目することの社会学的な意義を検討すること、あるいは

入会林野に焦点をあてることでそこから派生する問いの可能性を考え

ること。本稿は、長野県木曽町での聞き取り調査（1）をとおして、その

端緒を探る試みである。

入会とは、何よりも林野（林野以外にもありうる）と、平地の集落で行

われる農耕を中心とした生活とを結びつける日常的実践の営みである。

林野がもたらすさまざまな物質─木材、堆肥、家畜の飼料、薪炭材、

食料などが、集落での生活の貴重な資源・財源となる。人びとは、何

らかの規範や掟を取り交わしながら林野を利用し、これらの物質を手

に入れる。人びとは、山からの恩恵を単に受けるだけではなく、山に

対して人為的に関わることで、山を持続的に保っていく。入会とは、

こうした人と山との相互関係─行為と物質の相互作用を指している。

そして、入会は共同作業や相互扶助、あるいは集住といった共同性

の生活様式を伴っている。日常的実践の共同性と集落の共同性が重な

り合う。この共同性の重なりが重要なのは、共同性にはある適正な規

模やスケールがあり、このスケールが入会林野の規模とも対応すると

考えられるからである。物質循環とは、おそらく集落の大きさに見

論　説
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合った共同性の規模によっても条件づけられていると考えられるだろ

う。

しかし、入会という生活の形は、現在ではすでに生活世界の中心的

な位置から後退しており、多くの場合、過去の習俗的な慣行とみなさ

れている。それは、学問的に認識することができるということ以上に、

聞き取り調査のなかで実際に地域住民から「昔のこと」として語られ

ることが端的に表している。「昔のこと」とは、自分が子どもの頃の経

験的な記憶として語られる場合もあれば、村史（誌）や町史（誌）とし

て記録されている場合もある。

おそらく、こうした入会林野についての認識枠組みは広く共有され

ている。入会林野は、伝統化あるいはフォークロア化されて、社会の

共同性や相互性として表象され、その土地らしさの特徴がそこに付さ

れていく。この枠組みは、しばしば観光をめぐる地域表象が構成され

る際にも動員される、ある種のナイーブな認識枠組みと同型である。

入会林野を考えるとき、まず直面するのは、この伝統化やフォークロ

ア化する表象の問題である。しかし、入会林野と社会変容を考えるこ

とは、過去のものとして表象化されるほど単純なものでないはずであ

る。

そこで、まず、現代あるいは近過去の入会林野と生活の変容につい

て、簡単に触れておきたい。およそ1960年前後（昭和30年代後半）以降、

生活そのものが林野から離れていく過程を木曽町では経験している。

入会林野が人びとにもたらした堆肥は、工業的に生産される肥料に変

わった。農耕馬の役割は農業機械にとって代わられたために、飼料用

の草地はもはや必要がなくなった。燃料源であった薪炭材もまた同様

である。新しい機械や工業製品、エネルギーは、山の生活、林野を利

用する生活からの解放を人びとにもたらした。それは、一方で産業と

しての新しい農業や林業が成立することであり、他方で山とは無縁な

賃労働を中心とした新しい労働のスタイルが浸透していくことでも

あった。平地という領域／圏域のなかで生活そのものが自立し、充足
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することが可能になっていく。山と生活とが循環する関係は、市場経

済を中心とした生活様式からなる合理的な社会関係へと置き換わって

いったのである。

こうした生活世界における社会変容は、山から刈り取った草木や薪

炭材を運ぶといった重労働からの想像以上の解放感をもたらしたに違

いない。この解放は、新たな時間の生き方を可能にしていく。具象的

な時間（山との生活）から、計量可能な抽象的な時間（労働の生活）への

移行がある。いわば、山がもたらす産物から、時間がもたらす産物へ

と労働の形式が変わるとき、それは同時に何かを失っていく過程でも

あった。

また、「山がなければ
0 0 0 0

生活できない」から「山がなくても
0 0 0 0

生活でき

る」への移行は、単なる生活様式の変化にとどまるものではない。生

存や生活の必需性と結びついていた生活様式の次元から、生活の選択

性、つまり消費を志向することと結びつくそれへと位相の移行が生じ

ていたはずである。失われたものとは、生活様式が別の次元へと位置

が変わることと、おそらく同義である。

社会や生活のいたるところで生じるこうした変容は、地域の空間的

な変容をもたらすことにもなる。山との関係から切り離された地域空

間は、その土地の固有な山との生活の履歴を歴史化
0 0 0

する。地域空間の

新しさからは、山との生活は歴史として外部化されるのである。そし

て、林野もまた、景観や自然環境、観光資源といったかたちで客体化
0 0 0

される。林野は、平地を中心に自立化した地域空間から、視覚的に見

られるもの、非日常的に体験するもの、あるいは保全すべきものへと

その位置が変わっていくのである。

入会林野にアプローチする研究蓄積は、これまで民法や法社会学を

はじめ、農村・地域社会学、林政学、地理学などの分野で膨大になさ

れてきている。かつて、民法や法社会学は、およそ1970年代頃までは

入会林野について事例研究を含みながら精力的に取り組んできた経緯

がある。それは、林野あるいは農地の所有権や登記をめぐる法制的な
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変化をバックグランドにしながら、紛争や和解、調停などが現実的に

生じていたからである。なるほど、明治維新以降、林野をめぐって全

国のいたるところで数々の紛争や訴訟が生じ、そうした争いが日本社

会の近代化のプロセスそのもの軌跡となってきた。

本稿で対象とする長野県木曽町においても、江戸時代の尾張藩の藩

有林や禁制の対象であった巣山（すやま）や留山（とめやま）、明山（あ

きやま）における留木（とめき）や停止木（ちょうじぼく）という独特の

歴史的な背景を持ちながら、明治期以降の所有や登記、明山の強引な

国有化や財産区化、共有林の利用（権）をめぐる数々の紛争や争議が生

じ、地域の近代化の歴史を形作っていることも数々の町誌（史）や村誌

（史）で確認することができる。かつては、水利権と並んで、林野の所

有と利用、あるいは境界をめぐる争いは、地域社会の社会関係の変動

を主題化する重要な研究対象となってきた。だが、林野から解放され

た地域空間が自立化していったように、林野をめぐる争いは、現在で

はほとんど見ることがなくなり、一定程度その変動は落ち着いている

かのようである。

現在直面している入会林野の問題

現在、変動が沈静化しているとしても、入会林野をめぐる問題が無

くなったわけではない。聞き取り調査をするなかで知ることができる

のは、争いや訴訟とは別の形で、入会林野をめぐる問題を住民が抱え

ていることである。入会は、木曽町での聞き取りをふまえると、現在

では、生産森林組合や林野利用農業組合といった法人の形式をとって

いるケースと、法人化せず連名で登記し記名共有しているケースがあ

る。どの場合でも、土地登記された共有林野には毎年税金が課せられ

る。その税金の支払い役を行うのは、法人の代表者や会計実務を担う

世話役であることが多いが、普段は使わない共有する林野に対して、

税金だけが課せられることの負担感については、木曽町の木曽福島、

黒川、宮越、開田のいずれの地区でも同様に聞くことができる。例え
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ば次のような話は、こうした現実を照らしている。

私たちの場合は、キャンプ場として町に共有林の一部を貸している

こともあって、共有林からの多少の収入がありますが、そうでないと

ころは税金を払うだけが毎年課され、どこも苦労していると思います。

山を持つということは、現在では昔のようにはいかなくなっていて、

さらに私たちの子どもたちの次の世代に引き継ぐことは現実的に難し

くなっていると思っています。（KF－1）

こう語ってくれた60代の男性は、共有林に対する入会を経験的に

知っている世代である。共有林の手入れについても次のような話を聞

くことができる。

私たちは、生産森林組合のかたちをとっていますが、共有林のなか

でも経済林の手入れは昨年までは、「出役（しゅつえき）」といって年に

1回共同で作業をしていました。みんなで手入れすることを「山ごし

らえ」といいます。昔は年に10日ほど出役していました。しかし、高

齢化や人手不足もあって、今年からは組合から日当を払って行うやり

方に変えています（KF－2）。

ここで指摘されている問題には、少なくとも二つの側面があると思

われる。

第一に、図式的に概括すると、近代化の過程で争われていたのが、

利用権を目的とした入会権と所有権との整合性や統合の問題であると

すれば、現在直面しているのは、林野利用の経済的価値や合理性が消

失ないし後退したなかで、所有がもたらす矛盾や負担といったもので

ある。林野利用は、先にも述べたように木材の生産に限られるもので

はない。生活の営みに密接にかかわる、建築材、肥料源、飼料源、燃

料源をもたらすものであった。1960年前後以降、林野の利用価値の低
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こともあって、共有林からの多少の収入がありますが、そうでないと

ころは税金を払うだけが毎年課され、どこも苦労していると思います。

山を持つということは、現在では昔のようにはいかなくなっていて、

さらに私たちの子どもたちの次の世代に引き継ぐことは現実的に難し

くなっていると思っています。（KF－1）

こう語ってくれた60代の男性は、共有林に対する入会を経験的に

知っている世代である。共有林の手入れについても次のような話を聞

くことができる。

私たちは、生産森林組合のかたちをとっていますが、共有林のなか

でも経済林の手入れは昨年までは、「出役（しゅつえき）」といって年に

1回共同で作業をしていました。みんなで手入れすることを「山ごし

らえ」といいます。昔は年に10日ほど出役していました。しかし、高

齢化や人手不足もあって、今年からは組合から日当を払って行うやり

方に変えています（KF－2）。

ここで指摘されている問題には、少なくとも二つの側面があると思

われる。

第一に、図式的に概括すると、近代化の過程で争われていたのが、

利用権を目的とした入会権と所有権との整合性や統合の問題であると

すれば、現在直面しているのは、林野利用の経済的価値や合理性が消

失ないし後退したなかで、所有がもたらす矛盾や負担といったもので

ある。林野利用は、先にも述べたように木材の生産に限られるもので

はない。生活の営みに密接にかかわる、建築材、肥料源、飼料源、燃

料源をもたらすものであった。1960年前後以降、林野の利用価値の低
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下や喪失は、税金の問題が端的にあらわしているように、土地所有と

経済的合理性との関係が、多くの場合共有林を担保するものではなく

なっていることに起因する。実際に現在では、共有林を利用せず、つ

まり入会が実質的に機能せず、放棄状態になっているケースが散見さ

れる。

第二に、林野が有している生態系や多様な生物の存在、あるいは景

観あるいは風景といった自然環境を保全していくという問題である。

この問題は、これまでの学問領域とは別の角度から、とりわけ環境経

済学や環境社会学、あるいは生態系や生物多様性を主題とする自然科

学の領域において、「環境」や「コモンズ」というレイヤーから、（入会

林野とは必ずしも対象範囲が一致するわけではないものの）議論が再定位さ

れていることとも関わっている。

これら二つの入会林野へのアプローチは、言うまでもなく議論の出

自を異にしている。いたずらに議論を交叉させることは避けなければ

ならないが、聞き取り調査をするなかで実感するのは、地域社会のな

かで同じ林野をめぐって、これらの異なる問題が時には並列し、ある

いは混在していることである。山を所有し税金を払うことと、山を手

入れすることは順接的な関係ではない。山とのかかわりを再関係化す

る課題が、一方で所有と利用の矛盾に直面し、他方で林野を保つこと

の必然性として模索されている。これまで保ってきた入会林野が荒れ

ることは避けなければならない。それは手入れされるべきであるし、

そういうものなのである。したがって、入会を問うことは、こうした

歴史化や客体化とは異なる入会林野の再関係化のための方法論につい

て考えることであるともいえる。

長野県木曽町の入会林野を具体的な事例として、入会の歴史的変容

と課題について検討することは、聞き取り調査を含めた立体的な作業

が必要になる。本稿では、そのとば口となるものであり、木曽町の入

会の成立とその特徴に絞って聞き取り調査の結果をふまえながら検討

する。というのも最終節でも触れるように、入会林野を問うことは、
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抽象化された近代化とか賃労働の浸透といった次元ではない社会変容

の問題に直面することになるからである。

まず、今回調査対象にした木曽町の概況を確認することからはじめ

よう。

2．木曽町の概況

木曽町は長野県南西部にあり、木曽谷と言われる木曽川がつくる水

系の地勢の中央部に位置している（2）。木曽町の西端に木曽御嶽山、東

端に木曽駒ケ岳が佇み、その山岳は象徴的な相貌を示しながら自然・

文化的な環境を作っている。木曽川は林野の中をぬうように木曽谷を

形成しながら流れ、河岸段丘には旧中山道が南北に通っている。木曽

町には、旧中山道の三六番目の宮ノ越宿と三七番目の福島宿がある。

現在でも、国道19号線や JR中央西線は、旧中山道と重なりながら木曽

川の谷に沿って走っている。旧宮ノ越宿から、東側の権兵衛峠を越え

て伊那谷に権兵衛街道が通じ、旧福島宿からは西に向かって、旧開田

村を経由して高山へと飛騨街道が通っている（共に国道361号線）。旧中

山道の街道の分岐点となっている長野県塩尻市（現在でも、国道や JR の

分岐となっている）から、木曽町へ向かうとき、その道程は両側の森林

と一体となって風景を形成している。その要所で贄川、木曽平沢、奈

良井、薮原といった旧宿場町を辿ることになる。

木曽町は、2005年（平成17年）に木曽福島町、日義村、開田村、三岳

村が合併し誕生した。木曽町では、合併を機に「まちづくり条例」（自

治基本条例）を制定し、首長や議会権限に匹敵する住民の自治組織から

なるまちづくりの協議会システムを導入、制度化したことで全国的に

着目された町である。人口は2021年10月 1 日時点で、人口11,127人、世

帯数4,843世帯、高齢化率は42.0％。

林野に囲まれた木曽町の総面積は、476.03平方キロメートル。そのう

ち林野面積は418.66平方キロメートルで、林野面積率は87.9％におよん
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まず、今回調査対象にした木曽町の概況を確認することからはじめ

よう。

2．木曽町の概況

木曽町は長野県南西部にあり、木曽谷と言われる木曽川がつくる水

系の地勢の中央部に位置している（2）。木曽町の西端に木曽御嶽山、東

端に木曽駒ケ岳が佇み、その山岳は象徴的な相貌を示しながら自然・

文化的な環境を作っている。木曽川は林野の中をぬうように木曽谷を

形成しながら流れ、河岸段丘には旧中山道が南北に通っている。木曽

町には、旧中山道の三六番目の宮ノ越宿と三七番目の福島宿がある。

現在でも、国道19号線や JR中央西線は、旧中山道と重なりながら木曽

川の谷に沿って走っている。旧宮ノ越宿から、東側の権兵衛峠を越え

て伊那谷に権兵衛街道が通じ、旧福島宿からは西に向かって、旧開田

村を経由して高山へと飛騨街道が通っている（共に国道361号線）。旧中

山道の街道の分岐点となっている長野県塩尻市（現在でも、国道や JR の

分岐となっている）から、木曽町へ向かうとき、その道程は両側の森林

と一体となって風景を形成している。その要所で贄川、木曽平沢、奈

良井、薮原といった旧宿場町を辿ることになる。

木曽町は、2005年（平成17年）に木曽福島町、日義村、開田村、三岳

村が合併し誕生した。木曽町では、合併を機に「まちづくり条例」（自

治基本条例）を制定し、首長や議会権限に匹敵する住民の自治組織から

なるまちづくりの協議会システムを導入、制度化したことで全国的に

着目された町である。人口は2021年10月 1 日時点で、人口11,127人、世

帯数4,843世帯、高齢化率は42.0％。

林野に囲まれた木曽町の総面積は、476.03平方キロメートル。そのう

ち林野面積は418.66平方キロメートルで、林野面積率は87.9％におよん
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でいる。全国の林野面積率が65.5％、長野県の割合が75.9％と比べても、

林野面積の割合が多いことがわかる。林野の内訳は、国有林が115.05平

方キロメートル、民有林が303.62平方キロメートルで、およそ 4分の 3

が民有林となっている。

現在、林業に携わる林業経営体の数は全体で33経営体、そのうち法

人化している経営体が10、法人化していない経営体が22、地方公共団

体・財産区が 1となっている。また、林家数は1,075戸となっており、

全世帯数のおよそ22％が林野を所有・登記している。林野の所有・登

記に関しては、聞き取り調査をふまえると、先にも触れたように、「個

人での所有」と「共有林を複数で登記」している 2つのケースがある。

さらに、共有林を複数の者が登記する場合は、「林野利用農業協同組

合」または「生産森林組合」の方式で法人化して登記するケースと、

法人化せず複数の者が連名で登記するいわゆる「記名共有地」となっ

ているケースがある。

2021年 2 月には新しい役場庁舎が竣工したが、木造平屋の建ての庁

舎は木曽町の林野から伐り出した木材を使用して建設された（3）。木造

といっても、集成材を用いず、構造・躯体もカラマツやヒノキなどの

無垢材を用いており、地元の多くの建築業者による在来工法を駆使す

ることによって進められたユニークな一連の試みであった。いうまで

もなく、かつての林野と生活との循環的な入会の仕組みを現代の文脈

でトレースした建築の方法論であった（4）。

3 ．尾張藩のもとでの二重の禁制と入会

これまで「入会林野」という言い方で共有林について記述してきた

が、入会林野について概念的に整理しておこう。まず、呼称の問題で

ある。木曽町での聞き取り調査では、「入山」あるいは「入会山」とい

う呼称で言われている。入山は、さらに「柴山」「里山」「奥山」と、

集落から近い順番で呼ばれていた。柴山は主に草木の場所であり、農
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耕馬である木曽馬のための飼料として刈り取られていた。里山は、主

に薪炭材や肥料用の草木や落ち葉を得るための山である。入山から集

めてきた草木や落ち葉を水田にすき込み、堆肥として利用する。この

点について、1950年代後半頃（昭和30年代）の次のような話を聞くこと

ができる。これは開田地区（旧開田村）の事例であるが、木曽町の他の

地区でも同様の事柄を聞くことができた。

山から里に共同でワイヤーを繋げ、ひとかたまりに束ねた草木を山

から平地まで降ろしていました。吊り降ろされた草木を家まで運ぶの

が、学校から帰ってきた子どもの仕事でした。（KD－1）

草木を縛って一束にするのは、刈った草はすべるのでコツと技がい

るんです。これができると、一人前と言われていたのですが、当時、

草刈りの名人と呼ばれていた人が何人もいました。（KD－2）

奥山は、日常のなかでは利用されることはほとんどないが、木曽馬

の産地でもある開田地区では、春の農耕が終わると木曽馬を奥山まで

連れていき、夏の間放牧していたという。入会林野は、森林と原野

（草地）を合わせたものであるが、この 3つの区分けに即せば、多くの

場合、柴山が原野（草地）、森林が里山と奥山に対応する。

こうした入山とは別に、木曽地域独特の呼称がある。「留山（とめや

ま）」「巣山（すやま）」「明山（あきやま）」である。尾張藩の藩領下にお

いて、禁制とされていた山が留山と巣山、人びとが利用可能であった

山が明山である。さらに、明山であっても「留木」「停止木」と禁木が

定められていた。

ヒノキやサワラなどの木曽の木材は、古くから良木とみなされ、尾

張藩にとっては重要な財源となっていた。木曽地方は、1600年（慶長 5

年）に徳川の時代になった当初も徳川家康の直轄地とされ、山村氏を

関所の関守をする木曽代官に任命した（山村家は江戸期が終わるまでのお
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耕馬である木曽馬のための飼料として刈り取られていた。里山は、主

に薪炭材や肥料用の草木や落ち葉を得るための山である。入山から集

めてきた草木や落ち葉を水田にすき込み、堆肥として利用する。この

点について、1950年代後半頃（昭和30年代）の次のような話を聞くこと

ができる。これは開田地区（旧開田村）の事例であるが、木曽町の他の

地区でも同様の事柄を聞くことができた。

山から里に共同でワイヤーを繋げ、ひとかたまりに束ねた草木を山

から平地まで降ろしていました。吊り降ろされた草木を家まで運ぶの

が、学校から帰ってきた子どもの仕事でした。（KD－1）

草木を縛って一束にするのは、刈った草はすべるのでコツと技がい

るんです。これができると、一人前と言われていたのですが、当時、

草刈りの名人と呼ばれていた人が何人もいました。（KD－2）

奥山は、日常のなかでは利用されることはほとんどないが、木曽馬

の産地でもある開田地区では、春の農耕が終わると木曽馬を奥山まで

連れていき、夏の間放牧していたという。入会林野は、森林と原野

（草地）を合わせたものであるが、この 3つの区分けに即せば、多くの

場合、柴山が原野（草地）、森林が里山と奥山に対応する。

こうした入山とは別に、木曽地域独特の呼称がある。「留山（とめや

ま）」「巣山（すやま）」「明山（あきやま）」である。尾張藩の藩領下にお

いて、禁制とされていた山が留山と巣山、人びとが利用可能であった

山が明山である。さらに、明山であっても「留木」「停止木」と禁木が

定められていた。

ヒノキやサワラなどの木曽の木材は、古くから良木とみなされ、尾

張藩にとっては重要な財源となっていた。木曽地方は、1600年（慶長 5

年）に徳川の時代になった当初も徳川家康の直轄地とされ、山村氏を

関所の関守をする木曽代官に任命した（山村家は江戸期が終わるまでのお
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よそ270年にわたって代官をつとめることになる）。その後、1615年（元和元

4年）に尾張藩領となる。ただし、歴史的には、江戸時代よりもはるか

前の荘園時代から木曽は中央主権の直轄地となっており、『開田村誌』

によれば、木曽がすでに荘園によって支配されていた時代から木曽の

木材が伐出されたと指摘がある。記録として確認されるだけでも、鎌

倉時代の14世紀には伊勢の皇大神宮や豊受神宮のために伐出されてい

た。また、豊臣秀吉も木曽を1590年（天正18年）に直轄地とし、大阪城

や大仏殿、聚楽第の建設に木曽の木材を使用したという。木曽の木材

は質が高いものとしてすでに古くから認知され、都市部へと供給する

産地として名が通っていたようである（5）。

山下千一『木曽山林物語』（6）によれば、尾張藩の藩領になってから

すぐの1618年（元和 4年）に巣山が定められた。そして江戸時代の初期

において、木曽の山材の需要が非常に高く、その結果17世紀の中頃ま

でには乱伐され林野そのものが荒廃化したという。その状況をうけて、

尾張藩は、1664年（寛文 4年）から数回の木曽山巡見を行い、留山、留

木、停止木を定めていく。

巣山とは放鷹するための鷹の巣を保護するための山を指す。先述し

たように人びとの立ち入りも伐採も一切が禁止された山である。『黒川

郷の歴史と民俗』（7）によれば、江戸期の終わりの時点で、木曽全体で

20カ所、総面積は 2万689ヘクタールに及んでいたという。尾張藩は寛

永年の頃から毎年鷹奉行を木曽へ派遣し、妻籠須原、のちに薮原に巣

鷹役所を設けて巣鷹の管理と取り締まりを行っていた。巣山は、寛文

期以降は木曽全体で59カ所あり、留山と同様に禁止と保護が徹底され

ていた。

『木曽福島町史』には、1665年（寛文 5年）に巣山や留山が定められ

たことをめぐって次のように記述されている。

かくても何年も重ねるに従って木材資源は漸次減少の一方である。

のみならず木曽山林は挙げて山村氏に一任してあって、木曽山林の
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状況不明の点もあったので、寛文四年六月目付役佐藤半田太夫以下

九人のものをして木曽谷中の巡見を行わしめた。巡見一行は各宿村

山林を仔細に調査して帰った。山村氏は此巡見に疑問を持ち、政務

多端にして到底山川支配に力及ばずとの理由で、山方一切の行政辞

退を申出た。翌九年正月名古屋藩は山村家の出願を許し、林政と民

政を区別して、山林関係の事項伐木運材、錦織綱場（8）及川並支配等

一切を藩の直轄とし、山村氏は専ら民政方面を担当することとなっ

た。藩では新たに上松に材木役所を建て、上松材木奉行を命じ、錦

織材木奉行を任じて山関係の事項が山村氏の手から離れた（9）。

尾張藩の直轄になって以降、まず、1618年（元和 4年）に巣山が木曽

谷全体にわたって設けられ、上記にあるように、奉行巡見後の1664年

（寛文 4年）に留山が定められていく。代官とは別に林野専門の役所と

奉行を設置する。林野に特化した統治の制度が出来上がったのである。

材木役所が建てられた上松は、木曽町の南に隣接している現在の上松

町。錦織材木奉行の錦織とは、綱場（木曽川を使って木材を集積し、筏を

組んで下流に運搬するための要所）がある現在の岐阜県加茂郡八百津町。

こうして、1600年代の中頃に巣山、留山、明山の三種類が木曽におい

て定着していくことになった（10）。この時の巣山と留山を合わせて、木

曽全体でおよそ220平方キロメートル（22,000ha）と言われており、その

規模は広大であったことがわかる。

また、尾張藩は1684年（貞享元年）に行った二回目の巡見後に、巣山

や留山を鞘で囲うようなかっこうをした「鞘山」（さややま）を新たに

設ける。巣山、留山の保護を徹底するための緩衝的な保護林野である。

鞘のような形であったため、そう呼ばれた。「情けないぞえ市川様は巣

山留山さやかけた（11）」と村人たちが謡ったように、容赦ない徹底ぶり

だったようである（12）。

それに対して、明山は人びとの立ち入りを許された山であった。し

かし、その明山であっても、先にも述べたように尾張藩によって留木

）
九
八
二
（

101



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
三
〇

状況不明の点もあったので、寛文四年六月目付役佐藤半田太夫以下

九人のものをして木曽谷中の巡見を行わしめた。巡見一行は各宿村

山林を仔細に調査して帰った。山村氏は此巡見に疑問を持ち、政務

多端にして到底山川支配に力及ばずとの理由で、山方一切の行政辞

退を申出た。翌九年正月名古屋藩は山村家の出願を許し、林政と民

政を区別して、山林関係の事項伐木運材、錦織綱場（8）及川並支配等

一切を藩の直轄とし、山村氏は専ら民政方面を担当することとなっ

た。藩では新たに上松に材木役所を建て、上松材木奉行を命じ、錦

織材木奉行を任じて山関係の事項が山村氏の手から離れた（9）。

尾張藩の直轄になって以降、まず、1618年（元和 4年）に巣山が木曽

谷全体にわたって設けられ、上記にあるように、奉行巡見後の1664年

（寛文 4年）に留山が定められていく。代官とは別に林野専門の役所と

奉行を設置する。林野に特化した統治の制度が出来上がったのである。

材木役所が建てられた上松は、木曽町の南に隣接している現在の上松

町。錦織材木奉行の錦織とは、綱場（木曽川を使って木材を集積し、筏を

組んで下流に運搬するための要所）がある現在の岐阜県加茂郡八百津町。

こうして、1600年代の中頃に巣山、留山、明山の三種類が木曽におい

て定着していくことになった（10）。この時の巣山と留山を合わせて、木

曽全体でおよそ220平方キロメートル（22,000ha）と言われており、その

規模は広大であったことがわかる。

また、尾張藩は1684年（貞享元年）に行った二回目の巡見後に、巣山

や留山を鞘で囲うようなかっこうをした「鞘山」（さややま）を新たに

設ける。巣山、留山の保護を徹底するための緩衝的な保護林野である。

鞘のような形であったため、そう呼ばれた。「情けないぞえ市川様は巣

山留山さやかけた（11）」と村人たちが謡ったように、容赦ない徹底ぶり

だったようである（12）。

それに対して、明山は人びとの立ち入りを許された山であった。し

かし、その明山であっても、先にも述べたように尾張藩によって留木
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や停止木が定められた。留木はクリ、マツ、カツラといったものであ

り、伐木するには許可を必要とした。よく知られている木曽の九木で

あるヒノキ、サワラ、ネズコ、コウヤマキ、アスナロにケヤキも加え

られ、停止木として一切の伐採が禁じられた（13）。山全体を禁制する留

山と巣山、さらに明山であっても特定の木を禁制する留木と停止木と

いう二重の禁制が、江戸時代の前期に尾張藩によって行われたのであ

る。

ところが、先にも引用した『木曽山林物語』によれば、「江戸中期以

降山村地域における集落の発達につれて林野利用の恒常的利用度が高

まるに伴い、従来のような「明山」にたいするきびしい利用制限は、

山村住民の生活と営農の現実的要求にそぐわなくなり、「明山」の利用

形態は次第に変化せざるをえなく（14）」なった。その結果、入山（入会

山）としてある程度の自由度をもって利用が認められることになった。

このことは、島崎藤村『夜明け前』にも、同様の描写がある。参考ま

でに引用しておこう。

当時の木曾一帯を支配するものは尾張藩で、巣
す

山
やま

、留
とめ

山
やま

、明
あき

山
やま

の区

域を設け、そのうち明山のみは自由林であっても、許可なしに村民が

九木を伐採することは禁じられてあった。言って見れば檜
ひの

木
き

、椹
さわら

、明
あす

檜
ひ

、高
こう

野
や

槇
まき

、𣜌𣜌
ねずこ

の九種類が尾張藩の厳重な保護のもとにあったのだ。

（中略）

しかし、巣山、留山とは言っても絶対に村民の立ち入ることを許さ

れない区域は極小部分に限られていた。自由林は木曾山の大部分を占

めていた。村民は九木の厳禁を犯さないかぎり、意のままに明山を跋

渉して雑木を伐採したり薪炭の材料を集めたりすることが出来た。檜

木笠、めんぱ（木製割籠）、お六櫛、諸種の塗物─村民がこの森林を

仰いでいる生活の資
もと で

本もかなり多い。耕地も少く、農業も難渋で、そ

うかと言って塗物渡世の材料も手に入れがたいところでは、「御免の檜

物」と称えて、毎年千数百駄ずつ檜木を申し受けている村もある（15）。
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木曽の入会の歴史

木曽地方において、入会の成立も江戸時代の時期まで遡ることがで

きる。禁制と取り締まりが行われるなかで、人びとが自由に採取でき

るのは、薪炭材に用いる「かな木」（金木）や飼料用の柴と草に限られ

ることになった。そうすると、必然的にかな木や柴草の量が足りなく

なる。明山であっても禁制によって利用が限られるため、人びとは別

の林野を明山として利用することになるが、集落から離れたところに

ある林野を利用するために入会を必要とした。『木曽福島町史』には、

入会山が形成される経緯について、次のように記されている。

元来此柴山草山は漸次森林の地積を減じ、又山火事の原因にもなっ

たので江戸時代には尾州藩が厳重に之を制限した。其結果として村或

は部落所属地内に於て之が補給困難となって来て同一場所に両村或は

数部落が入り合って採取することとなり、茲に入会山が出来るのであ

る（16）。

つまり、停止木や留木によって制約されている明山では調達に不十

分になり、薪炭材や柴草を求めるために、複数の村や集落が互いに利

用する申し合わせによって入会という仕組みが作られた。ここで記述

されているのは、複数の村が利用する「他村入会」または「数村入会」（17）

と言われる入会山である。

入会には、このように他村入会と村のなかでの入会に分けられる。

北条浩によれば、こうした入会とは別に「村持地」（むらもちち）と言

われる土地があり、「徳川時代においては、一般的に「村持地」といわ

れている土地に対して、村人は入会とはよんでいない。紛争のときも

村持地なのである。これにたいして、他村との間で支配し共同で使

用・利益ないしは土地の利用を行う場合には、土地が共同所有である

か、または他村の所有であるかにかかわりなく入会とよんでいたので

ある。（18）」
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複数の村（者）が入り合うことは争いを作り出す契機ともなる。すで

に江戸時代において、入会山の利用をめぐって村や集落の間で、争い

や紛争が生じ、その調停や裁定に尾張藩やその命を受けた木曽代官の

山村家が当たらなければならなかったという。

図 2　入山の申し合わせの文書

出所：『木曽福島町史』（第 1巻）446頁

入会は、こうした木曽町の事例にもとづくならば、尾張藩の所有－

支配構造のなかで、その成立からすでに紛争を伴う仕組みそのもの

だったのである。入会林野は、先述したように厳密には所有としての

「共有地（林野）」ではない。利用・使用の行為の次元にある入会と、所

有の次元にある共有とは位相が異なるからだ。したがって、江戸時代

の入会をめぐって生じる争いは、利用・使用の範囲や境界をめぐるも

のであり、人びとの所有－権利関係をめぐる相互の対立から引き起こ

されるものでなかった。言うまでもなく、所有－権利関係は、近代的

な概念にもとづくものであるから、江戸時代はいわゆる近代的な法の

枠組みからは「慣習」と位置づけられる、集落の自治的な規範を有す

るものであった。異なる村同士の間での入会をめぐる争いは、どちら
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かというと占有あるいは占用の概念に近いと思われる。村や部落の排

他的・敵対的な関係が、まるで陣地取りのように自らの共同性そのも

のの強度として発揮されていたということができる。

4．権利としての入会と行為としての入会

入山は、そこに暮らす人びとにとって共同で─尾張藩領下の江戸

時代においても、明治以降も共同の取り決めや掟のなかで─利用す

る林野であった。入会権を定義する際に、今もなお参照されるのが、

川島武宜による次のような定義である（19）。「村落共同体もしくはこれ

に準ずる地域共同体が土地－従来は主として山林原野（ただしこれに限

らない）－に対して総有的に支配するところの物権」である（20）。1960

年代に著された川島武宣によるこの定義は、物権の所有主体と利用主

体との対応関係について「総有」概念をとおして論理化している点に、

今もなお議論の応用可能性が見いだされている。

例えば、室田武・三俣学は、コモンズ論との異同を検討するなかで、

川島武宜は「入会権によって守られる農山村民の生活があるとするな

らば、その権利をより狭義に限定してしまうのではなく、より広義に

保障しようとし」たところにコモンズ論へと接続する可能性を見てい

る（21）。つまり、狭義の所有と権利の関係から総有として広義化するこ

とに、誰にとっての何のための権利なのかというときの対象が他なら

ぬ「山林原野」である点に、コモンズ論の対象もまた自然資源である

こととの接点を見いだしているのである。

総有─共同所有と共同利用─には、室田・三俣も着目している

ように、入会が単なる経済的な収益を上げることに限定されず、収益

が目的とされない広義の機能を包含していること、また主体も限定的

な個人ではなく、複数からなる複合的な主体である場合も含意されて

いる。入会は、排他的所有と排他的利用という関係には、そもそもな

じまない歴史的な仕組みなのである。入会を慣習や慣行として、一種
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の例外的な権利とする見方もある。しかし、川島が総有という概念を

とおして見ていた1950年代から60年代にかけて、入会が生活の一角と

して営まれていたことを考えるならば、確実に主体の共同性や複合性

の姿があったということができるだろう。

こうした総有をめぐる共同性を考える上で、江戸時代の入会林野や

入山が明治維新後にどのような転換を経たのか、その要点を確認して

おきたい。表 1は、明治維新後の概略を年表形式でまとめたものであ

る。まず重要になるのは、1873年（明治 6年）の地租改正から1889年（明

治22年）にかけての時期である。

木曽地方において、尾張藩の藩有林は、明治維新後と地租改正よっ

て「官有林」として、その後「御料林」として移管されていく。木曽

町も官有林と御料林にとって、重要な場所として制度化された。御料

林への編入が1889年（明治22年）。宮内省御料局は1903年（明治36年）に

御料局の木曽支庁を木曽福島に設置を決定し1906年に開庁した。この

建物は、1927年の大火により全焼した後再建され、現在も御料館と呼

称され保存活用されている。

官有林化は、民有林との区別を明確にすることを意味し、そのため

に地面の面積と地価が調べられることになる（地価取調規則、明治 5年）。

明治期の民法の法制化とほぼ同じ過程をたどるが、多くの民有林は

1895年（明治28年）頃にかけて登記されていった。

表 １　明治以降の林政に関連する概略史（22）

1869年（明治 2年）の版籍奉還により江戸期の藩有林が明治政府に編入
1873年（明治 6年）地租改正
1876年（明治 9年）	地租改正を受け、官民有区分により山林所有区分の明確

化と、所有不明山林に対する国有化が進められる
1879年（明治12年）内務省に山林局が設置される
1881年（明治14年）新しくつくられた農商務省の山林局が、国有林を所管
1885年（明治18年）宮内省に初めて御料局が設置される
1886年（明治19年）大小林区署制度により、全国に林区署が設置
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1889年（明治22年）	町村制の施行により、部落有林野の町村有化がすすめら
れるが、旧村民の抵抗から旧村民がそのまま部落有林野
の所有を認める制度（旧財産区制度）が定着

1886年（明治19年）	～89年（22年）にかけて、国有林から内務省所管の北海
道国有林と宮内省帝室林野局所管の御料林が分離される

1910年（明治43年）	～1939年（昭和14年）　部落有林野統一政策によって、公
有林の造林開発などの目的から、部落有林野の市町村林
野への組み入れが推し進められるが、住民からの入山利
用をめぐる抵抗により、部落有林野統一政策は終結

1947年（昭和22年）	林政の統一により、国有林、北海道国有林、御料林が一
括して国有林として林野庁の管理下となる

1951年（昭和26年）国有林野整備臨時措置法、固有林野法、林野法の改正
1953年（昭和28年）	町村合併促進法により、あらたに多数の財産区が生まれ

る
1956年（昭和31年）	公有林野等官行造林法
1966年（昭和41年）	入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

（入会林野近代化法）
	 以降、入会林野整備事業（構造改善事業）が進められる

『開田村誌』には、1873年（明治 6年）に作られた「共有地一筆限連

名簿」の記録が収められている（23）。これは、先の明治政府による地価

取調規則（明治 5年）をうけて作成した、明山＝共有地の各人の専用区

域面積、地価金が明記されたものである。実は、すでに江戸時代に明

山の「草山境改長」が作られ、各人の明山使用と区分けが明記されて

おり、そうした文書が下敷きになって「共有地一筆限連名簿」が作ら

れたという。

旧開田村の「共有地一筆限連名簿」の特徴は、共有地を 5つのタイ

プに分け名簿が作られている点である。①農家の経営規模に応じて共

有地を分割、②完全平等の入会地、③木曽馬の放牧地を平均分割、一

部は規模利用別に分割。④死馬を埋めた共同利用地、⑤山神を祭った

共同利用地。

この「共有地一筆限連名簿」が完成するのが1888年（明治21年）と、

かなりの時間がかけられている。1873年から1888年の間に、何度も 5
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かなりの時間がかけられている。1873年から1888年の間に、何度も 5
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つの分類と登記の仕方をめぐって、開田村戸長と名簿の完成を急がせ

る西筑摩郡郡長の間でやりとりされたという。その「御願」と「回答」

が『開田村誌』に記載されている。ここで開田村戸長から「御願」さ

れているのは、旧開田村の共有地は、個人所有のように記載できる面

積とできない特別な共有林野があり、その特別な共有地を認めてほし

いというものであった。

この「草山境改長」は、当時の入会林野の姿を写しだしているもの

である。つまり、すでに 5つの分類のように人びとは入会として林野

を利用してきたのである。実際に、この特別な共有地は認められ、名

簿では便宜的に簡易記載されることになった。その後、1895年（明治28

年）に民法に基づいて登記がなされることになる。こうした過程は、

旧開田村にかぎらず全国各地で交渉・調整が行われたものであった。

この交渉・調整過程が注目されるのは、地租改正と官有化のなかで、

個人所有を明確にできない共有地が官有林へと取り込まれることで

あった。尾張藩の藩政下であっても事実上の所有状態、あるいは占有

状態が成立していた入会山野としての明山、集落と近接した控地や控

林が、官有林として収奪されていく過程であったのである。この過程

では、さまざまな事件と争いや運動があった。よく知られているよう

に、島崎藤村『夜明け前』のモデルとなった島崎吉左衛門（正樹）は、

明山解放運動・木曽山林事件の中心的人物である（24）。また、『開田村

誌』には、官有林に編入された林木を、盗伐する事件がいくつも記録

されている。そのたびに処罰されるものの、盗伐は絶えることなかっ

たという。盗伐する木材は、そもそも明山にあった自分たちのもの
0 0 0 0 0 0 0

で

あったからだ。

このような旧開田村の事例は、全国のなかの一端にすぎないが、明

治期において民法上、入会権をどのように規定するのか、その法制史

的な過程と法社会学的な知見も含めて検討する必要性は高い。とりわ

け、1904年（明治37年）の大審院判決や、その判決を覆したとされる

1920年（大正 9年）の大審院聯合部判決などをめぐって、所有権と入会
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権との関係の論理化はその中心的な問題のひとつであった。こうした

問題については、別稿に譲りたいが、重要なのは北条浩が指摘するよ

うに、「入会権を前近代的な権利関係と位置づけ、これを個別的私的所
0 0 0 0 0 0

有権利
0 0 0

への移行させることをもって─すなわち入会権の解体─入

会権の近代化だとすると、当然のことながら入会団体（集団）は解体す

る」（傍点引用者）という過程をたどるからである（25）。この指摘の含意

は、先の川島の総有の概念から入会権を立論していくことの可能性に

ある。図式的に捉えなおせば、入会権は共同の複合的な主体の所有権

によって基礎づけられながら、入会権はこの所有権によって排他的に

条件づけられないと言うことができるだろう。つまり、所有者が異

なっていても、入会という営みは成立しうること、自らが所有してい

ない林野であっても入会の可能性の余地があるということである（26）。

5 ．おわりに─江戸期の馬小作制度と貨幣経済

これまで木曽地方の江戸期から明治期にかけての入会の成立と変容

を概観してきた。入会の権利と所有との関係は、その後も政治社会体

制や政策的な制度化のなかで変容を被ってきた。例えば、1889年（明治

22年）の町村制の施行による部落有林野の公有化（旧財産区）、1910年

（明治43年）以降の部落有林野統一政策の強化、1953年（昭和28年）の町

村合併促進法による新たな財産区の編成、1966年（昭和41年）入会林野

等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（「入会林野近代化法」）

以降の共有する入会林野の法人登記の促進や入会林野整備事業（構造改

善事業）の実施といったものである。本稿の冒頭で紹介した、固定資産

税の負担の問題は、こうした一連の歴史をもちながら、直接的には

1966年の「入会林野近代化法」に起因するものである。

戦後の林業政策と入会林野について、より詳細なフィールド調査が

必要である。そのことをふまえた上で、前節で触れた所有と利用との

関係を考えていくために、最後にひとつの事例として開田地区（旧開田
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権との関係の論理化はその中心的な問題のひとつであった。こうした

問題については、別稿に譲りたいが、重要なのは北条浩が指摘するよ

うに、「入会権を前近代的な権利関係と位置づけ、これを個別的私的所
0 0 0 0 0 0

有権利
0 0 0

への移行させることをもって─すなわち入会権の解体─入

会権の近代化だとすると、当然のことながら入会団体（集団）は解体す

る」（傍点引用者）という過程をたどるからである（25）。この指摘の含意

は、先の川島の総有の概念から入会権を立論していくことの可能性に

ある。図式的に捉えなおせば、入会権は共同の複合的な主体の所有権

によって基礎づけられながら、入会権はこの所有権によって排他的に

条件づけられないと言うことができるだろう。つまり、所有者が異

なっていても、入会という営みは成立しうること、自らが所有してい

ない林野であっても入会の可能性の余地があるということである（26）。

5 ．おわりに─江戸期の馬小作制度と貨幣経済

これまで木曽地方の江戸期から明治期にかけての入会の成立と変容

を概観してきた。入会の権利と所有との関係は、その後も政治社会体

制や政策的な制度化のなかで変容を被ってきた。例えば、1889年（明治

22年）の町村制の施行による部落有林野の公有化（旧財産区）、1910年

（明治43年）以降の部落有林野統一政策の強化、1953年（昭和28年）の町

村合併促進法による新たな財産区の編成、1966年（昭和41年）入会林野

等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（「入会林野近代化法」）

以降の共有する入会林野の法人登記の促進や入会林野整備事業（構造改

善事業）の実施といったものである。本稿の冒頭で紹介した、固定資産

税の負担の問題は、こうした一連の歴史をもちながら、直接的には

1966年の「入会林野近代化法」に起因するものである。

戦後の林業政策と入会林野について、より詳細なフィールド調査が

必要である。そのことをふまえた上で、前節で触れた所有と利用との

関係を考えていくために、最後にひとつの事例として開田地区（旧開田
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村）の、木曽馬の独特な馬小作と入会について触れておきたい。

開田地区は古くから木曽馬の主産地であり、その歴史は 8世紀にま

でさかのぼると言われている。主産地として制度化されるのは、江戸

時代のはじめに代官である山村家が設けた「毛付け制度」という徴税

に端を発している。この制度は、馬の戸籍（馬籍）を作り、自由売買を

禁じながら、馬の良質を選定し計画的に肥育、売買を行うものであっ

た。そして18世紀の後半に、木曽福島に大きな馬市が開かれるように

なった（27）。『開田村誌』によれば、江戸末期には親馬が1200～1300頭

の数が開田で飼育されていたという（28）。

先述したように、入会山の柴山は木曽馬のための飼料を採取する草

木地であり、奥山は夏の期間に放牧する場所であった。住居の中に厩

が作られ、馬専用の竈まで設置されて飼育されていた。『開田村誌』に

は、昭和の時代まであった習俗として、子馬が生まれると人間の赤ん

坊と同じように赤飯を炊いて祝ったり、田植え上がりには「トーネ祝

い」といって子馬が生まれた家では集落の人たちを招きお祝いの宴を

開いたり、馬が病気になると病気見舞いとして草笹を贈るなどの話が

記載されているほどである（29）。また、聞き取りのなかでも次のような

話も聞くことができた。

夏の間、馬を放牧しているとどうしても塩分摂取が少なくなります。

馬は牛ほど塩分は必要ないのですが、それでも足りない。放牧から家

に帰ってきたときに、それを補うために厩の脇にある竈の大鍋で味噌

汁を作って、飲ませたものでした。美味そうに飲むんです。（KD－3）

江戸時代に広がった馬の飼育と産馬制度は、「馬小作」（預かり馬、預

け馬）と呼ばれる独特の制度を作り出した。この馬小作制度が生まれる

のが、17世紀後半の寛文年間時代。広く浸透するのが、ちょうど馬市

が開かれるようになった時期と重なる19世紀前半の天保年間だと言わ

れる。馬小作とは、馬主が農民に飼料代金の壱分とともに馬を預け、
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農民が農耕馬として利用すると同時に肥育をする。預けられる馬は牝

馬である。多くの農民は、二頭飼育し、農耕の規模によってさらに三

頭や四頭の場合もあった。預け馬から生まれた子馬を 2～ 3歳くらい

まで育て、馬市で売るという仕組みである。売値のおよそ四分の三

（つまり足四本のうち三本分）が馬主に、四分の一が農民に分けられる。

ただし、この比率はその後、六対四あるいは九対九になったとも言わ

れている。

ここで注意が必要なのは、馬小作の制度は、馬地主は存在するもの

の馬主が必ずしも地主であったわけではないという点である。ただし、

農民が豊かだったというわけではなく、その反対に生活は貧窮で、預

かり馬に頼らざるをえない生活環境だった。この馬小作は、土地の封

建的所有を条件にもちながら、むしろ江戸時代において成立していた

貨幣経済、商品経済と結びついていたのである。馬主の多くは木曽福

島に在する商人たちであり、馬市から得られる儲けを見込んだ「預け

馬」は投資の対象そのものであった。さらに、馬主に投資する「馬無

尽」と呼ばれる仕組みもあったという。

開田で今も家屋が文化財として残っている山下家住宅は、開田の中

でも大きな馬主であった。山下家は商人というよりも、代々「伯楽」

と呼ばれた馬医の家で、馬小作制度の中心的位置をなしていた。山下

家がとっていたやり方を調査の中で聞くと、放牧などで預け馬が不慮

の事故などで死んだ場合、馬小作の農民には賠償を請求することはな

く、そのリスクは馬主である山下家が担っていたようである。ただし、

馬の死は当然のことながら農民の現金収入にしわ寄せることになる。

こうした馬小作制度は、入会林野の仕組みと一体となっていること

がわかる。農耕馬としての木曽馬は、同時に商品でもある。しかも、

馬小作制度は、商人資本にとっての投資システムそのものであった。

入会は、馬小作制度を通して農耕と貨幣経済とを媒介させるひとつの

システムでもある。そして農民は、馬主－馬小作、封建制・藩領－小

作の二重の構造化によって、入会林野の行為主体に位置付けられるも
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農民が農耕馬として利用すると同時に肥育をする。預けられる馬は牝

馬である。多くの農民は、二頭飼育し、農耕の規模によってさらに三

頭や四頭の場合もあった。預け馬から生まれた子馬を 2～ 3歳くらい

まで育て、馬市で売るという仕組みである。売値のおよそ四分の三

（つまり足四本のうち三本分）が馬主に、四分の一が農民に分けられる。

ただし、この比率はその後、六対四あるいは九対九になったとも言わ

れている。

ここで注意が必要なのは、馬小作の制度は、馬地主は存在するもの

の馬主が必ずしも地主であったわけではないという点である。ただし、

農民が豊かだったというわけではなく、その反対に生活は貧窮で、預

かり馬に頼らざるをえない生活環境だった。この馬小作は、土地の封

建的所有を条件にもちながら、むしろ江戸時代において成立していた

貨幣経済、商品経済と結びついていたのである。馬主の多くは木曽福

島に在する商人たちであり、馬市から得られる儲けを見込んだ「預け

馬」は投資の対象そのものであった。さらに、馬主に投資する「馬無

尽」と呼ばれる仕組みもあったという。

開田で今も家屋が文化財として残っている山下家住宅は、開田の中

でも大きな馬主であった。山下家は商人というよりも、代々「伯楽」

と呼ばれた馬医の家で、馬小作制度の中心的位置をなしていた。山下

家がとっていたやり方を調査の中で聞くと、放牧などで預け馬が不慮

の事故などで死んだ場合、馬小作の農民には賠償を請求することはな

く、そのリスクは馬主である山下家が担っていたようである。ただし、

馬の死は当然のことながら農民の現金収入にしわ寄せることになる。

こうした馬小作制度は、入会林野の仕組みと一体となっていること

がわかる。農耕馬としての木曽馬は、同時に商品でもある。しかも、

馬小作制度は、商人資本にとっての投資システムそのものであった。

入会は、馬小作制度を通して農耕と貨幣経済とを媒介させるひとつの

システムでもある。そして農民は、馬主－馬小作、封建制・藩領－小

作の二重の構造化によって、入会林野の行為主体に位置付けられるも
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のである。しかも、この馬小作制度は、明治維新や第二次世界大戦を

経る中でも、1950年代の中頃（昭和30年頃）まで存続したのである。

明治維新後の私的所有と官有化（国有化）の大きなうねりのなかで、

入会林野の所有－権利関係は変容を被ってきたが、あらためて本稿・

第一節で指摘した、1950年代後半以降の山との生活からの解放につい

て考えるとき、木曽馬をめぐって人びとが取り込まれていた貨幣経済

システムから、別の貨幣経済システムへの移行であったことが浮かび

上がってくるのである。林－農業中心の生活から賃労働へという単純

な移行ではない。法制や政策的な変化と重なり合いながらも、ずれを

はらんだ社会変容である。階層や階級という概念では演繹的に抽象化

できない、林野と入会が作り出してきた、場所性に結びついた社会関

係─階層や階級、市場経済などの社会の変容が積層されている。入

会は、江戸時代までさかのぼる時間軸を有しているが、この時間軸は

法や規範、掟と市場や貨幣経済、さらに生活やコモンな関係によって

多次元な社会関係が構成されている。そこには、近代的なもの、そし

て近代化されえないものが内包されている。社会学が問わなければな

らないのは、この時間軸に耐えうるだけの変容をとらえていく方法論

でもある。

（ 1）	 本稿に直接かかわる聞き取り調査は、2021年10月14日～16日にかけて、
木曽福島、黒川、開田、宮ノ越の10人の住民の方々に対して行った。調査
方法は、半構造化面接法を用いた。調査対象者は、木曽福島（ 1名、60代
男性）、黒川（ 2名、60代男性と80代男性）、開田（ 3名、いずれも70代男
性）、宮ノ越（ 3名、いずれも60代男性）、林業の専門家（ 1名、80代）。
あらかじめ、「地域のける山林の所有のタイプと歴史」「入会の歴史と現在
の姿」「山林が暮らしにもたらす恵みと、現代で山と暮らすことの魅力や
苦労」といった大枠の質問内容を連絡し、聞き取り調査対象者からの語り
に対して質問と応答を重ねた。本稿で、聞き取り調査からの引用で用いる、
KFは木曽福島、KDは開田のことを指している。

（ 2）	 木曽町の人口動態を概観すると、2021年10月 1 日時点で、人口11,127
人、世帯数4,843世帯、65歳以上の高齢化率は42.0％となっている。高齢化
率の推移は、2000年は27.1％（人口14,866人）、2010年は35.0％（人口
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12,743人）と上昇している。こうした人口動態は、一方で人口の減少（自
然動態および社会動態ともに減少傾向の継続）、他方で年齢階層における
年少人口（ 0～14歳）および生産年齢人口（15～64歳）の減少と、高齢人
口（65歳以上）の増加との相対的な関係によるものである。
人口動態については、「信州木曽町2018木曽町勢要覧：資料編」（https://
www.town-kiso.com/files/file/box/c6/c626359fbb033a7d39ca705964acb5b24
4c4afb3.pdf）に基づく［2021年10月15日閲覧］

（ 3）	 役場庁舎は、木造（一部鉄骨）鋼板葺平屋建て。設計監理は（株）千
田建築設計。庁舎の建設にあたっては、設計者を選ぶプロポーザル全国コ
ンペを実施し建設された。庁舎の詳細は、木曽町編著『木の國・木曽町の
庁舎づくりⅠ－設計プロポーザル編：公募で設計者を選ぶ』フリックスタ
ジオ、2019年、および『広報きそまち』2021年 3 月号（https://www.town-
kiso.com/files/file/box/6b/6ba28c922e8b1eb2d3c6dc272729084f54a9f33f.pdf
［2021年10月20日閲覧］を参照のこと。
（ 4）	 地元の木材を地元の技術で建設された庁舎は、2021年度の木材利用優
良施設コンクール・林野長官賞や信州の木建築賞・最優優秀賞を受賞して
いる。

（ 5）	『開田村誌』（下巻）、 5 -10頁。
（ 6）	 山下千一『木曽山林物語─自然環境、緑と水の保全を願って』章文
館、1991年

（ 7）	『黒川郷の歴史と民俗』黒川林野利用農業協同組合、1975年、83頁
（ 8）	 錦織鋼場とは、現在の岐阜県加茂郡八百津町にある。木曽から伐り出
され、木曽川を流し運ばれた木材を集め、筏を組んで尾張まで運んだ要地
である。

（ 9）	『木曽福島町史』（第 1巻）、449-450頁。
（10）	 木曽山林の一連の年表は、木曽山林資料館の「木曽の林業の歴史・尾張
藩～明治時代」を参照のこと（http://kisosanrin1901.org/aeoeaeaaezaeyaaea/　
2021年10月25日閲覧）。同様の記述は、『木曽福島町史』（第 1巻）、450-
451頁、『開田村村誌』（下巻）、17-38頁や『黒川郷の歴史と民俗』、80-102
頁にある。

（11）	 ここで謡われている「市川様」とは、1726年（享保11年）に初代材木
奉行となった市川甚左衛門のことを指しているが、鞘山が1684年に定めら
れたことをふまえると、市川様と鞘山とは一致しないと考えられる。しか
し、それほどまでに材木奉行の地位と力があったことをうかがわせる。

（12）	『木曽福島町史』（第 1巻）、452頁。
（13）	 最初に停止木が定められたのは、1708年（宝永 5年）で、ヒノキ、サ
ワラ、コウヤマキ、アスナロ（アスヒ）の 4木であった。1728年（享保13
年）にネズコが加わった。さらに江戸期の後半の時期である1849年（嘉永
2年）にケヤキも停止木とされた。
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（14）	 山下千一、前掲書、72頁。
（15）	 島崎藤村『夜明け前　第一部（上）』岩波書店（岩波文庫）、1969年、

141-142頁。
（16）	『木曽福島町史』（第 1 巻）、495頁。
（17）	 北条浩、前掲書、20頁。
（18）	 北条浩、前掲書、 5 - 6 頁。
（19）	 例えば、山下詠子『入会林野の変容と現代的意義』東京大学出版会、

2011年。室田武・三俣学、多辺田政弘（補）『入会林野とコモンズ』日本
評論社、2004年。北条浩『入会・入会権とローカルコモンズ』御茶の水書
房、2014年などを参照のこと。

（20）	 川島武宜『川島武宜著作集　第八巻』岩波書店、1983年、67-68頁。
（21）	 室田・三俣、前掲書、146頁。
（22）	 木曾山林資料館「木曽の林業の歴史・尾張藩～明治時代」（http://

kisosanrin1901.org/?page_id=23、2021年11月 1 日閲覧）、「中部の国有林─
令和 3 年度中部林野局の取組」（https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/press/
kouhou/attach/pdf/210427-1.pdf、2021年12月10日閲覧）、および香田徹也
編『日本近代林政年表	1867-1999』日本林業調査会、2000年を参考に作成

（23）	『開田村誌』（下巻）、154-175頁。
（24）	『夜明け前』が、史実にどのくらい基づいているのかは議論がある。

例えば、西川善介「島崎藤村『夜明け前』における木曽山林事件の虚実
─林業経済史の立場から─」『専修大学社会科学年報』第40号、229-
239頁、2006年、専修大学社会科学研究所。

（25）	 北条浩、前掲書、415頁。
（26）	 所有者と入会の行為が異なる事例は、現在いたるところである。筆者

の身近な事例を挙げるならば、カタクリが自生・群生する林野を地域の蛍
の生態系に関心をよせるグループが、散策の場所としても活用できるよう
に保全する活動をするとき、その林野の所有者の多くが群生地を地域に開
放するようなケースである。

（27）	 馬市は、福島県白河や鳥取県大山の馬市と並んで、規模が大きいもの
であった。

（28）	『開田村誌』（上巻）、833頁。
（29）	『開田村誌』（上巻）、860-861頁。
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中国特許権侵害訴訟における
「合法的な出所」抗弁の適用

劉　　　斌　斌

はじめに

Ⅰ　特許権侵害における「合法的な出所」抗弁に関する法技術の設定

1．「合法的な出所」抗弁に関する歴史的な流れ

2．「合法的な出所」抗弁条項に関する法的な設定

Ⅱ　特許権侵害における「合法的な出所」抗弁の適用要件

1．主観的要件─「知らずに」

2．客観的な要件─「出所が明確且つ合法的である」

Ⅲ　「合法的な出所」抗弁を認定の際に係わる問題点

1．「出所が合法的」に関わる争議

2．“三無製品 ”の場合「出所が合法的」であることが直接否定できるか

３．侵害製品提供者の被告として追加することができるか

Ⅳ　「合法的な出所」抗弁の視点から見る、特許権侵害される場合の方策

1．「合法的な出所」抗弁の立法目的に関する認識

2．「知っている」ことを証明する際の注意点

３．商品の「出所が合法的」であることを証明する際の注意点

おわりに

はじめに

近年、中国において、特許出願（図表 1）（ 1）及び付与（図表 2）（ 2）の件

数は年々増加すると共に、特許権侵害訴訟の件数（３）（図表 ３）も増え続

けている。侵害行為を徹底的に取り締まるためには、通常、侵害製品

論　説

）
五
二
二
（

61



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
七
〇

中国特許権侵害訴訟における
「合法的な出所」抗弁の適用

劉　　　斌　斌

はじめに

Ⅰ　特許権侵害における「合法的な出所」抗弁に関する法技術の設定

1．「合法的な出所」抗弁に関する歴史的な流れ

2．「合法的な出所」抗弁条項に関する法的な設定

Ⅱ　特許権侵害における「合法的な出所」抗弁の適用要件

1．主観的要件─「知らずに」

2．客観的な要件─「出所が明確且つ合法的である」

Ⅲ　「合法的な出所」抗弁を認定の際に係わる問題点

1．「出所が合法的」に関わる争議

2．“三無製品 ”の場合「出所が合法的」であることが直接否定できるか

３．侵害製品提供者の被告として追加することができるか

Ⅳ　「合法的な出所」抗弁の視点から見る、特許権侵害される場合の方策

1．「合法的な出所」抗弁の立法目的に関する認識

2．「知っている」ことを証明する際の注意点

３．商品の「出所が合法的」であることを証明する際の注意点

おわりに

はじめに

近年、中国において、特許出願（図表 1）（ 1）及び付与（図表 2）（ 2）の件

数は年々増加すると共に、特許権侵害訴訟の件数（３）（図表 ３）も増え続

けている。侵害行為を徹底的に取り締まるためには、通常、侵害製品

論　説

）
五
二
二
（

61



中
国
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
「
合
法
的
な
出
所
」
抗
弁
の
適
用
（
劉
）

三
六
九

の出所、つまり製造業者に対し、法的な措置を取ることが最も効果的

と言われる（4）。しかし、現実的には、特許権侵害製品の製造行為は極

めて隠蔽されており、発見するのがかなり困難であって、特許権者が

本来の侵害製品の出所を見つけるのは難しいことが多い。よって、特

許権侵害訴訟では、ほとんどの場合、特許権者は侵害製品のユーザー

または販売者のみを訴え、ユーザーまたは販売者の侵害責任を追求す

ることが多い。一方、中国では、民法における善意の第三者理論によ

り、特許法において、善意の使用者または販売者に対し、侵害行為で

あるにもかかわらず、“損害賠償の責任を免れる ”という抗弁権利を付

与されており、即ち「合法的な出所」抗弁という。

図表： １
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図表： ２

通常、侵害製品が市場に出回ると、特許権者は販売のルートにより

侵害されることに気づき、侵害製品を購入したユーザー、販売の申出

者または販売者を相手として訴訟を起こすことになる。この場合、

ユーザー、販売の申出者または販売者は、生産経営を目的として侵害

製品を入手したが、その入手した製品が他者の特許権を侵害している

かどうかについては、詳しく調査していない可能性もあり得るため、

被告側は、裁判所の召喚状を受け取る際に、侵害または侵害の恐れが

ある行為であることを初めて知ることになる。このような場合に弁明

権利を与えるため、「合法的な出所」という抗弁を、立法の趣旨とする

が、中国では、実際に上に述べたような場合の知的財産権侵害訴訟に

おいて、殆どの被告側は、抗弁の一つ事由として「合法的な出所」を、

法廷で申し立て論争することは少なくない。

「合法的な出所」抗弁は、中国がWTO への加盟及び TRIPs 条約の

遵守という、国際要請に応じなければならない背景の下で作られた抗

弁条項である。特許権侵害紛争において、「合法的な出所」抗弁は、法

の条文の制定から現在に至るまで何度も改正されてきたが、生産・経

営を目的とした善意のユーザー、販売の申出者、または販売者の法定
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図表： ２

通常、侵害製品が市場に出回ると、特許権者は販売のルートにより

侵害されることに気づき、侵害製品を購入したユーザー、販売の申出

者または販売者を相手として訴訟を起こすことになる。この場合、

ユーザー、販売の申出者または販売者は、生産経営を目的として侵害

製品を入手したが、その入手した製品が他者の特許権を侵害している

かどうかについては、詳しく調査していない可能性もあり得るため、

被告側は、裁判所の召喚状を受け取る際に、侵害または侵害の恐れが

ある行為であることを初めて知ることになる。このような場合に弁明

権利を与えるため、「合法的な出所」という抗弁を、立法の趣旨とする

が、中国では、実際に上に述べたような場合の知的財産権侵害訴訟に

おいて、殆どの被告側は、抗弁の一つ事由として「合法的な出所」を、

法廷で申し立て論争することは少なくない。

「合法的な出所」抗弁は、中国がWTO への加盟及び TRIPs 条約の

遵守という、国際要請に応じなければならない背景の下で作られた抗

弁条項である。特許権侵害紛争において、「合法的な出所」抗弁は、法

の条文の制定から現在に至るまで何度も改正されてきたが、生産・経
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抗弁理由の一つになった。しかし、近年中国司法実務において、「合法

的な出所」抗弁に関わる「知らずに」、「合法的な出所」、「第三者の追

加および責任の問題」等、諸要件の認定について、意見の相違が見ら

れている。

本稿は、中国における特許権侵害訴訟の「合法的な出所」抗弁の起

源及び数回にわたっての改正に関する背景、定義について説明し、近

年特許権侵害における「合法的な出所」抗弁の適用に関する実務上の

判定を考察した上に、その問題点も明らかにすることが目的である。

これからの「合法的な出所」抗弁の改善及び方向性も加え、特許権侵

害される場合の対策として、何らかの示唆を与えられれば幸いである。

民事事件
最高裁判所：受理 3470 件（＋38.58％）、結審 3260 件（64.98％）

各地方裁判所：
一審 443326 件（＋11.1％）、結審 442722 件（＋12.22％）

二審 42975 件（－13.54％）、結審 43511 件（－10.67％）

行政事件
最高裁判所：受理 1909 件（79.08％）、結審 1735 件（96.27％）

各地方裁判所：

各地方裁判所：

一審 18464 件（＋14.44％）、結審 17942 件（＋４件）

二審 6092 件（－16.59％）、結審 6183 件（＋4.06％）

刑事事件→
一審 5544 件（＋5.76）、結審 5520 件（＋8.77％）

二審 869 件（＋7.55％）、結審 854 件（＋5.82％）

図表 ３：２0２0年度裁判所にける知財事件の受理・結審に関する状況

Ⅰ	　特許権侵害おける「合法的な出所」抗弁に関する法技術
の設定

１ ．「合法的な出所」抗弁に関する歴史的な流れ

特許権法は、特許権を中心に諸権利を保護対象として運営されてき

たが、それらは知的な所有物であり、無体財産権であって、世界経済

がハイスピードで進んでいる現在、完全な形で独占されることを実現

するのは、現実的に不可能であろう（5）。中国では、特許権侵害とは、
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「特許権者の許諾を受けずにその特許を実施する」行為である（6）。即

ち、特許権が付与された後、特許権者の許可なしに、あらゆる単位（7）

または個人が、特許権者の特許を実施することはできず、生産及び経

営の目的として、特許権者の特許製品を製造、使用、販売、販売の申

出、輸入することはできない。また、特許権者の特許方法を使用し、

もしくは特許権者の特許方法に従って、直接取得した製品の使用、販

売、販売の申出、輸入することもできない。逆に、許諾を受けずに上

に述べた行為を実施すると、他者の特許権を侵害することになる（８）。

特許権侵害行為の存在は、特許権侵害紛争における「合法的な出所」

抗弁の前提である。つまり特許権者は、自らの利益を守るために、侵

害者に対してその侵害行為によって生じた損失を、救済策として訴訟

などの適正な手続きにより是正することができる。特許権侵害紛争に

おいては、訴訟手続きで解決するために、多くの場合、「合法的な出

所」抗弁問題に及ぶ、その抗弁の適用に関する司法判断を下さなけれ

ばならない。

現在の中国において、19８0年代初期に、特許権、商標権という知的

財産に関する権利の名称及び関連する条例などは存在していたが、私

有経済や私有権などは否定されていたため、この時期の知的財産制度

は、中央の行政管理機能として役割を果たすしかなかった。これは、

私権である知的財産権は、高度に集中的な社会主義公有制に基づく計

画経済と相容れないと考えられていた。1979年末から８0年初期にかけて、

改革開放政策（9）により門戸開放をし、国内経済の活性化と国際経済協

力及び技術交流の拡大が進み、知的財産法制度の創設が強く推進され

た（10）。結果として、19８３年に『商標法』（11）、19８5年に『特許法』（12）、

1990年に『著作権法』（1３）が制定・施行された。これらは知的財産権法

制度の整備、創設を意味すると言えよう。

知的財産権法制度創設された後、中国は知的財産国際舞台に新規参

入することになったが、外国とりわけプロパテント政策をとるアメリ

カは、中国が知的財産制度を運営するにあたって、貿易の流れに対す
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た（10）。結果として、19８３年に『商標法』（11）、19８5年に『特許法』（12）、

1990年に『著作権法』（1３）が制定・施行された。これらは知的財産権法

制度の整備、創設を意味すると言えよう。
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る障害にならないよう、中国の知的財産権法制度が国際基準に調和・

接近するよう強く求めた。その後1990年以降、 ３回にわたる知的財産

権保護を巡る激しい米中摩擦は、中国の知的財産権法制度の全面的発

展につながり、修正などの整備が進み、WTO加盟するまで至った。そ

して2000年前後における、知的財産権法の全面修正において、著作権

法、商標法、特許法と共に、「合法的な出所」抗弁条項が増設されるよ

うになった。紙面に限りが有るので、本稿は特許法における「合法的

な出所」抗弁を論述することにしておきたい。

特許法の目的は、特許権者の特許権を保護し、特許権の保護によっ

て技術の進歩を促進し、ある面の公共政策の目標を実現することであ

る。マクロレベルから言えば、特許法は専有権を付与することによっ

て、技術の創造と伝播を促進し、社会の進歩を促進する制度である。

発明成果を創造する無形情報の特徴を有し、発明者と使用者の固有の

矛盾が現われた場合に、これに対する協調を与える必要がある（14）。つ

まり、特許権を効果的に保護し、合理的かつ適度に特許権を制限する

ことで、革新をより激励し、特許発明と創造を促進し、最終的には経

済発展、科学技術進歩、人類生活の物質的条件及び発展の環境をより

良く促進させることができる。このような理念の下で、中国は、「合法

的な出所」抗弁条項が法に入られることは法制上最も基礎的な理念で

あると考えられる。

中国の現行の特許法は19８4年 ３ 月12日に可決され、19８5年 4 月 1 日

から施行されている、新中国の初の特許法で、これまで1992年（15）、

2000年（16）、200８年（17）、2020年（1８）の 4 回にわたって改正と整備を経て

きた。「合法的な出所」という内容が、初めて示されたのは19８4年に制

定された「特許法」の62条の 2項である。「特許法」（1992改正）は、同

じく62条の 2項で、内容も変わらずそのまま運用されていたが、「特許

法」（2000修正）は、「合法的な出所」抗弁として、6３条 2 項で、内容も

大幅修正した。また、「特許法」（200８年改正）の70条として、2000年改

正法を基にして、「販売の申し出」を付加し、改正を行った。2016年、

）
五
一
七
（

66

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
六
四

中国最高人民法院は「特許権侵害をめぐる紛争事件の審理における法

律適用の若干問題に関する解釈」（19）という司法解釈（以下司法解釈（二）

をいう）を頒布し、その第25条において、特許法（200８改正）の第70条

に規定された「合法的な出所」抗弁の適用に関する認識・理解など詳

しく解釈した。特許法（2020年改正）は、内容が200８年改正法の70条と

同じく、そのまま施行されたが、項目としては、改正に伴い77条に変

わった。

２ ．「合法的な出所」抗弁条項に関する法的な設定（図表 ４）

19８5年 4 月に施行された特許法（199３年改正法も）において、62条の

2項に、以下の内容が規定された。即ち、「以下の状況がある場合、特

許権侵害とは見なさない：特許権者の許諾を得ずに製造し、売り出さ

れた特許権侵害製品であることを知らずに、その製品を使用し、又は

販売する場合」。ここで、「知らずに」と「侵害とはみなさない」が、

この条項の眼目であり、司法認定の基準と言われた。つまり、使用者

及び販売者が、主観的な心理状態において、……「知らなければ」特

許権侵害とはならないということであり、主観的な「知らない」要件

であれば、違法行為に対する阻止事由になり、如何なる法律責任をも

負わないものとする。この規定から見れば、使用・販売行為の目的を

限定していないため、範囲が広すぎて、例えば、社会一般大衆として、

普通の取引行為を通じて得た製品を日常的に使うことも、この条項に

規定されている「使用」行為とも言えるおそれがあると言われた。語

彙の内包と外延は確定されていないため、結果として特許権者の利益

を保護しすぎ、社会生活を営む一般大衆の利益を損なう恐れがあり、

利益バランスの調和という、立法目的の実現の障害になる。この条項

において、使用者または販売者に対し、特許権侵害商品の出所につい

て披露しなければならないという披露義務は規定されず、特許権者の

保護に対し不利を与える恐れがある（20）。また、特許権侵害製品の製造

者は、特許権侵害の民事責任を負うことを避けるために、隠れた方式

で侵害製品を製造し、他人に販売またはその製造製品を使用させると
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19８5年 4 月に施行された特許法（199３年改正法も）において、62条の
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及び販売者が、主観的な心理状態において、……「知らなければ」特
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であれば、違法行為に対する阻止事由になり、如何なる法律責任をも

負わないものとする。この規定から見れば、使用・販売行為の目的を
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普通の取引行為を通じて得た製品を日常的に使うことも、この条項に

規定されている「使用」行為とも言えるおそれがあると言われた。語

彙の内包と外延は確定されていないため、結果として特許権者の利益

を保護しすぎ、社会生活を営む一般大衆の利益を損なう恐れがあり、

利益バランスの調和という、立法目的の実現の障害になる。この条項

において、使用者または販売者に対し、特許権侵害商品の出所につい

て披露しなければならないという披露義務は規定されず、特許権者の

保護に対し不利を与える恐れがある（20）。また、特許権侵害製品の製造

者は、特許権侵害の民事責任を負うことを避けるために、隠れた方式

で侵害製品を製造し、他人に販売またはその製造製品を使用させると
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いう実態になる恐れがある（21）。

外部要素から見れば、2000年前後のあたり、中国は無事に WTO 加

盟することができるように、しばしば外国から非難されている知的財

産権立法と保護問題を立法機関において全面的に整理し、改善した（22）。

そのなかで、販売者又は使用者が権利侵害を構成するのは、主観的悪

意を必要とせず、主観的に善意であるかどうか及び合法的な出所があ

るかどうかは、その賠償責任を負う時の考慮要素となった。2000年改

正特許法の第6３条の 2項は、「特許権者の許諾を得ずに製造し売り出さ

れた特許製品、又は特許方法により直接獲得した製品であることを知

らずに、生産経営を目的としてそれを使用又は販売したが、その製品

が合法的な出所を証明できる場合、賠償責任を負わない」と規定され

た。このような修正は、販売者と使用者に対する権利侵害責任の帰責

原則に根本的な影響を与えた。即ち、このような状況下、以前の特許

法（19８5年及び199３改正）は、権利侵害責任が成立するかどうかは、責

任者の過失を要件とする形は、改正後、損害賠償責任の成立は責任者

の過失を要件とするようになることで、「合法的な出所」抗弁も、違法

に対する阻止事由ではなくなり、損害賠償責任の免除に対する事由と

なった。

その後の特許権侵害訴訟実務において、「合法的な出所」抗弁が大量

に引用され、「合法的な出所」抗弁の主体がしばしば拡張され、新しい

類型の侵害者に対し、「合法的な出所」抗弁の引用ができるかどうか、

争いの焦点になり、立法のヒステリシスが現れた。200８年前には、適

合な抗弁主体は特許権製品の使用者と販売者しか含まれていなかった

ため、販売の申し出者が抗弁主体として訴訟を起こしたというケース

が増えつつあるにもかかわらず、現行法（特許法2000年改正）によれば、

販売の申し出者は「合法的な出所」抗弁を引用できなくなってしまい、

200８年特許法の改正にあたって第6３条 2 項の修正を迫った。結果とし

て、200８年の改正法は、販売の申し出者を「合法的な出所」抗弁の主

体に入れることになった。
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2016年に、中国最高人民法院により頒布された「司法解釈（二）」に

よれば、「合法的な出所」抗弁に関する主観と客観要件について、さら

に明確にした。即ち、「本条第一項でいう「知らずに」とは、実際に知

らず、且つ知るべきでないことをいう。“合法的な出所 ”とは、合法的

な販売経路、通常の売買契約等正常な商業取引方式により製品を取得

したことをいう。“合法的な出所 ”については、使用者、販売申出人又

は販売者は、商取引慣習に適合する関連証拠を提供しなければならな

い（2３）」。これによれば、裁判所はこのような事件の審理にあたって、

「合法的な出所」抗弁請求を主張された被告側に証拠の提出を求め、且

つ提出された証拠によって挙証責任を負う当事者に不利な結果を及ぼ

す恐れがあることを承知した上で（24）、主観的と客観的要件から「合法

的な出所」抗弁の成立に関わる審査・判断をすることに決着した。言

い換えれば、このような事件に関する実務上の難関は、主観及び客観

的な要件の審査・認定に関する基準に集中した。
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図表 ４：「合法的な出所」抗弁条項に関する変遷

）
五
一
三
（

70

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
六
〇

Ⅱ　特許権侵害における「合法的な出所」抗弁の構成要件

2011年末頃、中国最高院人民法院知的財産法廷である民三廷は、既

に特許権侵害に係る判断標準について、特別プロジェクトとして、調

査・研究の作業を始めた。「司法解釈（二）」を2014年度最高人民法院司

法解釈立項計画に含めて、全国に向けて公開意見を求めた。関連機関

や法学者、弁護士、企業側などが意見をまとめた上で、草案を16回審

議し成文化して、2016年 1 月25日に最高人民法院審判委員会により、

討議を経て通過した。「司法解釈（二）」の起草は特許法の立法目に集約

し、特許裁判の実践に立脚し、特許裁判にかかる問題点を直面して、

利益平衡原則を維持したという（25）。

特許法（200８年改正）第70条において、使用者、販売の申出者、販売

者が申立てた「合法的な出所」抗弁が成立すれば、その賠償責任は免

かれる。しかし、実務において、大きな争点になったのは、善意の使

用者に対し、「合理的な出所」を証明した上に合理的な対価も支払った

場合、その商品の使用行為を差し止めとするべきか否かという問題で

ある。実際に、特許権侵害製品の使用者は、自分が購入した製品が侵

害製品であることを知らない、且つ知るべきでないにもかかわらず、

侵害行為チェーンの末端ユーザーであるため、権利者に容易に見つか

り、権利者に訴えられるケースが多いという見解が最高裁に示された（26）。

この場合、たとえ製造者、販売者、使用者共に共同（侵害）被告となり、

特許法（200８年改正）第70条によれば、侵害行為が成立すると、「合法的

な出所」抗弁があっても、使用者に対し損害賠償の責任を負うことを

免れるが、使用差止めの権利侵害責任を負わなければならない。もし、

差止めをしなければ、その対価として特許権の使用料を支払わなけれ

ばならないことになる。しかし、この場合には、使用者は特許権侵害

製品を購入の際、既に費用を払ったはずであって、もし使用行為を差

止めず継続するならば、使用料を支払うことで、実際には二倍の対価

を支払うことになってしまう。よって、「司法解釈（二）」は利益平衡原
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則に従い、特許権と他の民事権利との法律境界を明らかにするため、

第25条の但し書きを通して、善意の使用者（の差止め）を排除した（27）。

「司法解釈（二）の施行に伴い、「合法的な出所」抗弁の構成要件も、理

論と実務両面から、検討し明らかになってきた。即ち、「合法的な出

所」抗弁を成立させるには、侵害製品が「合法的な出所」を有すると

いう客観的な要件と、販売者等には主観的な過失がないという要件を

同時に満たさなければならない（2８）。

１ ．主観的要件─「知らずに」

「合法的な出所」抗弁を成立させる主観的な要件は、抗弁者自身が使

用、販売の申し出若しくは販売している製品が、他人の権利を侵害し

たことを知らないことを指す。ここで、「知らずに」とは、実際に知ら

ず、且つ知るべきでないことをいう（29）。実際に、実務において、この

要件に関する審査及び認定は、極めて困難だと言われる。

「知らずに」という主観的な要件の立証責任は権利者が負うか、抗弁

者が負うか、について、意見が分かれていた。抗弁者はその抗弁に対

する主観的と客観的要件を共に立証すべきだという意見（３0）もある。一

方、抗弁者は客観的な要件を立証しなければならないが、権利者は抗

弁者に対し、その主観的な要件を満たさないことを立証すべきだという

意見もある（３1）。学問上の代表意見は、「行為者が自分の行為に対し、合

法的な出所に関する挙証をすることは、主観的な善意であって、賠償責

任を免れるよう証明することである。ここで、立証責任の転換になる。

即ち侵害者が自ら、自分の主観的な状況を証明することになる」。（３2）、（３３）

これに対し、裁判官側は、「原告の権利者は、もし、以下のような事実

存在を証明できれば、例えば、販売者が権利者との間に特許製品を販

売する契約証などを結んだこと……あるいは権利者が使用者、販売者

に対し、警告書もしくは弁護士書状を送った事実があれば、使用者或

いは販売者が知っている、若しくは知るべきである理由が合理的であ

ると認定すべき（３4）」。

この点に関して、広東雅潔意匠権侵害案（３5）を通して、再審の段階で、
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最高人民法院は、「主観的要件という消極的な事実に対しては、消極的

事実の証明規則に基づき、権利侵害者（抗弁者）が使用、販売の申出ま

たは販売しているものが権利侵害製品であることを知っている若しく

は知るべきことを、権利者は証明し、それによって “合法的出所 ”抗

弁の成立を否定しなければならない。もし、権利者が権利侵害者（抗弁

者）に対し、（権利侵害製品であることを）知っているもしくは知るべき

ことを証明できなければ、一般的、侵害者の使用、販売の申出または

販売しているものが権利侵害製品であることを “知らずに ”と推定さ

れるので、その権利侵害製品の使用者と販売者は「善意的」と認定で

きる」という見解が出された。“伊蘭特眼鏡案 ”（３6）において、裁判所側

も同じ見解の判旨を下した。よって、実務上に、「合法的な出所」抗弁

成立の可否の際、主観的な要件に関して、一般的に権利者即ち原告は

証明しなければならない。被告に対し、消極的な証明責任を負うしか

ないため、原告側は被告が「知っている」ことを積極的に証明しなけ

ればならないし、「知っていること」或いは「知るべきであること」を

証明若しくは推定できる証拠が必要とされる。

どんな状況で被告が特許権侵害製品であると「知らずに」或いは

「知るべきでない」ことを推定できるのか、実務上で判断するのはいろ

んな困難があったが、一般に、①一つの特許権を重複的に侵害される

場合、②販売者と製造者が同一人物であって「合法的な出所」抗弁を

主張できない場合、③合理的な通知書を受け取った後、「合法的な出

所」抗弁を主張できない場合、④明らかに市場の仕入価格より低価格

或いは明らかに取引習慣に合わない行為あった場合において、逆に

「知っている」或いは「知るべきである」ことを推定できるとされる。

判例によれば、①の場合、仮に、被告が特許権侵害として、特許権

者にこれから侵害しないこと承諾をしたにもかかわらず、また再侵害

をした場合、その「合法的な出所」抗弁に関する主観的な要件が備わ

らないことで、提出された証拠が採用されるか否かに関係なく、主観

的な要件を満たさないことになる（３7）。②の場合、製造を他人に委託す
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者にこれから侵害しないこと承諾をしたにもかかわらず、また再侵害
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る場合を含む、受託人も「合法的な出所」抗弁の主張ができないとさ

れる。また、被告人が権利侵害製品の製造や販売することに参入した

場合、その「合法的な出所」抗弁の主張権利も失ってしまう（３８）。③の

場合、成立するなら、特許権者（原告）から侵害者（被告）に送達され

た通知書の記載内容に十分な必要情報が記載されることを基準とし、

侵害者の主観的な心理状態を推定できるとされる（３9）。④の場合、抗弁

者が提出した「合法的な出所」抗弁に係る証拠が、商取引慣習に適合

しなければならない。例えば、案外人（事案外のもの）が販売者に対し、

発行された該当製品の製造や販売に関する説明書という、言わば証言

のみで他の客観的な証拠がなく、証明力が乏しい場合、それによって、

「知らずに」などと繋がらないため、「合法的な出所」抗弁の主観的な

要件の構成ができない（40）。

２ ．客観的な要件─「出所が明確且つ合法的である」

「合法的な出所」抗弁成立に不可欠な客観的な合成要件とは、権利侵

害製品が明確な出所を有し且つその出所が合法的であることを指す。

ここでは客観的な要件を構成するための立証責任を抗弁者が負うこと

に異議がない、つまり抗弁者にとっては、この要件を満たすために、

権利侵害製品について、明確な出所を有する且つ合法的であることを、

証拠を挙げて証明しなければならない。製品の出所が明確であるどう

かは、客観的な事実を判断することである。その出所が合法的あるか

どうか、事実認定することであり、法律的評価が関っている。抗弁者

にとって、主観的な「知らずに」要件に満たせるのは、自分が使用、

販売の申出或いは販売する製品が、権利侵害製品であることを知らな

いことで、つまり合理的な注意義務を負わなければならない。「出所が

明確且つ合法的である」という客観的な要件を満たすために、権利侵

害製品の仕入ルートなど出所に関する情報を提供し、情報に関する披

露義務を果たさなければならない（41）。

抗弁者にとっては、出所が明確であることを証明するために、明確

で、真実且つ唯一存在する仕入先という情報を提供しなければならな
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い。提供された情報について、少なくとも原告側がその主体（仕入先）

のことを分かり、或いは調べることができるなら、その仕入先の個人

情報に関して、必ずしも提供されなければならないことはない（例えば、

仕入先のホームページ等）（42）。しかし、一般的に仕入先、いわゆる「提供

者情報」を確定することは、善意の侵害者が「合法的な出所」抗弁の

成立によって賠償の責任を免れる場合、善意の侵害者に提供された侵

害製品提供者の情報に基づき、その提供者に賠償など請求の主張が行

われることを目的としているので、善意の侵害者から説明された「提

供者情報」が『民事訴訟法』（4３）に関する「被告を明確にする」（44）という

要求に適合しなければならない（45）。即ち、侵害製品提供者は自然人で

ある場合、その名前、性別、勤務先、住所等の情報を含まれなければ

ならない。侵害製品提供者が、法人或いは他の組織である場合、その

名称、住所を含まなければならない。この見地から、民事訴訟法第119

条及び121条の規定に従って、善意の侵害者に対し、侵害製品提供者に

関する情報説明を求めるのは、普通の取引慣習においても適合される

と考えられる（46）。

また、「出所が合法的」であることは、侵害製品を合法的に取得した

と解釈できる。「司法解釈（二）」によれば、「出所が合法的」とは、合

法的な販売経路、通常の売買契約等正常な商業取引方式により製品を

取得したことをいう（47）。実務において、「出所が合法的」であること

に関する判断基準については、それぞれの裁判所の把握標準が一致し

ていない。最高人民法院より公布された「典型的な判例」からみれば、

この判断基準に指導的な見解が見出される。即ち、「出所が合法的」と

は、合法的な販売経路、正常な取引方式により、合理的な価格で、他

者から購入した侵害製品であり、且つ、主観的にその製品が権利を侵

害したことを知らないことである（4８）。「取引慣習」に関しては、原則

的に購入領収書、レシート、支払い伝票等含まれるが、ほかのさまざ

まな（例えば正規なものでない）約束了解書や仕入れ送り状等のものの証

明力についても、実情に基づき、ケースバイケースで「販売商の相違
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い。提供された情報について、少なくとも原告側がその主体（仕入先）
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により、挙証義務を区分すべき」であるという意見も出されている。

例えば、卸売業対小売商、大型スーパーマーケット対自営業者の場合、

後者より前者はもっと大きな注意義務を引き受けなければならないと

いうことである（49）。また、自営業者等の場合、高度な注意義務を負わ

せるべきでないという判決も見られる（50）。ただ、「取引慣習」に合致

する相対的な証拠が乏しい場合、「出所が合法的」であることを認めら

れない（51）。

Ⅲ　「合法的な出所」抗弁を認定の際に係わる問題点

１.　「出所が合法的」に関わる争議
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点である。しかし、現実では、異なる裁判所の間、又は学者と裁判官

の間に、判断に関する観点の相違があるという背景の下は、特許権侵

害訴訟事件の事件状況や争議焦点等、たとえ殆ど似ていても、結果と

して異なる裁判所により、異なる判決が下さることもしばしばである（52）。

中国では、最高人民法院は「司法解釈」の形で、法の理解、認識及

び執行にあたって、法律効力を有する指導・解釈を行っている。この

ほか、各省高級人民法院等、ある種（分野）の事件において審理のガイ

ドライン（中国語：“指導意見 ”）のようなものも、時々配布されること

になる。「合法的な出所」抗弁の審査基準に係る「司法解釈」と “指導

意見 ”については、上に述べた最高人民法院の「司法解釈（二）」のほ

か、広東省高級人民法院の「著作権侵害等紛糾案件に係る若干問題の

指導意見」（5３）第10条、江蘇省高級人法院の「特許案件裁判ガイド」（54）第

5 条10項などが数えられる。しかし、これらの文書を比べると、権利

侵害製品の販売者に対する挙証責任において、広東省高級人民法院の

ガイドラインは、はるかに厳しいと思われる。つまり、販売者に対し、

提供される証拠において、形式的な要件と実質的な要件の両方を満た
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さなければならないことである。販売者は製品を購入或いは入手した

際、少し注意に欠けていれば、事後に（訴訟の際）裁判所に規定された

レベルの証拠を提出し難く、最終的に賠償責任を負わなければならな

くなってしまう。このような厳しい審査では、販売者の不公平に繋が

る恐れがあるのではないかと考えられる。これに対し、江蘇省高級人

民法院の「指南」から見れば、「合法的な出所」に関する認定について、

完全に契約法から規定された要件に基づき、販売者に対し、契約要件

の正当性と合理性を証明できさえすれば、即ち、裁判官の心証成立と

いう証拠を取得すれば、証明する任務（義務）が完了するが、証拠の形

式は問わない、という見解が感じられる。ただ、最高人民法院の「司

法解釈（二）」の頒布・施行が、権威的な指導意義を持つことや、合理

性を評価することに伴い、各地方裁判所のガイドラインや「指導意見」

等により、「合理的な出所」抗弁に関する規定等、「司法解釈（二）」や

改正特許法の方針に基づいた修正作業を行っているだろうと考えられ

る。

だが、最高人民法院「司法解釈（二）」と「特許案件裁判ガイド」江

蘇省高級人法院の見解に対し、疑問の意見も見出される。即ち、「合法

的な出所」に関する認定の際、「正当な取引行為」が「合法的な出所」

と同等とされる考え方について、議論の余地がある（55）。なぜならば、

契約関係の正当性と合理性は、合法性と等しくないから、侵害製品に

関する「合法的な出所」の合法性とは、契約関係の形と手続きが法律

規定に適合することである。一方、その正当性は契約関係の内容に対

する価値的な判断であって、契約関係の内容に対し、正しさと合理性

に適合しなければならないということである（56）。よって、最高人民法

院と江蘇省高級人法院の見解は、契約関係の正当性と合法性との関係

を混乱してしまったのではないかと思われる。

また、「合法的な出所」に関する審査時に把握した寛厳度については、

異なる意見がある。法院は審査時に、契約を結ぶ時係る商品が訴えら

れた権利侵害製品と同一であるか、また契約日時がほかの証拠と関連
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性がある証拠チェーンになり得るか（57）、そして契約された商品の数量

が実際に取引された数量と同じか、ということに重点を置くべきだと

いう意見がある（5８）。つまり、販売者から販売された侵害製品が、売買

契約された商品との関連性及び証拠チェーンになれるかどうかについ

て審査すべきだと主張している（59）。最高人民法院の最近の判例もこれ

に応じて、「合法的な出所」抗弁に関する証拠においては、取引の相手、

真実性、取引行為に関する証拠間の関連性、取引行為と侵害製品の同

一性等の厳格に審査を行わなければならないという判旨が見られる（60）。

しかし、これに対し、一部地方裁判官側は、法廷に対し、販売者が生

産者の関連資料を提出する、且つ、原告は販売者の主観的な故意を証

明できない場合には、「合法的な出所」抗弁が成立し、販売者から提出

された証拠を重視しなくてもよい、という類の見解も現れている（61）。

この見解から見れば、販売者の主観的な過失を証明する挙証責任を特

許権者に分配し、販売者に対し、「合法的な出所」に関する証拠が証拠

チェーンになっていることを証明すればよい。即ち販売者の主観的な

過失を証明する際、「過失推定」が適用されるが、更に多くの挙証責任

を取るように要求してないことがわかる。もちろんそれぞれの立場か

ら、上述の観点にそれぞれの道理があるが、厳格にするか、それとも

寛大にするか食い違うことになってしまったことにより、これらの論

点に関する立論基礎に、何らかの瑕疵が存在していることが明確に

なったとは間違いないだろう。

２ �．“三無製品 ”の場合「出所が合法的」であることが直接否定でき

るか

中国で、“三無製品 ”という言葉は、法律用語ではなく、ある意味で

一般普通名称として使われている。“三無製品 ”とは、生産日時、質量

合格証（或いは生産許可証）及び生産者名称を有しない製品を指す。ま

た、メーカー名称、メーカー住所及び生産衛生許可証コードが付かな

い製品という説もある。そのほか、メーカー名称、メーカー住所及び

商標が付かない製品と理解する考えもある。いずれにしても、このよ
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うな “三無製品 ”と思われる商品の流通に関して、中国の一部の行政

的な法律や法規等に違反し、消費者から告発や損害賠償の請求等を求

められ（62）、罰金や没収等の処罰せ取締りが厳しく行われている（6３）。

もし、双方が争う権利侵害製品が “三無製品 ”であって、被告が「出

所が合法的」と申立てた場合、「合法的な出所」」抗弁を適用されるか

どうか、実務上でも焦点になった。“三無製品 ”の流通に関しては、合

法性を有していない、且つ知的財産権侵害の可能性が高いため、販売

者にとって当然それを知るであって、合理的な注意義務を怠り、その

主観的な善意を推定できず、「合法的な出所」抗弁を適用しない判決（64）

も見出され、一部の研究成果にも影響を及ぼしたと考えられる（65）。し

かし、簡単に “三無製品 ”を販売することと、知的財産権の注意義務

を果たさないこととは同一視すべきではないという意見も目立ってい

る。その理由としては、①一部の商品の体積が小さくて、メーカー名

称、メーカー住所及び生産衛生許可証コードなど、商標以外付かない

② “三無製品 ”の問題は製品品質の問題に属しているが、必ずしも同

時に知的財産権侵害することに限らない、などが挙げられる（66）。最近

の判例の一つに（67）、「“三無製品を販売することは、販売者に法律法規

違反を導く恐れがあるが、販売者の注意義務を果たせるかどうかに関

する考慮要素の一つになることに対し、直接合法的な出所抗弁を否定

することはできない」という判旨が下さり、この意見を支持する傾向

も見られる。また、販売者の主観的な過失があるかどうか判断の際、

もし、“三無製品 ”が販売された場合、即ち「製品質量法」の規定に基

づき製品名称、メーカー名称及びメーカー住所が表示されていない場

合、相応の行政管理機関により取締ることができるが、これによって

販売者が権利侵害製品であることを「知っている」と「知るべきであ

る」と認定することができない、という判決も下された（6８）。

３ ．侵害製品提供者の被告として追加することができるか

市場経済活動において、製造・流通の流れには、複数の取引の主体

に関わることが多く見られ、訴訟の際に権利者がすべての侵害者を被
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市場経済活動において、製造・流通の流れには、複数の取引の主体

に関わることが多く見られ、訴訟の際に権利者がすべての侵害者を被
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告に入れるとは限らない。販売者は、侵害製品を事件外の第三者から

取得し、且つその証拠を提示された場合、何らかの条件の下で、事件

外第三者をも、被告として追加すべきかどうか、実務上でも争議に

なった。

ある観点で検討すると、当事者間の紛糾事実は段階性と限界性が

あって、権利者は販売者の権利侵害責任を追及する側を選択し訴えた

ことについて、事件に対する影響を及ぼす範囲や受容れる程度など、

権利者の認識を有すべきである。裁判所は当事者の訴訟権利を尊重す

べきであって、権利者が事件外第三者を被告と追加することに同意し

ない場合、裁判所は第三者を被告として追加すべきでない。そうでな

いと、事件の裁判期限を長期且つ不安定状態に陥れてしまう（69）。また、

ある観点では、この問題についての各裁判所の裁定の相違により、一

部の権利者は同一侵害を手がかりとして、本来の侵害者を追究するた

めに継続し訴訟を起こさなければならない。そうすれば、権利者が訴

訟することにより過酷な疲労を付加するにもかかわらず、司法コスト

の浪費にも繋がりかねない。したがって、販売者の「合法的な出所」

抗弁が成立すれば、侵害製品提供者を被告と追加すべきである（70）。そ

のほか、司法効率と司法公正に関するバランスの視点から捉え、追加

すべきか或いは省くべきかという一方的な主張ではなく、実務上では

ケースバイケースで処理すべきという見解も見出される。具体的方策

として、①権利者が承認且つ同意する場合、実質的に訴訟請求権の増

加に相当し、裁判所は被告として事件外第三者を追加すべき②もし、

権利者が追加することを同意しない、しかも侵害者から権利侵害製品

の出所に関する初歩的な証拠を提出された場合、裁判所は職権に基づ

き、事件外第三者を被告と追加すべき③もし、権利者が追加すること

に同意しない、且つ、侵害者から権利侵害製品の出所に関するいくつ

の証拠を提出されたが、証拠の形式要件を満たさない場合、裁判所は

事件外第三者を被告と追加する請求を拒否すべきということである（71）。
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Ⅳ「合法的な出所」抗弁の視点から見る、特許権侵害される
場合の方策

１ ．「合法的な出所」抗弁の立法目的に関する認識

中国特許法における「合法的な出所」抗弁に関する制度は、特許権

者の合法的な権益を維持すると同時に、市場取引安全の需要に基づき、

善意第三者の合法権益も保護することにより、社会公共秩序の安全を

維持することを目的としている。「合法的な出所」抗弁制度の構造の本

意は、特許権者と善意第三者の間に、利益の平衡点を探すことである。

よって、法律は販売者に対し、相応の法律義務を課し、知的財産保護

を強化する一方、その善意の販売者の合法的な権益を保護していくた

めに、立法の際、権利者が販売者の悪意を証明できない場合は、販売

者にその合法的な出所を提出しなければならないと求めることによっ

て、販売者は賠償責任を免れるという仕組みである。このような立法

の考慮は、本来の目的として、特許権者が販売者に対する訴訟を通し

て、侵害製品の生産出所を見つけ、その侵害製品の製造者に相応の民

事責任、若しくは刑事責任を追究できることである（72）。

２ ．「知っている」ことを証明する際の注意点

特許権者の立場から、相対人である権利侵害者が、その使用、販売

の申出或いは販売している製品は侵害製品であることを「知っている」

ことを証明するために、以下の方向から挙証しておくべきである。

①　	権利侵害者は、以前も特許権者の特許製品を使用、販売の申出

或いは販売したことがあった。これらの証拠が特許権者の手中

に有れば、特許権者にとっては、挙証することが比較的容易に

なる。もし、争議になった商品につき、以前、部品などの組立

て行為があった場合、侵害行為と視し、裁判官側は、権利侵害

者の「合法的な出所」抗弁主張を受け入れられないことになる（7３）。

②　	権利侵害者は特許権侵害製品を購入する際に、市場価格により

明らかに若しくは不合理に安価である場合、これらの証拠につ
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Ⅳ「合法的な出所」抗弁の視点から見る、特許権侵害される
場合の方策

１ ．「合法的な出所」抗弁の立法目的に関する認識

中国特許法における「合法的な出所」抗弁に関する制度は、特許権

者の合法的な権益を維持すると同時に、市場取引安全の需要に基づき、

善意第三者の合法権益も保護することにより、社会公共秩序の安全を

維持することを目的としている。「合法的な出所」抗弁制度の構造の本

意は、特許権者と善意第三者の間に、利益の平衡点を探すことである。

よって、法律は販売者に対し、相応の法律義務を課し、知的財産保護

を強化する一方、その善意の販売者の合法的な権益を保護していくた

めに、立法の際、権利者が販売者の悪意を証明できない場合は、販売

者にその合法的な出所を提出しなければならないと求めることによっ

て、販売者は賠償責任を免れるという仕組みである。このような立法

の考慮は、本来の目的として、特許権者が販売者に対する訴訟を通し

て、侵害製品の生産出所を見つけ、その侵害製品の製造者に相応の民

事責任、若しくは刑事責任を追究できることである（72）。

２ ．「知っている」ことを証明する際の注意点

特許権者の立場から、相対人である権利侵害者が、その使用、販売

の申出或いは販売している製品は侵害製品であることを「知っている」

ことを証明するために、以下の方向から挙証しておくべきである。

①　	権利侵害者は、以前も特許権者の特許製品を使用、販売の申出

或いは販売したことがあった。これらの証拠が特許権者の手中

に有れば、特許権者にとっては、挙証することが比較的容易に

なる。もし、争議になった商品につき、以前、部品などの組立

て行為があった場合、侵害行為と視し、裁判官側は、権利侵害

者の「合法的な出所」抗弁主張を受け入れられないことになる（7３）。

②　	権利侵害者は特許権侵害製品を購入する際に、市場価格により

明らかに若しくは不合理に安価である場合、これらの証拠につ
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いて、普通は侵害者の手に握られているが、時によっては、侵

害者は自分が使用、販売している侵害製品に、合理的な出所が

あることを証明するために、自主的に提出する場合が多い。そ

の時、特許権者にとっては、販売者から提出された「市場価格

より明らか、若しくは不合理に安価である」証拠に注意すべき

である。その事実は、販売者が使用、販売している製品は、侵

害製品であることを知っている証拠になる。

③　	特許権者は特許権侵害者に対し、特許権を侵害されたという旨

の弁護士書状、警告状或いは通知書を送る場合、弁護士書状等

において、充分な必要情報を記載或いは添付しなければならな

い。特許権侵害製品の情報、特許権情報、侵害対比情報及び特

許権者連絡情報を含むが、その限りではない。言い換えれば、

訴訟において、侵害者（販売者）が「合法的な出所」抗弁を申立

てると予想すれば、それを対抗するために、一番容易な方法と

して、事前に侵害者に対し、十分な必要情報を記載した警告状

などを送達することである。なぜなら、もし、「合法的な出所」

抗弁を請求された場合、その抗弁が成立するかどうか、まず侵

害者（被告）の心理状態に関する認定が鍵になる（74）。即ち、侵

害者が意識的に使用、販売している製品が特許権侵害製品であ

ることを知っているかどうか、という問題である。特許権者は

訴訟を起こす前に、侵害者に対し、権利侵害されたことを旨と

する警告状などを送達すれば、その警告状に記載、若しくは添

付された情報が、十分で必要な程度に達しているかどうかを基

準にし、侵害者が他人の特許権を侵害する主観的な心理状態が

推定できる（75）。特許権者は侵害者に対し、権利侵害されたこと

を口頭で知らせる場合、「知っている」ことを証明できず、構成

要件が成立できないことを要注意（76）。

３ ．商品の「出所が合法的」であることを証明する際の注意点

特許権利者であろうと、権利侵害者であろうと、争いに係る製品が
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「合法的な出所」を有しているかどうかについて、証明を展開する過程

で、提出された証拠においては、以下の理解と認知の必要がある。

①　	特許権侵害訴訟事件において、「合法的な出所」抗弁の請求を申

立てられた場合、争議になった製品については、その部品では

なく製品の全体に対し、「出所が合法的である」ことを証明しな

ければならない。製品の全体とは、特許保護範囲と一致してい

て、その一部分ではないこと指す（77）。部品に関しては、たとえ

特許クレームの一部としても、その部品を組立てる行為に対し、

使用或いは販売行為ではなく製造行為と見なされる（7８）。「合法

的な出所」抗弁の請求者が、証拠に基づきその販売している部

品の「合法的な出所」の証明ができても、商品全体の「合法的

出所」を有することは立証できず、「合法的な出所」抗弁の成立

は認められない（79）。

②　	“普通商品と特殊商品に関する扱いを区別すべき ”と念頭に置い

たほうがよい。例えば、医薬品、健康食品、花火と爆竹等、公

衆安全に関わる製品について、これら製品の製造者、販売者に

対し、法律や法規などでは製造・販売行為を強制的で厳格な規

制が有するとされている。例えば、健康食品を購入の際、販売

者は仕入れる時に、供給者に対し、販売証憑を求めなければな

らない上に、供給者の相応な資質（資格）を確認しなければなら

ない。即ち、供給者が営業許可証、生産経営許可証、関連商品

の認証マーク、検査報告書や合格証明書等を確認しなければな

らないのである。したがって、この場合、販売者が上記の義務

を果たしていなければ、訴訟においては、侵害製品の「出所が

合法的」である主張が成立し難いことは間違いない。

③　	当事者の一方は「合法的な出所」抗弁請求を行う場合、該当当

事者（侵害者）に対し、侵害訴訟の訴状を受け取った際、若しく

は権利侵害のおそれがあるという旨の具体的な情報（警告書等）

を承知した時、合理的な時間内に、侵害製品の棚卸しをしたか

）
五
〇
〇
（

83



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
四
八

「合法的な出所」を有しているかどうかについて、証明を展開する過程

で、提出された証拠においては、以下の理解と認知の必要がある。

①　	特許権侵害訴訟事件において、「合法的な出所」抗弁の請求を申

立てられた場合、争議になった製品については、その部品では

なく製品の全体に対し、「出所が合法的である」ことを証明しな

ければならない。製品の全体とは、特許保護範囲と一致してい

て、その一部分ではないこと指す（77）。部品に関しては、たとえ

特許クレームの一部としても、その部品を組立てる行為に対し、

使用或いは販売行為ではなく製造行為と見なされる（7８）。「合法

的な出所」抗弁の請求者が、証拠に基づきその販売している部

品の「合法的な出所」の証明ができても、商品全体の「合法的

出所」を有することは立証できず、「合法的な出所」抗弁の成立

は認められない（79）。

②　	“普通商品と特殊商品に関する扱いを区別すべき ”と念頭に置い

たほうがよい。例えば、医薬品、健康食品、花火と爆竹等、公

衆安全に関わる製品について、これら製品の製造者、販売者に

対し、法律や法規などでは製造・販売行為を強制的で厳格な規

制が有するとされている。例えば、健康食品を購入の際、販売

者は仕入れる時に、供給者に対し、販売証憑を求めなければな

らない上に、供給者の相応な資質（資格）を確認しなければなら

ない。即ち、供給者が営業許可証、生産経営許可証、関連商品

の認証マーク、検査報告書や合格証明書等を確認しなければな

らないのである。したがって、この場合、販売者が上記の義務

を果たしていなければ、訴訟においては、侵害製品の「出所が

合法的」である主張が成立し難いことは間違いない。

③　	当事者の一方は「合法的な出所」抗弁請求を行う場合、該当当

事者（侵害者）に対し、侵害訴訟の訴状を受け取った際、若しく

は権利侵害のおそれがあるという旨の具体的な情報（警告書等）

を承知した時、合理的な時間内に、侵害製品の棚卸しをしたか
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どうかを確認すべきである。もし、合理的な時間内に、棚卸し

をしていなければ、他人の特許権を侵害のおそれがある製品を

販売していることに対し、主観的に「知っている」と推定され

る可能性が十分にある（８0）。当然、主観的に「知っている」と推

定され「合理的な時間内」に関する判断は、事件に係る特許の

類型、該当侵害製品の基本情報、権利侵害状況の比較分析、当

事者の特許に対する判断能力及び主体情報等の要素に基づいて、

総合的に考慮しなければならないと考えられる。

おわりに

中国では、「合法的な出所」抗弁制度が最初に増設されたのは、2000

年に改正された「特許法」で、2001年に改正された「著作権法」では、

同じく2001年に改正された「商標法」等の知的財産法に依って、行政

法規と司法解釈が、それぞれ規定されていた。その立法の背景は、中

国が当時、WTO 加盟の重要な時期にあり、TRIPs 協定の規定（８1）に合

致するために、法律改正が行われたものと考えられる。合法的な出所

抗弁制度の設立目的は知的財産権を保護すると同時に、善意の権利侵

害者に合理的な救済を与え、当事者の利益バランスと取引の安全を守

ることである。善意の権利侵害者が「合法的な出所」抗弁を成立させ、

賠償責任を負わない場合、権利者は権利侵害製品の提供者に権利を主

張することにより救済を受けるしかない。権利者は、被疑侵害者の合

法的な出所抗弁が成立し、権利侵害製品の提供者が見つからない場合、

権利の保護を受けられない状態にならないよう、法律は被疑侵害製品

の使用、販売者に、被疑侵害製品提供者の詳細な情報を提出しなけれ

ばならないと要求する。提出しなければ、「合法的な出所」抗弁の成立

ができず、侵害行為とみなされ、損害賠償しなければならない。

中国知的財産法における「合法的な出所」抗弁制度の設立は、当時

の中国商品小売業の事情という、もう一つ背景も考えられる。「合法的
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な出所」抗弁制度は中国の国情に適応するように生まれたもので、中

国的な特色を持つことがわかる。この制度の運営にあたって、権利者

の最終的な合法権益を守らなければならないことを目的としているが、

被告にとっては、「最後の救命措置」として賠償責任を免れるものと見

なされ、他の抗弁手段も尽くして頻繁に使われる。社会経済の発展、

科学技術の進歩に伴って、あらゆる状況が日々変化する今日、特許権

侵害紛争における「合法的な出所」抗弁の司法適用、認定も、一連の

新たな状況に直面している。例えば、客観的な証拠で「合法的な出所」

抗弁主体の主観的善意問題を認定する場合、特許侵害者は「合法的な

出所」抗弁主体として自分の利益のみを考え、自分の侵害行為を自発

的に認めることはあまりないだろう。特許権者は、客観的証拠によっ

て、被疑侵害者の抽象的な主観的悪意を証明しなければならない。裁

判所が判定する時に考慮するのは、単なる関連証拠の関連性、客観性

だけの問題だけではなく、ほかにも様々な要素があり、（裁判所の相違に

よる）判決の相違から見れば、裁判官の高等的、且つ合理的な判断力も

求められている。本文は、最高人民法院の判決を多めに取り上げ、そ

の指導性及び傾向性に注目していただきたい。

中国では、2019年以来、知的財産法律体系の完備を急いでいる。特

許法、商標法及び著作権法等の改正を行った上に、10余りの司法解釈

の改正や公布も行った。また、2020年12月29日に、最高人民法院は「一

部の指導的な判例を参照されない件に関する通知」（８2）を公布し、その

中には、201３年一つの特許権侵害指導判例が含まれた。実務において、

時代の流れに合わせて、権利侵害における判断基準に対し、見直しや

調整などを感じられる。これらの変化が、中国における知的財産の司

法実務環境に影響を及ぼすことは間違いない。中国の特許権侵害紛争

おける「合法的な出所」抗弁の流れ、内包及び法に入る過程などの研

究に通じることは、立法の背景や目的等の理解を助けることだけでな

く、実務において司法の適用事情を認識しやすいであろう。今後、こ

のような問題直面する場合、「合法的な出所」抗弁により、有効で合理
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中国では、2019年以来、知的財産法律体系の完備を急いでいる。特

許法、商標法及び著作権法等の改正を行った上に、10余りの司法解釈

の改正や公布も行った。また、2020年12月29日に、最高人民法院は「一

部の指導的な判例を参照されない件に関する通知」（８2）を公布し、その

中には、201３年一つの特許権侵害指導判例が含まれた。実務において、

時代の流れに合わせて、権利侵害における判断基準に対し、見直しや

調整などを感じられる。これらの変化が、中国における知的財産の司

法実務環境に影響を及ぼすことは間違いない。中国の特許権侵害紛争

おける「合法的な出所」抗弁の流れ、内包及び法に入る過程などの研

究に通じることは、立法の背景や目的等の理解を助けることだけでな

く、実務において司法の適用事情を認識しやすいであろう。今後、こ

のような問題直面する場合、「合法的な出所」抗弁により、有効で合理
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的な対応ができるようと願う。

（ 1）	 データ出所：中国・国家知識産権局に公表された各年度の『中国知的
財産保護状況』白書、及び各年度『国家知識産権局年度報告』による。

（ 2）	 同 1 。
（ ３）	 データ出所：中国・最高人民法院『中国法院知識産権司法保護状況』
による。

（ 4）	 中国では、知的財産保護強化の一環として、行政ルードや司法ルード
共に、侵害行為に対し、出所までの取り締まることを重視し続けている。
陳中利・姚勇「武漢知識産権保護高潮迭起」、中国知識産権報、2006年 2
月15日付け；張元斌「保護知識産権打撃侵権要从源頭入手」、貴州日報、
2011年11月20日付け；胡居桂・付強「打撃假冒包装設計源頭、切実加強知
識産権保護」、中国包装報、2011年10月24日付け。鄔春陽「精准打撃鏟除
源頭、堅訣遏制侵権盗版　公安部就打撃電影侵権盗版違法犯罪及 “ 2 ・15”
系列専答記者問」、中国防衛偽装報道、2019（05）、第56−5８頁。等参照。

（ 5）	 劉斌斌・付京章「論専利制度的本質及其社会効応」、甘粛社会科学、
201３（ 5 ）、第21８−222頁。

（ 6）	「中華人民共和国専利法」第65条。
（ 7）	 ここに言う「単位」とは、中国において、社会における行政、経済、
思想のあらゆる面から管理・支配するあらゆる組織のことである。

（ ８）	 呉漢東「知識産権保護論」、法学研究、2000（ 1 ）、第6８−79頁。
（ 9）	 197８年12月に開催された中国共産党第11期 ３ 中全会において、「プロ
レタリア文化大革命」を否定し、共産党の任務の重点を社会主義現代化の
建設へと移し、改革開放の政策が決定され、価値法則に依拠し、国内経済
活性化を目標とした各種の改革・開放政策が行われ始めた。その後、法整
備も急速に進められた。

（10）	 1979年 7 月 ８ 日に公布された「中外合資経営企業法」において、中国
における知的財産法制度の創設を要求されると考えられる。19８0年 1 月に
特許法草案（第 6稿）に関して WIPO と意見交換を行われ、 6月 6日に
正式にWIPOに加盟した。1979年 1 月３1日に、技術移転を目的とする「米
中高エネルギ物理協定」を締結され、その中、知的財産権を保護する条項
が取り入れられた。1979年 7 月 7 日に、「米中貿易協定」を締結され、そ
の中、知的財産権保護問題について詳しく規定し、両国の貿易活動に指導
的な意義を持つということであった。このようないろいろな動きがあった。

（11）	『中華人民共和国商標法』、19８2年 ８ 月2３日、第三回全国人民代表大会
常務委員会第24次会議により可決され、19８３年 ３ 月 1 日により施行される。

（12）	『中華人民共和国専利法』（19８5年実施）、19８4年 ３ 月12日、第五回全
国人民代表大会常務委員会第 4次会議により可決され、19８5年 4 月 1 日に
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より施行される。
（1３）	『中華人民共和国著作権法』、1990年 9 月 7 日、第七回全国人民代表大
会常務委員会第15次会議により可決し、1991年 6 月 1 日により施行される。

（14）	 劉斌斌「論専利制度下的独占与公共利益─以専利的経済功能分析為
視角」、蘭州大学学報（社会科学版）、2012（ 1 ）、第1３0−1３８頁。

（15）	『中華人民共和国専利法』（1992年改正）、1992年 9 月 4 日、第七回全
国人民代表大会常務委員会第27次会議により可決され、199３年 1 月 1 日に
より施行される。

（16）	『中華人民共和国専利法』（2000年改正）、2000年 ８ 月25日、第九回全
国人民代表大会常務委員会第17次会議により可決され、2001年 7 月 1 日に
より施行される。

（17）	『中華人民共和国専利法』（200８年改正）、200８年12月27日、第十一回
全国人民代表大会常務委員会第 6次会議により可決され、2009年10月 1 日
により施行される。

（1８）	『中華人民共和国専利法』（2020年改正）、2020年10月17日、第十三回
全国人民代表大会常務委員会第22次会議により可決され、2021年 6 月 1 日
により施行される。

（19）	『最高人民法院関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈
（二）』、法釈（2016） 1 号、2016年 ３ 月21日頒布、2016年 4 月 1 日により
施行。

（20）	 祝建軍「専利法中合法来源抗辯制度の司法運用」、電子知識産権、
200８（ 6 ）、第54−56頁。

（21）	 尹新天『中国専利法詳解』、知識産権出版社（2012年）、第644頁。
（22）	 李双利・魏大海「合法来源条款立法文本新探」、中華商標、2011（ 5 ）、
第42−45頁。

（2３）	『最高人民法院関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈
（二）』第25条。
（24）	「清鎮市欧意経営部・黄侵波侵害発明専利権糾紛」案　（2021）最高法
知民終８6８号。

（25）	 宋暁明、王闖、李剣「関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題
的解釈（二）的理解与適用」、人民司法、2016（10）、第2８−３6頁に参照。

（26）	 同25。
（27）	 当時、草案に対し、意見を分かれていた。一つは、もし、使用者の差
止め責任を免除することは、特許法（200８年改正）第70条と衝突するとい
う。一方、制度の創設の本意から見れば、「合法的な出所」抗弁制度は特
許権侵害の源を打撃する目的で、製造者こそ権利侵害の主要な源であると
いう意見も出された。「司法解釈（二）」は、後者の意見を採用した。

（2８）	「南安市九頭鳥衛浴潔具有限公司・長沙市芙蓉区祥業閥門潔具商行等
侵害実用新型専利権糾紛」案　（2021）最高法知民終767号。

）
三
九
五
（

87



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
四
四

より施行される。
（1３）	『中華人民共和国著作権法』、1990年 9 月 7 日、第七回全国人民代表大
会常務委員会第15次会議により可決し、1991年 6 月 1 日により施行される。

（14）	 劉斌斌「論専利制度下的独占与公共利益─以専利的経済功能分析為
視角」、蘭州大学学報（社会科学版）、2012（ 1 ）、第1３0−1３８頁。

（15）	『中華人民共和国専利法』（1992年改正）、1992年 9 月 4 日、第七回全
国人民代表大会常務委員会第27次会議により可決され、199３年 1 月 1 日に
より施行される。

（16）	『中華人民共和国専利法』（2000年改正）、2000年 ８ 月25日、第九回全
国人民代表大会常務委員会第17次会議により可決され、2001年 7 月 1 日に
より施行される。

（17）	『中華人民共和国専利法』（200８年改正）、200８年12月27日、第十一回
全国人民代表大会常務委員会第 6次会議により可決され、2009年10月 1 日
により施行される。

（1８）	『中華人民共和国専利法』（2020年改正）、2020年10月17日、第十三回
全国人民代表大会常務委員会第22次会議により可決され、2021年 6 月 1 日
により施行される。

（19）	『最高人民法院関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈
（二）』、法釈（2016） 1 号、2016年 ３ 月21日頒布、2016年 4 月 1 日により
施行。

（20）	 祝建軍「専利法中合法来源抗辯制度の司法運用」、電子知識産権、
200８（ 6 ）、第54−56頁。

（21）	 尹新天『中国専利法詳解』、知識産権出版社（2012年）、第644頁。
（22）	 李双利・魏大海「合法来源条款立法文本新探」、中華商標、2011（ 5 ）、
第42−45頁。

（2３）	『最高人民法院関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈
（二）』第25条。
（24）	「清鎮市欧意経営部・黄侵波侵害発明専利権糾紛」案　（2021）最高法
知民終８6８号。

（25）	 宋暁明、王闖、李剣「関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題
的解釈（二）的理解与適用」、人民司法、2016（10）、第2８−３6頁に参照。

（26）	 同25。
（27）	 当時、草案に対し、意見を分かれていた。一つは、もし、使用者の差
止め責任を免除することは、特許法（200８年改正）第70条と衝突するとい
う。一方、制度の創設の本意から見れば、「合法的な出所」抗弁制度は特
許権侵害の源を打撃する目的で、製造者こそ権利侵害の主要な源であると
いう意見も出された。「司法解釈（二）」は、後者の意見を採用した。

（2８）	「南安市九頭鳥衛浴潔具有限公司・長沙市芙蓉区祥業閥門潔具商行等
侵害実用新型専利権糾紛」案　（2021）最高法知民終767号。
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（29）	 ここで、中国語の環境から、その反対的な意味を考えすれば、即ち
「明確に知るまたは知るべき」だということである。
（３0）	 九牧廚衛股份有限公司訴福建省泉州市宏炬建材有限公司、貴陽南明順
達兼建材経営部侵害外観設計専利権糾紛」案　貴州省貴陽市中級人民法院
（201８）黔01民初54号民事判決書。
（３1）	「呉敬発、余華、余芳・鄧志民、李梅侵害発明専利権糾紛」案　南昌
鉄路中級人民法院（201８）贛71民初 1号民事判決書。

（３2）	 呉漢東「試論知識産権的 “ 物上請求権 ” 与侵権賠償請求権─兼論
《知識産権協議》第45条規定の実質精神」、法商研究、2011（ 5 ）、第 ３−
11頁。

（３３）	 李潔「知識産権審判中合法来源抗辯之審査」、『探索社会主義司法規律
与完善民商事法律制度研究−全国法院第2３届学術討論会獲奨論文集』、人
民法院出版社、2011年12月、第11８7−1195頁。

（３4）	 呂娜「知識産権侵権訴訟中的合法来源抗辯」、人民司法、2007（19）、
第８３−８８頁。

（３5）	「広東雅潔三金有限公司訴楊建忠、盧炳仙侵害外観設計専利権糾紛」
案　（201３）民提字第1８7号。

（３6）	「北京伊蘭特時代眼鏡有限公司与長沙市岳簏区鷹視眼鏡店侵害実用新
型専利権糾紛一審民事判決書」　（2015）長中民三初字第01101号。

（３7）	「肇慶市衡芸実業有限公司訴鄭州大木林電子科技有限公司侵害発明専
利権糾紛」案　（2020）最高法民終1010号。

（３８）	「梅尓・阿夫加林訴河南新佰睿貿易有限公司侵害発明専利権糾紛」案　
（2020）最高法知民終299号。
（３9）	「孫俊義与鄭寧侵害実用新型専利権案」　二審終審判決に対し、原告は
不服とし、最高人民法院に再審を申立てた。再審の最高人民法院は、
「……二審判決に対し、被告の主観的な “知っている “ことに関する認定
標準があまりに高すぎで、遼寧省高級人民法院に再審を命じた」。
最高人民法院民事裁定書（2014）民申字第10３6号。
遼寧省高級人民法院民事判決書（201３）遼民三終字第79号。

（40）	「深圳市洛斐客文化有限公司訴広州広翰科技有限公司侵害実用新型専
利権糾紛」案　（2019）最高法知民終515号。

（41）	「曽軍訴東莞市愛佳網絡科技有限公司侵害実用新型専利権糾紛」案　
（2020）最高法知民終75８号。
（42）	「源特盛塑胶電子（深圳）有限公司訴中国移動通信集団上海有限公司
侵害実用新型専利権糾紛」案　（2019）最高法知民終6３1号。

（4３）	『民事訴訟法』第119条の 2項。
（44）	『民事訴訟法』第121条の 2項。
（45）	 丁文厳「論知識産権侵権訴訟中合法的来源抗辯的構成要件」、知識産
権、2017（12）、第52−5８頁。
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（46）	「綿陽農科区長永玖通訊店・源特盛塑胶電子（深圳）有限公司侵害実
用新型専利権糾紛」案　（2021）最高法知民終7３0号。

（47）	『最高人民法院関于審理侵犯専利権糾紛案件応用法律若干問題的解釈
（二）』第25条。しかし、現在まで、著作権法と商標法領域において、同じ
ような解釈がまた見出されていない。

（4８）	「魯道夫・達斯勒体育用品波馬股份公司訴蘇州好又多百貨商業有限公
司侵犯商標専用権糾紛」案　（200８）蘇中知民初字第0065号。

（49）	 王芳「浅析著作権糾紛中銷售者合法来源抗辯的使用問題─三個不同
判決引発的思考」、中国版権、201３（ 2 ）、第11−14頁。

（50）	「源特盛塑胶電子（深圳）有限公司訴開平市長沙零之度電訊店侵害実
用新型専利権糾紛」案　（2017）粤民終2270号。

（51）	「成都孚徳瑞斯永達机電有限公司・金民海侵害発明専利権糾紛」案　
（2021）最高法知民終2８0号。
（52）	「麗徳公司訴洲明公司侵犯専利権」案、広東省高級人民法院（200８）
粤高法民三終字第9８号民事判決。また、高静「合法来源抗辯在専利侵権訴
訟中的適用─麗徳公司訴洲明公司侵犯専利権案件評析」、科技与法律、
2012（ ３ ）、第54−57頁を参照されたい。

（5３）	「広東省高級人民法院関于審理侵犯音像著作権糾紛案件若干問題的指
導意見」　粤高法発（2009）21号。

（54）	 江蘇省高級人法院侵犯専利権糾紛案件審理指南」、2010年11月頒布・
実施。

（55）	 黄建文「合法来源抗辯適用善意取得制度審査的合理性分析」、知識産
権、2016（10）、第３2−３８頁。

（56）	 同55。
（57）	「汕頭市輝煌塑胶廠有限公司訴広州康誠商業有限公司侵害外観設計専
利権糾紛」案　広州知識産権法院（2016）粤7３民初104号民事判決書。

（5８）	 殷源源「専利侵権案件中銷售商的賠償責任認定問題分析」、江蘇科技
信息、2006（12）、第19−20頁。

（59）	「格倫徳福斯管理聯合股份有限公司訴合肥新瀘屏蔽泵有限公司、北京
安吉興瑞商貿有限公司侵害発明専利権糾紛」案　北京知識産権法院
（2015）京知民初字第611号民事判決書。
（60）	「中山市好美電子塑胶製品有限公司訴広東宝躍星辰光電科技有限公司
侵害実用新型専利権糾紛」案　（2019）最高法知民終76号。

（61）	（余暉）湖南省長沙市中級人民法院知識産権庭「経営者免除賠償責任
の適用」、人民司法、2011（12）、第41−46頁。

（62）	 例えば、「中華人民共和国消費者権益保護法」第55条を参照されたい。
（6３）	「中華人民共和国産品質量法」第54条。
（64）	「常州市青龍装飾製品有限公司訴光復路恒発装飾材料商店侵犯外観設
計専利権糾紛」案　吉林省長春市中級人民法院（2016）吉01民初55８号民
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事判決書。
（65）	 王儲「知識産権侵権訴訟中 “合法来源抗辯 ”的認定」、社会科学戦線、
2020（ ８ ）、267−271頁。

（66）	 高静「合法来源抗辯在専利侵権訴訟中的適用−麗徳公司訴洲明公司侵
犯専利権案件評析」、科技与法律、2012（ ３ ）、第54−57頁。

（67）	「董学民訴張添源侵害実用新型専利権糾紛」案　（2020）最高法知民終
17８1号。

（6８）	「源特盛塑胶電子（深圳）有限公司訴武漢天賜力商貿有限公司侵害実
用新型専利権糾紛」案　最高法知民終1176号。

（69）	 陶冠東「専利侵権糾紛中銷售者合法来源抗辯的司法認定」、電子知識
産権、2017（ 4 ）、第８2−８８頁。

（70）	 　同55。
（71）	 陳中山「合法来源抗辯的審査認定」、人民司法、2019（2８）、第３6−40
頁。

（72）	「源特盛塑胶電子（深圳）有限公司訴湖北精英盛華信息科技股份有限
公司侵害実用新型専利権糾紛」案　（2020）最高法知民終72８号。

（7３）	「東莞市宝華数控科技有限公司・江西華麗豊光有限公司等侵害実用新
型専利権糾紛」案　（2020）最高法知民終146８号。

（74）	「孫俊義与鄭寧侵害実用新型専利権」案　最高人民法院民事裁定書
（2014）民申字第10３6号。
（75）	「孫俊義与鄭寧侵害実用新型専利権」案　遼寧省高級人民法院民事判
決書（201３）遼民三終字第79号。

（76）	「南京海諾炉業科技有限公司・南京長江工業炉科技集団有限公司等侵
害実用新型専利権糾紛」案　（2021）最高法知民終520号。

（77）	「弗雷茲遊泳学院有限公司・上海梓航塑胶製品有限公司侵害発明専利
権糾紛」案　（2019）最高法知民終８0号。

（7８）	「胡正宇・青島行者智能科技有限公司侵害実用新型専利権糾紛」案　
（2019）最高法知民終411号。
（79）	「黄超・深圳市祥光達光電科技有限公司侵害発明専利権糾紛」案　
（2019）最高法知民終３20号。
（８0）	「上海聚藍水処理科技有限公司訴沃尓瑪華東百貨有限公司、莱卡健康
科技（南京）有限公司侵害発明専利権糾紛」案　（2019）最高法知民終6８6
号。

（８1）	 TRIPs 協定第45条、第46条、47条を参照されたい。善意的な使用行為
の禁止とされていない。

（８2）	 最高人民法院「関于部分指導性案例不再参照的通知」、法〔2020〕３4３
号。
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算出手法に関する一考察
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相当する額」について

⑶　解説

Ｂ．米国における損害賠償

1．成文法における損害賠償規定

⑴　損害賠償（35U.S.C.284条）

⑵　懲罰的賠償（35U.S.C.284条）及び弁護士の助言（35U.S.C.298条）

⑶　弁護士費用（35U.S.C.285条）

⑷　時効　Time	limitation	on	damages　（35U.S.C.286条）

⑸　パテントマーキング（35U.S.C.287条）

⑹　EMVR

2 ．逸失利益

3．確立されたロイヤルティ

4．合理的ロイヤルティ

Ｃ．日米比較

Ａ．日本における損害賠償

1．はじめに

損害賠償請求権とは、特許権者が、自己の故意又は過失によって特

許を侵害した者に対し、その侵害によって受けた損害の賠償を請求す

ることができる権利である。特許権侵害を理由とする損害賠償請求は、

民法709条に基づくものであり、特許法には損害額の推定規定などは存

在するが、損害賠償請求権を基礎づける規定は存在しない。従って、

原則的には、民法709条に基づき、損害賠償額を算出するが、そのため

には、⑴権利侵害の成立、⑵侵害者の故意又は過失、⑶損害の発生、

⑷権利侵害と損害の因果関係、⑸自己の損害額を特許権者が立証する

必要がある。しかしながら、通常、これらの立証は容易ではないため、

これらの立証を容易にする特別規定が特許法102条以降に設けられてい

る。

民法709条で請求できる損害は、弁護士費用などの積極的財産損害、
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逸失利益などの消極的財産損害、慰謝料などの無形損害である（2）。損

害額の推定等を規定する特許法102条は、民法709条の特別規定として、

上記の消極的財産損害を算出方式定めたものである（3）。以前は、上記

のごとく、立証の困難性のため、特許権者への保護が適切に行われて

いないという指摘もあり、平成10年法律51号による改正により、旧特

許法102条 1 項が新設され、改正前の 1項は現行 2項に移行した。この

法改正により、特許権侵害に基づく損害賠償は格段に請求しやすく

なったのは事実であるが、その認容額については、米国は比べ物にな

らないほどの差（4）があり、適正な損害額の認定のための法改正が望ま

れていたところ、令和 2年10月 1 日（令和元年法律第 3号）に法改正が

なされ、より適正な損害額の算出方法が可能となった。

本稿では、改正法の要点解説、判例や学説に基づく損害賠償の算出

の基礎となる利益の額の考え方、改正法の問題点を明確にし、さらに

は米国での損害賠償の算定手法を考察し、なぜ、日米で賠償額に大き

な差が発生するのか、算出法に原因があるのか等を明確にし、日本の

改正法が本当に特許権者に適切な保護となっているのか考察する。

2．令和元年法律第 3号

⑴　改正法導入理由

平成10年法律第51号が導入される前においても、侵害品の販売によ

り特許製品の販売量が減少したことに伴う逸失利益の賠償は、民法709

条に基づき請求が可能であった。この場合、一般的には差額説を用い、

損害額は、「もし加害原因がなかったとしたらならばあるべき利益状態

と、加害がなされた現在の利益状態のとの差」として捉える（5）。この

場合、侵害行為に起因して、値下げをせざるを得なかった場合の逸失

利益（6）や実施料収入が減少した場合も損害として請求しうるし、場合

によっては、弁護士費用、侵害調査費なども請求しうる（7）。しかし、

これまでの判決は、市場構造が極めて単純で、特許権者が侵害製品の
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逸失利益などの消極的財産損害、慰謝料などの無形損害である（2）。損
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販売台数をすべて販売することができたことを立証できた場合にしか

逸失利益は認められていなかった。こうした問題を解決するため、侵
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合には、それらを考慮した上で、現実的な損害額を算出可能とする特

許法102条 1 項が新設された（8）。
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た物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲

渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がな

ければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて

得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超え

ない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とす

ることができる。

ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専

用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該

事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2項　特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許

権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損

害の賠償を請求する場合におい	て、その者がその侵害の行為により利

益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者

が受けた損害の額と推定する。」

従って、旧特許法102条 1 項では、民法709条による損害額を立証す

るかわり、損害額は、以下の式で算出することができる。

「損害額」＝「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位数量あたりの利
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益の額」

しかしながら、算出にあたり、特許権者等の実施の能力に応じた額

を超えない限度とする必要があり、また、特許権者等が販売すること

ができないとする事情があるときは、その事情に相当する数量に応じ

た額を控除しなければならい。

また第 2項では、旧特許法102条 1 項の自己の損害額の立証の代わり

に、侵害者の利益を立証し、これをもって自己の損害額としての推定

を受けることができる。即ち、以下の式で損害推定額を算出すること

ができる。

「損害額」＝「侵害者の譲渡数量」×「侵害者の単位数量あたりの利

益の額」

これは、利益が損害の額を超える場合にまでそのすべてを返還せし

めるのは侵害者に過酷であるということから、第 2項は、推定規定と

し、侵害者は、この推定を覆滅させる事実の立証をすることができよ

うにした（9）。

これら、旧特許法102条で規定する損害額の算出においても、争点が

あり、判例及び学説で見解が割れている。それらの争点に関し、令和

元年法律第 3号にて、立法により解決した部分もある。以下、各争点

について考察する。

⒜�　旧特許法102条第 1項における争点 1：「特許権者又は専用実施
権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」

「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売するこ

とができた物」とは、侵害された特許発明の実施品ではなくても、侵

害者の製品と市場において競業する製品であれば足りるとする学説が

多数であり（10）、多くの判例もこの立場である（11）。しかし、旧 1項が市

場における補完関係が成り立つことを前提にする規程である以上、権

利者の販売する製品も特許発明の実施品でなければならいとする学

説（12）や、傍論ではあるが、特許の実施品であって、侵害製品と排他的

な関係に立つ製品のことを指すとする判例もある（13）。
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特許侵害が無ければ特許権者が販売することができたであろう競業

品の販売数は減少していると考えるのが一般的であるし、また特許権

者が特許品を販売していなければ、旧特許法102条 1 項の賠償が認めら

れないとすると、特許権者は、秘密にしていた自社製品の技術が、公

開されている特許技術を用いていることを自認しなければならないた

め、旧特許法102条 1 項による救済を求めづらくなる可能性がある。

従って、競業品の販売では不十分であるとする学説は、傾聴する部分

は大きいが（14）、侵害者の行為と損害の間に相当因果関係があれば旧特

許法102条 1 項の適用を認めるべきであると考える。尚、この争点 1に

関しては、令和元年法律第 3号施行後の現法102条第 1項においても同

じことが言える。

⒝�　旧特許法102条第 1項における争点 2：「権利者の実施能力に応
じた額を超えない限度（実施相応数量）」

「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数量）」での

「実施の能力」とは、侵害品の数量に対応する製品を特許権者が市場に

供給することができる能力である。この実施能力を超えた数量は、も

ともと権利者が実施できなかったはずであり、実施できない以上、そ

の分の逸失利益はあり得ないという考えである。既存の製造装置をフ

ルで稼働させた場合の最大値がこれにあたると考えられるが、多くの

学説（15）や判例（16）は、商品が売れるのであれば、銀行は追加製造設備の

融資を行うであろうし（絶対的な最大製造可能数量の増大）、マンパワー不

足の状態であれば、雇用により、相対的な最大製造可能数を増やすこ

とができる考え、即ち「実施の能力」は「潜在的な実施の能力」を意

味するとしている。

しかしながら、これは、令和元年法律第 3号改正法の下では、上述

の考え方は、もはや正しくないと言えるのではないか。「実施の能力」

を「潜在的な実施の能力」とすると、場合によっては無制限と考えら

れ、「特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限

度において」との規定をした意味が没却されてしまう。にもかかわら

）
四
六
六
（

26

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
〇
四

ず、上述の学説や判例が潜在性を意味するとしたのは、現状の製造装

置能力を超えた部分について102条第 3項の重畳適用ができないと判断

又は考えられたからであると思われる。次項で、この争点について述

べる。

⒞�　旧特許法102条第 1項における争点 ３：旧特許法102条第 1項と
同法第 ３項の重畳適用の可否

前述の様に、令和元年法律第 3号改正前では、現状の製造装置能力

の範囲は、102条第 1項に基づき損害賠償を算出し、現状の製造装置能

力を超えた部分について、102条第 3項によって算出するという考え方

は否定的であった。その理由は、第 1項により算出された損害額です

べての逸失利益が満たされており、それに加えて 3項の損害を認めた

のでは二重の賠償をうけることになり、逸失利益を超えた額を認めて

しまうというものである（17）。また、これを支持する学説（18）や判例（19）

も多数存在する。脚注19の「椅子式マッサージ事件」以降は、併用否

定説が主流となり、一部の併用肯定説（20）を除き、判例（21）も併用否定説

を支持している。

一方、「椅子式マッサージ事件」以前は併用肯定説を支持する学

説（22）や判例（23）が有力であり、以降においても、依然として、併用肯定

説を支持する学説（24）もある。また、「ソリッドゴルフボール事件（25）」

では、前述の「椅子式マッサージ事件」を引用しつつ、「特許権者の逸

失利益を超えた損害の填補を認めることは、特段の事情がない限り、

妥当でないというべきである」と、併用否定説を支持している一方で、

「特段の事情」がある場合には、 1項及び 3項の重畳適用を認める判断

をしている。この「特段の事情」とは、「例えば、『販売することがで

きないとする事情』に相当する数量部分が権利者の実施能力を超える

部分であって、特許法102条 1 項の損害額算定の対象とされていない場

合などが考えられる」と説明している。

特許法102条第 1項と同法第 3項の重畳適用に関しては、令和元年改

正法で新 1項として新たに設けられた規定との関係で、以下⑷項で改
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正点について考察する。

⒟�　旧特許法102条第 1項における争点 ４：単位数量当たりの「利益
の額」

旧特許法102条第 1項及び改正法第102条第 1項 1号には「（特許権者

等が、侵害行為がなければ販売することができた物の）単位数量当たりの利

益の額」という用語があり、この「利益の額」を基に賠償額が決定さ

れる。従って、この「利益の額」がどのような意味であるか争いが

あった。

判例（26）及び多数説は、「利益の額」は、その売上額から仕入価格等

の販売のための変動経費のみを控除した限界利益（27）を意味するとされ

ている。即ち、権利者が販売する売り上げかあその販売数量の増加に

伴って増加する必要不可欠な経費を控除した 1個当たりの利益を指す。

そのため、固定費は控除しないと考えられる。この変動経費や固定費

に関しては、後述する近年の判決である「二酸化炭素含有粘性組成物

事件知財高裁大合議判決」にて、具体的に示された。

⒠　旧特許法102条第 1項における争点 ５：「覆滅理由」
旧特許法102条第 1項及び改正法第102条第 1項 1号には、「全部又は

一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売すること

ができないとする事情」があるときは、当該事情に相当する数量に応

じた額を控除して賠償額を算出する、いわゆる覆滅理由による控除規

定が存在する。この覆滅理由は、侵害者の営業努力、侵害品の侵害実

用新案以外の技術的要素やブランド等の付加価値などによる需要の掘

り起こしや、権利者製品に侵害品以外に代替品が存在することなどの

要因によって、侵害品がなかったとしても、権利者が侵害品の譲渡数

量をそのまま販売できない事情をいうと解される（28）。ここで、「侵害

品以外に代替品が存在」について、詳述すると、市場が特許権者と侵

害者のみであれば、102条第 1項における計算は容易であるが、市場に

特許権者と侵害者以外に競業製品を販売する者（以下、競業者と称す）

がいた場合は、侵害者の販売台数をすべて特許権者が販売したとする
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ことができないと推定されるために規定されたものである。例えば、

特許権者と侵害者と競業者の市場割合が 2： 2： 6であり、侵害者が

100台の侵害品を販売していた場合、市場割合で、販売者の侵害製品を

分割するというものであり、従って、侵害者販売台数の25％にあたる

25台が特許権者が販売可能であり、75台分は競業者が販売したとする

ものである（29）。また、侵害品が無償譲渡したなどの理由で、有償であ

れば購買されなかったであろうことが認定された場合も、その台数分

は控除される（30）。

尚、102条 2 項の推定の覆滅に関して、「紙おむつ処理容器事件（31）」

では、覆滅は認められていないが、特許権者と侵害者に業務態様の相

違があれば、認められうると判旨しており、これも旧 1項の覆滅理由

となりうると考えられる。

⒡　旧特許法102条 1 項における争点 ６：「寄与率」
特許法102条に基づき、賠償額を算定するにあたり、問題となるのは、

侵害の寄与率である。この寄与率という概念は、法律上の概念ではな

く、賠償額を算定するうえで、必ずしも考慮すべきものではないと考

えられる（32）が、いくつかの裁判例では、寄与率を考慮し、算出額の一

部を控除している。この寄与率の考慮の手法として、⒜特許発明が侵

害品の一部の場合と、⒝特許発明が侵害品の全部の場合に分けて考察

する必要がある。

まず、特許発明が侵害品の一部にしか及ばない場合は、いくつかの

考慮すべき要素がある（33）が、発明の価値が侵害品のどの程度の範囲ま

で及んでいるかを判断して寄与率を決定している。一方、特許発明が

侵害品の全部に及ぶ場合は、侵害品の顧客の購入動機などを考慮し、

寄与率を決定する。例えば、需要者が特許発明に着目して商品の選択

をしない場合などは、たとえ、発明の対象が製品全体に及んでいても、

寄与率50％として、賠償額をした裁判例（34）もある。この事件では、発

明は飛距離向上を目指したゴルフボールに関するものであり、芯球の

物資を改良したものであった。原告の製品カタログにおいては、ゴル
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ことができないと推定されるために規定されたものである。例えば、

特許権者と侵害者と競業者の市場割合が 2： 2： 6であり、侵害者が

100台の侵害品を販売していた場合、市場割合で、販売者の侵害製品を

分割するというものであり、従って、侵害者販売台数の25％にあたる

25台が特許権者が販売可能であり、75台分は競業者が販売したとする

ものである（29）。また、侵害品が無償譲渡したなどの理由で、有償であ

れば購買されなかったであろうことが認定された場合も、その台数分

は控除される（30）。

尚、102条 2 項の推定の覆滅に関して、「紙おむつ処理容器事件（31）」

では、覆滅は認められていないが、特許権者と侵害者に業務態様の相

違があれば、認められうると判旨しており、これも旧 1項の覆滅理由

となりうると考えられる。

⒡　旧特許法102条 1 項における争点 ６：「寄与率」
特許法102条に基づき、賠償額を算定するにあたり、問題となるのは、

侵害の寄与率である。この寄与率という概念は、法律上の概念ではな

く、賠償額を算定するうえで、必ずしも考慮すべきものではないと考

えられる（32）が、いくつかの裁判例では、寄与率を考慮し、算出額の一

部を控除している。この寄与率の考慮の手法として、⒜特許発明が侵

害品の一部の場合と、⒝特許発明が侵害品の全部の場合に分けて考察

する必要がある。

まず、特許発明が侵害品の一部にしか及ばない場合は、いくつかの

考慮すべき要素がある（33）が、発明の価値が侵害品のどの程度の範囲ま

で及んでいるかを判断して寄与率を決定している。一方、特許発明が

侵害品の全部に及ぶ場合は、侵害品の顧客の購入動機などを考慮し、

寄与率を決定する。例えば、需要者が特許発明に着目して商品の選択

をしない場合などは、たとえ、発明の対象が製品全体に及んでいても、

寄与率50％として、賠償額をした裁判例（34）もある。この事件では、発

明は飛距離向上を目指したゴルフボールに関するものであり、芯球の

物資を改良したものであった。原告の製品カタログにおいては、ゴル
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フボールの技術として「コアテクノロジー」、「カバーテクノロジー」、

「ディンプルテクノロジー」が並列的に記載されている。また、同カタ

ログにおいては、「飛びのメカニズム」として、ボール初速のほか、ス

ピン、打ち出し角、ディンプルが並列して記載されていた。そのため、

ゴルフボールの芯球部分において特定の化学物質を利用することを特

徴とする本件特許は、必ずしも製品（ゴルフボール）全体の利益に直結

するとはいえないため、旧特許法102条 1 項ただし書の適用において、

本件特許の寄与率を考慮することとすし、その寄与度を50％とした。

⑶　特許法102条 2 項における争点
2 項における最大の争点は、 2項に基づく損害を請求するに際し、

特許権者等の実施が必要か否かであった。いくつかの学説が存在して

いた（35）が、有力な見解及び判例（36）は、権利者による実施が必要である

とするものであった。これは、特許権者が（特許品等を）不実施である

場合、消極的損害（得べかりし利益）の発生自体を考えることができな

い、つまり、自身では全く販売する気がないため、 1項のように侵害

がなければ特許権者が販売できたということはありえないというもの

であった。

しかしながら、前述の「紙おむつ処理容器事件」では、「（特許法）第

102条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定

であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用す

るための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべ

きである。したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為が

なかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合に

は、（特許法）第102条 2 項の適用が認められると解すべきであ…る。…

（特許法）第102条 2 項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発

明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」

と判示した。

従って、特許権者による特許製品の不実施でも 2項に基づく請求が

可能となったが、その射程については、一部に争いがある。即ち、特
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許管理会社やパテントトロール（37）のような特許不実施主体にも適用さ

れるかという問題である。つまり、これらの者は、権利者が市場にお

いて一切、製造販売行為を行っておらず、また今後も行う予定がなく、

このような者にも 2項の適用を是とするかが問題となる。これらの者

に対しては適用が想定されていないとする説（38）と、このような者に対

しても 2項の適用を認める説（39）に対立する。パテントトロールには、

製造販売による逸失利益がありえないため、基本的には、「紙おむつ処

理容器事件」の射程は、パテントトロールには及ばないと解する。そ

もそも、「紙おむつ処理容器事件」の原告は、日本において訴外Xと特

許製品の独占販売店契約を結び、訴外Xが日本国内で販売をしていた。

そのため、侵害者が 1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が 1つの

製品の販売機会を喪失することになるという因果関係の存在と、被告

の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生が認められ

ていた中での判断であった。一方、パテントトロールには、このよう

な関係が認められない。しかし、仮にパテントトロールにライセン

シーが存在する場合は、 2項の適用を認めるべきであると解する。

3．令和元年法律第 3号の要点

特許法102条 1 項及び 4項が改正の要点となる。

令和元年改正法102条 1 項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又

は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵

害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者が

その侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額

の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすること

ができる。

一　特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売す

ることができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は

専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」
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許管理会社やパテントトロール（37）のような特許不実施主体にも適用さ

れるかという問題である。つまり、これらの者は、権利者が市場にお

いて一切、製造販売行為を行っておらず、また今後も行う予定がなく、

このような者にも 2項の適用を是とするかが問題となる。これらの者

に対しては適用が想定されていないとする説（38）と、このような者に対

しても 2項の適用を認める説（39）に対立する。パテントトロールには、

製造販売による逸失利益がありえないため、基本的には、「紙おむつ処

理容器事件」の射程は、パテントトロールには及ばないと解する。そ

もそも、「紙おむつ処理容器事件」の原告は、日本において訴外Xと特

許製品の独占販売店契約を結び、訴外Xが日本国内で販売をしていた。

そのため、侵害者が 1つの侵害製品を販売すれば、特許権者が 1つの

製品の販売機会を喪失することになるという因果関係の存在と、被告

の侵害行為がなかったならば得られたであろう利益の発生が認められ

ていた中での判断であった。一方、パテントトロールには、このよう

な関係が認められない。しかし、仮にパテントトロールにライセン

シーが存在する場合は、 2項の適用を認めるべきであると解する。

3．令和元年法律第 3号の要点

特許法102条 1 項及び 4項が改正の要点となる。

令和元年改正法102条 1 項は、「特許権者又は専用実施権者が故意又

は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵

害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者が

その侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額

の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすること

ができる。

一　特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売す

ることができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は

専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」
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という。）のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた

数量（同号において「実施相応数量」という。）を超えない部分（その全部又

は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができ

ないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量（同号において「特定

数量」という。）を控除した数量）を乗じて得た額

二　譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある

場合（特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実

施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権につ

いての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。）におけるこれ

らの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に

対し受けるべき金銭の額に相当する額」と規定し、特許法102条 4 項は、

「 4　裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対

し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たっては、特許権

者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明

の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたこ

とを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意

をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとな

るその対価を考慮することができる。」旨規定する（40）。

前述のごとく、旧法下における「椅子式マッサージ事件」以降は、

旧第 1項と第 3項の併用否定説が主流であった。しかし、学説の多数

はこれに反対しており、立法的な解決が必要となり、今般の改正と

なった。旧法下では、売上減少による逸失利益のみを規定しており、

それ以外の逸失利益に関する特段の措置をしていなかった。特許権者

は、自己が実施すると同時に、自己の実施相応数量を超えて実施権を

ライセンスして利益を上げる場合に、ライセンスの機会の喪失による

逸失利益を含めて損害賠償額算定を行うことが損失の補填というとい

う観点から望ましい。

そこで、令和元年法律第 3号にて、以下の 2つの合計額をその損害

額として算出することができるように特許法102条が改正された。まず、
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特許権者の単位数量当たりの利益額に、譲渡数量のうち実施相応数量

を超えない部分から特定数量を控除した額を算出し（一号）、次に、譲

渡数量のうち実施相応数量を超えた部分又は特定数量がある場合（特許

権等が、通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く）には、この

数量に応じた部分については、ライセンス機会の喪失による逸失利益

を算出（二号）し、合算することができる、いわゆる旧特許法における

第 1項と第 3項の重畳適用を可能した。従って、立法により、裁判判

断を覆したことになる。そして、第 4項にて、第二号の算出に当たり、

特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう

額（権利者の許諾機会の喪失、侵害者の契約上の制限なく特許権を実施したこ

となどの事情を考慮したうえで決定）を考慮できるとした。これは、実施

料相当額は、侵害時ではなく、裁判時における相当実施料とし、裁判

までのすべての事情を考慮に入れる（つまり、ライセンス交渉時のレート

と裁判で認定された実施料率を同一にする必要なし）と判断した「ヒンジⅢ

事件（41）」と同趣旨であると思われる。

以上、旧規定における争点、学説、裁判例を示し、令和元年改正法

の要点を解説した。次に、特許法102条に基づく賠償額の算出に関し、

利益の額における控除項目について、近年、知財高裁で初めての判断

がなされたため、以下に詳述する。

4．「二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決（42）」

⑴　事件の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る 2

件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号（43））を有する被控訴人

が、①控訴人らが製造、販売する炭酸パック化粧料（被告各製品）は上

記各特許権に係る発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上

記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに、②控訴人ネオケミア

が被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各
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特許権者の単位数量当たりの利益額に、譲渡数量のうち実施相応数量

を超えない部分から特定数量を控除した額を算出し（一号）、次に、譲

渡数量のうち実施相応数量を超えた部分又は特定数量がある場合（特許

権等が、通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く）には、この

数量に応じた部分については、ライセンス機会の喪失による逸失利益

を算出（二号）し、合算することができる、いわゆる旧特許法における

第 1項と第 3項の重畳適用を可能した。従って、立法により、裁判判

断を覆したことになる。そして、第 4項にて、第二号の算出に当たり、

特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう

額（権利者の許諾機会の喪失、侵害者の契約上の制限なく特許権を実施したこ

となどの事情を考慮したうえで決定）を考慮できるとした。これは、実施

料相当額は、侵害時ではなく、裁判時における相当実施料とし、裁判

までのすべての事情を考慮に入れる（つまり、ライセンス交渉時のレート

と裁判で認定された実施料率を同一にする必要なし）と判断した「ヒンジⅢ

事件（41）」と同趣旨であると思われる。

以上、旧規定における争点、学説、裁判例を示し、令和元年改正法

の要点を解説した。次に、特許法102条に基づく賠償額の算出に関し、

利益の額における控除項目について、近年、知財高裁で初めての判断

がなされたため、以下に詳述する。

4．「二酸化炭素含有粘性組成物事件知財高裁大合議判決（42）」

⑴　事件の概要

本件は、名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明に係る 2

件の特許権（特許第4659980号及び特許第4912492号（43））を有する被控訴人

が、①控訴人らが製造、販売する炭酸パック化粧料（被告各製品）は上

記各特許権に係る発明の技術的範囲に属し、それらの製造、販売が上

記各特許権の直接侵害行為に該当するとともに、②控訴人ネオケミア

が被告各製品の一部に使用する顆粒剤を製造、販売した行為は上記各
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特許権の間接侵害行為（第101条 1 号又は 2号）に該当するなどとして、

控訴人らに対し、同法100条 1 項及び 2項に基づく被告各製品及び顆粒

剤の製造、販売等の差⽌め及び廃棄並びに、特許登録日から各項記載

の日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する民法

所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

原判決（大阪地判平成	30.6.28	平成	27	（ワ）	4292）は、侵害を認め、差⽌

め及び廃棄請求を容認し、損害賠償に関しては、102条の 2項の推定を

認め、また、同条 3項の賠償額を算定し、どちらか高額となったほう

の賠償額を容認した。

控訴審での争点は多岐にわたる（侵害性・無効性・賠償額の算定）が、

特許法102条 2 項の「利益の額」の算出については、知財高裁における

合議体として初めての判断を行い、また同 3項の「その特許発明	の実

施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」に関する考え方に

ついて明示した。以下、特にこれら点に絞って解説する。

⑵　判旨

⒜　特許法102条 2 項における利益の額
「（特許法」第102条 2 項の上記趣旨からすると、同項所定の侵害行為

により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益

全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について

同項による推定が及ぶと解すべきである」「特許法102条 2 項所定の侵

害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高か

ら、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に

直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ

り、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。」

本事件において、「利益の額」とは、「粗利益」や「純利益」ではな

く、「限界利益（44）」を指すことを明言し、その立証責任を特許権者側

に課した。また、「控除すべき経費は、侵害品の製造販売に直接関連し

て追加的に必要となったものをいい、例えば、侵害品についての原材

料費、仕入費用、運送費等がこれに当たる。これに対し、例えば、管

）
四
六
六
（

34

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

三
九
六

理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接

関連して追加的に必要となった経費には当たらない」とした。

また、「パート従業員の人件費」については、「パート従業員の担当

する業務の具体的内容や被告製品 1、14、15及び18の製造販売に関す

る従事状況は明らかではないから、…（パート従業員の）人件費が、こ

れらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったというこ

とはできない。よって、上記人件費をこれらの製品の売上高から控除

すべき経費とみるのは相当ではない」と判示した。

「外注の試験研究費（被告製品18の防腐、防カビ試験に関するもの）」につ

いては、「同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったもの

といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。これに

対し、その余の試験費…はどの製品に係るものであるかも明らかでは

ないから、その試験費が被告製品 1、14、15及び18の製造販売に直接

関連して追加的に必要となったということはできない。よって、この

部分については、これらの製品の売上高から控除すべき経費とみるの

は相当でない」と判示した。

「広告費等」については、「展示会における控訴人…の展示内容やそ

の中での被告製品 1、14、15及び18の出品状況は明らかではないから、

控訴人…の主張する広告費が、これらの製品の製造販売に直接関連し

て追加的に必要となったということはできない。よって、上記広告費

をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」

と判示した。

「無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代」については、「控

訴人…が被告製品 1、14、15及び18について、販売用の製品とは別に

サンプルに係る経費を負担したことが明らかではないから、控訴人…

の主張するサンプル代が、これらの製品の製造販売に直接関連して追

加的に必要となったということはできない。よって、上記サンプル代

をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」

と判示した。
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理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販売に直接

関連して追加的に必要となった経費には当たらない」とした。

また、「パート従業員の人件費」については、「パート従業員の担当

する業務の具体的内容や被告製品 1、14、15及び18の製造販売に関す

る従事状況は明らかではないから、…（パート従業員の）人件費が、こ

れらの製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったというこ

とはできない。よって、上記人件費をこれらの製品の売上高から控除

すべき経費とみるのは相当ではない」と判示した。

「外注の試験研究費（被告製品18の防腐、防カビ試験に関するもの）」につ

いては、「同製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったもの

といえるから、同製品の売上高から控除すべき経費に当たる。これに

対し、その余の試験費…はどの製品に係るものであるかも明らかでは

ないから、その試験費が被告製品 1、14、15及び18の製造販売に直接

関連して追加的に必要となったということはできない。よって、この

部分については、これらの製品の売上高から控除すべき経費とみるの

は相当でない」と判示した。

「広告費等」については、「展示会における控訴人…の展示内容やそ

の中での被告製品 1、14、15及び18の出品状況は明らかではないから、

控訴人…の主張する広告費が、これらの製品の製造販売に直接関連し

て追加的に必要となったということはできない。よって、上記広告費

をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」

と判示した。

「無償配布サンプル代及び展示会配布サンプル代」については、「控

訴人…が被告製品 1、14、15及び18について、販売用の製品とは別に

サンプルに係る経費を負担したことが明らかではないから、控訴人…

の主張するサンプル代が、これらの製品の製造販売に直接関連して追

加的に必要となったということはできない。よって、上記サンプル代

をこれらの製品の売上高から控除すべき経費とみるのは相当ではない」

と判示した。

）
四
六
六
（

35



日
米
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
算
出
手
法
に
関
す
る
一
考
察
（
三
村
）

三
九
五

従って、「パート従業員の人件費」「外注研究費」「広告費」「無償配

布サンプル代及び展示会配布サンプル代」について、判決ではそのほ

とんどが控除の対象となっていないが、これらは控除から外れる項目

ではなく、被告が、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要で

あることを示すことができなかったために控除されなかった。従って、

これらの項目も、製造販売に直接関連して追加的に必要であることを

示す証拠を示すことで、売上高から控除すべき経費と判断されうるで

あろう。例えば、「製造販売に関する従事状況」が明らかな場合とは、

製造部門で製品の製造に携わっている人物の労務費を「直接労務費」

として立証できた場合、本件判決の判示内容からしても「直接労務費」

は控除されるべき経費と言うことができると考えて差し支えないであ

ろう（45）。

⒝　特許法102条 2 項における覆滅理由
覆滅事由に関し、まず、「特許法102条 2 項における推定の覆滅につ

いては、同条 1項ただし書の事情と同様に、侵害者が主張立証責任を

負うものであり、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当

因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば、①特許

権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②

市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広

告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情

について、特許法102条 1 項ただし書の事情と同様、同条 2項について

も、これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるもの

と解される（46）」と判示し、具体的に 4つの覆滅事由を示した。その上

で、追加的な覆滅事由として、「特許発明が侵害品の部分のみに実施さ

れている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができ

るが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに

上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている

部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事

情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である」として、上述し
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た争点 6：寄与率についても判示した。

ここで、②に関しては、「競合品といえるためには、市場において侵

害品と競合関係に立つ製品であることを要する」との要件を示し、販

売時期や市場占有率等を示した上で競業関係を立証しなければならな

い。③に関しては、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性につい

て工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や

営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえず、通常の

範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを示さなければならな

いと判示している。これらの点について、判決では具体的なことにつ

いて触れていないが、特許製品ではなく、侵害者の製品だから購入し

たことを示す具体的証拠、例えば購入者アンケートなどを示すことが

必要であろう。④に関しては、「侵害品が特許権者の製品に比べて優れ

た効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められ

るのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献していると

いった事情がなければならないというべき」と判示し、侵害品の独自

の効能を示した上で、覆滅理由とならないとした。やはり、この点も、

上述のように、購入者アンケートなどを用いて、侵害者の製品の特質

すべき効能が、購入を導いていることを示す必要があろう。

⒞�　特許法102条 ３ 項による「その特許発明の実施に対し受けるべき
金銭の額に相当する額」について

判決では、先ず、「平成10年法律第51号による改正前は「その特許発

明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められて

いたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしま

うとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある」と

述べ、その上で、「特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲へ

の属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段

階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合

であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさま

ざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料
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ここで、②に関しては、「競合品といえるためには、市場において侵

害品と競合関係に立つ製品であることを要する」との要件を示し、販

売時期や市場占有率等を示した上で競業関係を立証しなければならな

い。③に関しては、製品の製造、販売に当たり、製品の利便性につい

て工夫し、営業努力を行うのが通常であるから、通常の範囲の工夫や

営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえず、通常の

範囲を超える格別の工夫や営業努力をしたことを示さなければならな

いと判示している。これらの点について、判決では具体的なことにつ

いて触れていないが、特許製品ではなく、侵害者の製品だから購入し

たことを示す具体的証拠、例えば購入者アンケートなどを示すことが

必要であろう。④に関しては、「侵害品が特許権者の製品に比べて優れ

た効能を有するとしても、そのことから直ちに推定の覆滅が認められ

るのではなく、当該優れた効能が侵害者の売上げに貢献していると

いった事情がなければならないというべき」と判示し、侵害品の独自

の効能を示した上で、覆滅理由とならないとした。やはり、この点も、

上述のように、購入者アンケートなどを用いて、侵害者の製品の特質

すべき効能が、購入を導いていることを示す必要があろう。

⒞�　特許法102条 ３ 項による「その特許発明の実施に対し受けるべき
金銭の額に相当する額」について

判決では、先ず、「平成10年法律第51号による改正前は「その特許発

明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」と定められて

いたところ、「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしま

うとして、同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある」と

述べ、その上で、「特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲へ

の属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段

階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合

であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさま

ざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料
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率が決定されるのに対し、技術的範囲に属し当該特許が無効にされる

べきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、

侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして、上記のよう

な特許法改正の経緯に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たって

は、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に

基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して

事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通

常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきで

ある。したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の

実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合に

は業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自

体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替

可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益へ

の貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の

営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定め

るべきである」と判示した。

本事案において、具体的には、本件各特許の実際の実施許諾契約の

実施料率は本件訴訟に現れていないところ、本本件各特許の技術分野

が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、国内企業のアン

ケート結果では5.3％で、司法決定では6.1％であること及び被控訴人の

保有する同じ分野の特許の特許権侵害に関する解決金を売上高の10％

とした事例があること、本発明は、相応の重要性を有し、代替技術が

あるものではないこと、発明の実施は被告各製品の売上げ及び利益に

貢献するものといえること、被控訴人と控訴人らは競業関係にあるこ

となど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に

対して事後的に定められるべき本件での実施に対し受けるべき料率は、

10％を下回らないものと認めるのが相当とした。

⑶　解説

本知財高裁大合議判決は、利益の意義について明確にし、損害の算
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出方法について、控除する対象はなんであるかを明確かつ具体的に示

したという点で、損害額の予測を正確に行え、特許権者の保護を強固

にしたといえる。また、覆滅理由に関しても、①市場の非同一性、②

市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力、④侵害品の性能な

どの事情及び寄与率により、推定が覆るとの具体例を明記している。

さらに、 3項による実施に対し受けるべき料率について上述する①特

許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や業界における実施料

の相場、②特許発明自体の価値、③売上げ及び利益への貢献や侵害の

態様、④特許権者と侵害者との競業関係等訴訟に現れた諸事情を総合

考慮して合理的な料率を定めるべきとしており、令和元年改正法102条

4 項を意識した判断になっている。

又、覆滅事由については、上述の具体例が示し、相当因果関係を阻

害する事情か否かで判断するとし、その覆滅は侵害者が主張立証責任

を負うが、どの程度の立証が必要であるかは、今後の裁判例により明

らかにされることになる。

尚、本事件で、特許法102条 2 項（及び第 1項についても同様）の「利

益」は、「限界利益」を指し、第 2項の適用に際し、特許権者による特

許製品の実施を要しないことから、たとえ特許権が共有にかかる場合

においても、単純に、侵害者の限界利益を持ち分割合で案分した額を

各共有者が損害額として請求できることになる（47）。

さらに、本判決後であるが、現行法施行前である2020年 3 月15日に

「美容器事件知財高裁大合議判決」がなされた。この判決では、上述し

た争点 2の「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数

量）」につて、実施の能力は現存の能力であることを要す「現存能力

説」ではなく、実施の能力は潜在的な能力であっても足りると「潜在

的能力説」を採用している。即ち、自社製造だけではなく生産委託等

の方法による供給が可能である場合も実施の能力があるものとして認

めている。しかしながら、上述のごとく、改正法102条 1 項では、旧法

下では否定的であった旧 1項と 3項の重畳適用が、可能となったこと
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においても、単純に、侵害者の限界利益を持ち分割合で案分した額を

各共有者が損害額として請求できることになる（47）。

さらに、本判決後であるが、現行法施行前である2020年 3 月15日に

「美容器事件知財高裁大合議判決」がなされた。この判決では、上述し

た争点 2の「権利者の実施能力に応じた額を超えない限度（実施相応数

量）」につて、実施の能力は現存の能力であることを要す「現存能力

説」ではなく、実施の能力は潜在的な能力であっても足りると「潜在

的能力説」を採用している。即ち、自社製造だけではなく生産委託等

の方法による供給が可能である場合も実施の能力があるものとして認

めている。しかしながら、上述のごとく、改正法102条 1 項では、旧法

下では否定的であった旧 1項と 3項の重畳適用が、可能となったこと
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から、今後の裁判例では、「現存能力説」を採用するまたはすべきと考

える。

さて、ここまでは、日本における損害賠償の算出の方法について考

察してきたが、次に米国における損害賠償に関する算出手法について

考察する。

Ｂ．米国における損害賠償

1．成文法における損害賠償規定

Unified	Patent	社の統計（48）によれば、2015年から特許侵害で訴訟が

提起されている事件は2019年までは減少傾向にあった（49）が、2020年は

4040件／年とやや上昇した。これらすべての事件が判決に至るケース

は少なく、多くの事件が和解により決着している。和解のタイミング

は、一般的に多額の裁判費用が掛かる直前、またはある程度証拠があ

つまり、勝敗の行方がある程度見極めることができる時期、即ち、

ディスカバリー手続きに入る直前、トライアルに入る直前、サマリー

ジャッシメント直後になされることが多い。そのため、判決にまで至

るケースは、 3～ 4 ％と言われている（50）。Bloomberg	BNA 社（現

Bloomberg	Industry	Group 社）の分析によれば、連邦地裁における原告勝

訴率は 6割と報告され、特にテキサス州東部地区連邦裁判所では 7割

の勝訴率とされる。

米国では、損害賠償を基礎づける規定は284条に明記され、それに付

随する規定が284条～287条に用意されている。

⑴　損害賠償（35U.S.C.284条）

1790年に制定された米国初の特許法には、制定法として損害賠償を

基礎付ける規定を置き、衡平法のもとで認められる差⽌請求権に優先

させていたが、その後、権利者の差し⽌めを求める声に応じ、差⽌請

求権を制定法に取り入れた（51）。しかし、差⽌請求権はあくまで衡平法
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上の救済であるため、特許侵害があるというだけでは認められず、制

定法でも、「衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件

に基づいて差⽌命令を出すことができる」と規定する（52）。

一方、金銭的な救済を認める284条第 1文及び第 2文では、以下のよ

うに規定されている。

「原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害

を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は

如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤル

ティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはなら

ない。

損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判

所がそれを査定しなければならない（53）。」

本条は損害賠償の基本的算出法を明示する規定である。ここで、「侵

害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するもの（award	the	claimant	

damages	adequate	to	compensate	for	the　infringement）」は、逸失利益また

は確立されたロイヤルティを指し、これらは、合理的ロイヤルティに

裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならないと

規定している。逸失利益や合理的ロイヤルティの算出方法については、

後述する。

このように、米国では、損害賠償は「補償の原則」を採用してい

る（54）。これは、侵害行為が行われる直前の地位に戻すという考えを取

るものである（55）。そのため、損害賠償を算出するには、「But	for	test」

を用い、被告の侵害が無ければ得られたであろう利益の額を賠償額と

して算出する（56）。

⑵　懲罰的賠償（35U.S.C.284条）及び弁護士の助言（35U.S.C.298条）

以下に示す284条第 3文には、懲罰的賠償を認める規定が用意されて

いる。

「何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の

3倍まで増額することができる。」
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ティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはなら

ない。

損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判

所がそれを査定しなければならない（53）。」
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裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならないと
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このように、米国では、損害賠償は「補償の原則」を採用してい

る（54）。これは、侵害行為が行われる直前の地位に戻すという考えを取

るものである（55）。そのため、損害賠償を算出するには、「But	for	test」
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この284条には、どのような場合に懲罰的賠償が認められるかについ

ては規定していない。しかし、過去の判例から、侵害が故意に行われ

ている（Willful	Infringement）又は、訴訟手続きに悪意（Wanton	Litigation）

があった場合、裁判所の裁量により、懲罰的賠償が認められている。

そこで、次に問題となるのは、「侵害が故意に行われていたこと」の認

定の基準である。これは、時代により大きく変遷している。プロパテ

ント政策の下における Underwater 事件（57）では、潜在的侵害者が、他

社の特許権に気づき、自己が侵害しているか否かを決定するための相

当な注意を行使する積極的な義務があると判断された。この積極的義

務を満たすため、通例として、適切な法的助言（非侵害／無効）を弁護

士に求め、取得することが要求される。懲罰的賠償を避けるには、弁

護士のアドバイスや鑑定に依拠して実施を行っていたと主張すること

で、可能となると判断していた。そのため、プロパテント政策の下で

は、このUnderwater 事件により、広範囲で故意侵害が認定されること

になった。しかしながら、Underwater 事件から24年後の2007年に、こ

の故意侵害の認定基準を覆し、新たな故意侵害の認定基準を示した判

決がCAFCでなされた。Seagate 事件（58）である。

前述のごとく、Underwater 事件では、積極的な注意義務基準が故意

侵害の認定基準であったが、これでは、過失により故意侵害が認定さ

れてしまう場合がある。これでは、民事訴訟一般に理解される「故意」

の考えに合致しない。そこで、他の裁判例と基準を揃え、「客観的な無

謀さ（Objective	recklessness）」基準を採用することとした。ここで示す

「無謀」とは、①有効な特許権に対し、客観的な侵害蓋然性があること

（客観的要件）、②その客観的なリスクを非権利者が認識しているか、認

識すべきであったこと（主観的要件（59））、即ち、「侵害者は有効な特許を

侵害する可能性が客観的に高いにもかかわらず、侵害行為を行った」

ということを、特許権者が、「明白かつ確信を抱く証拠」（Clear	and	

Convincing　Evidence）基準」で立証することとなった。この Seagate 事

件により、故意侵害を認定するうえで、必ずしも弁護士の鑑定書を取
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得する必要が無く（60）、また、鑑定書を取得しなくとも、被特許権者が

十分な技術的・法律的な検討を行ったうえで、非侵害と信じて実施を

継続していた場合には故意侵害を免れる（61）という結果となった。この

事件により、AIA 改正により、298条が新設され、「侵害されたと主張

されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は

侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、侵害

被疑者がその特許を故意に侵害した、又は侵害被疑者がその特許の侵

害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができ

ない」とした。即ち、鑑定を取得しないことから直ちに故意侵害を認

定してはならないように明記された。

ところが、Seagate 事件から 9年後の2016年の Halo 事件（62）で最高裁

は、CAFC の示した Seagate 事件の「客観的な無謀さ（Objective	

recklessness）」基準を否定し、新たに「非難に値する行為が認められる

か否かで判断する」とした（63）。Seagate 事件の判断を覆すべき理由と

して、 1点目は、284条は地方裁判所に賠償額の増加の可否について裁

量権を与えているが、Seagate テストは、地方裁判所の裁量権を過度に

制限していることを挙げている。また、 2点目は、Seagate テストの証

明を「明白かつ確信を抱く証拠（Clear	and	Convincing　Evidence）」で立

証することとしているが、これが誤りであると判示する。Octane	

Fitness 事件（64）でも説明している通り、特許侵害事件では常に「証拠

の優位性（Preponderance	of	the	Evidence）基準」で行ってきており、増

額賠償についても例外ではないとして、証拠法の適用基準について明

言した。従って、この最高裁判断のポイントは、基準をUnderwater 事

件の基準に戻すのではなく、「第284条は、地方裁判所が Seagate テス

トのような弾力性のない制約を受けずに裁量権を行使することを可能

する（65）」という点にある。この場合、Read 事件（66）によれば、裁判官

の裁量で考慮される要素は、⑴侵害者が他人のアイデア等を意図的に

コピーしたか否か、⑵侵害者が他者の特許保護を知ったときに、その

特許の範囲を調査し、その特許が無効である、または侵害していない
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得する必要が無く（60）、また、鑑定書を取得しなくとも、被特許権者が

十分な技術的・法律的な検討を行ったうえで、非侵害と信じて実施を

継続していた場合には故意侵害を免れる（61）という結果となった。この

事件により、AIA 改正により、298条が新設され、「侵害されたと主張

されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は

侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、侵害

被疑者がその特許を故意に侵害した、又は侵害被疑者がその特許の侵

害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができ

ない」とした。即ち、鑑定を取得しないことから直ちに故意侵害を認
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明を「明白かつ確信を抱く証拠（Clear	and	Convincing　Evidence）」で立
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額賠償についても例外ではないとして、証拠法の適用基準について明
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件の基準に戻すのではなく、「第284条は、地方裁判所が Seagate テス

トのような弾力性のない制約を受けずに裁量権を行使することを可能

する（65）」という点にある。この場合、Read 事件（66）によれば、裁判官

の裁量で考慮される要素は、⑴侵害者が他人のアイデア等を意図的に

コピーしたか否か、⑵侵害者が他者の特許保護を知ったときに、その

特許の範囲を調査し、その特許が無効である、または侵害していない
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という誠実な信念を形成したかどうか⑶侵害者の訴訟当事者としての

態度⑷被告の規模と財務状況⑸事件の勝敗の僅差⑹被告の不正行為の

期間⑺被告による救済措置⑻損害を与えるという被告の動機⑼被告が

その不正行為を隠そうとしたかどうかである。

ところで、この規定は、懲罰的賠償といわれている。商標法にも故

意侵害による 3倍賠償の規定は存在する（67）が、この 3倍賠償は罰則で

はないと明記される。一方、特許法には、「not	a	penalty」との表記が

ないことから、やはり、懲罰的意味合いが強いと考えられる。現在、

日本では、このような懲罰的な賠償についての導入の検討を行ってい

る（68）が、現行法下においては、公序良俗の観点から、懲罰的賠償を課

すことは認められない（69）。これは、懲罰賠償は刑事罰的観念であり、

刑事罰の思想を、民事の損害賠償に適用するという思想が受け入れら

れないためである。

⑶　弁護士費用（35U.S.C.285条）

米国においても、弁護士費用は、伝統的には双方負担であるが、訴

訟費用の高騰のため、裁判所の裁量権限にて、勝訴側の弁護士費用を

敗訴側に支払わせることを認める改正を行った。285条では以下の様に

規定している。

「第285条　弁護士費用

裁判所は例外的事件においては、勝訴当事者に支払われる合理的な

弁護士費用を裁定することができる。」

ここで、例外的な場合とは、重過失があった場合を指し、権利者側

の重過失の例としては、無効理由を知っている又は非侵害が明白であ

るにもかかわらず訴訟を起こす場合であり、侵害者側の重過失の例と

しては、特許の有効性や侵害が明白であるにもかかわらず、侵害行為

を中⽌せず、訴訟を招いた場合である（70）。特に、フロードにより特許

を取得したものが訴訟を起こした場合には例外事情にあたる（71）。尚、

弁護士費用を得るためには、必ず、損害賠償又は差⽌判決を得る必要

があり、法廷外での和解決着の場合、勝訴当事者となることはできな
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いため、相手側に弁護士費用を請求することはできない（72）。

⑷　時効　Time�limitation�on�damages　（35U.S.C.286条）

民事一般で言う時効「Statute	of	 limitation」は訴権の消滅を意味す

るが、286条は、一定期間の過去の侵害に対する損害の回復を禁ずるも

のである。286条前段は、以下の様に規定している。

「第286条　損害賠償に関する時間的制限

法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴又は

反訴の提起前 6年を超える時期	に行われた侵害に対しては、訴訟によ

る回復を受けることができない。」

従って、時効の起点が「侵害を知った時」基準ではなく、「訴訟を提

起時」基準となる。ところで、類似の概念として「懈怠（Laches）」が

ある。懈怠とは、衡平法に基づく抗弁であり、特許権者が、権利行使

できる状態にあるにもかかわらず、正当な理由無く、長期間（期間は規

定なし）権利行使しない場合、もはや、特許権者は権利行使しないので

あろうと信じた者を保護する抗弁である。この懈怠が認められると訴

訟提起以前の損害賠償は不可となる。Aukrman 事件（73）によれば、この

懈怠の推定は、特許権者が被疑侵害者の行為を知った、または知るべ

きであった日から 6年以上も訴訟を起こすのを遅らせた場合に起こ

る（74）と判示されている。

ここで問題となるのは、制定法に286条で規定する 6年の時効がある

にもかかわらず、衡平法下による懈怠の抗弁が認められるかというこ

とである。この問題に関しては、SCA事件（75）により解決をみた。本事

件で最高裁は、特許法第286条の規定には、特許権者による申し立て前

の 6年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが

可能であるという議会によりなされた判断が示されている。議会によ

り明示されたこの時効期間内においてラッチス（懈怠）の法理を適用し

てしまうことは、司法の権限を超えた「立法の無効化（legislation	

overriding）」の役割を判事に与えてしまうことになる、と判断した

（Therefore,	applying	 laches	within	a	 limitations	period	specified	by	Congress	
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る回復を受けることができない。」

従って、時効の起点が「侵害を知った時」基準ではなく、「訴訟を提

起時」基準となる。ところで、類似の概念として「懈怠（Laches）」が

ある。懈怠とは、衡平法に基づく抗弁であり、特許権者が、権利行使

できる状態にあるにもかかわらず、正当な理由無く、長期間（期間は規

定なし）権利行使しない場合、もはや、特許権者は権利行使しないので

あろうと信じた者を保護する抗弁である。この懈怠が認められると訴

訟提起以前の損害賠償は不可となる。Aukrman 事件（73）によれば、この

懈怠の推定は、特許権者が被疑侵害者の行為を知った、または知るべ

きであった日から 6年以上も訴訟を起こすのを遅らせた場合に起こ

る（74）と判示されている。

ここで問題となるのは、制定法に286条で規定する 6年の時効がある

にもかかわらず、衡平法下による懈怠の抗弁が認められるかというこ

とである。この問題に関しては、SCA事件（75）により解決をみた。本事

件で最高裁は、特許法第286条の規定には、特許権者による申し立て前

の 6年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが

可能であるという議会によりなされた判断が示されている。議会によ

り明示されたこの時効期間内においてラッチス（懈怠）の法理を適用し

てしまうことは、司法の権限を超えた「立法の無効化（legislation	

overriding）」の役割を判事に与えてしまうことになる、と判断した

（Therefore,	applying	 laches	within	a	 limitations	period	specified	by	Congress	
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would	give	 judges	a	“legislation	overriding”	role	that	 is	beyond	the	Judiciary’s	

power.）。

⑸　パテントマーキング（35U.S.C.287条）

287条は、特許権者等の自己特許製品への特許表示義務を規定する。

AIA 改正法により、「patent」及びその略称の文字と特許番号を直接、

特許製品ら容器・包装に付するだけでなく、特許製品等に「patent」及

びその略称の文字とインターネットアドレスを付し、そこで特許番号

と関連付けることで、特許表示義務は満足される。方法の発明に対し

ては、本条の表示義務はない（76）。本規定違反の効果は、侵害の通知を

した場合を除き、「特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けるこ

とができない（77）」。

ここで、287条がパリ条約 5条 Dの「権利の存在を認めさせるために

は , 特許の記号若しくは表示又は実用新案、商標若しくは意匠の登録の

記号若しくは表示を産品に付することを要しない」に違反しないかが

問題となる。日本では、187条に特許表示規定が存在するか、これは訓

示規定であり、特許非表示に対し、なんら制裁はない（78）。パリ条約 5

条 Dの規定は、「権利の存在を認めさせるためには、表示の要求ができ

ないつまり特許表示がなかったからおまえの特許権はないのだよとい

うようなことはいえないということだけなのであります（79）」という意

味であり、損害賠償請求や差⽌請求に特許表示を要求することや軽犯

罪を適用すること（80）を同盟国が規定することは自由であることから、

米国の287条は、パリ条約に違反していないと考えられる。

尚、本規定に関連して、虚偽表示に関する規定である292条も AIA

改正法で改正がなされている。旧292条⒜項最終段では、「（虚偽表示を

した場合）、それぞれの違反毎に500ドル以下の罰金を科す」と規定し、

続く⒝項では、「何人も、罰金を科するように告訴することができ。そ

の場合、罰金の半額は告訴したものに、他の半分はアメリカ合衆国に

帰属する（81）」とあった。つまり、旧法化では、qui	tam	action を起こ

すことができた。特許表示義務を課す287条の下、特許権者は将来の訴
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訟にそなえ特許表示を行うが、特許が切れても、うっかり特許表示を

そのまま付して製品を販売してしまうこともあった。そこに目を付け

たPatent	marking	troll	が qui	tam	action を起こす事例（82）が発生した。

そこで、AIA 改正法では、「罰金を科せられる。合衆国のみが本項に

よって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。」と改正

された。

⑹�　EMVR（エンタイヤーマーケットバリュウルール Entire�Market�Value�

Rule）

判例法により発展を遂げた EMVRとは、特許の対象が特定の製品の

一部であっても、全体の製品をベースとして賠償額を算出するルール

である。もっとも古く EMVR が適用されたのは、Hurlburt 事件（83）で

あったようであるが、その後、Tektronix 事件（84）で注目を浴び、Rite-

Hite 事件（85）で EMVRの適用要件が確立されている。

Rite-Hite 事件は、輸送トラックなどの車両を倉庫のプラットフォー

ムに拘束する手段の発明に関する特許侵害事件であり、特許でカバー

された MDL-55及び、特許でカバーされてはいないが市場における競

業品である ADL-100を販売していた。CAFC は、まず、逸失利益につ

いては、284条が侵害がなかった状態に戻すことを意図していることか

ら、特許でカバーされていない製品の価格下落分についても賠償を認

める判断を行った。次いで、EMVR が適用される要件として、特許さ

れた構成部分と非特許の構成部分は、一体となって機能し、所望の最

終製品／あるいは結果を生み出さなければならないとした。従って、

製品に組み込まれた部品であっても一体的に機能しない場合には、部

品の特許にて、完成品をベースに逸失利益を算出することはできな

い（86）。

近年、EMVR は、緩やかな要件の下で適用されているために、権利

者による寄与率の立証は不要であると言われている（87）が、上述の

Rite-Hite 事件では「機能一体化要件」が課せられており、適用制限を

設けており、また、最近は、「特許技術によって実現される機能が、顧
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そのまま付して製品を販売してしまうこともあった。そこに目を付け

たPatent	marking	troll	が qui	tam	action を起こす事例（82）が発生した。

そこで、AIA 改正法では、「罰金を科せられる。合衆国のみが本項に

よって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。」と改正

された。

⑹�　EMVR（エンタイヤーマーケットバリュウルール Entire�Market�Value�

Rule）

判例法により発展を遂げた EMVRとは、特許の対象が特定の製品の

一部であっても、全体の製品をベースとして賠償額を算出するルール

である。もっとも古く EMVR が適用されたのは、Hurlburt 事件（83）で

あったようであるが、その後、Tektronix 事件（84）で注目を浴び、Rite-

Hite 事件（85）で EMVRの適用要件が確立されている。

Rite-Hite 事件は、輸送トラックなどの車両を倉庫のプラットフォー

ムに拘束する手段の発明に関する特許侵害事件であり、特許でカバー

された MDL-55及び、特許でカバーされてはいないが市場における競

業品である ADL-100を販売していた。CAFC は、まず、逸失利益につ

いては、284条が侵害がなかった状態に戻すことを意図していることか

ら、特許でカバーされていない製品の価格下落分についても賠償を認

める判断を行った。次いで、EMVR が適用される要件として、特許さ

れた構成部分と非特許の構成部分は、一体となって機能し、所望の最

終製品／あるいは結果を生み出さなければならないとした。従って、

製品に組み込まれた部品であっても一体的に機能しない場合には、部
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い（86）。

近年、EMVR は、緩やかな要件の下で適用されているために、権利

者による寄与率の立証は不要であると言われている（87）が、上述の
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客の需要を喚起する「唯一の」根拠となっている場合に限り、製品全

体の価格を基礎としたロイヤルティの算定を認める、というルールの

適用が優勢」である（88）との評価もあり、依然として EMVR の適用に

は依然として厳格な適用用件が課せられていると考える。

2．逸失利益

前述したように逸失利益は、市場に侵害品がないといった仮想状況

を構築し、その状態で権利者が特許品を販売して得たであろう利益の

額である（89）。従って、この侵害が無かったら得られた利益を算出する

テストを「But	for	test」と呼ばれ、Pauduit 事件（90）で 4 要件が示され

た。即ち、逸失利益を証明するためには、①特許製品に対する需要が

あること②非侵害の代用品が存在しないこと③原告に需要に対する製

造販売能力があること④侵害が無ければ得られたであろう利益の額で

ある（91）。これらの要件は、「証拠の優位性基準」で立証しなければな

らない。①～③は、侵害関係と損害額の因果関係を立証するに必要な

事実である。日本の102条とは異なり（92）、上記要件からもわかるよう

に、逸失利益は、特許権者が特許製品を販売していない場合、逸失利

益の発生を立証できない。そのため、製造装置を有していないパテン

トトロールの様な企業体は、逸失利益を立証することができないため、

後述する合理的ロイヤルティにて賠償額を算出するしかない。

ここで、実際に市場に権利者と 2者しかいない場合であっても、権

利者が侵害者の販売分をすべて売れていたか疑問となる。侵害者がい

たことで、価格競争が発生し、自社製品の価格を低く設定したことで、

需要が増したことも考えられる（93）。前掲 Grain 事件に示すように侵害

がなかった世界を再構築する必要があるため、市場の 2者しかいない

場合でも逸失利益の算出は非常に困難であり、さらに市場に非侵害の

競業品が存在する場合は、その計算がさらに複雑となるであろう。尚、

市場に非侵害の競業品が存在する場合、日本の旧102条 1 項但し書きの
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ように、非侵害製品と特許製品の市場のシェアで侵害品の販売数を分

けるという手法をとるようである（94）。

3 ．確立されたロイヤルティ

確立されたロイヤルティは後述する合理的ロイヤルティを算出する

1要件としても考慮される内容である。確立されたロイヤルティとは、

特許権者がすでにライセンシーを有している場合に、そのライセンス

の条件を指す。通常、確立されたロイヤルティが存在する場合は、よ

り高額な逸失利益の請求をすることができない（95）。

ライセンスには、平和的に交渉が進んで結ばれる場合と、訴訟にま

で発展し和解がなされる場合がある。前者と後者では適用される実施

料率も一緒であるとすると、侵害のインセンティブともなるので、異

なるのが一般的である。そのため、この確立されたロイヤルティが存

在する場合は、その契約成立経緯を見て、後述の合理的ロイヤルティ

が確立されたロイヤルティよりも高額となるか認めるべきと考える。

4．合理的ロイヤルティ

逸失利益や確立されたロイヤルティでの算出が不適当であると判断

される場合、合理的ロイヤルティで計算する。前述の284条では、「賠

償は…合理的ロイヤルティ…以下であってはならない」と規定してい

る。この合理的ロイヤルティの決定は、ライセンスを与える意思のあ

る特許権者とライセンスを受ける意思のあるライセンシーとの間の仮

想的な交渉に基づく法的フィクションであることは間違いない。合理

的ロイヤルティは、ライセンシーが特許製品を製造・販売するために

喜んで支払う金額と、特許所有者がライセンスに対して要求する金額

（ライセンシーの利益を上回る可能性がある）の両方を考慮する必要があ

る（96）。
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この合理的ロイヤルティは、以前は、発明の属する業界の相場で決

定していた。しかし、この方式では発明の価値は無視され、どのよう

な発明でも相場で合理的ロイヤルティを決定する方式は不適当である

として、この仮想交渉方式が提案された。この仮想交渉方式では、

「25％ルール」なるものが適用されていた。これは、特許の定量的な価

値や評価を決定する手法であるが、法で規定するものではなく、あく

まで経験則上用いられてきたルールであり、対象となる知的財産を実

施する製品の予測利益の25% に相当する実施料率をライセンシーが支

払うというものである。例えば、特許権者が100億円の特許製品の売り

上げを期待し、その時の利益が16億円であるとすると利益率は16％と

なる。これに25％をかけた 4 ％が合理的ロイヤルティとするというも

のであった。

しかし、Uniloc 事件（97）で、25%の経験則は、Federal	Circuit	法の問

題について、仮想交渉におけるベースラインのロイヤルティ率を決定

するための基本的な欠陥のあるツールであると判示した。また、この

ケースでは、ジェミニ（専門家）の証言は、本件の事実とは関係のない、

恣意的な一般的ルールとしての25％の経験則の使用に基づいていると

述べ、さらに、仮説上の交渉において特許製品の製造者が特許権者に

支払うことを希望する合理的なロイヤルティ率を概算するためのツー

ルである「25% の経験則」に依拠した証拠は、Daubert 判決の下では

認められないと判示した。また、Daubert 判決の下では、地方裁判所は、

科学的な証言が関連性と信頼性を備えていることを確認する「ゲート

キーパー」の機能を発揮しなければならない（98）。とも判示した。

この Uniloc 判決により、合理的なロイヤルティの算出に25％経験則

の適用はその根拠を失った。では、どのように仮想的交渉で合理的な

ロイヤルティを算出するのかというとGeorgia-Pacific 事件（99）が参考と

なる。この事件で、特許ライセンスに対する合理的なロイヤルティの

額の決定に関連する、一般的な証拠事実の包括的なリストは、主要な

判例の概観から引き出すことができる。以下は、ここでの問題により
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関連していると思われる要素の一部であるとして、代表的な15要素を

明記している。

①訴訟中の特許の実施許諾のために特許権者が受領したロイヤル

ティであって、確立されたロイヤルティを証明する又は証明に役

立つもの、

②当該特許に相当する他の特許の使用に対してライセンシーが支払

う実施料率、

③排他的又は非排他的であるといったライセンスの本質及び範囲 ; ま

たは、製造された製品が販売される地域や相手に関して制限され

ているかいないか、

④発明の使用を許諾しないことにより、あるいは独占を維持するよ

うに考えられた特別な条件でライセンスを許諾することにより、

特許の独占が維持されるようなライセンサーの確立ポリシーや

マーケティングプログラム、

⑤ライセンサーとライセンシーの商業上の関係、例えば、両者が、

同一地域の同一事業分野の競争相手であるかどうか、あるいは、

両者が、発明者とプロモーターの関係であるかどうか、

⑥ライセンシーの他の製品の販売を促進する上での特許製品の販売

の効果、ライセンスを与えるものとして、特許権者の非特許製品

への発明の既存の価値、ライセンスをすることによる派生的な販

売の程度、

⑦特許の存続期間やライセンスの期間、

⑧特許製品の収益性や特許製品の現在の需要、

⑨同様の結果を得るために使用されていた旧来の方法や装置があれ

ば、それに対する特許権の有用性と利点、

⑩特許された発明の本質、ライセンサーが所有し生産した商業的な

実施品の特徴、やその発明を使用した生産者の利益、

⑪侵害者が発明を使用した範囲、およびその使用の価値を証明する

あらゆる証拠、
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⑫利益または販売価格の一部であって、発明または類似の発明の使

用を可能にするために、特定のビジネスまたは比較可能なビジネ

スにおいて慣例となり得る部分、

⑬特定可能な利益の一部であって、非特許部分等や侵害者によって

追加された重要な機能や改良点から区別されるものであって、発

明によって得られたといえる利益部分、

⑭的確な専門家の意見陳述、

⑮ライセンサー（特許権者など）とライセンシー（侵害者など）が合理

的かつ自発的に合意しようとしていたならば、（侵害が始まった時点

で）合意したであろう金額、すなわち、ビジネス上の提案として、

特許発明を具現化した特定の物品を製造販売するライセンスを取

得することを望む賢明なライセンシーが、ロイヤリティとして支

払うことをいとわず、なおかつ合理的な利益を得ることができ、

ライセンスを付与することをいとわない賢明な特許権者が受け入

れたであろう金額（100）。

上記のような要素を考慮し、合理的ロイヤルティを認定することに

なるが、これを得るために、裁判に費やした費用は合理的ロイヤル

ティに含めてよいのであろうか。Mahurkar 事件（101）では、Panduit 社

の方法は、訴訟費用やその他の費用を考慮するための「Kicker」を含

んでおらず、妥当なロイヤルティ率に「Panduit	kicker」を追加したこ

とは裁量権の乱用であるとし、訴訟費用のための追加のロイヤルティ

を認めた地裁判決を否定した。

Ｃ．日米比較

以上、詳細に日米の損害賠償の算出手法について述べてきた。これ

らを比較すると、以下の様な相違が出てくる。

1．逸失利益の算出にあたり、日本では、特許権者が競業品のみ販売

している場合でも102条 1 項の適用は可能であり、一切特許品を製造
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していなくても102条 2 項の適用は可能である一方、米国は自己が特

許製品を販売しないと逸失利益の算出が不能となる。しかし、特許

権者が特許製品及びそれと競業する非特許製品を販売していた場合、

侵害により、非特許製品に売上減少があった場合、非特許製品分の

逸失利益が認められる。

2．日本では、102条の算出に当たり、製造限界ラインは他人のライセ

ンス可能な分まで算出可能しうるが、米国は自己製造可能分までで

あるが、下請けまで、その製造能力を増加することができる場合が

ある（102）。

3 ．実損害に対する塡補賠償という考えから、日本で認められている

「侵害者の利益を原告の損害とみなす（102条 2 項）」は、米国では認

められない。一方、商標（1117条⒜）や著作権（504条⒜⒝）では認め

られている。

4．時効に関しては、日本は侵害を知った時から 3年である。一方、

アメリカでは、侵害を「知った」時期は関係なく、 6年以上前の侵

害に対しては賠償の請求権が消滅する。懈怠の抗弁も主張できない。

以上、日本及び米国における損壊賠償の算出手法に関し、詳細に考

察してきたが、日本企業の知的財産部の方々に日米の算出の手法及び

相違点など少しでも理解に役立てていただければ幸いである。

尚、末筆ながら、中村進先生退職記念号に投稿させていただく機会

を与えてくださいました坂本力也先生、臼井哲也先生、友岡史仁先生

にお礼申し上げるとともに、中村進先生の今後のご活躍を祈念致しま

して、お祝いの言葉とさせていただきます。

（ 1）	 日本大学法学部　教授
（ 2）	 高部眞規子「実務詳細　特許関係訴訟（第 2版）」242頁
（ 3）	 特許庁編「工業所有権逐条解説（第21版）」102条解説
（ 4）	 特許庁企画調査課　特許侵害における損害倍意匠の適切な評価に向け
て（ここでは、賠償額の日米比較において、11年の間10憶円以上の賠償額
が認定された件数が、米国：日本＝100： 3 であるとの調査結果を公表し
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ている）。また、日経XTECH「特許侵害の賠償額が増加、フリーライダー
の脅威に」では、日本の賠償額は83％が 1億円以下と紹介している。さら
に、馬場錬成　潮流No.60「特許侵害判決の賠償額が低すぎる日本の裁判」
として各種統計を公表している。

（ 5）	 於保不二雄「債権総論［新版］」（1972年）135頁以下
（ 6）	「パンチハンガー事件」岡山地判昭和60年 5 月29日　判タ567号329頁、
「オキサロール軟膏事件」東京地判平成29年 7 月27日　判時2359号84頁
（ 7）	 中山信弘「特許法（第 4版）」394-395頁
（ 8）	 逐条解説（第21版）　特許法102条の解説
（ 9）	「悪路脱出具事件」	東京地判平成11年 7 月16日　判時1698号132頁
（10）	 田村善之「特許侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動
向」知財管理55巻 3 号361-378頁（2005年）

（11）	「蓄熱材の製造方法二審」東京高判平成11年 6 月15日　判時1697号96
頁、「ソリッドゴルフボー事件」東京高判平成24年 1 月24日　他

（12）	 三村量一「不正競争防⽌法違反による損害賠償⑴　NIBEN	Frontier	
2006年 4 月号10頁

（13）	「記録紙事件」東京地判平成13年 7 月17日　判例工業所有権法（ 2期
版）2233の111頁

（14）	 三村量一「特許侵害と損害賠償の算定─木を見ず森を見よう」ここで
は、特許が「LED 電球」で侵害者が「LED 電球」を販売している一方、
特許権者は安価な「白熱電球」を販売しているとした事例を想定している。
この場合、一方を買えば他方は買わないと言えるため、競業関係にあるが、
この場合でも、 1項の適用があるのは不当と言えると主張する。

（15）	 前掲　中山　397頁、前掲　高部　244頁など多数
（16）	「スロットマシン事件」　東京地判平成14年 3 月19日　判時1803号99頁
（17）	 前掲　中山　406頁
（18）	 前掲　高部　248-249頁、小池豊「知的財産権侵害による損害賠償の
視点─平成10年改正特許法102条の運用をめぐって」秋吉稔弘先生喜寿記
念「知的財産権　その形成と保護」312頁以下、高林龍「知的財産権侵害
と損害賠償」25頁

（19）	「椅子式マッサージ事件」知財高判平成18年 9 月25日　平成17年（ネ）
第10047号「特許法102条 1 項は、特許侵害に当たる実施行為がなかったこ
とを前提に逸失利益を算定するのに対し、特許法102条 3 項は当該特許発
明の実施に対し受けるべき実施料相当額を損害とするものであるから、そ
れぞれが前提を異にする別個の損害算定方法というべきであり、また、特
許権者によって販売できないとされた分についてまで、実施料相当額を請
求し得ると解すると、特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請
求しうる逸失利益の範囲を超えて、損害の填補を受けることを容認するこ
とになるが、このように特許権者の逸失利益を超えた損害の填補を認める
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べき合理的な理由は見出し難い」としている。
（20）	 大友信秀　知財管理59巻 1 号87頁他
（21）	「ゴーグル事件」大阪地判平成19年 4 月19日　判時1983号126頁
（22）	 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻
3 号335頁他

（23）	「蓄熱材の製造方法二審」東京高裁平成11年 6 月15日　判時1697号96
頁

（24）	 前掲　中山　404頁他
（25）	「ソリッドゴルフボール事件」東京地判平成22年 2 月26日　東京地方
裁判所平成17年（ワ）第26473号

（26）	「負荷装置システム事件」東京地判平成10年10月 7 日　判時1657号122
頁（「侵害の行為により利益を受けているとき」における「利益」とは、
特許権者が現実に特許権を実施しており、かつ、設備投資や従業員の雇用
を新たに必要としない状態で製造、実施等が可能な範囲内では、侵害行為
者の製品の売上額からその製造、実施等のための変動経費のみを控除した
額をいうものと解するのが相当である）

（27）	 一方、「二酸化炭素含有粘性組成物事件（原審）」大阪地判平成30年 6
月28日　判例時報2430号55頁　にて、被告は、特許法102条 2 項の「利益」
に関し、「売上額から控除すべき費用について、限界費用に限定するとい
う法律上の根拠はなく、相当因果関係の有無により規律されるべきである
（民法416条）。限界費用以外の費用についても、それにより会社が存続し、
工場が稼働するものであるから、売上高に応じた金額が控除すべき費用に
含まれると解するべきである」と主張していた。

（28）	「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年 2 月10日　
判時1909号78頁

（29）	 その他の例として、「オキサロール事件」東京地裁平成29年 7 月27日	
判時2359号84頁

（30）	「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年 2 月10日　
判時1909号78頁

（31）	 知財高判平成25年 2 月 1 日　判時2179号36頁（最三小判平成26年11月
18日にて上告棄却）

（32）	「破袋機事件」　知財高判平成28年 6 月 1 日　判時2322号106頁
（33）	 牧山晧一「特許権の損害賠償における発明の寄与率算定についての一
考察」パテント（2019）	Vol.	72No.	 5 　特に P65以降。

（34）	「ソリッドゴルフボール事件」知財高判平成24年 1 月24日　平成22年
（ネ）第10032号、平成22年（ネ）第10041号
（35）	 高部眞規子「特許法102条 2 項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ	
2016年 1 月	Vol.14	No160,	19頁

（36）	「蓄熱材の製造方法二審」　東京高裁平成11年 6 月15日　判時1697号96
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べき合理的な理由は見出し難い」としている。
（20）	 大友信秀　知財管理59巻 1 号87頁他
（21）	「ゴーグル事件」大阪地判平成19年 4 月19日　判時1983号126頁
（22）	 田村善之「損害賠償に関する特許法等の改正について」知財管理49巻
3 号335頁他

（23）	「蓄熱材の製造方法二審」東京高裁平成11年 6 月15日　判時1697号96
頁

（24）	 前掲　中山　404頁他
（25）	「ソリッドゴルフボール事件」東京地判平成22年 2 月26日　東京地方
裁判所平成17年（ワ）第26473号

（26）	「負荷装置システム事件」東京地判平成10年10月 7 日　判時1657号122
頁（「侵害の行為により利益を受けているとき」における「利益」とは、
特許権者が現実に特許権を実施しており、かつ、設備投資や従業員の雇用
を新たに必要としない状態で製造、実施等が可能な範囲内では、侵害行為
者の製品の売上額からその製造、実施等のための変動経費のみを控除した
額をいうものと解するのが相当である）

（27）	 一方、「二酸化炭素含有粘性組成物事件（原審）」大阪地判平成30年 6
月28日　判例時報2430号55頁　にて、被告は、特許法102条 2 項の「利益」
に関し、「売上額から控除すべき費用について、限界費用に限定するとい
う法律上の根拠はなく、相当因果関係の有無により規律されるべきである
（民法416条）。限界費用以外の費用についても、それにより会社が存続し、
工場が稼働するものであるから、売上高に応じた金額が控除すべき費用に
含まれると解するべきである」と主張していた。

（28）	「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年 2 月10日　
判時1909号78頁

（29）	 その他の例として、「オキサロール事件」東京地裁平成29年 7 月27日	
判時2359号84頁

（30）	「病理組織検査標本作成用トレイ事件」大阪地判平成17年 2 月10日　
判時1909号78頁

（31）	 知財高判平成25年 2 月 1 日　判時2179号36頁（最三小判平成26年11月
18日にて上告棄却）

（32）	「破袋機事件」　知財高判平成28年 6 月 1 日　判時2322号106頁
（33）	 牧山晧一「特許権の損害賠償における発明の寄与率算定についての一
考察」パテント（2019）	Vol.	72No.	 5 　特に P65以降。

（34）	「ソリッドゴルフボール事件」知財高判平成24年 1 月24日　平成22年
（ネ）第10032号、平成22年（ネ）第10041号
（35）	 高部眞規子「特許法102条 2 項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ	
2016年 1 月	Vol.14	No160,	19頁

（36）	「蓄熱材の製造方法二審」　東京高裁平成11年 6 月15日　判時1697号96
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頁
（37）	 パテントトロールの定義としては、Non-Practicing	Entity	（NPE）,	
Patent	Assertion	Entity	（PAE）,	Patent	Monetization	Entity	（PME）が代
表的であるが、「自らは特許発明を実施する意思はなく、特許権を行使す
ることにより、ライセンス料や賠償金を得る目的で、発明者または企業か
ら特許を購入する企業体」と定義する。三村淳一　「パテントトロールに
対する米国でビジネス展開する日本企業の対応に関する一考察」日本大学
商学部『商学集志』第	86	巻第	 4 	号（2017.3）173頁に詳しい。

（38）	 高部眞規子　「特許法102条 2 項の適用をめぐる諸問題」　知財ぷりず
む	2016年 1 月	Vol.14	No160,	22頁

（39）	 高林龍「特許法102条 2 項の再定義」　中山信弘先生古希記念「はばた
き─21世紀の知的財産権法」4576頁

（40）	 導入趣旨については、 2⑴を参照。
（41）	 東京地判平成12年 7 月18日　裁判所ウェブサイト
（42）	 知財高判令和元年 6月 7日　判例時報2430号34頁
（43）	 平成30年に無効審判が請求されていたが、いずれも令和元年 5月 7日
付けの審決により請求不成立（平成30年（行ケ）第10033号判決）

（44）	 限界利益とは、売上から変動費を差し引く計算式により算出され、こ
の限界利益から、さらに固定費を引いたのが利益である。この限界利益も、
「侵害者側の限界利益説（静岡地判平成	6.3.25	判例工業所有権法〔 2期版〕	
2623	の	47）」と「特許権者側の限界利益説（東京地判平成7.10.30判時1560
号24頁）」があったが、本判決では、「侵害者側の限界利益」説をとること、
そして、その証明責任は、特許権者側にあるものと明示した。

（45）	 大野浩之　「特許法102条 2 項についての考察　知財高裁平成30年
（ネ）第10063号、令和元年 6 	月 7 	日大合議判決を題材として」　Oslaw	
News	Letter	Vol	54　 1 頁

（46）	 本判決の裁判長である高部眞規子裁判長の論文である「特許法102条
2 項の適用をめぐる諸問題」知財ぷりずむ	2016年 1 月	Vol.14	No160,	24頁
に、順序は異なるが同一内容の解説がある。

（47）	 三村量一　「86特許法102条 2 項に言う「利益」の意義」　特許判例百
選（第六版）　174頁　有斐閣

（48）	 https://portal.unifiedpatents.com/litigation/annual-report
（49）	 2015年（5852件）、2016年（4620件）、2017年（4050件）、2018年（3659
件）、2019年（3573件）

（50）	 服部健一　「日米特許最前線　第60回　｢特許損害賠償の評決を抜本的
是正する歴史的ユニロック判決─米国特許法改革案の可決をもたらす─｣

（51）	 ヘンリー幸田　米国特許法研究　212頁に成立経緯が詳しく紹介され
ている

（52）	 Bay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,	547	U.S.	388	（2006）では、合理的
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と言える 4要件判示している。即ち、①原告が回復不能な被害を蒙ってい
る（irreparable	harm）② Common	Law による金銭賠償の救済では不十分	
である（inadequate	remedy	at	Law）③差⽌がなされなかったときの権利
者の損害と、差⽌がなされた場合の被告の被害のバランスを考えて、衡平
による救済が正当である（Balance	of	hardship）④公共の利益が害されな
い（Public	Interest）である。

（53）	 日本国特許庁　「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」
に掲載された翻訳文。以下、米国特許法の翻訳文はすべて、日本国特許庁
の翻訳文を引用する。

（54）	 武重竜男他　「米国特許法講義」P171-172　商事法務（2020）
（55）	 Yale Lock Manufacturing Company v. Sargent,	117	U.S.	536	（1886）
（56）	 Panduit Corp v Stahlin Brothers Fibre Works,	575	F.2d	1152（ 6 th.	
Cir	1978）

（57）	 Underwater Devices Inc. v. Morrison-knudsen Co.,	 717	F.2d	1380	
（Fed.	Cir.	1983）
（58）	 In re Seagate Technology,	497	F.3d	1360	（Fed.	Cir	2007）
（59）	 Id.	at	1371
（60）	 Ball Aerosol v. Limited Brands, Inc.,	553	F.	Supp.	 2 d	939（Fed.	Cir	
2008）

（61）	 Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp.,	526	F.	Supp.	 2 d	84
（62）	 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,	579	U.S.	─,	136	
S.Ct.	1923,	195	L.Ed.2d	278	（2016）....

（63）	 Id.	at	1933
（64）	 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.,	572	U.S.	545
（2014）
（65）	 Id.	at	1933-1934
（66）	 Read Corporation Ft v. Portec Inc.,	970	F.	 2 d	816	（Fed.	Cir.	1992）
（67）	 15U.S.C.1117　“…Such	sum	in	either	of	the	above	circumstances	（ 3
倍賠償を含む状況を指す）	shall	constitute	compensation	and	not	a	penalty”

（68）	 特許庁「特許権侵害に係る損害賠償制度について」令和 2年 5月29日
（69）	「萬世工業事件上告審判決」最判平成 9年 7月11日　判例時報1624号
90頁　懲罰賠償を命じたアメリカの判決の執行が、日本の公序違反とされ
た。

（70）	 ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説（第 6版）」P443　発明推進協会
（71）	 Monolith Portland Midwest Co., v. Kaiser Aluminum & Chemical 

Corp.,	407	F.	 2 d	288
（72）	 Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc.,	442	F.3d	1301
（73）	 A.C. Aukerman Company v. Rl Chaides Construction Co.,	960	F.	 2 d	
1020
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と言える 4要件判示している。即ち、①原告が回復不能な被害を蒙ってい
る（irreparable	harm）② Common	Law による金銭賠償の救済では不十分	
である（inadequate	remedy	at	Law）③差⽌がなされなかったときの権利
者の損害と、差⽌がなされた場合の被告の被害のバランスを考えて、衡平
による救済が正当である（Balance	of	hardship）④公共の利益が害されな
い（Public	Interest）である。

（53）	 日本国特許庁　「諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等」
に掲載された翻訳文。以下、米国特許法の翻訳文はすべて、日本国特許庁
の翻訳文を引用する。

（54）	 武重竜男他　「米国特許法講義」P171-172　商事法務（2020）
（55）	 Yale Lock Manufacturing Company v. Sargent,	117	U.S.	536	（1886）
（56）	 Panduit Corp v Stahlin Brothers Fibre Works,	575	F.2d	1152（ 6 th.	
Cir	1978）

（57）	 Underwater Devices Inc. v. Morrison-knudsen Co.,	 717	F.2d	1380	
（Fed.	Cir.	1983）
（58）	 In re Seagate Technology,	497	F.3d	1360	（Fed.	Cir	2007）
（59）	 Id.	at	1371
（60）	 Ball Aerosol v. Limited Brands, Inc.,	553	F.	Supp.	 2 d	939（Fed.	Cir	
2008）

（61）	 Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp.,	526	F.	Supp.	 2 d	84
（62）	 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.,	579	U.S.	─,	136	
S.Ct.	1923,	195	L.Ed.2d	278	（2016）....

（63）	 Id.	at	1933
（64）	 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.,	572	U.S.	545
（2014）
（65）	 Id.	at	1933-1934
（66）	 Read Corporation Ft v. Portec Inc.,	970	F.	 2 d	816	（Fed.	Cir.	1992）
（67）	 15U.S.C.1117　“…Such	sum	in	either	of	the	above	circumstances	（ 3
倍賠償を含む状況を指す）	shall	constitute	compensation	and	not	a	penalty”

（68）	 特許庁「特許権侵害に係る損害賠償制度について」令和 2年 5月29日
（69）	「萬世工業事件上告審判決」最判平成 9年 7月11日　判例時報1624号
90頁　懲罰賠償を命じたアメリカの判決の執行が、日本の公序違反とされ
た。

（70）	 ヘンリー幸田「米国特許法逐条解説（第 6版）」P443　発明推進協会
（71）	 Monolith Portland Midwest Co., v. Kaiser Aluminum & Chemical 

Corp.,	407	F.	 2 d	288
（72）	 Exigent Technology, Inc. v. Atrana Solutions, Inc.,	442	F.3d	1301
（73）	 A.C. Aukerman Company v. Rl Chaides Construction Co.,	960	F.	 2 d	
1020
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（74）	 Id.	at	1028
（75）	 SCA Hygiene Products Aktiebolag et al. v. First Quality Baby 
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COVID-19の感染拡大による
電子商取引の進展と海上運送への影響について

長　沼　　　健
Ⅰ．はじめに

Ⅱ	．COVID-19の感染拡大による企業の IT 化と企業間（B2B）電子商取引の進

展

Ⅲ．COVID-19の感染拡大が海上運送に与えた影響について

Ⅲ─ 1 　調査概要と記述統計量

Ⅲ─ 2 　分析結果と考察

Ⅳ．おわりに

Ⅰ．はじめに

COVID-19の感染が拡大したことで、人流を抑制し人的接触を避ける

ために、世界中でロックダウンやステイホームなどの職場閉鎖や移動

制限が起こり、経済活動が停滞した。また、経済活動だけではなく、

今までの日常生活をおこなうことも難しい状況となった。そのため、

多くの行動がオンラインやデジタルにシフトし、スマートフォンやイ

ンターネット、電子商取引（Electronic	Commerce）といった ICT 技術が

大きく浸透する契機となった（Sheth,	2020）。例えば、クラウド（Cloud）

や IoT（Internet-of-Things）、ブロックチェーン（Blockchain）、AI（Artificial	

Intelligence）、機械学習（Machine	Learning）などの空間（場所）を超えら

れる新しいデジタル・ツールやデジタル・コミュニケーションは、今

後も大きく普及・浸透すると予想されている（De’	et al.,	2020）（ 1）。

このような状況の中、ビジネスの世界においても大きな変化が表面

化している。例えば、ネットビジネスの進展やテレワークを可能にし
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た「ZOOM」などのデジタル・コミュニケーションツールなどが大き

く浸透し、ビジネスのやり方やそのあり方も大きく変化している

（Kotler,	2020）。具体的には、日本を含む世界中で、企業でのテレワーク

や電子商取引が進展している（総合研究開発機構、2020；Fadinger	and	

Schymik,	2020；ジェトロ、2021）。さらに、これらの変化は商流だけでは

なく、物流にも影響を与えている。特に国際商取引を展開する上で重

要な役割を果たしている海上運送（2）への影響も指摘されている（曽

我・虫明、2021）。しかしながら、具体的な企業活動を反映させたデータ

を用いて、それらの影響を分析した研究は多くはない。

そこで、本論文では、COVID-19の感染拡大が海上運送（および運送

書類の使用）に与えた影響とその背景をについて、船会社の時系列デー

タの分析から考察したい。その手順は以下の通りである。まず、

COVID-19の感染拡大による企業の取引活動の変化、特に、商流のデジ

タライゼーションについて述べる。次に、COVID-19の感染拡大が企業

の IT 化や電子商取引の拡大につながり、それらがどのように物流（特

に海上運送）に影響を与えたのかを、「運送書類の発行数」と「運送書

類の種類」という 2点から、船会社の時系列データを用いて分析する。

最後に、これらの分析を通じて明らかになった点を整理し、本研究の

課題について述べる。

Ⅱ	．COVID-19の感染拡大による企業の IT化と企業間（B2B）
電子商取引の進展

COVID-19の感染拡大後に、電子商取引を扱う企業や企業間（B2B）

の電子商取引の進展が報告されている（WTO、2020）。つまり、新型コ

ロナウイルスに対応するための社会的距離やロックダウン等の措置は、

オンラインショッピングやソーシャルメディアの利用、インターネッ

ト電話や電話会議、ビデオや映画のストリーミングの増大につながり、

ビジネスから消費者向け（B2C）の売上が急増する一方で、ビジネス間
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（B2B）の電子商取引や電子商取引を扱う企業も拡大している。

例えば、世界一の電子商取引リテール企業である amazon.com は、

2021年 4 月29日（現地時間）に2021年の第一六半期（ 1月～ 3月）の決算

情報を発表した。そこでは、売上高が1085億1800万ドル（前年比44％増）

であり、純利益は220％（ 3倍強）の81億700万ドルとなった。純利益は

過去最高を更新した（3）。

また、ジェトロの調査によると、2020年度、国内外での販売におい

て電子商取引を利用したことがあると回答した企業が回答企業全体の

33.3％を占めた。今後、利用を拡大する予定である企業は、全体の

43.9％となり、電子化への高い意欲が見られた。特に、中小企業が電子

商取引を拡大することに意欲的であることが明らかになった（4）。

第 １図：企業における電子商取引の利用

出所	：ジェトロ（2021）『2020年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート
調査』

さらには COVID-19の感染拡大は、企業における業務の電子化も促

進させている。具体的には、在宅勤務を含むテレワークが急激に拡大し

た。テレワークとは、「情報通信技術（ICT＝ Information	and	Communication	

Technology）を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」

を意味する（5）。総合研究開発機構（NIRA）の調査（2020）によると、

就業者ベースのテレワーク実施割合は2020年 1 月時点で約 6 ％であっ

たが、緊急事態宣言中の 4～ 5月には約25％まで高まった。危機前と
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比較した実施率は 4倍程度高くなっている。海外においても、テレ

ワークが拡大し、そのことが COVID-19の感染拡大を防止しているこ

とが報告されている（Fadinger	and	Schymik、2020）。

このような電子商取引の進展は、物流にも影響を与えている。成長

が加速している電子商取引に的確に対応した物流関連企業各社の業績

（売上高や荷物取扱数量など）は向上している。例えば、日本大手の宅配

会社であるヤマトホールディングスが2021年 4 月28日に発表した2021

年 3 月期決算報告（2020年度実績）によれば、巣籠り需要を背景とする

電子商取引の拡大に対応した結果、宅急便の取扱個数は約21億個（前年

同期比16.5％増）、売上高は約 1兆7000億円（4.0％増）、純利益は約570億

円（154.0％増）となり、過去最高を記録した（6）。また、航空貨物にお

いても、近鉄エクスプレスが2021年 5 月12日に発表した2021年 3 月期

決算によると、売上高約6091億円（11.9％増）、営業利益約341億円

（73.4％増）、経常利益約345億円（98.1％増）、親会社に帰属する当期純利

益216億4400万円（358.2％増）となった。重量ベースでみると、2020年

度の第 4六半期の貨物量（輸出量）は、42,600トン（127.8% 増）となって

いる。さらに、船会社については、当初は、COVID-19の感染拡大に

よって荷動きが減少し減収であった。しかしながら、米国の景気が回

復したことや電子商取引の拡大等によって、荷動きが活発化し、主要

コンテナ船社の2020年度の業績は、各社とも増収増益の傾向が続いて

いる（7）。このように、COVID-19の感染拡大の中でも、特に電子商取

引に対応した物流関連企業は、業績を向上させている。例えば、物流

大手（21社）の2021年 3 月期業績は、過半数となる 5割強の企業で営業

増益となったとの報告がある（8）。ここでは、物流関連企業中でも、国

際ビジネスの物流に多大な影響を与える海上運送に焦点を当てて、運

送書類に関する時系列分析の結果から、コロナ禍における海上運送の

現状とその変化について説明したい。
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Ⅲ．COVID-19の感染拡大が海上運送に与えた影響について

Ⅲ─ １ 　調査概要と記述統計量

本研究では、COVID-19の感染状況が海上運送に与えた影響を考察す

る。ここでは、 2社の船会社から入手した運送書類のデータを用いて、

運送書類の発行数や運送書類の種類の変化について時系列分析をおこ

なう。それによって、以下の 2点を明らかにしていく。

①COVID-19の感染拡大がもたらした電子商取引の進展が海上運送に与

えた影響

②コロナ禍における運送書類の使用率の変化とその理由

選定した企業は、日中航路でも高いシェアを持ち、コンテナ貨物の取

扱量で世界 TOP20位に入るような船会社 A社と自動車専用船の所有台

数で世界トップクラスの船会社B社である（9）。これらを選定した理由は、

数多くの荷主（顧客）を持つ大規模な船会社から得られたデータによっ

て日本の運送書類使用に関する全体像を把握できると考えたからである。

データの種類は、運送書類発行数の月毎のデータである（10）。過去の

データから予測値を算出するために、A 社では2017年 1 月から入手し

たデータを、B 社では2019年 1 月からのデータを採用した。A 社と B

社の時系列データの記述統計量は以下の通りである（第 1表と第 2表を

参照）。本データは、A社および B社の関連業務担当者との聞き取り調

査（電話およびメール）によって入手した。調査期間は、2021年 8 月～

11月である。

第 １表　船会社A社における運送書類発行数の記述統計量

平均値 12992.843
標準偏差 1440.4524
分散 2074903.1
最小 9419
最大 15758
データの個数 51
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Ⅲ．COVID-19の感染拡大が海上運送に与えた影響について

Ⅲ─ １ 　調査概要と記述統計量

本研究では、COVID-19の感染状況が海上運送に与えた影響を考察す

る。ここでは、 2社の船会社から入手した運送書類のデータを用いて、

運送書類の発行数や運送書類の種類の変化について時系列分析をおこ

なう。それによって、以下の 2点を明らかにしていく。

①COVID-19の感染拡大がもたらした電子商取引の進展が海上運送に与

えた影響

②コロナ禍における運送書類の使用率の変化とその理由

選定した企業は、日中航路でも高いシェアを持ち、コンテナ貨物の取

扱量で世界 TOP20位に入るような船会社 A社と自動車専用船の所有台

数で世界トップクラスの船会社B社である（9）。これらを選定した理由は、

数多くの荷主（顧客）を持つ大規模な船会社から得られたデータによっ

て日本の運送書類使用に関する全体像を把握できると考えたからである。

データの種類は、運送書類発行数の月毎のデータである（10）。過去の

データから予測値を算出するために、A 社では2017年 1 月から入手し

たデータを、B 社では2019年 1 月からのデータを採用した。A 社と B

社の時系列データの記述統計量は以下の通りである（第 1表と第 2表を

参照）。本データは、A社および B社の関連業務担当者との聞き取り調

査（電話およびメール）によって入手した。調査期間は、2021年 8 月～

11月である。

第 １表　船会社A社における運送書類発行数の記述統計量

平均値 12992.843
標準偏差 1440.4524
分散 2074903.1
最小 9419
最大 15758
データの個数 51
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Ⅲ─ ２ 　分析結果と考察

まず、COVID-19の感染状況が運送書類発行数（貨物量）に与える影

響を探っていく。ここでは、コンテナ貨物を扱っている船会社 A社を

対象にして分析を進めていく。分析には、単純季節指数平滑法モデル

を採用している（SPSS	Forecasting（SPSS	Statistics	27）を使用）。これは、

時間に対して一定な季節性を持つ時系列データに対して適切なモデル

である。

船会社 A社では、第 2図のように例年以上に実数値が上下している

様子を観察できる（本モデルの決定係数は0.888であり、適合度は高いと言え

る。その他のモデル適合統計量は、RMSE（Root	Mean	Squared	Error）が

671.199、MAPE（Mean	Absolute	Percentage	Error）が3.861、MAE（Mean	

Absolute	Error）が489.23であった）。

COVID-19の感染拡大序盤（2020年 4 月～ 7月）には、例年よりも運送

書類の発行数が伸び悩んでいる（予測値の信頼区間95％の下限範囲より減

少している）。ここでは、COVID-19による世界経済の後退そしてコンテ

ナ不足（11）などが影響していると考えられる。その後、2020年中盤から

終盤にかけて、逆に、予測値の信頼区間95％の上限に近い範囲まで運

送書類の発行数が増えている（貨物量が予測値以上に増加していると推測で

第 ２表　船会社A社と B社における運送書類種別の記述統計量
A社

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
SBL 51 50.2％ 66.1％ 58.5％ 　3.9％
SWB 51 23.7％ 30.0％ 26.5％ 　1.4％

BL 51 　6.4％ 25.7％ 14.9％ 　4.4％

B社

度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
SBL 33 　3.2％ 22.3％ 11.8％ 　5.3％
SWB 33 21.0％ 45.5％ 32.9％ 　6.1％
BL 33 36.4％ 73.6％ 55.3％ 　8.1％
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きる）。この一因には、巣籠り需要による電子商取引拡大の影響などが

考えられる（曽我・虫明、2021）。実際、運送書類の発行数が伸びた2020

年中盤から2021年序盤には、COVID-19の感染拡大による巣籠り需要に

よって、世界中で電子商取引が進展していることが報告されている（12）。

例えば、2020年における米国の電子商取引の市場規模は前年比32.3% 増

の7879億 US ドルと推計されている。また、電子商取引大国である中

国も、2020年 4 月以降、早々に電子商取引の需要が回復し、前年同期

比で13％超の安定した成長を続けている（13）。

日本からの輸出という点に目を向けると、「日本・米国・中国 3ヵ国

間の越境 EC 市場規模」では、電子商取引を利用した日本の輸出額

（2020年）が、中国向けには 1兆9499円（17.8％増）、米国向けには9727億

円（7.7％増）となり、大幅に増加していることが報告されている（14）。

一方で、同年の中国への輸出増加率が2.7％、米国への輸出増加率が

−17.3％となっており（15）、日本の輸出額に占める電子商取引の割合が

増加している。この点から、（第 2図において）2020年中盤から見られる

運送書類発行数の増加（輸出）に、電子商取引が影響を与えている可能

性は高いと考えられる。

第 ２図：船会社A社の運送書類発行部数の実数値と予測値
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きる）。この一因には、巣籠り需要による電子商取引拡大の影響などが

考えられる（曽我・虫明、2021）。実際、運送書類の発行数が伸びた2020

年中盤から2021年序盤には、COVID-19の感染拡大による巣籠り需要に

よって、世界中で電子商取引が進展していることが報告されている（12）。

例えば、2020年における米国の電子商取引の市場規模は前年比32.3% 増

の7879億 US ドルと推計されている。また、電子商取引大国である中

国も、2020年 4 月以降、早々に電子商取引の需要が回復し、前年同期

比で13％超の安定した成長を続けている（13）。

日本からの輸出という点に目を向けると、「日本・米国・中国 3ヵ国

間の越境 EC 市場規模」では、電子商取引を利用した日本の輸出額

（2020年）が、中国向けには 1兆9499円（17.8％増）、米国向けには9727億

円（7.7％増）となり、大幅に増加していることが報告されている（14）。

一方で、同年の中国への輸出増加率が2.7％、米国への輸出増加率が

−17.3％となっており（15）、日本の輸出額に占める電子商取引の割合が

増加している。この点から、（第 2図において）2020年中盤から見られる

運送書類発行数の増加（輸出）に、電子商取引が影響を与えている可能

性は高いと考えられる。

第 ２図：船会社A社の運送書類発行部数の実数値と予測値
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次に、COVID-19の感染状況が運送書類の使用率に与えた影響を探っ

ていく。ここでは、船会社 A 社と B 社が発行した 3種類の運送書類

（サレンダーB/L（16）、海上運送状そして船荷証券）を扱い、コロナ禍におい

て、それらの使用率に変化があるのかどうか、また、変化があるとす

れば、どのような理由があるのかについて探る。

運送書類の中でも、船荷証券（Bill	of	Lading）は、国際商取引で用い

られる船積書類の中で最も重要な位置を占めると指摘されてきた（新堀、

2001）。ところが、近年、「船荷証券の危機（17）」などに対応するために、

流通運送書類（船荷証券）から非流通運送書類（サレンダーB/L や海上運

送状）へのシフトが指摘されている（Todd,	1987；新堀、1991、1993；

Grőnfors,	1991；合田、2006、2007；石原、2008、長沼、2008、2015b、2020；

古田、2009；石原・合田、2010；戸塚、2011；蔵、2012；Goldby,	2013,	2019；

西口、2014）。はたして、コロナ禍においても、この傾向はみられるの

かどうかにも注目したい。使用したデータは、上述した船会社 A社と

B 社から入手した時系列データである。分析手法については、季節性

を考慮して、単純季節指数平滑法モデルとWinters 加法モデル（18）を採

用している（SPSS	Forecasting（SPSS	Statistics	27）を使用）。

まず、船会社 A社のサレンダーB/L に与えた影響を分析する（第 3

図を参照）。本モデルの決定係数は0.758であり、適合度は高いと言える。

その他のモデル適合統計量は、RMSE が0.021、MAPE が2.955、MAE

が0.017であった。また、船会社 B 社のサレンダー B/L に与えた影響

を分析する（第 4図を参照）。本モデルの決定係数は0.751であり、適合

度は高いと言える。その他のモデル適合統計量は、RMSE が0.03、

MAPEが27.844、MAEが0.022であった。

さらに、船会社A社の海上運送状に与えた影響を分析する（第 5図を

参照）。本モデルの決定係数は0.713であり、適合度は高いと言える。そ

の他のモデル適合統計量は、RMSE が0.007、MAPE が2.189、MAE が

0.006であった。
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次に、船会社 B社の海上運送状に与えた影響を分析する（第 6図を参

照）。本モデルの決定係数は0.826であり、適合度は高いと言える。その

他のモデル適合統計量は、RMSE が0.021、MAPE が4.97、MAE が

0.016であった。

第 ３図：船会社A社のサレンダーB/L 発行率の実数値と予測値

第 ４図：船会社B社のサレンダーB/L 発行率の実数値と予測値
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次に、船会社 B社の海上運送状に与えた影響を分析する（第 6図を参

照）。本モデルの決定係数は0.826であり、適合度は高いと言える。その

他のモデル適合統計量は、RMSE が0.021、MAPE が4.97、MAE が

0.016であった。

第 ３図：船会社A社のサレンダーB/L 発行率の実数値と予測値

第 ４図：船会社B社のサレンダーB/L 発行率の実数値と予測値
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最後に、船会社A社の船荷証券に与えた影響を分析する（第 7図を参

照）。本モデルの決定係数は0.799であり、適合度は高いと言える。その

他のモデル適合統計量は、RMSE が0.02、MAPE が10.583、MAE が

0.016であった。

第 ５図：船会社A社の海上運送状発行率の実数値と予測値

第 ６図：船会社B社の海上運送状発行率の実数値と予測値
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次に、船会社B社の船荷証券に与えた影響を分析する（第 8図を参照）。

本モデルの決定係数は0.826であり、適合度は高いと言える。その他の

モデル適合統計量は、RMSE が0.021、MAPE が4.97、MAE が0.016で

あった。

第 ７図：船会社A社の船荷証券発行率の実数値と予測値

第 ８図：船会社B社の船荷証券発行率の実数値と予測値
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次に、船会社B社の船荷証券に与えた影響を分析する（第 8図を参照）。

本モデルの決定係数は0.826であり、適合度は高いと言える。その他の

モデル適合統計量は、RMSE が0.021、MAPE が4.97、MAE が0.016で

あった。

第 ７図：船会社A社の船荷証券発行率の実数値と予測値

第 ８図：船会社B社の船荷証券発行率の実数値と予測値
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まず、COVID-19の感染拡大初期（2020年 4 月～ 7月）には、全ての運

送書類の実数値が予想値に収まらないなど、運送書類の使用率の動き

に大きなバラツキがある。コンテナ不足などによる海上運送の混乱

（曽我・虫明、2021）に、企業の対応が追い付いていないことが原因であ

ると考える。

次に、中盤以降（2020年 8 月以降）、流通運送書類である船荷証券が、

予測値の信頼区間95％の上限範囲を超えて使用されていることが明ら

かになった。逆に、非流通運送書類である海上運送状は、予測値より

も低い使用率となっている。特に、船会社 B社の場合、信頼区間95％

の下限範囲をも下回っている。ここで考えられるのは、コロナ禍

（COVID-19の感染拡大時期）において、企業がリスク管理のために、権

利証券である船荷証券に切り替えたのではないかということである。

この時期（2020年 6 月）、国際決済銀行（BIS）が年次経済報告書で、世

界中で、COVID-19の影響による企業倒産が急増する可能性が高いと警

鐘を鳴らしている（19）。このような倒産リスクに対して、企業が船荷証

券に切り替えることで対応していると考えられる。これは、「船荷証券

の危機」などに対応するために、近年進められてきた流通運送書類

（船荷証券）から非流通運送書類（サレンダーB/L や海上運送状）へのシフ

ト（Todd,	1987；新堀、1991、1993；Grőnfors,	1991；合田、2006、2007；石原、

2008、 長沼、2008、2015b、2020； 古田、2009； 石原・合田、2010； 戸塚、

2011；蔵、2012；Goldby,	2013,	2019；西口、2014）が、コロナ禍においてブ

レーキがかかった可能性を意味する（つまり、COVID-19の感染拡大が船荷

証券への回帰を促したのである）。この点については、「一過性のもの」な

のか、「中長期化するもの」なのかを、荷主企業への聞き取り調査やア

ンケート調査によってデータを収集し分析することで明らかにしたい

と考えている。何れにしても、COVID-19の感染拡大の影響が当分続く

ことを考えると、しばらくの間、船荷証券の使用率が高まってくるこ

とが考えられる（20）。
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Ⅳ．おわりに

COVID-19の感染が拡大したことで、経済活動が停滞し、今までの日

常生活をおこなうことも難しい状況となった。そのため、多くの行動

がオンラインやデジタルにシフトした。ビジネスの世界においても、

空間（場所）を超えられる新しいデジタル・ツールやデジタル・コミュ

ニケーションが普及することで、企業の IT化や電子商取引は進展して

いる。また、それらの商流の変化は、物流にも大きな影響を与えてい

る。特に、国際ビジネスを展開する上で重要な役割を果たしている海

上運送も影響を与えていると指摘されてきた。しかしながら、企業活

動が反映された具体的なデータを用いてそれらの影響を明らかにした

研究は多くはない。そこで、本研究では、船会社の時系列データを分

析することで、そこで起こっている変化（貨物量の変化と運送書類使用率

の変化）を明らかにして、考察を加えた。具体的には、以下の通りであ

る。

まず、海上運送（コンテナ船）の変化については、COVID-19の感染

拡大序盤（2020年 4 月～ 7月）は、COVID-19による世界経済の後退そし

てコンテナ不足などにより、例年よりも運送書類の発行数が伸び悩ん

でいる（予測値の信頼区間99％の下限範囲より減少している）。しかしなが

ら、2020年中盤からは逆に、予測値の信頼区間99％の上限範囲に近い

数の運送書類が発行されている（貨物量が増えていると予測できる）。この

ような動きの一因としては、巣籠り需要による電子商取引拡大の影響

が考えられる。

次に、運送書類の変化については、（船会社A社と B社ともに）流通運

送書類である船荷証券が、予測値を超えて使用されていることが明ら

かになっている。その理由としては、コロナ禍において、企業の倒産

リスクなどが高まり、そのリスクを管理するために、権利証券である

船荷証券に切り替えたのではないかと考えられる（実際には、世界中で

政府支援や金融機関の対応があったことで、倒産件数は抑えられた）。この現
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Ⅳ．おわりに
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が考えられる。
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象は、「船荷証券の危機」などに対応するために、近年進められてきた

流通運送書類（船荷証券）から非流通運送書類（サレンダーB/L や海上運

送状）へのシフトが、コロナ禍においてブレーキがかかった可能性を意

味する。この点については、「一過性のもの」なのか、「（ある程度）中

長期化するもの」なのかを、注意深く見ていく必要があると考えてい

る。

今後の課題としては、以下の 2点があげられる。まず、今回の分析

では、船会社 2社の時系列データを用いた。しかしながら、さらに、

多くの船会社からデータを入手し分析することで一般化を図りたいと

考えている。また、フォワーダーや荷主からのデータ、さらには、貨

物別のデータといったデータの種類を入手し分析することで、多面的

な分析も試みたい。次に、運送書類の使用率が変化している理由につ

いては、現時点では仮説（船荷証券への回帰とその理由）の段階であり、

これを実証していく必要がある。今後、荷主企業への聞き取り調査や

アンケート調査からデータを入手した上で実証分析をおこなう予定で

ある。

（ 1）	 De’	et	al.（2020）は、デジタライゼーションの中でも、パンデミック
後にデジタル決済やデジタル通貨が重要な役割になると述べている。実際
に、日本においても、QR コード決済アプリの普及が、COVID-19を含め
た環境要因の影響を受けて進んでいることを、MLP（Multi-Level	
Perspective）の枠組みから分析し、報告している（髙橋・佐藤・長沼、
2021）。

（ 2）	 日本の国際貨物輸送は、航空と海運に限られるが、重量ベース（2019
年）では海運が99.7％を占めている。国土交通省（2021）『交通政策白書』、
37ページを参照。

（ 3）	 amazon.com	HP（Investor	Relations）、https://ir.aboutamazon.com/
quarterly-results/default.aspx、2021年 4 月30日を参照。

（ 4）	 ジェトロ（2021）『2020年度日本企業の海外事業展開に関するアンケー
ト調査』、https://www.jetro.go.jp/world/reports/2021/01/3f6c5dc298a628
be.html、2021年 1 月22日を参照。

（ 5）	 厚生労働省 HP、https://telework.mhlw.go.jp/telework/about/、2021
年 4 月11日を参照。テレワークは働く場所で分けると、自宅で働く在宅勤
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務、移動中や出先で働くモバイル勤務、本拠地以外の施設で働くサテライ
トオフィス勤務がある。総務省（2016）「情報システム担当者のための	テ
レワーク導入手順書」、https://www.soumu.go.jp/main_content/000668432.
pdf、2021年 4 月11日を参照。

（ 6）	 ヤマトホールディングス HP（決算概要）、https://www.yamato-hd.
co.jp/investors/financials/result.html、2021年 2 月 1 日を参照。

（ 7）	 日本郵船株式会社 HP（IR 情報）、https://www.nyk.com/ir/、2021年
2 月 1 日、株式会社商船三井 HP（決算説明会資料）、https://www.mol.
co.jp/ir/data/cfh/index.html、2021年 1 月20日、川崎汽船株式会社HP（投
資家情報）、https://www.kline.co.jp/ja/ir/library/result.html、2021年 2 月
1 日を参照。

（ 8）	「物流大手の21年 3月期、過半数が増益に」、カーゴニュース（2021.5.25）、
http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/3037、2021年10月 1 日を参照。

（ 9）	 船会社A社の場合は、コンテナ船の運送書類発行データ（輸出）であ
り、船会社B社の場合は、自動車専用船の運送書類発行データ（輸出）で
ある。

（10）	 運送書類とは、運送人が発行した書類であり、物品の受取りと運送契
約の内容を証するものである。ときには物品の占有および処分権を化体す
るものでもある（長沼、2015b）。この運送書類には、取引相手、取引商品
そして取引額（輸出入額）などが記載されている。また、発行している運
送書類の種類によって取引相手との関係性を推測することが可能となる。
このように、国際商取引にとっては重要な書類である。

（11）	 世界的なコンテナ不足の主な原因は以下の点である。① COVID-19以
前から、新造コンテナの生産量が低下してた（2019年に新造コンテナ生産
量が前年比40% 減と激減）、②アジア発北米向け貨物の急増（中国で自動
車、機械、電機などの生産がV字回復、米国の巣籠り需要で、家具、玩具、
家電等の輸入増加。電子商取引の拡大）、③港湾作業員不足によるコンテ
ナ処理能力低下（米国の COVID-19感染拡大で LA・LB 港の港湾作業員
不足、④欧米で空コンテナが滞留し、アジアにコンテナが回送されない
（欧米で空コンテナが、内陸のデポや倉庫等で滞留する）。宮前直幸「新型
コロナが国際物流に与えた影響」、https://www.mlit.go.jp/report/press/
content/001403344.pdf、2021年12月10日を参照。

（12）	 新型コロナウイルスの感染が世界に拡大をした2020年 3 月以降に電子
商取引の拡大が世界中で顕著に見られると報告されている。総務省
（2020）『通信白書』、235ページを参照。
（13）	 経済産業省（2021）『令和 2年度産業経済研究委託事業（電子商取引
に関する市場調査）報告書』、107ページを参照。ここでは、世界規模で小
売分野でのEC	化が引き続き拡大すると予測されている。

（14）	 米国の越境 BtoC-EC（日本・中国）の総市場規模は 1兆7108億円と
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トオフィス勤務がある。総務省（2016）「情報システム担当者のための	テ
レワーク導入手順書」、https://www.soumu.go.jp/main_content/000668432.
pdf、2021年 4 月11日を参照。

（ 6）	 ヤマトホールディングス HP（決算概要）、https://www.yamato-hd.
co.jp/investors/financials/result.html、2021年 2 月 1 日を参照。

（ 7）	 日本郵船株式会社 HP（IR 情報）、https://www.nyk.com/ir/、2021年
2 月 1 日、株式会社商船三井 HP（決算説明会資料）、https://www.mol.
co.jp/ir/data/cfh/index.html、2021年 1 月20日、川崎汽船株式会社HP（投
資家情報）、https://www.kline.co.jp/ja/ir/library/result.html、2021年 2 月
1 日を参照。

（ 8）	「物流大手の21年 3月期、過半数が増益に」、カーゴニュース（2021.5.25）、
http://cargo-news.co.jp/cargo-news-main/3037、2021年10月 1 日を参照。

（ 9）	 船会社A社の場合は、コンテナ船の運送書類発行データ（輸出）であ
り、船会社B社の場合は、自動車専用船の運送書類発行データ（輸出）で
ある。

（10）	 運送書類とは、運送人が発行した書類であり、物品の受取りと運送契
約の内容を証するものである。ときには物品の占有および処分権を化体す
るものでもある（長沼、2015b）。この運送書類には、取引相手、取引商品
そして取引額（輸出入額）などが記載されている。また、発行している運
送書類の種類によって取引相手との関係性を推測することが可能となる。
このように、国際商取引にとっては重要な書類である。

（11）	 世界的なコンテナ不足の主な原因は以下の点である。① COVID-19以
前から、新造コンテナの生産量が低下してた（2019年に新造コンテナ生産
量が前年比40% 減と激減）、②アジア発北米向け貨物の急増（中国で自動
車、機械、電機などの生産がV字回復、米国の巣籠り需要で、家具、玩具、
家電等の輸入増加。電子商取引の拡大）、③港湾作業員不足によるコンテ
ナ処理能力低下（米国の COVID-19感染拡大で LA・LB 港の港湾作業員
不足、④欧米で空コンテナが滞留し、アジアにコンテナが回送されない
（欧米で空コンテナが、内陸のデポや倉庫等で滞留する）。宮前直幸「新型
コロナが国際物流に与えた影響」、https://www.mlit.go.jp/report/press/
content/001403344.pdf、2021年12月10日を参照。

（12）	 新型コロナウイルスの感染が世界に拡大をした2020年 3 月以降に電子
商取引の拡大が世界中で顕著に見られると報告されている。総務省
（2020）『通信白書』、235ページを参照。
（13）	 経済産業省（2021）『令和 2年度産業経済研究委託事業（電子商取引
に関する市場調査）報告書』、107ページを参照。ここでは、世界規模で小
売分野でのEC	化が引き続き拡大すると予測されている。

（14）	 米国の越境 BtoC-EC（日本・中国）の総市場規模は 1兆7108億円と
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なった。このうち、日本経由の市場規模は9727億円、中国経由の市場規模
は7382億円であった。また、中国の越境 BtoC-EC（日本・米国）の総市
場規模 4兆2617億円となった。このうち、日本経由の市場規模は 1兆9499
億円、米国経由の市場規模は 2兆3119億円であった。経済産業省、同上書、
107ページを参照。

（15）	 財務省貿易統計HP、https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/
y4.pdf、2021年12月 1 日を参照。

（16）	 サレンダー B/L とは、運送品の積地港（Loading	Port）において運
送人が荷送人から船荷証券を回収し（その際に、運送人は “Surrendered”
もしくは “Accomplished”などと表示された船荷証券コピーを荷送人に渡
す）、荷受人は船荷証券を呈示することなく揚地港（Discharging	Port）で
運送品を受取るという実務慣行を指している。もしくはそこで使用される
船荷証券のコピーそのものを意味することもある。元地回収船荷証券、
Telex	Release、そしてサレンダード B/L（Surrendered	B/L）とも呼ば
れている（長沼、2015b）。また、サレンダー B/L という言葉は、商慣習
（商慣習のシステム）とそこで使用される運送書類（船荷証券）のコピー
を指すという両方のケースが考えられる。一方、「船荷証券の元地回収」
という表現は、商慣習のシステムそのものを指し、「元地回収船荷証券」
といった表現は、その商慣習で使用される運送書類のコピーを指している。
サレンダーB/L に関する詳細な定義については、長沼健（2015b）『国際
運送書類の歴史的変遷と電子化への潮流』、文眞堂、48─51ページを参照。

（17）	 船荷証券の危機とは、コンテナ船などの高速化により船舶の目的地へ
の到着が早くなる一方で、船積書類は旧態依然たる銀行経由のルートで処
理されているため、本船が入港しても船荷証券が到着せず、荷受人も運送
人も困惑するというケースを指している。新堀聰「海上運送状について」
『国際商事法務』19巻 4 号、462ページを参照。また、この事態は「The	
Fast	Ships	Problem」とも呼ばれている。Paul	Todd（1987）Cases	and	
Materials	on	Bills	of	Lading,	pp.	334.

（18）	 これは、線型トレンドを持ち、系列のレベルに依存しない季節効果を
持つ時系列データに適しているモデルである。

（19）	 https://forbesjapan.com/articles/detail/35571、2021年10月 1 日を参照。
ただし、日本では政府が各種資金繰り支援策を実施したため、最終的には
2020年度の日本の倒産件数は前年を下回った。https://www.tdb.co.jp/
tosan/syukei/20nendo.html、2021年12月 1 日を参照。また、世界の倒産件
数を見ても、2020年第 1～第 3六半期の企業倒産件数は、新型コロナウイ
ルス感染症パンデミックの影響が続く中でも、世界36市場の半数を超える
28市場で減少したことが報告されている。https://www.tsr-net.co.jp/
aboutus/release/2021/2021_26.html、2021年12月 1 日を参照。

（20）	 現時点では、政策支援や金融機関による倒産リスクへの対応などは継
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続する見通しとなっているが、業績不振が長期化し、過剰債務に陥った企
業も目立ってきている。息切れやあきらめによる脱落を中心に、コロナ破
たんは引き続き高水準で推移する可能性が高まっている。東京商工リサー
チ HP、https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220126_01.html、2022
年 1 月26日を参照。
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続する見通しとなっているが、業績不振が長期化し、過剰債務に陥った企
業も目立ってきている。息切れやあきらめによる脱落を中心に、コロナ破
たんは引き続き高水準で推移する可能性が高まっている。東京商工リサー
チ HP、https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220126_01.html、2022
年 1 月26日を参照。
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学
部
・
文
理
学
部
　
講
師
（
非
常
勤
）

一
九
九
五
年
四
月
～
二
〇
〇
一
年
三
月
　
　
日
本
大
学
法
学
部
　
専
任
講
師

一
九
九
七
年
四
月
～
二
〇
〇
三
年
三
月
　
　
二
松
学
舎
大
学
国
際
政
経
学
部
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
〇
一
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
大
学
法
学
部
　
助
教
授
に
昇
格
す
る



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
三
四

二
〇
〇
三
年
七
月
～
二
〇
〇
五
年
三
月
　
　
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
（
米
）
客
員
研
究
員

二
〇
〇
五
年
四
月
～
二
〇
〇
六
年
六
月
　
　
学
生
生
活
委
員
会
　
副
委
員
長

二
〇
〇
六
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
大
学
法
学
部
　
教
授
に
昇
格
す
る

二
〇
〇
六
年
四
月
～
二
〇
〇
八
年
三
月
　
　
東
洋
大
学
法
学
部
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
～
二
〇
〇
七
年
三
月
　
日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
　
教
授
（
兼
担
）

二
〇
〇
六
年
一
一
月
～
二
〇
〇
九
年
三
月
　
日
本
大
学
大
学
院
国
際
関
係
研
究
科
　
教
授
（
兼
担
）

二
〇
〇
八
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
三
月
　
　
東
洋
大
学
法
科
大
学
院
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
〇
九
年
七
月
～
二
〇
一
一
年
三
月
　
　
学
生
担
当
（
学
生
生
活
委
員
会
　
委
員
長
）

二
〇
一
三
年
四
月
～
二
〇
一
六
年
三
月
　
　
駒
澤
大
学
法
科
大
学
院
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
一
四
年
四
月
～
二
〇
一
五
年
六
月
　
　
国
際
知
的
財
産
研
究
所
　
次
長

二
〇
一
七
年
四
月
～
二
〇
一
七
年
一
〇
月
　
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
大
学
マ
イ
ン
ツ
（
独
）
客
員
研
究
員

二
〇
一
八
年
七
月
～
二
〇
一
九
年
三
月
　
　
就
職
（
進
路
）
指
導
委
員
会
　
副
委
員
長

二
〇
一
九
年
四
月
～
二
〇
二
一
年
六
月
　
　
比
較
法
研
究
所
長

二
〇
一
九
年
四
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
駒
澤
大
学
法
科
大
学
院
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
二
〇
年
四
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
筑
波
大
学
法
科
大
学
院
　
講
師
（
非
常
勤
）

二
〇
二
一
年
七
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
日
本
大
学
図
書
館
分
館
長

二
〇
二
二
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
年
に
よ
り
退
職
す
る

中
村
進
教
授
　
略
歴

四
三
五

【
学
会
・
社
会
活
動
】

二
〇
一
九
年
一
一
月
～
二
〇
二
一
年
九
月
　
国
際
商
取
引
学
会
　
理
事

二
〇
二
〇
年
四
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
一
般
財
団
法
人
　
共
立
国
際
交
流
奨
学
財
団
　
選
考
委
員
会
委
員

二
〇
二
一
年
九
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
国
際
商
取
引
学
会
　
会
長



中
村
進
教
授
　
略
歴

四
三
五

【
学
会
・
社
会
活
動
】

二
〇
一
九
年
一
一
月
～
二
〇
二
一
年
九
月
　
国
際
商
取
引
学
会
　
理
事

二
〇
二
〇
年
四
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
一
般
財
団
法
人
　
共
立
国
際
交
流
奨
学
財
団
　
選
考
委
員
会
委
員

二
〇
二
一
年
九
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
国
際
商
取
引
学
会
　
会
長



中
村
進
教
授

　主
要
業
績



中
村
進
教
授

　主
要
業
績



中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

四
三
九

中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
著
）】

『
法
学
入
門
』
国
際
書
院
　
一
九
九
四
年

『
や
さ
し
い
法
学
』（
第
三
版
）
法
学
書
院
　
一
九
九
七
年

『
Ｅ
・
コ
マ
ー
ス
　電
子
商
取
引
の
法
務
と
税
務
』
ぎ
ょ
う
せ
い
　
二
〇
〇
二
年

『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
基
礎
知
識
』（
第
二
版
）
弘
文
堂
　
二
〇
一
二
年

『
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
辞
典
』
中
央
経
済
社
　
二
〇
二
〇
年

【
著
書
（
共
編
著
）】

『
知
的
財
産
条
約
集
第
一
～
第
五
巻
』
東
京
印
刷
　
二
〇
〇
〇
年

【
学
術
論
文
（
単
著
）】

「
分
裂
ド
イ
ツ
と
本
国
法
の
決
定（
一
）（
二
）」『
日
本
法
学
』
一
九
九
一
年

「
国
際
私
法
と
両
性
平
等
」『
日
本
法
学
』
一
九
九
三
年

「
符
合
の
著
作
物
性
」『
最
近
の
知
的
所
有
権
判
例
評
釈
』
一
九
九
四
年



中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

四
三
九

中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
著
）】

『
法
学
入
門
』
国
際
書
院
　
一
九
九
四
年

『
や
さ
し
い
法
学
』（
第
三
版
）
法
学
書
院
　
一
九
九
七
年

『
Ｅ
・
コ
マ
ー
ス
　電
子
商
取
引
の
法
務
と
税
務
』
ぎ
ょ
う
せ
い
　
二
〇
〇
二
年

『
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
の
基
礎
知
識
』（
第
二
版
）
弘
文
堂
　
二
〇
一
二
年

『
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
辞
典
』
中
央
経
済
社
　
二
〇
二
〇
年

【
著
書
（
共
編
著
）】

『
知
的
財
産
条
約
集
第
一
～
第
五
巻
』
東
京
印
刷
　
二
〇
〇
〇
年

【
学
術
論
文
（
単
著
）】

「
分
裂
ド
イ
ツ
と
本
国
法
の
決
定（
一
）（
二
）」『
日
本
法
学
』
一
九
九
一
年

「
国
際
私
法
と
両
性
平
等
」『
日
本
法
学
』
一
九
九
三
年

「
符
合
の
著
作
物
性
」『
最
近
の
知
的
所
有
権
判
例
評
釈
』
一
九
九
四
年



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
四
〇

「
写
植
用
文
字
書
体
の
著
作
物
性
」『
最
近
の
知
的
所
有
権
判
例
評
釈
』
一
九
九
四
年

「
辞
典
の
著
作
物
性
」『
最
近
の
知
的
所
有
権
判
例
評
釈
』
一
九
九
四
年

「
国
の
著
作
」『
最
近
の
知
的
所
有
権
判
例
評
釈
』
一
九
九
四
年

「
国
際
的
法
律
紛
争
と
裁
判
制
度
」『
国
際
摩
擦
の
総
合
的
研
究
』
二
〇
〇
〇
年

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
と
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
の
流
れ
─Z

ippo

判
決
を
中
心
に
し
て
─
」『
政
経
研
究
』

二
〇
〇
四
年

「
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
最
近
の
一
動
向
～Y

ahoo!

事
件
の
展
開
～
」『
日

本
法
学
』
二
〇
〇
五
年

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
電
子
商
取
引
と
裁
判
管
轄
─
判
例
の
動
向
を
中
心
と
し
て
─
」『
国
際
商
取
引
学
会
年
報
』
二
〇
〇
六
年

「
胡
光
輝
報
告
『
中
国
法
に
お
け
る
不
可
抗
力
に
関
す
る
一
考
察
』
の
コ
メ
ン
ト
」『
国
際
商
取
引
学
会
年
報
』
二
〇
一
四
年

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
際
私
法
理
論
」『
日
本
法
学
』
二
〇
一
五
年

「
排
日
移
民
法
成
立
の
背
景
～
写
真
結
婚
の
影
響
を
中
心
に
～
」『
政
経
研
究
』
二
〇
一
五
年

「
日
米
の
報
道
記
事
・
外
交
文
書
に
見
る
写
真
結
婚
の
評
価
」『
国
際
文
化
表
現
研
究
』
二
〇
一
六
年

「
Ｅ
Ｕ
国
際
私
法
に
お
け
る
電
子
消
費
者
契
約
に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
大
学
知
財
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
〇
一
九
年

「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
二
〇
二
〇
年

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
」『
日
本
法
学
』
二
〇
二
一
年

中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

四
四
一

【
そ
の
他
】

「
電
子
商
取
引
の
国
際
ル
ー
ル
：O

E
C
D

の
場
合
」『
国
際
商
事
法
務
』
二
〇
二
〇
年



中
村
進
教
授
　
主
要
業
績

四
四
一

【
そ
の
他
】

「
電
子
商
取
引
の
国
際
ル
ー
ル
：O

E
C
D

の
場
合
」『
国
際
商
事
法
務
』
二
〇
二
〇
年



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

笠

　原

　俊

　宏	

元
日
本
大
学
非
常
勤
講
師
、
元
東
洋
大
学

教
授
、
弁
護
士

長
谷
川

　貞

　之	

日
本
大
学
教
授

徐

　
　
　瑞

　静	

日
本
大
学
非
常
勤
講
師
、
中
国
弁
護
士

松

　島

　雪

　江	

日
本
大
学
教
授

福

　森

　憲
一
郎	

日
本
大
学
特
別
助
教

野

　中

　貴

　弘	

日
本
大
学
准
教
授

渡

　邉

　容
一
郎	

日
本
大
学
教
授

浅

　井

　直

　哉	

日
本
大
学
助
教

羽

　田

　
　
　翔	

日
本
大
学
准
教
授

佐

　幸

　信

　介	

日
本
大
学
教
授

劉

　
　
　斌

　斌	

日
本
大
学
教
授

三

　村

　淳

　一	

日
本
大
学
教
授

長

　沼

　
　
　健	

同
志
社
大
学
教
授

二
七
六



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

笠

　原

　俊

　宏	

元
日
本
大
学
非
常
勤
講
師
、
元
東
洋
大
学

教
授
、
弁
護
士

長
谷
川

　貞

　之	
日
本
大
学
教
授

徐

　
　
　瑞

　静	

日
本
大
学
非
常
勤
講
師
、
中
国
弁
護
士

松

　島

　雪

　江	

日
本
大
学
教
授

福

　森

　憲
一
郎	

日
本
大
学
特
別
助
教

野

　中

　貴

　弘	

日
本
大
学
准
教
授

渡

　邉

　容
一
郎	

日
本
大
学
教
授

浅

　井

　直

　哉	

日
本
大
学
助
教

羽

　田

　
　
　翔	

日
本
大
学
准
教
授

佐

　幸

　信

　介	

日
本
大
学
教
授

劉

　
　
　斌

　斌	

日
本
大
学
教
授

三

　村

　淳

　一	

日
本
大
学
教
授

長

　沼

　
　
　健	

同
志
社
大
学
教
授

二
七
六



Shinsuke Sako, Common Forest and Social Transformation ─
Questions from a Case Research in Kiso Town

Binbin Liu, Analysis on the Application of “Legitimate Source” 
Defense in Patent Infringement Proceedings in 
China

Junichi Mimura, A Study on Methods for Calculating Damages 
in Japan and the United States

Ken Naganuma, How Spread of COVID-19 has Driven Progress 
in e-Commerce and Impacted Maritime Transport

Career and Main Works of Professor Susumu Nakamura

二
七
六



Issues in International Private Law, 
International Business Law and Social Science

CONTENTS

Dedication

Toshihiro Kasahara, The Codification and the Modernization 
of French Private International Law

Sadayuki Hasegawa, Significance of “Co-Regulation” Introduced 
by the Digital Platform (DPF) Transaction 
Transparency Act and the Role of the DPF 
Provider

Zuisei Jo, The Rule of Application of Escape Clause in Private 
International Law

Yukie Matsushima, Others in Law ─ A Study on the Invisible 
Legal Subjects and Observations for the Renewal 
of Legal Rightfulness and Legitimacy.

Kenichiro Fukumori, The Formation Process of ICT Infrastructure 
Policy in the Obama Administration: The 
Formation of Heavy Regulations as a Critical 
Juncture

Takahiro Nonaka, Der Einfluß einer Veräußerung der 
Kaufsache in Unkenntnis des Mangels auf 
Rücktrittsrecht und Wertersatzpflicht

Yoichiro Watanabe, The Significance of Stanley Baldwin’s New 
Conservative Thought in 1924

Naoya Asai, Two Aspects of Political Parties in Parliamentary 
Democracy

Sho Haneda, Currency Unit Issues in Policy Evaluation: Case 
of Trade Statistics

七
七
六

索

　
　引

四
四
七

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻

　索

　引

論

　
　
　説

号

契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

─
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地

─

野
　
中
　
貴
　
弘
�
一
（
　
　
一
）

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
淺
　
川
　
道
　
夫
�
二
（
　
　
三
）

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て

─

大
久
保
　
拓
　
也
�
二
（
　
三
三
）

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
�
�
�
�
�
�
笠
　
原
　
孝
　
太
�
二
（
　
五
七
）

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
河
　
合
　
利
　
修
�
二
（
　
八
五
）

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�

─
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

─

神
　
例
　
康
　
博
�
二
（
一
一
三
）

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に

─

末
　
澤
　
国
　
彦
�
二
（
一
四
五
） 頁

）
九
九
九
（



Shinsuke Sako, Common Forest and Social Transformation ─
Questions from a Case Research in Kiso Town

Binbin Liu, Analysis on the Application of “Legitimate Source” 
Defense in Patent Infringement Proceedings in 
China

Junichi Mimura, A Study on Methods for Calculating Damages 
in Japan and the United States

Ken Naganuma, How Spread of COVID-19 has Driven Progress 
in e-Commerce and Impacted Maritime Transport

Career and Main Works of Professor Susumu Nakamura

二
七
六



索

　
　引

四
四
七

日
本
法
学

　第
八
十
七
巻

　索

　引

論

　
　
　説

号

契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

─
買
主
の
故
意
行
為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地

─

野
　
中
　
貴
　
弘
�
一
（
　
　
一
）

維
新
政
府
に
よ
る
公
議
政
治
と
兵
制
策
問
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
淺
　
川
　
道
　
夫
�
二
（
　
　
三
）

会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て

─

大
久
保
　
拓
　
也
�
二
（
　
三
三
）

乾
岔
子
島
事
件
に
関
わ
る
条
約
及
び
協
定
の
考
察
と
事
件
の
位
置
づ
け
の
検
討
�
�
�
�
�
�
笠
　
原
　
孝
　
太
�
二
（
　
五
七
）

第
一
回
ハ
ー
グ
万
国
平
和
会
議
と
軍
縮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
河
　
合
　
利
　
修
�
二
（
　
八
五
）

租
税
ほ
脱
犯
の
罪
質
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�

─
単
純
不
申
告
犯
、
単
純
不
申
告
ほ
脱
犯
、
虚
偽
不
申
告
等
ほ
脱
犯
の
相
互
関
係

─

神
　
例
　
康
　
博
�
二
（
一
一
三
）

鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に

─

末
　
澤
　
国
　
彦
�
二
（
一
四
五
） 頁

）
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
四
八

行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
髙
　
槗
　
雅
　
夫
�
二
（
一
七
五
）

宗
教
団
体
の
自
律
権
と
司
法
審
査
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高
　
畑
　
英
一
郎
�
二
（
二
〇
七
）

日
本
の
外
国
人
受
入
れ
政
策
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
「
令
和
三
年
二
月
入
管
法
改
正
法
案
」
挫
折
の
背
景

─

瀧
　
川
　
修
　
吾
�
二
（
二
三
五
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
紛
争
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
判
例
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
中
　
村
　
　
　
進
�
二
（
二
六
五
）

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
長
谷
川
　
貞
　
之
�
二
（
三
一
一
）

役
員
選
任
決
議
の
効
力
を
争
う
訴
え
に
お
け
る
訴
え
の
利
益
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
嶋
　
隆
　
弘
�
二
（
三
五
五
）

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
島
　
雪
　
江
�
二
（
三
七
三
）

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
手
が
か
り
に

─

渡
　
邉
　
容
一
郎
�
二
（
四
〇
一
）

「
抵
触
法
」
の
起
源
と
し
て
の
「
都
市
法
（
条
例
）
衝
突
理
論
」
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
森
論
文
を
中
心
と
し
て
）
と
Ｅ
Ｕ
法

渡
　
部
　
茂
　
己
�
二
（
四
五
六
）

）
〇
〇
〇
（

索

　
　引

四
四
九

Ｍ
．サ
ン
デ
ル
の
「
腎
臓
売
買
否
認
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
宮
　
本
　
満
　
治
�
二
（
四
七
八
）

非
常
事
態
に
お
け
る
司
法
権
の
地
位
と
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
の
判
例
理
論
か
ら

─

東
　
　
　
　
　
裕
�
二
（
五
〇
四
）

サ
イ
バ
ー
戦
時
復
仇
の
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─lex lata

とlex ferenda

と
の
相
克
の
視
角
か
ら

─

田
　
中
　
　
　
誠
�
二
（
五
三
四
）

性
犯
罪
規
定
改
正
の
議
論
に
関
す
る
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
暴
行
・
脅
迫
要
件
に
関
す
る
検
討
会
の
議
論
を
振
り
返
っ
て

─

上
　
野
　
幸
　
彦
�
二
（
五
六
〇
）

T
he Influence of C

hristian T
hom

asius on the 

　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

P
rivate L

aw
 S

ystem
 in K

ant ’s D
octrine of R

ight

出
　
雲
　
　
　
孝
�
二
（
五
八
四
）

日
タ
イ
に
お
け
る
留
置
権
の
比
較
法
的
研
究
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
タ
イ
民
商
法
241
条
の
継
受
史
と
そ
の
解
釈

─

ソ
ラ
ア
ッ
ト
　
ナ
パ
ッ
ト

出
　
雲
　
　
　
孝
�
三
（
　
八
八
）

国
連
憲
章
下
に
お
け
る
非
国
家
主
体
に
対
す
る
自
衛
権
の
射
程
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
国
連
憲
章
の
起
草
過
程
と
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
を
中
心
に

─

本
　
吉
　
祐
　
樹
�
三
（
一
一
八
）

売
買
契
約
・
請
負
契
約
の
給
付
に
代
わ
る
仮
定
的
損
害
賠
償
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
近
時
の
展
開

─

山
　
田
　
孝
　
紀
�
三
（
一
八
八
）

）
〇
〇
七
（



索

　
　引

四
四
九

Ｍ
．サ
ン
デ
ル
の
「
腎
臓
売
買
否
認
論
」
に
つ
い
て
の
一
考
察

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
宮
　
本
　
満
　
治
�
二
（
四
七
八
）

非
常
事
態
に
お
け
る
司
法
権
の
地
位
と
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
の
判
例
理
論
か
ら

─

東
　
　
　
　
　
裕
�
二
（
五
〇
四
）

サ
イ
バ
ー
戦
時
復
仇
の
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─lex lata
とlex ferenda

と
の
相
克
の
視
角
か
ら

─

田
　
中
　
　
　
誠
�
二
（
五
三
四
）

性
犯
罪
規
定
改
正
の
議
論
に
関
す
る
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
暴
行
・
脅
迫
要
件
に
関
す
る
検
討
会
の
議
論
を
振
り
返
っ
て

─

上
　
野
　
幸
　
彦
�
二
（
五
六
〇
）

T
he Influence of C

hristian T
hom

asius on the 

　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

P
rivate L

aw
 S

ystem
 in K

ant ’s D
octrine of R

ight

出
　
雲
　
　
　
孝
�
二
（
五
八
四
）

日
タ
イ
に
お
け
る
留
置
権
の
比
較
法
的
研
究
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
タ
イ
民
商
法
241
条
の
継
受
史
と
そ
の
解
釈

─

ソ
ラ
ア
ッ
ト
　
ナ
パ
ッ
ト

出
　
雲
　
　
　
孝
�
三
（
　
八
八
）

国
連
憲
章
下
に
お
け
る
非
国
家
主
体
に
対
す
る
自
衛
権
の
射
程
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
国
連
憲
章
の
起
草
過
程
と
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
を
中
心
に

─

本
　
吉
　
祐
　
樹
�
三
（
一
一
八
）

売
買
契
約
・
請
負
契
約
の
給
付
に
代
わ
る
仮
定
的
損
害
賠
償
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
近
時
の
展
開

─

山
　
田
　
孝
　
紀
�
三
（
一
八
八
）

）
〇
〇
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

四
五
〇

ジ
ョ
ン
王
の
生
涯
と
大
憲
章
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
甲
　
斐
　
素
　
直
�
三
（
二
五
二
）

フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
の
法
典
化
と
現
代
化
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
笠
　
原
　
俊
　
宏
�
四
（
　
　
三
）

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

導
入
さ
れ
た
「
共
同
規
制
」
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割

長
谷
川
　
貞
　
之
�
四
（
　
三
五
）

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察

─

徐
　
　
　
瑞
　
静
�
四
（
一
〇
七
）

法
に
お
け
る
他
者
　
─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察

松
　
島
　
雪
　
江
�
四
（
一
四
三
）

オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
政
策
の
形
成
過
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
重
大
局
面
と
し
て
の
重
規
制
ル
ー
ル
の
成
立

─

福
　
森
　
憲
一
郎
�
四
（
一
六
七
）

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

─

野
　
中
　
貴
　
弘
�
四
（
一
九
五
）

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
〝
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
〟
の
政
治
思
想
的
意
義
�
�
�
�
�

─
党
政
策
文
書
『
今
後
の
展
望
』
を
中
心
に

─

渡
　
邉
　
容
一
郎
�
四
（
二
四
七
）

）
〇
〇
七
（

索

　
　引

四
五
一

議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政
党
の
二
面
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
浅
　
井
　
直
　
哉
�
四
（
二
九
〇
）

政
策
評
価
に
お
け
る
統
計
の
通
貨
単
位
問
題
に
関
す
る
一
考
察
：
貿
易
統
計
の
事
例
�
�
�
�
羽
　
田
　
　
　
翔
�
四
（
三
一
六
）

入
会
林
野
と
社
会
変
容

─
長
野
県
木
曽
町
の
事
例
研
究
か
ら
問
う
こ
と
�
�
�
�
�
�
�
�
佐
　
幸
　
信
　
介
�
四
（
三
四
〇
）

中
国
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
「
合
法
的
な
出
所
」
抗
弁
の
適
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
劉
　
　
　
斌
　
斌
�
四
（
三
七
〇
）

日
米
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
算
出
手
法
に
関
す
る
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三
　
村
　
淳
　
一
�
四
（
四
一
〇
）

C
O
V
ID
-19

の
感
染
拡
大
に
よ
る
電
子
商
取
引
の
進
展
と
海
上
運
送
の
変
化
に
つ
い
て

���
�
長
　
沼
　
　
　
健
�
四
（
四
三
〇
）

研
究
ノ
ー
ト

休
業
と
補
償
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
コ
ロ
ナ
危
機
下
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開

─

岡
　
田
　
俊
　
幸
�
一
（
　
六
九
）

養
子
縁
組
の
多
目
的
利
用
と
縁
組
意
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
帷
　
子
　
翔
　
太
�
一
（
一
三
二
）

）
〇
〇
七
（



索

　
　引

四
五
一

議
会
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政
党
の
二
面
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
浅
　
井
　
直
　
哉
�
四
（
二
九
〇
）

政
策
評
価
に
お
け
る
統
計
の
通
貨
単
位
問
題
に
関
す
る
一
考
察
：
貿
易
統
計
の
事
例
�
�
�
�
羽
　
田
　
　
　
翔
�
四
（
三
一
六
）

入
会
林
野
と
社
会
変
容

─
長
野
県
木
曽
町
の
事
例
研
究
か
ら
問
う
こ
と
�
�
�
�
�
�
�
�
佐
　
幸
　
信
　
介
�
四
（
三
四
〇
）

中
国
特
許
権
侵
害
訴
訟
に
お
け
る
「
合
法
的
な
出
所
」
抗
弁
の
適
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
劉
　
　
　
斌
　
斌
�
四
（
三
七
〇
）

日
米
に
お
け
る
損
害
賠
償
額
の
算
出
手
法
に
関
す
る
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三
　
村
　
淳
　
一
�
四
（
四
一
〇
）

C
O
V
ID
-19

の
感
染
拡
大
に
よ
る
電
子
商
取
引
の
進
展
と
海
上
運
送
の
変
化
に
つ
い
て

���
�
長
　
沼
　
　
　
健
�
四
（
四
三
〇
）

研
究
ノ
ー
ト

休
業
と
補
償
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